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まとめ資料比較表 〔43条 重大事故等対処設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

1. 重大事故等対処設備

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，炉

心，使用済燃料プール内の燃料体等及び運転停止中における発電

用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するために，また，重大

事故が発生した場合においても，原子炉格納容器の破損及び発電

所外への放射性物質の異常な放出を防止するために，「実用発電用

原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則」（以下，設置許可基準規則という）第三章（重大事故等対処施

設）にて定められる重大事故等対処設備として以下の設備を設け

る。 

・第 43 条 アクセスルートを確保するための設備

・第 44 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするため

の設備 

・第 45 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備 

・第 46 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

・第 47 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備 

・第 48 条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・第 49 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・第 50 条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

・第 51 条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備 

・第 52 条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備 

・第 53 条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備 

・第 54 条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

・第 55 条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設

備 

・第 56 条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

・第 57 条 電源設備

・第 58 条 計装設備

・第 59 条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備

・第 60 条 監視測定設備

・第 61 条 緊急時対策所

1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針 

発電用原子炉施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生

した場合において，炉心，使用済燃料プール内の燃料体等及び運

転停止中における原子炉の燃料体の著しい損傷を防止するため

に，また，重大事故が発生した場合においても，原子炉格納容器

の破損及び発電所外への放射性物質の異常な放出を防止するため

に，重大事故等対処設備を設ける。 

1. 重大事故等対処設備について

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，炉

心，燃料プール内の燃料体等，及び運転停止中における原子炉の

燃料体の著しい損傷を防止するために，また，重大事故が発生し

た場合においても，原子炉格納容器の破損及び発電所外への放射

性物質の異常な放出を防止するために，「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下，設

置許可基準規則という）第三章（重大事故等対処施設）にて定め

られる重大事故等対処設備として以下の設備を設ける。 

・第 43条 アクセスルートを確保するための設備

・第 44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするため

の設備 

・第 45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備 

・第 46条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

・第 47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備 

・第 48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・第 49条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・第 50条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

・第 51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備 

・第 52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備 

・第 53条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備 

・第 54条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

・第 55条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設

備 

・第 56条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

・第 57条 電源設備

・第 58条 計装設備

・第 59条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備

・第 60条 監視測定設備

・第 61条 緊急時対策所

・記載方針の相違

【東海第二】
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

・第 62 条 通信連絡を行うために必要な設備 

これらの設備については，新たに重大事故等に対処する機能を

付加させた設備に加え，当該設備が機能を発揮するために必要な

系統（水源から注入先まで，流路を含む）までを含むものとする。 

また，設計基準対象施設のうち，想定される重大事故等時にそ

の機能を期待する場合において，上記設備に該当しないものは，

重大事故等時に設計基準対象施設としての機能を期待する重大事

故等対処設備（以下，重大事故等対処設備（設計基準拡張）とい

う）と位置付け，第 44 条～第 62 条のいずれかに適合するための

設備の一部として取り扱うこととする。 

 

1.1 重大事故等対処設備の設備分類 

重大事故等対処設備は，常設のものと可搬型のものがあり，そ

れぞれ設置許可基準規則に示される名称を踏まえて以下のとおり

分類する。 

(1) 常設重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備のうち常設のもの 

a. 常設重大事故防止設備 

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であって，

設計基準事故対処設備の安全機能又は使用済燃料プールの冷

却機能若しくは注水機能が喪失した場合において，その喪失し

た機能（重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必

要な機能に限る。）を代替することにより重大事故の発生を防

止する機能を有する設備（重大事故防止設備）のうち，常設の

もの。 

b. 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設（耐震 S ク

ラス施設）に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替

するもの。 

c. 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合におい

て，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するた

めの機能を有する設備（重大事故緩和設備）のうち，常設のも

の。 

d. 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待する設

備であって，重大事故の発生を防止する機能を有する上記 a.

以外の常設のもの 

 

これらの設備については，当該設備が機能を発揮するために必

要な系統（水源から注入先まで，流路を含む。）までを含むものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，常設のものと可搬型のものがあり，以

下のとおり分類する。 

 

(1) 常設重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備のうち常設のもの 

ａ．常設重大事故防止設備 

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能又は使用済燃料プール

の冷却機能若しくは注水機能が喪失した場合において，その

喪失した機能（重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能に限る。）を代替することにより重大事故の

発生を防止する機能を有する設備（重大事故防止設備）のう

ち，常設のもの 

ｂ．常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設

計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

 

ｃ．常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合にお

いて，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和す

るための機能を有する設備（重大事故緩和設備）のうち，常

設のもの 

 

 

 

 

・第 62条 通信連絡を行うために必要な設備 

これらの設備については，新たに重大事故等に対処する機能を

付加させた設備に加え，当該設備が機能を発揮するために必要な

系統（水源から注水先まで，流路を含む。）までを含むものとする。 

また，設計基準対象施設のうち，想定される重大事故等時にそ

の機能を期待する場合において，上記設備に該当しないものは，

重大事故等時に設計基準対象施設としての機能を期待する重大事

故等対処設備（以下，重大事故等対処設備（設計基準拡張）とい

う。）と位置付け，第 44条～第 62条のいずれかに適合するための

設備の一部として取り扱うこととする。 

 

1.1 重大事故等対処設備の設備分類 

重大事故等対処設備は，常設のものと可搬型のものがあり，そ

れぞれ設置許可基準規則に示される名称を踏まえて以下のとおり

分類する。 

(1) 常設重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備のうち常設のもの 

ａ．常設重大事故防止設備 

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能又は燃料プールの冷

却機能若しくは注水機能が喪失した場合において，その喪

失した機能（重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能に限る。）を代替することにより重大事故

の発生を防止する機能を有する設備（重大事故防止設備）

のうち，常設のもの 

ｂ．常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設（耐震 S

クラス施設）に属する設計基準事故対処設備が有する機能

を代替するもの 

ｃ．常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合に

おいて，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩

和するための機能を有する設備（重大事故緩和設備）のう

ち，常設のもの 

ｄ．常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待す

る設備であって，重大事故の発生を防止する機能を有する

上記 a.以外の常設のもの 

 

 

 

 

・設備分類の相違 

【東海第二】 

東海第二では設計基

準拡張という設備分類

を設けていない（以下，

①の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備分類の相違 

【東海第二】 

①の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

e. 常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待する設

備であって，重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和す

るための機能を有する上記 c.以外の常設のもの 

f. 常設重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設備

常設重大事故等対処設備のうち，上記 a.，b.，c.，d.，e.

以外の常設設備で，防止又は緩和の機能がないもの。 

(2) 可搬型重大事故等対処設備

重大事故等対処設備のうち可搬型のもの。

g. 可搬型重大事故防止設備

重大事故防止設備のうち可搬型のもの。

h. 可搬型重大事故緩和設備

重大事故緩和設備のうち可搬型のもの。

i. 可搬型重大事故防止設備（設計基準拡張）

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待する設

備であって，重大事故の発生を防止する機能を有する上記 g.

以外の可搬型のもの。（ただし，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及

び 7 号炉においては，本分類に該当する設備はなし。） 

j. 可搬型重大事故緩和設備（設計基準拡張）

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待する設

備であって，重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和す

るための機能を有する上記 h.以外の可搬型のもの。（ただし，

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉においては，本分類に

該当する設備はなし。） 

k. 可搬型重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設

備 

可搬型重大事故等対処設備のうち，上記 g.，h.，i.，j.以

外の可搬型設備で，防止又は緩和の機能がないもの。 

ｄ．常設重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設備 

常設重大事故等対処設備のうち，上記ａ．，ｂ．，ｃ．以外

の常設設備で，防止又は緩和の機能がないもの 

(2) 可搬型重大事故等対処設備

重大事故等対処設備のうち可搬型のもの

ａ．可搬型重大事故防止設備 

重大事故防止設備のうち可搬型のもの 

ｂ．可搬型重大事故緩和設備 

重大事故緩和設備のうち可搬型のもの 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設  

  備 

可搬型重大事故等対処設備のうち，上記ａ．，ｂ.以外の

可搬型設備で，防止又は緩和の機能がないもの 

ｅ．常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待す

る設備であって，重大事故の拡大を防止し，又はその影響

を緩和するための機能を有する上記 c.以外の常設のもの

（ただし，島根原子力発電所２号炉においては，本分類に

該当する設備はなし。） 

ｆ．常設重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設

備 

常設重大事故等対処設備のうち，上記 a.，b.，c.，d.，

e.以外の常設設備で，防止又は緩和の機能がないもの

(2) 可搬型重大事故等対処設備

重大事故等対処設備のうち可搬型のもの

ｇ．可搬型重大事故防止設備 

重大事故防止設備のうち可搬型のもの 

ｈ．可搬型重大事故緩和設備 

重大事故緩和設備のうち可搬型のもの 

ｉ．可搬型重大事故防止設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待す

る設備であって，重大事故の発生を防止する機能を有する

上記 g.以外の可搬型のもの（ただし，島根原子力発電所２

号炉においては，本分類に該当する設備はなし。） 

ｊ．可搬型重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待す

る設備であって，重大事故の拡大を防止し，又はその影響

を緩和するための機能を有する上記 h.以外の可搬型のも

の（ただし，島根原子力発電所２号炉においては，本分類

に該当する設備はなし。） 

ｋ．可搬型重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない

設備 

可搬型重大事故等対処設備のうち，上記 g.，h.，i.，j.

以外の可搬型設備で，防止又は緩和の機能がないもの 

・設備分類の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉では，常設

重大事故緩和設備（設計

基準拡張）と位置付けて

いる設備はない 

・設備分類の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備分類の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備分類の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備分類の相違

【東海第二】

①の相違
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主要な重大事故等対処設備の設備種別及び設備分類を第 1.1.7

－1表に示す。常設重大事故防止設備及び可搬型重大事故防止設

備については，当該設備が機能を代替する設計基準対象施設とそ

の耐震重要度分類を併せて示す。 

また，主要な重大事故等対処設備の設置場所及び保管場所を第

1.1.7－1 図から第 1.1.7－9 図に示す。 

 

1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等 

(1) 多様性，位置的分散 

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又はその

周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（外部人為

事象），溢水，火災及びサポート系の故障を考慮する。 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽出す

るために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺での発生

実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した

洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山

の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能

性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に

対する時間余裕の観点から，重大事故等対処設備に影響を与える

おそれがある事象として，地震，津波（基準津波を超え敷地に遡

上する津波（以下「敷地に遡上する津波」という。）を含む。），風

（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び高潮を選定する。 

自然現象の組合せについては，地震，津波（敷地に遡上する津

波を含む。），風（台風），積雪及び火山の影響を考慮する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為

によるものについては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及

びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献

等に基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，

近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事象を考慮する。

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，

重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対す

る時間余裕の観点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそ

れがある事象として，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，
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【東海第二】 
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近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。また，

設計基準事故対処設備等と重大事故等対処設備に対する共通要因

としては，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等

の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについては，

可搬型重大事故等対処設備による対策を講じることとする。 

主要な重大事故等対処施設である原子炉建屋原子炉棟，原子炉

建屋付属棟，緊急時対策所建屋，常設代替高圧電源装置置場，格

納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替注水系ポンプ室，緊

急用海水ポンプピット，常設代替高圧電源装置用カルバート（立

坑部），常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部），常設

代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部），格納容器圧力逃

がし装置用配管カルバート，常設低圧代替注水系配管カルバート，

緊急用海水系配管カルバート（以下「建屋等」という。） 

については，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），火災及

び外部からの衝撃による損傷を防止できる設計とする。 

重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，可能

な限り多様性を有し，位置的分散を図ることを考慮する。 

ａ．常設重大事故等対処設備 

常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等の安全機能

と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置

的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。ただし，常設

重大事故防止設備のうち，計装設備について，重要代替監視パラ

メータ（当該パラメータの他チャンネルの計器を除く。）による推

定は，重要監視パラメータと異なる物理量又は測定原理とする等，

重要監視パラメータに対して可能な限り多様性を有する方法によ

り計測できる設計とする。重要代替監視パラメータは重要監視パ

ラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，常設

重大事故防止設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重

大事故等時の環境条件における健全性については，「1.1.7.3 環境

条件等」に記載する。風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍結，

降水，積雪，火山の影響並びに電磁的障害に対して常設重大事故

防止設備は，環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。 
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常設重大事故防止設備は，「1.9 発電用原子炉設置変更許可申請

に係る安全設計の方針」に基づく地盤に設置する。 

常設重大事故防止設備は，地震，津波（敷地に遡上する津波を

含む。）及び火災に対しては，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震

設計」，「1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波設計」及び「1.5.2 重

大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針」に基づく設計と

する。 

溢水に対しては，可能な限り多様性を有し，位置的分散を図る

ことで，想定する溢水水位に対して同時に機能を損なうことのな

い設計とする。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），溢水及び火災に対

して常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等と同時に

機能を損なうおそれがないように，可能な限り設計基準事故対処

設備等と位置的分散を図る。 

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物

学的事象，森林火災，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶

の衝突及び電磁的障害に対して，常設重大事故防止設備は，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に設置するか，

又は設計基準事故対処設備等と同時に機能が損なわれないよう

に，設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り，屋外に設置す

る。 

落雷に対して常設代替交流電源設備は，避雷設備等により防護

する設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外の常設重大

事故防止設備は，侵入防止対策により重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。生物学的事

象のうちクラゲ等の海生生物からの影響を受けるおそれのある常

設重大事故防止設備は，侵入防止対策により重大事故等に対処す

るための必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

高潮に対して常設重大事故防止設備（非常用取水設備は除く。）

は，高潮の影響を受けない敷地高さに設置する。 

飛来物（航空機落下）に対して常設重大事故防止設備は，設計

基準事故対処設備等と同時にその機能が損なわれないように，設

計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置する。 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により設計

上考慮する必要はない。 

常設重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，

可能な限り上記を考慮して多様性，位置的分散を図る設計とする。 
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サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電力，

空気，油，冷却水を考慮し，常設重大事故防止設備は設計基準事

故対処設備等と異なる駆動源，冷却源を用いる設計，又は駆動源，

冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設計とする。また，常設重

大事故防止設備は設計基準事故対処設備等と可能な限り異なる水

源をもつ設計とする。 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は常設重

大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，

独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波（敷地に遡上

する津波を含む。），その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズム，設計基準事故対処設備等及び重大事

故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等

対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，可搬

型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とす

る。重大事故等時の環境条件における健全性については「1.1.7.3 

環境条件等」に記載する。 

風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影

響並びに電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，環境

条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。 

地震に対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「1.9 発電

用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針」に基づく地盤

上に設置する建屋内に保管する。屋外の可搬型重大事故等対処設

備は，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生じる敷地下斜面のすべり，液状化

又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり,地盤支持力

の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響を受けない複数の保管場

所に分散して保管する設計とする。 

地震及び津波（敷地に遡上する津波を含む。）に対して可搬型重

大事故等対処設備は，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」，

「1.4.2重大事故等対処施設の耐津波方針」及び「1.4.3 基準津

波を超え敷地に遡上する津波に対する耐津波設計」にて考慮され

た設計とする。火災に対して，可搬型重大事故等対処設備は「1.5.2 

重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針」に基づく火災
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防護を行う。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），溢水及び火災に対

して可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処設備等及び

常設重大事故等対処設備と同時に機能を損なうおそれがないよう

に，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処

設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物

学的事象，森林火災，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶

の衝突及び電磁的障害に対して，可搬型重大事故等対処設備は，

外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に保管する

か，又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と

同時に必要な機能を損なうおそれがないように，設計基準事故対

処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を

図り，防火帯の内側の複数箇所に分散して保管する設計とする。

クラゲ等の海生生物から影響を受けるおそれのある屋外の可搬型

重大事故等対処設備は，予備を有する設計とする。 

高潮に対して可搬型重大事故等対処設備は，高潮の影響を受け

ない敷地高さに保管する。 

飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムに対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，可能

な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対

処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とす

る。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，原子炉建屋，常

設代替高圧電源装置置場，常設低圧代替注水系ポンプ室，格納容

器圧力逃がし装置格納槽，緊急用海水ポンプピット，海水ポンプ

エリアから 100m 以上の離隔距離を確保するとともに，当該可搬

型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故

対処設備等及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の離隔距

離を確保した上で，複数箇所に分散して保管する設計とする。 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により設計

上考慮する必要はない。また，外部人為事象のうちダムの崩壊に

ついては，立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電力，

空気，油，冷却水を考慮し，可搬型重大事故防止設備は，設計基

準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と異なる駆動源，冷

却源を用いる設計とするか，駆動源，冷却源が同じ場合は別の手
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段が可能な設計とする。また，水源についても可能な限り，異な

る水源を用いる設計とする。 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接

続口原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型重大事故等

対処設備と常設設備との接続口は，共通要因によって接続するこ

とができなくなることを防止するため，それぞれ互いに異なる複

数の場所に設置する設計とする。なお,洪水及びダムの崩壊につい

ては,立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，その

機能を確実に発揮できる設計とするとともに，接続口は，建屋等

内及び建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない位置に複数箇所設

置する。重大事故等時の環境条件における健全性については

「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。 

風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影

響並びに電磁的障害に対しては，環境条件にて考慮し，機能が損

なわれない設計とする。 

地震に対して接続口は，「1.9 発電用原子炉設置変更許可申請に

係る安全設計の方針」に基づく地盤上の建屋等内又は建屋等壁面

に複数箇所設置する。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。）及び火災に対しては， 

「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」，「1.4.2 重大事故等対

処施設の耐津波設計」,「1.4.3 基準津波を超え敷地に遡上する津

波に対する耐津波設計」及び「1.5.2 重大事故等対処施設の火災

防護に関する基本方針」に基づく設計とする。 

溢水に対しては，想定される溢水水位に対して機能を喪失しない

位置に設置する。 

風（台風），竜巻，落雷，生物学的事象，森林火災，飛来物（航

空機落下），爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突及び

故意による大型航空機の衝突その他テロリズムに対して，接続口

は，建屋等内及び建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない位置に

複数箇所設置する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外に設置す

る場合は，開口部の閉止により重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

高潮に対して接続口は，高潮の影響を受けない位置に設置する。 

また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合には，

それぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設ける設計と
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する。同時に使用する可能性がある場合は，合計の容量を確保し，

状況に応じて，それぞれの系統に必要な容量を同時に供給できる

設計とする。 

(2) 悪影響防止

重大事故等対処設備は発電用原子炉施設（隣接する発電所を含

む。）内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設

備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計

とする。 

他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使用時及び

待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミ

サイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し，他の設備の機能

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

系統的な影響に対しては，重大事故等対処設備は，弁等の操作

によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事故

等対処設備としての系統構成とすること，重大事故等発生前（通

常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続によ

り重大事故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なこと，設計基準対象施設として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用するこ

と等により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，放水砲については，建屋への放水により，当該設備の使

用を想定する重大事故時において必要となる屋外の他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネルギの高

い流体を内蔵する弁及び配管の破断，高速回転機器の破損，ガス

爆発並びに重量機器の落下を考慮し，重大事故等対処設備がター

ビンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

(3) 共用の禁止

常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷地を共

有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設計

とする。ただし，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重

大事故等に対処するために必要な機能）を満たしつつ，東海発電

所内の発電用原子炉施設と共用することにより安全性が向上し，

かつ，東海発電所内及び東海第二発電所内の発電用原子炉施設に

対して悪影響を及ぼさない場合は，共用できる設計とする。 
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1.1.7.2 容量等 

(1) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束にお

いて，想定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重大事故等

時に必要な目的を果たすために，事故対応手段としての系統設計

を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合せにより達成

する。 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，弁吹出

量，発電機容量，蓄電池容量，計装設備の計測範囲及び作動信号

の設定値等とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機

器を使用するものについては，設計基準対象施設の容量等の仕様

が，系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であるこ

とを確認した上で，設計基準対象施設としての容量等と同仕様の

設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機

器を使用するもので，重大事故等時に設計基準対象施設の容量等

を補う必要があるものについては，その後の事故対応手段と合わ

せて，系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目

的として設置する系統及び機器を使用するものについては，系統

の目的に応じて必要な容量等を有する設計とする。 

(2) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束に

おいて，想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事故対応手

段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統

の組合せにより達成する。 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容量，蓄電

池容量，ボンベ容量，計測器の計測範囲等とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容量

等を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，

予備を含めた保有数を確保することにより，必要な容量等に加え，

十分に余裕のある容量等を有する設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち複数の機能を兼用すること

で，設置の効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時に要求さ

れる可能性がある複数の機能に必要な容量等を合わせた容量等と

し，兼用できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋の外から水又は
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電力を供給する注水設備及び電源設備は，必要となる容量等を有

する設備を 1 基当たり 2 セットに加え，故障時のバックアップ及

び保守点検による待機除外時のバックアップとして，発電所全体

で予備を確保する。 

また，可搬型重大事故等対処設備のうち，負荷に直接接続する

高圧窒素ボンベ（非常用窒素供給系），逃がし安全弁用可搬型蓄電

池等は，必要となる容量等を有する設備を１基当たり 1 セットに

加え，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップとして，発電所全体で予備を確保する。 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量等を

有する設備を 1 基当たり 1 セットに加え，設備の信頼度等を考慮

し，予備を確保する。 

 

1.1.7.3 環境条件等 

(1) 環境条件 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合

における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，そ

の機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）又は

保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに，操作が

可能な設計とする。 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度

（環境温度，使用温度），放射線，荷重に加えて，その他の使用条

件として環境圧力，湿度による影響，重大事故等時に海水を通水

する系統への影響，自然現象による影響，発電所敷地又はその周

辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原

因となるおそれがある事象であって人為によるものの影響及び周

辺機器等からの悪影響を考慮する。 

荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重

に加えて，環境圧力，温度及び自然現象による荷重を考慮する。 

自然現象の選定に当たっては，網羅的に抽出するために，地震，

津波に加え，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わ

らず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的

事象，森林火災等の事象を考慮する。 

これらの事象のうち，重大事故等時における発電所敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象

進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時

に重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，
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地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），風（台風），竜巻，凍

結，降水，積雪及び火山の影響を選定する。これらの事象のうち，

凍結及び降水については，屋外の天候による影響として考慮する。 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，津波（敷地に

遡上する津波を含む。），風（台風），積雪及び火山の影響を考慮す

る。 

これらの環境条件のうち，重大事故等時における環境温度，環

境圧力，湿度による影響，屋外の天候による影響，重大事故等時

の放射線による影響及び荷重に対しては，重大事故等対処設備を

設置（使用）又は保管する 

場所に応じて，以下の設備分類ごとに必要な機能を有効に発揮

できる設計とする。 

原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，想定される重大事

故等時における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計とす

る。また，地震による荷重を考慮して，機能を損なわない設計と

する。操作は，中央制御室から可能な設計とする。 

原子炉建屋原子炉棟内の重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮する。また，地震による荷重

を考慮して，機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大

事故等対処設備は，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，

固縛の措置をとる。操作は，中央制御室，異なる区画若しくは離

れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

原子炉建屋付属棟内（中央制御室を含む。），緊急時対策所建屋

内，常設代替高圧電源装置置場（地下階）内，格納容器圧力逃が

し装置格納槽内，常設低圧代替注水系格納槽内，緊急用海水ポン

プピット内及び立坑内の重大事故等対処設備は，重大事故等時に

おけるそれぞれの場所の環境条件を考慮した設計とする。また，

地震による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とするととも

に，可搬型重大事故等対処設備は，必要により当該設備の落下防

止，転倒防止，固縛の措置をとる。操作は中央制御室，異なる区

画若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

屋外及び常設代替高圧電源装置置場（地上階）の重大事故等対

処設備は，重大事故等時における屋外の環境条件を考慮した設計

とする。操作は，中央制御室，離れた場所又は設置場所で可能な

設計とする。 

また，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），積雪及び火

山の影響による荷重を考慮して機能を損なわない設計とするとと

もに，風（台風）及び竜巻による風荷重に対しては，風荷重を考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-14



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

慮すること又は位置的分散を考慮した設置若しくは保管により，

機能を損なわない設計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備については，必要により当該

設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる。 

海水を通水する系統への影響に対しては，常時海水を通水する，

海に設置する，又は海で使用する重大事故等対処設備は耐腐食性

材料を使用する 

設計とする。常時海水を通水するコンクリート構造物について

は，腐食を考慮した設計とする。使用時に海水を通水する重大事

故等対処設備は，海水の影響を考慮した設計とする。原則，淡水

を通水するが，海水も通水する可能性のある重大事故等対処設備

は，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，

設備への海水の影響を考慮する。また，海から直接取水する際の

異物の流入防止を考慮した設計とする。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為

によるものの選定に当たっては，網羅的に抽出するために，発電

所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基

準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，

爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事象を考慮

する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の

可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進

展に対する時間余裕の観点から，重大事故等対処設備に影響を与

えるおそれがある事象として選定する電磁的障害に対しては，重

大事故等対処設備は，重大事故等時においても電磁波により機能

を損なわない設計とする。 

重大事故等対処設備は，事故対応のために配置・配備している

自主対策設備を含む周辺機器等からの悪影響により機能を損なわ

ない設計とする。 

周辺機器等からの悪影響としては，地震，火災，溢水による波及

的影響を考慮する。 

溢水に対しては，重大事故等対処設備は，想定される溢水によ

り機能を損なわないように，重大事故等対処設備の設置区画の止

水対策等を実施する。 

地震による荷重を含む耐震設計については，「1.3.2 重大事故等

対処施設の耐震設計」に，津波（敷地に遡上する津波を含む。）に

よる荷重を含む耐津波設計については，「1.4.2 重大事故等対処施
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設の耐津波設計」に，火災防護については，「1.5.2 重大事故等対

処施設の火災防護に関する基本方針」に示す。 

 

(2) 重大事故等対処設備の設置場所 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合

においても操作及び復旧作業に支障がないように，放射線量の高

くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への

遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，放射

線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操

作可能な設計，又は中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から

操作可能な設計とする。 

(3) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生し

た場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないよう

に，放射線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設

備の設置場所への遮蔽の設置等により，当該設備の設置及び常設

設備との接続が可能な設計とする。 

 

1.1.7.4 操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性の確保 

ａ．操作の確実性 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合

においても操作を確実なものとするため，重大事故等時の環境条

件を考慮し，操作が可能な設計とする。 

操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するととも

に，確実な操作ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。

また，防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる

場所に配備する。 

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられ

る工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設計とする。

工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる

設計とする。可搬型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行

えるように，人力又は車両等による運搬，移動ができるとともに，

必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる

固定等が可能な設計とする。 

現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計とす

る。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出した充

電部への近接防止を考慮した設計とする。 
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現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計とす

る。現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又は

より簡便な接続方式等，接続方式を統一することにより，確実に

接続が可能な設計とする。 

また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器

は，必要な時間内に操作できるように中央制御室での操作が可能

な設計とする。制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

とする。 

想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のう

ち動的機器については，その作動状態の確認が可能な設計とする。 

ｂ．系統の切替性 

重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用途として重大事

故等に対処するために使用する設備は，通常時に使用する系統か

ら速やかに切替操作が可能なように，系統に必要な弁等を設ける

設計とする。 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについて

は，容易かつ確実に接続できるように，ケーブルはボルト・ネジ

接続又はより簡便な接続方式等を用い，配管は配管径や内部流体

の圧力によって，大口径配管又は高圧環境においてはフランジを

用い，小口径配管かつ低圧環境においてはより簡便な接続方式等

を用いる設計とする。窒素ボンベ，空気ボンベ，タンクローリ等

については，各々専用の接続方式を用いる。 

また，同一ポンプを接続する配管は口径を統一することにより，

複数の系統での接続方式の統一も考慮する。 

ｄ．発電所内の屋外道路及び屋内通路の確保 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故

等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，

発電所内の道路及び通路が確保できるよう，以下の設計とする。 

 屋外及び屋内において，アクセスルートは，自然現象，発電用

原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象で

あって人為によるもの，溢水及び火災を想定しても，運搬，移動

に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセ

スルートを確保する。 

なお，想定される重大事故等の収束に必要となる屋外アクセス

ルートは，基準津波の影響を受けない防潮堤内に，基準地震動Ｓ

ｓ及び敷地に遡上する津波の影響を受けないルートを少なくとも

１つ確保する。 
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屋外及び屋内アクセスルートに対する自然現象については，網

羅的に抽出するために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその

周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基

づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，

地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮す

る。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能

性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に

対する時間余裕の観点から，屋外アクセスルートに影響を与える

おそれがある事象として，地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，

生物学的事象，森林火災及び高潮を選定する。 

屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその周辺に

おいて想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因と

なるおそれがある事象であって人為によるものについては，網羅

的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有

無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航

空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，

船舶の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷

地及びその周辺での発生の可能性，屋外アクセスルートへの影響

度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，屋外

アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として選定

する飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，

有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した複数のアク

セスルートを確保する設計とする。

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により設計

上考慮する必要はない。 

電磁的障害に対しては，道路面が直接影響をうけることはない

ことからアクセスルートへの影響はない。 

屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物等の

損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然現象によ

る影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の影

響）を想定し，複数のアクセスルートの中から状況を確認し，早

期に復旧可能なアクセスルートを確保するため，障害物を除去可

能なホイールローダを 1 セット 2 台使用する。ホイールロ一ダの

保有数は，1 セット 2 台，故障時及び保守点検による待機除外時
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のバックアップ用として 3 台の合計 5 台を分散して保管する設

計とする。 

また，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，

道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇

所にアクセスルートを確保する設計とする。 

津波の影響については，敷地に遡上する津波による遡上高さに

対して十分余裕を見た高さに高所のアクセスルートを確保する設

計とする。 

また，高潮に対しては，通行への影響を受けない敷地高さにア

クセスルートを確保する設計とする。 

凍結，森林火災，飛来物（航空機落下），爆発，近隣工場等の火

災，有毒ガス，船舶の衝突に対しては，迂回路も考慮した複数の

アクセスルートを確保する設計とする。落雷に対しては，道路面

が直接影響を受けることはないため，さらに生物学的事象に対し

ては，容易に排除可能なため，アクセスルートへの影響はない。 

屋外アクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊及び

道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上

で，ホイールローダによる崩壊箇所の復旧又は迂回路の通行を行

うことで，通行性を確保できる設計とする。また，不等沈下等に

伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩和対策等を

行う設計とする。 

屋外アクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積

雪に対して，道路については融雪剤を配備し，車両についてはタ

イヤチェーン等を装着することにより通行性を確保できる設計と

する。なお，地震による薬品タンクからの漏えいに対しては，必

要に応じて薬品防護具の着用により通行する。なお，融雪剤の配

備等については，「添付書類十 5.1 重大事故等対策」に示す。 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる大規模損壊発生時の消火活動等については，「添付

書類十 5.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムへの対応における事項」に示す。 

屋外アクセスルートの地震発生時における，火災の発生防止策

（可燃物収納容器の固縛による転倒防止）及び火災の拡大防止策

（大量の可燃物を内包する変圧器の防油堤の設置）については，

「火災防護計画」に定める。 

屋内アクセスルートは，自然現象として選定する津波（敷地に

遡上する津波を含む。），風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮による影響に
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対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確

保する設計とする。また，発電所敷地又はその周辺における発電

用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるものとして選定する飛来物（航空機落下），爆

発，近隣工場等の火災，有毒ガス及び船舶の衝突に対して，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する設計と

する。 

屋内アクセスルートにおいては，機器からの溢水に対してアク

セスルートでの被ばくを考慮した放射線防護具を着用する。 

また，地震時に通行が阻害されないように，アクセスルート上

の資機材の固縛，転倒防止対策及び火災の発生防止対策を実施す

る。万一通行が阻害される場合は迂回する又は乗り越える。 

屋外及び屋内アクセスルートにおいては，被ばくを考慮した放

射線防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用

する。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため可搬型照

明設備を配備する。 

これらの運用については，「添付書類十 5.1 重大事故等対策」

に示す。 

(2) 試験・検査性 

重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，発電

用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検，試験又は

検査を実施できる 

よう，機能・性能の確認，漏えいの有無の確認，分解点検等が

できる構造とする。また，接近性を考慮して必要な空間等を備え，

構造上接近又は検査が困難である箇所を極力少なくする。 

試験及び検査は，使用前検査，施設定期検査，定期安全管理検

査及び溶接安全管理検査の法定検査に加え，保全プログラムに基

づく点検が実施可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備

は，発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，運転

中に定期的な試験又は検査ができる設計とする。また，多様性又

は多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独立して試験

又は検査ができる設計とする。 

代替電源設備は，電気系統の重要な部分として，適切な定期試

験及び検査が可能な設計とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原

則として分解・開放（非破壊検査を含む。）が可能な設計とし，機

能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮すること
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により，分解・開放が不要なものについては外観の確認が可能な

設計とする。 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（1/58） 

 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（2/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（3/58） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

  島根２号炉では 43 条

共通１に記載（以下，第

1.1.7－1 表について同

様） 
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第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（4/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（5/58） 

 
 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（6/58） 
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第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（7/58） 

 
 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（8/58） 

 
 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（9/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（10/58） 
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第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（11/58） 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（12/58） 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（13/58） 
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第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（14/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（15/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（16/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（17/58） 
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第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（18/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（19/58） 

 

 

第 1.1.7-1表 主要な重大事故等対処設備の設備分類等（20/58） 
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第 1.1－1図 核物質防護に関する緊急時の組織体制図 
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【東海第二】 

  島根２号炉では７条

に記載 
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第 1.1.7－1図 重大事故等対処設備及び保管場所（その１） 

 

 

第 1.1.7－2図 重大事故等対処設備及び保管場所（その２） 

 

 

第 1.1.7－4図 重大事故等対処設備及び保管場所（その３） 
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第 1.1.7－4図 重大事故等対処設備及び保管場所（その４） 

第 1.1.7－5図 重大事故等対処設備及び保管場所（その５） 

第 1.1.7－6図 重大事故等対処設備及び保管場所（その６） 
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2. 基本設計の方針

2.1 耐震性・耐津波性 

2.1.1 発電用原子炉施設の位置 

重大事故等対処設備の設置位置については，「原子炉建物等の

基礎地盤及び周辺斜面の安定性について」に記載する。 

2. 基本設計の方針

2.1 耐震性・耐津波性 

2.1.1 発電用原子炉施設の位置 

重大事故等対処設備の設置位置については，「耐震重要施設及

び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評

価」に記載する。 

【東海第二】 

・記載方針の相違

2.1-1



 

まとめ資料比較表 〔41条 火災による損傷の防止〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

2.2 火災による損傷の防止 

【設置許可基準規則】 

（火災による損傷の防止） 

第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処

するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を

防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有する

ものでなければならない。 

（解釈） 

１ 第４１条の適用に当たっては、第８条第１項の解釈に準ずるも

のとする。 

2.2.1 火災による損傷の防止に係る基準適合性 

重大事故等に対処するために必要な機能を有する構築物，系

統及び機器を火災から防護することを目的として，以下に示す

火災区域の分離に基づき，火災発生防止，火災の感知及び消火

のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる設計とする。 

(1) 火災発生防止

潤滑油等の発火性又は引火性物質を内包する機器は，漏え

いを防止する構造としている。万一，潤滑油等が漏えいした

場合に，漏えいの拡大を防止する堰等を設ける設計とする。 

重大事故等対処施設は，不燃性材料又は難燃性材料と同等

以上の性能を有するものである場合若しくは他の重大事故等

対処施設，設計基準事故対処設備等に火災が発生することを

防止するための措置が講じられている場合を除き，不燃性材

料又は難燃性材料を使用した設計とする。 

電気系統については，必要に応じて，過電流継電器等の保

護装置と遮断器の組み合わせ等により，過電流による過熱，

焼損の防止を図るとともに，必要な電気設備に接地を施す設

計とする。 

落雷や地震により火災が発生する可能性を低減するため

に，避雷設備を設けるとともに，施設の区分に応じた耐震設

計を行う。 

(2) 火災の感知及び消火

重大事故等対処施設に対する早期の火災感知及び消火を行

2.2 火災による損傷の防止 

【設置許可基準規則】 

（火災による損傷の防止） 

第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対

処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発

生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を

有するものでなければならない。 

（解釈） 

１ 第４１条の適用に当たっては、第８条第１項の解釈に準ずる

ものとする。 

2.2.1 火災による損傷の防止に係る基準適合性 

重大事故等に対処するために必要な機能を有する構築物，系

統及び機器を火災から防護することを目的として，火災発生防

止，火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を

講じる設計とする。 

(1) 火災発生防止

潤滑油等の発火性又は引火性物質を内包する設備は，漏えい

を防止する設計とする。万一，潤滑油等が漏えいした場合に，

漏えいの拡大を防止する堰等を設ける設計とする。 

重大事故等対処施設は，不燃性材料若しくは難燃性材料と同

等以上の性能を有するものである場合又は他の重大事故等対処

施設，設計基準事故対処設備等に火災が発生することを防止す

るための措置が講じられている場合を除き，不燃性材料若しく

は難燃性材料を使用した設計とする。 

電気系統については，必要に応じて，過電流継電器等の保護

装置と遮断器の組み合わせ等により，過電流による過熱，焼損

の防止を図るとともに，必要な電気設備に接地を施す設計とす

る。 

落雷や地震により火災が発生する可能性を低減するため，避

雷設備を設けるとともに，施設の区分に応じた耐震設計を行う。 

(2) 火災感知及び消火

重大事故等対処施設に対して，早期の火災感知及び消火を行

2.2 火災による損傷の防止 

【設置許可基準規則】 

（火災による損傷の防止） 

第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処

するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を

防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有する

ものでなければならない。 

（解釈） 

１ 第４１条の適用に当たっては、第８条第１項の解釈に準ずるも

のとする。 

2.2.1 火災による損傷の防止に係る基準適合性 

重大事故等に対処するために必要な機能を有する構築物，系

統及び機器を火災から防護することを目的として，以下に示す

火災区域の分離に基づき，火災発生防止，火災の感知及び消火

のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる設計とする。 

(1) 火災発生防止

潤滑油等の発火性又は引火性物質を内包する機器は，漏え

いを防止する構造としている。万一，潤滑油等が漏えいした

場合に，漏えいの拡大を防止する堰等を設ける設計とする。 

重大事故等対処施設は，不燃性材料又は難燃性材料と同等

以上の性能を有するものである場合若しくは他の重大事故等

対処施設，設計基準事故対処設備等に火災が発生することを

防止するための措置が講じられている場合を除き，不燃性材

料又は難燃性材料を使用した設計とする。 

電気系統については，必要に応じて，過電流継電器等の保

護装置と遮断器の組み合わせ等により，過電流による過熱，

焼損の防止を図るとともに，必要な電気設備に接地を施す設

計とする。 

落雷や地震により火災が発生する可能性を低減するため

に，避雷設備を設けるとともに，施設の区分に応じた耐震設

計を行う。 

(2) 火災感知及び消火

重大事故等対処施設に対する早期の火災感知及び消火を行

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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うため異なる種類の感知器を設置する設計とする。 

消火設備は，自動消火設備，手動操作による固定式消火設

備，水消火設備及び消火器を設置する設計とし，重大事故等

対処施設を設置する火災区域又は火災区画であって，火災発

生時に煙の充満又は放射線の影響により消火困難なところに

は，自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置

する設計とする。 

火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，重

大事故等対処施設の区分に応じて，機能を維持できる設計と

する。 

 

(3) 消火設備の破損，誤動作又は誤操作について 

消火設備の破損，誤動作又は誤操作が起きた場合において

も，消火設備の消火方法，消火設備の配置設計等を行うこと

により，安全機能や重大事故等に対処するために必要な機能

を損なわない設計とする。 

 

2.2.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針 

2.2.2.1基本事項 

重大事故等対処施設は，火災により重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なうおそれがないよう，火災防護対策を講

じる設計とする。火災防護対策を講じる設計を行うに当たり，

重大事故等対処施設を設置する区域を，火災区域及び火災区画

に設定する。設定する火災区域及び火災区画に対して，火災の

発生防止，火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護

対策を講じる設計とする。火災防護対策を講じる設計とするた

めの基本事項を，以下の「2.2.2.1(1) 火災防護対象機器及び火

災防護対象ケーブル」から「2.2.2.1(3) 火災防護計画」に示す。 

なお，重大事故等対処設備の内部火災に関する設置許可基準

規則第四十三条第二項第 3 号，及び同第三項第 7 号への適合性

を含めた防護方針については，補足説明資料の「共-7重大事故

等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す。 

 

(1) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル 

重大事故等対処施設のうち常設のもの及び当該設備に使

用しているケーブルを火災防護対象機器及び火災防護対象

ケーブルとする。 

重大事故等対処施設のうち可搬型のものに対する火災防

うため異なる種類の感知器を設置する設計とする。 

消火設備は，自動消火設備，手動操作による固定式消火設備，

水消火設備及び消火器を設置する設計とし，重大事故等対処施

設を設置する火災区域又は火災区画のうち，煙の充満又は放射

線の影響により消火活動が困難なところには，自動消火設備又

は手動操作による固定式消火設備を設置する設計とする。 

 

火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，重大

事故等対処施設の区分に応じて，地震発生時に機能を維持でき

る設計とする。 

 

(3) 消火設備の破損，誤動作又は誤操作について 

消火設備の破損，誤動作又は誤操作が起きた場合においても，

消火設備の消火方法，消火設備の配置設計等を行うことにより，

重大事故等に対処する機能を損なわない設計とする。 

 

  

2.2.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針 

2.2.2.1 基本事項 

重大事故等対処施設は，火災により重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なうおそれがないよう，火災防護対策を講

じる設計とする。火災防護対策を講じる設計を行うに当たり，

重大事故等対処施設を設置する区域を，火災区域及び火災区画

に設定する。設定する火災区域及び火災区画に対して，火災の

発生防止，火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護

対策を講じる設計とする。 

火災防護対策を講じる設計とするための基本事項を，以下の

「2.2.2.1(1) 火災区域及び火災区画の設定」から「2.2.2.1(3)

火災防護計画」に示す。 

【補足－資料 41－1(2.1)】 

 

 

 

(2) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル 

重大事故等対処施設のうち常設のもの及び当該設備に使用し

ているケーブルを火災防護対象とする。 

 

なお，重大事故等対処施設のうち，可搬型のものに対する火

うため異なる感知方式の感知器を設置する設計とする。 

消火設備は，自動消火設備，手動操作による固定式消火設

備，水消火設備及び消火器を設置する設計とし，重大事故等

対処施設を設置する火災区域又は火災区画であって，火災発

生時に煙の充満又は放射線の影響により消火困難なところに

は，自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置

する設計とする。 

火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，重

大事故等対処施設の区分に応じて，機能を維持できる設計と

する。 

 

(3) 消火設備の破損，誤動作又は誤操作について 

消火設備の破損，誤動作又は誤操作が起きた場合において

も，消火設備の消火方法，消火設備の配置設計等を行うこと

により，安全機能や重大事故等に対処するために必要な機能

を損なわない設計とする。 

 

2.2.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針 

2.2.2.1 基本事項 

重大事故等対処施設は，火災により重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なうおそれがないよう，火災防護対策を講

じる設計とする。火災防護対策を講じる設計を行うに当たり，

重大事故等対処施設を設置する区域を，火災区域及び火災区画

に設定する。設定する火災区域及び火災区画に対して，火災の

発生防止，火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護

対策を講じる設計とする。火災防護対策を講じる設計とするた

めの基本事項を，以下の「2.2.2.1(1) 火災防護対象機器及び火

災防護対象ケーブル」から「2.2.2.1(3) 火災防護計画」に示す。 

なお，重大事故等対処設備の内部火災に関する設置許可基準

規則第四十三条第二項第3号，及び同第三項第7号への適合性を

含めた防護方針については，補足説明資料の「共-7重大事故等

対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す。 

 

(1) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル 

重大事故等対処施設のうち常設のもの及び当該設備に使

用しているケーブルを火災防護対象機器及び火災防護対象

ケーブルとする。 

重大事故等対処施設のうち可搬型のものに対する火災防
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護対策については，火災防護計画に定めて実施するが，その

内容については「2.2.2.2 火災発生防止」及び「2.2.2.3 火

災の感知，消火」に記載のとおりである。 

 

(2) 火災区域及び火災区画の設定 

原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋，コントロー

ル建屋及び緊急時対策所の建屋内と屋外の重大事故等対処施

設を設置するエリアについて，重大事故等対処施設と設計基

準事故対処設備の配置も考慮して，火災区域及び火災区画を

設定する。 

建屋内の火災区域は，設計基準対象施設の火災防護に関す

る基本方針に基づき設定した火災区域を適用し，他の区域と

分離して火災防護対策を実施するために，重大事故等対処施

設を設置する区域を，「(1) 火災防護対象機器及び火災防護対

象ケーブル」において選定する構築物，系統及び機器と設計

基準事故対処設備の配置も考慮して火災区域として設定す

る。 

屋外については，非常用ディーゼル発電機軽油タンク及び

燃料移送系ポンプを設置する火災区域は，設計基準対象施設

の火災防護に関する基本方新に基づき設定した火災区域を適

用する。また，他の区域と分離して火災防護対策を実施する

ために，重大事故等対処施設を設置する区域を，「(1) 火災防

護対象機器及び火災防護対象ケーブル」において選定する構

築物， 系統及び機器と設計基準事故対処設備の配置も考慮し

て火災区域として設定する。 

屋外の火災区域の設定に当たっては，火災区域外への延焼

防止を考慮して，資機材管理，火気作業管理，危険物管理，

可燃物管理，巡視を行う。 

本管理については，火災防護計画に定める。 

また，火災区画は，建屋内及び屋外で設定した火災区域を

重大事故等対処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮

し，分割して設定する。 

 

 

(3) 火災防護計画 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

災防護対策については，火災防護計画に定めて実施する。 

【補足－資料 41－1(2.1),資料 41－2】 

 

 

 (1) 火災区域及び火災区画の設定 

原子炉建屋原子炉棟，原子炉建屋付属棟，原子炉建屋廃棄物

処理棟，緊急時対策所建屋の建屋内と屋外の重大事故等対処施

設を設置するエリアについて，重大事故等対処施設と設計基準

事故対処設備の配置も考慮して，火災区域及び火災区画を設定

する。 

建屋内の火災区域は，設計基準対象施設の火災防護に関する

基本方針に基づき設定した火災区域を適用し，他の区域と分離

して火災防護対策を実施するために，重大事故等対処施設を設

置する区域を，「2.2.2.1(2)火災防護対象機器及び火災防護対象

ケーブル」において選定する構築物，系統及び機器と設計基準

事故対処設備の配置も考慮して，火災区域として設定する。 

 

屋外については，軽油貯蔵タンク及び海水ポンプ室を設置す

る火災区域は，設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針

に基づき設定した火災区域を適用する。また，他の区域と分離

して火災防護対策を実施するために，重大事故等対処施設を設

置する区域を，「2.2.2.1(2) 火災防護対象機器及び火災防護対

象ケーブル」において選定する構築物，系統及び機器と設計基

準事故対処設備の配置も考慮して火災区域として設定する。 

 

屋外の火災区域の設定に当たっては，火災区域外への延焼防

止を考慮して，資機材管理，火気作業管理，危険物管理，可燃

物管理，巡視を行う。本管理については，火災防護計画に定め

る。 

また，火災区画は，建屋内及び屋外で設定した火災区域を重

大事故等対処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮し，分

割して設定する。 

【補足－資料 41－1(2.1),資料 41－3】 

 

 (3) 火災防護計画 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1),(2.3)】 

 

護対策については，火災防護計画に定めて実施する。 

 

 

 

(2) 火災区域及び火災区画の設定 

  原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物，

ガスタービン発電機建物，緊急時対策所等の建物内と屋外の

重大事故等対処施設を設置するエリアについて，重大事故等

対処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮して，火災区

域及び火災区画を設定する。 

建物内の火災区域は，設計基準対象施設の火災防護に関す

る基本方針に基づき設定した火災区域を適用し，他の区域と

分離して火災防護対策を実施するために，重大事故等対処施

設を設置する区域を，「(1) 火災防護対象機器及び火災防護

対象ケーブル」において選定する構築物，系統及び機器と設

計基準事故対処設備の配置も考慮して火災区域として設定す

る。 

屋外については，海水ポンプ，ディーゼル燃料貯蔵タンク

及びディーゼル燃料移送ポンプを設置する火災区域は，設計

基準対象施設の火災防護に関する基本方針に基づき設定した

火災区域を適用する。また，他の区域と分離して火災防護対

策を実施するために，重大事故等対処施設を設置する区域を，

「(1) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル」におい

て選定する構築物，系統及び機器と設計基準事故対処設備の

配置も考慮して火災区域として設定する。 

屋外の火災区域の設定に当たっては，火災区域外への延焼

防止を考慮して，資機材管理，火気作業管理，危険物管理，

可燃物管理，巡視を行う。 

本管理については，火災防護計画に定める。 

また，火災区画は，建物内及び屋外で設定した火災区域を

重大事故等対処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮

し，分割して設定する。 

 

 

(3) 火災防護計画 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の設備配

置を踏まえ，火災区域及

び火災区画を設定 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の設備配

置を踏まえ，火災区域及

び火災区画を設定 
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2.2.2.2火災発生防止 

(1) 重大事故等対処施設の火災発生防止 

重大事故等対処施設の火災発生防止については，発火性又

は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火

災区域又は火災区画に対する火災の発生防止対策を講じるほ

か，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策，発火源へ

の対策，水素ガスに対する換気及び漏えい検知対策，放射線

分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策，並びに電気

系統の過電流による過熱及び焼損の防止対策等を講じた設計

とする。具体的な設計を「2.2.2.2(1)a. 発火性又は引火性物

質」から「2.2.2.2(1)f. 過電流による過熱防止対策」に示す。 

重大事故等対処施設に使用するケーブルも含めた不燃性材

料又は難燃性材料の使用についての具体的な設計について

「2.2.2.2(2) 不燃性材料又は難燃性材料の使用」に，落雷，

地震等の自然現象による火災発生の防止の具体的な設計につ

いて「2.2.2.2(3) 自然現象への対策」に示す。 

 

a. 発火性又は引火性物質 

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備

を設置する火災区域には，以下の火災の発生防止対策を講

じる設計とする。 

ここでいう発火性又は引火性物質としては，消防法で定

められている危険物のうち「潤滑油」及び「燃料油」，並び

に高圧ガス保安法で定められている水素ガス，窒素ガス，

液化炭酸ガス及び空調用冷媒等のうち， 可燃性である「水

素ガス」を対象とする。 

 

(a) 漏えいの防止，拡大防止 

火災区域に対する漏えいの防止対策，拡大防止対策に

ついて，以下を考慮した設計とする。 

 

ⅰ. 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内

包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である

潤滑油又は燃料油を内包する設備は，溶接構造，シー

ル構造の採用による漏えい防止対策を講じるととも

に，堰等を設置し，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡

大することを防止する設計とする。 

2.2.2.2 火災発生防止 

2.2.2.2.1 重大事故等対処施設の火災発生防止 

重大事故等対処施設の火災発生防止については，発火性又は

引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区

域又は火災区画に対する火災の発生防止対策を講じるほか，可

燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策，発火源への対策，

水素に対する換気及び漏えい検出対策，放射線分解等により発

生する水素の蓄積防止対策，並びに電気系統の過電流による過

熱及び焼損の防止対策等を講じた設計とする。具体的な設計を

「2.2.2.2.1(1)発火性又は引火性物質」から「2.2.2.2.1(6)過

電流による過熱防止対策」に示す。 

【補足－資料 41－1(2.1.1)】 

 

 

 

 

 

(1) 発火性又は引火性物質 

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設

置する火災区域又は火災区画には，以下の火災の発生防止対策

を講じる設計とする。 

ここでいう発火性又は引火性物質としては，消防法で定めら

れている危険物のうち「潤滑油」及び「燃料油」，高圧ガス保安

法で定められている水素，窒素，液化炭酸ガス及び空調用冷媒

等のうち，可燃性である「水素」を対象とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.1(1))】 

 

ａ．漏えいの防止，拡大防止 

火災区域に対する漏えいの防止対策，拡大防止対策につ

いて，以下を考慮した設計とする。 

 

(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する

設備  

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又

は燃料油を内包する設備は，溶接構造，シール構造の採用によ

る漏えいの防止対策を講じるとともに，堰等を設置し，漏えい

した潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計とする。 

 

2.2.2.2 火災発生防止 

(1) 重大事故等対処施設の火災発生防止   

重大事故等対処施設の火災発生防止については，発火性又

は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火

災区域又は火災区画に対する火災の発生防止対策を講じるほ

か，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策，発火源へ

の対策，水素ガスに対する換気及び漏えい検知対策，放射線

分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策，並びに電気

系統の過電流による過熱及び焼損の防止対策等を講じた設計

とする。具体的な設計を「2.2.2.2(1)a. 発火性又は引火性物

質」から「2.2.2.2(1)f. 過電流による過熱防止対策」に示す。 

重大事故等対処施設に使用するケーブルも含めた不燃性材

料又は難燃性材料の使用についての具体的な設計について

「2.2.2.2(2) 不燃性材料又は難燃性材料の使用」に，落雷，

地震等の自然現象による火災発生の防止の具体的な設計につ

いて「2.2.2.2(3) 自然現象への対策」に示す。 

 

ａ．発火性又は引火性物質 

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備

を設置する火災区域には，以下の火災の発生防止対策を講

じる設計とする。 

ここでいう発火性又は引火性物質としては，消防法で定

められている危険物のうち「潤滑油」及び「燃料油」，並

びに高圧ガス保安法で定められている水素ガス，窒素ガス，

液化炭酸ガス及び空調用冷媒等のうち，可燃性である「水

素ガス」を対象とする。 

 

(a) 漏えいの防止，拡大防止 

火災区域に対する漏えいの防止対策，拡大防止対策に

ついて，以下を考慮した設計とする。 

 

ⅰ．発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内

包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である

潤滑油又は燃料油を内包する設備は，溶接構造，シー

ル構造の採用による漏えい防止対策を講じるととも

に，堰等を設置し，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡

大することを防止する設計とする。 
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ⅱ. 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設    

備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である

水素ガスを内包する設備は，溶接構造等による水素ガ

スの漏えいを防止する設計とする。 

 

 

(b)配置上の考慮 

火災区域に対する配置については，以下を考慮した設計

とする。 

ⅰ. 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包

する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である

潤滑油又は燃料油を内包する設備の火災により，重大

事故等に対処する機能を損なわないよう，潤滑油又は

燃料油を内包する設備と重大事故等対処施設は，壁等

の設置及び隔離による配置上の考慮を行う設計とす

る。 

 

ⅱ. 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である

水素ガスを内包する設備の火災により，重大事故等に

対処する機能を損なわないよう，水素ガスを内包する

設備と重大事故等対処施設は，壁等の設置による配置

上の考慮を行う設計とする。 

 

(c)換気 

火災区域に対する換気については，以下の設計とする。 

ⅰ. 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包

する設備 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内

包する設備を設置する火災区域を有する建屋等は，火

災の発生を防止するために， 原子炉区域・タービン区

域送風機及び排風機等の空調機器による機械換気を行

う設計とする。 

また，屋外開放の火災区域（非常用ディーゼル発電

 

(b) 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素を内

包する設備は，溶接構造等による水素の漏えいを防止する設計

とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.1(1))】 

 

ｂ．配置上の考慮 

火災区域に対する配置については，以下を考慮した設計とす

る。 

(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する

設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又

は燃料油を内包する設備の火災により，重大事故等に対処する

機能を損なわないよう，潤滑油又は燃料油を内包する設備と重

大事故等対処施設は，壁等の設置及び離隔による配置上の考慮

を行う設計とする。 

 

 

(b) 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素を内

包する設備の火災により，重大事故等に対処する機能を損なわ

ないよう，水素を内包する設備と重大事故等対処施設は，壁等

の設置による配置上の考慮を行う設計とする。 

 

 

ｃ．換気 

火災区域に対する換気については，以下の設計とする。 

(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する

設備 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設

備がある火災区域の建屋等は，火災の発生を防止するために，

原子炉建屋送風機及び排風機等の空調機器による機械換気を行

う設計とする。 

 

また，屋外開放の火災区域（常設代替高圧電源装置置場，海

 

ⅱ．発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設

備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である

水素ガスを内包する設備は，溶接構造等による水素ガ

スの漏えいを防止する設計とする。 

  

 

(b) 配置上の考慮 

火災区域に対する配置については，以下を考慮した設

計とする。 

ⅰ．発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内

包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である

潤滑油又は燃料油を内包する設備の火災により，重大

事故等に対処する機能を損なわないよう，潤滑油又は

燃料油を内包する設備と重大事故等対処施設は，壁等

の設置及び離隔による配置上の考慮を行う設計とす

る。 

 

ⅱ．発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設

備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である

水素ガスを内包する設備の火災により，重大事故等に

対処する機能を損なわないよう，水素ガスを内包する

設備と重大事故等対処施設は，壁等の設置による配置

上の考慮を行う設計とする。 

 

(c) 換気 

火災区域に対する換気については，以下の設計とする。 

ⅰ．発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内

包する設備 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内

包する設備を設置する火災区域を有する建物等は，火

災の発生を防止するために，原子炉棟送風機及び排風

機等の空調機器による機械換気を行う設計とする。 

 

また，屋外の火災区域（海水ポンプエリア，ガス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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機軽油タンク区域，燃料移送系ポンプ区域及び非常用

ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ）につ

いては，自然換気を行う設計とする。 

 

 

ⅱ. 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設

備である蓄電池及び水素ガスボンベを設置する火災区

域又は火災区画は，火災の発生を防止するために，以

下に示すとおり，重大事故等対処施設を設置する火災

区域については常設代替交流電源設備又は電源車から

も給電できる非常用電源から供給される送風機及び排

風機による機械換気により換気を行う設計とする。 

 

・蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は機械換

気を行う設計とする。特に，重大事故等対処施設

である AM 用直流 125V 蓄電池を設置する火災区

域は，常設代替交流電源設備からも給電できる非

常用母線に接続される耐震 S クラス又は基準地

震動に対して機能維持可能な設計とする排風機に

よる機械換気を行うことによって，水素濃度を燃

焼限界濃度以下とするよう設計する。 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置す

る火災区域又は火災区画は，常用電源から給電される

原子炉区域・タービン区域送風機及び排風機による機

械換気を行うことにより水素濃度を燃焼限界濃度以下

水ポンプ室）については，自然換気を行う設計とする。 

 

 

 

 

(b) 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

 

発火性又は引火性物質である水素を内包する設備である蓄電

池及び水素ボンベを設置する火災区域又は火災区画は，火災の

発生を防止するために，以下に示す空調機器による機械換気に

より換気を行う設計とする。 

 

 

 

 

ⅰ) 蓄電池 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は機械換気を行う設

計とする。特に，重大事故等対処施設である緊急用 125V系蓄電

池を設置する火災区域は，常設代替高圧電源装置からも給電で

きる緊急用母線に接続される耐震Ｓクラス又は基準地震動Ｓｓ

に対して機能維持可能な設計とする排風機による機械換気を行

うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするように設

計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 水素ボンベ 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ボンベを設置する火災区域

又は火災区画は，常用電源から給電される原子炉建屋送風機及

び排風機による機械換気を行うことにより水素濃度を燃焼限界

タービン発電機用軽油タンクエリア，緊急時対策所

用燃料地下タンクエリア，ディーゼル燃料貯蔵タン

クエリア及びディーゼル燃料移送ポンプエリア）に

ついては，自然換気を行う設計とする。 

 

ⅱ．発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設

備 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設

備である蓄電池及び水素ガスボンベを設置する火災区

域又は火災区画は，火災の発生を防止するために，以

下に示すとおり，重大事故等対処施設を設置する火災

区域については常設代替交流電源設備又は高圧発電機

車からも給電できる非常用電源から供給される送風機

及び排風機等による機械換気により換気を行う設計と

する。 

・蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は機械換気

を行う設計する。特に，重大事故等対処施設である

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室），Ｂ１－

115V系蓄電池（ＳＡ）及びＳＡ用115V系蓄電池を設

置する火災区域は，常設代替交流電源設備からも給

電できる非常用母線に接続される耐震Ｓクラス又は

基準地震動に対して機能維持可能な設計とする排風

機による機械換気を行うことによって，水素濃度を

燃焼限界濃度以下とするよう設計する。 

・ガスタービン発電機建物の蓄電池を設置する火災区

域又は火災区画は，ガスタービン発電機からも給電

できるＳｓ機能維持設計の換気設備による機械換気

を行うことにより，水素濃度を燃焼限界濃度以下と

するよう設計する。 

・緊急時対策所の蓄電池を設置する火災区域又は火災

区画は，緊急時対策所用発電機からも給電できるＳ

ｓ機能維持設計の換気設備による機械換気を行うこ

とにより，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう

設計する。 

・格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置

する火災区域又は火災区画は，常用電源から給電さ

れる原子炉棟送風機及び排風機による機械換気を行

うことにより水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよ

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の設備配

置を踏まえ，火災区域及

び火災区画を設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の構成の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の構成の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の構成の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の構成の相違 
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とするよう設計する。 

 

水素ガスを内包する機器を設置する火災区域又は火災

区画は，水素濃度が燃焼限界濃度以下の雰囲気となるよ

う送風機及び排風機で換気されるが，送風機及び排風機

は多重化して設置する設計とするため，動的機器の単一

故障を想定しても換気は可能である。 

 

(d)防爆 

火災区域に対する防爆については，以下の設計とする。 

ⅰ. 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内

包する設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域内に設置す

る発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内

包する設備は，「(a) 漏えいの防止，拡大防止」で示し

たように，溶接構造，シール構造の採用により潤滑油

又は燃料油の漏えいを防止する設計とするとともに， 

万一，漏えいした場合を考慮し堰を設置することで，

漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大を防止する設計と

する。 

潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏えいしても，こ

れらの引火点は油内包機器を設置する火災区域の重大

事故発生時の原子炉建屋内の最高温度（潤滑油を内包

する機器が設置された管理区域では IS-LOCA 発生時に

約 100℃，燃料油を内包する機器が設置された非管理

区域では約 40℃）よりも十分高く，機器運転時の温度

よりも高いため，可燃性の蒸気とならないことから，

潤滑油又は燃料油が爆発性の雰囲気を形成するおそれ

はない。 

また，重大事故等対処施設で軽油を内包する軽油タ

ンク，常設代替交流電源設備及び地下燃料タンクは屋

外に設定されており，可燃性の蒸気が滞留するおそれ

はない。 

 

 

 

 

 

濃度以下とするように設計する。 

 

水素を内包する機器を設置する火災区域又は火災区画は，水

素濃度が燃焼限界濃度以下の雰囲気となるように送風機及び排

風機で換気されるが，送風機及び排風機は多重化して設置する

設計とするため，動的機器の単一故障を想定しても換気は可能

である。 

 

ｄ. 防爆 

火災区域に対する防爆については，以下の設計とする。 

(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する

設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域内に設置する発火性

又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，

「2.2.2.2.1(1) ａ.漏えいの防止，拡大防止」に示すように，

溶接構造，シール構造の採用による潤滑油又は燃料油の漏えい

防止対策を講じる設計とするとともに，万一，漏えいした場合

を考慮し堰等を設置することで，漏えいした潤滑油又は燃料油

が拡大することを防止する設計とする。 

 

なお，潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏えいしても，引火

点は油内包設備を設置する火災区域の重大事故発生時における

最高温度よりも十分高く，機器運転時の温度よりも高いため，

可燃性の蒸気となることはない。 

 

 

 

 

 

また，重大事故等対処施設で軽油を内包する軽油貯蔵タンク，

常設代替高圧電源装置，可搬型設備用軽油タンク及び緊急時対

策所用発電機燃料油貯蔵タンクは屋外に設定されており，可燃

性の蒸気が滞留するおそれはない。 

 

 

 

 

 

う設計する。 

 

水素ガスを内包する機器を設置する火災区域又は火

災区画は，水素濃度が燃焼限界濃度以下の雰囲気とな

るよう送風機及び排風機で換気されるが，送風機及び

排風機は多重化して設置する設計とするため，動的機

器の単一故障を想定しても換気は可能である。 

 

(d) 防爆 

火災区域に対する防爆については，以下の設計とする。 

ⅰ．発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内

包する設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域内に設置す

る発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内

包する設備は，「(a) 漏えいの防止，拡大防止」で示

したように，溶接構造，シール構造の採用により潤滑

油又は燃料油の漏えいを防止する設計とするととも

に，万一，漏えいした場合を考慮し堰を設置すること

で，漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大を防止する設

計とする。 

潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏えいしても，こ

れらの引火点は油内包機器を設置する火災区域の重大

事故発生時の原子炉建物内の最高温度(潤滑油を内包

する機器が設置された管理区域ではIS-LOCA発生時に

約100℃，燃料油を内包する機器が設置された非管理区

域では約40℃)よりも十分高く，機器運転時の温度より

も高いため，可燃性の蒸気とならないことから，潤滑

油又は燃料油が爆発性の雰囲気を形成するおそれはな

い。 

また，重大事故等対処施設で軽油を内包するディー

ゼル燃料貯蔵タンク，緊急時対策所用燃料地下タンク

及びガスタービン発電機用軽油タンクは屋外に設置さ

れており，可燃性の蒸気が滞留するおそれはない。 

なお，ガスタービン発電機用サービスタンクは屋内

に設置されることから，可燃性の蒸気の滞留防止の観

点から，ガスタービン発電機から給電される基準地震

動に対して機能維持可能な換気設備で換気する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方法の相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉では，原子

炉建物内の最高温度を

記載 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

軽油を内包する設備

の設置場所の相違 
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ⅱ. 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

 

重大事故等対処施設を設置する火災区域に設置する

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備

は，「(a) 漏えいの防止，拡大防止」で示したように，

溶接構造等の採用により水素ガスの漏えいを防止する

設計とするとともに，「(c) 換気」に示す機械換気によ

り水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。 

 

以上の設計により，「電気設備に関する技術基準を定め

る省令」第六十九条及び「工場電気設備防爆指針」で要

求される爆発性雰囲気とはならないため，当該の設備を

設ける火災区域又は火災区画に設置する電気・計装品を

防爆型とせず，防爆を目的とした電気設備の接地も必要

としない設計とする。 

なお，電気設備が必要な箇所には，「原子力発電工作物

に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」第十条

及び第十一条に基づく接地を施す設計とする。 

 

(e)貯蔵 

重大事故等対処施設を設置する火災区域に設置される

発火性又は引火性物質を内包する貯蔵機器については，

以下の設計とする。 

貯蔵機器とは供給設備へ補給するために設置する機器

のことであり，重大事故等対処施設を設置する火災区域

内の，発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油の

貯蔵機器としては，常設代替交流電源設備及び地下燃料

タンク，非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク及び軽

油タンクがある。 

 

常設代替交流電源設備及び地下燃料タンクは，常設

代替交流電源設備を 12 時間以上連続運転するために

必要な量を貯蔵することを考慮した設計とする。 

 

      

 

 

 

(b) 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備 

 

重大事故等対処施設を設置する火災区域に設置する発火性又

は引火性物質である水素を内包する設備は，「2.2.2.2.1(1)ａ.

漏えいの防止，拡大防止」に示すように，溶接構造等の採用に

より水素の漏えいを防止する設計とするとともに，

「2.2.2.2.1(1)ｃ.換気」に示す機械換気により水素濃度を燃焼

限界濃度以下とするように設計する。 

 

以上の設計により，「電気設備に関する技術基準を定める省

令」第六十九条及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆

発性雰囲気とならないため，当該の設備を設ける火災区域又は

火災区画に設置する電気・計装品を防爆型とせず，防爆を目的

とした電気設備の接地も必要としない設計とする。 

 

なお，電気設備が必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る

電気設備に関する技術基準を定める命令」第十条及び第十一条

に基づく接地を施す設計とする。 

 

ｅ．貯蔵 

重大事故等対処施設を設置する火災区域に設置される発火性

又は引火性物質を内包する貯蔵機器については，以下の設計と

する。 

貯蔵機器とは，供給設備へ補給するために設置する機器のこ

とであり，重大事故等対処施設を設置する火災区域内における，

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油の貯蔵機器とし

ては，常設代替高圧電源装置及び軽油貯蔵タンク，可搬型設備

用軽油タンク，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク及び非

常用ディーゼル発電機燃料デイタンクがある。 

 

軽油貯蔵タンクは，重大事故等時に機能を要求される設備が

7日間連続で運転できるように，タンク（2基）の容量に対して，

非常用ディーゼル発電機（2台），高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機（1台）及び常設代替高圧電源装置（2台）が 7日間連

続運転するために必要な量を貯蔵することを考慮した設計とす

る。 

可搬型設備用軽油タンクについては，可搬型代替低圧電源車

 

ⅱ．発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域に設置する

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備

は，「(a) 漏えいの防止，拡大防止」で示したように，

溶接構造等の採用により水素ガスの漏えいを防止する

設計とするとともに，「(c) 換気」に示す機械換気に

より水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計す

る。 

 

以上の設計により，「電気設備に関する技術基準を定

める省令」第六十九条及び「工場電気設備防爆指針」で

要求される爆発性雰囲気とはならないため，当該の設備

を設ける火災区域又は火災区画に設置する電気・計装品

を防爆型とせず，防爆を目的とした電気設備の接地も必

要としない設計とする。 

なお，電気設備の接地が必要な箇所には，「原子力発

電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命

令」第十条及び第十一条に基づく接地を施す設計とする。 

 

(e) 貯蔵 

重大事故等対処施設を設置する火災区域に設置される

発火性又は引火性物質を内包する貯蔵機器については，

以下の設計とする。 

貯蔵機器とは，供給設備へ補給するために設置する機

器のことであり，重大事故等対処施設を設置する火災区

域の，発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油の

貯蔵機器としては，ガスタービン発電機用軽油タンク，

ガスタービン発電機用サービスタンク，緊急時対策所用

燃料地下タンク，ディーゼル燃料デイタンク及びディー

ゼル燃料貯蔵タンクがある。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，ガスタービン発

電機を７日間連続運転するために必要な量及び可搬型設

備を７日間連続運転するために必要な量を貯蔵すること

を考慮した設計とする。ガスタービン発電機用サービス

タンクは，ガスタービン発電機を２時間以上連続運転す

るために必要な量を貯蔵することを考慮した設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 燃料タンクの容量の

相違（考え方は柏崎

6/7，東海第二と同様） 
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非常用ディーゼル発電機燃料ディタンクについて

は，各非常用ディーゼル発電機燃料ディタンクに対応

した非常用ディーゼル発電機を 8 時間連続運転するた

めに必要な量を貯蔵することを考慮した設計とする。

軽油タンクについては，1 基あたり非常用ディーゼル

発電機 2台，又は常設代替交流電源設備等の重大事故

時に必要となる設備を 7 日間連続運転するために必

要な量を貯蔵することを考慮した設計とする。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域内の，発火

性又は引火性物質である水素ガスの貯蔵機器として

は，格納容器内雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベが

あり，これらのボンベは運転上必要な量を考慮し貯蔵

する設計とする。 

 

b. 可燃性の蒸気及び微粉への対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

c. 発火源への対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

d. 水素ガス対策 

火災区域に対する水素ガス対策については，以下の設計

とする。 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を

設置する火災区域又は火災区画は，「2.2.2.2.(1)a.(a)漏え

いの防止，拡大防止」に示すように，発火性又は引火性物

質である水素ガスを内包する設備を溶接構造等とすること

により雰囲気への水素ガスの漏えいを防止するとともに，

「2.2.2.2.(1)a.(c)換気」に示すように，機械換気を行う

ことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設

計する。 

等の可搬型設備が 7日間連続で運転するために必要な量を貯蔵

することを考慮した設計とする。 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクについては，重大事

故時に緊急時対策所建屋に 7日間連続で電源供給するために必

要な量を貯蔵することを考慮した設計とする。 

非常用ディーゼル発電機燃料デイタンクについては，非常用

ディーゼル発電機を 8時間連続運転するために必要な量を貯蔵

することを考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設を設置する火災区域内における，発火性

又は引火性物質である水素の貯蔵機器としては，格納容器雰囲

気モニタ校正用水素ボンベがあり，これらのボンベは運転上必

要な量を考慮し貯蔵する設計とする。 

 

 

(2) 可燃性の蒸気又は微粉への対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.1(2))】 

 

(3) 発火源への対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.1(3))】 

 

(4) 水素対策 

火災区域に対する水素対策については，以下の設計とする。 

 

発火性又は引火性物質である水素を内包する設備を設置する

火災区域又は火災区画は，「2.2.2.2.1(1)ａ.漏えいの防止，拡

大防止」に示すように，発火性又は引火性物質である水素を内

包する設備を溶接構造等とすることにより雰囲気への水素の漏

えいを防止するとともに，「2.2.2.2.1(1) ｃ.換気」に示すよう

に，機械換気を行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下

となるように設計する。 

 

 

 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，緊急時対策所用発

電機を７日間連続運転するために必要な量を貯蔵するこ

とを考慮した設計とする。 

ディーゼル燃料デイタンクについては，各ディーゼル

燃料デイタンクに対応した非常用ディーゼル発電機を８

時間連続運転するために必要な量を貯蔵することを考慮

した設計とする。 

ディーゼル燃料貯蔵タンクについては，非常用ディー

ゼル発電機２台と高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

１台を７日間連続運転するために必要な量を貯蔵するこ

とを考慮した設計とする。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域内の，発火性

又は引火性物質である水素ガスの貯蔵機器としては，格

納容器内雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベがあり，こ

れらのボンベは運転上必要な量を考慮し貯蔵する設計と

する。 

 

ｂ．可燃性の蒸気及び微粉への対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

 

ｃ．発火源への対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

 

ｄ．水素ガス対策 

火災区域に対する水素ガス対策については，以下の設計

とする。 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を

設置する火災区域又は火災区画は，「2.2.2.2(1)a.(a) 漏

えいの防止，拡大防止」に示すように，発火性又は引火性

物質である水素ガスを内包する設備は溶接構造等とするこ

とにより雰囲気への水素ガスの漏えいを防止するととも

に，「2.2.2.2(1)a.(c)  換気」に示すように，機械換気を

行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下となるよう

に設計する。 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 燃料タンクの容量の

相違（考え方は柏崎

6/7，東海第二と同様） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 非常用ディーゼル発

電機系の系統構成の相

違 
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蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，充電時にお

いて蓄電池から水素ガスが発生するおそれがあることか

ら，当該区域又は区画に可燃物を持ち込まないこととする

とともに，蓄電池室の上部に水素濃度検出器を設置し，水

素ガスの燃焼限界濃度である 4vol%の 1/4 以下の濃度に

て中央制御室に警報を発する設計とする。 

また，格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設

置する火災区域又は火災区画については， 通常時は元弁を

閉とする運用とし，「2.2.2.2.(1)a.(c)換気」に示す機械換

気により水素濃度を燃焼限界濃度以下とすることから，水

素濃度検出器は設置しない設計とする。 

 

 

 

 

e. 放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策 

放射線分解により水素ガスが発生する火災区域又は火

災区画における，水素ガスの蓄積防止対策としては，社

団法人火力原子力発電技術協会「BWR 配管における混合

ガス（水素・酸素）蓄積防止に関するガイドライン（平

成 17年 10月）」に基づき，水素ガスの蓄積を防止する設

計とする。蓄積防止対策の対象箇所については，ガイド

ラインに基づき選定したものである。 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，

「2.2.2.2.(1)d.水素ガス対策」に示すように，機械換気

を行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下となる

ように設計する。 

 

f. 過電流による過熱防止対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

(2) 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

重大事故等対処施設に対しては，不燃性材料又は難燃性材

料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料が使用で

きない場合は，以下のいずれかの設計とする。 

・不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの

を使用する設計とする。 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，充電時において

蓄電池から水素が発生するおそれがあることから，当該区域又

は区画に可燃物を持ち込まないこととする。また，蓄電池室の

上部に水素濃度検出器を設置し，水素の燃焼限界濃度である 

4vol％の 1／4 以下の濃度にて中央制御室に警報を発する設計

とする。 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ボンベを設置する火災区域

又は火災区画については，通常時は元弁を閉とする運用とし，

「2.2.2.2.1(1)ｃ．換気」に示す機械換気により水素濃度を燃

焼限界濃度以下とすることから，水素濃度検出器は設置しない

設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.1(4))】 

 

 

 

(5) 放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策 

放射線分解により水素が発生する火災区域又は火災区画にお

ける，水素の蓄積防止対策としては，社団法人火力原子力発電

技術協会「ＢＷＲ配管における混合ガス（水素・酸素）蓄積防

止に関するガイドライン（平成 17年 10 月）」に基づき，水素の

蓄積を防止する設計とする。 

 

 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，「2.2.2.2.1(4) 

水素対策」に示すように，機械換気を行うことによって水素濃

度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.1(5))】 

 

(6) 過電流による過熱防止対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.1(6))】 

 

2.2.2.2.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

重大事故等対処施設に対しては，不燃性材料又は難燃性材料

を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料が使用できな

い場合は，以下のいずれかの設計とする。 

・不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以

下「代替材料」という。）を使用する設計とする。 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，充電時にお

いて蓄電池から水素ガスが発生するおそれがあることか

ら，当該区域又は区画に可燃物を持ち込まないこととする

とともに，蓄電池室の上部に水素濃度検知器を設置し，水

素ガスの燃焼限界濃度である４vol%の１／４以下の濃度に

て中央制御室に警報を発する設計とする。 

また，格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設

置する火災区域又は火災区画は，通常時は元弁を閉とする

運用とし，「2.2.2.2.(1)a.(c)換気」に示す機械換気によ

り水素濃度が燃焼限界濃度以下となるよう設計する。また，

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する部

屋の上部に水素濃度検知器を設置し，水素ガスの燃焼限界

濃度である４vol%の１／４以下の濃度にて中央制御室に警

報を発する設計とする。 

 

ｅ．放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策 

放射線分解により水素ガスが発生する火災区域又は火

災区画における，水素ガスの蓄積防止対策としては，一般

社団法人火力原子力発電技術協会「ＢＷＲ配管における混

合ガス（水素・酸素）蓄積防止に関するガイドライン（平

成17 年10月）」に基づき，水素ガスの蓄積を防止する設

計とする。蓄積防止対策の対象箇所については，ガイドラ

インに基づき選定したものである。 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，

「2.2.2.2.(1)ｄ．水素ガス対策」に示すように，機械換気

を行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下となるよ

うに設計する。 

 

ｆ．過電流による過熱防止対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

 

(2) 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

重大事故等対処施設に対しては，不燃性材料又は難燃性材

料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料が使用で

きない場合は，以下のいずれかの設計とする。 

・不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの

を使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 水素濃度検知器の設

置箇所の相違 
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・重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な不燃

性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するものの

使用が技術上困難な場合には，当該構築物，系統及び機

器における火災に起因して他の重大事故等対処施設及び

設計基準事故対処設備において火災が発生することを防

止するための措置を講じる設計とする。 

 

a. 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器の

うち，機器，配管，ダクト，トレイ，電線管，盤の筐体及

びこれらの支持構造物の主要な構造材は，火災の発生防止

及び当該設備の強度確保等を考慮し，ステンレス鋼，低合

金鋼，炭素鋼等の金属材料，又はコンクリート等の不燃性

材料を使用する設計とする。 

ただし，配管のパッキン類は，その機能を確保するため

に必要な不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有

するものの使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭

隘部に設置し直接火炎に晒されることはなく，これにより

他の重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備を構成

する構築物，系統及び機器において火災が発生するおそれ

はないことから不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を

使用する設計とする。また，金属に覆われたポンプ及び弁

等の駆動部の潤滑油（グリス）並びに金属に覆われた機器

躯体内部に設置される電気配線は，発火した場合でも他の

重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備を構成する

構築物，系統及び機器に延焼しないことから，不燃性材料

又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。 

 

 

 

b. 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器の

うち，屋内の変圧器及び遮断器は可燃性物質である絶縁油

を内包していないものを使用する設計とする。 

 

 

c. 難燃ケーブルの使用 

重大事故等対処施設に使用するケーブルには，実証試験

・重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な代替材料

の使用が技術上困難な場合には，当該構築物，系統及び機器に

おける火災に起因して他の重大事故等対処施設及び設計基準事

故対処設備において火災が発生することを防止するための措置

を講じる設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.2)】 

 

(1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，

機器，配管，ダクト，トレイ，電線管，盤の筐体及びこれらの

支持構造物の主要な構造材は，火災の発生防止及び当該設備の

強度確保を考慮し，ステンレス鋼，低合金鋼，炭素鋼等の金属

材料，又はコンクリートの不燃性材料を使用する設計とする。 

 

ただし，配管のパッキン類は，その機能を確保するために必

要な代替材料の使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭

隘部に設置し直接火炎に晒されることはなく，これにより他の

重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備を構成する構築

物，系統及び機器において火災が発生するおそれはないことか

ら不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とす

る。 

 

また，金属で覆われたポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油並び

に金属に覆われた機器躯体内部に設置される電気配線は，発火

した場合でも，他の重大事故等対処施設及び設計基準事故対処

設備を構成する構築物，系統及び機器に延焼しないことから，

不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とす

る。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.2(1))】 

 

(2) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，

屋内の変圧器及び遮断器は可燃性物質である絶縁油を内包して

いないものを使用する設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.2(2))】 

 

(3) 難燃ケーブルの使用 

重大事故等対処施設に使用するケーブルには，実証試験によ

・重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な不燃性

材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するものの使

用が技術上困難な場合には，当該構築物，系統及び機器に

おける火災に起因して他の重大事故等対処施設及び設計

基準事故対処設備において火災が発生することを防止す

るための措置を講じる設計とする。 

 

ａ．主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器の

うち，機器，配管，ダクト，トレイ，電線管，盤の筐体及

びこれらの支持構造物の主要な構造材は，火災の発生防止

及び当該設備の強度確保等を考慮し，ステンレス鋼，低合

金鋼，炭素鋼等の金属材料，又はコンクリート等の不燃性

材料を使用する設計とする。 

ただし，配管のパッキン類は，その機能を確保するため

に必要な不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有

するものの使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭

隘部に設置し直接火炎に晒されることはなく，これにより

他の重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備を構成

する構築物，系統及び機器において火災が発生するおそれ

はないことから不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を

使用する設計とする。 

また，金属に覆われたポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油

（グリス）並びに金属に覆われた機器躯体内部に設置され

る電気配線は，発火した場合でも他の重大事故等対処施設

及び設計基準事故対処設備を構成する構築物，系統及び機

器に延焼しないことから，不燃性材料又は難燃性材料では

ない材料を使用する設計とする。 

 

 

ｂ．変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包 

重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器の

うち，屋内の変圧器及び遮断器は可燃性物質である絶縁油

を内包していないものを使用する設計とする。 

 

 

ｃ．難燃ケーブルの使用 

重大事故等対処施設に使用するケーブルには，実証試験
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により自己消火性（UL垂直燃焼試験）及び延焼性（IEEE383

（光ファイバケーブルの場合は IEEE1202）垂直トレイ燃焼

試験）を確認した難燃ケーブルを使用する設計とする。 

ただし，一部のケーブルについては製造中止のため自己

消火性を確認する UL 垂直燃焼試験を実施できない。この

ケーブルについては，UL 垂直燃焼試験と同様の試験である 

ICEA 垂直燃焼試験の結果と，同じ材質のシースを持つケー

ブルで実施した UL 垂直燃焼試験結果より，自己消火性を

確認する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り自己消火性（UL垂直燃焼試験）及び延焼性（IEEE383（光フ

ァイバケーブルの場合は IEEE1202）垂直トレイ燃焼試験）を確

認した難燃ケーブルを使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，重大事故等対処施設に使用するケーブルには，自己

消火性を確認する UL垂直燃焼試験は満足するが，延焼性を確認

する IEEE383垂直トレイ燃焼試験の要求を満足しない非難燃ケ

ーブルがある。 

したがって，非難燃ケーブルについては，原則，難燃ケーブ

ルに取り替えて使用する設計とする。ただし，ケーブルの取り

替えに伴い安全上の課題が生じる場合には，非難燃ケーブルを

使用し，施工後の状態において，以下に示すように範囲を限定

した上で，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能

を確保できる代替措置（複合体）を施す設計とする。 

(a)ケーブルの取り替えに伴う課題が回避される範囲 

(b)難燃ケーブルと比較した場合に，火災リスクに有意な差がない

範囲 

ａ．複合体を形成する設計 

複合体は，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性

能を確保する設計とし，実証試験により自己消火性及び延焼性

を確認した上で使用する。 

このため，複合体外部及び複合体内部の火災を想定した設計

とする。また，複合体は，防火シートが与える化学的影響，複

合体内部への熱の蓄積及び重量増加による耐震性への影響を考

慮しても非難燃ケーブルの通電機能や絶縁機能及びケーブルト

レイの耐震性低下により，ケーブル保持機能が損なわれないこ

とを確認するとともに，施工後において，複合体の難燃性能を

維持する上で，防火シートのずれ，隙間及び傷の範囲を考慮す

る設計とし，これらを実証試験により確認して使用する設計と

する。使用する防火シートは，耐寒性，耐水性，耐薬品性など

の耐性に問題がないことを確認する。 

(a) 複合体外部の火災を想定した場合の設計 

により自己消火性（UL垂直燃焼試験）及び延焼性（IEEE383

（光ファイバケーブルの場合は IEEE1202）垂直トレイ燃焼

試験）を確認した難燃ケーブルを使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉では， 

IEEE383 試験及び UL 垂

直燃焼試験により難燃

性を確認した難燃ケー

ブルを使用 
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複合体は，外部の火災に対して，不燃材の防火シートにより

外部からの火炎を遮断し，直接ケーブルに火炎が当たり燃焼す

ることを防止することにより，難燃ケーブルを使用した場合と

同等以上の難燃性能が確保できる設計とする。 

このため，複合体は，火炎を遮断するため，非難燃ケーブル

が露出しないように非難燃ケーブル及びケーブルトレイを防火

シートで覆い，その状態を維持するため結束ベルトで固定する

設計とする。 

実証試験では，この設計の妥当性を確認するため，防火シー

トが遮炎性を有していること，その上で，複合体としては，延

焼による損傷長が難燃ケーブルよりも短くなることを確認した

上で使用する。 

(b) 複合体内部の火災を想定した場合の設計 

複合体は，短絡又は地絡に起因する過電流により発火した内

部の火災に対して，燃焼の３要素のうち，酸素量を抑制するこ

とにより，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能

が確保できる設計とする。 

このため，複合体は，「(a) 複合体外部の火災を想定した場

合の設計」に加え，複合体内部の延焼を燃え止まらせるため，

ケーブルトレイが火災区画の境界となる壁，天井又は床を貫通

する部分に耐火シールを処置し，延焼の可能性のあるケーブル

トレイ設置方向にファイアストッパを設置する設計とする。 

また，複合体内部の火炎が外部に露出しないようにするため，

防火シート間を重ねて覆う設計とする。 

実証試験では，この設計の妥当性を確認するため，ケーブル

単体の試験により自己消火性が確保できること，防火シートで

複合体内部の酸素量を抑制することにより耐延焼性を確保でき

ることを確認した上で使用する。 

ｂ．電線管に収納する設計 

複合体とするケーブルトレイから重大事故等対処施設に接続

するために電線管で敷設される非難燃ケーブルは，火災を想定

した場合にも延焼が発生しないように，電線管に収納するとと

もに，電線管の両端は電線管外部からの酸素供給防止を目的と

して，難燃性の耐熱シール材を処置する設計とする。 

なお，放射線モニタケーブルは，放射線検出のためには微弱

電流又は微弱パルスを扱う必要があり，耐ノイズ性を確保する

ため，絶縁体に誘電率の低い架橋ポリエチレンを使用すること

で高い絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉では， 

IEEE383 試験及び UL 垂

直燃焼試験により難燃

性を確認した難燃ケー

ブルを使用 
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また，核計装ケーブルは，微弱電流又は微弱パルスを扱

う必要があるため，耐ノイズ性を確保するために高い絶縁

抵抗を有する同軸ケーブルを使用する設計とする。放射線

モニタケーブルについても，放射線検出のためには微弱電

流又は微弱パルスを扱う必要があり，核計装ケーブルと同

様に耐ノイズ性を確保するため，絶縁体に誘電率の低い架

橋ポリエチレンを使用することで高い絶縁抵抗を有する同

軸ケーブルを使用する設計とする。 

これらのケーブルは，自己消火性を確認する UL 垂直燃

焼試験は満足するが，耐延焼性を確認する IEEE383 垂直ト

レイ燃焼試験の要求を満足することが困難である。 

このため，核計装ケーブル及び放射線モニタケーブルは，

火災を想定した場合にも延焼が発生しないよう専用電線管

に収納するとともに，電線管の両端を電線管外部からの酸

素供給防止を目的とした耐火性を有するシール材による処

置を行う設計とする。 

 

 

d. 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料

の使用 

重大事故等対処施設に対して，設計基準対象施設の火災

防護に関する基本方針を適用する。 

 

e. 保温材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設に対して，設計基準対象施設の火災

防護に関する基本方針を適用する。 

 

f. 建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

重大事故等対処施設に対して，設計基準対象施設の火災

防護に関する基本方針を適用する。 

 

(3) 自然現象への対策 

柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮す

べき自然現象としては，網羅的に抽出するために，発電所敷

地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基

準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，

発電所及びその周辺での発生可能性，重大事故等対処施設へ

 

このケーブルは，自己消火性を確認する UL垂直燃焼試験は満

足するが，延焼性を確認する IEEE383垂直トレイ燃焼試験の要

求を満足することが困難である。 

このため，放射線モニタケーブルは，火災を想定した場合に

も延焼が発生しないように，専用電線管に収納するとともに，

電線管の両端は，電線管外部からの酸素供給防止を目的とし，

耐火性を有するシール材による処置を行う設計とする。 

耐火性を有するシール材を処置した電線管内は外気から容易

に酸素の供給がない閉塞した状態であるため，放射線モニタケ

ーブルに火災が発生してもケーブルの燃焼に必要な酸素が不足

し，燃焼の維持ができなくなるので，すぐに自己消火し，ケー

ブルは延焼しない。 

このため，専用電線管で収納し，耐火性を有するシール材に

より酸素の供給防止を講じた放射線モニタケーブルは，IEEE383 

垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足するケーブルと同等以上

の延焼防止性能を有する。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.2(3))】 

 

(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の

使用 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.2(4))】 

 

(5) 保温材に対する不燃性材料の使用 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.2(5))】 

 

(6) 建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.2(6))】 

 

2.2.2.2.3 落雷，地震等の自然現象による火災発生の防止 

東海第二発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然

現象としては，地震，津波（基準津波を超え敷地に遡上する津

波（以下「敷地に遡上する津波」という。）を含む。），洪水，風

（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学

的事象，森林火災及び高潮を抽出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料

の使用 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

 

ｅ．保温材に対する不燃性材料の使用 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

ｆ．建物内装材に対する不燃性材料の使用 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

(3) 自然現象への対策 

島根原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき

自然現象としては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及

びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や

文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電

所及びその周辺での発生可能性，重大事故等対処施設への影

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉では， 

IEEE383 試験及び UL 垂

直燃焼試験により難燃

性を確認した難燃ケー

ブルを使用 
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の影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観

点から， 重大事故等対処施設に影響を与えるおそれがある事

象として，地震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降

水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を抽

出した。 

これらの自然現象のうち，津波及び地滑りについては，そ

れぞれの現象に対して，重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれないように防護することで火災の発生を防止

する設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外の重

大事故等対処施設は侵入防止対策により影響を受けない設計

とする。 

低温（凍結），降水，積雪及び生物学的事象のうちクラゲ等

の海生生物の影響については，火災が発生する自然現象では

なく，火山の影響についても，火山から発電用原子炉施設に

到達するまでに火山灰等が冷却されることを考慮すると，火

災が発生する自然現象ではない。 

 

 

 

したがって，落雷，地震，竜巻（風（台風）含む）につい

て，これらの現象によって火災が発生しないように，以下の

とおり火災防護対策を講じる設計とする。 

また，森林火災についても，以下のとおり火災防護対策を

講じる設計とする。 

 

 

a. 落雷による火災の発生防止 

重大事故等対処施設の構築物，系統及び機器は，落雷に

よる火災発生を防止するため，地盤面から高さ 20m を超え

る建築物には建築基準法に基づき「JIS A 4201建築物等の

避雷設備（避雷針）」に準拠した避雷設備（避雷針，接地網，

棟上導体）を設置する設計とする。なお，これらの避雷設

備は，基準地震動に対して機能維持可能な建屋又は主排気

筒に設置する設計とする。 

 

送電線については架空地線を設置する設計とするととも

に，「2.2.2.2(1)f. 過電流による過熱防止対策」に示すと

 

 

 

 

 

これらの自然現象のうち，津波（敷地に遡上する津波を含む。）

については，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ

れないように防護することで火災の発生を防止する設計とす

る。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外の重大

事故等対処施設は侵入防止対策により影響を受けない設計とす

る。 

凍結，降水，積雪，高潮及び生物学的事象のうちクラゲ等の

海生生物の影響については，火災が発生する自然現象ではなく，

火山の影響についても，火山から発電用原子炉施設に到達する

までに火山灰等が冷却されることを考慮すると，火災が発生す

る自然現象ではない。 

洪水については，立地的要因により，重大事故等に対処する

ために必要な機能に影響を与える可能性がないため，火災が発

生するおそれはない。 

したがって，落雷，地震，竜巻（風（台風）を含む。）につい

て，これらの現象によって火災が発生しないように，以下のと

おり火災防護対策を講じる設計とする。 

また，森林火災についても，以下のとおり火災防護対策を講

じる設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.3)】 

 

(1) 落雷による火災の発生防止 

重大事故等対処施設の構築物，系統及び機器は，落雷による

火災発生を防止するため，地盤面から高さ 20mを超える建築物

には建築基準法に基づき「JIS A 4201 建築物等の避雷設備（避

雷針）（1992年度版）」又は「JIS A 4201建築物等の雷保護（2003

年度版）」に準拠した避雷設備の設置，接地網の敷設を行う設計

とする。なお，これらの避雷設備は，基準地震動Ｓｓに対して

機能維持可能な排気筒，常設代替高圧電源装置置場，緊急時対

策所建屋に設置する設計とする。 

送電線については架空地線を設置する設計とするとともに，

「2.2.2.2.1(6) 過電流による過熱防止対策」に示すとおり，

響度，事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点か

ら，重大事故等対処施設に影響を与えるおそれがある事象と

して，地震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，

積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を抽出し

た。 

これらの自然現象のうち，津波及び地滑りについては，そ

れぞれの現象に対して，重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれないように防護することで火災の発生を防止

する設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外の重

大事故等対処施設は侵入防止対策により影響を受けない設計

とする。 

洪水，凍結，降水，積雪及び生物学的事象のうちクラゲ等

の海生生物の影響については，火災が発生する自然現象では

なく，火山の影響についても，火山から発電用原子炉施設に

到達するまでに火山灰等が冷却されることを考慮すると，火

災が発生する自然現象ではない。 

 

 

 

したがって，落雷，地震及び竜巻（風（台風）含む。）に

ついて，これらの現象によって火災が発生しないように，以

下のとおり火災防護対策を講じる設計とする。 

また，森林火災についても，以下のとおり火災防護対策を

講じる設計とする。 

 

 

ａ．落雷による火災の発生防止 

重大事故等対処施設の構築物，系統及び機器は，落雷に

よる火災発生を防止するため，地盤面から高さ20mを超える

建築物には建築基準法に基づき「JIS A 4201 建築物等の避

雷設備（避雷針）」又は「JIS A 4201 建築物等の雷保護」

に準拠した避雷設備（避雷針，架空地線，棟上導体等）の

設置及び接地網の布設を行う設計とする。なお，これらの

避雷設備は，基準地震動に対して機能維持可能な建物又は

排気筒に設置する設計とする。 

送電線については架空地線を設置する設計とするととも

に，「2.2.2.2(1)ｆ．過電流による過熱防止対策」に示す

 

 

・事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

想定する自然現象の

相違 

 

 

 

 

 

 

・事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

想定する自然現象の

相違 

 

・事象の相違 

【東海第二】 

想定する自然現象の

相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

構築物毎の JIS 適用

年の相違 
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おり，故障回路を早期に遮断する設計とする。 

常設代替交流電源設備のうちガスタービン発電機には，

落雷による火災発生を防止するため，避雷設備を設置する

設計とする。 

さらに，ガスタービン発電機の制御回路等に避雷器を設

置する設計とする。 

 

【避雷設備設置箇所】 

・原子炉建屋（棟上導体） 

・タービン建屋（棟上導体） 

・廃棄物処理建屋（棟上導体） 

・主排気筒 

・5 号炉主排気筒 

 

b. 地震による火災の発生防止 

重大事故等対処施設は，施設の区分に応じて十分な支持

性能をもつ地盤に設置するとともに，自らが破壊又は倒壊

することによる火災の発生を防止する設計とする。 

なお，耐震については「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三十九条」

に示す要求を満足するよう，「実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」

に従い耐震設計を行う設計する。 

 

 

c. 竜巻（風（台風）含む）による火災の発生防止 

屋外の重大事故等対処施設は，重大事故時の竜巻（風（台

風）を含む） 発生を考慮し，竜巻防護対策設備の設置や固

縛等により，火災の発生防止を講じる設計とする。 

 

 

d. 森林火災による火災の発生防止 

屋外の重大事故等対処施設は，外部火災影響評価（発電

所敷地外で発生する森林火災の影響評価）を行い，森林火

災による原子炉施設への延焼防止対策として発電所敷地内

に設置した防火帯（幅 20m）で囲んだ内側に配置すること

で，火災の発生を防止する設計とする。 

 

故障回路を早期に遮断する設計とする。 

常設代替高圧電源装置置場には，落雷による火災発生を防止

するため，避雷設備の設置，接地網の敷設を行う設計とする。 

 

 

 

 

【避雷設備設置箇所】 

・排気筒 

・常設代替高圧電源装置置場 

・緊急時対策所建屋 

【補足－資料 41－1(2.1.1.3(1))】 

 

 

(2) 地震による火災の発生防止 

重大事故等対処施設は，施設の区分に応じて十分な支持性能

をもつ地盤に設置するとともに，自らが破壊又は倒壊すること

による火災の発生を防止する設計とする。 

なお，耐震については「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三十九条」に示す

要求を満足するように，「実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に従い耐震設

計を行う設計する。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.3(2))】 

 

(3) 竜巻（風（台風）を含む。）による火災の発生防止 

屋外の重大事故等対処施設は，重大事故等時の竜巻（風（台

風）を含む。）発生を考慮し，竜巻飛来物防護対策設備の設置や

固縛等により，火災の発生防止を講じる設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.1.3(3))】 

 

(4) 森林火災による火災の発生防止 

屋外の重大事故等対処施設は，「1.7.9 外部火災防護に関する

基本方針」に基づき外部火災影響評価（発電所敷地外で発生す

る森林火災の影響評価）を行い，森林火災による発電用原子炉

施設への延焼防止対策として発電所敷地内に設置した防火帯で

囲んだ内側に配置することで，火災の発生を防止する設計とす

る。 

とおり，故障回路を早期に遮断する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

【避雷設備設置箇所】 

   ・原子炉建物（棟上導体，避雷針） 

   ・廃棄物処理建物（棟上導体） 

   ・排気筒（避雷針） 

   ・緊急時対策所（水平導体，避雷針） 

・ガスタービン発電機建物（避雷針，水平導体） 

 

ｂ．地震による火災の発生防止 

重大事故等対処施設は，施設の区分に応じて十分な支持

性能をもつ地盤に設置するとともに，自らが破壊又は倒壊

することによる火災の発生を防止する設計とする。 

なお，耐震については「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三十九条」

に示す要求を満足するよう，「実用発電用原子炉及びその

附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」

に従い耐震設計を行う設計とする。 

 

 

ｃ．竜巻（風（台風）含む。）による火災の発生防止 

屋外の重大事故等対処施設は，重大事故時の竜巻（風（台

風）含む。）の発生を考慮し，竜巻防護対策設備の設置や

固縛等により，火災の発生防止を講じる設計とする。 

 

 

ｄ．森林火災による火災の発生防止 

屋外の重大事故等対処施設は，外部火災影響評価（発電

所敷地外で発生する森林火災の影響評価）を行い，森林火

災による原子炉施設への延焼防止対策として発電所敷地内

に設置した防火帯（評価上必要とされる防火帯幅19.5mに対

し，幅約21mを確保）で囲んだ内側に配置することで，火災

の発生を防止する設計とする。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，ガスタ

ービン発電機を屋内に

設置しているため，建物

に避雷設備を設置 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 建物の設置条件を考

慮した避雷設備の選定

及び設置場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

評価上必要となる防
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2.2.2.3火災の感知及び消火 

火災の感知及び消火については，重大事故等対処施設に対し

て，早期の火災感知及び消火を行うため火災感知設備及び消火

設備を設置する設計とする。具体的な設計を「2.2.2.3(1) 火災

感知設備」から「2.2.2.3(4) 消火設備の破損， 誤動作又は誤

操作による重大事故等対処施設への影響」に示し，このうち，

火災感知設備及び消火設備が，地震等の自然現象に対して，火

災感知及び消火の機能，性能が維持され，かつ，重大事故等対

処施設の区分に応じて，機能を維持できる設計とすることを

「2.2.2.3(3) 自然現象」に示す。また，消火設備は，破損，誤

動作又は誤操作が起きた場合においても，重大事故等に対処す

る機能を損なわない設計とすることを「2.2.2.3(4) 消火設備の

破損，誤動作又は誤操作による重大事故等対処施設への影響」

に示す。 

 

 

(1) 火災感知設備 

火災感知設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域

又は火災区画の火災を早期に感知するために設置する設計と

する。 

火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火

災感知設備は，以下を踏まえて設置する設計とする。 

 

 

a. 火災感知器の環境条件等の考慮 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

b. 固有の信号を発する異なる種類の感知器の設置 

火災感知設備の火災感知器は，環境条件等を考慮し，

火災感知器を設置する火災区域又は火災区画の重大事故

等対処施設の種類に応じ，火災を早期に感知できるよう，

固有の信号を発するアナログ式の煙感知器，アナログ式

の熱感知器，又は非アナログ式の炎感知器から異なる種

類の感知器を組み合わせて設置する設計とする。 

炎感知器は非アナログ式であるが，炎が発する赤外線

【補足－資料 41－1(2.1.1.3(4))】 

 

2.2.2.3 火災の感知及び消火に係る設計方針 

火災の感知及び消火については，重大事故等対処施設に対し

て，早期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消

火設備を設置する設計とする。具体的な設計を「2.2.2.3.1火

災感知設備」から「2.2.2.3.4 消火設備の破損，誤動作又は誤

操作による重大事故等対処施設への影響」に示し，このうち，

火災感知設備及び消火設備が，地震等の自然現象に対して，火

災感知及び消火の機能，性能が維持され，かつ，重大事故等対

処施設の区分に応じて，機能を維持できる設計とすることを

「2.2.2.3.3 自然現象の考慮」に示す。また，消火設備は，破

損，誤動作又は誤操作が起きた場合においても，重大事故等に

対処する機能を損なわない設計とすることを「2.2.2.3.4 消火

設備の破損，誤動作又は誤操作による重大事故等対処施設への

影響」に示す。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1)】 

 

2.2.2.3.1 火災感知設備 

火災感知設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又

は火災区画の火災を早期に感知できるように設置する設計とす

る。 

火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火災

感知設備は，以下を踏まえて設置する設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(1))】 

 

(1) 火災感知器の環境条件等の考慮 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(1)①)】 

 

(2) 固有の信号を発する異なる種類の感知器の設置 

火災感知設備の火災感知器は，環境条件等を考慮し，火災感

知器を設置する火災区域又は火災区画の重大事故等対処施設の

種類に応じ，火災を早期に感知できるように，固有の信号を発

するアナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱感知器の異なる

種類の感知器を組み合わせて設置する設計とする。 

ただし，発火性又は引火性の雰囲気を形成するおそれのある

場所及び屋外等は，非アナログ式も含めた組み合わせで設置す

 

 

2.2.2.3 火災の感知及び消火 

火災の感知及び消火については，重大事故等対処施設に対し

て，早期の火災感知及び消火を行うため火災感知設備及び消火

設備を設置する設計とする。具体的な設計を「2.2.2.3(1) 火災

感知設備」から「2.2.2.3(4) 消火設備の破損，誤動作又は誤操

作による重大事故等対処施設への影響」に示し，このうち，火

災感知設備及び消火設備が，地震等の自然現象に対して，火災

感知及び消火の機能，性能が維持され，かつ，重大事故等対処

施設の区分に応じて，機能を維持できる設計とすることを

「2.2.2.3(3) 自然現象」に示す。また，消火設備は，破損，誤

動作又は誤操作が起きた場合においても，重大事故等に対処す

る機能を損なわない設計とすることを「2.2.2.3(4) 消火設備の

破損，誤動作又は誤操作による重大事故等対処施設への影響」

に示す。 

 

 

(1) 火災感知設備 

火災感知設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域

又は火災区画の火災を早期に感知するために設置する設計と

する。 

火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火

災感知設備は，以下を踏まえて設置する設計とする。 

 

 

ａ．火災感知器の環境条件等の考慮 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

 

ｂ．固有の信号を発する異なる感知方式の感知器の設置 

火災感知設備の火災感知器は，環境条件等を考慮し，火

災感知器を設置する火災区域又は火災区画の重大事故等

対処施設の種類に応じ，火災を早期に感知できるよう，固

有の信号を発するアナログ式の煙感知器，アナログ式の熱

感知器，又は非アナログ式の炎感知器から異なる感知方式

の感知器を組み合わせて設置する設計とする。 

炎感知器は非アナログ式であるが，炎が発する赤外線又

火帯幅の相違 
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又は紫外線を感知するため，炎が生じた時点で感知する

ことができ，火災の早期感知に優位性がある。ここで，

アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監

視し，かつ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）

を把握することができる」ものと定義し，非アナログ式

とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視すること

はできないが，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇

等）を把握することができる」ものと定義する。 

 

以下に，上記に示す火災感知器の組み合わせのうち特

徴的な火災区域又は火災区画を示す。 

 

 

(a)原子炉建屋オペレーティングフロア 

原子炉建屋オペレーティングフロアは天井が高く大

空間となっているため，火災による熱が周囲に拡散す

ることから，熱感知器による感知は困難である。その

ため炎感知器とアナログ式の光電分離型煙感知器をそ

れぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角が

ないように設置する設計とする。 

 

 

(b)原子炉格納容器 

原子炉格納容器内には，アナログ式の煙感知器及び

熱感知器を設置する設計とする。 

運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間

高温かつ高線量環境とな 

ることから，アナログ式の火災感知器が故障する可能

性がある。このため，通常運転中，窒素ガス封入によ

り不活性化し火災が発生する可能性がない期間につい

ては，原子炉格納容器内の火災感知器は，起動時の窒

素ガス封入後に中央制御室内の受信機にて作動信号を

除外する運用とし，プラント停止後に速やかに取り替

える設計とする。 

 

 

 

 

る設計とする。炎感知器は非アナログ式であるが，炎が発する

赤外線又は紫外線を感知するため，炎が生じた時点で感知する

ことができ，火災の早期感知が可能である。ここで，アナログ

式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，火

災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができ

る」ものと定義し，非アナログ式とは「平常時の状況（温度，

煙の濃度）を監視することはできないが，火災現象（急激な温

度や煙の濃度の上昇等）を把握することができる」ものと定義

する。 

以下に，上記に示す火災感知器の組み合わせのうち，特徴的

な火災区域又は火災区画を示す。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(1)②)】 

 

ａ．原子炉建屋原子炉棟 6階 

原子炉建屋原子炉棟 6階は天井が高く大空間となっているた

め，火災による熱が周囲に拡散することから，熱感知器による

感知は困難である。 

このため，アナログ式の光電分離型煙感知器と非アナログ式

の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知

に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。 

 

 

ｂ．原子炉格納容器 

原子炉格納容器内は，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を

設置する設計とする。 

運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ

高線量環境となることから，アナログ式の火災感知器が故障す

る可能性がある。このため，通常運転中，窒素封入による不活

性化により火災が発生する可能性がない期間については，原子

炉格納容器内に設置する火災感知器は，原子炉起動時の窒素封

入後に作動信号を除外する運用とし，プラント停止後に速やか

に取り替える設計とする。 

 

 

 

 

 

 

は紫外線を感知するため，炎が生じた時点で感知すること

ができ，火災の早期感知に優位性がある。ここで，アナロ

グ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，か

つ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握する

ことができる」ものと定義し，非アナログ式とは「平常時

の状況（温度，煙の濃度）を監視することはできないが，

火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇等）を把握するこ

とができる」ものと定義する。 

 

以下に，上記に示す火災感知器の組み合わせのうち特徴

的な火災区域又は火災区画を示す。 

 

 

(a) 原子炉建物オペレーティングフロア 

原子炉建物オペレーティングフロアは天井が高く

大空間となっているため，火災による熱が周囲に拡散

することから，熱感知器による感知は困難である。そ

のため，非アナログ式の炎感知器とアナログ式の光電

分離型煙感知器をそれぞれの監視範囲に火災の検知

に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とす

る。 

 

(b) 原子炉格納容器 

原子炉格納容器内には，アナログ式の煙感知器及び

熱感知器を設置する設計とする。 

運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間

高温かつ高線量環境となることから，アナログ式の火

災感知器が故障する可能性がある。このため，通常運

転中，窒素ガス封入により不活性化し火災が発生する

可能性がない期間については，原子炉格納容器内の火

災感知器は，起動時の窒素ガス封入後に作動信号を除

外する運用とし，プラント停止後に速やかに取り替え

る設計とする。 

 

(c) 非常用ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及び

非常用ディーゼル発電機排気管室 

屋外開放の非常用ディーゼル発電機給気消音器フ

ィルタ室及び非常用ディーゼル発電機排気管室は，区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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島根 2号炉は，設備の

設置エリアの環境条件
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(c)常設代替交流電源設備ケーブル敷設区域 

第一ガスタービン発電機のケーブルは，屋外の一部

においては火災の発生するおそれがないようケーブル

を埋設して敷設し，その他の屋外部分についてはアナ

ログ式の屋外仕様の熱感知カメラ及び非アナログ式の

屋外仕様の炎感知器を設置する。建屋内においてはア

ナログ式の異なる 2 種の感知器（煙感知器及び熱感知

器）を設置する火災区域又は火災区画に敷設する設計

とする。 

 

(d)非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ 

非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレン

チは，ハッチからの雨水の浸入によって高湿度環境に

なりやすく，一般的な煙感知器による火災感知に適さ

ない。このため，防湿対策を施したアナログ式の煙吸

引式検出設備，及び湿気の影響を受けにくいアナログ

式の光ファイバケーブル式の熱感知器を設置する設計

とする。 

 

対して，以下に示す火災区域又は火災区画には，環境

条件等を考慮し，上記とは異なる火災感知器を組み合わ

せて設置する。 

 

(e)蓄電池室 

充電時に水素ガス発生のおそれがある蓄電池室は，

万一の水素濃度の上昇を 

考慮し，火災を早期に感知できるよう，非アナログ式

の防爆型で，かつ固有の信号を発する異なる種類の煙

感知器及び熱感知器を設置する設計とする。 

 

(g)常設代替交流電源設備燃料地下タンク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．蓄電池室 

充電時に水素発生のおそれがある蓄電池室は，万一の水素濃

度の上昇を考慮し，火災を早期に感知できるように，非アナロ

グ式の防爆型で，かつ固有の信号を発する異なる種類の煙感知

器及び熱感知器を設置する設計とする。 

 

 

ｄ．軽油貯蔵タンク設置区域,可搬型設備用軽油タンク設置区域及

域全体の火災を感知する必要があるが，火災による煙

は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難であ

る。このため，アナログ式の屋外仕様の熱感知器と非

アナログ式の屋外仕様の炎感知器をそれぞれの監視

範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように

設置する設計とする。 

 

(d) 屋外の重大事故等対処設備用ケーブル布設エリア 

屋外の重大事故等対処設備用ケーブルは，一部にお

いては火災の発生する恐れがないようケーブルを埋

設して布設し，その他の屋外部分についてはアナログ

式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式）及び非ア

ナログ式の屋外仕様の炎感知器を設置する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対して，以下に示す火災区域又は火災区画は，環境

条件等を考慮し，上記とは異なる火災感知器を組み合

わせて設置する設計とする。 

 

(e) 蓄電池室 

充電時に水素ガス発生のおそれがある蓄電池室は，

万一の水素濃度の上昇を考慮し，火災を早期に感知で

きるよう，非アナログ式の防爆型で，かつ固有の信号

を発する異なる感知方式の煙感知器及び熱感知器を

設置する設計とする。 

 

(f) ディーゼル燃料貯蔵タンクエリア，緊急時対策所用

等を踏まえた感知器の

組み合わせで火災を検

知する設計 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根 2号炉は，設備の

設置エリアの環境条件

等を踏まえた感知器の

組み合わせで火災を検

知する設計 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根 2 号炉では，

A,HPCS-DG 燃料移送系

ケーブルトレンチには

アナログ式の煙感知器

と熱感知器を，B-DG 燃

料移送系ケーブルトレ

ンチには非アナログ式

の防爆型の煙感知器と

熱感知器を設置する設

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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常設代替交流電源設備設置区域には上述のとおり炎

感知器と熱感知カメラを設置する設計とする。これら

に加えて，常設代替交流電源設備燃料地下タンク内部

は燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲気を形成

していることから，タンク内部の空間部に非アナログ

式の防爆型の熱感知器を設置する設計とする。 

 

 

 

 

(f)常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,燃料

地下タンク含む）設置区域，可搬型重大事故等対処施設

設置区域，モニタリング・ポスト用発電機区域，非常用

ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域，5 号炉原子炉

建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区域 

常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式,

燃料地下タンク含む）設置区域，可搬型重大事故等対

処施設設置区域，モニタリング・ポスト用発電機区域，

非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域，5 号

炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区

域は屋外開放であるため，区域全体の火災を感知する

必要があるが，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知

器による火災感知は困難である。また，降水等の浸入

により火災感知器の故障が想定される。 

このため，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ及

び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器をそれぞれの監

視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように

設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

び緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク設置区域 

軽油貯蔵タンク，可搬型設備用軽油タンク及び緊急時対策所

用発電機燃料油貯蔵タンク内部は，燃料の気化による引火性又

は発火性の雰囲気を形成している。 

このため，タンクマンホール内の空間部に非アナログ式の防

爆型熱感知器及び防爆型煙感知器を設置する設計とする。 

 

 

 

 

ｅ．常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室 

 

 

 

 

常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室は屋外であるた

め，区域全体の火災を感知する必要があるが，火災による煙は

周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難であること及び

降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。 

このため，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方

式）及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）を

それぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないよ

うに設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料地下タンクエリア 

屋外の区域であるディーゼル燃料貯蔵タンク及び緊

急時対策所用燃料地下タンクは，火災による煙は周囲

に拡散し，煙感知器による火災感知は困難である。加

えて，タンク室内の空間部は燃料の気化による引火性

又は発火性の雰囲気を形成している。 

このため，タンク室内の空間部に非アナログ式の防

爆型の熱感知器及び非アナログ式の屋外仕様（防爆型）

の炎感知器を設置する設計とする。 

 

(g) ガスタービン発電機用軽油タンクエリア 

 

 

 

 

ガスタービン発電機用軽油タンクエリアは屋外であ

るため，区域全体の火災を感知する必要があるが，火

災による煙は周囲に拡散し，煙感知機による火災感知

は困難である。また，降水等の浸入により火災感知器

の故障が想定される。このため，アナログ式の屋外仕

様の熱感知カメラ（赤外線方式）及び非アナログ式の

屋外仕様の炎感知器をそれぞれの監視範囲に火災の検

知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とす

る。 

 

 

 

 

(h) 海水ポンプエリア 

海水ポンプエリアは，屋外であるため，火災による

熱及び煙は周囲に拡散し，熱感知器及び煙感知器によ

る火災感知は困難であること，また降水等の浸入によ

り火災感知器の故障が想定される。このため，海水ポ

ンプエリア全体の火災を感知するために，非アナログ

式の屋外仕様の炎感知器及びアナログ式の屋外仕様の

熱感知カメラ（赤外線方式）を監視範囲に火災の検知

に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とす

る。 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，設備の

設置エリアの環境条件

等を踏まえた感知器の

組み合わせで火災を検

知する設計 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 屋外に設置している

設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，設備の

設置エリアの環境条件

等を踏まえた感知器の

組み合わせで火災を検

知する設計 
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(h)格納容器フィルタベント設置区域 

格納容器フィルタベント設置区域は，上部が外気に

開放されていることから，当該区域で火災が発生した

場合は，煙は屋外に拡散する。また，降水等の浸入に

より火災感知器の故障が想定される。このため， 当該

区域に設置する機器の特性を考慮し，制御盤内にアナ

ログ式の煙感知器を設置する設計とし，格納容器フィ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．格納容器圧力逃がし装置格納槽 

格納容器圧力逃がし装置格納槽は，原子炉建屋に隣接した鉄

筋コンクリート製の地下格納槽である。この区域で火災が発生

した場合，煙は格納槽内部に充満することから煙感知器による

感知は可能である。格納容器圧力逃がし装置が稼働した場合，

フィルタ装置の温度上昇に伴い雰囲気温度も上昇するが，その

温度はアナログ式の熱感知器の使用範囲内である。以上により，

 

(i)ディーゼル燃料移送ポンプエリア 

屋外の区域であるＡ，ＨＰＣＳ－ディーゼル燃料移

送ポンプエリアは，区域全体の火災を感知する必要が

あるが火災による煙は周囲に拡散し煙感知器による火

災感知は困難であること，引火性又は発火性の雰囲気

を形成するおそれがあること，及び降水等の浸入によ

り火災感知器の故障が想定されることから，非アナロ

グ式の防爆型の熱感知器及び非アナログ式の屋外仕様

（防爆型）の炎感知器をそれぞれの監視範囲に火災の

検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計と

する。 

Ｂ－ディーゼル燃料移送ポンプエリアは，格納槽内

の区域であり，引火性又は発火性の雰囲気を形成する

おそれのある場所であるため，万一の軽油燃料の気化

を考慮し，火災を早期に検知できるよう，非アナログ

式の防爆型の煙感知器及び非アナログ式の防爆型の熱

感知器を設置する設計とする。 

 

(j)Ｂ－ディーゼル燃料移送系ケーブルトレンチ 

Ｂ－ディーゼル燃料移送系ケーブルトレンチは，Ｂ

－ディーゼル燃料移送ポンプエリアと同空間であり，

引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれのある場

所であるため，Ｂ－ディーゼル燃料移送ポンプエリア

内での万一の軽油燃料の気化を考慮し，火災を早期に

検知できるよう，非アナログ式の防爆型の煙感知器及

び非アナログ式の防爆型の熱感知器を設置する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，設備の

設置エリアの環境条件

等を踏まえた感知器の

組み合わせで火災を検

知する設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉では，

A,HPCS-DG 燃料移送系

ケーブルトレンチには

アナログ式の煙感知器

と熱感知器を，B-DG 燃

料移送系ケーブルトレ

ンチには非アナログ式

の防爆型の煙感知器と

熱感知器を設置する設

計 

・記載の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の第１ベ

ントフィルタ格納槽は，

環境条件を踏まえ基本

的な火災感知器の組み

合わせであるアナログ
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ルタベント設置区域全体を感知する屋外仕様の炎感知

器を設置する設計とする。 

 

 

(i)非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域 

屋外開放の区域である非常用ディーゼル発電機軽油

タンク区域は， 火災による煙は周囲に拡散し，煙感知

器による火災感知は困難である。 

また，降水等の浸入により火災感知器の故障が想定

される。さらに，軽油タンク内部は燃料の気化による

引火性又は発火性の雰囲気を形成している。 

このため，非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域

には非アナログ式の屋外仕様の炎感知器を監視範囲に

火災の検知に影響を及ぼす死角がないよう設置するこ

とに加え，タンク内部の空間部に防爆型の非アナログ

式熱感知器を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(j)主蒸気管トンネル室 

主蒸気管トンネル室については，通常運転中は高線

量環境となることから，アナログ式の火災感知器を設

置する場合，放射線の影響により火災感知器の故障が

想定される。このため，放射線の影響を受けないよう

検出器部位を当該区画外に配置するアナログ式の煙吸

引式検出設備を設置する設計とする。加えて，放射線

の影響を考慮した非アナログ式の熱感知器を設置する

設計とする。 

 

 

(k)5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備ケ

ーブル敷設区域 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備

異なる種類の感知器として煙感知器と熱感知器を設置する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｇ．常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピット 

常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピット

は，原子炉建屋に隣接した鉄筋コンクリート製の地下格納槽で

ある。これらの区域で火災が発生した場合，煙は格納槽内部に

充満することから，煙感知器による感知は可能であるため，異

なる種類の感知器として煙感知器と熱感知器を設置する設計と

する。 

 

ｈ．主蒸気管トンネル室 

放射線量が高い場所（主蒸気管トンネル室）は，アナログ式

の火災感知器を設置する場合，放射線の影響により火災感知器

の故障が想定される。 

このため，放射線の影響を受けないよう検出器部位を当該区

画外に配置するアナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計

とする。加えて，放射線の影響を考慮した非アナログ式の熱感

知器を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(k) 主蒸気管室 

主蒸気管室については，通常運転中は高線量環境と

なることから，アナログ式の火災感知器を設置する場

合，放射線の影響により火災感知器の故障が想定され

る。このため，放射線の影響を受けないよう検出器部

位を主蒸気管室外に配置するアナログ式の煙吸引式検

出設備を設置する設計とする。加えて，放射線の影響

を考慮した非アナログ式の熱感知器を設置する設計と

する。 

 

 

 

 

 

式の煙感知器及び熱感

知器を設置（東海第二と

同じ）するため，記載し

ていない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，設備の

設置エリアの環境条件

等を踏まえた感知器の

組み合わせで火災を検

知する設計 

 

 

 

 

 

・記載の相違 

【東海第二】 

 島根 2 号炉の低圧原

子炉代替注水系は，環境

条件を踏まえ基本的な

火災感知器の組み合わ

せであるアナログ式の

煙感知器及び熱感知器

を設置（東海第二と同

じ）するため，記載して

いない 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉では，屋外
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ケーブルの敷設区域のうち，電線管が屋外に露出する

部分は，電線管にアナログ式の光ファイバケーブル式

熱感知器を設置するとともに，屋外仕様の炎感知器を

設置する。 

 

これら(a)～(k)のうち非アナログ式の火災感知器は，以

下の環境条件等を考慮することにより誤作動を防止する設

計とする。 

・煙感知器は蒸気等が充満する場所に設置しない。 

・熱感知器は作動温度が周囲温度より高い温度で作動す

るものを選定する。 

・炎感知器は平常時より炎の波長の有無を連続監視し，

火災現象（急激な環境変化）を把握でき，感知原理に

「赤外線 3 波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な

放射エネルギーの波長帯を 3 つ検知した場合にのみ発

報する）を採用するものを選定する。さらに，屋内に

設置する場合は外光が当たらず，高温物体が近傍にな

い箇所に設置することとし，屋外に設置する場合は，

屋外仕様を採用するとともに，太陽光の影響に対して

は視野角への影響を考慮した遮光板を設置することで

誤作動を防止する設計とする。 

 

また，以下に示す火災区域又は火災区画は，火災の

影響を受けるおそれが考えにくいことから，消防法又

は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらａ．～ｈ．のうち非アナログ式の火災感知器は，以下

の環境条件等を考慮することにより誤作動を防止する設計とす

る。 

・煙感知器は蒸気等が充満する場所に設置しない。 

・熱感知器は作動温度が周囲温度より高い温度で作動するも

のを選定する。 

・炎感知器は平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災

現象（急激な環境変化）を把握でき，感知原理に「赤外線

3波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギの

波長帯を 3つ検知した場合にのみ発報する）を採用するも

のを選定する。さらに，屋内に設置する場合は外光が当た

らず，高温物体が近傍にない箇所に設置することとし，屋

外に設置する場合は，屋外仕様を採用するとともに，太陽

光の影響に対しては視野角への影響を考慮した遮光板を設

置することで誤作動を防止する設計とする。 

 

 

また，火災の影響を受けるおそれが考えにくい火災区域

又は火災区画は，消防法又は建築基準法に基づく火災感知

器を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これら(a)～(k)のうち非アナログ式の火災感知器は，以

下の環境条件等を考慮することにより誤作動を防止する設

計とする。 

・煙感知器は蒸気等が充満する場所に設置しない。 

・熱感知器は作動温度が周囲温度より高い温度で作動す

るものを選定する。 

・炎感知器は平常時より炎の波長の有無を連続監視し，

火災現象（急激な環境変化）を把握でき，感知原理に

「赤外線３波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な放

射エネルギーの波長帯を 3 つ検知した場合にのみ発報

する）を採用するものを選定する。さらに，屋内に設

置する場合は外光が当たらず，高温物体が近傍にない

箇所に設置することとし，屋外に設置する場合は，屋

外仕様を採用するとともに，外光（日光）からの影響

を考慮し，遮光カバーを設けることにより，火災発生

時の特有な波長帯のみを感知することで誤作動を防止

する設計とする。 

また，以下に示す火災区域又は火災区画は，発火源

となる可燃物がなく可燃物管理により可燃物を持ち込

まない運用とすることから，火災感知器を設置しない，

若しくは発火源となる可燃物が少なく火災により重大

事故等対処施設へ影響を及ぼすおそれはないことか

ら，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置

する設計とする。 

 

(l）機器搬出入用ハッチ室 

機器搬出入用ハッチ室は，照明設備以外の発火源となる

可燃物が設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持

ち込まない運用とする上，通常コンクリートハッチ等にて

閉鎖されていること，また，機器搬出入用ハッチ室内に充

電部をなくすよう照明電源を「切」運用としていることか

ら，火災が発生するおそれはない。 

ハッチ開放時は，通路の火災感知器にて感知が可能であ

については，アナログ式

の熱感知カメラ及び非

アナログ式の炎感知器

を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉では，可燃

物管理を実施する一部

の火災区域又は火災区

画について，火災感知器

を設置しない，若しくは

消防法又は建築基準法

2.2-23



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(l) 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成され

た火災防護対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画 

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンク

リート又は金属により構成された配管，容器，タンク，

手動弁，コンクリート構築物については流路，バウン

ダリとしての機能が火災により影響を受けることは考

えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく火災感

知器を設ける設計とする。 

 

c. 火災感知設備の電源確保 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 火災感知設備の電源確保 

緊急時対策所建屋を除く重大事故等対処施設を設置する火災

る。 

したがって，機器搬出入用ハッチ室には火災感知器を設

置しない設計とする。 

 

(m）格納容器所員用エアロック 

格納容器所員用エアロックは，照明設備以外の発火源と

なる可燃物が設置されておらず，可燃物管理により可燃物

を持ち込まない運用とする上，通常時（プラント運転中）

は，ハッチにて閉鎖され，エアロック内は窒素ガスが封入

され雰囲気が不活性化されていること，また，エアロック

内に充電部をなくすよう照明の電源を「切」運用としてい

ることから，火災が発生するおそれはない。 

ハッチ開放時は，格納容器所員用エアロック室の火災感

知器にて感知が可能である。 

したがって，格納容器所員用エアロックには火災感知器

を設置しない設計とする。 

 

(n）燃料プール 

燃料プールについては内部が水で満たされており，火災

が発生するおそれはない。 

したがって，燃料プールには火災感知器を設置しない設

計とする。 

 

 

 

 

 

(o）不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成され

た火災防護対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画 

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリー

ト又は金属により構成された配管，容器，タンク，手動弁，

コンクリート構築物については流路，バウンダリとしての

機能が火災により影響を受けることは考えにくいため，消

防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とす

る。 

 

ｃ．火災感知設備の電源確保 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の

に基づく火災感知器を

設置 

 

 

・記載の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉では，可燃

物管理を実施する一部

の火災区域又は火災区

画について，火災感知器

を設置しない，若しくは

消防法又は建築基準法

に基づく火災感知器を

設置 

 

 

 

・記載の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉では，可燃

物管理を実施する一部

の火災区域又は火災区

画について，火災感知器

を設置しない，若しくは

消防法又は建築基準法

に基づく火災感知器を

設置 

・記載の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉では，可燃

物管理を実施する一部

の火災区域又は火災区

画について，火災感知器

を設置しない，若しくは

消防法又は建築基準法

に基づく火災感知器を

設置 
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火災感知設備は，全交流電源喪失時に常設代替交流電源か

ら電力が供給されるまでの約 70 分間電力を供給できる容

量を有した蓄電池を設け，電源を確保する設計とする。 

 

また，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災

区画の火災感知設備に供給する電源は，非常用ディーゼル

発電機が接続されている非常用電源より供給する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 火災受信機盤 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

(2) 消火設備 

消火設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火

災区画の火災を早期に消火できるよう設置する設計とする。 

 

 

 

a. 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に

設置する消火設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に

設置する消火設備は，当該火災区域又は火災区画が，火災

発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難

となる火災区域又は火災区画であるかを考慮して設計す

る。 

区域又は火災区画の火災感知設備は，全交流動力電源喪失時に

常設代替交流電源から電力が供給されるまでの 92分間以上の

電力を供給できる容量を有した蓄電池を設け，電源を確保する

設計とする。 

また，緊急時対策所建屋を除く重大事故等対処施設を設置す

る火災区域又は火災区画の火災感知設備に供給する電源は，非

常用ディーゼル発電機が接続されている非常用電源及び常設代

替高圧電源装置が接続されている緊急用電源より供給する設計

とする。 

なお，緊急時対策所建屋の火災区域又は火災区画の火災感知

設備については，外部電源喪失時に機能を失わないように，緊

急時対策所用発電機からの電力が供給されるまでの間，電力を

供給できる容量を有した蓄電池を設け，電源を確保する設計と

する。蓄電池の容量については，外部電源喪失時は緊急時対策

所用発電機が自動起動し，速やかに電力を供給する設計である

が，保守的な条件として自動起動に失敗し，緊急時対策所への

移動時間も考慮した手動起動により電力を供給する場合に電力

が供給されるまでの時間である 30分間以上の容量を有する設

計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(1)④)】 

 

(3) 火災受信機盤 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(1)③)】 

 

2.2.2.3.2 消火設備 

消火設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火

災区画の火災を早期に消火できるように設置する設計とする。 

消火設備は，以下を踏まえた設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2))】 

 

(1) 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設

置する消火設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置

する消火設備は，当該火災区域又は火災区画が，火災発生時の

煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区

域又は火災区画であるかを考慮して設計する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)①)】 

火災感知設備は,全交流電源喪失時に常設代替交流電源か

ら電力が供給されるまでの約70分間電力を供給できる容量

を有した蓄電池を設け，電源を確保する設計とする。  

 

また，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災

区画の火災感知設備に供給する電源は，非常用ディーゼル

発電機が接続されている非常用電源より供給する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．火災受信機盤 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

(2) 消火設備 

消火設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は

火災区画の火災を早期に消火できるよう設置する設計とす

る。 

 

 

ａ．重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に

設置する消火設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に

設置する消火設備は，当該火災区域又は火災区画が，火災

発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難

となる火災区域又は火災区画であるかを考慮して設計す

る。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉では，消防

法施行規則及び発電機

の起動時間を考慮した

蓄電池容量を確保 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉では，消防

法施行規則及び発電機

の起動時間を考慮した

蓄電池容量を確保 
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(a) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難となる火災区域又は火災区画の選定 

建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は

火災区画は，「(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影

響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区

画の選定」に示した火災区域又は火災区画を除き，火災

発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難となるものとして選定する。 

 

(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難とならない火災区域又は火災区画の選定 

建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は

火災区画において，消火活動が困難とならないところを

以下に示す。 

なお，屋外については煙の充満又は放射線の影響によ

り消火活動が困難とはならないものとする。 

 

ⅰ. 中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策

本部） 

中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策

本部）は，常駐する運転員並びに職員によって火災感知

器による早期の火災感知及び消火活動が可能であり，火

災が拡大する前に消火可能であること，万一，火災によ

って煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容量の

排煙設備等によって排煙が可能な設計とすることから，

消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として

選定する。 

 

 

なお，中央制御室床下フリーアクセスフロアは，速や

かな火災発生場所の特定が困難であると考えられること

から，固有の信号を発する異なる種類の火災感知設備（煙

感知器と熱感知器），及び中央制御室からの手動操作によ

り早期の起動が可能な固定式ガス消火設備（消火剤はハ

ロン 1301）を設置する設計とする。 

 

 

 

ａ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難となる火災区域又は火災区画の選定 

建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区

画は，「ｂ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難とならない火災区域又は火災区画の選定」に示した

火災区域又は火災区画を除き，火災発生時の煙の充満又は放射

線の影響により消火活動が困難となるものとして選定する。 

 

 

ｂ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難とならない火災区域又は火災区画の選定 

建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区

画のうち，消火活動が困難とならないところを以下に示す。 

なお，屋外については煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難とはならないものとする。 

 

 

(a) 中央制御室及び緊急時対策所 

 

中央制御室は，常駐する運転員によって火災感知器による早

期の火災感知及び消火活動が可能であり，火災が拡大する前に 

消火可能であること，万一，火災によって煙が発生した場合で

も建築基準法に準拠した容量の排煙設備によって排煙が可能な

設計とすることから，消火活動が困難とならない火災区域又は

火災区画として選定する。 

緊急時対策所は，火災発生時には中央制御室同様に建築基準

法に準拠した容量の排煙設備により煙を排出することが可能な

ため，消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として

選定する。 

なお，中央制御室床下コンクリートピットは，速やかな火災

発生場所の特定が困難であると考えられることから，固有の信

号を発する異なる種類の火災感知設備（煙感知器と熱感知器）

及び中央制御室からの手動操作により早期の起動も可能なハロ

ゲン化物自動消火設備（局所）を設置する設計とする。 

    

 

 

 

(a) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難となる火災区域又は火災区画の選定 

建物内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は

火災区画は，「(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影

響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区

画の選定」に示した火災区域又は火災区画を除き，火災

発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難となるものとして選定する。 

 

(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難とならない火災区域又は火災区画の選定 

建物内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は

火災区画において，消火活動が困難とならないところを

以下に示す。 

なお，屋外については煙の充満又は放射線の影響によ

り消火活動が困難とはならないものとする。 

 

ⅰ．中央制御室 

 

中央制御室は，常駐する運転員によって火災感知器

による早期の火災感知及び消火活動が可能であり，火

災が拡大する前に消火可能であること，万一火災によ

って煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容量

の排煙設備によって排煙が可能な設計とすることか

ら，消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画

として選定する。 

 

 

 

なお，中央制御室の床下のケーブル処理室及び計算

機室は，固有の信号を発する異なる感知方式の感知器

（煙感知器と熱感知器），及び中央制御室からの手動操

作により早期の起動も可能な全域ガス自動消火設備

（消火剤はハロン 1301）を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の緊急時

対策所には，排煙設備を

設置しないが，消火困難

エリアとして全域ガス

消火設備を設置 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 中央制御室の床下の

構造の相違 
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ⅱ. 原子炉格納容器 

原子炉格納容器内において万一火災が発生した場合

でも，原子炉格納容器の空間体積（約 7,300m3）に対

してパージ用排風機の容量が 22,000m3/h であり，排煙

が可能な設計とすることから，消火活動が困難となら

ない火災区域又は火災区画として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 原子炉格納容器 

原子炉格納容器内において，万一火災が発生した場合でも，

原子炉格納容器の空間体積（約 9,800m３）に対してパージ用排

風機の容量が約 16,980m３／hであり，排煙が可能な設計とする

ことから，消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画と

して選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室 

常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室は屋外の火災区

域又は火災区画であり，火災が発生しても煙が充満しない。よ

って，煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない火災区域又は火災区画として選定する。 

 

 

 

 

 

(d) 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

格納容器圧力逃がし装置格納槽は，原子炉建屋に隣接した地

下格納槽であり，本格納槽に設置される機器はフィルタ装置，

テストタンク，移送ポンプ，排水ポンプ，電動弁である。フィ

ルタ装置及びテストタンクは不燃性材料で構成されており，移

送ポンプ，排水ポンプは潤滑油を有しないため油内包設備では

なく，電動弁のケーブルは電線管に収納する。以上のことから

当該区域の火災荷重は小さく，煙の充満により消火活動が困難

とならない火災区域又は火災区画として選定する。 

 

 

ⅱ．原子炉格納容器 

原子炉格納容器内において，万一火災が発生した場

合でも，原子炉格納容器の空間体積（約 7,900m3）に対

してパージ用排風機の容量が 25,000m3/hであり，排煙

が可能な設計とすることから，消火活動が困難となら

ない火災区域又は火災区画として選定する。 

 

ⅲ．ディーゼル燃料貯蔵タンク室及び緊急時対策所用燃

料地下タンク室 

ディーゼル燃料貯蔵タンク室及び緊急時対策所用燃

料地下タンク室は，屋外に設置されており，煙が大気

に放出されることから，消火活動が困難とならない火

災区域又は火災区画として選定する。なお，ディーゼ

ル燃料貯蔵タンク室内には乾燥砂が，緊急時対策所用

燃料地下タンク室内にはコンクリートが充てんされて

おり，タンク室内の火災の発生は防止できる。 

 

    ⅳ．屋外の火災区域（海水ポンプエリア，Ａ，ＨＰＣＳ

－ディーゼル燃料移送ポンプエリア及びガスタービ

ン発電機用軽油タンクエリア） 

海水ポンプエリア，Ａ，ＨＰＣＳ－ディーゼル燃料

移送ポンプエリア及びガスタービン発電機用軽油タン

クエリアは屋外の火災区域であり，火災が発生しても

煙が充満しない。よって，煙の充満又は放射線の影響

により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区

画として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 原子炉格納容器の大

きさ及び排風機容量の

相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成及び設備の

設置場所の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，可燃物

の設置状況，設備の構

造，配置等を踏まえ，消

火活動が困難とならな

い火災区域又は火災区

画を選定 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉では，格納

容器フィルタベント格

納槽に全域ガス消火設

備を設置 

 

 

 

 

 

2.2-27



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

ⅲ. 可燃物の設置状況等により火災が発生しても煙が充満

しない火災区域又は火災区画 

以下に示す火災区域又は火災区画は，可燃物を少な

くすることで煙の発生を抑える設計とし，煙の充満に

より消火困難とはならない箇所として選定する。各火

災区域又は火災区画とも不要な可燃物を持ち込まない

よう持ち込み可燃物管理を実施するとともに，点検に

係る資機材等の可燃物を一時的に仮置きする場合は，

不燃性のシートによる養生を実施し火災発生時の延焼

を防止する。 

 

なお，可燃物の状況については，重大事故等対処施

設以外の構築物，系統及び機器も含めて確認する。 

 (ⅰ) 計装ラック室，地震計室（6 号炉），感震器室（7 号

炉），制御棒駆動系マスターコントロール室 

室内に設置している機器は，計装ラック，地震観測

装置，空気作動弁，計器等である。これらは，不燃性

材料又は難燃性材料で構成されており，ケーブルは電

線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とす

る。 

 

 

 

 

(ⅱ) サプレッションプール浄化系ポンプ室，ペネ室（7 号

炉），原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器漏えい試験用

ラック室（6 号炉） 

室内に設置している機器は，計装ラック，ポンプ，

空気作動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃

性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑

油グリスを使用している。軸受は， 不燃性材料である

金属で覆われており，設備外部で燃え広がることはな

い。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電

(e) 原子炉建屋原子炉棟 6階 

原子炉建屋原子炉棟 6階は可燃物が少なく大空間となってい

るため，煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又

は火災区画として選定する。 

 

(f) 可燃物が少なく，火災が発生しても煙が充満しない火災区域

又は火災区画 

以下に示す火災区域又は火災区画は，可燃物を少なくするこ

とで煙の発生を抑える設計とし，煙の充満により消火困難とは

ならない箇所として選定する。各火災区域又は火災区画とも不

要な可燃物を持ち込まないよう持ち込み可燃物管理を実施する

とともに，点検に係る資機材等の可燃物を一時的に仮置きする

場合は，不燃性のシートによる養生を実施し火災発生時の延焼

を防止する。 

 

 

なお，可燃物の状況については，重大事故等対処施設以外の

構築物，系統及び機器も含めて確認する。 

ｉ) 主蒸気管トンネル室 

室内に設置している機器は，主蒸気外側隔離弁（空気作動弁），

電動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成

されており，可燃物としては駆動部に潤滑油を使用している。

駆動部は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で

燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケ

ーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とす

る。 

 

 

 

ⅱ) FPCポンプ室，FPC保持ポンプ A室，FPC保持ポンプ B室，

FPC熱交換器室 

 

室内に設置している機器は，ポンプ，熱交換器，電動弁，計

器等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成され

ており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。 

軸受は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で

燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケ

ーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とす

 

 

 

 

 

ⅴ．可燃物の設置状況等により火災が発生しても煙が充

満しない火災区域又は火災区画 

以下に示す火災区域又は火災区画は，可燃物を少な

くすることで煙の発生を抑える設計とすること及び屋

外と通じていることから，煙の充満又は放射線の影響

により消火困難とはならない箇所として選定する。各

火災区域又は火災区画とも不要な可燃物を持ち込まな

いよう持込み可燃物管理を実施するとともに，点検に

係る資機材等の可燃物を一時的に仮置きする場合は，

不燃性のシートによる養生を実施し火災発生時の延焼

を防止する。 

なお，可燃物の状況については，重大事故等対処施

設以外の構築物，系統及び機器も含めて確認する。 

 (ⅰ)ディーゼル室送風機室 

室内に設置している機器は，送風機及び電動機等

である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構

成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリス

を使用している。軸受は，不燃材である金属で覆わ

れており，設備外部に燃え広がることはない。 

その他には可燃物を設置しておらず，ケーブルは

電線管，金属製の可とう電線管及び金属製の蓋付ケ

ーブルトレイに布設する設計とする。 

加えて，ディーゼル室送風機室は屋外と通じてい

るため，煙が充満するおそれはない。 

(ⅱ)非常用ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室 

 

 

室内に設置している機器は，給気消音器フィルタ

である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構

成されている。 

その他には可燃物を設置しておらず，ケーブルは

電線管，金属製の可とう電線管及び金属製の蓋付ケ

ーブルトレイに布設する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象箇所の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，可燃物

の設置状況，設備の構

造，配置等を踏まえ，消

火活動が困難とならな

い火災区域又は火災区

画を選定（ⅴ．項につい

ては以後同じ） 
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線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とす

る。 

 

(ⅲ) 原子炉冷却材浄化系逆洗水移送ポンプ・配管室（6 号

炉），プリコートタンク室（6 号炉） 

室内に設置している機器は，ポンプ，タンク，空気

作動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材

料で構成されており， 可燃物としては軸受に潤滑油グ

リスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属

で覆われており，設備外部で燃え広がることはない。

その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管

及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。 

(ⅳ) 弁室及び配管室 

室内に設置している機器は，電動弁，電磁弁，空気

作動弁，計器等である。これらは，不燃性材料又は難

燃性材料で構成されており，ケーブルは電線管及び金

属製の可とう電線管で敷設する設計とする。 

(ⅴ) 移動式炉心内計装系駆動装置室及びバルブアッセン

ブリ室 

室内に設置している機器は，駆動装置，バルブアッ

センブリ（ボール弁）等である。これらは不燃性材料

又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては駆

動部に潤滑油グリスを使用している。駆動部は，不燃

性材料である金属で覆われており，設備外部で燃え広

がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，

ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設す

る設計とする。 

(ⅵ) 除染パン室（6 号炉） 

室内に設置している機器は，除染シンク等である。

これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されてお

り，可燃物としては除染シンクに一部ゴムを使用して

いるが，不燃性材料である金属で覆われており，設備

外部で燃え広がることはない。その他に可燃物は設置

しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電

線管で敷設する設計とする。 

(ⅶ) 主蒸気管トンネル室 

室内に設置している機器は，主蒸気外側隔離弁（空

気作動弁），電動弁等である。これらは，不燃性材料又

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加えて，非常用ディーゼル発電機給気消音器フィ

ルタ室は屋外と通じているため，煙が充満するおそ

れはない。 
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は難燃性材料で構成されており，可燃物としては駆動

部に潤滑油を使用している。駆動部は，不燃性材料で

ある金属で覆われており，設備外部で燃え広がること

はない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブル

は電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計と

する。 

(ⅷ) 非常用ディーゼル発電機非常用送風機室及び電気品

区域送風機室 

室内に設置している機器は，送風機，電動機，空気

作動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材

料で構成されており， 可燃物としては軸受に潤滑油グ

リスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属

で覆われており，設備外部で燃え広がることはない。

その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管

及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。 

(ⅸ) 燃料プール冷却浄化系ポンプ室，保持ポンプ室（6 号

炉），熱交換器室，弁室 

室内に設置している機器は，ポンプ，熱交換器，電

動弁，計器 等である。これらは，不燃性材料又は難燃

性材料で構成されてお り，可燃物としては軸受に潤滑

油グリスを使用している。軸受は， 不燃性材料である

金属で覆われており，設備外部で燃え広がる ことはな

い。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電

線 管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とす

る。 

(ⅹ) 格納容器所員用エアロック室（6 号炉） 

室内に設置している機器は，エアロック，電動弁，

空気作動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃

性材料で構成されており，ケーブルは電線管及び金属

製の可とう電線管で敷設する設計とする。 

(ⅹⅰ) 主蒸気隔離弁・逃がし安全弁ラッピング室（6 号炉） 

室内に設置している機器は，空気作動弁，逃がし安

全弁（予備品）等である。これらは，不燃性材料又は

難燃性材料で構成されており，ケーブルは電線管及び

金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。 

(ⅹⅱ) 格納容器雰囲気モニタ室，ダストモニタ室（6 号

炉），漏えい検出系モニタ室（6 号炉），サプレッショ

ンチェンバ室及び非常用ガス処理系モニタ室（6 号及
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び 7 号炉） 

室内に設置している機器は，空調機，サンプリング

ラック，放射線モニタ，ダストサンプラ，電磁弁，サ

ンプルポンプ，計装ラック，計器等である。これらは，

不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物

としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，

不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃

え広がることはない。その他に可燃物は設置しておら

ず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷

設する設計とする。 

(ⅹⅲ) 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレ

ンチ 

室内に設置している機器は，配管等である。これら

は，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，ケ

ーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する

設計とする。 

(ⅹⅳ) 非常用送風機室，コントロール建屋計測制御電源盤

区域送風機室（7 号炉） 

室内に設置している機器は，送風機，電動機，空気

作動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材

料で構成されており， 可燃物としては軸受に潤滑油グ

リスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属

で覆われており，設備外部で燃え広がることはない。

その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管

及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。 

(ⅹⅴ) 原子炉冷却材浄化系／燃料プール冷却材浄化系ろ

過脱塩器ハッチ室（7 号炉） 

室内に設置している機器は，クレーン，ボックス等

である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成

されており，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電

線管で敷設する設計とする。 

(ⅹⅵ) 管理区域連絡通路（7 号炉） 

室内に設置している機器は，空調ダクト，操作盤等

である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成

されており，可燃物としては操作盤があるが少量かつ

近傍に可燃物がなく，不燃性材料である金属で覆われ

ており燃え広がることはない。その他に可燃物は設置

しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電
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線管で敷設する設計とする。 

(ⅹⅶ) 計装用圧縮空気系／高圧窒素ガス供給系ペネ室（7 

号炉） 

室内に設置している機器は，配管，空気作動弁等で

ある。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成さ

れており，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線

管で敷設する設計とする。 

(ⅹⅷ) 南北連絡通路（7 号炉），原子炉建屋 4 階クリーン

通路（7 号炉） 

室内に設置している機器は，ボックス，ボンベ，配

管等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で

構成されており，ケーブルは電線管及び金属製の可と

う電線管で敷設する設計とする。 

(ⅹⅸ) 階段室 

室内に設置している機器は，ボックス，ボンベ等で

ある。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成さ

れており，ケーブルは電線管，金属製の可とう電線管

及び密閉型ダクトで敷設する設計とする。 

(c)火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難となる火災区域又は火災区画に設置する消

火設備 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難となる火災区域又は火災区画は，自動又は

中央制御室からの手動操作による固定式消火設備であ

る全域ガス消火設備を設置し消火を行う設計とする。 

なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，

消防法施行規則を踏まえハロゲン化物消火剤とする設

計とする。 

 

 

 

 

ただし，以下については，上記と異なる消火設備を

設置し消火を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難となる火災区域又は火災区画に設置する消火設備 

 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難となる火災区域又は火災区画は，自動又は中央制御室からの

手動操作による固定式消火設備である全域ガス消火設備を設置

し消火を行う設計とする。 

なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，消防法施

行規則を踏まえハロゲン化物消火剤とする設計とする。 

 

固定式ガス消火設備の自動起動用の煙感知器と熱感知器は，

当該火災区域又は火災区画に設置した「固有の信号を発する異

なる種類の感知器」とは別に設置する。 

 

ただし，以下については，ハロゲン化物自動消火設備（全域）

と異なる消火設備を設置し消火を行う設計とする。 

  

 (a) 常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピット 

常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピット

は，いずれも原子炉建屋に隣接した地下格納槽であるため，こ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (c) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難となる火災区域又は火災区画に設置する消

火設備 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難となる火災区域又は火災区画は，自動又は

中央制御室からの手動操作による固定式消火設備であ

る全域ガス消火設備を設置し消火を行う設計とする。 

なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，

消防法施行規則を踏まえハロゲン化物消火剤とする設

計とする。 

固定式ガス消火設備の自動起動用の煙感知器と熱感

知器は，当該火災区域又は火災区画に設置した「固有

の信号を発する異なる感知方式の感知器」とする。 

 

ただし，以下については，上記と異なる消火設備を設

置し消火を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の相違 

【東海第二】 

島根 2 号炉の低圧原
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ⅰ. 原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロア 

原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロアは，ほ

とんどの階層で周回できる通路となっており，その床面

積は最大で約 1,000 m2（原子炉建屋地下 2 階周回通路）

と大きい。さらに，各階層間には開口部（機器ハッチ）

が存在するが，これらは内部溢水対策として通常より開

口状態となっている。 

原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロアは，こ

のようなレイアウトであることに加え，火災発生時の煙

の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる可

能性が否定できないことから，煙の充満を発生させるお

それのある可燃物（ケーブル，電源盤・制御盤， 潤滑油

内包設備）に対しては自動又は中央制御室からの手動操

作による固定式消火設備である局所ガス消火設備を設置

し消火を行う設計とし，これ以外の可燃物については可

燃物が少ないことから消火器で消火を行う設計とする。 

なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，ハ

ロゲン化物消火剤とする。 

 

ⅱ．非常用ディーゼル発電機室，非常用ディーゼル発電機

燃料ディタンク室 

非常用ディーゼル発電機室及び非常用ディーゼル発電

機燃料ディタンク室は，人が常駐する場所ではないこと

から，ハロゲン化物消火剤を使用する全域ガス消火設備

は設置せず，全域自動放出方式の二酸化炭素消火設備を

設置する設計とする。また，自動起動について，万一室

内に作業員等がいた場合の人身安全を考慮し，煙感知器

及び熱感知器の両方の作動をもって消火する設計とす

る。 

 

 

れらの区域で火災が発生した場合，煙が格納槽内部に充満し，

消火活動が困難となる可能性が否定できないことから，可燃物

である油内包設備については，自動又は中央制御室からの手動

操作により早期の消火も可能なハロゲン化物自動消火設備（全

域）又はハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置し消火を行

う設計とする。 

 

(b) 原子炉建屋通路部 

原子炉建屋通路部は，ほとんどの階層で周回できる通路とな

っており，その床面積は最大で約 969m２（原子炉建屋 3階周回

通路）と大きい。さらに，各階層間には開口部（機器ハッチ）

が存在するが，これらは水素対策として通常より開口状態とな

っている。 

原子炉建屋通路部は，このようなレイアウトであることに加

え，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が

困難となる可能性が否定できないことから，煙の充満を発生さ

せるおそれのある可燃物（ケーブル，電源盤・制御盤，潤滑油

内包設備）に対しては自動又は中央制御室からの手動操作によ

り早期の起動も可能なハロゲン化物自動消火設備（局所）を設

置し消火を行う設計とし，これ以外（計器など）の可燃物につ

いては量が少ないことから消火器で消火を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

(c) 緊急時対策所用発電機室，非常用ディーゼル発電機室及び非

常用ディーゼル発電機燃料デイタンク室 

緊急時対策所用発電機室，非常用ディーゼル発電機室及び非

常用ディーゼル発電機燃料デイタンク室は，人が常駐する場所

ではないことから，二酸化炭素消火設備（全域）を設置する設

計とする。また，自動起動について，万一，当該区域に作業員

等がいた場合の人身安全を考慮し，煙感知器及び熱感知器の両

方の動作をもって消火する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．原子炉建物オペレーティングフロア 

原子炉建物オペレーティングフロアは，火災発生時の

煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

可能性が否定できないことから，煙の充満を発生させる

おそれのある可燃物（ケーブルトレイ）に対しては自動

又は手動操作による固定式消火設備である局所ガス消火

設備を設置し消火を行う設計とし，これ以外の可燃物に

ついては量が少ないことから消火器で消火を行う設計と

する。 

なお，局所ガス消火設備に使用するガスは，消防法施

行規則を踏まえハロゲン化物消火剤とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子炉代替注水系を設置

する格納槽も同様に全

域ガス消火設備を設置

する設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，消火剤

にハロン 1301 を用いた

全域ガス消火設備を設

置する設計 
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ⅲ．火災により重大事故等対処施設の機能へ影響を及ぼす

おそれが考えにくい火災区域又は火災区画 

火災により重大事故等対処施設の機能へ影響を及ぼす

おそれが考えにくい火災区域又は火災区画には，消防法

又は建築基準法に基づく消火設備を設置する設計とす

る。 

 

(d)火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難とならない火災区域又は火災区画に設置す

る消火設備 

 

ⅰ. 中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対

策本部） 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難とならない中央制御室，5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所（対策本部） には，全域ガス消火設備，

局所ガス消火設備は設置せず，消火器で消火を行う設

計とする。中央制御室制御盤内又は 5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所（対策本部）の制御盤内の火災につい

ては，電気機器への影響がない二酸化炭素消火器で消

火を行う。 

中央制御室床下フリーアクセスフロアは，中央制御

室からの手動操作により早期の起動が可能な固定式ガ

ス消火設備（消火剤はハロン 1301）を設置する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ. 原子炉格納容器 

原子炉格納容器内において万一火災が発生した場合

でも，原子炉格納容器の空間体積（約 7,300m3）に対

してパージ用排風機の容量が 22,000m3/h であること

から，煙が充満しないため，消火活動が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

d．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難

とならない火災区域又は火災区画に設置する消火設備 

 

 

(b) 中央制御室及び緊急時対策所 

 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難とならない中央制御室及び緊急時対策所には，ハロゲン化物

自動消火設備（全域）等は設置せず，消火器で消火を行う設計

とする。また，中央制御室制御盤内の火災については，電気機

器への影響がない二酸化炭素消火器で消火を行う。 

 

 

 

なお，中央制御室床下コンクリートピットについては，中央

制御室からの手動操作により早期の起動も可能なハロゲン化物

自動消火設備（局所）を設置する設計とする。 

緊急時対策所は，中央制御室の運転員あるいは監視所の警備

員により，粉末消火器又は二酸化炭素消火器で消火を行う設計

とする。 

 

(c) 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

格納容器圧力逃がし装置格納槽は可燃物が少なく，煙の充満

により消火活動が困難とならない火災区域であることから，消

火器で消火を行う設計とする。 

 

(d) 原子炉格納容器 

原子炉格納容器内において，万一，火災が発生した場合でも，

原子炉格納容器の空間体積（約 9,800m３）に対してパージ用排

風機の容量が約 16,980m３／hであることから，煙が充満しない

ため，消火活動が可能である。 

ⅱ．火災により重大事故等対処施設の機能へ影響を及ぼす

おそれが考えにくい火災区域又は火災区画の選定 

火災により重大事故等対処施設の機能へ影響を及ぼす

おそれが考えにくい火災区域又は火災区画には，消防法

又は建築基準法に基づく消火設備を設置する設計とす

る。 

 

(d) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難とならない火災区域又は火災区画に設置する

消火設備 

 

ⅰ．中央制御室 

 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難とならない中央制御室には，全域ガス消火

設備は設置せず，消火器で消火を行う設計とする。 

中央制御室の制御盤内の火災については，電気機器

への影響がない二酸化炭素消火器で消火を行う。 

 

 

 

なお，中央制御室の床下のケーブル処理室及び計算

機室は，火災に関する系統分離の観点から，中央制御

室からの手動操作により早期の起動も可能な全域ガス

自動消火設備を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．原子炉格納容器 

原子炉格納容器において万一火災が発生した場合で

も，原子炉格納容器の空間体積（約7,900m3）に対して

パージ用排風機の容量が25,000m3/hであることから，

煙が充満しないため，消火活動が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の緊急時

対策所には，消火困難エ

リアとして全域ガス消

火設備を設置する設計 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の中央制

御室制御盤及び補助盤

室の床下のケーブル処

理室に対して，全域ガス

自動消火設備を設置す

る構造 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉では，格納

容器フィルタベント格

納槽に全域ガス消火設

備を設置する設計 

・ 設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

原子炉格納容器の大
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したがって，原子炉格納容器内の消火については，

消火器を用いて行う設計とする。また，消火栓を用い

ても対応できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

ⅲ.可燃物が少ない火災区域又は火災区画 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難とならない火災区域又は火災区画のうち，

中央制御室以外で可燃物が少ない火災区域又は火災区

画については，消火器で消火を行う設計とする。 

 

ⅳ. 屋外の火災区域 

 

屋外の火災区域については，消火器又は移動式消火

設備により消火を行う設計とする。 

 

 

b. 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

c. 系統分離に応じた独立性の考慮 

重大事故等対処施設は，重大事故等に対処する機能と設

計基準事故対処設備の安全機能が単一の火災によって同時

に機能喪失しないよう，区分分離や位置的分散を図る設計

とする。 

重大事故等対処施設のある火災区域又は火災区画，及び

設計基準事故対処設備のある火災区域又は火災区画に設置

する全域ガス消火設備は，上記の区分分離や位置的分散に

応じた独立性を備えた設計とする。 

 

d. 火災に対する二次的影響の考慮 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

したがって，原子炉格納容器内の消火については，消火器を

用いて行う設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設

計とする。 

 

(e) 原子炉建屋原子炉棟 6階 

原子炉建屋原子炉棟 6階は煙の充満により消火活動が困難と

ならない火災区域又は火災区画であるため，消火器で消火を行

う設計とする。 

 

(f) 可燃物が少ない火災区域又は火災区画 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難とならない火災区域又は火災区画のうち，可燃物が少ない火

災区域又は火災区画については，消火器で消火を行う設計とす

る。 

 

(a) 屋外の火災区域（常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ

室等） 

屋外の火災区域である常設代替高圧電源装置置場及び海水ポ

ンプ室等は，消火器又は移動式消火設備で消火を行う設計とす

る。 

 

 (2) 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)②)】 

 

(3) 系統分離に応じた独立性の考慮 

重大事故等対処施設は，重大事故に対処する機能と設計基準

事故対処設備の安全機能が単一の火災によって同時に機能喪失

しないように，区分分離や位置的分散を図る設計とする。 

重大事故等対処施設のある火災区域又は火災区画，及び設計

基準事故対処設備のある火災区域又は火災区画に設置する全域

ガス消火設備は，上記の区分分離や位置的分散に応じた独立性

を備えた設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)③)】 

 

(4) 火災に対する二次的影響の考慮 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)④)】 

したがって，原子炉格納容器内の消火については，

消火器を用いて行う設計とする。また，消火栓を用い

ても対応できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．可燃物が少ない火災区域又は火災区画 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火

活動が困難とならない火災区域又は火災区画のうち，

中央制御室以外で可燃物が少ない火災区域又は火災区

画は，消火器で消火を行う設計とする。 

 

ⅳ．屋外の火災区域 

 

屋外の火災区域については，消火器又は移動式消火

設備により消火を行う設計とする。 

 

 

ｂ．消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

ｃ．系統分離に応じた独立性の考慮 

重大事故等対処施設は，重大事故等に対処する機能と設

計基準事故対処設備の安全機能が単一の火災によって同

時に機能喪失しないよう，区分分離や位置的分散を図る設

計とする。 

重大事故等対処施設のある火災区域又は火災区画，及び

設計基準事故対処設備のある火災区域又は火災区画に設

置する全域ガス消火設備は，上記の区分分離や位置的分散

に応じた独立性を備えた設計とする。 

 

ｄ．火災に対する二次的影響の考慮 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

きさ及び排風機容量の

相違 
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e. 想定火災の性質に応じた消火剤の容量 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

f. 移動式消火設備の配備 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

g. 消火用水の最大放水量の確保 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

 

h. 水消火設備の優先供給 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

i. 消火設備の故障警報 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

j 消火設備の電源確保 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 想定火災の性質に応じた消火剤の容量 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)⑤)】 

 

(6) 移動式消火設備の配備 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)⑥)】 

 

(7) 消火用水の最大放水量の確保 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)⑦)】 

 

 

(8) 水消火設備の優先供給 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)⑧)】 

 

(9) 消火設備の故障警報 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)⑨)】 

 

(10) 消火設備の電源確保 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

なお，緊急時対策所建屋の火災区域又は火災区画のハロゲン

化物自動消火設備（全域），二酸化炭素自動消火設備(全域)は，

外部電源喪失時にも消火ができるように，緊急時対策所用発電

機から受電できる設計とするとともに，緊急時対策所用発電機

からの電源が供給されるまでの間，電力を供給できる容量を有

した蓄電池を設け，電源を確保する設計とする。蓄電池の容量

については，外部電源喪失時は緊急時対策所用発電機が自動起

動し，速やかに電力を供給する設計であるが，保守的な条件と

して自動起動に失敗し，緊急時対策所への移動時間も考慮した

手動起動により電力を供給する場合に電力が供給されるまでの

時間である 30分間以上の容量を有する設計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)⑩)】 

 

 

 

ｅ．想定火災の性質に応じた消火剤の容量 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

 

ｆ．移動式消火設備の配備 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

 

ｇ．消火用水の最大放水量の確保 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

 

 

ｈ．水消火設備の優先供給 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

 

ｉ．消火設備の故障警報 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

 

ｊ．消火設備の電源確保 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根 2号炉では，消防

法施行規則及び発電機

の起動時間を考慮した

蓄電池容量を確保 
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k. 消火栓の配置 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

l. 固定式消火設備等の職員退避警報 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

m. 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

n. 消火用非常照明 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

(3) 自然現象 

柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮す

べき自然現象としては，網羅的に抽出するために，発電所敷

地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基

準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，

発電所及びその周辺での発生可能性，重大事故等対処施設へ

の影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観

点から， 重大事故等対処施設に影響を与えるおそれがある事

象として，地震，津波， 風（台風），竜巻，低温（凍結），降

水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を抽

出した。 

これらの自然現象に対して火災感知設備及び消火設備の機

能を維持する設計とし，落雷については，「2.2.2.2(3)a. 落

雷による火災の発生防止」に示す対策により，機能を維持す

る設計とする。 

低温（凍結）については，「a．凍結防止対策」に示す対策

により機能を維持する設計とする。風（台風）に対しては，

「b．風水害対策」に示す対策により機能を維持する設計とす

る。地震については，「c．地震対策」に示す対策により機能

を維持する設計とする。 

上記以外の津波，竜巻，降水，積雪，地滑り，火山の影響

及び生物学的事象については，「d．想定すべきその他の自然

(11) 消火栓の配置 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)⑪)】 

 

(12) 固定式ガス消火設備等の職員退避警報 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)⑫)】 

 

(13) 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)⑬)】 

 

(14) 消火用非常照明 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.1(2)⑭)】 

 

2.2.2.3.3自然現象の考慮 

東海第二発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然

現象としては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその

周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に

基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電所敷地及び

その周辺での発生可能性，重大事故等対処施設への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，重大事

故等対処施設に影響を与えるおそれがある事象として，地震，

津波（敷地に遡上する津波を含む。），洪水，風（台風），竜巻，

凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火

災及び高潮を抽出した。 

これらの自然現象のうち，落雷については，「2.2.2.2.3(1)

落雷による火災の発生防止」に示す対策により，機能を維持す

る設計とする。 

 

凍結については，「(1)凍結防止対策」に示す対策により機能

を維持する設計とする。風（台風）及び竜巻に対しては，「(2)

風水害対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。地

震については，「(3)地震対策」に示す対策により機能を維持す

る設計とする。 

上記以外の津波（敷地に遡上する津波を含む。），洪水，降水，

積雪，火山の影響，高潮及び生物学的事象については，「(4)想

ｋ．消火栓の配置 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

 

ｌ．固定式消火設備等の職員退避警報 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

 

ｍ．管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

 

ｎ．消火用非常照明 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

 

(3) 自然現象 

島根原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき

自然現象としては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及

びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や

文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電

所及びその周辺での発生可能性，重大事故等対処施設への影

響度，事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点か

ら，重大事故等対処施設に影響を与えるおそれがある事象と

して，地震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，

積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を抽出し

た。 

これらの自然現象に対して火災感知設備及び消火設備の機

能を維持する設計とし，落雷については，「2.2.2.2(3)a. 落

雷による火災の発生防止」に示す対策により，機能を維持す

る設計とする。 

凍結については，「ａ．凍結防止対策」に示す対策により

機能を維持する設計とする。風（台風）に対しては，「ｂ．

風水害対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。

地震については，「ｃ．地震対策」に示す対策により機能を

維持する設計とする。 

上記以外の津波，竜巻，洪水，降水，積雪，地滑り，火山

の影響及び生物学的事象については，「ｄ．想定すべきその

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

想定する自然現象の

相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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現象に対する対策について」に示す対策により機能を維持す

る設計とする。 

また，森林火災についても，「d. 想定すべきその他の自然

現象に対する対策について」に示す対策により機能を維持す

る設計とする。 

 

 

a. 凍結防止対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

b. 風水害対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

c. 地震対策 

(a)地震対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

 

(b)地盤変位対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

 

d. 想定すべきその他の自然現象に対する対策について 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

(4) 消火設備の破損，誤動作又は誤操作による重大事故等対

処施設への影響 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

2.2.2.4その他 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

 

定すべきその他の自然現象に対する対策について」に示す対策

により機能を維持する設計とする。 

また，森林火災についても，「(4)想定すべきその他の自然現

象に対する対策について」に示す対策により機能を維持する設

計とする。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.2)】 

 

 (1) 凍結防止対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.2(1))】 

 

 (2) 風水害対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.2(2))】 

 

(3) 地震対策 

ａ．地震対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

 

 

ｂ．地盤変位対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.2(3))】 

 

(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.2(4))】 

 

2.2.2.3.4消火設備の破損，誤動作又は誤操作による重大事故等

対処施設への影響 

  設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.1.2.3)】 

 

2.2.2.4個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

【補足－資料 41－1(2.2)】 

他の自然現象に対する対策について」に示す対策により機能

を維持する設計とする。 

また，森林火災についても，「d. 想定すべきその他の自然

現象に対する対策について」に示す対策により機能を維持す

る設計とする。 

 

 

ａ．凍結防止対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

 

ｂ．風水害対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

 

ｃ．地震対策 

(a) 地震対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適

用する。 

 

(b) 地盤変位対策 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適

用する。 

 

ｄ．想定すべきその他の自然現象に対する対策について 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用

する。 

 

(4)  消火設備の破損，誤動作及び誤操作による重大事故等対

処施設への影響 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用す

る。 

 

2.2.2.4 その他 

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。 

 

 

想定する自然現象の

相違 
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2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針 

2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等【43 条 1‐五、43 条 2‐

二,三、43 条 3‐三,五,七】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければ

ならない 

五 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの であ

ること。 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備

のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」と

いう。）と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対

処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常設の

配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事

故等対処設備」という。）は、前項に定めるもののほか、次に

掲げるものでなければならない。 

二 二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。 

三 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう、適切な措置を講じたものであること。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもの

のほか、次に掲げるものでなければならない。 

三 常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接

続することができなくなることを防止するため、可搬型重

大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給

するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の

場所に設けるものであること。 

五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した

上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する

こと。 

七 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によっ

2.3 重大事故等対処設備の基本設計方針 

2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等【43条 1－五，43条 2

－二，三，43条 3－三，五，七】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなけれ

ばならない 

五 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設

備のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」

という。）と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故

等対処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常

設の配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重

大事故等対処設備」という。）は、前項に定めるもののほか、

次に掲げるものでなければならない。 

二 二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。 

三 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう、適切な措置を講じたものであること。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるも

ののほか、次に掲げるものでなければならない。 

三 常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため、可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複

数の場所に設けるものであること。 

五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

七 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によ

2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針 

2.3.1 多様性、位置的分散、悪影響防止等【43 条 1‐五、43 条 2‐

二,三、43 条 3‐三,五,七】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければ

ならない 

五 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備

のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」と

いう。）と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対

処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常設の

配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事

故等対処設備」という。）は、前項に定めるもののほか、次に

掲げるものでなければならない。 

二 二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。 

三 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう、適切な措置を講じたものであること。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもの

のほか、次に掲げるものでなければならない。 

三 常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接

続することができなくなることを防止するため、可搬型重

大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給

するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の

場所に設けるものであること。 

五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した

上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する

こと。 

七 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によっ
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て、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽

の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の

重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な

機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適

切な措置を講じたものであること。 

(解釈) 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故

等」とは、本規程第３７条において想定する事故シーケン

スグループ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能

に期待できるものにあっては、計画された対策が想定する

もの。）、想定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽

内における想定事故及び想定する運転停止中事故シーケン

スグループをいう。

３ 第１項第５号に規定する「他の設備」とは、設計基準対象

施設だけでなく、当該重大事故等対処設備以外の重大事故

等対処設備も含む。 

４ 第２項第３号及び第３項第７号に規定する「適切な措置を

講じたもの」とは、可能な限り多様性を考慮したものをい

う。 

６ 第３項第３号について、複数の機能で一つの接続口を使用

する場合は、それぞれの機能に必要な容量（同時に使用す

る可能性がある場合は、合計の容量）を確保することがで

きるように接続口を設けること。 

７ 第３項第５号について、可搬型重大事故等対処設備の保管場

所は、故意による大型航空機の衝突も考慮すること。例えば原

子炉建屋から 100m 以上離隔をとり、原子炉建屋と同時に影響

を受けないこと。又は、故意による大型航空機の衝突に対して

頑健性を有すること。 

って、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、

適切な措置を講じたものであること。 

（解釈） 

１ 第1項から第3項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、本規程第37条において想定する事故シーケンスグルー

プ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待でき

るものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想

定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをい

う。 

３ 第1項第5号に規定する「他の設備」とは、設計基準対象施

設だけでなく、当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対

処設備も含む。 

４ 第2項第3号及び第3項第7号に規定する「適切な措置を講じ

たもの」とは、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り多様性

を考慮したものをいう。 

６ 第3項第3号について、複数の機能で一つの接続口を使用す

る場合は、それぞれの機能に必要な容量（同時に使用する可

能性がある場合は、合計の容量）を確保することができるよ

うに接続口を設けること。 

７ 第3項第5号について、可搬型重大事故等対処設備の保管場

所は、故意による大型航空機の衝突も考慮すること。例えば

原子炉建屋から100m以上離隔をとり、原子炉建屋と同時に影

響を受けないこと。又は、故意による大型航空機の衝突に対

して頑健性を有すること。 

て、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽

の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の

重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な

機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適

切な措置を講じたものであること。 

(解釈) 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故

等」とは、本規程第３７条において想定する事故シーケン

スグループ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能

に期待できるものにあっては、計画された対策が想定する

もの。）、想定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽

内における想定事故及び想定する運転停止中事故シーケン

スグループをいう。

３ 第１項第５号に規定する「他の設備」とは、設計基準対象

施設だけでなく、当該重大事故等対処設備以外の重大事故

等対処設備も含む。 

４ 第２項第３号及び第３項第７号に規定する「適切な措置を

講じたもの」とは、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り

多様性を考慮したものをいう。 

６ 第３項第３号について、複数の機能で一つの接続口を使用

する場合は、それぞれの機能に必要な容量（同時に使用す

る可能性がある場合は、合計の容量）を確保することがで

きるように接続口を設けること。 

７ 第３項第５号について、可搬型重大事故等対処設備の保管場

所は、故意による大型航空機の衝突も考慮すること。例え

ば原子炉建屋から 100m 以上離隔をとり、原子炉建屋と同

時に影響を受けないこと。又は、故意による大型航空機の

衝突に対して頑健性を有すること。 

(1) 多様性，位置的分散

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又は

その周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の（外部人為事象），溢水，火災及びサポート系の故障を考慮

する。 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽

出するために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺

での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基

(1) 多様性，位置的分散

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又は

その周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によ

るもの（外部人為事象），溢水，火災及びサポート系の故障

を考慮する。 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽

出するために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺

での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基

(1) 多様性，位置的分散

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又は

その周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によ

るもの（外部人為事象），溢水，火災及びサポート系の故障

を考慮する。 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽

出するために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺

での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基
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づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落

雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象

を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺

での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進

展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津

波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地

滑り，火山の影響及び生物学的事象を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準事故対処設備等と重大事故等対処設備に対

する共通要因としては，地震，津波，風（台風），竜巻，低温

（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学

的事象を選定する。なお，森林火災の出火原因となるのは，

たき火やタバコ等の人為によるものが大半であることを考慮

し，森林火災については，人為によるもの（火災・爆発）と

して選定する。 

 

自然現象の組合せについては，地震，積雪及び火山の影響

を考慮する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉

づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落

雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象

を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺

での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進

展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津

波（基準津波を超え敷地に遡上する津波（以下「敷地に遡上

する津波」という。）を含む。），風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び

高潮を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  自然現象の組合せについては，地震，津波（敷地に遡上す

る津波を含む。），風（台風），積雪及び火山の影響を考慮する。 

  発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉

づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，

落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事

象を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周

辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象

進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故

等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，

津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，

地滑り，火山の影響及び生物学的事象を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準事故対処設備等と重大事故等対処設備に対

する共通要因としては，地震，津波，洪水，風（台風），竜

巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物

学的事象を選定する。なお，森林火災の出火原因となるのは，

たき火やタバコ等の人為によるものが大半であることを考

慮し，森林火災については，人為によるもの（火災・爆発）

として選定する。 

 

自然現象の組合せについては，地震，津波，風（台風），

積雪及び火山の影響を考慮する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

第６条に準じた事象

スクリーニングの相違

による選定事象の相違

（以下，②の相違） 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

  島根２号炉は，津波特

有の事故シーケンスを

事故シーケンスグルー

プとして選定していな

いため，敷地に遡上する

津波について記載して

いない（以下，③の相違） 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，重大事

故等対処設備に影響を

与えるおそれがある事

象として，地滑りを選定 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

  島根２号炉は，森林火

災を人為事象として選

定している（以下，④の

相違） 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②，③の相違 
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施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるものについては，網羅的に抽出するために，

発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国

内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下

等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶

の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電

所敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備

への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観

点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事

象として，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，

航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定す

る。また，設計基準事故対処設備等と重大事故等対処設備に

対する共通要因としては，火災・爆発（森林火災，近隣工場

等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，

電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムを選定する。 

 

 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，可搬型重大事故等対処設備による対策を講じることとす

る。 

建屋については，地震，津波，火災及び外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故緩和設備についても，可能な限り多様性を考慮す

る。 

 

 

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるものについては，網羅的に抽出するために，

発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国

内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下

等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶

の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電

所敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備

への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観

点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事

象として，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工

場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。また，

設計基準事故対処設備等と重大事故等対処設備に対する共通

要因としては，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近

隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。 

 

 

 

  故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，可搬型重大事故等対処設備による対策を講じることとす

る。 

  主要な重大事故等対処施設である原子炉建屋原子炉棟，原

子炉建屋付属棟，緊急時対策所建屋，常設代替高圧電源装置

置場，格納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替注水系

ポンプ室，緊急用海水ポンプピット，常設代替高圧電源装置

用カルバート（立坑部），常設代替高圧電源装置用カルバート

（トンネル部），常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバ

ート部），格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート，常設低

圧代替注水系配管カルバート，緊急用海水系配管カルバート

（以下「建屋等」という。）については，地震，津波（敷地に

遡上する津波を含む。），火災及び外部からの衝撃による損傷

を防止できる設計とする。 

  重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，

可能な限り多様性を有し，位置的分散を図ることを考慮する。 

 

 

炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるものについては，網羅的に抽出するため

に，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わら

ず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機

落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，

船舶の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，

発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処

設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがあ

る事象として，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，火災・

爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災

等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。また，設計

基準事故対処設備等と重大事故等対処設備に対する共通要

因としては，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，火災・爆

発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），

有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムを選定する。 

 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについ

ては，可搬型重大事故等対処設備による対策を講じることと

する。 

建物については，地震，津波，火災及び外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，

可能な限り多様性を有し，位置的分散を図ること考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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a.常設重大事故等対処設備（第四十三条 第２項 第三号）

常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備及び使用

済燃料プールの冷却機能又は注水機能を有する設備（以下「設

計基準事故対処設備等」という。）の安全機能と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可能な

限り多様性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を講

じる設計とする。ただし，常設重大事故防止設備のうち，計

装設備について，重要代替監視パラメータ（当該パラメータ

の他チャンネルの計器を除く。）による推定は，重要監視パラ

メータと異なる物理量又は測定原理とする等，重要監視パラ

メータに対して可能な限り多様性を有する方法により計測で

きる設計とする。重要代替監視パラメータは重要監視パラメ

ータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，常設重大事故防止設備がその機能を確実に発揮できる設

計とする。重大事故等時の環境条件における健全性について

は「2.3.3 環境条件等」に記載する。 

常設重大事故防止設備は，「原子炉建屋等の基礎地盤及び

周辺斜面の安定性について」に示す地盤上に設置する。 

なお，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備

が属する耐震重要度分類が S クラスのもの）及び常設重大事

故緩和設備（設計基準拡張）については，「原子炉建屋等の基

礎地盤及び周辺斜面の安定性について」に示す耐震重要施設

並びに常設耐震重要重大事故防止設備及び重大事故緩和設備

を設置する重大事故等対処施設下の地盤に設置する。 

ａ．常設重大事故等対処設備 

 常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等の安全

機能と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，

独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とす

る。ただし，常設重大事故防止設備のうち，計装設備につい

て，重要代替監視パラメータ（当該パラメータの他チャンネ

ルの計器を除く。）による推定は，重要監視パラメータと異な

る物理量又は測定原理とする等，重要監視パラメータに対し

て可能な限り多様性を有する方法により計測できる設計とす

る。重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な

限り位置的分散を図る設計とする。 

 環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合

における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，

常設重大事故防止設備がその機能を確実に発揮できる設計とす

る。重大事故等時の環境条件における健全性については，

「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。風（台風）及び竜巻のう

ち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影響並びに電磁的障害に

対して常設重大事故防止設備は，環境条件にて考慮し機能が損

なわれない設計とする。 

 常設重大事故防止設備は，「1.9 発電用原子炉設置変更許可

申請に係る安全設計の方針」に基づく地盤に設置する。 

a.常設重大事故等対処設備（第四十三条 第２項 第三号）

常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備及び燃料

プールの冷却機能又は注水機能を有する設備の安全機能と共

通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，

位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。ただ

し，常設重大事故防止設備のうち，計装設備について，重要

代替監視パラメータ（当該パラメータの他チャンネルの計器

を除く。）による推定は，重要監視パラメータと異なる物理量

又は測定原理とする等，重要監視パラメータに対して可能な

限り多様性を有する方法により計測できる設計とする。重要

代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置

的分散を図る設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，常設重大事故防止設備がその機能を確実に発揮できる設

計とする。重大事故等時の環境条件における健全性について

は「2.3.3 環境条件等」に記載する。風（台風），凍結，降水，

積雪及び電磁的障害に対して常設重大事故防止設備は，環境

条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。 

常設重大事故防止設備は，「耐震重要施設及び常設重大事

故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」に示す

地盤上に設置する。 

なお，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備

が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）及び常設重大事

故緩和設備（設計基準拡張）については，「耐震重要施設及

び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定

性評価」に示す耐震重要施設並びに常設耐震重要重大事故防

止設備及び重大事故緩和設備を設置する重大事故等対処施

・設計方針の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は，ＳＡ事

象と重畳する自然現象

の規模を検討し，環境条

件として地震，風（台

風），凍結，降水，積雪

を考慮することとして

いる。 

このうち荷重として

作用する地震，風（台

風），積雪について組合

せを考慮する（以下，⑤

の相違） 

・設備分類の相違

【東海第二】 

東海第二は，設計基準

拡張という設備分類を

設けていない 
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常設重大事故防止設備は，地震，津波及び火災に対して，

「2.1.2 耐震設計の基本方針」，「2.1.3 津波による損傷の防

止」及び「2.2 火災による損傷の防止」に基づく設計とする。 

地震，津波，溢水及び火災に対して常設重大事故防止設備

は，設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれが

ないように，可能な限り設計基準事故対処設備等と位置的分

散を図る。 

風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑

り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近

隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶

の衝突及び電磁的障害に対して，常設重大事故防止設備は，

外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に設置す

るか，又は設計基準事故対処設備等と同時に機能が損なわれ

ないように，設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り，

屋外に設置する。 

落雷に対して常設代替交流電源設備は，避雷設備等により

防護する設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外の常設

重大事故防止設備は，侵入防止対策により重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計とす

る。 

常設重大事故防止設備は，地震，津波（敷地に遡上する津波

を含む。）及び火災に対しては，「1.3.2 重大事故等対処施設の

耐震設計」，「1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波設計」及び

「1.5.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針」に

基づく設計とする。溢水に対しては，可能な限り多様性を有し，

位置的分散を図ることで，想定する溢水水位に対して同時に機

能を損なうことのない設計とする。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），溢水及び火災に

対して常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等と同

時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り設計基準事

故対処設備等と位置的分散を図る。 

 風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生

物学的事象，森林火災，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，

船舶の衝突及び電磁的障害に対して，常設重大事故防止設備は，

外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に設置す

るか，又は設計基準事故対処設備等と同時に機能が損なわれな

いように，設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り，屋外

に設置する。 

 落雷に対して常設代替交流電源設備は，避雷設備等により防

護する設計とする。 

 生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外の常設重

大事故防止設備は，侵入防止対策により重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物からの影響を受ける

おそれのある常設重大事故防止設備は，侵入防止対策により重

大事故等に対処するための必要な機能が損なわれるおそれのな

い設計とする。 

高潮に対して常設重大事故防止設備（非常用取水設備は除

く。）は，高潮の影響を受けない敷地高さに設置する。 

 飛来物（航空機落下）に対して常設重大事故防止設備は，設

計基準事故対処設備等と同時にその機能が損なわれないよう

に，設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置する。 

設下の地盤に設置する。 

常設重大事故防止設備は，地震，津波及び火災に対して，

「2.1.2 耐震設計の基本方針」，「2.1.3 津波による損傷の防

止」及び「2.2 火災による損傷の防止」に基づく設計とする。 

地震，津波，溢水及び火災に対して常設重大事故防止設備

は，設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれが

ないように，可能な限り設計基準事故対処設備等と位置的分

散を図る。 

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火

山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場

等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝

突及び電磁的障害に対して，常設重大事故防止設備は，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた建物内に設置する

か，又は設計基準事故対処設備等と同時に機能が損なわれな

いように，設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り，屋

外に設置する。 

落雷に対して常設代替交流電源設備は，避雷設備等により

防護する設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外の常

設重大事故防止設備は，侵入防止対策により重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計と

する。 

飛来物（航空機落下）に対して常設重大事故防止設備は，

設計基準事故対処設備等と同時にその機能が損なわれない

ように，設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置す

・選定事象の相違

【東海第二】 

③の相違

・選定事象の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は，重大事

故等対処設備に影響を

与えるおそれがある事

象として，地滑りを選定 

・設備の相違

【東海第二】 

東海第二の緊急用海

水系に対する記載であ

り，島根２号炉には当該

設備なし 

・選定事象の相違

【東海第二】 

②の相違

・選定事象の相違

【柏崎 6/7】 

②の相違
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常設重大事故緩和設備についても，可能な限り上記を考慮し

て多様性，位置的分散を図る設計とする。 

 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電

力，空気，油，冷却水を考慮し，常設重大事故防止設備は設

計基準事故対処設備等と異なる駆動源，冷却源を用いる設計，

又は駆動源，冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設計とす

る。また，常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備

等と可能な限り異なる水源をもつ設計とする。 

 

b. 可搬型重大事故等対処設備（第四十三条 第３項 第五号及び

第七号） 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は

常設重大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，可能な限り多様性，独立性，

位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とする。 

 

また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他

の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズム，設計基準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の配

置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異

なる保管場所に保管する設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮でき

る設計とする。重大事故等時の環境条件における健全性につ

いては「2.3.3 環境条件等」に記載する。 

 

 

 

 

地震に対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「原子

炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性について」に示す

地盤上に設置する建屋内に保管する。屋外の可搬型重大事故

 

 なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により設

計上考慮する必要はない。 

 

常設重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，

可能な限り上記を考慮して多様性，位置的分散を図る設計とす

る。 

 サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電

力，空気，油，冷却水を考慮し，常設重大事故防止設備は設計

基準事故対処設備等と異なる駆動源，冷却源を用いる設計，又

は駆動源，冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設計とする。

また，常設重大事故防止設備は設計基準事故対処設備等と可能

な限り異なる水源をもつ設計とする。 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

 

 可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は常

設重大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限

り多様性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を講じる

設計とする。 

 また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波（敷地に遡

上する津波を含む。），その他の自然現象又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズム，設計基準事故対処設備等及び

重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重

大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。 

 環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合

における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，

可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計

とする。重大事故等時の環境条件における健全性については

「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。風（台風）及び竜巻のう

ち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影響並びに電磁的障害に

対して可搬型重大事故等対処設備は，環境条件にて考慮し機能

が損なわれない設計とする。 

 

 地震に対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「1.9 発

電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針」に基づく

地盤上に設置する建屋内に保管する。屋外の可搬型重大事故等

る。 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により

設計上考慮する必要はない。 

 

常設重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏ま

え，可能な限り上記を考慮して多様性，位置的分散を図る設

計とする。 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される

電力，空気，油，冷却水を考慮し，常設重大事故防止設備は

設計基準事故対処設備等と異なる駆動源，冷却源を用いる設

計，又は駆動源，冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設計

とする。また，常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処

設備等と可能な限り異なる水源をもつ設計とする。 

 

b.可搬型重大事故等対処設備（第四十三条 第３項 第五号及

び第七号） 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は

常設重大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，可

能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置

を講じた設計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他

の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズム，設計基準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の配

置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異

なる保管場所に保管する設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮でき

る設計とする。重大事故等時の環境条件における健全性につ

いては「2.3.3 環境条件等」に記載する。風（台風），凍結，

降水，積雪及び電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設

備は，環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。 

 

 

地震に対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「耐震

重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜

面の安定性評価」に示す地盤上に設置する建物内に保管する。

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違  

【東海第二】  

⑤の相違 
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等対処設備は，転倒しないことを確認する，又は必要により

固縛等の処置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面

のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び

浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の

影響により必要な機能を喪失しない位置に保管する。 

地震及び津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，

「2.1.2 耐震設計の基本方針」，「2.1.3 津波による損傷の防

止」にて考慮された設計とする。 

 

 

火災に対して，可搬型重大事故等対処設備は「2.2 火災に

よる損傷の防止」に基づく火災防護を行う。 

 

地震，津波，溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処

設備は，設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設

備と同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準事故

対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的

分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。 

 

風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑

り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近

隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶

の衝突及び電磁的障害に対して，可搬型重大事故等対処設備

は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に保

管するか，又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等

対処設備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように，

設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処

設備と位置的分散を図り，防火帯の内側の複数箇所に分散し

て保管する設計とする。クラゲ等の海生生物の影響により可

搬型重大事故等対処設備の取水ラインが閉塞する場合には，

予備の可搬型重大事故等対処設備によって取水を継続し，閉

塞箇所の清掃を行うことで対応できるよう，クラゲ等の海生

生物から影響を受けるおそれのある屋外の可搬型重大事故等

対処設備は，予備を有する設計とする。 

 

 

 

飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突そ

対処設備は，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛

等の処置をするとともに，地震により生じる敷地下斜面のすべ

り，液状化又は及び揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き

上がり,地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響を受

けない複数の保管場所に分散して保管する設計とする。 

 地震及び津波（敷地に遡上する津波を含む。）に対して可搬型

重大事故等対処設備は，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設

計」，「1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波方針」及び「1.4.3

基準津波を超え敷地に遡上する津波に対する耐津波設計」にて

考慮された設計とする。 

 火災に対して，可搬型重大事故等対処設備は「1.5.2 重大事

故等対処施設の火災防護に関する基本方針」に基づく火災防護

を行う。 

 地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），溢水及び火災に

対して可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処設備等

及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損なうおそれがな

いように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する

設計とする。 

 風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生

物学的事象，森林火災，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，

船舶の衝突及び電磁的障害に対して，可搬型重大事故等対処設

備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に

保管するか，又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等

対処設備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように，設

計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備

と位置的分散を図り，防火帯の内側の複数箇所に分散して保管

する設計とする。クラゲ等の海生生物から影響を受けるおそれ

のある屋外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する複数

の取水箇所を選定できる設計とする。 

 

 

 

 

 高潮に対して可搬型重大事故等対処設備は，高潮の影響を受

けない敷地高さに保管する。 

 

飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突その

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，転倒しないことを確認

する，又は必要により固縛等の処置をするとともに，地震に

より生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによ

る不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中

埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位

置に保管する。 

地震及び津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，

「2.1.2 耐震設計の基本方針」，「2.1.3 津波による損傷の防

止」にて考慮された設計とする。 

 

火災に対して，可搬型重大事故等対処設備は「2.2 火災に

よる損傷の防止」に基づく火災防護を行う。 

 

地震，津波，溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処

設備は，設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設

備と同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準事故

対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的

分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。 

 

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山

の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等

の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突及

び電磁的障害に対して，可搬型重大事故等対処設備は，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた建物内に保管する

か，又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設

備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように，設計基

準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と

位置的分散を図り，防火帯の内側の複数箇所に分散して保管

する設計とする。クラゲ等の海生生物の影響により可搬型重

大事故等対処設備の取水ラインが閉塞する場合には，予備の

可搬型重大事故等対処設備によって取水を継続し，閉塞箇所

の清掃を行うことで対応できるよう，クラゲ等の海生生物か

ら影響を受けるおそれのある屋外の可搬型重大事故等対処設

備は，予備を有する設計とする。 

 

 

 

飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突そ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，重大事

故等対処設備に影響を

与えるおそれがある事

象として，地滑りを選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 
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の他テロリズムに対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備

は，可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設

重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して

保管する設計とする。屋外に保管する可搬型重大事故等対処

設備は，原子炉建屋，タービン建屋及び廃棄物処理建屋から

100m 以上の離隔距離を確保するとともに，当該可搬型重大事

故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準対象施設

及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の離隔距離を確

保した上で，複数箇所に分散して保管する設計とする。 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される

電力，空気，油，冷却水を考慮し，可搬型重大事故防止設備

は，設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と異

なる駆動源，冷却源を用いる設計とするか，駆動源，冷却源

が同じ場合は別の手段が可能な設計とする。また，水源につ

いても可能な限り，異なる水源を用いる設計とする。 

c.可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続

口（第四十三条 第３項第三号）

原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型重大事故

等対処設備と常設設備との接続口は，共通要因によって接続

することができなくなることを防止するため，それぞれ互い

に異なる複数の場所に設置する設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，その機能を確実に発揮できる設計とするとともに，建屋

の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建屋面の適切に離

隔した位置に複数箇所設置する。重大事故等時の環境条件に

おける健全性については「2.3.3 環境条件等」に記載する。

風（台風），低温（凍結），降水，積雪，及び電磁的障害に対

他のテロリズムに対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，

可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する

設計とする。屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，原

子炉建屋，常設代替高圧電源装置置場，常設低圧代替注水系ポ

ンプ室，格納容器圧力逃がし装置格納槽，緊急用海水ポンプピ

ット，海水ポンプエリアから 100m以上の離隔距離を確保すると

ともに，当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する

屋外の設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備か

ら 100m以上の離隔距離を確保した上で，複数箇所に分散して保

管する設計とする。 

 なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により設

計上考慮する必要はない。また，外部人為事象のうちダムの崩

壊については，立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電

力，空気，油，冷却水を考慮し，可搬型重大事故防止設備は，

設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と異なる駆

動源，冷却源を用いる設計とするか，駆動源，冷却源が同じ場

合は別の手段が可能な設計とする。また，水源についても可能

な限り，異なる水源を用いる設計とする。 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接

続口 

 原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型重大事故等

対処設備と常設設備との接続口は，共通要因によって接続する

ことができなくなることを防止するため，それぞれ互いに異な

る複数の場所に設置する設計とする。なお,洪水及びダムの崩壊

については,立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

 環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合

における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，

その機能を確実に発揮できる設計とするとともに，接続口は，

建屋等内及び建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない位置に複

数箇所設置する。重大事故等時の環境条件における健全性につ

いては「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。風（台風）及び竜

巻のうち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影響並びに電磁的

の他のテロリズムに対して，屋内の可搬型重大事故等対処設

備は，可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散し

て保管する設計とする。屋外に保管する可搬型重大事故等対

処設備は，原子炉建物等から 100m以上の離隔距離を確保する

とともに，当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替

する屋外の設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処

設備から 100m以上の離隔距離を確保した上で，複数箇所に分

散して保管する設計とする。 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により

設計上考慮する必要はない。 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される

電力，空気，油，冷却水を考慮し，可搬型重大事故防止設備

は，設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と異

なる駆動源，冷却源を用いる設計とするか，駆動源，冷却源

が同じ場合は別の手段が可能な設計とする。また，水源につ

いても可能な限り，異なる水源を用いる設計とする。 

c.可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接

続口（第四十三条 第３項第三号）

原子炉建物の外から水又は電力を供給する可搬型重大事故

等対処設備と常設設備との接続口は，共通要因によって接続

することができなくなることを防止するため，それぞれ互い

に異なる複数の場所に設置する設計とする。なお，洪水及び

ダムの崩壊については，立地的要因により設計上考慮する必

要はない。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，その機能を確実に発揮できる設計とするとともに，接続

口は，建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面

の適切に離隔した位置に複数箇所設置する。重大事故等時の

環境条件における健全性については「2.3.3 環境条件等」に

記載する。風（台風），凍結，降水，積雪及び電磁的障害に対

・選定事象の相違

【柏崎 6/7】 

②の相違

・選定事象の相違

【柏崎 6/7】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物の異なる側面及び

原子炉建物内に接続口
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しては，環境条件にて考慮し，機能が損なわれない設計とす

る。 

地震に対して接続口は，「原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺

斜面の安定性について」に示す地盤上の屋内又は建屋面に設

置する。 

地震，津波及び火災に対しては，「2.1.2 耐震設計の基本方

針」「2.1.3 津波による損傷の防止」及び「2.2 火災による損

傷の防止」に基づく設計とする。溢水に対しては，想定され

る溢水水位に対して機能を喪失しない位置に設置する。 

風（台風），竜巻，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事

象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空

機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突及び故意による大型航

空機の衝突その他テロリズムに対して，建屋の異なる面の隣

接しない位置又は屋内及び建屋面の適切に離隔した位置に複

数箇所設置する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外に設

置する場合は，開口部の閉止により重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合

には，それぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設

ける設計とする。 

障害に対しては，環境条件にて考慮し，機能が損なわれない設

計とする。 

 地震に対して接続口は，「1.9 発電用原子炉設置変更許可申

請に係る安全設計の方針」に基づく地盤上の建屋等内又は建屋

等壁面に複数箇所設置する。 

 地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。）及び火災に対して

は，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」，「1.4.2 重大事

故等対処施設の耐津波設計」,「1.4.3基準津波を超え敷地に遡

上する津波に対する耐津波設計」及び「1.5.2 重大事故等対処

施設の火災防護に関する基本方針」に基づく設計とする。 溢

水に対しては，想定される溢水水位に対して機能を喪失しない

位置に設置する。 

 風（台風），竜巻，落雷，生物学的事象，森林火災，飛来物（航

空機落下），爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突及

び故意による大型航空機の衝突その他テロリズムに対して，接

続口は，建屋等内及び建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない

位置に複数箇所設置する。 

 生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外に設置

する場合は，開口部の閉止により重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

 高潮に対して接続口は，高潮の影響を受けない位置に設置す

る。 

 また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合に

は，それぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設ける

設計とする。同時に使用する可能性がある場合は，合計の容量

を確保し，状況に応じて，それぞれの系統に必要な容量を同時

に供給できる設計とする。 

しては，環境条件にて考慮し，機能が損なわれない設計とす

る。 

地震に対して接続口は，「耐震重要施設及び常設重大事故等

対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」に基づく地

盤上の建物内又は建物面に設置する。 

地震，津波及び火災に対して接続口は，「2.1.2 耐震設計の

基本方針」「2.1.3 津波による損傷の防止」及び「2.2 火災に

よる損傷の防止」に基づく設計とする。溢水に対して接続口

は，想定される溢水水位に対して機能を喪失しない位置に設

置する。 

風（台風），竜巻，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事

象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空

機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突及び故意による大型航

空機の衝突その他テロリズムに対して，接続口は，建物の異

なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔し

た位置に複数箇所設置する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外に設

置する場合は，開口部の閉止により重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合

には，それぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設

ける設計とする。同時に使用する可能性がある場合は，合計

の容量を確保し，状況に応じて，それぞれの機能に必要な容

量を同時に供給できる設計とする。 

を設けることで対策 

・設計方針の相違

【東海第二】 

⑤の相違

・選定事象の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物の異なる側面及び

原子炉建物内に接続口

を設けることで対策 

・選定事象の相違

【東海第二】 

②の相違

・記載方針の相違

【柏崎 6/7】 

(2) 悪影響防止（第四十三条 第１項 第五号）

重大事故等対処設備は発電用原子炉施設（他号炉を含む。）

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設

備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない

(2) 悪影響防止（第四十三条 第１項 第五号）

 重大事故等対処設備は発電用原子炉施設（隣接する発電所を

含む。）内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対

処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさな

(2) 悪影響防止（第四十三条 第１項 第五号）

重大事故等対処設備は発電用原子炉施設（他号炉を含む。）

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設

備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない
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設計とする。 

他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使用時

及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタ

ービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し，他

の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

系統的な影響に対しては，重大事故等対処設備は，弁等の

操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から

重大事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故

等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等

の操作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成と

すること，他の設備から独立して単独で使用可能なこと，設

計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用すること等により，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

また，放水砲については，建屋への放水により，当該設備

の使用を想定する重大事故時において必要となる屋外の他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネルギ

の高い流体を内蔵する弁及び配管の破断，高速回転機器の破

損，ガス爆発並びに重量機器の落下を考慮し，重大事故等対

処設備がタービンミサイル等の発生源となることを防ぐこと

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

い設計とする。 

 他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使用時及

び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービ

ンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し，他の設備

の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 系統的な影響に対しては，重大事故等対処設備は，弁等の操

作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大

事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故等発生

前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や

接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすること，

他の設備から独立して単独で使用可能なこと，設計基準対象施

設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備と

して使用すること等により，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 また，放水砲については，建屋への放水により，当該設備の

使用を想定する重大事故時において必要となる屋外の他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネルギの

高い流体を内蔵する弁及び配管の破断，高速回転機器の破損，

ガス爆発並びに重量機器の落下を考慮し，重大事故等対処設備

がタービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

設計とする。 

他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使用時

及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタ

ービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し，他

の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

系統的な影響に対しては，重大事故等対処設備は，弁等の

操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から

重大事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故

等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等

の操作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成と

すること，他の設備から独立して単独で使用可能なこと，設

計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用すること等により，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

また，放水砲については，建物への放水により，当該設備

の使用を想定する重大事故時において必要となる屋外の他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネルギ

の高い流体を内蔵する弁及び配管の破断，高速回転機器の破

損，ガス爆発並びに重量機器の落下を考慮し，重大事故等対

処設備がタービンミサイル等の発生源となることを防ぐこと

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

(3) 共用の禁止（第四十三条 第２項 第二号） 

常設重大事故等対処設備の各機器については，2 以上の発

電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただし，共

用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対

処するために必要な機能）を満たしつつ，2 以上の発電用原

子炉施設と共用することにより安全性が向上し，かつ，同一

の発電所内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさ

ない場合は，共用できる設計とする。 

 

 

 

(3) 共用の禁止（第四十三条 第２項 第二号） 

常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷地を

共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない

設計とする。ただし，共用対象の施設ごとに要求される技術的

要件（重大事故等に対処するために必要な機能）を満たしつつ，

東海発電所内の発電用原子炉施設と共用することにより安全性

が向上し，かつ，東海発電所内及び東海第二発電所内の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共用できる設

計とする 

(3) 共用の禁止（第四十三条 第２項 第二号） 

常設重大事故等対処設備の各機器については，2 以上の発

電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただし，共

用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対

処するために必要な機能）を満たしつつ，2 以上の発電用原

子炉施設と共用することにより安全性が向上し，かつ，同一

の発電所内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさ

ない場合は，共用できる設計とする。 
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2.3.2 容量等【43 条 2‐一，43 条 3‐一】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備

のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」と

いう。）と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対

処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常設の

配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事

故等対処設備」という。）は、前項に定めるもののほか、次に

掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもの

のほか、次に掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分に

余裕のある容量を有するものであること。 

（解釈） 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、本規程第３７条において想定する事故シーケンスグル

ープ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待で

きるものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想

定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをい

う。 

５ 第３項第１号について、可搬型重大事故等対処設備の容量

は、次によること。 

（a）可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備及

び可搬型注水設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給

するものに限る。）にあっては、必要な容量を賄うことがで

きる可搬型重大事故等対処設備を１基あたり２セット以上

を持つこと。 

これに加え、故障時のバックアップ及び保守点検による待

機除外時のバックアップを工場等全体で確保すること。 

（b）可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型直流電源設備等

であって負荷に直接接続するものにあっては、１負荷当た

り１セットに、工場等全体で故障時のバックアップ及び保

2.3.2 容量等【43条 2－一，43条 3－一】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設

備のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」

という。）と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故

等対処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常

設の配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重

大事故等対処設備」という。）は、前項に定めるもののほか、

次に掲げるものでなければならない。 

 一 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるも

ののほか、次に掲げるものでなければならない。 

 一 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

（解釈） 

１ 第1項から第3項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、本規程第37条において想定する事故シーケンスグルー

プ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待でき

るものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想

定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをい

う。 

５ 第3項第1号について、可搬型重大事故等対処設備の容量は、

次によること。 

 (a)可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備及

び可搬型注水設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給

するものに限る。）にあっては、必要な容量を賄うことが

できる可搬型重大事故等対処設備を1基あたり2セット以上

を持つこと。 

   これに加え、故障時のバックアップ及び保守点検による

待機除外時のバックアップを工場等全体で確保すること。 

 (b)可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型直流電源設備等

であって負荷に直接接続するものにあっては、1負荷当たり

1セットに、工場等全体で故障時のバックアップ及び保守点

2.3.2 容量等【43 条 2‐一，43 条 3‐一】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備

のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」と

いう。）と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対

処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常設の

配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事

故等対処設備」という。）は、前項に定めるもののほか、次に

掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもの

のほか、次に掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分に

余裕のある容量を有するものであること。 

（解釈） 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、本規程第３７条において想定する事故シーケンスグル

ープ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待で

きるものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想

定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをい

う。 

５ 第３項第１号について、可搬型重大事故等対処設備の容量

は、次によること。 

（a）可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備及

び可搬型注水設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給

するものに限る。）にあっては、必要な容量を賄うことがで

きる可搬型重大事故等対処設備を１基あたり２セット以上

を持つこと。 

これに加え、故障時のバックアップ及び保守点検による待

機除外時のバックアップを工場等全体で確保すること。 

（b）可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型直流電源設備等

であって負荷に直接接続するものにあっては、１負荷当た

り１セットに、工場等全体で故障時のバックアップ及び保
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守点検による待機除外時のバックアップを加えた容量を持

つこと。 

（c）「必要な容量」とは、当該原子炉において想定する重大事

故等において、炉心損傷防止及び格納容器破損防止等のた

めに有効に必要な機能を果たすことができる容量をいう。 
 

検による待機除外時のバックアップを加えた容量を持つこ

と。 

 (c)「必要な容量」とは、当該原子炉において想定する重大事

故等において、炉心損傷防止及び格納容器破損防止等のた

めに有効に必要な機能を果たすことができる容量をいう。 
 

守点検による待機除外時のバックアップを加えた容量を持

つこと。 

（c）「必要な容量」とは、当該原子炉において想定する重大事

故等において、炉心損傷防止及び格納容器破損防止等のた

めに有効に必要な機能を果たすことができる容量をいう。 
 

(1) 常設重大事故等対処設備（第四十三条 第２項 第一号） 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束

において，想定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重

大事故等時に必要な目的を果たすために，事故対応手段とし

ての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の

組み合わせにより達成する。 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，弁

吹出量，発電機容量，蓄電池容量，計装設備の計測範囲及び

作動信号の設定値等とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及

び機器を使用するものについては，設計基準対象施設の容量

等の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量等に対して

十分であることを確認した上で，設計基準対象施設としての

容量等と同仕様の設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及

び機器を使用するもので，重大事故等時に設計基準対象施設

の容量等を補う必要があるものについては，その後の事故対

応手段と合わせて，系統の目的に応じて必要となる容量等を

有する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来

の目的として設置する系統及び機器を使用するものについて

は，系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とする。 

 

 

(2) 可搬型重大事故等対処設備（第四十三条 第３項 第一号） 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収

束において，想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事

故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，

これらの系統の組合せにより達成する。 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，発

電機容量，蓄電池容量，ボンベ容量，計測器の計測範囲等と

する。 

(1) 常設重大事故等対処設備（第四十三条 第２項 第一号） 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束に

おいて，想定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重大事

故等時に必要な目的を果たすために，事故対応手段としての系

統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合せに

より達成する。 

 「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，弁吹

出量，発電機容量，蓄電池容量，計装設備の計測範囲及び作動

信号の設定値等とする。 

 常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び

機器を使用するものについては，設計基準対象施設の容量等の

仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分で

あることを確認した上で，設計基準対象施設としての容量等と

同仕様の設計とする。 

 

 常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び

機器を使用するもので，重大事故等時に設計基準対象施設の容

量等を補う必要があるものについては，その後の事故対応手段

と合わせて，系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設

計とする。 

 常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の

目的として設置する系統及び機器を使用するものについては，

系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とする。 

 

 

(2) 可搬型重大事故等対処設備（第四十三条 第３項 第一号） 

 可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束

において，想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事故対

応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これら

の系統の組合せにより達成する。 

 「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容量，蓄

電池容量，ボンベ容量，計測器の計測範囲等とする。 

  

(1) 常設重大事故等対処設備（第四十三条 第２項 第一号） 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束

において，想定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重

大事故等時に必要な目的を果たすために，事故対応手段とし

ての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の

組合せにより達成する。 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，弁

吹出量，発電機容量，蓄電池容量，計装設備の計測範囲，作

動信号の設定値等とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統

及び機器を使用するものについては，設計基準対象施設の容

量等の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量等に対し

て十分であることを確認した上で，設計基準対象施設として

の容量等と同仕様の設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統

及び機器を使用するもので，重大事故等時に設計基準対象施

設の容量等を補う必要があるものについては，その後の事故

対応手段と合わせて，系統の目的に応じて必要となる容量等

を有する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本

来の目的として設置する系統及び機器を使用するものにつ

いては，系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とす

る。 

 

(2) 可搬型重大事故等対処設備（第四十三条 第３項 第一号） 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収

束において，想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事

故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，

これらの系統の組合せにより達成する。 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，発

電機容量，蓄電池容量，ボンベ容量，計測器の計測範囲等と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

  島根２号炉は，移動式

2.3-13



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な

容量等を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等

を考慮し，予備を含めた保有数を確保することにより，必要

な容量等に加え，十分に余裕のある容量等を有する設計とす

る。 

可搬型重大事故等対処設備のうち複数の機能を兼用するこ

とで，設置の効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時に

要求される可能性がある複数の機能に必要な容量等を合わせ

た容量等とし，兼用できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋の外から水

又は電力を供給する注水設備及び電源設備は，必要となる容

量等を有する設備を 1 基当たり 2 セットに加え，故障時のバ

ックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップと

して，発電所全体で予備を確保する。 

また，可搬型重大事故等対処設備のうち，負荷に直接接続

する可搬型蓄電池，可搬型ボンベ等は，必要となる容量等を

有する設備を 1 基当たり 1 セットに加え，故障時のバックア

ップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，

発電所全体で予備を確保する。 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量

等を有する設備を 1 基当たり 1 セットに加え，設備の信頼度

等を考慮し，予備を確保する。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容

量等を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考

慮し，予備を含めた保有数を確保することにより，必要な容量

等に加え，十分に余裕のある容量等を有する設計とする。 

 

 可搬型重大事故等対処設備のうち複数の機能を兼用すること

で，設置の効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時に要求

される可能性がある複数の機能に必要な容量等を合わせた容量

等とし，兼用できる設計とする。 

 可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋の外から水又

は電力を供給する注水設備及び電源設備は，必要となる容量等

を有する設備を 1基当たり 2セットに加え，故障時のバックア

ップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，発

電所全体で予備を確保する。 

 また，可搬型重大事故等対処設備のうち，負荷に直接接続す

る高圧窒素ボンベ（非常用窒素供給系），逃がし安全弁用可搬型

蓄電池等は，必要となる容量等を有する設備を１基当たり 1セ

ットに加え，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除

外時のバックアップとして，発電所全体で予備を確保する。 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量等

を有する設備を 1基当たり 1セットに加え，設備の信頼度等を

考慮し，予備を確保する。 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な

容量等を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等

を考慮し，予備を含めた保有数を確保することにより，必要

な容量等に加え，十分に余裕のある容量等を有する設計とす

る。 

可搬型重大事故等対処設備のうち複数の機能を兼用するこ

とで，設置の効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時に

要求される可能性がある複数の機能に必要な容量等を合わせ

た容量等とし，兼用できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建物の外から水

又は電力を供給する注水設備及び電源設備は，必要となる容

量等を有する設備を１基当たり２セットに加え，故障時のバ

ックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップと

して，発電所全体で予備を確保する。 

また，可搬型重大事故等対処設備のうち，負荷に直接接続

する可搬型蓄電池，可搬型ボンベ等は，必要となる容量等を

有する設備を１基当たり１セットに加え，故障時のバックア

ップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，

発電所全体で予備を確保する。 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量

等を有する設備を 1 基当たり１セットに加え，設備の信頼度

等を考慮し，予備を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替熱交換設備の熱交

換器を考慮し「伝熱容

量」を記載している 
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2.3.3 環境条件等【43 条 1‐一，六， 43 条 3‐四】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射

線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

六 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもの

のほか、次に掲げるものでなければならない。 

四 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大

事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続

することができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない

設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な

措置を講じたものであること。 

（解釈） 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、本規程第３７条において想定する事故シーケンスグル

ープ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待で

きるものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想

定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをい

う。 

 

2.3.3 環境条件等【43条 1－一，六，43条 3－四】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなけれ

ばならない。 

 一 想定される重大事故等が発生した場合における温度、放

射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 六 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるも

ののほか、次に掲げるものでなければならない。 

 四 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と

接続することができるよう、放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

（解釈） 

１ 第1項から第3項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、本規程第37条において想定する事故シーケンスグルー

プ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待でき

るものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想

定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをい

う。 

 

2.3.3 環境条件等【43 条 1‐一，六， 43 条 3‐四】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射

線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

六 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもの

のほか、次に掲げるものでなければならない。 

四 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大

事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続

することができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない

設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な

措置を講じたものであること。 

（解釈） 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、本規程第３７条において想定する事故シーケンスグル

ープ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待で

きるものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想

定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをい

う。 

 

 

(1) 環境条件（第四十三条 第１項 第一号） 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，

その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）

又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに，

操作が可能な設計とする。 

 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等時における

温度（環境温度，使用温度），放射線，荷重に加えて，その他の

(1) 環境条件（第四十三条 第１項 第一号） 

 重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，

その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）

又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに，

操作が可能な設計とする。 

 

 重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温

度（環境温度，使用温度），放射線，荷重に加えて，その他の使

(1) 環境条件（第四十三条 第１項 第一号）  

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した

場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件にお

いて，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使

用場所）又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とする

とともに，操作が可能な設計とする。 

 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等時におけ

る温度（環境温度，使用温度）, 放射線，荷重に加えて，そ
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使用条件として環境圧力，湿度による影響，重大事故等時に海

水を通水する系統への影響，自然現象による影響，発電所敷地

又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

のの影響及び周辺機器等からの悪影響を考慮する。荷重として

は，重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加えて，

環境圧力，温度及び自然現象による荷重を考慮する。 

 

自然現象の選定に当たっては，網羅的に抽出するために，地

震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無

に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風

（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，

生物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。これらの事象の

うち，重大事故等時における発電所敷地及びその周辺での発生

の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故

等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，風

（台風），低温（凍結），降水及び積雪を選定する。これらの事

象のうち，低温（凍結）及び降水については，屋外の天候によ

る影響として考慮する。 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風（台風）

及び積雪の影響を考慮する。 

 

これらの環境条件のうち，重大事故等時における環境温度，

環境圧力，湿度による影響，屋外の天候による影響，重大事故

等時の放射線による影響及び荷重に対しては，重大事故等対処

設備を設置（使用）又は保管する場所に応じて，以下の設備分

類ごとに必要な機能を有効に発揮できる設計とする。 

 

原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等時における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計

とする。また，地震による荷重を考慮して，機能を損なわない

設計とする。操作は，中央制御室から可能な設計とする。 

 

原子炉建屋原子炉区域内の重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮する。また，地震にお

ける荷重を考慮して，機能を損なわない設計とするとともに，

可搬型重大事故等対処設備は，必要により当該設備の落下防止，

用条件として環境圧力，湿度による影響，重大事故等時に海水

を通水する系統への影響，自然現象による影響，津波（敷地に

遡上する津波を含む。），発電所敷地又はその周辺において想定

される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがある事象であって人為によるものの影響及び周辺機器等か

らの悪影響を考慮する。荷重としては，重大事故等が発生した

場合における機械的荷重に加えて，環境圧力，温度及び自然現

象による荷重を考慮する。 

自然現象の選定に当たっては，網羅的に抽出するために，地

震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無

に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風

（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，

生物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。これらの事象の

うち，重大事故等時における発電所敷地及びその周辺での発生

の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故

等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津

波（敷地に遡上する津波を含む。），風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪及び火山の影響を選定する。これらの事象のうち，凍

結及び降水については，屋外の天候による影響として考慮する。 

 自然現象による荷重の組合せについては，地震，津波（敷地

に遡上する津波を含む。），風（台風），積雪及び火山の影響を考

慮する。 

 これらの環境条件のうち，重大事故等時における環境温度，

環境圧力，湿度による影響，屋外の天候による影響，重大事故

等時の放射線による影響及び荷重に対しては，重大事故等対処

設備を設置（使用）又は保管する場所に応じて，以下の設備分

類ごとに必要な機能を有効に発揮できる設計とする。 

 

 原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等時における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計

とする。また，地震による荷重を考慮して，機能を損なわない

設計とする。操作は，中央制御室から可能な設計とする。 

 

 原子炉建屋原子炉棟内の重大事故等対処設備は，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮する。また，地震による

荷重を考慮して，機能を損なわない設計とするとともに，可搬

型重大事故等対処設備は，必要により当該設備の落下防止，転

の他の使用条件として，環境圧力，湿度による影響，重大事

故等時に海水を通水する系統への影響，自然現象による影響，

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施

設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であっ

て人為によるものの影響及び周辺機器等からの悪影響を考慮

する。荷重としては，重大事故等が発生した場合における機

械的荷重に加えて，環境圧力，温度及び自然現象による荷重

を考慮する。 

自然現象の選定に当たっては，網羅的に抽出するために，

地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺での発生実績の

有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪

水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，

火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。

これらの事象のうち，重大事故等時における発電所敷地及び

その周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響

度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，

重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与えるおそれ

がある事象として，地震，風（台風），凍結，降水及び積雪

を選定する。これらの事象のうち，凍結及び降水については，

屋外の天候による影響として考慮する。 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風（台風）

及び積雪の影響を考慮する。 

 

これらの環境条件のうち，重大事故等時における環境温

度，環境圧力，湿度による影響，屋外の天候による影響，重

大事故等時の放射線による影響及び荷重に対しては，重大事

故等対処設備を設置（使用）又は保管する場所に応じて，以

下の設備分類ごとに必要な機能を有効に発揮できる設計と

する。 

原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件を考慮し

た設計とする。また，地震による荷重を考慮して，機能を損

なわない設計とする。操作は，中央制御室から可能な設計と

する。 

原子炉建物原子炉棟内の重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮する。また，地震に

おける荷重を考慮して，機能を損なわない設計とするととも

に，可搬型重大事故等対処設備は，必要により当該設備の落

 

・設計方針の相違 

【東海第二 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】  

⑤の相違 

・設計方針の相違 

【東海第二】  

⑤の相違 
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転倒防止，固縛の措置をとる。操作は，中央制御室，異なる区

画若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

 

原子炉建屋内の原子炉区域外及びその他の建屋内の重大事故

等対処設備は，重大事故等時におけるそれぞれの場所の環境条

件を考慮した設計とする。また，地震による荷重を考慮して，

機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故等対処

設備は，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措

置をとる。操作は中央制御室，異なる区画若しくは離れた場所

又は設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

屋外及び建屋屋上の重大事故等対処設備は，重大事故等時に

おける屋外の環境条件を考慮した設計とする。操作は，中央制

御室，離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

 

また，地震，風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮し，

機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故等対処

設備については，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，

固縛の措置をとる。 

 

 

 

海水を通水する系統への影響に対しては，常時海水を通水す

る，海に設置する，又は海で使用する重大事故等対処設備は耐

腐食性材料を使用する設計とする。常時海水を通水するコンク

リート構造物については，腐食を考慮した設計とする。使用時

に海水を通水する重大事故等対処設備は，海水の影響を考慮し

た設計とする。原則，淡水を通水するが，海水も通水する可能

性のある重大事故等対処設備は，可能な限り淡水を優先し，海

水通水を短期間とすることで，設備への海水の影響を考慮する。

また，海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計

とする。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施

設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって

人為によるものの選定に当たっては，網羅的に抽出するために，

発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内

倒防止，固縛の措置をとる。操作は，中央制御室，異なる区画

若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

 

 原子炉建屋付属棟内（中央制御室を含む。），緊急時対策所建

屋内，常設代替高圧電源装置置場（地下階）内，格納容器圧力

逃がし装置格納槽内，常設低圧代替注水系格納槽内常設低圧代

替注水ポンプ室，緊急用海水ポンプピット内及び立坑内の重大

事故等対処設備は，重大事故等時におけるそれぞれの場所の環

境条件を考慮した設計とする。また，地震による荷重を考慮し

て，機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故等

対処設備は，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛

の措置をとる。操作は中央制御室，異なる区画若しくは離れた

場所又は設置場所で可能な設計とする。 

 屋外及び常設代替高圧電源装置置場（地上階）の重大事故等

対処設備は，重大事故等時における屋外の環境条件を考慮した

設計とする。操作は，中央制御室，離れた場所又は設置場所で

可能な設計とする。 

 また，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），積雪及び

火山の影響による荷重を考慮して機能を損なわない設計とする

とともに，風（台風）及び竜巻による風荷重に対しては，風荷

重を考慮すること又は位置的分散を考慮した設置若しくは保管

により，機能を損なわない設計とする。また，可搬型重大事故

等対処設備については，必要により当該設備の落下防止，転倒

防止，固縛等の措置をとる。 

 海水を通水する系統への影響に対しては，常時海水を通水す

る，海に設置する，又は海で使用する重大事故等対処設備は耐

腐食性材料を使用する設計とする。常時海水を通水するコンク

リート構造物については，腐食を考慮した設計とする。使用時

に海水を通水する重大事故等対処設備は，海水の影響を考慮し

た設計とする。原則，淡水を通水するが，海水も通水する可能

性のある重大事故等対処設備は，可能な限り淡水を優先し，海

水通水を短期間とすることで，設備への海水の影響を考慮する。

また，海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計

とする。 

 発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施

設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって

人為によるものの選定に当たっては，網羅的に抽出するために，

発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内

下防止，転倒防止，固縛の措置をとる。操作は，中央制御室，

異なる区画若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計

とする。 

原子炉建物付属棟内及びその他の建物内の重大事故等対

処設備は，重大事故等時におけるそれぞれの場所の環境条件

を考慮した設計とする。また，地震による荷重を考慮して，

機能を損なわない設計とするとともに,可搬型重大事故等対

処設備は，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛

の措置をとる。操作は中央制御室, 異なる区画若しくは離れ

た場所又は設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

屋外及び建物屋上の重大事故等対処設備は，重大事故等時

における屋外の環境条件を考慮した設計とする。操作は，中

央制御室，離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

 

また，地震，風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮

し，機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故

等対処設備については，必要により当該設備の落下防止，転

倒防止，固縛の措置をとる。 

 

 

 

海水を通水する系統への影響に対しては，常時海水を通水

する，海に設置する，又は海で使用する重大事故等対処設備

は耐腐食性材料を使用する設計とする。常時海水を通水する

コンクリート構造物については，腐食を考慮した設計とす

る。使用時に海水を通水する重大事故等対処設備は，海水の

影響を考慮した設計とする。原則，淡水を通水するが，海水

も通水する可能性のある重大事故等対処設備は，可能な限り

淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への海

水の影響を考慮する。また，海から直接取水する際の異物の

流入防止を考慮した設計とする。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子

炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるものの選定に当たっては，網羅的に抽出

するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違  

【東海第二】  

⑤の相違 

・設計方針の相違  

【東海第二】  

⑤の相違 

2.3-17



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダ

ムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，

電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故

等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として選定する電

磁的障害に対しては，重大事故等対処設備は，重大事故等時に

おいても電磁波により機能を損なわない設計とする。 

 

重大事故等対処設備は，事故対応のために配置・配備してい

る自主対策設備を含む周辺機器等からの悪影響により機能を損

なわない設計とする。周辺機器等からの悪影響としては，地震，

火災，溢水による波及的影響を考慮する。 

溢水に対しては，重大事故等対処設備は，想定される溢水に

より機能を損なわないように，重大事故等対処設備の設置区画

の止水対策等を実施する。 

地震による荷重を含む耐震設計については，「2.1.2 耐震設計

の基本方針」に，火災防護については，「2.2 火災による損傷の

防止」に示す。 

 

 

(2) 重大事故等対処設備の設置場所（第四十三条 第１項 第六号） 

 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場

合においても操作及び復旧作業に支障がないように，放射線量

の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場

所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設

計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所か

ら遠隔で操作可能な設計，又は中央制御室遮蔽区域内である中

央制御室から操作可能な設計とする。 

(3) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所（第四十三条 第３項 

第四号） 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生

した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないよ

うに，放射線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当

該設備の設置場所への遮蔽の設置等により，当該設備の設置及

び常設設備との接続が可能な設計とする。 

外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダ

ムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，

電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故

等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として選定する電

磁的障害に対しては，重大事故等対処設備は，重大事故等時に

おいても電磁波により機能を損なわない設計とする。 

 

 重大事故等対処設備は，事故対応のために配置・配備してい

る自主対策設備を含む周辺機器等からの悪影響により機能を損

なわない設計とする。周辺機器等からの悪影響としては，地震，

火災，溢水による波及的影響を考慮する。 

 溢水に対しては，重大事故等対処設備は，想定される溢水に

より機能を損なわないように，重大事故等対処設備の設置区画

の止水対策等を実施する。 

 地震による荷重を含む耐震設計については，「1.3.2 重大事故

等対処施設の耐震設計」に，津波（敷地に遡上する津波を含む。）

による荷重を含む耐津波設計については，「1.4.2 重大事故等対

処施設の耐津波設計」に，火災防護については，「1.5.2 重大事

故等対処施設の火災防護に関する基本方針」に示す。 

 (2) 重大事故等対処設備の設置場所（第四十三条 第１項 第

六号） 

  重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場

合においても操作及び復旧作業に支障がないように，放射線量

の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場

所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設

計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所か

ら遠隔で操作可能な設計，又は中央制御室遮蔽区域内である中

央制御室から操作可能な設計とする。 

 (3) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所（第四十三条 第３

項 第四号） 

  可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生

した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないよ

うに，放射線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当

該設備の設置場所への遮蔽の設置等により，当該設備の設置及

び常設設備との接続が可能な設計とする。  

関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物

（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，

有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズム等の事象を考慮する。これらの事

象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，重大

事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対す

る時間余裕の観点から，重大事故等対処設備に影響を与える

おそれがある事象として選定する電磁的障害に対しては，重

大事故等対処設備は，重大事故等時においても電磁波により

機能を損なわない設計とする。 

重大事故等対処設備は，事故対応のために配置・配備して

いる自主対策設備を含む周辺機器等からの悪影響により機

能を損なわない設計とする。周辺機器等からの悪影響として

は，地震，火災，溢水による波及的影響を考慮する。 

溢水に対しては，重大事故等対処設備は，想定される溢水

により機能を損なわないように，重大事故等対処設備の設置

区画の止水措置等を実施する。 

地震による荷重を含む耐震設計については，「2.1.2 耐震

設計の基本方針」に，火災防護については，「2.2 火災によ

る損傷の防止」に示す。 

 

 

(2) 重大事故等対処設備の設置場所（第四十三条 第１項 第六

号）  

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した

場合においても操作及び復旧作業に支障がないように，放射

線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の

設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操

作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは

離れた場所から遠隔で操作可能な設計，又は中央制御室遮蔽

区域内である中央制御室から操作可能な設計とする。 

(3) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所（第四十三条 第３項 

第四号） 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発

生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がな

いように，放射線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選

定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により，当該設備

の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 
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2.3.4 操作性及び試験・検査性【43 条 1‐二,三,四，43 条 3‐二,

六】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

二 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

四 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもの

のほか、次に掲げるものでなければならない。 

二 常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短

時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設

備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては、当該常

設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以

上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することがで

きるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じ

たものであること。 

六 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重

大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把

握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、

適切な措置を講じたものであること。 

（解釈） 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、本規程第３７条において想定する事故シーケンスグル

ープ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待で

きるものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想

定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをい

う。 

２ 第１項第３号の適用に当たっては、第１２条第４項の解釈に

準ずるものとする。 
 

2.3.4 操作性及び試験・検査性【43 条 1－二，三，四，43 条 3－

二，六】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条  

重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

 二 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 四 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるも

ののほか、次に掲げるものでなければならない。 

 二 常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては、当

該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、

二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用すること

ができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 六 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型

重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を

把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、

適切な措置を講じたものであること。 

（解釈） 

１ 第1項から第3項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、本規程第37条において想定する事故シーケンスグルー

プ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待でき

るものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想

定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをい

う。 

２ 第1項第3号の適用に当たっては、第12条第4項の解釈に準ず

るものとする。 
 

2.3.4 操作性及び試験・検査性【43 条 1‐二,三,四，43 条 3‐二,

六】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

二 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

四 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもの

のほか、次に掲げるものでなければならない。 

二 常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短

時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設

備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては、当該常

設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以

上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することがで

きるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じ

たものであること。 

六 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重

大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把

握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、

適切な措置を講じたものであること。 

（解釈） 

１ 第１項から第３項までに規定する「想定される重大事故等」

とは、本規程第３７条において想定する事故シーケンスグル

ープ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待で

きるものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想

定する格納容器破損モード、使用済燃料貯蔵槽内における想

定事故及び想定する運転停止中事故シーケンスグループをい

う。 

２ 第１項第３号の適用に当たっては、第１２条第４項の解釈に

準ずるものとする。 
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(1) 操作性の確保 

a.操作の確実性（第四十三条 第１項 第二号） 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した

場合においても操作を確実なものとするため，重大事故等時

の環境条件を考慮し，操作が可能な設計とする。（「2.3.3 環

境条件等」）操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確

保するとともに，確実な操作ができるよう，必要に応じて操

作足場を設置する。また，防護具，可搬型照明等は重大事故

等時に迅速に使用できる場所に配備する。 

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用い

られる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設

計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近

傍に保管できる設計とする。可搬型重大事故等対処設備は運

搬・設置が確実に行えるように，人力又は車両等による運搬，

移動ができるとともに，必要により設置場所にてアウトリガ

の張り出し又は輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計と

する。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出

した充電部への近接防止を考慮した設計とする。 

現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設

計とする。 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又

はより簡便な接続方式等，接続方式を統一することにより，

確実に接続が可能な設計とする。 

また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とす

る機器は，必要な時間内に操作できるように中央制御室での

操作が可能な設計とする。制御盤の操作器は運転員の操作性

を考慮した設計とする。 

想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設

備のうち動的機器については，その作動状態の確認が可能な

設計とする。 

 

b.系統の切替性（第四十三条 第１項 第四号） 

重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用途として

重大事故等に対処するために使用する設備は，通常時に使用

する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計とする。 

(1) 操作性の確保 

ａ．操作の確実性（第四十三条 第１項 第二号） 

  重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した

場合においても操作を確実なものとするため，重大事故等時

の環境条件を考慮し，操作が可能な設計とする。 

  操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保すると

ともに，確実な操作ができるよう，必要に応じて操作足場を

設置する。また，防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅

速に使用できる場所に配備する。 

  現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用い

られる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設

計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近

傍に保管できる設計とする。可搬型重大事故等対処設備は運

搬・設置が確実に行えるように，人力又は車両等による運搬，

移動ができるとともに，必要により設置場所にてアウトリガ

の張り出し又は輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

  現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計と

する。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出

した充電部への近接防止を考慮した設計とする。 

  現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設

計とする。 

  現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又

はより簡便な接続方式等，接続方式を統一することにより，

確実に接続が可能な設計とする。 

  また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とす

る機器は，必要な時間内に操作できるように中央制御室での

操作が可能な設計とする。制御盤の操作器は運転員の操作性

を考慮した設計とする。 

  想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設

備のうち動的機器については，その作動状態の確認が可能な

設計とする。 

 

ｂ．系統の切替性（第四十三条 第１項 第四号） 

  重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用途として

重大事故等に対処するために使用する設備は，通常時に使用

する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計とする。 

(1) 操作性の確保 

a.操作の確実性（第四十三条 第１項 第二号）  

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生し

た場合においても操作を確実なものとするため，重大事故

等時の環境条件を考慮し，操作が可能な設計とする（「2.3.3 

環境条件等 」）。操作する全ての設備に対し，十分な操作空

間を確保するとともに，確実な操作ができるよう，必要に

応じて操作足場を設置する。また，防護具，可搬型照明等

は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備する。 

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用

いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができ

る設計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセスルー

トの近傍に保管できる設計とする。可搬型重大事故等対処

設備は運搬・設置が確実に行えるように，人力又は車両等

による運搬，移動ができるとともに，必要により設置場所

にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が可能

な設計とする。 

現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計

とする。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため

露出した充電部への近接防止を考慮した設計とする。 

現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な

設計とする。 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続

又はより簡便な接続方式等，接続方式を統一することによ

り，確実に接続が可能な設計とする。 

また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要と

する機器は，必要な時間内に操作できるように中央制御室

での操作が可能な設計とする。制御盤の操作器は運転員の

操作性を考慮した設計とする。 

想定される重大事故等において操作する重大事故等対処

設備のうち動的機器については，その作動状態の確認が可

能な設計とする。 

 

b. 系統の切替性（第四十三条 第１項 第四号） 

重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用途として

重大事故等に対処するために使用する設備は，通常時に使用

する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計とする。 
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c.可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性（第四十

三条 第３項 第二号） 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものにつ

いては，容易かつ確実に接続できるように，ケーブルはボル

ト・ネジ接続又はより簡便な接続方式等を用い，配管は配管

径や内部流体の圧力によって，大口径配管又は高圧環境にお

いてはフランジを用い，小口径配管かつ低圧環境においては

より簡便な接続方式等を用いる設計とする。高圧窒素ガスボ

ンベ，タンクローリ等については，各々専用の接続方式を用

いる。また，発電用原子炉施設間で相互に使用することがで

きるように，6 号及び 7 号炉とも同一形状とするとともに，

同一ポンプを接続する配管は，口径を統一する等，複数の系

統での接続方式の統一も考慮する。 

 

d.発電所内の屋外道路及び屋内通路の確保（第四十三条 第３

項 第六号） 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重

大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握

するため，発電所内の道路及び通路が確保できるよう，以下

の設計とする。 

屋外及び屋内において，想定される重大事故等の対処に必

要な可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所及び

接続場所まで運搬するための経路，又は他の設備の被害状況

を把握するための経路（以下「アクセスルート」という。）は，

自然現象，発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの，溢水及び火災

を想定しても，運搬，移動に支障をきたすことのないよう，

迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

 

屋外及び屋内アクセスルートに対する自然現象について

は，網羅的に抽出するために，地震，津波に加え，発電所敷

地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基

準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森

林火災等の事象を考慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の

可能性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事

 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性（第四十

三条 第３項 第二号） 

  可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものにつ

いては，容易かつ確実に接続できるように，ケーブルはボル

ト・ネジ接続又はより簡便な接続方式等を用い，配管は配管

径や内部流体の圧力によって，大口径配管又は高圧環境にお

いてはフランジを用い，小口径配管かつ低圧環境においては

より簡便な接続方式等を用いる設計とする。窒素ボンベ，空

気ボンベ，タンクローリ等については，各々専用の接続方式

を用いる。また，同一ポンプを接続する配管は口径を統一す

ることにより，複数の系統での接続方式の統一も考慮する。 

 

 

 

ｄ．発電所内の屋外道路及び屋内通路の確保（第四十三条 第３

項 第六号） 

  想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重

大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握

するため，発電所内の道路及び通路が確保できるよう，以下

の設計とする。 

  屋外及び屋内において，アクセスルートは，自然現象，発

電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがあ

る事象であって人為によるもの，溢水及び火災を想定しても，

運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮し

て複数のアクセスルートを確保する。なお，想定される重大

事故等の収束に必要となる屋外アクセスルートは，基準津波

の影響を受けない防潮堤内に，基準地震動Ｓｓ及び敷地に遡

上する津波の影響を受けないルートを少なくとも１つ確保す

る。 

  屋外及び屋内アクセスルートに対する自然現象について

は，網羅的に抽出するために，地震，津波に加え，発電所敷

地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基

準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森

林火災等の事象を考慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の

可能性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事

 

c. 可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性（第四十

三条 第３項 第二号）  

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものに

ついては，容易かつ確実に接続できるように，ケーブルはボ

ルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式等を用い，配管は配

管径や内部流体の圧力によって，大口径配管又は高圧環境に

おいてはフランジを用い，小口径配管かつ低圧環境において

はより簡便な接続方式等を用いる設計とする。窒素ガスボン

ベ，空気ボンベ及びタンクローリ等については，各々専用の

接続方式を用いる。また，同一ポンプを接続する配管は，口

径を統一する等，複数の系統での接続方式の統一も考慮す

る。 

 

 

 

d. 発電所内の屋外道路及び屋内通路の確保（第四十三条 第

３項 第六号）  

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重

大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握

するため，発電所内の道路及び通路が確保できるよう，以下

の設計とする。 

屋外及び屋内において，想定される重大事故等の対処に必

要な可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所及

び接続場所まで運搬するための経路，又は他の設備の被害状

況を把握するための経路（以下「アクセスルート」という。）

は，自然現象，発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因

となるおそれがある事象であって人為によるもの，溢水及び

火災を想定しても，運搬，移動に支障をきたすことのないよ

う，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

 

屋外及び屋内アクセスルートに対する自然現象について

は，網羅的に抽出するために，地震，津波に加え，発電所敷

地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基

準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森

林火災等の事象を考慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 
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象進展に対する時間余裕の観点から，屋外アクセスルートに

影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風（台

風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪及び火山の影響を選定

する。なお，森林火災の出火原因となるのは，たき火やタバ

コ等の人為によるものが大半であることを考慮し，森林火災

については，人為によるもの（火災・爆発）として選定する。

また，地滑りについては，地震による影響に包絡される。 

 

 

 

 

屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその

周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわ

せる原因となるおそれがある事象であって人為によるものに

ついては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周

辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に

基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，

近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事象を考

慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の

可能性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，屋外アクセスルートに

影響を与えるおそれがある事象として選定する火災・爆発（森

林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等）及び

有毒ガスに対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルート

を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

象進展に対する時間余裕の観点から，屋外アクセスルートに

影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波（敷地に

遡上する津波を含む。），風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を選定

する。 

 

 

 

 

 

 

屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその

周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわ

せる原因となるおそれがある事象であって人為によるものに

ついては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周

辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に

基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，

近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事象を考

慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の

可能性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，屋外アクセスルートに

影響を与えるおそれがある事象として選定する飛来物（航空

機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，

船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した複数のアクセ

スルートを確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により

設計上考慮する必要はない。 

 

  電磁的障害に対しては，道路面が直接影響をうけることは

可能性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，屋外アクセスルートに

影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，洪水，

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山

の影響及び生物学的事象を選定する。なお，森林火災の出火

原因となるのは，たき火やタバコ等の人為によるものが大半

であることを考慮し，森林火災については，人為によるもの

（火災・爆発）として選定する。 

 

 

 

 

屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はそ

の周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為による

ものについては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及び

その周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文

献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，

爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障

害，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事

象を考慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の

可能性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，屋外アクセスルートに

影響を与えるおそれがある事象として選定する飛来物（航空

機落下），ダムの崩壊，火災・爆発（森林火災，近隣工場等

の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，

電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムに対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを

確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により

設計上考慮する必要はない。 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②，③の相違 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，故意に

よる大型航空機の衝突

その他のテロリズムに

対して，迂回路も考慮し

た複数のアクセスルー

トを確保 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・記載方針の相違 
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屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物

等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然

現象による影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並

びに火山の影響）を想定し，複数のアクセスルートの中から

状況を確認し，早期に復旧可能なアクセスルートを確保する

ため，障害物を除去可能なホイールローダを 4 台（予備 1 台）

保管，使用する。また，地震による屋外タンクからの溢水及

び降水に対しては，道路上への自然流下も考慮した上で，通

行への影響を受けない箇所にアクセスルートを確保する設計

とする。 

 

 

津波の影響については，基準津波による遡上域最大水位よ

りも高い位置にアクセスルートを確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ないことからアクセスルートへの影響はない。 

 

 

 

 

  屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物

等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然

現象による影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並

びに火山の影響）を想定し，複数のアクセスルートの中から

状況を確認し，早期に復旧可能なアクセスルートを確保する

ため，障害物を除去可能なホイールローダを 1 セット 2 台使

用する。ホイールロ一ダの保有数は，1 セット 2 台，故障時

及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 3 台

の合計 5 台を分散して保管する設計とする。また，地震によ

る屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，道路上への自

然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所にアク

セスルートを確保する設計とする。 

  津波の影響については，敷地に遡上する津波による遡上高

さに対して十分余裕を見た高さに高所のアクセスルートを確

保する設計とする。 

 

 

 

 

また，高潮に対しては，通行への影響を受けない敷地高さ

にアクセスルートを確保する設計とする。 

 

 

  凍結，森林火災，飛来物（航空機落下），爆発，近隣工場等

の火災，有毒ガス，船舶の衝突に対しては，迂回路も考慮し

た複数のアクセスルートを確保する設計とする。落雷に対し

ては，道路面が直接影響を受けることはないため，さらに生

物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，アクセスル

ートへの影響はない。 

 

 

 

 

電磁的障害に対しては道路面が直接影響を受けることは

ないことから，アクセスルートへの影響はない。 

 

 

 

 

屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物

等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自

然現象による影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪

並びに火山の影響）を想定し，複数のアクセスルートの中か

ら状況を確認し，早期に復旧可能なアクセスルートを確保す

るため，障害物を除去可能なホイールローダを２台（予備１

台）保管，使用する。 

また，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対して

は，道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受

けない箇所にアクセスルートを確保する設計とする。 

 

 

津波の影響については，基準津波に対し防波壁の内側にア

クセスルートを確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地滑り，飛来物（航空機落下），火災・爆発（森林火災，

近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス及

び船舶の衝突に対しては，迂回路も考慮した複数のアクセス

ルートを確保する設計とする。落雷に対しては，道路面が直

接影響を受けることはないため，さらに生物学的事象に対し

ては，容易に排除可能なため，アクセスルートへの影響はな

い。 

 

 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，設計上

考慮不要な事象である

ことを記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，基準津

波が一部敷地レベルを

超えるため，防波壁の内

側にアクセスルートを

確保 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，凍結に

対して融雪剤を配備し，

車両については走行可

能なタイヤを装着する

ことにより通行性を確

保する 
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屋外のアクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩

壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを

想定した上で，ホイールローダによる崩壊箇所の仮復旧を行

うことで，通行性を確保できる設計とする。また，不等沈下

等に伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩和

対策等を行う，迂回する，又は砕石による段差解消対策によ

り対処する設計とする。 

 

屋外アクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち，低温

（凍結）及び積雪に対して，道路については融雪剤を配備し，

車両については走行可能なタイヤを装着することにより通行

性を確保できる設計とする。なお，融雪剤の配備等について

は，『「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事

故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料（以

下「技術的能力説明資料」という）1.0 重大事故等対策にお

ける共通事項』に示す。 

 

 

 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる大規模損壊発生時の消火活動等について

は，「技術的能力説明資料 2.大規模な自然災害又は故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応」に示す。 

 

屋外アクセスルートの地震発生時における，火災の発生防

止策（可燃物収納容器の固縛による転倒防止）及び火災の拡

大防止策（大量の可燃物を内包する変圧器の防油堤の設置）

については，「火災防護計画」に定める。 

屋内アクセスルートは，自然現象として選定する津波，風

（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象による影響に対して，外部からの衝撃によ

る損傷の防止が図られた建屋内に確保する設計とする。なお，

森林火災の出火原因となるのは，たき火やタバコ等の人為に

よるものが大半であることを考慮し，森林火災については，

人為によるもの（火災・爆発）として選定する。 

 

 

  屋外アクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊

及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想

定した上で，ホイールローダによる崩壊箇所の復旧又は迂回

路の通行を行うことで，通行性を確保できる設計とする。ま

た，不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所において

は，段差緩和対策等を行う設計とする。 

 

 

  屋外アクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及

び積雪に対して，道路については融雪剤を配備し，車両につ

いてはタイヤチェーン等を装着することにより通行性を確保

できる設計とする。なお，地震による薬品タンクからの漏え

いに対しては，必要に応じて薬品防護具の着用により通行す

る。なお，融雪剤の配備等については，「添付書類十 5.1重

大事故等対策」に示す。 

 

 

 

 

 

  大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる大規模損壊発生時の消火活動等について

は，「添付書類十 5.2大規模な自然災害又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における事項」に

示す。 

  屋外アクセスルートの地震発生時における，火災の発生防

止策（可燃物収納容器の固縛による転倒防止）及び火災の拡

大防止策（大量の可燃物を内包する変圧器の防油堤の設置）

については，「火災防護計画」に定める。 

  屋内アクセスルートは，自然現象として選定する津波（敷

地に遡上する津波を含む。），風（台風），竜巻，凍結，降水，

積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮

による影響に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建屋内に確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩

壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達すること

を想定した上で，ホイールローダによる崩壊箇所の仮復旧を

行うことで，通行性を確保できる設計とする。また，不等沈

下等に伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩

和対策等を行う，迂回する，又は砕石による段差解消対策に

より対処する設計とする。 

 

屋外アクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち，凍結

及び積雪に対して，道路については融雪剤を配備し，車両に

ついては走行可能なタイヤを装着することにより通行性を

確保できる設計とする。また，地震による薬品タンクからの

漏えいに対しては，必要に応じて薬品防護具の着用により通

行する。なお，融雪剤の配備等については，『「実用発電用原

子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に

係る審査基準」に係る適合状況説明資料（以下「技術的能力

説明資料」という）1.0重大事故等対策における共通事項』

に示す。 

 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる大規模損壊発生時の消火活動等につ

いては，「技術的能力説明資料 2. 大規模な自然災害又は故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応」に

示す。 

屋外アクセスルートの地震発生時における，火災の発生防

止策（可燃物収納容器の固縛による転倒防止）及び火災の拡

大防止策（大量の可燃物を内包する変圧器の防油堤の設置）

については，「火災防護計画」に定める。 

屋内アクセスルートは，自然現象として選定する津波，風

（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の

影響，生物学的事象による影響に対して，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に確保する設計とする。な

お，森林火災の出火原因となるのは，たき火やタバコ等の人

為によるものが大半であることを考慮し，森林火災について

は，人為によるもの（火災・爆発）として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，薬品タ

ンクの漏えいに対して

必要に応じて薬品防護

具を着用する運用とし

ている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

・選定事象の相違 

【東海第二】 
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また，発電所敷地又はその周辺における発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって

人為によるものとして選定する火災・爆発（森林火災，近隣

工場等の火災・爆発，航空機落下火災等）及び有毒ガスに対

して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に

確保する設計とする。 

 

屋内アクセスルートにおいては，機器からの溢水に対して

適切な防護具を着用する。また，地震時に通行が阻害されな

いように，アクセスルート上の資機材の固縛，転倒防止対策

及び火災の発生防止対策を実施する。万一通行が阻害される

場合は迂回する，又は乗り越える。 

 

屋外及び屋内アクセスルートにおいては，被ばくを考慮し

た放射線防護具の配備を行い,移動時及び作業時の状況に応

じて着用する。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動の

ため可搬型照明設備を配備する。これらの運用については，

「技術的能力説明資料 1.0 重大事故等対策における共通事

項」に示す。 

 

(2) 試験・検査性（第四十三条 第１項 第三号） 

重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，発

電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検，試験

又は検査を実施できるよう，機能・性能の確認，漏えいの有無

の確認，分解点検等ができる構造とする。また，接近性を考慮

して必要な空間等を備え，構造上接近又は検査が困難である箇

所を極力少なくする。 

試験及び検査は，使用前検査，施設定期検査，定期安全管理

検査及び溶接安全管理検査の法定検査に加え，保全プログラム

に基づく点検が実施可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備

は，発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，運

転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設計とする。また，

多様性又は多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独

立して試験又は検査ができる設計とする。 

代替電源設備は，電気系統の重要な部分として，適切な定期

 

 

また，発電所敷地又はその周辺における発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって

人為によるものとして選定する飛来物（航空機落下），爆発，

近隣工場等の火災，有毒ガス及び船舶の衝突に対して，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する設

計とする。 

 

  屋内アクセスルートにおいては，機器からの溢水に対して

アクセスルートでの被ばくを考慮した放射線防護具を着用す

る。また，地震時に通行が阻害されないように，アクセスル

ート上の資機材の固縛，転倒防止対策及び火災の発生防止対

策を実施する。万一通行が阻害される場合は迂回する又は乗

り越える。 

  屋外及び屋内アクセスルートにおいては，被ばくを考慮し

た放射線防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応

じて着用する。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動の

ため可搬型照明設備を配備する。これらの運用については，

「添付書類十 5.1重大事故等対策」に示す。 

 

 

 (2) 試験・検査性（第四十三条 第１項 第三号） 

  重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，

発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検，

試験又は検査を実施できるよう，機能・性能の確認，漏えい

の有無の確認，分解点検等ができる構造とする。また，接近

性を考慮して必要な空間等を備え，構造上接近又は検査が困

難である箇所を極力少なくする。 

  試験及び検査は，使用前検査，施設定期検査，定期安全管

理検査及び溶接安全管理検査の法定検査に加え，保全プログ

ラムに基づく点検が実施可能な設計とする。 

  発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設

備は，発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，

運転中に定期的な試験又は検査ができる設計とする。また，

多様性又は多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が

独立して試験又は検査ができる設計とする。 

  代替電源設備は，電気系統の重要な部分として，適切な定

 

 

 

また，発電所敷地又はその周辺における発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であっ

て人為によるものとして選定する飛来物（航空機落下），火

災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下

火災等），有毒ガス及び船舶の衝突に対して，外部からの衝

撃による損傷の防止が図られた建物内に確保する設計とす

る。 

屋内アクセスルートにおいては，機器からの溢水に対して

適切な防護具を着用する。また，地震時に通行が阻害されな

いように，アクセスルート上の資機材の固縛，転倒防止対策

及び火災の発生防止対策を実施する。万一通行が阻害される

場合は迂回する，又は乗り越える。 

 

屋外及び屋内アクセスルートにおいては，被ばくを考慮し

た放射線防護具の配備を行い,移動時及び作業時の状況に応

じて着用する。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動の

ため可搬型照明設備を配備する。これらの運用については，

「技術的能力説明資料 1.0 重大事故等対策における共通事

項」に示す。 

 

(2) 試験・検査性（第四十三条 第１項 第三号） 

重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，

発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検，

試験又は検査を実施できるよう，機能・性能の確認，漏えい

の有無の確認，分解点検等ができる構造とする。また，接近

性を考慮して必要な空間等を備え，構造上接近又は検査が困

難である箇所を極力少なくする。 

試験及び検査は，使用前検査，使用前事業者検査及び定期

事業者検査の法定検査に加え，保全プログラムに基づく点検

が実施可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設

備は，発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，

運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設計とする。ま

た，多様性又は多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々

が独立して試験又は検査ができる設計とする。 

 ④の相違 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子力規制検査の反映 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，2020

年４月に導入された原

子力規制検査を反映し

ている 
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試験及び検査が可能な設計とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，

原則として分解・開放（非破壊検査を含む。）が可能な設計とし，

機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮する

ことにより，分解・開放が不要なものについては外観の確認が

可能な設計とする。 

 

 

 

 

期試験及び検査が可能な設計とする。 

  構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，

原則として分解・開放（非破壊検査を含む。）が可能な設計と

し，機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考

慮することにより，分解・開放が不要なものについては外観

の確認が可能な設計とする。 

代替電源設備は，電気系統の重要な部分として，適切な定

期試験及び検査が可能な設計とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，

原則として分解・開放（非破壊検査を含む。）が可能な設計と

し，機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考

慮することにより，分解・開放が不要なものについては外観

の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3-26



 

まとめ資料比較表 〔44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉では，原子炉緊急停止失敗時において，格納容器圧力高により高圧炉心スプレイ系，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系が自動起動する

②
柏崎6/7，東海第二は起動阻止スイッチ１つで，自動減圧系及び代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）を起動阻止する設計としているが，島根２号炉は自動減圧系，代替自
動減圧ロジック（代替自動減圧機能）の各々に阻止スイッチを設置している

③ 柏崎6/7はＡＢＷＲであり，電動駆動を有するため，水圧駆動を識別しているが，島根２号炉はＢＷＲであり水圧駆動のみのため，識別をしていない

④

柏崎6/7号炉はＡＢＷＲであり，原子炉冷却材再循環ポンプは慣性が小さく，10台全台を同時に停止させると冷却能力の低下を招くことから，原子炉水位低（レベル３）の信号に
より，原子炉冷却材再循環ポンプ４台を自動停止し，原子炉水位低（レベル２）の信号により，原子炉冷却材再循環ポンプ６台を自動停止する設計としているが，島根２号炉は原
子炉再循環ポンプの電動機の電源が喪失後，炉心冷却水流量が急激に減少しないように十分な慣性を有する設計としており，原子炉水位低（レベル２）で原子炉再循環ポンプ２台
を停止させる設計としている

⑤
東海第二は，再循環流量を流量制御弁の開度調整で行っており，低出力では低速度用電源，ある出力以上では所内高圧母線電源に切替えて使用しているが，島根２号炉は原子炉再
循環ポンプの速度を制御することで再循環流量を調整している

⑥ 島根２号炉は高圧炉心注水系を経由せず，炉心底部から注入する

⑦ 島根２号炉の原子炉保護系はディジタルではなく，アナログである

⑧ 島根２号炉のＡＴＷＳ緩和設備は直流電源から給電しており，原子炉保護系は交流電源から給電していることから，電源の多様性を図っている。柏崎6/7と電源構成の違いはない

⑨ 設備設計の相違によるインターロックの相違

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

【44 条】 

【設置許可基準規則】 

（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備） 

第四十四条 発電用原子炉施設には，運転時の異常な過渡変化時

において発電用原子炉の運転を緊急に停止することができな

い事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した

場合においても炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷

却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持する

とともに，発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な設

備を設けなければならない。 

 

（解釈）  

1  第 44 条に規定する「発電用原子炉の運転を緊急に停止する

ことができない事象が発生するおそれがある場合」とは，発電

用原子炉が緊急停止していなければならない状況にもかかわ

らず，原子炉出力又は原子炉圧力等のパラメータの変化から緊

急停止していないことが推定される場合のことをいう。 

2  第 44 条に規定する「発電用原子炉を未臨界に移行するため

に必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（1）BWR 

a）センサー出力から最終的な作動装置の入力までの原子

炉スクラム系統から独立した代替反応度制御棒挿入回

路（ARI）を整備すること。 

b）上記 1 の「発電用原子炉の運転を緊急に停止すること

ができない事象が発生するおそれがある場合」に，原子

炉出力を制御するため，原子炉冷却材再循環ポンプを自

動で停止させる装置を整備すること。 

c）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備

（SLCS）を整備すること。 

（2）PWR 

a）上記 1 の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することが

できない事象が発生するおそれがある場合」に，原子炉出

力を抑制するため，補助給水系ポンプを自動的に起動させ

る設備及び蒸気タービンを自動で停止させる設備を整備

すること。 

 

6.7 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 個別設備の設計方針 

3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

【44 条】 

【設置許可基準規則】 

(緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備) 

第四十四条 発電用原子炉施設には、運転時の異常な過渡変化

時において発電用原子炉の運転を緊急に停止することができ

ない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生し

た場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉

冷却材圧カバウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持す

るとともに、発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な

設備を設けなければならない。 

 

(解釈) 

1 第 44 条に規定する「発電用原子炉の運転を緊急に停止する

ことができない事象が発生するおそれがある場合」とは、発電

用原子炉が緊急停止していなければならない状況にもかかわ

らず、原子炉出力又は原子炉圧力等のパラメータの変化から緊

急停止していないことが推定される場合のことをいう。 

2 第 44 条に規定する「発電用原子炉を未臨界に移行するため

に必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

(1)BWR 

a)センサー出力から最終的な作動装置の入力までの原子炉

スクラム系統から独立した代替反応度制御棒挿入回路

(ARI)を整備すること。 

b)上記 1の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することがで

きない事象が発生するおそれがある場合」に、原子炉出力

を制御するため、原子炉冷却材再循環ポンプを自動で停止

させる装置を整備すること。 

c)十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備(SLCS)

を整備すること。 

(2)PWR 

a)上記 1の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することがで

きない事象が発生するおそれがある場合」に、原子炉出力

を抑制するため、補助給水系ポンプを自動的に起動させる

設備及び蒸気タービンを自動で停止させる設備を整備する

こと。 
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b)上記 1 の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することがで

きない事象が発生するおそれがある場合」には，化学体積

制御設備又は非常用炉心冷却設備による十分な量のほう酸

水注入を実施する設備を整備すること。 

 

3.1.1 適合方針 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運転を

緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある

場合又は当該事象が発生した場合においても炉心の著しい損

傷を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉

格納容器の健全性を維持するとともに，発電用原子炉を未臨

界にするために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設

備の説明図及び系統概要図を第 3.1－1 図から第 3.1－3 図に

示す。 

 

3.1.1.1 重大事故等対処設備 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

のうち，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の

健全性を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界に移行し，

炉心の著しい損傷を防止するための設備として，ATWS 緩和設

備（代替制御棒挿入機能），ATWS 緩和設備（代替冷却材再循

環ポンプ・トリップ機能）及びほう酸水注入系を設ける。 

なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，

高圧炉心注水系及び低圧注水系から大量の冷水が注水され出

力の急激な上昇につながるため，自動減圧系の起動阻止スイ

ッチにより自動減圧系及び代替自動減圧ロジック（代替自動

減圧機能）による自動減圧を阻止する。自動減圧系の起動阻

止スイッチについては，「3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧するための設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.1 概 要 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運転を緊

急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合

又は当該事象が発生した場合においても炉心の著しい損傷を防

止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器

の健全性を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界に移行す

るために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備の

系統概要図を第 6.7－1図から第 6.7－5図に示す。 

 

 

6.7.2 設計方針 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備の

うち，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全

性を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界に移行し，炉心

の著しい損傷を防止するための設備として，ＡＴＷＳ緩和設備

（代替制御棒挿入機能），ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポン

プトリップ機能）及びほう酸水注入系を設ける。 

なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，高

圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心

スプレイ系から大量の冷水が注水され，出力の急激な上昇につ

ながるため，自動減圧系の起動阻止スイッチにより自動減圧系

及び過渡時自動減圧機能による自動減圧を阻止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)上記 1の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することがで

きない事象が発生するおそれがある場合」には、化学体積

制御設備又は非常用炉心冷却設備による十分な量のほう酸

水注入を実施する設備を整備すること。 

 

3.1.1適合方針 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運転を

緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある

場合又は当該事象が発生した場合においても炉心の著しい損

傷を防止するため,原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉

格納容器の健全性を維持するとともに,発電用原子炉を未臨

界に移行するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

の説明図及び系統概要図を第 3.1-1図から第 3.1-3図に示す。 

 

 

3.1.1.1重大事故等対処設備 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

のうち，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の

健全性を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界に移行し，

炉心の著しい損傷を防止するための設備として，ＡＴＷＳ緩

和設備（代替制御棒挿入機能），ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子

炉再循環ポンプトリップ機能）及びほう酸水注入系を設ける。 

なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，

高圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード）及び

低圧炉心スプレイ系から大量の冷水が注水され出力の急激な

上昇につながるため，自動減圧起動阻止スイッチ及び代替自

動減圧起動阻止スイッチにより自動減圧系及び代替自動減圧

ロジック（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻止する。

自動減圧起動阻止スイッチ及び代替自動減圧起動阻止スイッ

チについては,「3.3原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する

ための設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉では，原子

炉緊急停止失敗時にお

いて，格納容器圧力高に

より高圧炉心スプレイ

系，残留熱除去系及び低

圧炉心スプレイ系が自

動起動する（以下，①の

相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 柏崎 6/7，東海第二は
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(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

a. ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）による制御棒緊急挿入 

 

発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない

状況にもかかわらず，原子炉出力，原子炉圧力等のパラメー

タの変化から緊急停止していないことが推定される場合の重

大事 故等対処設備として，ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入

機能）を使用する。 

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器（原子炉

圧力及び原子炉水位），論理回路，代替制御棒挿入機能用電磁

弁等で構成し，原子炉圧力高又は原子炉水位低（レベル 2）の

信号により，全制御棒を全挿入させて発電用原子炉を未臨界

にできる設計とする。また，ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入

機能）は，中央制御室の操作スイッチを手動で操作すること

で作動させることができる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ．ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）による制御棒緊急 

挿入 

発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない

状況にもかかわらず，原子炉出力，原子炉圧力等のパラメータ

の変化から緊急停止していないことが推定される場合の重大

事故等対処設備として，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機

能）を使用する。 

    ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器（原子

炉圧力及び原子炉水位），論理回路，代替制御棒挿入機能用電

磁弁等で構成し，原子炉圧力高又は原子炉水位異常低下（レベ

ル２）の信号により，全制御棒を全挿入させて発電用原子炉を

未臨界にできる設計とする。また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制

御棒挿入機能）は，中央制御室の操作スイッチを手動で操作す

ることで作動させることができる設計とする。 

 

  主要な設備は，以下のとおりとする。 

 ・ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッ    

 チ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)フロントライン系故障時に用いる設備 

a. ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）による制御棒緊急 

挿入 

発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない

状況にもかかわらず，原子炉出力,原子炉圧力等のパラメータ

の変化から緊急停止していないことが推定される場合の重大

事故等対処設備として，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入

機能）を使用する。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器(原子

炉圧力及び原子炉水位)，論理回路，代替制御棒挿入機能用電

磁弁等で構成し，原子炉圧力高又は原子炉水位低(レベル２)

の信号により，全制御棒を全挿入させて発電用原子炉を未臨

界にできる設計とする。また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御

棒挿入機能）は，中央制御室の操作スイッチを手動で操作す

ることで作動させることができる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

 

 

 

 

 

 

 

起動阻止スイッチ１つ

で，自動減圧系及び代替

自動減圧ロジック（代替

自動減圧機能）を起動阻

止する設計としている

が，島根２号炉は自動減

圧系，代替自動減圧ロジ

ック（代替自動減圧機

能）の各々に阻止スイッ

チを設置している（以

下，②の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，手動ス

イッチをＡＴＷＳ緩和

設備（代替制御棒挿入機 

能）の一部として整理 
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その他，設計基準対象施設である制御棒駆動系水圧制御ユ

ニット及び設計基準事故対処設備である制御棒，制御棒駆動

機構（水圧駆動）を重大事故等対処設備として使用し，設計

基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重大事故等対

処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

 

 

 

 

 

b. 原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制 

 

発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない

状況にもかかわらず，原子炉出力，原子炉圧力等のパラメー

タの変化から緊急停止していないことが推定される場合の重

大事故等対処設備として，ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環

ポンプ・トリップ機能）を使用する。 

 

ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）

は，検出器（原子炉圧力及び原子炉水位），論理回路，原子炉

冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置（停止に必要な部位）

等で構成し，原子炉圧力高又は原子炉水位低（レベル 3）の信

号により冷却材再循環ポンプ 4 台を自動停止し，原子炉水位

低（レベル 2）の信号により冷却材再循環ポンプ 6 台を自動

停止させて，発電用原子炉の出力を制御できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 ・制御棒（6.1.2 原子炉停止系） 

 ・制御棒駆動機構（6.1.2 原子炉停止系） 

 ・制御棒駆動系水圧制御ユニット（6.1.2 原子炉停止系） 

 

 

 

 

  その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を

重大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制 

 

  発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状

況にもかかわらず，原子炉出力，原子炉圧力等のパラメータの

変化から緊急停止していないことが推定される場合の重大事故

等対処設備として，ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプト

リップ機能）を使用する。 

 

  ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，

検出器（原子炉圧力及び原子炉水位），論理回路，再循環系ポン

プ遮断器及び低速度用電源装置遮断器で構成し，原子炉圧力高

又は原子炉水位異常低下（レベル２）の信号により再循環系ポ

ンプ 2 台を自動停止させて，発電用原子炉の出力を抑制できる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・制御棒 

・制御棒駆動機構 

・制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

 

 

 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備

を重大事故等対処設備(設計基準拡張)として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制 

 

発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない

状況にもかかわらず，原子炉出力，原子炉圧力等のパラメー

タの変化から緊急停止していないことが推定される場合の重

大事故等対処設備として，ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再

循環ポンプトリップ機能）を使用する。 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）

は，検出器(原子炉圧力及び原子炉水位)，論理回路，原子炉

再循環ポンプトリップ遮断器等で構成し，原子炉圧力高又は

原子炉水位低（レベル２）の信号により，原子炉再循環ポン

プ２台を自動停止させて，発電用原子炉の出力を制御できる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・記載構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，制御

棒，制御棒駆動機構，制

御棒駆動水圧系水圧制

御ユニットを主要設備

として整理 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 はＡＢＷＲ

であり，電動駆動を有す

るため，水圧駆動を識別

しているが，島根２号炉

はＢＷＲであり水圧駆

動のみのため，識別をし

ていない（以下，③の相

違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 号炉はＡＢ

ＷＲであり，原子炉冷却

材再循環ポンプは慣性

が小さく，10 台全台を

同時に停止させると冷

却能力の低下を招くこ

とから，原子炉水位低

（レベル３）の信号によ

り，原子炉冷却材再循環
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また，ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ

機能）は，自動で停止しない場合に，中央制御室の操作スイ

ッチを手動で操作することで，冷却材再循環ポンプを停止さ

せることができる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）

は，自動で停止しない場合に，中央制御室の操作スイッチを手

動で操作することで，再循環系ポンプを停止させることができ

る設計とする。 

 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能） 

・再循環系ポンプ遮断器手動スイッチ 

・低速度用電源装置遮断器手動スイッチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリッ

プ機能）は，自動で停止しない場合に，中央制御室の操作ス

イッチを手動で操作することで，原子炉再循環ポンプを停止

させることができる設計とする。 

 

主要な設備は,以下のとおりとする。 

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能） 

 

 

ポンプ４台を自動停止

し，原子炉水位低（レベ

ル２）の信号により，原

子炉冷却材再循環ポン

プ６台を自動停止する

設計としているが，島根

２号炉は原子炉再循環

ポンプの電動機の電源

が喪失後，炉心冷却水流

量が急激に減少しない

ように十分な慣性を有

する設計としており，原

子炉水位低（レベル２）

で原子炉再循環ポンプ

２台を停止させる設計

としている（以下，④の

相違） 

【東海第二】 

東海第二は，再循環流

量を流量制御弁の開度

調整で行っており，低出

力では低速度用電源，あ

る出力以上では所内高

圧母線電源に切替えて

使用しているが，島根２

号炉は原子炉再循環ポ

ンプの速度を制御する

ことで再循環流量を調

整している（以下，⑤の

相違） 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備

を重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. ほう酸水注入 

原子炉緊急停止系の機能が喪失した場合の重大事故等対処

設備として，ほう酸水注入系を使用する。 

ほう酸水注入系は，ほう酸水注入系ポンプ，ほう酸水注入

系貯蔵タンク，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，ほう

酸水注入系ポンプにより，ほう酸水を高圧炉心注水系等を経

由して原子炉圧力容器へ注入することで，発電用原子炉を未

臨界にできる設計とする。 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ほう酸水注入系ポンプ 

・ほう酸水注入系貯蔵タンク 

本系統の流路として，ほう酸水注入系の配管及び弁並びに

高圧炉心注水系の配管，弁及びスパージャを重大事故等対処

 

 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を

重大事故等対処設備として使用する。 

 

ｃ．自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止     

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運転を緊

急に停止することが出来ない事象が発生した場合に，自動減圧

系の起動阻止スイッチを 2 個作動させることで発電用原子炉の

自動による減圧を防止する設計とする。 

 

 

 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・自動減圧系の起動阻止スイッチ 

  その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を

重大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

ｄ．ほう酸水注入 

  原子炉緊急停止系の機能が喪失した場合の重大事故等対処設

備として，ほう酸水注入系を使用する。 

  ほう酸水注入系は，ほう酸水注入ポンプ，ほう酸水貯蔵タン

ク，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，ほう酸水注入ポン

プにより，ほう酸水を原子炉圧力容器へ注入することで，発電

用原子炉を未臨界にできる設計とする。 

 

 

 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ほう酸水注入ポンプ 

 ・ほう酸水貯蔵タンク 

    本系統の流路として，ほう酸水注入系の配管及び弁を重大事

故等対処設備として使用する。 

 

 

 

その他,設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備

を重大事故等対処設備(設計基準拡張)として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.ほう酸水注入 

原子炉保護系，制御棒，制御棒駆動機構，制御棒駆動水圧

系水圧制御ユニットの機能が喪失した場合の重大事故等対処

設備として，ほう酸水注入系を使用する。 

ほう酸水注入系は，ほう酸水注入ポンプ，ほう酸水貯蔵タン

ク，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，ほう酸水注入ポ

ンプにより，ほう酸水を原子炉圧力容器へ注入することで，

発電用原子炉を未臨界にできる設計とする。 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ほう酸水注入ポンプ 

・ほう酸水貯蔵タンク 

本系統の流路として，ほう酸水注入系の配管及び弁並びに

差圧検出･ほう酸水注入系配管を重大事故等対処設備として

島根２号炉は，手動ス

イッチをＡＴＷＳ緩和

設備（代替原子炉再循環

ポンプトリップ機能）の

一部として整理 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

②の相違 

島根２号炉は，自動減

圧起動阻止スイッチ及

び代替自動減圧起動阻

止スイッチを 46 条で記

載する整理としている 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

②の相違 

島根２号炉は，自動減

圧起動阻止スイッチ及

び代替自動減圧起動阻

止スイッチを 46 条で記

載する整理としている 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は高圧炉 

心注水系を経由せず，炉

心底部から注入する（以

下，⑥の相違） 

 

 

 

・設備の相違 
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設備として使用する。 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事

故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備である非

常用交流電源設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）と

して使用する。 

 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

の主要機器仕様を第 3.1－1 表に示す。 

 

原子炉圧力容器については，「3.20 原子炉圧力容器」に記

載する。 

非常用交流電源設備については，「3.14 電源設備」に記載

する。 

 

3.1.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，原子炉緊急停止

系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，論理回

路をアナログ回路で構築することで，ディジタル回路で構築

する原子炉緊急停止系に対して多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器から代替

制御棒挿入機能用電磁弁まで原子炉緊急停止系に対して独立

 

 

  その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器及び非常用

交流電源設備を重大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

    原子炉圧力容器については，「3.4 原子炉圧力容器」に

記載する。 

  非常用交流電源設備については，「10.1 非常用電源設備」

に記載する。 

 

6.7.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）の電源は，所内常

設直流電源設備から給電することで，非常用交流電源設備から

給電する原子炉緊急停止系の論理回路の交流電源に対して多様

性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器から代

替制御棒挿入機能用電磁弁まで原子炉緊急停止系に対して独立

使用する。 

 

その他,設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事

故等対処設備として使用し,設計基準事故対処設備である非

常用交流電源設備を重大事故等対処設備(設計基準拡張)とし

て使用する。 

 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

の主要機器仕様を第 3.1-1表に示す。 

 

原子炉圧力容器については,「3.20 原子炉圧力容器」に記

載する。 

非常用交流電源設備については,「3.14 電源設備」に記載

する。 

 

3.1.1.1.1多様性，位置的分散 

基本方針については,「2.3.1 多様性,位置的分散,悪影響防止

等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）の論理回路の電

源は，非常用直流電源設備から給電することで，非常用交流

電源設備から給電する原子炉保護系の論理回路の交流電源に

対して多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器から

代替制御棒挿入機能用電磁弁まで原子炉保護系に対して独立

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の原子炉

保護系はディジタルで

はなく，アナログである

（以下，⑦の相違） 

 

・記載内容の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のＡＴＷ

Ｓ緩和設備は直流電源

から給電しており，原子

炉保護系は交流電源か

ら給電していることか

ら，電源の多様性を図っ

ている。柏崎 6/7と電源

構成の違いはない 

（以下，⑧の相違） 
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した構成とすることで，原子炉緊急停止系と共通要因によっ

て同時に機能を損なわない設計とする。 

また，ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，原子炉緊

急停止系の電源と電気的に分離することで，共通要因によっ

て同時に機能を損なわない設計とする。 

ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）

は，原子炉緊急停止系と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，論理回路をアナログ回路で構築することで，デ

ィジタル回路で構築する原子炉緊急停止系に対して多様性を

有する設計とする。 

 

 

 

 

 

ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）

は，検出器から原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装

置（停止に必要な部位）まで原子炉緊急停止系に対して独立

した構成とすることで，共通要因によって同時に機能を損な

わない設計とする。 

また，ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ

機能）は，原子炉緊急停止系の電源と電気的に分離すること

で，原子炉緊急停止系と共通要因によって同時に機能を損な

わない設計とする。 

ほう酸水注入系は，制御棒，制御棒駆動機構（水圧駆動）

及び制御棒駆動系水圧制御ユニットと共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ほう酸水注入系ポンプを非常用交

流電源設備からの給電により駆動することで，アキュムレー

タにより駆動する制御棒，制御棒駆動機構（水圧駆動）及び

制御棒駆動系水圧制御ユニットに対して多様性を有する設計

とする。 

ほう酸水注入系ポンプ及びほう酸水注入系貯蔵タンクは，

原子炉建屋原子炉区域内の制御棒，制御棒駆動機構（水圧駆

動）及び制御棒駆動系水圧制御ユニットと異なる区画に設置

することで，制御棒，制御棒駆動機構（水圧駆動）及び制御

棒駆動系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に機能を

損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

した構成とすることで，原子炉緊急停止系と共通要因によって

同時に機能を損なわない設計とする。 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，原子炉

緊急停止系の電源と電気的に分離することで，共通要因によっ

て同時に機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）の電

源は，所内常設直流電源設備から給電することで，非常用交流

電源設備から給電する原子炉緊急停止系の論理回路の交流電源

に対して多様性を有する設計とする。 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，

検出器から再循環系ポンプ遮断器及び低速度用電源装置遮断器

まで原子炉緊急停止系に対して独立した構成とすることで，共

通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）

は，原子炉緊急停止系の電源と電気的に分離することで，原子

炉緊急停止系と共通要因によって同時に機能を損なわない設計

とする。 

ほう酸水注入系は，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動

系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，ほう酸水注入ポンプを非常用交流電源設備からの給電

により駆動することで，アキュムレータにより駆動する制御棒，

制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットに対して多

様性を有する設計とする。 

 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは，原子炉建屋

原子炉棟内の制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制

御ユニットと異なる区画に設置することで，制御棒，制御棒駆

動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットと共通要因によって

同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

 

した構成とすることで，原子炉保護系と共通要因によって同

時に機能を損なわない設計とする。 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，原子

炉保護系の電源と電気的に分離することで，共通要因によっ

て同時に機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）

の論理回路の電源は，非常用直流電源設備から給電すること

で，非常用交流電源設備から給電する原子炉保護系の論理回

路の交流電源に対して多様性を有する設計とする。 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）

は，検出器から原子炉再循環ポンプトリップ遮断器まで原子

炉保護系に対して独立した構成とすることで，共通要因によ

って同時に機能を損なわない設計とする。 

 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリッ

プ機能）は，原子炉保護系の電源と電気的に分離することで， 

原子炉保護系と共通要因によって同時に機能を損なわない設

計とする。 

ほう酸水注入系は,制御棒,制御棒駆動機構及び制御棒駆動

水圧系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に機能を損

なわないよう，ほう酸水注入ポンプを非常用交流電源設備か

らの給電により駆動することで，アキュムレータにより駆動

する制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御

ユニットに対して多様性を有する設計とする。 

 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは，原子炉建

物原子炉棟内の制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧

系水圧制御ユニットと異なる区画に設置することで，制御棒，

制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと共

通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 
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3.1.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器から代替

制御棒挿入機能用電磁弁まで，原子炉緊急停止系に対して独

立した構成とすることで，原子炉緊急停止系に悪影響を及ぼ

さない設計とする。また，ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機

能）は，原子炉緊急停止系の電源と電気的に分離することで，

原子炉緊急停止系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）

は，検出器から原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装

置（停止に必要な部位）まで，原子炉緊急停止系に対して独

立した構成とすることで，原子炉緊急停止系に悪影響を及ぼ

さない設計とする。また，ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環

ポンプ・トリップ機能）は，原子炉緊急停止系の電源と電気

的に分離することで，原子炉緊急停止系に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

ほう酸水注入系は，設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で，重大事故等対処設備として使用する

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

3.1.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

として使用する ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，想

定される重大事故等時において，原子炉圧力高の信号又は原

6.7.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器から代

替制御棒挿入機能用電磁弁まで，原子炉緊急停止系に対して独

立した構成とすることで，原子炉緊急停止系に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機

能）は，原子炉緊急停止系の電源と電気的に分離することで，

原子炉緊急停止系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）により動作する制

御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットは，

設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，

検出器から再循環系ポンプ遮断器及び低速度用電源装置遮断器

まで，原子炉緊急停止系に対して独立した構成とすることで，

原子炉緊急停止系に悪影響を及ぼさない設計とする。また，Ａ

ＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，原子

炉緊急停止系の電源と電気的に分離することで，原子炉緊急停

止系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

ほう酸水注入系は，設計基準対象施設として使用する場合と

同じ系統構成で，重大事故等対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，過渡時自動減圧機能と自

動減圧系で阻止スイッチ（ハードスイッチ）を共用しているが，

スイッチの接点で分離することで，自動減圧系に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

6.7.2.3 容 量 等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備と

して使用するＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，想

定される重大事故等時において，原子炉圧力高の信号又は原子

3.1.1.1.2悪影響防止 

基本方針については,「2.3.1多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器から

代替制御棒挿入機能用電磁弁まで，原子炉保護系に対して独

立した構成とすることで，原子炉保護系に悪影響を及ぼさな

い設計とする。また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機

能）は，原子炉保護系の電源と電気的に分離することで，原

子炉保護系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）により動作する

制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニ

ットは，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系

統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）

は,検出器から原子炉再循環ポンプトリップ遮断器まで原子

炉保護系に対して独立した構成とすることで，原子炉保護系

に悪影響を及ぼさない設計とする。また，ＡＴＷＳ緩和設備

（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は，原子炉保護系

の電源と電気的に分離することで，原子炉保護系に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 

 

ほう酸水注入系は，設計基準対象施設として使用する場合

と同じ系統構成で,重大事故等対処設備として使用すること

により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

3.1.1.1.3容量等 

基本方針については,「2.3.2容量等」に示す。 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

として使用するＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，

想定される重大事故等時において，原子炉圧力高の信号又は

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，制御

棒，制御棒駆動機構，制

御棒駆動水圧系水圧制

御ユニットを主要設備

として整理 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，自動減

圧起動阻止スイッチ及

び代替自動減圧起動阻

止スイッチを 46 条で記

載する整理としている 
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子炉水位低（レベル 2）の信号の計器誤差を考慮して確実に作

動する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

として使用する ATWS緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・ト

リップ機能）は，想定される重大事故等時において，原子炉

水位低（レベル 2，レベル 3）及び原子炉圧力高の信号の計器

誤差を考慮して確実に作動する設計とする。 

 

ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）

は，炉心流量の急激な減少を緩和させるため，原子炉圧力高

又は原子炉水位低（レベル 3）の信号により冷却材再循環ポン

プ 4 台を自動停止し，原子炉水位低（レベル 2）の信号によ

り冷却材再循環ポンプ 6 台を自動停止する設計とする。 

 

ほう酸水注入系ポンプ及びほう酸水注入系貯蔵タンクは，

設計基準事故対処設備としての仕様が，想定される重大事故

等時において，発電用原子炉を未臨界にするために必要な負

の反応度添加率を確保するための容量に対して十分であるた

め，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

3.1.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，中央制御室及び

原子炉建屋原子炉区域内に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。 

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の操作は，想定され

る重大事故等時において，中央制御室で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

炉水位異常低下（レベル２）の信号の計器誤差を考慮して確実

に作動する設計とする。 

制御棒駆動系水圧制御ユニットは，設計基準事故対処設備と

しての仕様が重大事故等時において，発電用原子炉を未臨界に

するために必要な制御棒を全挿入することが可能な駆動水を有

する容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同

仕様で設計する。 

 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備と

して使用するＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ

機能）は，想定される重大事故等時において，原子炉圧力高又

は原子炉水位異常低下（レベル２）信号の計器誤差を考慮して

確実に作動させることで，再循環系ポンプ 2 台を自動停止する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは，設計基準事

故対処設備としての仕様が，想定される重大事故等時において，

発電用原子炉を未臨界にするために必要な負の反応度添加率を

確保するための容量に対して十分であるため，設計基準事故対

処設備と同仕様で設計する。 

 

6.7.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，中央制御室，

原子炉建屋付属棟及び原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定さ

れる重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）の操作は，想定さ

れる重大事故等時において，中央制御室で可能な設計とする。 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）により動作する制

御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットは，

原子炉格納容器内及び原子炉建屋原子炉棟内に設置し，重大事

故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

原子炉水位低(レベル２)の信号の計器誤差を考慮して確実に

作動する設計とする。 

制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットは，設計基準事故対処設

備としての仕様が重大事故等時において，発電用原子炉を未臨

界にするために必要な制御棒を全挿入することが可能な駆動水

を有する容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備

と同仕様で設計する。 

 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

として使用するＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプ

トリップ機能）は，想定される重大事故等時において，原子

炉水位低(レベル２)及び原子炉圧力高の信号の計器誤差を考

慮して確実に作動する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは，設計基準

対象施設としての仕様が，想定される重大事故等時において，

発電用原子炉を未臨界にするために必要な負の反応度添加率

を確保するための容量に対して十分であるため,設計基準事

故対処設備と同仕様で設計する。 

 

3.1.1.1.4環境条件等 

基本方針については,「2.3.3環境条件等」に示す。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，中央制御室

及び原子炉建物原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）の操作は，想定

される重大事故等時において，中央制御室で可能な設計とす

る。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）により動作する

制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニ

ットは，原子炉格納容器内及び原子炉建物原子炉棟内に設置

し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

・記載構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，制御棒

駆動水圧系水圧制御ユ

ニットを主要設備とし

て整理 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，制御

棒，制御棒駆動機構，制
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ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）

は，中央制御室及び原子炉建屋原子炉区域内に設置し，想定

される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）

の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室で

可能な設計とする。 

 

ほう酸水注入系ポンプ及びほう酸水注入系貯蔵タンクは，

原子炉建屋原子炉区域内に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。 

ほう酸水注入系の操作は，想定される重大事故等時におい

て，中央制御室で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，想定される重大

事故等時において他の系統と切り替えることなく使用できる

設計とする。 

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は検出器を多重化し，

「2 out of 4」論理又は「2 out of 3」論理で自動的に作動

する設計とする。 

 

 

 

また，ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，中央制御

室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，

中央制御室，原子炉建屋付属棟及び原子炉建屋原子炉棟内に設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）の操

作は，想定される重大事故等時において，中央制御室で可能な

設計とする。 

 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは，原子炉建屋

原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境条

件を考慮した設計とする。 

ほう酸水注入系の操作は，想定される重大事故等時において，

中央制御室で可能な設計とする。 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，中央制御室に設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。自動減圧系の起動阻止スイッチの操作は想定される重大事

故等時において，中央制御室で可能な設計とする。 

 

6.7.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，想定される重

大事故等時において他の系統と切り替えることなく使用できる

設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，原子炉圧力高

及び原子炉水位異常低下（レベル２）の検出器各 4 個及び論理

回路 2チャンネルで構成し，原子炉圧力高の「1 out of 2 twice」

論理又は原子炉水位異常低下（レベル２）の「1 out of 2 twice」

論理が論理回路 2 チャンネルで同時に成立することで自動的に

作動する設計とする。 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッ

チは，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とす

る。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）により動作する制

御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットは，

操作不要な設計とする。 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）

は，中央制御室及び原子炉建物原子炉棟内に設置し，想定さ

れる重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）

の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室で

可能な設計とする。 

 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは，原子炉建

物原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。 

ほう酸水注入系の操作は，想定される重大事故等時におい

て，中央制御室で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1.5操作性の確保 

基本方針については,「2.3.4操作性及び試験・検査性」に

示す。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，想定される

重大事故等時において他の系統と切り替えることなく使用で

きる設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は検出器を多重

化し，二重の「１ out of ２」論理で自動的に作動する設計

とする。 

 

 

 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，中央

制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）により動作する

制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニ

ットは，操作不要な設計とする。 

 

御棒駆動水圧系水圧制

御ユニットを主要設備

として整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，自動減

圧起動阻止スイッチ及

び代替自動減圧起動阻

止スイッチを 46 条で記

載する整理としている 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備設計の相違によ

るインターロックの相

違（以下，⑨の相違） 

 

 

 

・記載構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，制御

棒，制御棒駆動機構，制
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ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）

は，想定される重大事故等時において他の系統と切り替える

ことなく使用できる設計とする。 

 

ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）

は検出器を多重化し，「2 out of 4」論理又は「2 out of 3」

論理で自動的に作動する設計とする。 

 

 

 

また，ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ

機能）は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設

計とする。 

 

 

ほう酸水注入系は，想定される重大事故等時において，設計

基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大

事故等対処設備として使用し，弁操作等により速やかに切り

替えられる設計とする。ほう酸水注入系は，中央制御室の操

作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，発電用原子炉の

停止中に機能・性能の確認として，模擬入力による論理回路

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，

想定される重大事故等時において他の系統と切り替えることな

く使用できる設計とする。 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，

原子炉圧力高及び原子炉水位異常低下（レベル２）の検出器各

4 個，論理回路 4 チャンネルで構成し，論理回路の各チャンネ

ルは原子炉圧力高の「1 out of 2 twice」論理又は原子炉水位

異常低下（レベル２）の「1 out of 2 twice」論理で自動的に

作動する設計とする。 

再循環系ポンプ遮断器手動スイッチは，中央制御室の操作ス

イッチにより操作が可能な設計とする。低速度電源装置遮断器

手動スイッチは，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能

な設計とする。 

 

ほう酸水注入系は，想定される重大事故等時において，設計

基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等

対処設備として使用し，弁操作等により速やかに切り替えられ

る設計とする。ほう酸水注入系は，中央制御室の操作スイッチ

により操作が可能な設計とする。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，想定される重大事故等時

において，中央制御室にて操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.3 主要設備及び仕様 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備の

主要機器仕様を第 6.7－1表に示す。 

 

6.7.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，発電用原子炉

の停止中に機能・性能の確認として，模擬入力による論理回路

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）

は，想定される重大事故等時において他の系統と切り替える

ことなく使用できる設計とする。 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）

は検出器を多重化し，二重の「１ out of ２」論理で自動的

に作動する設計とする。 

 

 

 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリッ

プ機能）は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な

設計とする。 

 

 

ほう酸水注入系は，想定される重大事故等時において，設

計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用し，弁操作等により速やかに切り替

えられる設計とする。ほう酸水注入系は，中央制御室の操作

スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1.6試験検査 

基本方針については,「2.3.4操作性及び試験・検査性」に

示す。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，発電用原子

炉の停止中に機能・性能の確認として，模擬入力による論理

御棒駆動水圧系水圧制

御ユニットを主要設備

として整理 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

②の相違 

島根２号炉は，自動減

圧起動阻止スイッチ及

び代替自動減圧起動阻

止スイッチを 46 条で記

載する整理としている 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 
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の動作確認，校正及び設定値確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）

は，発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認として，模擬

入力による論理回路の動作確認，校正及び設定値確認が可能

な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ほう酸水注入系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認

が可能な設計とする。 

ほう酸水注入系ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解及

び外観の確認が可能な設計とする。 

また，ほう酸水注入系貯蔵タンクは，発電用原子炉の停止

中にほう酸濃度及びタンク水位の確認によるほう酸質量の確

認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

の動作確認，校正及び設定値確認が可能な設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）により動作する制

御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットは，発電用原

子炉の停止中に分解検査として表面状態の確認が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッチは，

発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認が可能なように，ス

イッチによる電磁弁の開閉動作確認が可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認が可能なよ

うに，スイッチ操作により制御棒の全引き抜き位置からのスク

ラム性能確認が可能な設計とする。 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，

発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認として，模擬入力に

よる論理回路の動作確認，校正及び設定値確認が可能な設計と

する。 

再循環系ポンプ遮断器手動スイッチは，発電用原子炉の停止

中に機能・性能の確認として，操作スイッチによる遮断器の動

作確認が可能な設計とする。 

低速度用電源装置遮断器手動スイッチは，発電用原子炉の停

止中に機能・性能の確認として，操作スイッチによる遮断器の

動作確認が可能な設計とする。 

 

ほう酸水注入系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が

可能な設計とする。 

ほう酸水注入ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解及び外

観の確認が可能な設計とする。 

また，ほう酸水貯蔵タンクは，発電用原子炉の運転中又は停

止中にほう酸濃度及びタンク水位の確認によるほう酸質量の確

認及び外観の確認が可能な設計とする。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，発電用原子炉の停止中に

スイッチによる論理回路の確認が可能な設計とする。 

 

回路の動作確認，校正及び設定値確認が可能な設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）により動作する

制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットは，

発電用原子炉の停止中に分解検査として表面状態の確認が可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）

は，発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認として，模擬

入力による論理回路の動作確認，校正及び設定値確認が可能

な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ほう酸水注入系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認

が可能な設計とする。 

ほう酸水注入ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解及び

外観の確認が可能な設計とする。 

また，ほう酸水貯蔵タンクは，発電用原子炉の運転中又は

停止中にほう酸濃度及びタンク水位の確認によるほう酸質量

の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

・記載構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，制御

棒，制御棒駆動機構，制

御棒駆動水圧系水圧制

御ユニットを主要設備

として整理 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，手動ス

イッチをＡＴＷＳ緩和

設備（代替制御棒挿入機 

能）の一部として整理 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，手動ス

イッチをＡＴＷＳ緩和

設備（代替原子炉再循環

ポンプトリップ機能）の

一部として整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，自動減
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第 3.1－1 表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするため

の設備の主要機器仕様 

(1) ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

個 数 1 

 

 

 

 

(2) ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能） 

個 数 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6.7－1 表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた

めの設備の主要機器仕様 

(1) ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

個 数 1 

 

(2) ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッチ 

個 数 2 

 

(3) ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能） 

個 数 1 

 

(4) 再循環系ポンプ遮断器手動スイッチ 

個 数 4 

(5)  低速度用電源装置遮断器手動スイッチ 

個 数 2 

 

(6) 制御棒 

    第 6.1.2－1表 制御棒の主要仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1-1 表緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための

設備の主要機器仕様 

(1) ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

個 数 １ 

 

 

 

 

(2) ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能） 

個 数 １ 

 

 

 

 

 

 

 (3) 制御棒 

本数 137 

  型式 十字型 

  材料 ステンレス鋼，中性子吸収材他 

  有効長さ 約 3.63m 

  ブレード幅 約 250mm 

 

（タイプ１） 

  重量 約 100kg 

  ブレード厚さ 約８mm 

  シース肉厚 約 1.2mm 

中性子吸収材 

吸収材 ボロン・カーバイド粉末 

個数 ボロン・カーバイド粉末入り 

ステンレス鋼管 72本 

（制御棒１本当たり） 

 

  ステンレス鋼管 

       外径 約 5.6mm 

圧起動阻止スイッチ及

び代替自動減圧起動阻

止スイッチを 46 条で記

載する整理としている 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

設備仕様の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，手動ス

イッチをＡＴＷＳ緩和

設備の一部として整理 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，手動ス

イッチをＡＴＷＳ緩和

設備の一部として整理 
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 (3) ほう酸水注入系 

系統数 1 

中性子吸収材 ほう素（五ほう酸ナトリウム溶液） 

停止時実効増倍率 Keff≦0.95 

 

 

反応度印加速度 最低 0.001Δk/min 

 

ほう酸水注入系貯蔵タンク 

材 料 ステンレス鋼 

基 数 1 

容 量 約 30m3 

ほう酸水注入系ポンプ 

台 数 1（予備 1） 

容 量 約 11m3/h/台 

揚 程 約 860m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 制御棒駆動機構 

    「6.1.2 原子炉停止系」に記載する。 

 

 (8) 制御棒駆動系水圧制御ユニット 

    「6.1.2 原子炉停止系」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10) ほう酸水貯蔵タンク 

    第 6.1.2－2表 ほう酸水注入系の主要仕様に記載する。 

 

 

(9) ほう酸水注入ポンプ 

   第 6.1.2－2表 ほう酸水注入系の主要仕様に記載する。 

 

 

(11) 自動減圧系の起動阻止スイッチ 

第 6.8－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する

ための設備の主要機器仕様に記載する。 

       内径 約 4.2mm 

 

（タイプ２） 

重量 約 100kg 

  ブレード厚さ 約７mm 

  シース肉厚 約 0.8mm 

中性子吸収材 

吸収材 ハフニウム棒  

個数 ハフニウム棒 84本 

（制御棒 1本当たり） 

 

   ハフニウム棒径 約３mm～約５mm 

 

(4) 制御棒駆動機構 137 個 

 

 

(5) 水圧制御ユニット 137個 

 

 

 (6)ほう酸水注入系 

系統数 1 

中性子吸収材 ほう素(五ほう酸ナトリウム溶液) 

停止時実効増倍率 

MOX燃料が装荷されるまでのサイクル Keff＜0.95 

MOX燃料が装荷されたサイクル以降  Keff≦0.985 

反応度投入速度 最低 0.001△k/min 

 

ほう酸水貯蔵タンク 

材 料 ステンレス鋼 

基 数 1 

容 量 約 20m3 

ほう酸水注入ポンプ 

台 数  1(予備 1) 

容 量  約 10m3/h/台 

揚 程  約 870m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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第 6.7－1図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を 

未臨界にするための設備 系統概要図 

（代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入及び 

再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制） 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧起動阻止スイッチ及

び代替自動減圧起動阻

止スイッチを 46 条で記

載する整理としている 

 

・記載の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，第 3.1

－1 図及び第 3.1－2 図

に記載 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

    

    

第 3.1－1図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を 

未臨界にするための設備説明図 

（ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）による制御棒緊急挿入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

第 6.7－2図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を 

未臨界にするための設備 系統概要図 

（代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1－1図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を 

未臨界にするための設備概要図 

（ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）による制御棒緊急挿

入） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備設計の相違によ

るインターロックの相

違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

    

    

第 3.1－2図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を 

未臨界にするための設備説明図 

（原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制） 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

第 6.7－3図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を 

未臨界にするための設備 系統概要図 

（再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1－2図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を 

未臨界にするための設備概要図 

（原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違によ

る系統構成及びインタ

ーロックの相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

    

 

    

    

第 3.1－3図(1) 緊急停止失敗時に発電用原子炉を 

未臨界にするための設備系統概要図 

（ほう酸水注入系）（6号炉） 

 

 

 

 

 

    

 

第 6.7－4図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を 

未臨界にするための設備 系統概要図 

（ほう酸水注入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1－3図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を 

未臨界にするための設備系統概要図 

（ほう酸水注入） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違によ

る系統構成の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

    

 

第 3.1－3図(2) 緊急停止失敗時に発電用原子炉を 

未臨界にするための設備系統概要図 

（ほう酸水注入系）（7号炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請であり，該当なし 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

第 6.7－5図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を 

未臨界にするための設備 系統概要図 

（自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，自動減

圧起動阻止スイッチ及

び代替自動減圧起動阻

止スイッチを 46 条で記

載する整理としている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

逃がし安全弁 

作動用電磁弁 

(SV-A～C) 

ドライウェル圧力高Ａ *1 

T.D 

120 秒 

自動減圧作動リセット 

：ＯＲ 

T.D 

：ＡＮＤ 

：時間遅れ 

：信号阻止 

ドライウェル圧力高Ｃ *2 

(W.O) 

*5 *5 *6 

ND  ：常時無励磁 

凡例 

自動減圧機能論理回路 

過渡時自動減圧機能論理回路 

Ｓ
Ｒ
Ｖ
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ 

ND ND ND 

：自動減圧系及

び過渡時自動

減圧系で共有 

(W.O) 

(W.O) 

(W.O) 

Ａ系論理（区分Ⅰ） 

T.D 

10 分 
(W.O) 

(W.O) 

(W.O) 

T.D 

10 分 
(W.O) 

Ｂ系論理（区分Ⅱ） 

Ａ系論理（区分Ⅰ） 

Ｂ系論理（区分Ⅱ） 

原子炉水位異常低下（ﾚﾍﾞﾙ 1）A *1 

原子炉水位異常低下（ﾚﾍﾞﾙ 1）C *2 

低圧炉心スプレイ系ポンプ又は残留 

熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立 *3 

 

低圧炉心スプレイ系ポンプ又は残留 

熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立 *3 

自動減圧系／過渡時自動減圧系 

自動起動阻止 Ａ *4 

原子炉水位低(ﾚﾍﾞﾙ 3) A *1 

自動減圧系／過渡時自動減圧系 

自動起動阻止 Ａ *4 

原子炉水位異常低下（ﾚﾍﾞﾙ 1）A *1 

低圧炉心スプレイ系ポンプ又は残留 

熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立 *3 

原子炉水位異常低下（ﾚﾍﾞﾙ 1）C *2 

低圧炉心スプレイ系ポンプ又は残留 

熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立 *3 

過渡時自動減圧作動リセット 

*1 Ｂ系論理回路の場合は「A」を「B」に読み替える。 

*2 Ｂ系論理回路の場合は「C」を「D」に読み替える。 

*3 Ｂ系論理回路の場合は「低圧炉心スプレイ系ポンプ又 

  は残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立」を「残留熱 

除去系ポンプ(B)又は(C)吐出圧力確立」に読み替える。 

*4 当該設備については「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子 

炉を未臨界にするための設備（設置許可基準規則第 44 

条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*5 自動減圧系用電磁弁 

*6 逃がし安全弁用電磁弁 

逃がし安全弁 

（自動減圧機能（7 個）） 

Ｂ，Ｃ，Ｆ，Ｈ 

Ｋ，Ｌ，Ｒ 

 

：過渡時自動減圧機能

（2 個） 

T.D 

120 秒 

(W.O) 

3.1-22



 

まとめ資料比較表〔45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

①
島根２号炉の高圧原子炉代替注水系の水源は，DB設備（高圧炉心スプレイ系および原子炉隔離時冷却系）の水源である復水貯蔵タンクに対し，共通要因により機能を損なわないサ
プレッション・チェンバをSA水源として使用する（原子炉隔離時冷却系も同様）

② 東海第二は，逃がし安全弁によるRCPBの圧力上昇抑制を45条として整理しているが，島根２号炉は46条として整理

③ 電源系統構成の相違

④ 島根２号炉は常設代替直流電源設備への給電のための設備を主要な設備として個別に記載していない

⑤ 島根２号炉は東海第二と同様，電路となる代替所内電気設備について記載

⑥ 柏崎6/7はABWRであり，原子炉隔離冷却系がECCSの一つとして位置付けられている。島根２号炉は，BWR5であり，原子炉隔離時冷却系はECCSではない

⑦ 島根２号炉はIS-LOCA時の隔離弁（残留熱除去系注水弁）を47条に記載している

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。

3.2-1



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.2原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備【45条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備） 

第四十五条 発電用原子炉施設には，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有

する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉

心の著しい損傷を防止するため，発電用原子炉を冷却する

ために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第４５条に規定する「発電用原子炉を冷却するために必

要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１） 全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定

し，原子炉隔離時冷却系（RCIC）若しくは非常用復水

器（BWR の場合）又はタービン動補助給水ポンプ（PWR 

の場合）（以下「RCIC 等」という。）により発電用原

子炉を冷却するため，以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための設備を整

備すること。 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又

は窒素ボンベ等）を用いた弁の操作により，RCIC 等

の起動及び十分な期間※の運転継続を行う可搬型重

大事故防止設備等を整備すること。ただし，下記（１）

ｂ）ｉ）の人力による措置が容易に行える場合を除く。 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により，RCIC 等の起動

及び十分な期間※の運転継続を行うために必要な設

備を整備すること。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間のこ

と。 
 

5.7 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備【45条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備） 

第四十五条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウン

ダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する

発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の

著しい損傷を防止するため、発電用原子炉を冷却するために

必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第４５条に規定する「発電用原子炉を冷却するために必要

な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し、

原子炉隔離時冷却系（RCIC）若しくは非常用復水器（BWR 

の場合）又はタービン動補助給水ポンプ（PWR の場合）

（以下「RCIC 等」という。）により発電用原子炉を冷却

するため、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備を整備すること。 

 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又

は窒素ボンベ等）を用いた弁の操作により、RCIC 等の

起動及び十分な期間※の運転継続を行う可搬型重大事

故防止設備等を整備すること。ただし、下記（１）ｂ）

ｉ）の人力による措置が容易に行える場合を除く。 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、RCIC 等の起動及

び十分な期間※の運転継続を行うために必要な設備を

整備すること。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間のこ

と。 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.2.1 適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準

事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷を防止するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備の系統概要図を第 3.2－1 図から第 3.2－3 図に示す。 

 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設

備である高圧炉心注水系及び原子炉隔離時冷却系が使用できる場

合は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

5.7.1 概 要 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場

合においても炉心の著しい損傷を防止するために必要な重大事

故等対処設備を設置する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備の系統概要図を第 5.7－1図から第 5.7－4図に示

す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設

備である高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系が使用でき

る場合は重大事故等対処設備として使用する。 

 高圧炉心スプレイ系については，「5.2 非常用炉心冷却系」，

原子炉隔離時冷却系については，「5.3 原子炉隔離時冷却系」に

記載する。 

 

3.2.1 適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準

事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷を防止するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備の系統概要図を第 3.2-1図から第 3.2-3図に示す。 

 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設

備である高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系が使用でき

る場合は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，重大

事故等対処設備（設計

基準拡張）として使用

する高圧炉心スプレイ

系及び原子炉隔離時冷

却系を 3.2.1.2に記載 

3.2.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備のうち，炉心を冷却するための設備として，高圧代替

注水系を設ける。また，設計基準事故対処設備である高圧炉心注

水系及び原子炉隔離時冷却系が全交流動力電源及び常設直流電源

系統の機能喪失により起動できない，かつ，中央制御室からの操

作により高圧代替注水系を起動できない場合に，高圧代替注水系

及び原子炉隔離時冷却系を現場操作により起動させる。 

5.7.2 設計方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備のうち，炉心を冷却するための設備として，高圧代替

注水系を設ける。また，設計基準事故対処設備である高圧炉心ス

プレイ系及び原子炉隔離時冷却系が全交流動力電源及び常設直流

電源系統の機能喪失により起動できない，かつ，中央制御室から

の操作により高圧代替注水系を起動できない場合に，高圧代替注

水系及び原子炉隔離時冷却系を現場操作により起動させる。 

3.2.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備のうち，炉心を冷却するための設備として，高圧原子

炉代替注水系を設ける。また，設計基準事故対処設備である高圧

炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系が全交流動力電源及び常

設直流電源系統の機能喪失により起動できない，かつ，中央制御

室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動できない場合

に，高圧原子炉代替注水系又は原子炉隔離時冷却系を現場操作に

より起動できる設計とする。 

 

 

（1） フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ．高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却 

高圧炉心注水系及び原子炉隔離時冷却系が機能喪失した

場合の重大事故等対処設備として，高圧代替注水系を使用

する。 

 

高圧代替注水系は，蒸気タービン駆動ポンプである高圧

代替注水系ポンプ，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，

蒸気タービン駆動ポンプにより復水貯蔵槽の水を高圧炉心

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ．高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却 

高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系が機能喪

失した場合の重大事故等対処設備として，高圧代替注水

系を使用する。 

 

高圧代替注水系は，蒸気タービン駆動ポンプである常設

高圧代替注水系ポンプ，配管・弁類，計測制御装置等で構

成し，蒸気タービン駆動ポンプによりサプレッション・

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ．高圧原子炉代替注水系による発電用原子炉の冷却 

高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系が機能喪

失した場合の重大事故等対処設備として，高圧原子炉代替

注水系を使用する。 

 

高圧原子炉代替注水系は，蒸気タービン駆動ポンプであ

る高圧原子炉代替注水ポンプ，配管・弁類，計測制御装置

等で構成し，蒸気タービン駆動ポンプによりサプレッショ

 

 

 

 

 

 

 

 

・SA水源が異なる 

3.2-3



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

注水系等を経由して，原子炉圧力容器へ注水することで炉

心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧代替注水系は，常設代替直流電源設備からの給電が

可能な設計とし，中央制御室からの操作が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

チェンバのプール水を高圧炉心スプレイ系等を経由し

て，原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するために必要な設備として，逃がし安全弁

（安全弁機能）を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

高圧代替注水系は，常設代替交流電源設備，可搬型代

替交流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型代替

直流電源設備からの給電が可能な設計とし，中央制御室

からの操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

ン・チェンバのプール水を原子炉隔離時冷却系等を経由し

て，原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧原子炉代替注水系は，常設代替直流電源設備からの

給電が可能な設計とし，中央制御室からの操作が可能な設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の高圧原

子炉代替注水系の水源

は，DB 設備（高圧炉心

スプレイ系および原子

炉隔離時冷却系）の水

源である復水貯蔵タン

クに対し，共通要因に

より機能を損なわない

サプレッション・チェ

ンバをSA水源として使

用する（原子炉隔離時

冷却系も同様）（以下，

①の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，逃がし

安全弁によるRCPBの圧

力上昇抑制を45条とし

て整理しているが，島

根２号炉は46条として

整理（以下，②の相違） 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

電源系統構成の相違 

（以下，③の相違） 

島根２号炉は常設代

替直流電源設備への給

電のための設備を主要

な設備として個別に記

載していない（以下，
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また，高圧代替注水系は，常設代替直流電源設備の機能

喪失により中央制御室からの操作ができない場合において

も，現場での人力による弁の操作により，原子炉冷却材圧

力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間にわたり，発電

用原子炉の冷却を継続できる設計とする。なお，人力によ

る措置は容易に行える設計とする。 

 

 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・高圧代替注水系ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・復水貯蔵槽（3.13 重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備） 

 

 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

また，高圧代替注水系は，常設代替交流電源装置，可

搬型代替交流電源設備,常設代替直流電源設備及び可搬

型代替直流電源設備の機能喪失により中央制御室からの

操作ができない場合においても，現場での人力による弁

の操作により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策

及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準

備が整うまでの期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継

続できる設計とする。なお，人力による措置は容易に行

える設計とする。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するために必要な設備として，逃がし安全弁

（安全弁機能）を使用する。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設高圧代替注水系ポンプ 

・高圧代替注水系タービン止め弁 

 

 

 

 

 

 

 

・逃がし安全弁（安全弁機能）（5.1.1.3.2 主蒸気系） 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ（9.12 重大事故等の収束

に必要となる水の供給設備） 

 

 

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

また，高圧原子炉代替注水系は，常設代替直流電源設備

の機能喪失により中央制御室からの操作ができない場合

においても，現場での人力による弁の操作により，原子炉

冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間に

わたり，発電用原子炉の冷却を継続できる設計とする。な

お，人力による措置は容易に行える設計とする。 

 

 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・高圧原子炉代替注水ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ（3.13 重大事故等の収束

に必要となる水の供給設備） 

 

 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

④の相違） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，系統

構成に必要な弁は流路

として整理し，主要な

設備として個別に記載

していない 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・SA水源が異なる 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違，④の相違

及び島根２号炉では柏
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本系統の流路として，高圧代替注水系，高圧炉心注水系，

原子炉隔離時冷却系，主蒸気系及び残留熱除去系（7 号炉

のみ）の配管及び弁，復水補給水系の配管，並びに給水系

の配管，弁及びスパージャを重大事故等対処設備として使

用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大

事故等対処設備として使用する。 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

本系統の流路として，高圧代替注水系，高圧炉心スプ

レイ系，原子炉隔離時冷却系の配管及び弁，スプレイノ

ズル及び主蒸気系の配管，弁を重大事故等対処設備とし

て使用する。 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重

大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

本系統の流路として，高圧原子炉代替注水系及び原子炉

隔離時冷却系の配管及び弁，残留熱除去系の配管，弁及び

ストレーナ，主蒸気系及び原子炉冷却浄化系の配管並びに

給水系の配管，弁及びスパージャを重大事故等対処設備と

して使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大

事故等対処設備として使用する。 

 

崎 6/7 と同様，供給元

となる電源設備までを

記載している 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 

（2） サポート系故障時に用いる設備 

ａ．原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉の冷

却 

全交流動力電源及び常設直流電源系統の機能喪失によ

り，高圧炉心注水系及び原子炉隔離時冷却系での発電用原

子炉の冷却ができない場合であって，中央制御室からの操

作により高圧代替注水系が起動できない場合の重大事故等

対処設備として，原子炉隔離時冷却系を現場操作により起

動させて使用する。 

原子炉隔離時冷却系は，全交流動力電源及び常設直流電

源系統が機能喪失した場合においても，現場で弁を人力操

作することにより起動し，蒸気タービン駆動ポンプにより

復水貯蔵槽の水を原子炉圧力容器へ注水することで原子炉

冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間にわた

り，発電用原子炉の冷却を継続できる設計とする。なお，

人力による措置は容易に行える設計とする。 

 

なお，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事

故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備である

原子炉隔離時冷却系を重大事故等対処設備（設計基準拡張）

として使用する。 

 

 

ｂ．代替電源設備による原子炉隔離時冷却系の復旧 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又

(2) サポート系故障時に用いる設備 

ａ．原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉の冷

却 

全交流動力電源及び常設直流電源系統の機能喪失によ

り，高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系での発電

用原子炉の冷却ができない場合であって，中央制御室から

の操作により高圧代替注水系が起動できない場合の重大事

故等対処設備として，原子炉隔離時冷却系を現場操作により

起動させて使用する。 

原子炉隔離時冷却系は，全交流動力電源及び常設直流電

源系統が機能喪失した場合においても，現場で弁を人力操

作することにより起動し，蒸気タービン駆動ポンプにより

サプレッション・チェンバのプール水を原子炉圧力容器へ

注水することで原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が

整うまでの期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継続でき

る設計とする。なお，人力による措置は容易に行える設計

とする。 

なお，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事

故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備である

原子炉隔離時冷却系を重大事故等対処設備として使用す

る。 

 

 

ｂ．代替電源設備による原子炉隔離時冷却系の復旧 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又

(2) サポート系故障時に用いる設備 

ａ．原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉の冷   

却 

全交流動力電源及び常設直流電源系統の機能喪失によ

り，高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系での発電

用原子炉の冷却ができない場合であって，中央制御室から

の操作により高圧原子炉代替注水系が起動できない場合の

重大事故等対処設備として，原子炉隔離時冷却系を現場操

作により起動させて使用する。 

原子炉隔離時冷却系は，全交流動力電源及び常設直流電

源系統が機能喪失した場合においても，現場で弁を人力操

作することにより起動し，蒸気タービン駆動ポンプにより

サプレッション・チェンバのプール水を原子炉圧力容器へ

注水することで原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が

整うまでの期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継続でき

る設計とする。なお，人力による措置は容易に行える設計

とする。 

なお，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事

故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備である

原子炉隔離時冷却系を重大事故等対処設備（設計基準拡張）

として使用する。 

 

 

ｂ．代替電源設備による原子炉隔離時冷却系の復旧 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・SA水源が異なる 
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①の相違 
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は運転継続に必要な直流電源を所内蓄電式直流電源設備に

より給電している場合は，所内蓄電式直流電源設備の蓄電

池が枯渇する前に代替交流電源設備及び可搬型直流電源設

備により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源

を確保する。 

原子炉隔離時冷却系は，常設代替交流電源設備，可搬型

代替交流電源設備又は可搬型直流電源設備からの給電によ

り機能を復旧し，蒸気タービン駆動ポンプにより復水貯蔵

槽の水を原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却でき

る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

電源設備） 

・可搬型直流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大

は運転継続に必要な直流電源を所内常設直流電源設備によ

り給電している場合は，所内常設直流電源設備の蓄電池が

枯渇する前に常設代替交流電源設備，可搬型代替直流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備により原子炉隔離時冷却

系の運転継続に必要な直流電源を確保する。 

原子炉隔離時冷却系は，常設代替交流電源設備，可搬型

代替直流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電

により機能を復旧し，蒸気タービン駆動ポンプによりサプ

レッション・チェンバのプール水を原子炉圧力容器へ注水

することで炉心を冷却できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・逃がし安全弁（安全弁機能）（5.1.1.3.2 主蒸気系） 

 

 

・サプレッション・チェンバ（9.12 重大事故等の収束

に必要となる水の供給設備） 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・可搬型直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

 

 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大

は運転継続に必要な直流電源を所内常設蓄電式直流電源設

備により給電している場合は，所内常設蓄電式直流電源設

備の蓄電池が枯渇する前に代替交流電源設備及び可搬型直

流電源設備により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な

直流電源を確保する。 

原子炉隔離時冷却系は，常設代替交流電源設備，可搬型

代替交流電源設備又は可搬型直流電源設備からの給電によ

り機能を復旧し，蒸気タービン駆動ポンプによりサプレッ

ション・チェンバのプール水を原子炉圧力容器へ注水する

ことで炉心を冷却できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ（3.13 重大事故等の収束に

必要となる水の供給設備） 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備（3.14電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14電源設備） 

 

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大

 

 

 

 

 

 

 

・SA水源が異なる 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，RCIC

の水源について記載 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は東海第

二と同様，電路となる

代替所内電気設備につ

いて記載（以下，⑤の

相違） 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，燃料

補給設備は57条で記載

する整理としている 
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事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備であ

る原子炉隔離時冷却系を重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として使用する。 

事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備であ

る原子炉隔離時冷却系を重大事故等対処設備として使用す

る。 

事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備であ

る原子炉隔離時冷却系を重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として使用する。 

(3） 監視及び制御に用いる設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で発電用原子炉

を冷却する場合に監視及び制御に使用する重大事故等対処設

備として，原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原

子炉水位（SA），原子炉圧力，原子炉圧力（SA），高圧代替注

水系系統流量及び復水貯蔵槽水位（SA）を使用する。 

 

原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）及び原子炉水

位（SA）は原子炉水位を監視又は推定でき，原子炉圧力，原

子炉圧力（SA），高圧代替注水系系統流量及び復水貯蔵槽水位

（SA）は原子炉圧力容器へ注水するための高圧代替注水系の

作動状況を確認できる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉水位（広帯域）（3.15 計装設備） 

 

・原子炉水位（燃料域）（3.15 計装設備） 

 

・原子炉水位（SA）（3.15 計装設備） 

 

 

 

・原子炉圧力（3.15 計装設備） 

・原子炉圧力（SA）（3.15 計装設備） 

 

・高圧代替注水系系統流量（3.15 計装設備） 

 

・復水貯蔵槽水位（SA）（3.15 計装設備） 

(3) 監視及び制御に用いる設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で発電用原子炉

を冷却する場合に監視及び制御に使用する重大事故等対処設

備として，原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），

原子炉水位（ＳＡ広帯域），原子炉水位（ＳＡ燃料域），原

子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ），高圧代替注水系系統流量及

びサプレッション・プール水位を使用する。 

原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉水

位（ＳＡ広帯域）及び原子炉水位（ＳＡ燃料域）は，原子炉

水位を監視又は推定でき，原子炉圧力，原子炉圧力（SA），

高圧代替注水系系統流量及びサプレッション・プール水位は

原子炉圧力容器へ注水するための高圧代替注水系の作動状況

を確認できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉水位（広帯域）（6.4 計装設備（重大事故等対

処設備）） 

・原子炉水位（燃料域）（6.4 計装設備（重大事故等対

処設備）） 

・原子炉水位（ＳＡ広帯域）（6.4 計装設備（重大事故

等対処設備）） 

・原子炉水位（ＳＡ燃料域）（6.4 計装設備（重大事故

等対処設備）） 

・原子炉圧力（6.4 計装設備（重大事故等対処設備）） 

・原子炉圧力（ＳＡ）（6.4 計装設備（重大事故等対処

設備）） 

・高圧代替注水系系統流量（6.4 計装設備（重大事故等

対処設備）） 

・サプレッション・プール水位（6.4 計装設備（重大事

故等対処設備）） 

 

(3) 監視及び制御に用いる設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で発電用原子炉

を冷却する場合に監視及び制御に使用する重大事故等対処設

備として，原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原

子炉水位（ＳＡ），原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ），高圧原

子炉代替注水流量及びサプレッション・プール水位（ＳＡ）

を使用する。 

原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）及び原子炉水

位（ＳＡ）は原子炉水位を監視又は推定でき，原子炉圧力，

原子炉圧力（ＳＡ），高圧原子炉代替注水流量及びサプレッシ

ョン・プール水位（ＳＡ）は原子炉圧力容器へ注水するため

の高圧代替注水系の作動状況を確認できる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉水位（広帯域）（3.15 計装設備） 

 

・原子炉水位（燃料域)（3.15 計装設備） 

 

・原子炉水位（ＳＡ）（3.15 計装設備） 

 

 

 

・原子炉圧力（3.15 計装設備） 

・原子炉圧力（ＳＡ）（3.15 計装設備） 

 

・高圧原子炉代替注水流量（3.15 計装設備） 

 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ）（3.15 計装設備） 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

(4） 事象進展抑制のために用いる設備 

ａ．ほう酸水注入系による進展抑制 

高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系を用いた発電用

原子炉への高圧注水により原子炉水位を維持できない場合

(4) 事象進展抑制のために用いる設備 

ａ．ほう酸水注入系による進展抑制 

高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系を用いた発電用

原子炉への高圧注水により原子炉水位を維持できない場合

(4) 事象進展抑制のために用いる設備 

ａ．ほう酸水注入系による進展抑制 

高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系を用い

た発電用原子炉への高圧注水により原子炉水位を維持で
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を想定した重大事故等対処設備として，ほう酸水注入系を

使用する。 

 

 

 

 

ほう酸水注入系は，ほう酸水注入系ポンプ，ほう酸水注

入系貯蔵タンク，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，

ほう酸水注入系ポンプにより，ほう酸水を高圧炉心注水系

等を経由して原子炉圧力容器へ注入することで，重大事故

等の進展を抑制できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

本系統の詳細については，「3.1 緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするための設備」に記載する。 

を想定した重大事故等対処設備として，ほう酸水注入系を

使用する。 

 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するために必要な設備として，逃がし安全弁（安

全弁機能）を使用する。 

ほう酸水注入系は，ほう酸水注入ポンプ，ほう酸水貯蔵

タンク，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，ほう酸水

注入ポンプにより，ほう酸水を原子炉圧力容器へ注入する

ことで，重大事故等の進展を抑制できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

本系統の詳細については，「6.7 緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするための設備」に記載する。 

きない場合を想定した重大事故等対処設備として，ほう酸

水注入系を使用する。 

 

 

 

 

ほう酸水注入系は，ほう酸水注入ポンプ，ほう酸水貯蔵

タンク，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，ほう酸水

注入ポンプにより，ほう酸水を原子炉圧力容器へ注入する

ことで，重大事故等の進展を抑制できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

本系統の詳細については，「3.1 緊急停止失敗時に発電

用原子炉を未臨界にするための設備」に記載する。 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

 BWR5 の島根２号炉

は，ほう酸水を原子炉

圧力容器下部のほう酸

水注入管から注入する

が，ABWRの柏崎 6/7は

高圧炉心注水系から注

入する 

 

 原子炉隔離時冷却系ポンプ，高圧炉心スプレイ系ポンプ及

び逃がし安全弁（安全弁機能）は，設計基準事故対処設備で

あるとともに，重大事故等時においても使用するため，「1.1.7 

重大事故等対処設備に関する基本方針」に示す設計方針を

適用する。ただし，多様性及び位置的分散を考慮すべ

き対象の設計基準事故対処設備はないことから，

「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち多

様性及び位置的分散の設計方針は適用しない。 

 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，重大

事故等対処設備（設計

基準拡張）として使用

する高圧炉心スプレイ

系及び原子炉隔離時冷

却系を3.2.1.2に記載。

また，②の相違 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備の主要機器仕様を第 3.2－1 表に示す。 

原子炉圧力容器については，「3.20 原子炉圧力容器」に記載す

る。 

原子炉隔離時冷却系については，「3.2.1.2.2 原子炉隔離時冷却

系」に記載する。 

復水貯蔵槽については，「3.13 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備」に記載する。 

 

 

 

原子炉圧力容器については，「3.5 原子炉圧力容器」に記

載する。 

原子炉隔離時冷却系ポンプについては，「5.3 原子炉隔離時

冷却系」に記載する。 

サプレッション・チェンバについては，「9.12 重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備」に記載する。 

 

原子炉冷却材圧カバウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備の主要機器仕様を第 3.2-1表に示す。 

原子炉圧力容器については，「3.20 原子炉圧力容器」に記載す

る。 

原子炉隔離時冷却系については，「3.2.1.2.2 原子炉隔離時冷却

系」に記載する。 

サプレッション・チェンバについては，「3.13 重大事故等の収

束に必要となる水の供給設備」に記載する。 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，5.7.3

項にて記載 

 

 

・SA水源が異なる 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉水位（SA），

原子炉圧力，原子炉圧力（SA），高圧代替注水系系統流量及び復水

貯蔵槽水位（SA）は，「3.15 計装設備」に記載する。 

 

 

ほう酸水注入系については，「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子

炉を未臨界にするための設備」に記載する。 

 

 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び常設代替

直流電源設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 

原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉水

位（ＳＡ広帯域），原子炉水位（ＳＡ燃料域），原子炉圧力，

原子炉圧力（ＳＡ），高圧代替注水系系統流量及びサプレッ

ション・プール水位は，「6.4 計装設備（重大事故等対処設

備）」に記載する。 

ほう酸水注入系については，「6.7 緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするための設備」に記載する。 

逃がし安全弁（安全弁機能）については，「5.1.1.3.2 主

蒸気系」に記載する。 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代替

直流電源設備，代替所内電気設備及び燃料給油設備について

は，「10.2 代替電源設備」に記載する。 

 

高圧炉心スプレイ系ポンプについては，「5.2 非常用炉心冷

却系」に示す。 

 

原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉水位(ＳＡ)，

原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ），高圧原子炉代替注水流量及びサ

プレッション・プール水位（ＳＡ）は，「3.15 計装設備」に記載

する。 

 

ほう酸水注入系については，「3.1緊急停止失敗時に発電用原子

炉を未臨界にするための設備」に記載する。 

 

 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代替直

流電源設備及び代替所内電気設備については，「3.14 電源設備」

に記載する。 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.2.

1.2.1項にて記載 

3.2.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

高圧代替注水系は，高圧炉心注水系と共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，高圧代替注水系ポンプをタービン駆動と

することで，電動機駆動ポンプを用いた高圧炉心注水系に対して

多様性を有する設計とする。また，高圧代替注水系の起動に必要

な電動弁は，常設代替直流電源設備からの給電及び現場において

人力により，ポンプの起動に必要な弁を操作できることで，非常

用交流電源設備から給電される高圧炉心注水系及び非常用直流電

源設備から給電される原子炉隔離時冷却系に対して，多様性を有

する設計とする。 

 

高圧代替注水系ポンプは，原子炉建屋原子炉区域内の高圧炉心

注水系ポンプ及び原子炉隔離時冷却系ポンプと異なる区画に設置

することで，高圧炉心注水系ポンプ及び原子炉隔離時冷却系ポン

プと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。 

原子炉隔離時冷却系の起動に必要な電動弁は，現場において人

力による手動操作を可能とすることで，非常用直流電源設備から

5.7.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

高圧代替注水系は，高圧炉心スプレイ系と共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう，常設高圧代替注水系ポンプをタ

ービン駆動とすることで，電動機駆動ポンプを用いた高圧炉心ス

プレイ系に対して多様性を有する設計とする。また，高圧代替注

水系の起動に必要な電動弁は，常設代替交流電源設備，可搬型

代替直流電源設備又は常設代替直流電源設備からの給電及び

現場において人力により，ポンプの起動に必要な弁を操作できる

ことで，非常用交流電源設備から給電される高圧炉心スプレイ系

及び非常用直流電源設備から給電される原子炉隔離時冷却系に対

して，多様性を有する設計とする。 

常設高圧代替注水系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟内の

高圧炉心スプレイ系ポンプ及び原子炉隔離時冷却系ポンプ

と異なる区画に設置することで，高圧炉心スプレイ系ポン

プ及び原子炉隔離時冷却系ポンプと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

原子炉隔離時冷却系の起動に必要な電動弁は，現場において人

力による手動操作を可能とすることで，非常用直流電源設備から

3.2.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

高圧原子炉代替注水系は，高圧炉心スプレイ系と共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう，高圧原子炉代替注水ポンプを

タービン駆動とすることで，電動機駆動ポンプを用いた高圧炉心

スプレイ系に対して多様性を有する設計とする。また，高圧原子

炉代替注水系の起動に必要な電動弁は，常設代替直流電源設備か

らの給電及び現場において人力により，ポンプの起動に必要な弁

を操作できることで，非常用交流電源設備から給電される高圧炉

心スプレイ系及び非常用直流電源設備から給電される原子炉隔離

時冷却系に対して，多様性を有する設計とする。 

 

高圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物原子炉棟内の高圧炉

心スプレイ・ポンプ及び原子炉隔離時冷却ポンプと異なる区画に

設置することで，高圧炉心スプレイ・ポンプ及び原子炉隔離時冷

却ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。 

原子炉隔離時冷却系の起動に必要な電動弁は，現場において人

力による手動操作を可能とすることで，非常用直流電源設備から

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 
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の給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備」に

記載する。 

の給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。 

 電源設備の多様性，位置的分散については「10.2 代替電源設備」

に記載する。 

の給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備」に

記載する。 

3.2.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

高圧代替注水系は，通常時は弁等により他の系統・機器と隔離

し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての

系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。また，高圧代替注水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注

水系は，相互に悪影響を及ぼすことのないように，同時に使用し

ない運用とする。 

高圧代替注水系の蒸気配管及び弁は十分な強度を有する設計と

し，高圧代替注水系ポンプは，飛散物となって他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

原子炉隔離時冷却系は，設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と

して使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

5.7.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

高圧代替注水系は，通常時は弁等により他の系統・機器と隔

離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備として

の系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。また，高圧代替注水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心

スプレイ系は，相互に悪影響を及ぼすことのないように，同時に

使用しない運用とする。 

高圧代替注水系の蒸気配管及び弁は十分な強度を有する設計と

し，高圧代替注水系ポンプは，飛散物となって他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 原子炉隔離時冷却系は，設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で，重大事故等対処設備として使用すること

により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.2.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

高圧原子炉代替注水系は，通常時は弁等により他の系統・機器

と隔離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。また，高圧原子炉代替注水系，原子炉隔離時冷却系及

び高圧炉心スプレイ系は，相互に悪影響を及ぼすことのないよう

に，同時に使用しない運用とする。 

高圧原子炉代替注水系の蒸気配管及び弁は十分な強度を有する

設計とし，高圧原子炉代替注水ポンプは，飛散物となって他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉隔離時冷却系は，設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と

して使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 

 

3.2.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

高圧代替注水系ポンプは，想定される重大事故等時において，

十分な期間にわたって原子炉水位を維持し，炉心の著しい損傷を

防止するために必要なポンプ流量を有する設計とする。 

原子炉隔離時冷却系ポンプは，設計基準事故時の非常用炉心冷

却機能と兼用しており，設計基準事故時に使用する場合のポンプ

流量が，重大事故等の収束に必要な注水流量に対して十分である

ため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

5.7.2.3 容 量 等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

常設高圧代替注水系ポンプは，想定される重大事故等時におい

て，十分な期間にわたって原子炉水位を維持し，炉心の著しい損

傷を防止するために必要なポンプ流量を有する設計とする。 

 原子炉隔離時冷却系ポンプは，設計基準事故時に使用する場合

のポンプ流量が，重大事故等の収束に必要な注水流量に対して十分

であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

3.2.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

高圧原子炉代替注水ポンプは，想定される重大事故等時におい

て，十分な期間にわたって原子炉水位を維持し，炉心の著しい損

傷を防止するために必要なポンプ流量を有する設計とする。 

原子炉隔離時冷却ポンプは，設計基準事故時に使用する場合の

ポンプ流量が，重大事故等の収束に必要な注水流量に対して十分

であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

 

 

 

 

 

・炉型の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は ABWRであ

り，原子炉隔離冷却系

がECCSの一つとして位

置付けられている。島

根２号炉は，BWR5であ

り，原子炉隔離時冷却

系は ECCSではない（以

下，⑥の相違） 

3.2.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

高圧代替注水系ポンプは，原子炉建屋原子炉区域内に設置し，

5.7.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

常設高圧代替注水系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，

3.2.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

高圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物原子炉棟内に設置し，
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想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

 

高圧代替注水系の操作は，想定される重大事故等時において，

中央制御室で可能な設計とする。また，中央制御室からの操作に

より高圧代替注水系を起動できない場合において，高圧代替注水

系の起動に必要となる弁の操作は，想定される重大事故等時にお

いて，設置場所で人力により可能な設計とする 

 

また，高圧代替注水系は，淡水だけでなく海水も使用できる設

計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間と

することで，設備への影響を考慮する。 

 

 

 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプは，原子炉建屋原子炉区域内に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計と

する。中央制御室からの操作により原子炉隔離時冷却系を起動で

きない場合において，原子炉隔離時冷却系の起動に必要となる弁

の操作は，想定される重大事故等時において，防護具を装着する

ことで設置場所で人力により可能な設計とする。 

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

 

高圧代替注水系の操作は，想定される重大事故等時において，

中央制御室で可能な設計とする。また，中央制御室からの操作に

より高圧代替注水系を起動できない場合において，高圧代替注水

系の起動に必要となる弁の操作は，想定される重大事故等時にお

いて，設置場所で人力により可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。中央制御室からの操作により原子炉隔離時冷却系を起動でき

ない場合において，原子炉隔離時冷却系の起動に必要となる弁の

操作は，想定される重大事故等時において，防護具を装着するこ

とで，設置場所で人力により可能な設計とする。 

 逃がし安全弁（安全弁機能）は，原子炉格納容器内に設置し，

重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設

計とする。 

 

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

 

高圧原子炉代替注水系の操作は，想定される重大事故等時にお

いて，中央制御室で可能な設計とする。また，中央制御室からの

操作により高圧原子炉代替注水系を起動できない場合において，

高圧原子炉代替注水系の起動に必要となる弁の操作は，想定され

る重大事故等時において，設置場所で人力により可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉隔離時冷却ポンプは，原子炉建物原子炉棟内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。中央制御室からの操作により原子炉隔離時冷却系を起動でき

ない場合において，原子炉隔離時冷却系の起動に必要となる弁の

操作は，想定される重大事故等時において，防護具を装着するこ

とで設置場所で人力により可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の高圧原

子炉代替注水系は S/C

を水源とした循環運転

であり，水源は枯渇し

ないため，S/Cへの海水

補給は行わない 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

3.2.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

高圧代替注水系は，想定される重大事故等時において，通常時

の隔離された系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられ

る設計とする。高圧代替注水系ポンプは，中央制御室の操作スイ

ッチにより弁を操作することで，起動が可能な設計とし，系統構

成に必要な弁は，中央制御室から操作可能な設計とする。また，

高圧代替注水系の操作に必要な弁は，中央制御室から操作ができ

ない場合においても，現場操作が可能となるように手動ハンドル

を設け，現場で人力により確実に操作が可能な設計とする。 

 

5.7.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

高圧代替注水系は，想定される重大事故等時において，通常時

の隔離された系統構成から弁操作等により速やかに系統構成が可

能な設計とする。常設高圧代替注水系ポンプは，中央制御室の操

作スイッチにより弁を操作することで，起動が可能な設計とし，

系統構成に必要な弁は，中央制御室から操作可能な設計とする。

また，高圧代替注水系の操作に必要な弁は，中央制御室から操作

ができない場合においても，現場操作が可能となるように手動ハ

ンドルを設け，現場で人力により確実に操作が可能な設計とする。 

 

3.2.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

高圧原子炉代替注水系は，想定される重大事故等時において，

通常時の隔離された系統構成から弁操作等により速やかに切り替

えられる設計とする。高圧原子炉代替注水ポンプは，中央制御室

の操作スイッチにより弁を操作することで，起動が可能な設計と

し，系統構成に必要な弁は，中央制御室から操作可能な設計とす

る。また，高圧原子炉代替注水系の操作に必要な弁は，中央制御

室から操作ができない場合においても，現場操作が可能となるよ

うに手動ハンドルを設け，現場で人力により確実に操作が可能な

設計とする。 
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原子炉隔離時冷却系は，想定される重大事故等時において，設

計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用する設計とする。原子炉隔離時冷却系の

操作に必要な弁は，中央制御室から操作ができない場合において

も，現場操作が可能となるように手動ハンドルを設け，現場での

人力により確実に操作が可能な設計とする。 

 原子炉隔離時冷却系は，想定される重大事故等時において，設

計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用する設計とする。原子炉隔離時冷却系の

操作に必要な弁は，中央制御室から操作ができない場合において

も，現場操作が可能となるように手動ハンドルを設け，現場での

人力により確実に操作が可能な設計とする。 

 

原子炉隔離時冷却系は，想定される重大事故等時において，設

計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用する設計とする。原子炉隔離時冷却系の

操作に必要な弁は，中央制御室から操作ができない場合において

も，現場操作が可能となるように手動ハンドルを設け，現場での

人力により確実に操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

高圧代替注水系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・

性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な

設計とする。また，高圧代替注水系ポンプは，発電用原子炉の停

止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

原子炉隔離時冷却系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可

能な設計とする。また，原子炉隔離時冷却系ポンプは，発電用原

子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

5.7.3 主要設備及び仕様 

 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備の主要機器仕様を第 5.7－1表に示す。 

 

 

5.7.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

高圧代替注水系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・

性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な

設計とする。また，常設高圧代替注水系ポンプは，発電用原子炉

の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

 原子炉隔離時冷却系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可

能な設計とする。また，原子炉隔離時冷却系ポンプは，発電用原

子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

高圧原子炉代替注水系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に

機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が

可能な設計とする。また，高圧原子炉代替注水ポンプは，発電用

原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

原子炉隔離時冷却系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可

能な設計とする。また，原子炉隔離時冷却ポンプは，発電用原子

炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，3.2.

1.1項にて記載 
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第 3.2－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備の主要機器仕様 

 

(1） 高圧代替注水系 

ａ.高圧代替注水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

台  数    1 

容  量    約 180m3/h 

全 揚 程   約 900m 以上 

   

 

 

 

 

 

(2） ほう酸水注入系 

ａ.ほう酸水注入系ポンプ 

第 3.1－1 表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に

するための設備の主要機器仕様に記載する。 

ｂ.ほう酸水注入系貯蔵タンク 

第 3.1－1 表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に

するための設備の主要機器仕様に記載する。 

第 5.7－1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備の主要機器仕様 

 

(1) 高圧代替注水系 

  ａ．常設高圧代替注水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

台 数     1 

容 量     約 136.7m３／h 

全 揚 程     約 900m 

 

 

 

 

 

 

(2) ほう酸水注入系 

  ａ．ほう酸水注入ポンプ 

第 6.1.2－2表 ほう酸水注入系の主要仕様に記載する。 

   

  ｂ．ほう酸水貯蔵タンク 

第 6.1.2－2表 ほう酸水注入系の主要仕様に記載する。 

 

 

(3) 主蒸気系 

   「5.1.1.3.2 主蒸気系」に記載する。 

第 3.2-1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備の主要機器仕様 

 

(1) 高圧原子炉代替注水系 

ａ．高圧原子炉代替注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

台数    １ 

容量    75m3/h以上 

全揚程   913m以上 

 

(2) 原子炉隔離時冷却系 

ａ．原子炉隔離時冷却ポンプ 

第 3.2-3表 原子炉隔離時冷却系主要機器使用に記載す

る。 

 

(3) ほう酸水注入系 

ａ．ほう酸水注入ポンプ 

第 3.1-1表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に

するための設備の主要機器仕様に記載する。 

ｂ．ほう酸水貯蔵タンク 

第 3.1-1表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に

するための設備の主要機器仕様に記載する。 

 

・設備の相違 
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第 3.2－1図(1) 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備系統概要図（高圧代

替注水系による発電用原子炉の冷却）（6 号炉） 

 

 

 

第 5.7－1図 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備系統概要図（1） 

      （高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却） 

 

 

 

 

 

第 3.2-1図 原子炉冷却材バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備系統外要図 

（高圧原子炉代替注水系による発電用原子炉の冷却） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.2－1図(2) 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備系統概要図（高圧代

替注水系による発電用原子炉の冷却）（7 号炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.2－2図(1) 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備系統概要図（原子炉

隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉の

冷却）（6 号炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.7－2図 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備系統概要図（2） 

      （原子炉隔離時冷却系による発電用原子炉の冷却） 

 

 

 

 

 

第 3.2-2図 原子炉冷却材バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備系統概要図 

（原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子

炉の冷却） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.2－2図(2) 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備系統概要図（原子炉

隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉の

冷却）（7 号炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 5.7－3図 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備系統概要図（3） 

      （高圧炉心スプレイ系による発電用原子炉の冷却） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.2－3 図(1) 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備系統概要図（ほう酸

水注入系による進展抑制）（6 号炉） 

 

 

 

第 5.7－4図 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備系統概要図（4） 

      （ほう酸水注入系による進展抑制） 

 

 

 

第 3.2-3図 原子炉冷却材バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備系統概要図 

（ほう酸水注入系による進展抑制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

第 3.2－3 図(2) 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備系統概要図（ほう酸

水注入系による進展抑制）（7 号炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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3.2.1.2 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.2.1.2.1 高圧炉心注水系 

高圧炉心注水系は，想定される重大事故等時において，重大事

故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

高圧炉心注水系は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方

針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計

を行う。 

高圧炉心注水系主要機器仕様を第 3.2－2 表に，系統概要図を

第 3.2－4 図に示す。 

 3.2.1.2 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.2.1.2.1 高圧炉心スプレイ系 

高圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時において，重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

高圧炉心スプレイ系は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本

方針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設

計を行う。 

高圧炉心スプレイ系主要機器仕様を第 3.2-2表に，系統概要図

を第 3.2-4図に示す。 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は高圧炉心

スプレイ系については

「5.2 非常用炉心冷却

系」にて記載 

3.2.1.2.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

高圧炉心注水系は，設計基準事故対象設備として使用する場合

と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使

用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 3.2.1.2.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

高圧炉心スプレイ系は，設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

3.2.1.2.1.2 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

高圧炉心注水系ポンプは，設計基準事故時の非常用炉心冷却機

能と兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重

大事故等の収束に必要な容量に対して十分であるため，設計基準

事故対処設備と同仕様で設計する。 

 3.2.1.2.1.2 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

高圧炉心スプレイ・ポンプは，設計基準事故時の非常用炉心冷

却機能と兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，

重大事故等の収束に必要な容量に対して十分であるため，設計基

準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

 

3.2.1.2.1.3 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

高圧炉心注水系ポンプ及び高圧炉心注水系注入隔離弁は，原子

炉建屋原子炉区域内に設置し，想定される重大事故等時における

環境条件を考慮した設計とする。高圧炉心注水系の操作は，想定

される重大事故等時において，中央制御室で可能な設計とする。

また，中央制御室からの操作により高圧炉心注水系注入隔離弁を

閉止できない場合において，高圧炉心注水系注入隔離弁の操作は，

想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

 3.2.1.2.1.3 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

高圧炉心スプレイ・ポンプは，原子炉建物原子炉棟内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。高圧炉心スプレイ系の操作は，想定される重大事故等時にお

いて，中央制御室で可能な設計とする。 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉はIS-LOC

A時の隔離弁（残留熱除

去系注水弁）を47条に

記載している（以下，

⑦の相違） 

3.2.1.2.1.4 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

高圧炉心注水系は，想定される重大事故等時において，設計基

準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等

 3.2.1.2.1.4 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

高圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時において，設

計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事
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対処設備（設計基準拡張）として使用する設計とする。高圧炉心

注水系は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計と

する。また，高圧炉心注水系注入隔離弁は，中央制御室から操作

できない場合においても，現場操作が可能となるように手動ハン

ドルを設け，現場での人力により確実に操作が可能な設計とする。 

 

故等対処設備（設計基準拡張）として使用する設計とする。高圧

炉心スプレイ系は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能

な設計とする。 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

3.2.1.2.1.5 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

高圧炉心注水系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・

性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，高圧炉

心注水系ポンプ及び高圧炉心注水系注入隔離弁は，発電用原子炉

の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

 3.2.1.2.1.5 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

高圧炉心スプレイ系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，高

圧炉心スプレイ・ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解及び外

観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

第 3.2-2 表 高圧炉心注水系主要機器仕様 

（１） 高圧炉心注水系ポンプ 

台 数  2 

容 量  約 180m3/h/台～約 730m3/h/台 

全揚程  約 890m～約 190m 

 第 3.2-2表 高圧炉心スプレイ系主要機器仕様 

(1) 高圧炉心スプレイ・ポンプ 

台数    １ 

容量    約 320m3/h～約 1,050m3/h 

全揚程   約 890m～約 260m 

・設備の相違 

 

 

 

第 3.2-4図 高圧炉心注水系系統概要図 

  

 
 

第 3.2-4図 高圧炉心スプレイ系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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3.2.1.2.2 原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系は，想定される重大事故等時において，重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

原子炉隔離時冷却系は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本

方針」のうち，多様性，位置的分散等を除く設計方針を適用して

設計を行う。 

原子炉隔離時冷却系主要機器仕様を第 3.2-3 表に，系統概要図

を第 3.2-5 図に示す。 

 3.2.1.2.2 原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系は，想定される重大事故等時において，重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

原子炉隔離時冷却系は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本

方針」のうち，多様性，位置的分散等を除く設計方針を適用して

設計を行う。 

原子炉隔離時冷却系主要機器仕様を第 3.2-3表に，系統概要図

を第 3.2-5図に示す。 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，原子炉

隔離時冷却系について

「5.3 原子炉隔離時冷

却系」にて記載 

3.2.1.2.2.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

原子炉隔離時冷却系は，設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 3.2.1.2.2.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

原子炉隔離時冷却系は，設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

3.2.1.2.2.2 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

原子炉隔離時冷却系ポンプは，設計基準事故時の非常用炉心冷

却機能と兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，

重大事故等の収束に必要な容量に対して十分であるため，設計基

準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 3.2.1.2.2.2 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

原子炉隔離時冷却ポンプは，設計基準事故時に使用する場合の

容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分であるため，

設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

 

 

 

・炉型の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑥の相違 

3.2.1.2.2.3 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉隔離時冷却系ポンプは，原子炉建屋原子炉区域内に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計と

する。原子炉隔離時冷却系の操作は，想定される重大事故等時に

おいて，中央制御室で可能な設計とする。 

 3.2.1.2.2.3 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉隔離時冷却ポンプは，原子炉建物原子炉棟内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。原子炉隔離時冷却系の操作は，想定される重大事故等時にお

いて，中央制御室で可能な設計とする。 

 

 

3.2.1.2.2.4 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉隔離時冷却系は，想定される重大事故等時において，設

計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備（設計基準拡張）として使用する設計とする。原子

炉隔離時冷却系は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能

な設計とする。 

 3.2.1.2.2.4 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉隔離時冷却系は，想定される重大事故等時において，設

計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備（設計基準拡張）として使用する設計とする。原子

炉隔離時冷却系は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能

な設計とする。 
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3.2.1.2.2.5 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉隔離時冷却系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，原

子炉隔離時冷却系ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解及び外

観の確認が可能な設計とする。 

 3.2.1.2.2.5 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉隔離時冷却系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，原

子炉隔離時冷却ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解及び外観

の確認が可能な設計とする。 

 

 

第 3.2-3 表 原子炉隔離時冷却系主要機器仕様 

（１） 原子炉隔離時冷却系ポンプ 

台 数  1 

容 量  約 190m3/h 

全揚程  約 190m～約 900m 

 第 3.2-3表 原子炉隔離時冷却系主要機器仕様 

(1) 原子炉隔離時冷却ポンプ 

台数    １ 

容量    約 100m3/h 

全揚程   約 120m～約 900m 

 

・設備の相違 

 

 

第 3.2-5図 原子炉隔離時冷却系 系統概要図 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

第 3.2-5図 原子炉隔離時冷却系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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まとめ資料比較表 〔46条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉の逃がし安全弁窒素ガス供給系は，ADS機能用Accを流路とせず，逃がし弁機能用Accを流路とするため，ADS機能用AccをSA設備としない

② 島根２号炉では，原子炉緊急停止失敗時において，格納容器圧力高により高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系及び低圧注水系が自動起動する

③
島根２号炉は，悪影響を及ぼさないよう考慮して，自動減圧起動阻止スイッチを２個，代替自動減圧起動阻止スイッチを１個設置しているが，柏崎6/7及び東海第二は，自動減圧
起動阻止用と代替自動減圧起動阻止用を共用として起動阻止スイッチを２個設置している

④ 東海第二は，SA時のSRVによる減圧において逃がし弁機能用Accは流路とせず，ADS機能用Accを流路とするため，逃がし弁機能用AccをSA設備としない

⑤ 柏崎6/7は所内蓄電式直流電源設備に常設代替直流電源設備を含んだ整理としているが，島根２号炉ではSA専用の蓄電池として区別している

⑥ 島根２号炉では柏崎6/7と同様，供給元となる電源設備までを記載している

⑦ 使用する設備を明確に記載

⑧ 島根２号炉は，逃がし安全弁窒素ガス供給系により全てのSRVに窒素供給し動作可能な設計としているため，窒素ガス代替供給設備は自主対策設備とする

⑨ 島根２号炉は，配備するボンベ個数により７日間以上の減圧維持が可能であり十分な予備数も確保しているため，取替えはSAとしない

⑩ IS-LOCA時隔離弁の相違

⑪ 東海第二は，ブローアウトパネルが開放しなくてもIS-LOCA隔離弁の現場操作が可能である

⑫ IS-LOCA時に逃がし安全弁に電源供給する設備として記載

⑬
島根２号炉の代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，残留熱除去ポンプ又は低圧炉心スプレイ・ポンプ運転の場合に逃がし安全弁２個を作動させるインターロックとなっ
ている

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.3原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備【４６条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備) 

第四十六条 発電用原子炉施設には，原子炉冷却材圧力バウン

ダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有する

発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心の

著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子

炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な設備を設

けなければならない。 

（解釈) 

１ 第４６条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するた

め，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な設

備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を行うための設備をいう。 

(1) ロジックの追加

ａ）原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可能な状態で，逃

がし安全弁を作動させる減圧自動化ロジックを設けるこ

と(BWRの場合)。 

(2) 可搬型重大事故防止設備

ａ）常設直流電源系統喪失時においても，減圧用の弁(逃が

し安全弁(BWRの場合)又は主蒸気逃がし弁及び加圧器逃

がし弁(PWRの場合))を作動させ原子炉冷却材圧力バウン

ダリの減圧操作が行えるよう，手動設備又は可搬型代替

直流電源設備を配備すること。 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合，減圧用の弁を作

動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行える

よう，可搬型コンプレッサー又は窒素ボンベを配備する

こと。 

ｃ）減圧用の弁は，想定される重大事故等が発生した場合

の環境条件において確実に作動すること。 

5.8 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 3.3  原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備【46条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備) 

第四十六条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダ

リが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発

電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉冷

却材圧力バウンダリを減圧するために必要な設備を設けなけ

ればならない。 

（解釈) 

１ 第４６条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するた

め、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な設

備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を行うための設備をいう。 

(1) ロジックの追加

ａ）原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可能な状態で、逃が

し安全弁を作動させる減圧自動化ロジックを設けること

(BWRの場合)。 

(2) 可搬型重大事故防止設備

ａ）常設直流電源系統喪失時においても、減圧用の弁(逃が

し安全弁(BWRの場合)又は主蒸気逃がし弁及び加圧器逃が

し弁(PWRの場合))を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダ

リの減圧操作が行えるよう、手動設備又は可搬型代替直流

電源設備を配備すること。 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動

させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよ

う、可搬型コンプレッサー又は窒素ボンベを配備するこ

と。 

ｃ）減圧用の弁は、想定される重大事故等が発生した場合の

環境条件において確実に作動すること。 
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3.3.1 適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場

合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防

止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の系統概

要図及び説明図を第 3.3－1 図から第 3.3－4 図に示す。 

5.8.1 概要 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場

合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防

止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の系統概

略図を第 5.8－1図から第 5.8－4図に示す。 

3.3.1 適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準

事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合

においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止

するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な

重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の系統概

要図及び説明図を第 3.3-1図から第 3.3-5図に示す。 

3.3.1.1 重大事故等対処設備（原子炉冷却系統施設） 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時に炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するための設備として逃がし安全

弁を設ける。 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備

ａ．原子炉減圧の自動化 

逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合の重大事故

等対処設備として，逃がし安全弁を代替自動減圧ロジック

（代替自動減圧機能）により作動させ使用する。 

逃がし安全弁は，代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）からの信号により，自動減圧機能用アキュムレータに蓄

圧された窒素ガスをアクチュエータのピストンに供給する

ことで作動し，蒸気を排気管によりサプレッション・チェン

バのプール水面下に導き凝縮させることで，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧できる設計とする。 

なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，

高圧炉心注水系及び低圧注水系から大量の冷水が注水され

出力の急激な上昇につながるため，自動減圧系の起動阻止ス

イッチにより自動減圧系及び代替自動減圧ロジック（代替自

動減圧機能）による自動減圧を阻止する。 

5.8.2 設計方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時に炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するための設備として逃がし安全

弁を設ける。 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備

ａ．原子炉減圧の自動化 

逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合の重大事故

等対処設備として，逃がし安全弁を過渡時自動減圧機能に

より作動させ使用する。 

逃がし安全弁は，過渡時自動減圧機能からの信号により，

自動減圧機能用アキュムレータに蓄圧された窒素をアクチ

ュエータのピストンに供給することで作動し，蒸気を排気

管によりサプレッション・チェンバのプール水面下に導き

凝縮させることで，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧で

きる設計とする。 

なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，

高圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水系）及び低

圧炉心スプレイ系から大量の冷水が注水され出力の急激な

上昇につながるため，自動減圧系の起動阻止スイッチによ

り自動減圧系及び過渡時自動減圧機能による自動減圧を阻

3.3.1.1 重大事故等対処設備（原子炉冷却系統施設） 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，原

子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時に炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するための設備として逃がし安全弁

を設ける。 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備

ａ．原子炉減圧の自動化 

逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合の重大事故

等対処設備として，逃がし安全弁を代替自動減圧ロジック

（代替自動減圧機能）により作動させ使用する。 

逃がし安全弁は，代替自動減圧ロジック（代替自動減圧

機能）からの信号により，逃がし安全弁逃がし弁機能用ア

キュムレータに蓄圧された窒素ガスをアクチュエータのピ

ストンに供給することで作動し，蒸気を排気管によりサプ

レッション・チェンバのプール水面下に導き凝縮させるこ

とで，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧できる設計とす

る。 

なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，

高圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード）及

び低圧炉心スプレイ系から大量の冷水が注水され出力の急

激な上昇につながるため，自動減圧起動阻止スイッチによ

り自動減圧系による自動減圧を阻止し，代替自動減圧起動

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の逃がし

安全弁窒素ガス供給系

は，ADS機能用 Accを流

路とせず，逃がし弁機能

用 Acc を流路とするた

め，ADS機能用 Accを SA

設備としない（以下，①

の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉では，原子

炉緊急停止失敗時にお
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主要な設備は，以下のとおりとする。 

・逃がし安全弁 

・自動減圧機能用アキュムレータ 

・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）（3.3.1.2 

重大事故等対処設備（計測制御系統施設）） 

・自動減圧系の起動阻止スイッチ（3.3.1.2 重大事故等

対処設備（計測制御系統施設）） 

 

 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備

を重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

 

止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・逃がし安全弁 

・自動減圧機能用アキュムレータ 

・過渡時自動減圧機能（6.8 原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するための設備） 

・自動減圧系の起動阻止スイッチ（6.7 緊急停止失敗時

に発電用原子炉を未臨界にするための設備） 

 

 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設

備を重大事故等対処設備として使用する。 

 

 

阻止スイッチにより代替自動減圧ロジック（代替自動減圧

機能）による自動減圧を阻止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・逃がし安全弁 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）(3.3.1.2 重

大事故等対処設備（計測制御系統施設)） 

・自動減圧起動阻止スイッチ（3.3.1.2 重大事故等対処

設備（計測制御系統施設）） 

・代替自動減圧起動阻止スイッチ（3.3.1.2 重大事故等

対処設備（計測制御系統施設）） 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設

備を重大事故等対処設備(設計基準拡張)として使用する。 

 

 

いて，格納容器圧力高に

より高圧炉心スプレイ

系，低圧炉心スプレイ系

及び低圧注水系が自動

起動する（以下，②の相

違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，悪影響

を及ぼさないよう考慮

して，自動減圧起動阻止

スイッチを２個，代替自

動減圧起動阻止スイッ

チを１個設置している

が，柏崎 6/7及び東海第

二は，自動減圧起動阻止

用と代替自動減圧起動

阻止用を共用として起

動阻止スイッチを２個

設置している（以下，③

の相違） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 
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ｂ．手動による原子炉減圧 

逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合の重大事故

等対処設備として，逃がし安全弁を手動により作動させて使

用する。 

逃がし安全弁は，中央制御室からの遠隔手動操作により，

逃がし弁機能用アキュムレータ又は自動減圧機能用アキュム

レータに蓄圧された窒素ガスをアクチュエータのピストンに

供給することで作動し，蒸気を排気管によりサプレッショ

ン・チェンバのプール水面下に導き凝縮させることで，原子

炉冷却材圧力バウンダリを減圧できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・逃がし安全弁 

・逃がし弁機能用アキュムレータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自動減圧機能用アキュムレータ 

 

 

 

・所内蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．手動による原子炉減圧 

逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合の重大事故

等対処設備として，逃がし安全弁を手動により作動させて

使用する。 

逃がし安全弁は，中央制御室からの遠隔手動操作により，

自動減圧機能用アキュムレータに蓄圧された窒素をアクチ

ュエータのピストンに供給することで作動し，蒸気を排気

管によりサプレッション・チェンバのプール水面下に導き

凝縮させることで，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧で

きる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・逃がし安全弁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自動減圧機能用アキュムレータ 

 

 

 

・所内常設直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．手動による原子炉減圧 

逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合の重大事故

等対処設備として，逃がし安全弁を手動により作動させて

使用する。 

逃がし安全弁は，中央制御室からの遠隔手動操作により，

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータに蓄圧された

窒素ガスをアクチュエータのピストンに供給することで作

動し，蒸気を排気管によりサプレッション・チェンバのプ

ール水面下に導き凝縮させることで，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを減圧できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・逃がし安全弁 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・所内常設蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備） 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，SA 時の

SRV による減圧におい

て逃がし弁機能用 Acc

は流路とせず，ADS機能

用 Acc を流路とするた

め，逃がし弁機能用 Acc

を SA 設備としない（以

下，④の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は所内蓄電

式直流電源設備に常設

代替直流電源設備を含

んだ整理としているが，

島根２号炉では SA 専用

の蓄電池として区別し
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・可搬型直流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統の流路として，主蒸気系配管及びクエンチャを重大

事故等対処設備として使用する。 

 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

ａ．常設直流電源系統喪失時の減圧 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のう

ち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備と

して，可搬型直流電源設備を使用する。 

 

(a) 可搬型直流電源設備による逃がし安全弁機能回復 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処

設備として，可搬型直流電源設備及び AM用切替装置

（SRV）を使用する。 

可搬型直流電源設備は，逃がし安全弁の作動に必要な

常設直流電源系統が喪失した場合においても，AM 用切替

装置（SRV）を切り替えることにより，逃がし安全弁（8 個）

の作動に必要な電源を供給できる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型直流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

 

 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

 

 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

本系統の流路として，主蒸気配管及びクエンチャを重大

事故等対処設備として使用する。 

 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

ａ．常設直流電源系統喪失時の減圧 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のう

ち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備

として，可搬型代替直流電源設備及び逃がし安全弁用可搬

型蓄電池を使用する。 

(a) 可搬型代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処

設備として，可搬型代替直流電源設備を使用する。 

 

可搬型代替直流電源設備は，逃がし安全弁の作動に必

要な常設直流電源系統が喪失した場合においても，緊急

用電源切替盤を切り替えることにより，逃がし安全弁（7

個）の作動に必要な電源を供給できる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統の流路として，主蒸気系配管及びクエンチャを重大事

故等対処設備として使用する。 

 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

ａ．常設直流電源系統喪失時の減圧 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のう

ち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備

として，可搬型直流電源設備及び主蒸気逃がし安全弁用蓄

電池（補助盤室）を使用する。 

(a) 可搬型直流電源設備による逃がし安全弁機能回復 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処

設備として，可搬型直流電源設備及びＳＲＶ用電源切替

盤を使用する。 

可搬型直流電源設備は，逃がし安全弁の作動に必要な

常設直流電源系統が喪失した場合においても，ＳＲＶ用

電源切替盤を切り替えることにより，逃がし安全弁（８

個）の作動に必要な電源を供給できる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備) 

ている（以下，⑤の相違） 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では柏崎

6/7と同様，供給元とな

る電源設備までを記載

している（以下，⑥の相

違） 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，燃料補

給設備は 57 条で記載す

る整理としている 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

使用する設備を明確

に記載（以下，⑦の相違） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

 

・他号炉と共用しない 
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電源設備） 

・AM 用切替装置（SRV） 

 

 

(b) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁機能

回復 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処

設備として，逃がし安全弁用可搬型蓄電池を使用する。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，逃がし安全弁の作動

に必要な常設直流電源系統が喪失した場合においても，

逃がし安全弁の作動回路に接続することにより，逃がし

安全弁（2 個）を一定期間にわたり連続して開状態を保

持できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

 

ｂ．逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のう

ち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備と

して，高圧窒素ガス供給系を使用する。 

・緊急用電源切替盤（10.2 代替電源設備） 

 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

(b) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁機能

回復 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処

設備として，逃がし安全弁用可搬型蓄電池を使用する。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，逃がし安全弁の作動

に必要な常設直流電源系統が喪失した場合においても，

逃がし安全弁の作動回路に接続することにより，逃がし

安全弁（2 個）を一定期間にわたり連続して開状態を保

持できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

 

ｂ．逃がし安全弁の作動に必要な窒素喪失時の減圧 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のう

ち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備

として，非常用窒素供給系及び非常用逃がし安全弁駆動系

を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 非常用窒素供給系による窒素確保 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処

設備として，非常用窒素供給系を使用する。 

 

・ＳＲＶ用電源切替盤 

 

 

(b) 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃が

し安全弁機能回復 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処

設備として，主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）

を使用する。 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，逃がし

安全弁の作動に必要な常設直流電源系統が喪失した場合

においても，逃がし安全弁の作動回路に接続することに

より，逃がし安全弁（２個）を一定期間にわたり連続し

て開状態を保持できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室） 

 

ｂ．逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のう

ち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備

として，逃がし安全弁窒素ガス供給系を使用する。 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，燃料補

給設備は 57 条で記載す

る整理としている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，逃がし

安全弁窒素ガス供給系

により全ての SRV に窒

素供給し動作可能な設

計としているため，窒素

ガス代替供給設備は自

主対策設備とする（以

下，⑧の相違） 
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高圧窒素ガス供給系は，逃がし安全弁の作動に必要な逃が

し弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用アキュムレ

ータの充填圧力が喪失した場合において，逃がし安全弁の作

動に必要な窒素ガスを供給できる設計とする。 

 

なお，高圧窒素ガスボンベの圧力が低下した場合は，現場

で高圧窒素ガスボンベの切替え及び取替えが可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・高圧窒素ガスボンベ（3.3.1.2 重大事故等対処設備（計

測制御系統施設）） 

本系統の流路として，高圧窒素ガス供給系の配管及び弁並

びに逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用ア

キュムレータを重大事故等対処設備として使用する。 

 

その他，設計基準事故対処設備である逃がし安全弁を重大

事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用窒素供給系は，逃がし安全弁の作動に必要な逃

がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用アキュ

ムレータの充填圧力が喪失した場合において，逃がし安

全弁の作動に必要な窒素を供給できる設計とする。 

 

なお，非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの圧力が低下

した場合は，現場で非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの

取替えが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ（6.8 原子炉冷却

材圧力バウンダリを減圧するための設備） 

本系統の流路として，非常用窒素供給系の配管及び弁

並びに自動減圧機能用アキュムレータを重大事故等対処

設備として使用する。 

 

その他，設計基準事故対処設備である逃がし安全弁を

重大事故等対処設備として使用する。 

 

(b) 非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉減圧 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，逃がし安全弁機能回復のための重大事故等対処設

備として，非常用逃がし安全弁駆動系を使用する。 

非常用逃がし安全弁駆動系は，逃がし安全弁の作動に

必要な逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能

用アキュムレータの充填圧力が喪失した場合において，

逃がし安全弁のアクチュエータに直接窒素を供給するこ

とで，逃がし安全弁（4 個）を一定期間にわたり連続し

て開状態を保持できる設計とする。 

逃がし安全弁窒素ガス供給系は，逃がし安全弁の作動に

必要な逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの充填

圧力が喪失した場合において，逃がし安全弁の作動に必要

な窒素ガスを供給できる設計とする。 

 

なお，逃がし安全弁用窒素ガスボンベの圧力が低下した

場合は，現場で逃がし安全弁用窒素ガスボンベの切替えが

可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・逃がし安全弁用窒素ガスボンベ(3.3.1.2 重大事故等対

処設備（計測制御系統施設）） 

本系統の流路として，逃がし安全弁窒素ガス供給系の配

管及び弁並びに逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレー

タを重大事故等対処設備として使用する。 

 

その他，設計基準事故対処設備である逃がし安全弁を重

大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，配備す

るボンベ個数により７

日間以上の減圧維持が

可能であり十分な予備

数も確保しているため，

取替えは SA としない

（以下，⑨の相違） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

 

 

 

 

 

 

 

3.3-8



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．代替電源設備を用いた逃がし安全弁の復旧 

 

(a) 代替直流電源設備による復旧 

全交流動力電源又は常設直流電源系統が喪失した場合

の重大事故等対処設備として，可搬型直流電源設備を使

用する。 

逃がし安全弁は，可搬型直流電源設備により作動に必

要な直流電源が供給されることにより機能を復旧し，原

子炉冷却材圧力バウンダリを減圧できる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型直流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

電源設備） 

 

 

 

(b) 代替交流電源設備による復旧 

全交流動力電源又は常設直流電源系統が喪失した場合

の重大事故等対処設備として，常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備を使用する。 

逃がし安全弁は，常設代替交流電源設備又は可搬型代

なお，非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの圧

力が低下した場合は，現場で非常用逃がし安全弁駆動系

高圧窒素ボンベの取替えが可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ（6.8 原

子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備） 

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，非常用逃がし安全弁駆動系の配

管及び弁を重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である逃がし安全弁を

重大事故等対処設備として使用する。 

 

ｃ．全交流動力電源喪失及び常設直流電源喪失における逃が

し安全弁の復旧 

(a) 代替直流電源設備による復旧 

全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合の重

大事故等対処設備として，可搬型代替直流電源設備を使

用する。 

逃がし安全弁は，可搬型代替直流電源設備により作動

に必要な直流電源が供給されることにより機能を復旧

し，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧できる設計とす

る。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

(b) 代替交流電源設備による復旧 

全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合の重

大事故等対処設備として，常設代替交流電源設備及び可

搬型代替交流電源設備を使用する。 

逃がし安全弁は，常設代替交流電源設備又は可搬型代

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．代替電源設備を用いた逃がし安全弁の復旧 

 

(a) 代替直流電源設備による復旧 

全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合の重

大事故等対処設備として，可搬型直流電源設備を使用す

る。 

逃がし安全弁は，可搬型直流電源設備により作動に必

要な直流電源が供給されることにより機能を復旧し，原

子炉冷却材圧力バウンダリを減圧できる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

(b) 代替交流電源設備による復旧 

全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合の重

大事故等対処設備として，常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備を使用する。 

逃がし安全弁は，常設代替交流電源設備又は可搬型代

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 
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替交流電源設備により所内蓄電式直流電源設備を受電

し，作動に必要な直流電源が供給されることにより機能

を復旧し，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧できる設

計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

電源設備） 

 

 

(3) 炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接

加熱の防止 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のう

ち，炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態で

ある場合において，高圧溶融物放出及び格納容器雰囲気直接

加熱による原子炉格納容器の破損を防止するための重大事故

等対処設備として，逃がし安全弁を使用する。 

本系統は，「(1) ｂ．手動による原子炉減圧」と同じである。 

 

(4) インターフェイスシステム LOCA 発生時に用いる設備 

インターフェイスシステム LOCA 発生時の重大事故等対処

設備として，逃がし安全弁，原子炉建屋ブローアウトパネル

及び高圧炉心注水系注入隔離弁を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作によって作動

させ，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧させることで原子

替交流電源設備により所内常設直流電源設備を受電し，

作動に必要な直流電源が供給されることにより機能を復

旧し，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧できる設計と

する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

   

   ・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

(3) 炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接

加熱の防止 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のう

ち，炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態で

ある場合において，高圧溶融物放出及び格納容器雰囲気直接

加熱による原子炉格納容器の破損を防止するための重大事故

等対処設備として，逃がし安全弁を使用する。 

 本系統は，「(1)ｂ．手動による原子炉減圧」と同じである。 

 

(4) インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時に用いる設備 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の重大事故等対

処設備として，逃がし安全弁並びに高圧炉心スプレイ系注入

弁，原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁，低圧炉心スプレイ系

注入弁，残留熱除去系Ａ系注入弁，残留熱除去系Ｂ系注入弁

及び残留熱除去系Ｃ系注入弁（以下「インターフェイスシス

テムＬＯＣＡ隔離弁」という。）を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作によって作動

させ，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧させることで原子

替交流電源設備により所内常設蓄電式直流電源設備を受

電し，作動に必要な直流電源が供給されることにより機

能を復旧し，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧できる

設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

(3) 炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接

加熱の防止 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のう

ち，炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態で

ある場合において，高圧溶融物放出及び格納容器雰囲気直接

加熱による原子炉格納容器の破損を防止するための重大事故

等対処設備として，逃がし安全弁を使用する。 

本系統は，「(1) ｂ．手動による原子炉減圧」と同じである。 

 

(4) インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時に用いる設備 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の重大事故等対

処設備として，逃がし安全弁，原子炉建物燃料取替階ブロー

アウトパネル，残留熱除去系注水弁及び低圧炉心スプレイ系

注水弁を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作によって作動

させ，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧させることで原子

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

IS-LOCA 時隔離弁の

相違（以下，⑩の相違） 

・運用の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，ブローア

ウトパネルが開放しな

くても IS-LOCA 隔離弁

の現場操作が可能であ

る（以下，⑪の相違） 

 

 

 

3.3-10



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

炉冷却材の漏えいを抑制できる設計とする。 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，高圧の原子炉冷却材が

原子炉建屋原子炉区域へ漏えいして蒸気となり，原子炉建屋

原子炉区域内の圧力が上昇した場合において，外気との差圧

により自動的に開放し，原子炉建屋原子炉区域内の圧力及び

温度を低下させることができる設計とする。 

 

高圧炉心注水系注入隔離弁は，現場で弁を操作することに

より原子炉冷却材の漏えい箇所を隔離できる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉建屋ブローアウトパネル 

 

 

・逃がし安全弁 

・逃がし弁機能用アキュムレータ 

 

 

 

・自動減圧機能用アキュムレータ 

 

 

・所内蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

・可搬型直流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

 

 

本系統の流路として，主蒸気系配管及びクエンチャを重大

事故等対処設備として使用する。 

なお，設計基準事故対処設備である高圧炉心注水系注入隔

離弁を重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

炉冷却材の漏えいを抑制できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁は，現場で弁を

操作することにより原子炉冷却材の漏えい箇所を隔離できる

設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

 

 

・逃がし安全弁 

 

 

 

 

・自動減圧機能用アキュムレータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統の流路として，主蒸気配管及びクエンチャを重大事

故等対処設備として使用する。 

なお，設計基準事故対処設備であるインターフェイスシス

テムＬＯＣＡ隔離弁を重大事故等対処設備として使用する。 

炉冷却材の漏えいを抑制できる設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，高圧の原子

炉冷却材が原子炉建物原子炉棟へ漏えいして蒸気となり，原

子炉建物原子炉棟内の圧力が上昇した場合において，外気と

の差圧により自動的に開放し，原子炉建物原子炉棟内の圧力

及び温度を低下させることができる設計とする。 

 

残留熱除去系注水弁及び低圧炉心スプレイ系注水弁は，現

場で弁を操作することにより原子炉冷却材の漏えい箇所を隔

離できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル 

 

 

・逃がし安全弁 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

 

 

 

 

 

 

・所内常設蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

・可搬型直流電源設備(3.14 電源設備) 

 

 

 

本系統の流路として，主蒸気系配管及びクエンチャを重大

事故等対処設備として使用する。 

なお，設計基準事故対処設備である残留熱除去系注水弁及

び低圧炉心スプレイ系注水弁を重大事故等対処設備(設計基

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑩の相違 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

IS-LOCA 時に逃がし

安全弁に電源供給する

設備として記載（以下，

⑫の相違） 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の主

要機器仕様を第 3.3－1表に示す。 

 

 

 

高圧炉心注水系注入隔離弁については，「3.2 原子炉冷却

材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能），自動減圧系

の起動阻止スイッチ及び高圧窒素ガスボンベについては，

「3.3.1.2 重大事故等対処設備（計測制御系統施設）」に記

載する。 

 

 

 

 

非常用交流電源設備については，「3.14 電源設備」に記

載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系注入弁については，「5.2 非常用炉心冷却

系」に記載する。 

 

 

原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁については，「5.3 原子炉隔

離時冷却系」に記載する。 

 

 

低圧炉心スプレイ系注入弁については，「5.2 非常用炉心冷却

系」に記載する。 

 

 

残留熱除去系Ａ系注入弁については，「5.2 非常用炉心冷却

系」に記載する。 

残留熱除去系Ｂ系注入弁については，「5.2 非常用炉心冷却

系」に記載する。 

残留熱除去系Ｃ系注入弁については，「5.2 非常用炉心冷却

系」に記載する。 

過渡時自動減圧機能，自動減圧系の起動阻止スイッチ，非常

用窒素供給系高圧窒素ボンベ及び非常用逃がし安全弁駆動系高

圧窒素ボンベについては，「6.8 原子炉冷却材圧力バウンダリ

を減圧するための設備」に記載する。 

 

 

 

 

非常用交流電源設備については，「10.1 非常用電源設備」に

記載する。 

 

 

準拡張)として使用する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の主要

機器仕様を第 3.3-1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系注水弁及び低圧炉心スプレイ系注水弁につい

ては，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備」に記載する。 

 

 

 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能），自動減圧起動

阻止スイッチ，代替自動減圧起動阻止スイッチ及び逃がし安

全弁用窒素ガスボンベについては，「3.3.1.2 重大事故等対処

設備（計測制御系統施設）」に記載する。 

 

 

 

 

非常用交流電源設備については，「3.14 電源設備」に記載す

る。 

 

 

 ⑩の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，5.8.3項

にて記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑩の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 
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所内蓄電式直流電源設備，可搬型直流電源設備，常設代替

交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備については，

「3.14 電源設備」に記載する。 

 

所内常設直流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代替

交流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型代替直流電源設

備及び緊急用電源切替盤については，「10.2 代替電源設備」に

記載する。 

所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬

型直流電源設備，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流

電源設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

【東海第二】 

島根２号炉で使用す

る SRV 用電源切替盤は

本項に記載 

 

3.3.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

逃がし安全弁，逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧

機能用アキュムレータは，設計基準事故対処設備と重大事故等

対処設備としての安全機能を兼ねる設備であるが，想定される

重大事故等時に必要となる個数に対して十分に余裕をもった個

数を分散して設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作又は代替自動減

圧ロジック（代替自動減圧機能）からの信号により作動するこ

とで，自動減圧機能による作動に対して多様性を有する設計と

する。また，逃がし安全弁は，所内蓄電式直流電源設備及び可

搬型直流電源設備からの給電により作動することで，非常用直

流電源設備からの給電による作動に対して多様性を有する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

5.8.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

逃がし安全弁及び自動減圧機能用アキュムレータは，設計基

準事故対処設備と重大事故等対処設備としての安全機能を兼ね

る設備であるが，想定される重大事故等時に必要となる個数に

対して十分に余裕をもった個数を分散して設置する設計とす

る。 

逃がし安全弁は，非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉減

圧として使用する 4 個を，異なる主蒸気管に分散して設置する

設計とする。 

逃がし安全弁は，非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉減

圧として使用する 4 個を，電磁弁の排気側から直接窒素を供給

して作動させることで，電磁弁を用いた逃がし安全弁の作動に

対し，多様性を有する設計とする。 

逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作又は過渡時自動

減圧機能からの信号により作動することで，自動減圧機能によ

る作動に対して多様性を有する設計とする。また，逃がし安全

弁は，所内常設直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型

代替直流電源設備及び逃がし安全弁用可搬型蓄電池からの給電

により作動することで，非常用交流電源設備及び非常用直流電

源設備からの給電による作動に対して多様性を有する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

3.3.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

逃がし安全弁及び逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレー

タは，設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備としての安

全機能を兼ねる設備であるが，想定される重大事故等時に必要

となる個数に対して十分に余裕をもった個数を分散して設置す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作又は代替自動減

圧ロジック（代替自動減圧機能）からの信号により作動するこ

とで，自動減圧機能による作動に対して多様性を有する設計と

する。また，逃がし安全弁は，所内常設蓄電式直流電源設備，

常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備及び主蒸気逃がし

安全弁用蓄電池（補助盤室）からの給電により作動することで，

非常用直流電源設備からの給電による作動に対して多様性を有

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違及び⑦の相

違 

【東海第二】 

島根２号炉は常設代

替直流電源設備への給

電のための設備を主要

な設備として個別に記
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代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）の多様性，位置

的分散については「3.3.1.2 重大事故等対処設備（計測制御系

統施設）」に記載し，所内蓄電式直流電源設備及び可搬型直流電

源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備」に

記載する。 

 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，蓄電池（非常用）及び AM 用直流 125V 蓄

電池に対して異なる種類の蓄電池を用いることで多様性を有す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，原子炉建屋内の原子炉区域

外及びコントロール建屋と異なる区画の原子炉建屋内の原子炉

区域外に分散して保管することで，コントロール建屋の蓄電池

（非常用）及び原子炉建屋内の原子炉区域外の AM 用直流 125V

蓄電池と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。 

 

 

過渡時自動減圧機能の多様性，位置的分散については「6.8 原

子炉冷却材圧力バウンダリを減圧させるための設備」に記載し，

所内常設直流電源設備，常設代替直流電源設備及び可搬型代替

直流電源設備の多様性，位置的分散については「10.2 代替電

源設備」に記載する。 

 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，125V 系蓄電池Ａ系及び 125V 系蓄電池Ｂ

系に対して異なる種類の蓄電池を用いることで多様性を有する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，原子炉建屋付属棟内の 125V

系蓄電池Ａ系及び 125V系蓄電池Ｂ系と異なる区画の中央制御

室に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう位置的分散を図る設計とする。 

 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）の多様性，位置

的分散については「3.3.1.2 重大事故等対処設備（計測制御系

統施設）」に記載し，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直

流電源設備，及び可搬型直流電源設備の多様性，位置的分散に

ついては「3.14 電源設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，非常用蓄電池

及びＳＡ用 115Ｖ系蓄電池と廃棄物処理建物内の異なる区画に

保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

載していない 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉の主蒸気

逃がし安全弁用蓄電池

と常設蓄電池の種類は

同じものを用いるが，位

置的分散により同時に

機能を損なわない設計

としている 

3.3.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

逃がし安全弁，逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧

機能用アキュムレータは，設計基準事故対処設備として使用す

る場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

5.8.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

逃がし安全弁及び自動減圧機能用アキュムレータは，設計基

準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

逃がし安全弁は，非常用逃がし安全弁駆動系を通常時の系統

構成から，弁の操作によって重大事故等対処設備としての系統

構成が可能な設計とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

3.3.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

逃がし安全弁及び逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレー

タは，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構

成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 
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逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，通常時は逃がし安全弁用可

搬型蓄電池を接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に

接続操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とする

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，治具による固定等をするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

AM 用切替装置（SRV）は，通常時は設計基準対象施設として

使用する場合と同じ系統構成とし，重大事故等時に遮断器操作

等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，他の設備と独立して作動

することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

また，原子炉建屋ブローアウトパネルは，開放動作により，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，通常時は逃がし安全弁用可

搬型蓄電池を接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に

接続操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とする

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，治具による固定等をするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，通常時は主蒸

気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）を接続先の系統と分離し

て保管し，重大事故等時に接続操作等により重大事故等対処設

備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，治具による固

定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ＳＲＶ用電源切替盤は，通常時は設計基準対象施設として使

用する場合と同じ系統構成とし，重大事故等時に遮断器操作等

により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，他の設備と独

立して作動することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

また，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，開放動

作により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

3.3.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

逃がし安全弁は，設計基準事故対処設備の逃がし安全弁と兼

用しており，設計基準事故対処設備としての弁吹出量が，想定

される重大事故等時において，原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧するために必要な弁吹出量に対して十分であるため，設計

基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

自動減圧機能用アキュムレータは，設計基準事故対処設備の

逃がし安全弁の自動減圧機能用アキュムレータと兼用してお

り，設計基準事故対処設備としての自動減圧機能用アキュムレ

ータの容量が，想定される重大事故等時において，原子炉冷却

材圧力バウンダリを減圧するための逃がし安全弁の開動作に必

要な供給窒素の容量に対して十分であるため，設計基準事故対

処設備と同仕様で設計する。 

 

逃がし弁機能用アキュムレータは，設計基準対象施設の逃が

し安全弁の逃がし弁機能用アキュムレータと兼用しており，設

計基準対象施設としての逃がし弁機能用アキュムレータの容量

5.8.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

逃がし安全弁は，設計基準事故対処設備の逃がし安全弁と兼

用しており，設計基準事故対処設備としての弁吹出量が，想定

される重大事故等時において，原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧するために必要な弁吹出量に対して十分であるため，設計

基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

自動減圧機能用アキュムレータは，設計基準事故対処設備の

逃がし安全弁の自動減圧機能用アキュムレータと兼用しており，

設計基準事故対処設備としての自動減圧機能用アキュムレータ

の容量が，想定される重大事故等時において，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧するための逃がし安全弁の開動作に必要な

供給窒素の容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設

備と同仕様で設計する。 

 

 

 

 

3.3.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

逃がし安全弁は，設計基準事故対処設備の逃がし安全弁と兼

用しており，設計基準事故対処設備としての弁吹出量が，想定

される重大事故等時において，原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧するために必要な弁吹出量に対して十分であるため，設計

基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，設計基準対

象施設の逃がし安全弁の逃がし弁機能用アキュムレータと兼用

しており，設計基準対象施設としての逃がし弁機能用アキュム

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 
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が，想定される重大事故等時において，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを減圧するための逃がし安全弁の開動作に必要な供給窒

素の容量に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様

で設計する。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，想定される重大事故等時に

おいて，逃がし安全弁 2 個を一定期間にわたり連続して開状態

を保持できる容量を有するものを 6号，7 号炉それぞれで 1 セ

ット 1 個使用する。 

 

 

 

 

保有数は，6 号，7 号炉それぞれで 1 セット 1 個に加えて，

故障時及び保守点検による待機徐外時のバックアップ用として

1 個（6 号及び 7 号炉共用）の合計 3 個を保管する。 

 

 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，想定される重大事故等時

において，原子炉建屋原子炉区域内に漏えいした蒸気を原子炉

建屋外に排気して，原子炉建屋原子炉区域内の圧力及び温度を

低下させるために必要となる容量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，想定される重大事故等時に

おいて，逃がし安全弁 2個を一定期間にわたり連続して開状態を

保持できる容量を有するものを 2個使用する。 

 

 

 

 

 

保有数は 2個に加えて，故障時及び保守点検による待機除外

時のバックアップ用として 1個の合計 3個を保管する。 

レータの容量が，想定される重大事故等時において，原子炉冷

却材圧力バウンダリを減圧するための逃がし安全弁の開動作に

必要な供給窒素の容量に対して十分であるため，設計基準対象

施設と同仕様で設計する。 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，想定される重

大事故等時において，逃がし安全弁２個を一定期間にわたり連

続して開状態を保持できる容量を有するものを１セット２個使

用する。 

 

 

 

 

保有数は，１セット２個に加えて，故障時及び保守点検によ

る待機徐外時のバックアップ用として１セット２個の合計４個

を保管する。 

 

 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，想定される重

大事故等時において，原子炉建物原子炉棟内に漏えいした蒸気

を原子炉建物外に排気して，原子炉建物原子炉棟内の圧力及び

温度を低下させるために必要となる容量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

給電対象負荷電流及

び蓄電池容量の相違 

・他号炉と共用しない 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【東海第二】 

給電対象負荷電流及

び蓄電池容量の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

3.3.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

逃がし安全弁は，想定される重大事故等時に確実に作動する

ように，原子炉格納容器内に設置し，制御用空気が喪失した場

合に使用する高圧窒素ガス供給系の高圧窒素ガスボンベの容量

の設定も含めて，想定される重大事故等時における環境条件を

考慮した設計とする。 

逃がし安全弁の操作は，想定される重大事故等時において中

央制御室で可能な設計とする。 

また，原子炉格納容器内へスプレイを行うことにより，逃が

し安全弁近傍の格納容器温度を低下させることが可能な設計と

する。 

 

 

5.8.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

逃がし安全弁は，想定される重大事故等時に確実に作動する

ように，原子炉格納容器内に設置し，制御用空気が喪失した場

合に使用する非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベの容量の設定

も含めて，想定される重大事故等時における環境条件を考慮し

た設計とする。 

逃がし安全弁の操作は，想定される重大事故等時において中

央制御室で可能な設計とする。 

また，原子炉格納容器内へスプレイを行うことにより，逃が

し安全弁近傍の格納容器温度を低下させることが可能な設計と

する。 

 

 

3.3.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

逃がし安全弁は，想定される重大事故等時に確実に作動する

ように，原子炉格納容器内に設置し，制御用空気が喪失した場

合に使用する逃がし安全弁窒素ガス供給系の逃がし安全弁用窒

素ガスボンベの容量の設定も含めて，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。 

逃がし安全弁の操作は，想定される重大事故等時において中

央制御室で可能な設計とする。 

また，原子炉格納容器内へスプレイを行うことにより，逃が

し安全弁近傍の原子炉格納容器温度を低下させることが可能な

設計とする。 
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逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用アキュム

レータは，原子炉格納容器内に設置し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，原子炉建屋内の原子炉区域

外に保管及び設置し，想定される重大事故等時における環境条

件を考慮した設計とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の常設設備との接続及び操作

は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計

とする。 

AM 用切替装置（SRV）は，中央制御室に設置し，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

AM 用切替装置（SRV）の操作は，想定される重大事故等時に

おいて，中央制御室で可能な設計とする。 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，原子炉建屋原子炉区域と

屋外との境界に設置し，想定される重大事故等時における環境

条件を考慮した設計とする。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系で使用する逃がし安全弁は，想定

される重大事故等時に確実に作動するように，原子炉格納容器

内に設置し，制御用空気が喪失した場合に使用する非常用逃が

し安全弁駆動系の高圧窒素ボンベの容量の設定も含めて，想定

される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

自動減圧機能用アキュムレータは，原子炉格納容器内に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，原子炉建屋付属棟内に保管

及び設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の常設設備との接続及び操作

は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，原子炉格納

容器内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を

考慮した設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，廃棄物処理建

物内の補助盤室に保管及び設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）の常設設備との接

続及び操作は，想定される重大事故等時において，設置場所で

可能な設計とする。 

ＳＲＶ用電源切替盤は，廃棄物処理建物内の補助盤室に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。 

ＳＲＶ用電源切替盤の操作は，想定される重大事故等時にお

いて，設置場所で可能な設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，原子炉建物原

子炉棟と屋外との境界に設置し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 
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3.3.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

逃がし安全弁，逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧

機能用アキュムレータは，想定される重大事故等時において，

設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用する設計とする。 

逃がし安全弁は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可

能な設計とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，想定される重大事故等時に

おいて，通常時の系統構成から接続操作により速やかに切り替

えられる設計とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，人力による運搬が可能な設

計とし，屋内のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計

とするとともに，設置場所にて固縛による固定等が可能な設計

とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続は，ボルト・ネジ接続と

し，一般的に用いられる工具を用いて確実に接続することがで

きる設計とする。 

AM 用切替装置（SRV）は，想定される重大事故等時において，

通常の系統構成から遮断器操作等により速やかに切り替えられ

る設計とする。 

AM 用切替装置（SRV）は，中央制御室にて操作が可能な設計

とする。 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，想定される重大事故等時

において，他の系統と切り替えることなく使用できる設計とす

る。 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，原子炉建屋原子炉区域内

と外気との差圧により自動的に開放する設計とする。 

 

5.8.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

逃がし安全弁及び自動減圧機能用アキュムレータは，想定さ

れる重大事故等時において，設計基準事故対処設備として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する

設計とする。 

逃がし安全弁は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可

能な設計とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，想定される重大事故等時に

おいて，通常時の系統構成から接続操作により速やかに切り替

えられる設計とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，人力による運搬が可能な設

計とし，屋内のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計

とするとともに，設置場所にて固縛による固定等が可能な設計

とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続は，ボルト・ネジ接続と

し，一般的に用いられる工具を用いて確実に接続することがで

きる設計とする。 

3.3.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

逃がし安全弁及び逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレー

タは，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設

備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備と

して使用する設計とする。 

逃がし安全弁は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可

能な設計とする。 

   主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，想定される重

大事故等時において，通常時の系統構成から接続操作により速

やかに切り替えられる設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，人力による運

搬が可能な設計とし，屋内のアクセスルートを通行してアクセ

ス可能な設計とするとともに，設置場所にて固縛による固定等

が可能な設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）の接続は，ボルト・

ネジ接続とし，一般的に用いられる工具を用いて確実に接続す

ることができる設計とする。 

ＳＲＶ用電源切替盤は，想定される重大事故等時において，

通常の系統構成から遮断器操作等により速やかに切り替えられ

る設計とする。 

ＳＲＶ用電源切替盤は，設置場所にて操作が可能な設計とす

る。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，想定される重

大事故等時において，他の系統と切り替えることなく使用でき

る設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，原子炉建物原

子炉棟内と外気との差圧により自動的に開放する設計とする。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 5.8.3 主要設備及び仕様 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の主要機

器仕様を第 5.8－1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，3.3.1.

1項にて記載 
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3.3.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

逃がし安全弁，逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧

機能用アキュムレータは，発電用原子炉の停止中に機能・性能

及び漏えいの有無の確認並びに外観の確認が可能な設計とす

る。また，逃がし安全弁は，発電用原子炉の停止中に分解が可

能な設計とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，発電用原子炉の運転中又は

停止中に，機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

AM 用切替装置（SRV）は，発電用原子炉の停止中に，機能・

性能及び外観の確認が可能な設計とする。 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，発電用原子炉の運転中又

は停止中に，外観の確認が可能な設計とする。 

 

5.8.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

逃がし安全弁及び自動減圧機能用アキュムレータは，発電用

原子炉の停止中に機能・性能検査及び漏えいの有無の確認並び

に外観の確認が可能な設計とする。また，逃がし安全弁は，発

電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，発電用原子炉の運転中又は

停止中に，機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。 

3.3.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

逃がし安全弁及び逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレー

タは，発電用原子炉の停止中に機能・性能及び漏えいの有無の

確認並びに外観の確認が可能な設計とする。また，逃がし安全

弁は，発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。 

 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，発電用原子炉

の運転中又は停止中に，機能・性能及び外観の確認が可能な設

計とする。 

ＳＲＶ用電源切替盤は，発電用原子炉の停止中に，機能・性

能及び外観の確認が可能な設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，発電用原子炉

の運転中又は停止中に，外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

第 3.3－1表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備の主要機器仕様 

(1) 逃がし安全弁 

個  数   18 

容  量 

（安全弁機能) 

 

 

 

 

 

 

吹出圧力 

(MPa[gage]) 

弁個数 容量/個（吹出圧力×1.03 に

おいて)（t/h) 

7.92 2 395 

7.99 4 399 

8.06 4 402 

8.13 4 406 

8.19 4 409 

第 5.8－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備の主要機器仕様 

(1) 逃がし安全弁 

「5.1.1.3.2 主蒸気系」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.3-1表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

の主要機器仕様 

(1) 逃がし安全弁 

個  数    12 

容  量  

(安全弁機能) 

 

吹出圧力 

(MPa[gage]) 

弁個数 容量／個(吹出圧力におい

て)(t/h) 

8.14 ２ 407 

8.21 ３ 410 

8.28 ３ 413 

8.35 ４ 417 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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（逃がし弁機能) 

吹出圧力 

(MPa[gage]) 

弁個数 容量/個（吹出圧力において）

（t/h) 

7.51 1 363 

7.58 1 367 

7.64 4 370 

7.71 4 373 

7.78 4 377 

7.85 4 380 

 

(2) 逃がし弁機能用アキュムレータ 

個   数    18 

容   量    約 15L/個 

 

(3) 自動減圧機能用アキュムレータ 

個   数    8 

容   量    約 200L/個 

 

(4) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

型   式    リチウムイオン電池 

個   数    1(予備 1)ただし，予備は 6号及び 7

号炉共用 

容   量    約 2,100Wh 

電   圧    135V 

使用箇所     原子炉建屋地下 1階 

保管場所     原子炉建屋地下 1階 

 

(5) AM用切替装置(SRV) 

個   数    1 

 

(6) 原子炉建屋ブローアウトパネル 

個   数    1式 

取付箇所     原子炉建屋地上 4階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 自動減圧機能用アキュムレータ 

個 数     7 

容 量     約 0.25m３／個 

 

(3) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

  型  式       リチウムイオン電池 

個  数       2（予備 1） 

容  量       約 780Wh／個 

電  圧       125V 

使用箇所       原子炉建屋付属棟 3階 

    保管場所       原子炉建屋付属棟 3階 

(逃がし弁機能) 

吹出圧力 

(MPa[gage]) 

弁個数 容量／個(吹出圧力×1.03 に

おいて)(t/h) 

7.58 ２ 367 

7.65 ３ 370 

7.72 ３ 373 

7.79 ４ 377 

 

 

 

(2) 逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

個  数    12 

容  量    約 15L/個 

 

 

 

 

 

(3) 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室） 

型  式    制御弁式据置鉛蓄電池 

個  数    ２（予備２） 

容  量    約 24Ah/個 

電  圧    115V 

使用箇所    廃棄物処理建物１階（補助盤室） 

保管場所    廃棄物処理建物１階（補助盤室） 

 

 

(4) ＳＲＶ用電源切替盤 

個  数    １ 

 

(5) 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル 

個  数    １式 

取付箇所    原子炉建物原子炉棟４階 
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第 3.3－1図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するため

の設備系統概要図 

（原子炉減圧の自動化，手動による原子炉減

圧，代替直流電源設備による復旧，代替電源

設備による復旧） 

 

 

第 5.8－1図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備系統概略図 

（原子炉減圧の自動化，手動による原子炉減圧，代

替直流電源設備による復旧，代替交流電源設備によ

る復旧） 

 

 

 

第 3.3-1図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

系統概要図 

（原子炉減圧の自動化，手動による原子炉減圧，代

替直流電源設備による復旧，代替交流電源による復

旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

  

 

第 5.8－2図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備系統概略図 

            （非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉減圧） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

3.3-21



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

第 3.3－2図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備系統概要図 

（可搬型直流電源設備による逃がし安全弁の機能

回復，逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安

全弁機能回復） 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.8－3図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備系統概略図 

（可搬型代替直流電源設備による逃がし安全弁機

能回復） 

 

 

第 3.3-2 図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

系統概要図 

（可搬型直流電源設備による逃がし安全弁機能回

復） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

  

 

第 5.8－4図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備系統概略図 

（逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁

機能回復） 

 

 

第 3.3-3 図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

系統概要図 

（主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による

逃がし安全弁機能回復） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

3.3-22



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.3.1.2 重大事故等対処設備（計測制御系統施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時に炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するための設備として，逃がし安

全弁を作動させる代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）

及び高圧窒素ガス供給系を設ける。 

逃がし安全弁については，「3.3.1.1 重大事故等対処設備（原

子炉冷却系統施設）」に記載する。 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ．原子炉減圧の自動化 

自動減圧機能が喪失した場合の重大事故等対処設備とし

て，代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）を使用する。 

 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉水

位低（レベル 1）及び残留熱除去系ポンプ運転（低圧注水モ

ード）の場合に，逃がし安全弁用電磁弁を作動させることに

より，逃がし安全弁を強制的に開放し，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを減圧させることができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

6.8.1 概  要 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場

合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防

止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の系統概

要図を第 6.8－1図から第 6.8－3図に示す。 

 

 

6.8.2 設計方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時に炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するための設備として，逃がし安

全弁を作動させる過渡時自動減圧機能，非常用窒素供給系及び

非常用逃がし安全弁駆動系を設ける。 

逃がし安全弁については，「5.8 原子炉冷却材圧力バウンダリ

を減圧するための設備」に記載する。 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ．原子炉減圧の自動化 

自動減圧機能が喪失した場合の重大事故等対処設備とし

て，過渡時自動減圧機能を使用する。 

 

過渡時自動減圧機能は，原子炉水位異常低下（レベル１）

及び残留熱除去系ポンプ運転（低圧注水系）又は低圧炉心

スプレイ系ポンプ運転の場合に，逃がし安全弁用電磁弁を

作動させることにより，逃がし安全弁を強制的に開放し，

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧させることができる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2 重大事故等対処設備（計測制御系統施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時に炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するための設備として，逃がし安

全弁を作動させる代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）

及び逃がし安全弁窒素ガス供給系を設ける。 

逃がし安全弁については，「3.3.1.1 重大事故等対処設備（原

子炉冷却系統施設）」に記載する。 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ. 原子炉減圧の自動化 

自動減圧機能が喪失した場合の重大事故等対処設備とし

て，代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）を使用す

る。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉

水位低（レベル１）及び残留熱除去ポンプ運転（低圧注水

モード）又は低圧炉心スプレイ・ポンプ運転の場合に，逃

がし安全弁用電磁弁を作動させることにより，逃がし安全

弁を強制的に開放し，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

させることができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，3.3.1

項にて記載 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，同項に

て記載 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の代替自

動減圧ロジック（代替自

動減圧機能）は，残留熱

除去ポンプ又は低圧炉

心スプレイ・ポンプ運転

の場合に逃がし安全弁

２個を作動させるイン

ターロックとなってい
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18 個の逃がし安全弁のうち，4 個がこの機能を有してい

る。 

 

 

 

なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，

高圧炉心注水系及び低圧注水系から大量の冷水が注水され

出力の急激な上昇につながるため，自動減圧系の起動阻止ス

イッチにより自動減圧系及び代替自動減圧ロジック（代替自

動減圧機能）による自動減圧を阻止する。 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

・自動減圧系の起動阻止スイッチ 

 

 

 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備

を重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用し，設計

基準事故対処設備である逃がし安全弁を重大事故等対処設

備として使用する。 

 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

ａ．逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のう

ち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備と

して，高圧窒素ガス供給系を使用する。 

 

高圧窒素ガス供給系は，逃がし安全弁の作動に必要な逃が

し弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用アキュムレ

 

 

18個の逃がし安全弁うち，2個がこの機能を有している。 

 

 

 

 

なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，

高圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水系）及び低

圧炉心スプレイ系から大量の冷水が注水され出力の急激な

上昇につながるため，自動減圧系の起動阻止スイッチによ

り自動減圧系及び過渡時自動減圧機能による自動減圧を阻

止する。 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・過渡時自動減圧機能 

・自動減圧系の起動阻止スイッチ 

 

 

 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備及

び逃がし安全弁を重大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

ａ．逃がし安全弁の作動に必要な窒素喪失時の減圧 

(a) 非常用窒素供給系による窒素確保 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処

設備として，非常用窒素供給系を使用する。 

 

非常用窒素供給系は，逃がし安全弁の作動に必要な逃

がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用アキュ

 

 

12個の逃がし安全弁のうち，２個がこの機能を有してい

る。 

 

 

 

なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，

高圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード）及

び低圧炉心スプレイ系から大量の冷水が注水され出力の急

激な上昇につながるため，自動減圧起動阻止スイッチによ

り自動減圧系による自動減圧を阻止し，代替自動減圧起動

阻止スイッチにより代替自動減圧ロジック（代替自動減圧

機能）による自動減圧を阻止する。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

・自動減圧起動阻止スイッチ 

・代替自動減圧起動阻止スイッチ 

 

 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設

備を重大事故等対処設備(設計基準拡張)として使用し，設

計基準事故対処設備である逃がし安全弁を重大事故等対処

設備として使用する。 

 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

ａ. 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のう

ち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備

として，逃がし安全弁窒素ガス供給系を使用する。 

 

逃がし安全弁窒素ガス供給系は，逃がし安全弁の作動に

必要な逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの充填

る（以下，⑬の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 全 SRV 個数及び減圧

に必要な個数の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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ータの充填圧力が喪失した場合において，逃がし安全弁の作

動に必要な窒素ガスを供給できる設計とする。 

 

なお，高圧窒素ガスボンベの圧力が低下した場合は，現場

で高圧窒素ガスボンベの切替え及び取替えが可能な設計と

する。 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・高圧窒素ガスボンベ 

 

本系統の流路として，高圧窒素ガス供給系の配管及び弁並

びに逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用ア

キュムレータを重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である逃がし安全弁を重大

事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ムレータの充填圧力が喪失した場合において，逃がし安

全弁の作動に必要な窒素を供給できる設計とする。 

 

なお，非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの圧力が低下

した場合は，現場で非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの

取替えが可能な設計とする。 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ 

 

本系統の流路として，非常用窒素供給系の配管及び弁

並びに自動減圧機能用アキュムレータを重大事故等対処

設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である逃がし安全弁を

重大事故等対処設備として使用する。 

 

(b) 非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉減圧 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のう

ち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備

として，非常用逃がし安全弁駆動系を使用する。 

非常用逃がし安全弁駆動系は，逃がし安全弁の作動に必

要な逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用ア

キュムレータの充填圧力が喪失した場合において，逃がし

安全弁のアクチュエータに直接窒素を供給することで，逃

がし安全弁（4 個）を一定期間にわたり連続して開状態を

保持できる設計とする。 

なお，非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの圧力

が低下した場合は，現場で非常用逃がし安全弁駆動系高圧

窒素ボンベの取替えが可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ 

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

圧力が喪失した場合において，逃がし安全弁の作動に必要

な窒素ガスを供給できる設計とする。 

 

なお，逃がし安全弁用窒素ガスボンベの圧力が低下した

場合は，現場で逃がし安全弁用窒素ガスボンベの切替えが

可能な設計とする。 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

 

本系統の流路として，逃がし安全弁窒素ガス供給系の配

管及び弁並びに逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレー

タを重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である逃がし安全弁を重

大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 
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原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の主

要機器仕様を第 3.3－2表に示す。 

非常用交流電源設備については，「3.14 電源設備」に記

載する。 

 

本系統の流路として非常用逃がし安全弁駆動系の配管及

び弁を重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である逃がし安全弁を重

大事故等対処設備として使用する。 

 

 

非常用交流電源設備については，「10.1 非常用電源設備」

に記載する。 

常設代替直流電源設備，可搬型代替直流電源設備，代替

所内電気設備及び燃料給油設備については，「10.2 代替電

源設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の主

要機器仕様を第 3.3-2表に示す。 

非常用交流電源設備については，「3.14 電源設備」に記 

載する。 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，6.8.1項

にて記載 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，57 条

にて記載 

 

3.3.1.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，自動減圧系

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，論理回路を

アナログ回路で構築することで，ディジタル回路で構築する自

動減圧系に対して多様性を有する設計とする。 

 

 

 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，他の設備と

電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能を損な

わない設計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，自動減圧系

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，自動減圧系

の制御盤と位置的分散を図る設計とする。 

高圧窒素ガスボンベは，予備のボンベも含めて，原子炉建屋

の原子炉区域外に分散して保管及び設置することで，原子炉格

納容器内の自動減圧機能用アキュムレータ及び逃がし弁機能用

アキュムレータと共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

 

 

6.8.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

過渡時自動減圧機能は，原子炉水位異常低下（レベル１）に

より残留熱除去系ポンプ吐出圧力高又は低圧炉心スプレイ系ポ

ンプ吐出圧力高が成立した場合に，ドライウェル圧力高信号を

必要とせず，原子炉の自動減圧を行うことが可能な設計とし，

自動減圧機能の論理回路に対して異なる作動論理とすることで

可能な限り多様性を有する設計とする。 

 

過渡時自動減圧機能は，他の設備と電気的に分離することで，

共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

 

過渡時自動減圧機能は，自動減圧系と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，自動減圧系の制御盤と位置的分散を

図る設計とする。 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベは，予備のボンベも含めて，

原子炉建屋原子炉棟内に分散して保管及び設置することで，原

子炉格納容器内の自動減圧機能用アキュムレータと共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベは，予備のボンベ

3.3.1.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉水位

低（レベル１）及び残留熱除去ポンプ又は低圧炉心スプレイ・

ポンプ運転の場合に，ドライウェル圧力高信号を必要とせず，

発電用原子炉の自動減圧を行うことが可能な設計とし，自動減

圧系の論理回路に対して異なる作動論理とすることで可能な限

り多様性を有する設計とする。 

 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，他の設備と

電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能を損な

わない設計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，自動減圧系

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，自動減圧系

の制御盤と位置的分散を図る設計とする。 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベは，予備のボンベも含めて，

原子炉建物付属棟に分散して保管及び設置することで，原子炉

格納容器内の逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータと共

通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の自動減

圧系はディジタルでは

なく，アナログである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

・運用の相違 
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3.3.1.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）の論理回路は，

自動減圧系とは別の制御盤に収納することで，自動減圧系に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉水位

低（レベル1）及び残留熱除去系ポンプ吐出圧力高の検出器から

の入力信号並びに論理回路からの逃がし安全弁用電磁弁制御信

号を自動減圧系と共用するが，自動減圧系と電気的な隔離装置

を用いて信号を分離することで，自動減圧系に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，他の設備と

電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，代替自動減圧ロジック（代

替自動減圧機能）と自動減圧系で阻止スイッチ（ハードスイッ

チ）を共用しているが，スイッチの接点で分離することで，自

動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

高圧窒素ガス供給系は，通常時は弁により他の系統と隔離し，

弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

3.3.1.2.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，想定される

も含めて，原子炉建屋原子炉棟内に分散して保管及び設置する

ことで，原子炉格納容器内の逃がし安全弁の逃がし弁機能用ア

キュムレータと共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 

 

6.8.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

過渡時自動減圧機能の論理回路は，自動減圧系とは別の制御

盤に収納することで，自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

過渡時自動減圧機能は，原子炉水位異常低下（レベル１）及

び残留熱除去系ポンプ吐出圧力高又は低圧炉心スプレイ系ポン

プ吐出圧力高の検出器からの入力信号並びに論理回路からの逃

がし安全弁用電磁弁制御信号を自動減圧系と共用するが，自動

減圧系と電気的な隔離装置を用いて信号を分離することで，自

動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

過渡時自動減圧機能は，他の設備と電気的に分離することで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，過渡時自動減圧機能と自

動減圧系で阻止スイッチ（ハードスイッチ）を共用しているが，

スイッチの接点で分離することで，自動減圧系に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

非常用窒素供給系は，通常時は弁により他の系統と隔離し，

弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系は，通常時は弁により他の系統と

隔離し，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成

とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

6.8.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

過渡時自動減圧機能は，想定される重大事故等時において，

 

 

 

 

 

3.3.1.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）の論理回路は，

自動減圧系とは別の制御盤に収納することで，自動減圧系に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉水位

低（レベル１）の検出器及び残留熱除去ポンプ又は低圧炉心ス

プレイ・ポンプの遮断器からの入力信号を自動減圧系と共用す

るが，自動減圧系と電気的な隔離装置を用いて信号を分離する

ことで，自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，他の設備と

電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

代替自動減圧起動阻止スイッチは，自動減圧起動阻止スイッ

チと分離することで自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

逃がし安全弁窒素ガス供給系は，通常時は弁により他の系統

と隔離し，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構

成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

3.3.1.2.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，想定される

【東海第二】 

 ⑧の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

水位低（レベル１）の検

出器及び残留熱除去ポ

ンプ又は低圧炉心スプ

レイ・ポンプの遮断器か

らの入力信号を自動減

圧系と共用している 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 
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重大事故等時において，炉心の著しい損傷を防止するために作

動する回路であることから，炉心が露出しないように有効燃料

棒頂部より高い設定として，原子炉水位低（レベル1）の信号の

計器誤差を考慮して確実に作動する設計とする。また，逃がし

安全弁が作動すると冷却材が放出され，その補給に残留熱除去

系による注水が必要であることから，原子炉水位低（レベル1）

及び残留熱除去系ポンプ運転（低圧注水モード）の場合に作動

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

高圧窒素ガス供給系の高圧窒素ガスボンベは想定される重大

事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損を防止するため，逃がし安全弁を作動させ，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧させるために必要となる容量を有するもの

を1 セット5 個使用する。 

 

 

 

保有数は，1 セット5 個に加えて，故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップ用として20 個の合計25 個を保管

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉心の著しい損傷を防止するために作動する回路であることか

ら，炉心が露出しないように燃料有効長頂部より高い設定とし

て，原子炉水位異常低下（レベル１）の信号の計器誤差を考慮

して確実に作動する設計とする。また，逃がし安全弁が作動す

ると冷却材が放出され，その補給に残留熱除去系又は低圧炉心

スプレイ系による注水が必要であることから，原子炉水位異常

低下（レベル１）及び残留熱除去系ポンプ運転（低圧注水系）

又は低圧炉心スプレイ系ポンプ運転の場合に作動する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベは想定される重大事故等

時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防

止するため，逃がし安全弁を作動させ，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを減圧させるために必要となる容量を有するものを 1 セ

ット 10本（Ａ系統 5本，Ｂ系統 5本）使用する。 

 

 

 

保有数は，1セット 10本に加えて，故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップ用として 10 本の合計 20 本を保管

する。 

 

 

非常用逃がし安全弁駆動系の高圧窒素ボンベは，想定される

重大事故等時において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損を防止するため，逃がし安全弁を作動させ，原子炉冷却材

圧力バウンダリを減圧させるために必要となる容量を有するも

のを，1セット 3本（Ａ系統 3本，Ｂ系統 3本）使用する。 

保有数は，1セット 3本に加えて，故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップ用として 9本の合計 12本を保管す

る。 

 

重大事故等時において，炉心の著しい損傷を防止するために作

動する回路であることから，炉心が露出しないように燃料棒有

効長頂部より高い設定として，原子炉水位低（レベル１）の信

号の計器誤差を考慮して確実に作動する設計とする。また，逃

がし安全弁が作動すると冷却材が放出され，その補給に残留熱

除去系又は低圧炉心スプレイ系による注水が必要であることか

ら，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去ポンプ運転（低

圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ・ポンプ運転の場合に作

動する設計とする。 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁窒素ガス供給系の逃がし安全弁用窒素ガスボン

ベは想定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するため，逃がし安全弁を作動さ

せ，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧させるために必要とな

る容量を有するものを１セット 15個使用する。 

 

 

 

保有数は，１セット 15個に加えて，故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップ用として 15 個の合計 30 個を保管

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

 ABWR プラントである

柏崎 6/7 には，ECCS の

構成が相違しているこ

とから，低圧炉心スプレ

イ系に対応する系統は

無い 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

必要ボンベ個数の相

違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

必要ボンベ個数およ

び予備個数の相違 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 
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3.3.1.2.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，中央制御室

及び原子炉建屋原子炉区域内に設置し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，中央制御室に設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチの操作は，中央制御室で可能

な設計とする。 

 

高圧窒素ガス供給系は，想定される重大事故等時において，

原子炉格納容器の圧力が設計圧力の2 倍となった場合において

も逃がし安全弁を確実に作動するために必要な圧力を供給可能

な設計とする。 

 

 

 

 

高圧窒素ガス供給系の高圧窒素ガスボンベは，原子炉建屋の

原子炉区域外に保管及び設置し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。 

高圧窒素ガスボンベの予備との取替え及び常設設備との接続

は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

6.8.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

過渡時自動減圧機能は，中央制御室，原子炉建屋付属棟及び

原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，中央制御室に設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチの操作は，中央制御室で可能

な設計とする。 

 

非常用窒素供給系は，想定される重大事故等時において，原

子炉格納容器の圧力が設計圧力の 2 倍となった場合においても

逃がし安全弁を確実に作動するために必要な圧力を供給可能な

設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系は，想定される重大事故等時にお

いて，原子炉格納容器の圧力が設計圧力の 2 倍となった場合に

おいても逃がし安全弁を確実に作動するために必要な圧力を供

給可能な設計とする。 

非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベは，原子炉建屋原子炉棟

内に保管及び設置し，想定される重大事故等時における環境条

件を考慮した設計とする。 

非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベの予備との取替え及び常

設設備との接続は，想定される重大事故等時において，設置場

所で可能な設計とする。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系の高圧窒素ボンベは，原子炉建屋

原子炉棟内に保管及び設置し，想定される重大事故等時におけ

る環境条件を考慮した設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系の高圧窒素ボンベの予備との取替

え及び常設設備との接続は，想定される重大事故等時において，

設置場所で可能な設計とする。 

 

6.8.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

3.3.1.2.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，中央制御室

及び原子炉建物原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。 

自動減圧起動阻止スイッチ及び代替自動減圧起動阻止スイッ

チは，中央制御室に設置し，想定される重大事故等時における

環境条件を考慮した設計とする。 

 

自動減圧起動阻止スイッチ及び代替自動減圧起動阻止スイッ

チの操作は，中央制御室で可能な設計とする。 

 

逃がし安全弁窒素ガス供給系は，想定される重大事故等時に

おいて，原子炉格納容器の圧力が設計圧力の２倍となった場合

においても逃がし安全弁を確実に作動するために必要な圧力を

供給可能な設計とする。 

 

 

 

 

逃がし安全弁窒素ガス供給系の逃がし安全弁用窒素ガスボン

ベは，原子炉建物付属棟に保管及び設置し，想定される重大事

故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベの予備との切替えは，想定さ

れる重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑨の相違 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 
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示す。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，想定される

重大事故等時において，他の系統と切り替えることなく使用で

きる設計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉水位

低（レベル1）及び残留熱除去系ポンプ運転（低圧注水モード）

の場合に，4 個の逃がし安全弁を確実に作動させる設計とする

ことで，操作が不要な設計とする。 

 

なお，原子炉水位低（レベル1）の検出器は多重化し，作動回

路のトリップチャンネルは「2 out of 3」論理とし，信頼性の

向上を図った設計とする。 

 

 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，想定される重大事故等時

において，中央制御室にて操作が可能な設計とする。 

 

高圧窒素ガス供給系は，想定される重大事故等時において，

通常時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切り替え

られる設計とし，系統構成に必要な弁は，設置場所での手動操

作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧窒素ガス供給系の高圧窒素ガスボンベは，人力による運

搬が可能な設計とし，屋内のアクセスルートを通行してアクセ

示す。 

過渡時自動減圧機能は，想定される重大事故等時において，

他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

 

過渡時自動減圧機能は，原子炉水位異常低下（レベル１）及

び残留熱除去系ポンプ運転（低圧注水系）又は低圧炉心スプレ

イ系ポンプ運転の場合に，2 個の逃がし安全弁を確実に作動さ

せる設計とすることで，操作が不要な設計とする。 

 

なお，原子炉水位異常低下（レベル１）の検出器は多重化し，

作動回路は残留熱除去系ポンプ吐出圧力高又は低圧炉心スプレ

イ系ポンプ吐出圧力高の条件成立時「2 out of 2」論理とし，

信頼性の向上を図った設計とする。 

 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，想定される重大事故等時

において，中央制御室にて操作が可能な設計とする。 

 

非常用窒素供給系は，想定される重大事故等時において，自

動減圧機能用アキュムレータへの窒素供給圧力の低下に伴い自

動的に通常時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切

り替えられる設計とし，系統構成に必要な弁は，設置場所での

手動操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

非常用逃がし安全弁駆動系は，重大事故等時において，通常

時の系統構成から弁操作により速やかに重大事故等対処設備と

しての系統構成が可能な設計とする。操作は中央制御室の操作

スイッチでの操作が可能な設計とする。 

 

非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベは，人力による運搬が可

能な設計とし，屋内のアクセスルートを通行してアクセス可能

す。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，想定される

重大事故等時において，他の系統と切り替えることなく使用で

きる設計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉水位

低（レベル１）及び残留熱除去ポンプ運転（低圧注水モード）

又は低圧炉心スプレイ・ポンプ運転の場合に，２個の逃がし安

全弁を確実に作動させる設計とすることで，操作が不要な設計

とする。 

なお，原子炉水位低（レベル１）の検出器は多重化し，作動

回路のトリップチャンネルは二重の「１ out of ２」論理とし，

信頼性の向上を図った設計とする。 

 

 

 

自動減圧起動阻止スイッチ及び代替自動減圧起動阻止スイッ

チは，想定される重大事故等時において，中央制御室の同じ盤

で操作が可能な設計とする。 

逃がし安全弁窒素ガス供給系は，想定される重大事故等時に

おいて，通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替

えられる設計とし，系統構成に必要な弁は，設置場所での手動

操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁窒素ガス供給系の逃がし安全弁用窒素ガスボン

ベは，設置場所にて固縛による固定等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑬の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の違いによ

るインターロックの相

違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違 

島根２号炉の自動減

圧起動阻止スイッチ及

び代替自動減圧起動阻

止スイッチは，共に中央

制御室の同じ盤に設置

してあり，操作はほぼ同

時にできることから，操

作時間は柏崎 6/7，東海

第二と比較しても大き

く異ならない 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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ス可能な設計とするとともに，設置場所にて固縛による固定等

が可能な設計とする。 

高圧窒素ガスボンベを接続する接続口については，簡便な接

続とし，一般的に用いられる工具を用いて確実に接続すること

ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，発電用原子

炉の停止中に機能・性能確認として，模擬入力による論理回路

の動作確認（阻止スイッチの機能確認を含む），校正及び設定値

確認が可能な設計とする。 

高圧窒素ガス供給系は，発電用原子炉の停止中に機能・性能

の確認として，系統の供給圧力の確認及び漏えいの有無の確認

が可能な設計とする。 

また，高圧窒素ガス供給系の高圧窒素ガスボンベは，発電用

原子炉の運転中又は停止中に規定圧力の確認及び外観の確認が

可能な設計とする。 

な設計とするとともに，設置場所にて固縛による固定等が可能

な設計とする。 

非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベを接続する接続口につい

ては，簡便な接続とし，一般的に用いられる工具を用いて確実

に接続することができる設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系の高圧窒素ボンベは，人力による

運搬が可能な設計とし，屋内のアクセスルートを通行してアク

セス可能な設計とするとともに，設置場所にて固縛による固定

等が可能な設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系の高圧窒素ボンベを接続する接続

口については，簡便な接続とし，一般的に用いられる工具を用

いて確実に接続することができる設計とする。 

 

6.8.3 主要設備及び仕様 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の主要機

器仕様を第 6.8－1表に示す。 

 

 

6.8.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

過渡時自動減圧機能は，発電用原子炉の停止中に機能・性能

確認として，模擬入力による論理回路の動作確認（阻止スイッ

チの機能確認を含む），校正及び設定値確認が可能な設計とす

る。 

非常用窒素供給系は，発電用原子炉の停止中に機能・性能の

確認として，系統の供給圧力の確認及び漏えいの有無の確認が

可能な設計とする。 

また，非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベは，発電用原子炉

の運転中又は停止中に規定圧力の確認及び外観の確認が可能な

設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系は，発電用原子炉の停止中に機

能・性能の確認として，系統の供給圧力の確認及び漏えいの有

無の確認が可能な設計とする。また，非常用逃がし安全弁駆動

系の高圧窒素ボンベは，発電用原子炉の運転中又は停止中に規

定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベを接続する接続口について

は，簡便な接続とし，一般的に用いられる工具を用いて確実に

接続することができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，発電用原子

炉の停止中に機能・性能確認として，模擬入力による論理回路

の動作確認（阻止スイッチの機能確認を含む），校正及び設定値

確認が可能な設計とする。 

逃がし安全弁窒素ガス供給系は，発電用原子炉の停止中に機

能・性能の確認として，系統の供給圧力の確認及び漏えいの有

無の確認が可能な設計とする。 

また，逃がし安全弁窒素ガス供給系の逃がし安全弁用窒素ガ

スボンベは，発電用原子炉の運転中又は停止中に規定圧力の確

認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

島根２号炉は SA 時の

窒素ガスボンベ取替え

が不要であるため，人力

によるボンベの運搬は

不要である 

・運用の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.3.1.

2項にて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 

 

 

3.3-31



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

第 3.3-2表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

の主要機器仕様 

 

 (1) 代替自動減圧ロジック(代替自動減圧機能) 

 個   数    1 

 

 (2) 自動減圧系の起動阻止スイッチ 

 個   数    1 

 

 

 

 

 (3) 高圧窒素ガスボンベ 

 個   数    5(予備 20) 

 容   量    約 47L/個 

 充填圧力    約 15MPa[gage] 

 使用箇所    原子炉建屋地上 4階 

 保管場所    原子炉建屋地上 4階 

第 6.8－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備の主要機器仕様 

 

(1) 過渡時自動減圧機能 

  個    数         1 

 

(2) 自動減圧系の起動阻止スイッチ 

  個    数         1 

 

 

 

 

(3) 非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ 

    本     数      10（予備 10） 

容     量      約 47L／本 

        充 填 圧 力       約 15MPa［gage］ 

使 用 箇 所      原子炉建屋原子炉棟 3 階 

保 管 場 所       原子炉建屋原子炉棟 3 階 

 

(4) 非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ 

  本      数      3（予備 9） 

容      量      約 47L／本 

        充 填 圧 力      約 15MPa［gage］ 

使 用 箇 所      原子炉建屋原子炉棟 1 階 

        保 管 場 所      原子炉建屋原子炉棟 1 階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.3-2表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

の主要機器仕様 

 

 (1) 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

 個  数    １ 

 

 (2) 自動減圧起動阻止スイッチ 

 個  数    ２ 

 

 (3) 代替自動減圧起動阻止スイッチ 

 個  数    １ 

 

 (4) 逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

 個  数    15（予備 15） 

 容  量    約 47L/個 

 充填圧力    約 15MPa[gage] 

 使用箇所    原子炉建物付属棟２階 

 保管場所    原子炉建物付属棟２階 

 

・設備の相違 
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第 3.3－3図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備説明図（原子炉減圧の自動化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6.8－1図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備系統概要図 

            （原子炉減圧の自動化） 

 

 

第 3.3－4 図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備説明図（原子炉減圧の自動化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.3－4図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備系統概要図（逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガ

ス喪失時の減圧） 

 

第 6.8－2図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備系統概要図 

（逃がし安全弁の作動に必要な窒素喪失時の減圧） 

 

 

第 3.3-5図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

系統概要図（逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス

喪失時の減圧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

第 6.8－3 図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備系統概要図 

（非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉減圧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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まとめ資料比較表 〔47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

①
ECCS構成設備の相違
ABWR：低圧注水系，高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系及び自動減圧系
BWR5：低圧注水系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系及び自動減圧系

② 島根２号炉は系統構成に必要となる電動弁等に対して電源供給すると整理

③ 島根２号炉の注水端はスパージャではなく低圧注水管

④ 島根２号炉の原子炉への低圧注水に用いる可搬型ポンプは１種類

⑤ 島根２号炉は可搬設備である原子炉補機代替冷却系により対応する設計としているが，東海第二は常設設備である緊急用海水系により対応する設計としている

⑥ 島根２号炉は，残留熱代替除去系による循環冷却機能を格納容器の過圧破損防止対策として位置付けているため，47条設備として位置付けない

⑦ 島根２号炉の低圧原子炉代替注水ポンプはSA専用設備として設置し，ポンプ１台運転により必要な注水流量を確保可能な設計としている

⑧ 島根２号炉は中央制御室に設置する重大事故操作盤にて弁操作が可能な設計とする

⑨ IS-LOCA時隔離弁の相違

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

【47条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備） 

第四十七条 発電用原子炉施設には,原子炉冷却材圧力バウン

ダリが低圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有する

発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用

原子炉を冷却するために必要な設備を設けなければならな

い。 

（解釈） 

１１ 第４７条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するた

め，発電用原子炉を冷却するために必要な設備」とは，以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。 

（１）重大事故防止設備 

ａ）可搬型重大事故防止設備を配備すること。 

ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に

対応するため,常設重大事故防止設備を設置すること。 

ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止設備は，設計基準事故

対処設備に対して，多様性及び独立性を有し，位置的分

散を図ること。 

5.9 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

【47条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備） 

第四十七条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウン

ダリが低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する

発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用

原子炉を冷却するために必要な設備を設けなければならな

い。 

（解釈） 

１ 第４７条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するた

め、発電用原子炉を冷却するために必要な設備」とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

（１）重大事故防止設備 

ａ）可搬型重大事故防止設備を配備すること。 

ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に

対応するため、常設重大事故防止設備を設置すること。 

ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止設備は、設計基準事故

対処設備に対して、多様性及び独立性を有し、位置的分

散を図ること。 

3.4.1 適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準

事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止する

ため，発電用原子炉を冷却するために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備の系統概要図を第 3.4－1 図から第 3.4－4 図に示す。 

5.9.1 概要 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準

事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止する

ため，発電用原子炉を冷却するために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備の系統概要図を第 5.9－1図から第 5.9－6図に示す。 

3.4.1 適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準

事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止する

ため，発電用原子炉を冷却するために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備の系統概要図を第 3.4-1図から第 3.4-5図に示す。 

3.4-2
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また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（低圧注水モード）及び残留熱除去系（原

子炉停止時冷却モード）が使用できる場合は，重大事故等対処設

備（設計基準拡張）として使用する。 

 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（低圧注水系），残留熱除去系（原子炉停止

時冷却系）及び低圧炉心スプレイ系が使用できる場合は，重大事

故等対処設備として使用する。 

残留熱除去系（低圧注水系）及び残留熱除去系（原子炉停止

時冷却系）については，「5.4 残留熱除去系」に記載する。低圧

炉心スプレイ系については，「5.2 非常用炉心冷却系」に記載す

る。 

 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（低圧注水モード），残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）及び低圧炉心スプレイ系，が使用できる場合

は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

ECCS構成設備の相違 

ABWR： 

低圧注水系，高圧炉心

注水系，原子炉隔離時冷

却系及び自動減圧系 

BWR5： 

低圧注水系，高圧炉心

スプレイ系，低圧炉心ス

プレイ系及び自動減圧

系 

（以下，①の相違） 

 

3.4.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備のうち，発電用原子炉を冷却し，炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備として，低圧代

替注水系（可搬型）を設ける。また，炉心の著しい損傷に至るま

での時間的余裕のない場合に対応するため，低圧代替注水系（常

設）を設ける。 

(1) 原子炉運転中の場合に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）の機能が喪失した場合

の重大事故等対処設備として，低圧代替注水系（常設）を

使用する。 

 

 

低圧代替注水系（常設）は，復水移送ポンプ，配管・弁

類，計測制御装置等で構成し，復水移送ポンプにより，復

水貯蔵槽の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器

へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

5.9.2 設計方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備のうち，発電用原子炉を冷却し，炉心の著しい損

傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備として，低

圧代替注水系（可搬型）を設ける。また，炉心の著しい損傷に

至るまでの時間的余裕のない場合に対応するため，低圧代替注

水系（常設）を設ける。 

(1) 原子炉運転中の場合に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

 

残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系の

機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として，低圧代

替注水系（常設）を使用する。 

 

 

低圧代替注水系（常設）は，常設低圧代替注水系ポンプ，

配管・弁類，計測制御装置等で構成し，常設低圧代替注水

系ポンプにより，代替淡水貯槽の水を残留熱除去系等を経

由して原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる

設計とする。 

 

 

3.4.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備のうち，発電用原子炉を冷却し，炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備として，低圧原

子炉代替注水系（可搬型）を設ける。また，炉心の著しい損傷に

至るまでの時間的余裕のない場合に対応するため，低圧原子炉代

替注水系（常設）を設ける。 

(1) 原子炉運転中の場合に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による発電用原子炉の

冷却 

残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレ

イ系の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備とし

て，低圧原子炉代替注水系（常設）を使用する。 

 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注

水ポンプ，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，低圧

原子炉代替注水ポンプにより，低圧原子炉代替注水槽の

水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水す

ることで炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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低圧代替注水系（常設）は，非常用交流電源設備に加え

て，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とす

る。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・復水移送ポンプ 

・復水貯蔵槽（3.13 重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備） 

・常設代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

本系統の流路として，復水補給水系及び高圧炉心注水系

の配管及び弁並びに残留熱除去系及び給水系の配管，弁及

びスパージャを重大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大

事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備であ

る非常用交流電源設備を重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として使用する。 

低圧代替注水系（常設）は，代替所内電気設備を経由し

た常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電が可能な設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設低圧代替注水系ポンプ 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

 

本系統の流路として，残留熱除去系の配管及び弁を重

大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重

大事故等対処設備として使用する。 

 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，非常用交流電源設

備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能

な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・低圧原子炉代替注水ポンプ 

・低圧原子炉代替注水槽（3.13重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備） 

・常設代替交流電源設備 （3.14 電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14電源設備） 

 

・代替所内電気設備（3.14電源設備） 

 

 

 

 

 

 

本系統の流路として，残留熱除去系の配管，弁を重大

事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重

大事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備

である非常用交流電源設備を重大事故等対処設備（設計

基準拡張）として使用する。 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は系統構

成に必要となる電動弁

等に対して電源供給す

ると整理（以下，②の相

違） 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，燃料補

給設備は 57 条で記載す

る整理としている 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，SA 専

用の FLSR 系（常設）を

RHR 系の原子炉注入ラ

インに接続するため，経

由する系統は RHR 系の

みである 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の注水端

はスパージャではなく

低圧注水管（以下，③の

相違） 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）の機能が喪失した場合

の重大事故等対処設備として，低圧代替注水系（可搬型）

を使用する。 

 

低圧代替注水系（可搬型）は，可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級），配管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，可搬

型代替注水ポンプ（A-2 級）により，代替淡水源の水を残

留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器に注水することで

炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した場

合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

である大容量送水車（海水取水用）により海を利用できる

設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，非常用交流電源設備に加

えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とす

る。 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，ディーゼル

エンジンにより駆動できる設計とする。燃料は，燃料補給

設備である軽油タンク及びタンクローリ（4kL）により補給

できる設計とする。 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

 

 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6 号及び 7 号炉共

用） 

 

 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

 

残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系

の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として，低

圧代替注水系（可搬型）を使用する。 

 

低圧代替注水系（可搬型）は，可搬型代替注水中型ポ

ンプ，可搬型代替注水大型ポンプ，配管・ホース・弁類，

計測制御装置等で構成し，可搬型代替注水中型ポンプに

より西側淡水貯水設備の水を，可搬型代替注水大型ポン

プにより代替淡水貯槽の水を低圧炉心スプレイ系，残留

熱除去系を経由して原子炉圧力容器に注水することで炉

心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した

場合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給

設備である可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注

水大型ポンプにより海を利用できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替所内電気設備を経

由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備からの給電が可能な設計とする。 

 

また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水

大型ポンプは，空冷式のディーゼルエンジンにより駆動

できる設計とする。燃料は，燃料給油設備である可搬型

設備用軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設

計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

 

 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

 

・西側淡水貯水設備（9.12 重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備） 

(b) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電用原子炉

の冷却 

残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレ

イ系の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備とし

て，低圧原子炉代替注水系（可搬型）を使用する。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，大量送水車，配

管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，大量送水

車により，代替淡水源の水を残留熱除去系等を経由して

原子炉圧力容器に注水することで炉心を冷却できる設計

とする。 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯

渇した場合において，重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備である大量送水車又は大型送水ポンプ車によ

り海を利用できる設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は， 非常用交流電源

設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

また，大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動

できる設計とする。燃料は，燃料補給設備であるガスタ

ービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃

料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料貯蔵タンク及びタンクローリにより補給できる設計

とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

 

 

・大量送水車 

 

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の原子炉

への低圧注水に用いる

可搬型ポンプは１種類

（以下，④の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

・他号炉と共用しない 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 
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・常設代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

・燃料補給設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電源設備） 

 

本系統の流路として，復水補給水系の配管及び弁，残留

熱除去系及び給水系の配管，弁及びスパージャ並びにホー

スを重大事故等対処設備として使用する。 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大

事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備であ

る非常用交流電源設備を重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として使用する。 

 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（低圧注水モ

ード）が起動できない場合の重大事故等対処設備として使

用する低圧代替注水系（常設）は，「(1)a.(a) 低圧代替注

水系（常設）による発電用原子炉の冷却」と同じである。 

 

 

 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（低圧注水モ

ード）が起動できない場合の重大事故等対処設備として使

用する低圧代替注水系（可搬型）は，「(1)a.(b) 低圧代替

注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却」と同じであ

る。 

 

 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

本系統の流路として，低圧代替注水系の配管及び弁，

残留熱除去系の配管及び弁，低圧炉心スプレイ系の配管，

弁及びスパージャ並びにホースを重大事故等対処設備と

して使用する。 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重

大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失

によるサポート系の故障により，残留熱除去系（低圧注

水系）及び低圧炉心スプレイ系が起動できない場合の重

大事故等対処設備として使用する低圧代替注水系（常設）

は，「(1)a.(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原

子炉の冷却」と同じである。 

 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失

によるサポート系の故障により，残留熱除去系（低圧注

水系）及び低圧炉心スプレイ系が起動できない場合の重

大事故等対処設備として使用する低圧代替注水系（可搬

型）は，「(1)a.(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発

電用原子炉の冷却」と同じである。 

 

 

 

・常設代替交流電源設備 （3.14 電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備 （3.14電源設備） 

 

・代替所内電気設備（3.14電源設備） 

・燃料補給設備（3.14電源設備） 

 

本系統の流路として，低圧原子炉代替注水系（常設）

の配管及び弁，残留熱除去系の配管及び弁並びにホース

を重大事故等対処設備として使用する。 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重

大事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備

である非常用交流電源設備を重大事故等対処設備（設計

基準拡張）として使用する。 

 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による発電用原子炉の

冷却 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失に

よるサポート系の故障により，残留熱除去系（低圧注水

モード）及び低圧炉心スプレイ系が起動できない場合の

重大事故等対処設備として使用する低圧原子炉代替注水

系（常設）は，「(1)a.(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）

による発電用原子炉の冷却」と同じである。 

 

(b) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電用原子炉

の冷却 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失に

よるサポート系の故障により，残留熱除去系（低圧注水

モード）及び低圧炉心スプレイ系が起動できない場合の

重大事故等対処設備として使用する低圧原子炉代替注水

系（可搬型）は，「(1)a.(b)低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却」と同じである。 

(c) 常設代替交流電源設備による低圧炉心スプレイ系の復

島根２号炉は，56 条

にて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

③の相違 

 

・記載の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

・炉型の違い 
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(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水モ

ード）の復旧 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（低圧注水モ

ード）が起動できない場合の重大事故等対処設備として，

常設代替交流電源設備を使用し，残留熱除去系（低圧注水

モード）を復旧する。 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，常設代替交流電源

設備からの給電により機能を復旧し，残留熱除去系ポンプ

によりサプレッション・チェンバのプール水を原子炉圧力

容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

本系統に使用する冷却水は，原子炉補機冷却系又は代替

原子炉補機冷却系から供給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水

系）の復旧 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失

によるサポート系の故障により，残留熱除去系（低圧注

水系）が起動できない場合の重大事故等対処設備として，

常設代替交流電源設備を使用し，残留熱除去系（低圧注

水系）を復旧する。 

残留熱除去系（低圧注水系）は，常設代替交流電源設

備からの給電により機能を復旧し，残留熱除去系ポンプ

によりサプレッション・チェンバのプール水を原子炉圧

力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

本系統に使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は

緊急用海水系から供給できる設計とする。 

旧 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失に

よるサポート系の故障により，低圧炉心スプレイ系が起

動できない場合の重大事故等対処設備として，常設代替

交流電源設備を使用し，低圧炉心スプレイ系を復旧する。 

 

低圧炉心スプレイ系は，常設代替交流電源設備からの

給電により機能を復旧し，低圧炉心スプレイ・ポンプに

よりサプレッション・チェンバのプール水を原子炉圧力

容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は，原子炉補機冷却系又は原

子炉補機代替冷却系から供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14電源設備） 

・原子炉補機代替冷却系 （3.5最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための設備） 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重

大事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備

である低圧炉心スプレイ系及び原子炉補機冷却系を重大

事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

(d) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水

モード）の復旧 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失に

よるサポート系の故障により，残留熱除去系（低圧注水

モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備とし

て，常設代替交流電源設備を使用し，残留熱除去系（低

圧注水モード）を復旧する。 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，常設代替交流電

源設備からの給電により機能を復旧し，残留熱除去ポン

プによりサプレッション・チェンバのプール水を原子炉

圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とす

る。 

 

 

本系統に使用する冷却水は，原子炉補機冷却系又は原

子炉補機代替冷却系から供給できる設計とする。 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，5.9.2（d）

にて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 
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主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

電源設備） 

 

・代替原子炉補機冷却系（6 号及び 7 号炉共用）（3.5 最

終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大

事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備であ

る残留熱除去系及び原子炉補機冷却系を重大事故等対処設

備（設計基準拡張）として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

 

 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重

大事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備

である残留熱除去系及び残留熱除去系海水系を重大事故

等対処設備として使用する。 

 

(d) 常設代替交流電源設備による低圧炉心スプレイ系の復

旧 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失

によるサポート系の故障により低圧炉心スプレイ系が起

動できない場合の重大事故等対処設備として常設代替交

流電源設備を使用し，低圧炉心スプレイ系を復旧する。 

低圧炉心スプレイ系は，常設代替交流電源設備からの

給電により機能を復旧し，低圧炉心スプレイ系ポンプに

よりサプレッション・チェンバのプール水を原子炉圧力

容器へスプレイすることで炉心を冷却できる設計とす

る。 

本系統に使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は

緊急用海水系から供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急用海水ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・代替所内電気設備（3.14電源設備） 

・原子炉補機代替冷却系 （3.5最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための設備） 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重

大事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備

である残留熱除去系及び原子炉補機冷却系を重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島根２号炉は可搬設

備である原子炉補機代

替冷却系により対応す

る設計としているが，東

海第二は常設設備であ

る緊急用海水系により

対応する設計としてい

る（以下，⑤の相違） 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.1.

1(c)にて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4-8



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合に用いる設備 

 

(a) 低圧代替注水系（常設）による残留溶融炉心の冷却 

 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子

炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心を冷

却し，原子炉格納容器の破損を防止するための重大事故等

対処設備として，低圧代替注水系（常設）を使用する。 

 

低圧代替注水系（常設）は，復水移送ポンプ，配管・弁

類，計測制御装置等で構成し，復水移送ポンプにより，復

水貯蔵槽の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器

へ注水することで原子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を

冷却できる設計とする。 

 

低圧代替注水系（常設）は，非常用交流電源設備に加え

て，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とす

る。 

本系統の詳細については，「(1)a.(a) 低圧代替注水系（常

設）による発電用原子炉の冷却」に記載する。 

 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による残留溶融炉心の冷却 

 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子

炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心を冷

却し，原子炉格納容器の破損を防止するための重大事故等

対処設備として，低圧代替注水系（可搬型）を使用する。 

 

低圧代替注水系（可搬型）は，可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級），配管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，可搬

・緊急用海水系ストレーナ 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大

事故等対処設備として使用する。 

 

ｃ．溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合に用いる設

備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による残留溶融炉心の冷却 

 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原

子炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心

を冷却し，原子炉格納容器の破損を防止するための重大

事故等対処設備として，低圧代替注水系（常設）を使用

する。 

低圧代替注水系（常設）は，常設低圧代替注水系ポン

プ，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，常設低圧代

替注水系ポンプにより，代替淡水貯槽の水を残留熱除去

系等を経由して原子炉圧力容器へ注水することで原子炉

圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設計とす

る。 

低圧代替注水系（常設）は，代替所内電気設備を経由

した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

からの給電が可能な設計とする。 

 

本系統の詳細については，「(1)ａ.(a) 低圧代替注水系

（常設）による発電用原子炉の冷却」に記載する。 

 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による残留溶融炉心の冷却 

 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原

子炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心

を冷却し，原子炉格納容器の破損を防止するための重大

事故等対処設備として，低圧代替注水系（可搬型）を使

用する。 

低圧代替注水系（可搬型）は，可搬型代替注水中型ポ

ンプ，可搬型代替注水大型ポンプ，配管・ホース・弁類，

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合に用いる設

備 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による残留溶融炉心の

冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原

子炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心

を冷却し，原子炉格納容器の破損を防止するための重大

事故等対処設備として，低圧原子炉代替注水系（常設）

を使用する。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注

水ポンプ，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，低圧

原子炉代替注水ポンプにより，低圧原子炉代替注水槽の

水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水す

ることで原子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却で

きる設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は， 非常用交流電源設

備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能

な設計とする。 

本系統の詳細については，「(1)a.(a) 低圧原子炉代替

注水系（常設）による発電用原子炉の冷却」に記載する。 

 

(b) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残留溶融炉心

の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原

子炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心

を冷却し，原子炉格納容器の破損を防止するための重大

事故等対処設備として，低圧原子炉代替注水系（可搬型）

を使用する。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，大量送水車，配

管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，大量送水

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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型代替注水ポンプ（A-2 級）により，代替淡水源の水を残

留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器に注水することで

原子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設計と

する。 

 

 

 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した場

合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

である大容量送水車（海水取水用）からの送水により海を

利用できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，非常用交流電源設備に加

えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とす

る。 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，ディーゼル

エンジンにより駆動できる設計とする。燃料は，燃料補給

設備である軽油タンク及びタンクローリ（4kL）により補給

できる設計とする。 

 

 

 

本系統の詳細については，「(1)a.(b) 低圧代替注水系（可

搬型）による発電用原子炉の冷却」に記載する。 

 

計測制御装置等で構成し，可搬型代替注水中型ポンプに

より西側淡水貯水設備の水を，可搬型代替注水大型ポン

プにより代替淡水貯槽の水を低圧炉心スプレイ系若しく

は残留熱除去系を経由して原子炉圧力容器に注水するこ

とで原子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる

設計とする。 

 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した

場合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給

設備である可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注

水大型ポンプにより海を利用できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替所内電気設備を経

由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備からの給電が可能な設計とする。 

 

また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水

大型ポンプは，空冷式のディーゼルエンジンにより駆動

できる設計とする。燃料は，燃料給油設備である可搬型

設備用軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設

計とする。 

 

 

本系統の詳細については，「(1)ａ.(b) 低圧代替注水

系（可搬型）による発電用原子炉の冷却」に記載する。 

 

 

(c) 代替循環冷却系による残留溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原

子炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合の重大事故等

対処設備として代替循環冷却系を使用する。 

代替循環冷却系は，代替循環冷却系ポンプ，配管・弁

類，計測制御装置等で構成し，代替循環冷却系ポンプに

より，サプレッション・チェンバのプール水を残留熱除

去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水することで原子

炉圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設計とす

る。 

代替循環冷却系は，代替所内電気設備を経由した常設

代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

車により，代替淡水源の水を残留熱除去系等を経由して

原子炉圧力容器に注水することで原子炉圧力容器内に存

在する溶融炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯

渇した場合において，重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備である大量送水車又は大型送水ポンプ車から

の送水により海を利用できる設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，非常用交流電源

設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

また，大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動

できる設計とする。燃料は，燃料補給設備であるガスタ

ービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃

料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料貯蔵タンク及びタンクローリにより補給できる設計

とする。 

 

本系統の詳細については，「(1)a.(b) 低圧原子炉代替

注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却」に記載す

る。 

 

④の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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②の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，残留熱

代替除去系による循環

冷却機能を格納容器の

過圧破損防止対策とし

て位置付けているため，

47 条設備として位置付

けない（以下，⑥の相違） 
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本系統に使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は

緊急用海水系から供給できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・代替循環冷却系ポンプ（9.7 原子炉格納容器の過圧

破損を防止するための設備） 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，残留熱除去系ポンプ，配管及び

弁を重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大

事故等対処設備として使用する。 

 

(2) 原子炉停止中の場合に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

 

原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備とし

て使用する低圧代替注水系（常設）は，「(1)a.(a) 低圧代

替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却」と同じであ

る。 

 

 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

 

原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備とし

て使用する低圧代替注水系（可搬型）は，「(1)a.(b) 低圧

代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却」と同じ

である。 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

 

原子炉停止中において全交流動力電源喪失により，残留

熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が起動できない場合

(2) 原子炉停止中の場合に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

 

発電用原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停

止時冷却系）の機能が喪失した場合の重大事故等対処設

備として使用する低圧代替注水系（常設）は，「(1)ａ.(a) 

低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却」と

同じである。 

 

 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

 

発電用原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停

止時冷却系）の機能が喪失した場合の重大事故等対処設

備として使用する低圧代替注水系（可搬型）は，「 (1)

ａ.(b)低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の

冷却」と同じである。 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備  

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

 

発電用原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は

残留熱除去系海水系機能喪失によるサポート系の故障に

(2) 原子炉停止中の場合に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による発電用原子炉の

冷却 

原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備

として使用する低圧原子炉代替注水系（常設）は，

「(1)a.(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による発電用

原子炉の冷却」と同じである。 

 

 

(b) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電用原子炉

の冷却 

原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備

として使用する低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，

「(1)a.(b) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電

用原子炉の冷却」と同じである。 

b.サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による発電用原子炉の

冷却 

原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は原子炉

補機冷却系機能喪失によるサポート系の故障により，残
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の重大事故等対処設備として使用する低圧代替注水系（常

設）は，「(1)a.(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用

原子炉の冷却」と同じである。 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却

原子炉停止中において全交流動力電源喪失により，残留

熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が起動できない場合

の重大事故等対処設備として使用する低圧代替注水系（可

搬型）は，「(1)a.(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発

電用原子炉の冷却」と同じである。 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止

時冷却モード）の復旧

原子炉停止中において全交流動力電源喪失により，残留

熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が起動できない場合

の重大事故等対処設備として，常設代替交流電源設備を使

用し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）を復旧す

る。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，常設代替

交流電源設備からの給電により機能を復旧し，冷却材を原

子炉圧力容器から残留熱除去系ポンプ及び熱交換器を経由

して原子炉圧力容器に戻すことにより炉心を冷却できる設

計とする。 

本系統に使用する冷却水は原子炉補機冷却系又は代替原

子炉補機冷却系から供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

・代替原子炉補機冷却系（6 号及び 7 号炉共用）（3.5 最

終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

より，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）が起動でき

ない場合の重大事故等対処設備として使用する低圧代替

注水系（常設）は，「(1)a.(a) 低圧代替注水系（常設）

による発電用原子炉の冷却」と同じである。 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却

発電用原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は

残留熱除去系海水系機能喪失によるサポート系の故障に

より，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）が起動でき

ない場合の重大事故等対処設備として使用する低圧代替

注水系（可搬型）は，「(1)a.(b) 低圧代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却」と同じである。 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停

止時冷却系）の復旧

発電用原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は

残留熱除去系海水系機能喪失によるサポート系の故障に

より，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）が起動でき

ない場合の重大事故等対処設備として，常設代替交流電

源設備を使用し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

を復旧する。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，常設代替交

流電源設備からの給電により機能を復旧し，冷却材を原

子炉圧力容器から残留熱除去系ポンプ及び熱交換器を経

由して原子炉圧力容器に戻すことにより炉心を冷却でき

る設計とする。 

本系統に使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は

緊急用海水系から供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急用海水ポンプ

・緊急用海水系ストレーナ

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備）

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備）

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備）

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が起動できない

場合の重大事故等対処設備として使用する低圧原子炉代

替注水系（常設）は，「(1)a.(a) 低圧原子炉代替注水系

（常設）による発電用原子炉の冷却」と同じである。 

(b) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電用原子炉

の冷却

原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は原子炉

補機冷却系機能喪失によるサポート系の故障により，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が起動できない

場合の重大事故等対処設備として使用する低圧原子炉代

替注水系（可搬型）は，「(1)a.(b) 低圧原子炉代替注水

系（可搬型）による発電用原子炉の冷却」と同じである。 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停

止時冷却モード）の復旧

原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は原子炉

補機冷却系機能喪失によるサポート系の故障により，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が起動できない

場合の重大事故等対処設備として，常設代替交流電源設

備を使用し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

を復旧する。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，常設代

替交流電源設備からの給電により機能を復旧し，冷却材

を原子炉圧力容器から残留熱除去ポンプ及び熱交換器を

経由して原子炉圧力容器に戻すことにより炉心を冷却で

きる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は原子炉補機冷却系又は原子

炉補機代替冷却系から供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備）

・代替所内電気設備（3.14 電源設備）

・原子炉補機代替冷却系（3.5 最終ヒートシンクへ

熱を輸送するための設備）

・設備の相違

【東海第二】 

⑤の相違

・他号炉と共用しない

・設備の相違

【東海第二】

⑤の相違
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その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大

事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備であ

る残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード)及び原子炉補機

冷却系を重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備の主要機器仕様を第 3.4－1 表に示す。 

原子炉圧力容器については，「3.20 原子炉圧力容器」に記載す

る。 

 

 

残留熱除去系については，「3.4.1.2.1 残留熱除去系」に記載す

る。 

大容量送水車（海水取水用），復水貯蔵槽及びサプレッション・

チェンバについては，「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備」に記載する。 

原子炉補機冷却系及び代替原子炉補機冷却系については，「3.5 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」に記載する。 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重

大事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備

である残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）及び残留熱

除去系海水系を重大事故等対処設備として使用する。 

 

 

「(1)ａ.(a) 残留熱除去系（低圧注水系）による発電用

原子炉の冷却」に使用する残留熱除去系ポンプ，残留熱除

去系熱交換器，サプレッション・チェンバ，残留熱除去系

海水系ポンプ及び残留熱除去系海水系ストレーナ，「(1)

ａ.(b) 低圧炉心スプレイ系による発電用原子炉の冷却」に

使用する低圧炉心スプレイ系ポンプ，サプレッション・チ

ェンバ，残留熱除去系海水系ポンプ及び残留熱除去系海水

系ストレーナ，「(1)ｂ.(a) 残留熱除去系（原子炉停止時冷

却系）による発電用原子炉の冷却」に使用する残留熱除去

系ポンプ，残留熱除去系熱交換器，残留熱除去系海水系ポ

ンプ及び残留熱除去系海水系ストレーナは，設計基準事故

対処設備であるとともに，重大事故等時においても使用す

るため，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」に

示す設計方針を適用する。ただし，多様性及び位置的分散

を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないことか

ら，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち

多様性及び位置的分散の設計方針は適用しない。 

 

 

 

原子炉圧力容器については，「5.1 原子炉圧力容器及び一

次冷却材設備」に記載する。 

低圧炉心スプレイ系については，「5.2 非常用炉心冷却

系」に記載する。 

残留熱除去系については，「5.4 残留熱除去系」に記載す

る。 

 

 

 

残留熱除去系海水系については，「5.6.1.2 残留熱除去系

海水系」に記載する。 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重

大事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備

である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）及び原

子炉補機冷却系を重大事故等対処設備（設計基準拡張）

として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備の主要機器仕様を第 3.4-1表に示す。 

原子炉圧力容器については，「3.20原子炉圧力容器」に記載す

る。 

低圧炉心スプレイ系については，「3.4.1.2.1低圧炉心スプレイ

系」に記載する。 

残留熱除去系については，「3.4.1.2.2 残留熱除去系」に記載す

る。 

大型送水ポンプ車，低圧原子炉代替注水槽及びサプレッショ

ン・チェンバについては，「3.13重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備」に記載する。 

原子炉補機冷却系及び原子炉補機代替冷却系については，「3.5

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は重大事

故等対処設備（設計基準

拡張）の適合性について

3.4.1.2.1以降に示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流

電源設備，代替所内電気設備及び燃料補給設備については，「3.14 

電源設備」に記載する。 

サプレッション・チェンバ，西側淡水貯水設備及び代替

淡水貯槽については，「9.12 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給設備」に記載する。 

緊急用海水系については，「5.10 最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための設備」に記載する。 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電

気設備及び燃料給油設備については，「10.2 代替電源設備」に記

載する。 

 

 

 

 

 

 

 

非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流

電源設備，代替所内電気設備及び燃料補給設備については，「3.14

電源設備」に記載する。 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

3.4.1.1.1 多様性及び独立性，位置的分散 

 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

低圧代替注水系（常設）は，残留熱除去系（低圧注水モード）

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，復水移送ポン

プを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備からの給電により駆動することで，非常用所

内電気設備を経由した非常用交流電源設備からの給電により駆動

する残留熱除去系ポンプを用いた残留熱除去系（低圧注水モード）

に対して多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操

作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電による遠

隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，低圧代替注水

系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系

統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所

5.9.2.1 多様性及び独立性，位置的分散 

 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

低圧代替注水系（常設）は，残留熱除去系（低圧注水系）及

び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，常設低圧代替注水系ポンプを代替所内電気設備を経

由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動することで，非常用所内電気設備を経由した

非常用交流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去系ポ

ンプを用いた残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレ

イ系ポンプを用いた低圧炉心スプレイ系に対して多様性を有す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動

操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電によ

る遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，低圧代

替注水系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給

電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，

3.4.1.1.1 多様性及び独立性，位置的分散 

 

基本方針については，「2.3.1多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系（低圧注水モ

ード）及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を

損なわないよう，低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備

を経由した常設代替交流電源設備からの給電により駆動すること

で，非常用所内電気設備を経由した非常用交流電源設備からの給

電により駆動する残留熱除去ポンプを用いた残留熱除去系（低圧

注水モード）及び低圧炉心スプレイ・ポンプを用いた低圧炉心ス

プレイ系に対して多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて

手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電に

よる遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，低圧原

子炉代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由し

て給電する系統において，独立した電路で系統構成することによ

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の可搬型

代替交流電源設備につ

いては柏崎 6/7，東海第

二 と 同 仕 様 の も の

(500kVA/台)を配備して

いるが，低圧原子炉代替

注水ポンプはポンプ電

動機容量が大きいため，

可搬型代替交流電源設

備で起動させない 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計

とする。 

また，低圧代替注水系（常設）は，復水貯蔵槽を水源とするこ

とで，サプレッション・チェンバを水源とする残留熱除去系（低

圧注水モード）に対して異なる水源を有する設計とする。 

 

 

復水移送ポンプ及び復水貯蔵槽は，廃棄物処理建屋内に設置す

ることで，原子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ及びサプレッショ

ン・チェンバと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位

置的分散を図る設計とする。 

 

 

低圧代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系（低圧注水モード）

及び低圧代替注水系（常設）と共通要因によって同時に機能を損

なわないよう，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）をディーゼルエ

ンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成され

る残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧代替注水系（常設）

に対して多様性を有する設計とする。 

 

 

低圧代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動

操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電による

遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，低圧代替注

水系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電す

る系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常

用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する

設計とする。 

 

 

 

 

 

また，低圧代替注水系（可搬型）は，代替淡水源を水源とする

ことで，サプレッション・チェンバを水源とする残留熱除去系（低

圧注水モード）及び復水貯蔵槽を水源とする低圧代替注水系（常

設）に対して異なる水源を有する設計とする。 

 

非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を

有する設計とする。 

また，低圧代替注水系（常設）は，代替淡水貯槽を水源とす

ることで，サプレッション・チェンバのプール水を水源とする

残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系に対して

異なる水源を有する設計とする。 

 

常設低圧代替注水系ポンプ及び代替淡水貯槽は，原子炉建屋

外の常設低圧代替注水系格納槽内に設置することで，原子炉建

屋内の残留熱除去系ポンプ，低圧炉心スプレイ系ポンプ及びサ

プレッション・チェンバと共通要因によって同時に機能を損な

わないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

低圧代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系（低圧注水系），

低圧炉心スプレイ系及び低圧代替注水系（常設）と共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう，可搬型代替注水中型ポン

プ及び可搬型代替注水大型ポンプを空冷式のディーゼルエンジ

ンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される

残留熱除去系（低圧注水系），低圧炉心スプレイ系及び低圧代替

注水系（常設）に対して多様性を有する設計とする。 

 

低圧代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手

動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電に

よる遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，低圧

代替注水系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経由し

て給電する系統において，独立した電路で系統構成することに

より，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独

立性を有する設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプは，

西側淡水貯水設備を水源とすることで，サプレッション・チェ

ンバのプール水を水源とする残留熱除去系（低圧注水系）及び

低圧炉心スプレイ系並びに代替淡水貯槽を水源とする低圧代替

注水系（常設）に対して異なる水源を有する設計とする。 

また，低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水大型ポン

プは，代替淡水貯槽を水源とすることで，サプレッション・チ

ェンバのプール水を水源とする残留熱除去系（低圧注水系）及

び低圧炉心スプレイ系に対して異なる水源を有する設計とす

る。 

り，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性

を有する設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水

槽を水源とすることで，サプレッション・チェンバを水源とする

残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対し

て異なる水源を有する設計とする。 

 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注水槽は，低圧

原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置することで，原子炉建物内

の低圧炉心スプレイ・ポンプ，残留熱除去ポンプ及びサプレッシ

ョン・チェンバと共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系（低圧注水

モード），低圧炉心スプレイ系及び低圧原子炉代替注水系（常設）

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大量送水車を

ディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプに

より構成される残留熱除去系（低圧注水モード），低圧炉心スプレ

イ系及び低圧原子炉代替注水系（常設）に対して多様性を有する

設計とする。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設け

て手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電

による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，低圧

原子炉代替注水系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経

由して給電する系統において，独立した電路で系統構成すること

により，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独

立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，代替淡水源を水源

とすることで，サプレッション・チェンバを水源とする残留熱除

去系（低圧注水モード），低圧炉心スプレイ系及び低圧原子炉代替

注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系（常設）に対して異な

る水源を有する設計とする。 

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

・炉型の違い 

【東海第二】 

①の相違 

 

3.4-15



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，原子炉建屋及び廃棄物処

理建屋から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建屋内

の残留熱除去系ポンプ及び廃棄物処理建屋内の復水移送ポンプと

共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の接続口は，共通要因によっ

て接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複

数箇所に設置する設計とする。 

 

低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）は，残

留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，水

源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，残留熱

除去系に対して独立性を有する設計とする。 

 

 

 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，

低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）は，設計

基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）に対し

て重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

電源設備の多様性及び独立性，位置的分散については「3.14 電

源設備」に記載する。 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，原子炉建屋及び常設低圧代替注水系格納槽から離れた屋外

に分散して保管することで，原子炉建屋内の残留熱除去系ポン

プ及び低圧炉心スプレイ系ポンプ並びに常設低圧代替注水系格

納槽内の常設低圧代替注水系ポンプと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの

接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止する

ため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

 

低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）は，

残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，水源から残留熱除去系配管及び低圧

炉心スプレイ系配管との合流点までの系統について，残留熱除

去系及び低圧炉心スプレイ系に対して独立性を有する設計とす

る。 

 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によっ

て，低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）は，

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水系）及び

低圧炉心スプレイ系に対して重大事故等対処設備としての独立

性を有する設計とする。 

 

また,これらの多様性及び位置的分散によって,低圧代替注水

系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）は,互いに重大事故等

対処設備としての独立性を有する設計とする。 

 

 電源設備の多様性，独立性及び位置的分散については，「10.2 代

替電源設備」に記載する。 

大量送水車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管する

ことで，原子炉建物内の低圧炉心スプレイ・ポンプ及び残留熱除

去ポンプ並びに低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の低圧原子炉

代替注水ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 

 

 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなるこ

とを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計

とする。 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）及び低圧原子炉代替注水系（可

搬型）は，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう，水源から残留熱除去系配管と

の合流点までの系統について，残留熱除去系に対して独立性を有

する設計とする。 

 

 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，

低圧原子炉代替注水系（常設）及び低圧原子炉代替注水系（可搬

型）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モ

ード）及び低圧炉心スプレイ系に対して重大事故等対処設備とし

ての独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 電源設備の多様性及び独立性，位置的分散については「3.14電

源設備」に記載する。 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

・炉型の違い 

【東海第二】 

①の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

・炉型の違い 

【東海第二】 

①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

・炉型の違い 

【東海第二】 

①の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，４段落

前及び５段落前に記載 

3.4.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

低圧代替注水系（常設）は，通常時は弁により他の系統と隔離

し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての

系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

5.9.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

低圧代替注水系（常設）は，通常時は弁により他の系統と隔

離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

3.4.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，通常時は弁により他の系統

と隔離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 
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低圧代替注水系（可搬型）は，通常時は可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）を接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接

続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とする

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，治具や輪留めによる固定

等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，飛散物となって他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

低圧代替注水系（可搬型）は，通常時は可搬型代替注水中型

ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを接続先の系統と分離し

て保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対

処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，車両転倒防止装置や輪留めによる固定等をすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 代替循環冷却系は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重

大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統

構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，通常時は大量送水車を接

続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等に

より重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

大量送水車は，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉では治具，

車両転倒防止装置を使

用しない 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

3.4.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧代替注水系（常設）の復水移送ポンプは，設計基準対象施

設の復水補給水系と兼用しており，設計基準対象施設としての復

水移送ポンプ 2 台におけるポンプ流量が，想定される重大事故等

時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止

するために必要な注水流量に対して十分であるため，設計基準対

象施設と同仕様で設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.2.3 容 量 等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，想

定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するために必要な注水流量に対してポン

プ 2台の運転により十分なポンプ容量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設低圧代替注水系ポンプは，想定される重大事故等時にお

いて，低圧代替注水系（常設），代替格納容器スプレイ冷却系（常

設），格納容器下部注水系（常設）及び代替燃料プール注水系と

3.4.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，

想定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するために必要な注水流量を有する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の低圧原

子炉代替注水ポンプは

SA 専用設備として設置

し，ポンプ１台運転によ

り必要な注水流量を確

保可能な設計としてい

る（以下，⑦の相違） 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，低圧
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低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

は，想定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するために必要な注水流量を有するも

のを 1 セット 4 台使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 4 セット 16 台に加えて，故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台

（6 号及び 7 号炉共用）の合計 17 台を保管する。 

 

 

 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，想定される重大事

故等時において，低圧代替注水系（可搬型）及び代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）として同時に使用するため，各系統の必

要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 

 

しての同時使用を想定し，各系統の必要な流量を同時に確保で

きる容量を有する設計とする。 

 

 

 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプは，

想定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止するために必要な注水流量を有するも

のを 1 セット 2 台使用する。保有数は，2 セットで 4 台と，故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1

台の合計 5台を保管する。 

 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水大型ポンプは，

想定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止するために必要な注水流量を有するも

のを 1セット 1台使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は，2 セットで 2 台と，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として 1台の合計 3台を保管する。 

バックアップ用については，同型設備である可搬型代替注水

大型ポンプ（放水用）のバックアップ用 1台と共用する。 

 

 

また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポ

ンプは，想定される重大事故等時において，低圧代替注水系（可

搬型），代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型），格納容器下部

注水系（可搬型）及び代替燃料プール注水系として同時に使用

するため，各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を有す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧原子力代替注水系（可搬型）の大量送水車は，想定される

重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損を防止するために必要な注水流量を有するものを１セット１

台使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は，２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を保管する。 

 

 

 

 

また，大量送水車は，想定される重大事故等時において，低圧

原子炉代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬

型）との同時使用を考慮して，各系統の必要な流量を同時に確保

できる容量を有する設計とする。 

原子炉代替注水ポンプ

による原子炉圧力容器，

原子炉格納容器，ペデス

タルへの同時注水を行

わない 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の低圧代替

注水系（可搬型）は可搬

型ポンプを複数台組み

合わせて構成されるが，

島根２号炉の低圧原子

炉代替注水系（可搬型）

は，可搬型ポンプ１台で

構成し，必要流量を満足

できる設計としている 

 

・他号炉と共有しない 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 が２号炉分

を合わせて記載してい

ることによる台数の相

違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，ペデ
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代替循環冷却系は，想定される重大事故等時において，残存

溶融炉心を冷却し，原子炉格納容器の破損を防止するために必

要な原子炉注水量に対して十分なポンプ容量を有する設計とす

る。代替循環冷却系ポンプは，2台設置する設計とする。 

 

スタル，燃料プールへの

同時注水を行わない 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違 

3.4.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧代替注水系（常設）の復水移送ポンプは，廃棄物処理建屋

内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮し

た設計とする。 

復水移送ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，

中央制御室で可能な設計とする。 

低圧代替注水系（常設）の系統構成に必要な弁の操作は，想定

される重大事故等時において，中央制御室若しくは離れた場所か

ら遠隔で可能な設計又は設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

また，低圧代替注水系（常設）は，淡水だけでなく海水も使用

できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を

短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の常設設備との接続及び操作

は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計と

する。 

低圧代替注水系（可搬型）の系統構成に必要な弁の操作は，想

定される重大事故等時において，中央制御室若しくは離れた場所

から遠隔で可能な設計又は設置場所で可能な設計とする。 

また，低圧代替注水系（可搬型）は，淡水だけでなく海水も使

用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水

を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

 

5.9.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，常

設低圧代替注水系格納槽内に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプの操作は，想定される重大事故等

時において，中央制御室で可能な設計とする。 

低圧代替注水系（常設）の系統構成に必要な弁の操作は，想

定される重大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

また，低圧代替注水系（常設）は，淡水だけでなく海水も使

用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通

水を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び

可搬型代替注水大型ポンプは，屋外に保管及び設置し，想定さ

れる重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの

常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時におい

て，設置場所で可能な設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の系統構成に必要な弁の操作は，

想定される重大事故等時において，中央制御室又は設置場所で

可能な設計とする。 

また，低圧代替注水系（可搬型）は，淡水だけでなく海水も

使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水

通水を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

代替循環冷却系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，

3.4.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，想定される重大事

故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプの操作は，想定される重大事故等時

において，中央制御室で可能な設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の系統構成に必要な弁の操作は，

想定される重大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

また，低圧原子炉代替注水系（常設）は，淡水だけでなく海水

も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水

通水を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車は，屋外に保管

及び設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮し

た設計とする。 

大量送水車の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事

故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の系統構成に必要な弁の操作

は，想定される重大事故等時において，中央制御室又は設置場所

で可能な設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，淡水だけでなく海

水も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海

水通水を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は中央制

御室に設置する重大事

故操作盤にて弁操作が

可能な設計とする（以

下，⑧の相違） 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 

 

 

・設備の相違 
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想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

代替循環冷却系ポンプは，想定される重大事故等時において，

中央制御室から操作が可能な設計とする。 

代替循環冷却系の系統構成に必要となる弁の操作は，想定さ

れる重大事故等時において，中央制御室又は設置場所での手動

操作が可能な設計とする。 

 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

3.4.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

低圧代替注水系（常設）は，想定される重大事故等時において，

通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設

計とする。 

低圧代替注水系（常設）の復水移送ポンプは，中央制御室の操

作スイッチにより操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，

中央制御室若しくは離れた場所での操作スイッチによる操作又は

設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，想定される重大事故等時におい

て，通常時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切り替

えられる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

は，付属の操作スイッチにより，設置場所での操作が可能な設計

とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室若しくは離れた場所で

の操作スイッチによる操作又は設置場所での手動操作が可能な設

計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，車両として屋外のアクセ

スルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場

所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を接続する接続口については，

簡便な接続とし，接続治具を用いてホースを確実に接続すること

ができる設計とする。 

 

また，6 号及び 7 号炉が相互に使用することができるよう，接

続口の口径を統一する設計とする。 

 

5.9.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

低圧代替注水系（常設）は，想定される重大事故等時におい

て，通常時の系統構成から弁操作等により速やかに系統構成が

可能な設計とする。 

低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，中

央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とし，系統構

成に必要な弁は，中央制御室又は設置場所での手動操作が可能

な設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，想定される重大事故等時にお

いて，通常時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに系

統構成が可能な設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び

可搬型代替注水大型ポンプは，付属の操作スイッチにより，設

置場所での操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，中

央制御室又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能

な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可

能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを

接続する接続口については，一般的に使用される工具を用いて

接続可能なフランジ接続によりホースを確実に接続することが

できる設計とする。 

また，ホースの接続については，接続方式及び接続口の口径

を統一する設計とする。 

代替循環冷却系は，想定される重大事故等時において，通常

3.4.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作牲及び試験・検査性」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，想定される重大事故等時に

おいて，通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替え

られる設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，

中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とし，系統構

成に必要な弁は，中央制御室又は設置場所での手動操作が可能な

設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，想定される重大事故等時

において，通常時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに

切り替えられる設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車は，付属の操作

スイッチにより，設置場所での操作が可能な設計とし，系統構成

に必要な弁は，中央制御室又は設置場所での手動操作が可能な設

計とする。 

 

 

大量送水車は，車両として屋外のアクセスルートを通行してア

クセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固

定等が可能な設計とする。 

 

大量送水車を接続する接続口については，簡便な接続とし，結

合金具を用いてホースを確実に接続することができる設計とす

る。 

 

また，接続口の口径を統一することで確実に接続できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

・他号炉と共用しない 

 

・設備の相違 
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時の系統構成から弁操作等により速やかに系統構成が可能な設

計とする。 

代替循環冷却系ポンプは，中央制御室の操作スイッチにより

操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室又

は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 5.9.3 主要設備及び仕様 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備の主要機器仕様を第 5.9－1表に示す。 

 

  

3.4.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

低圧代替注水系（常設）は，発電用原子炉の運転中又は停止中

に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認

が可能な設計とする。 

また，低圧代替注水系（常設）の復水移送ポンプは，発電用原

子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，独立して機能・性能及

び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，分解又は取

替えが可能な設計とする。 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，車両として運転状

態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

5.9.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

低圧代替注水系（常設）は，発電用原子炉の運転中又は停止

中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の

確認が可能な設計とする。 

また，低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプ

は，発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計

とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び

可搬型代替注水大型ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止

中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設

計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。 

また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポ

ンプは，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設

計とする。 

代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却に使用する代替循

環冷却系ポンプは，発電用原子炉の停止中に他系統と独立した

試験系統により機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設

計とする。 

代替循環冷却系ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解が可

能な設計とする。 

 

 

 

3.4.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，発電用原子炉の運転中又は

停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作

の確認が可能な設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポ

ンプは，発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設

計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車は，発電用原子

炉の運転中又は停止中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無

の確認が可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設

計とする。 

 また， 大量送水車は，車両として運転状態の確認及び外観の確

認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

第 3.4-1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備の主要機器仕様 

 

第 5.9－1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備の主要機器仕様 

 

第 3.4-1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備の主要機器仕様 

 

・設備の相違 
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(1) 低圧代替注水系(常設) 

ａ．復水移送ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

台  数   2(予備 1) 

容  量   約 125m3/h/台 

全 揚 程   約 85m 

 

 

 

 

(2)低圧代替注水系(可搬型) 

ａ．可搬型代替注水ポンプ(A-2級)(6号及び 7号炉共用) 

第 3.11-1表 使用済燃料プールの冷却等のための設備

の主要機器仕様に記載する。 

(1) 低圧代替注水系（常設） 

ａ．常設低圧代替注水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

台 数     2 

容 量     約 200m３／h（1台当たり） 

全 揚 程     約 200m 

ｂ．代替循環冷却系ポンプ 

「第 9.7－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止する

ための設備の主要機器仕様」に記載する。 

 

(2) 低圧代替注水系（可搬型） 

  ａ．可搬型代替注水中型ポンプ 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

の主要機器仕様に記載する。 

  ｂ．可搬型代替注水大型ポンプ 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

の主要機器仕様に記載する。 

 

(3)緊急用海水系 

ａ．緊急用海水ポンプ 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

設備の主要機器仕様に記載する。 

ｂ．緊急用海水系ストレーナ 

第 5.10－1表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 低圧原子炉代替注水系（常設） 

ａ．低圧原子炉代替注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

台数  １（予備１） 

容量  約 230m3/h/台 

全揚程 約 190m 

 

 

 

 

 

(2) 低圧原子炉代替注水系（可搬型） 

ａ．大量送水車 

第 3.11-1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要

機器仕様に記載する。 

 

3.4-22



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

第 3.4-1図(1) 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備系統概要図(低圧代替

注水系(常設))(6号炉) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.9－1図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備系統概要図（1） 

（低圧代替注水系（常設）による原子炉注水） 

 

 

 

 

 

第 3.4-1図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備系統概要図（低圧原子炉代替

注水系（常設）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

第 3.4-1図(2) 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備系統概要図(低圧代替

注水系(常設))(7号炉) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

（Ａ）

（Ｂ）

MO

MOMO
MOMO

MO

MO

原
子
炉
圧
力
容
器

常設低圧代替注水系ポンプ

消
火
系
よ
り

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
よ
り

常設スプレイ
ヘッダ

原子炉ウェル

使用済燃料
プール

MO

MONO

MO

MO

NO

NO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

原子炉建屋原子炉棟

常設低圧代替注水系格納槽

MO

MO

MO
MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

NO MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

代替淡水貯槽

原子炉建屋
東側接続口

残
留
熱
除
去
系
Ｃ
系
よ
り

残
留
熱
除
去
系
Ａ
系
よ
り

残
留
熱
除
去
系
Ｂ
系
よ
り

燃料プール
冷却浄化系より

ドライウェル

サプレッション・チェンバ

原子炉
格納容器下部へ

原子炉建屋西側接続口立坑

高所西側
接続口

常設代替高圧電源装置置場

高所東側
接続口

可搬型代替注水中型ポンプ

西側淡水貯水設備

3.4-23



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

第 3.4-2図(1) 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備系統概要図(低圧代替

注水系(可搬型))(6号炉) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.9－2図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備系統概要図（2） 

（低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水 原

子炉建屋東側接続口使用時） 

 

 

 

第 3.4-2図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備系統概要図（低圧原子炉代替

注水系（可搬型）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

第 3.4-2図(2) 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備系統概要図(低圧代替

注水系(可搬型))(7号炉) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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Ａ系使用時の系統を示す。 

 

第 5.9－3図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備系統概要図（3） 

（残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉注水） 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.4-3図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備系統概要図（代替交流電源設

備を用いた低圧炉心スプレイ系の復旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・炉型の違い 
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第 3.4-3図(1) 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備系統概要図(代替交流

電源設備を用いた低圧注水系の復旧)(6号炉) 

 

 

 

 

 

 

第 3.4-4図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備系統概要図（代替交流電源設

備を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）の復旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

第 3.4-3図(2) 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備系統概要図(代替交流

電源設備を用いた低圧注水系の復旧)(7号炉) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.4-4図(1) 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備系統概要図(代替電源

設備を用いた残留熱除去系(原子炉停止時冷却モ

ード)の復旧)(6号炉) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ系使用時の系統を示す。 

第 5.9－4図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備系統概要図（4） 

（残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による原子炉除熱） 

 

 

 
 

 

 

 

第 3.4-5図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備系統概要図（代替電源設備を

用いた残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の

復旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

第 3.4-4図(2) 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備系統概要図(代替電源

設備を用いた残留熱除去系(原子炉停止時冷却モ

ード)の復旧)(7号炉) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 5.9－5図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備系統概要図（5） 

（低圧炉心スプレイ系による原子炉注水） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.9－6図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備系統概要図（6） 

（代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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3.4.1.2 重大事故等対処設備（設計基準拡張）  3.4.1.2 重大事故等対処設備（設計基準拡張） ・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は残留熱除

去系については「5.4 残

留熱除去系」，低圧炉心

スプレイ系については，

「5.2 非常用炉心冷却

系」に記載する 

 

  3.4.1.2.1 低圧炉心スプレイ系 

低圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時において，重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

低圧炉心スプレイ系は，「2.3重大事故等対処設備に関する基本

方針」のうち，多様性，位置的分散等を除く設計方針を適用して

設計を行う。 

低圧炉心スプレイ系主要機器仕様を第 3.4-2表に，系統概要図

を第 3.4-6図に示す。 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

  3.4.1.2.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

低圧炉心スプレイ系は，設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

  3.4.1.2.1.2 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧炉心スプレイ・ポンプは，設計基準事故時の非常用炉心冷

却機能と兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，

重大事故等の収束に必要な容量に対して十分であるため，設計基

準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

 

  3.4.1.2.1.3 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧炉心スプレイ・ポンプは，原子炉建物原子炉棟内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。低圧炉心スプレイ系の操作は，想定される重大事故等時にお

いて，中央制御室で可能な設計とする。 
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  3.4.1.2.1.4 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時において，設

計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。低圧炉心スプレ

イ系は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とす

る。また，低圧炉心スプレイ系注水弁は，中央制御室から操作で

きない場合においても，現場操作が可能となるように手動ハンド

ルを設け，現場での人力により確実に操作が可能な設計とする。 

 

  3.4.1.2.1.5試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧炉心スプレイ系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，低

圧炉心スプレイ・ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解及び外

観の確認が可能な設計とする。 

 

 

3.4.1.2.1 残留熱除去系 

残留熱除去系の低圧注水モード及び原子炉停止時冷却モード

は，想定される重大事故等時において，重大事故等対処設備（設

計基準拡張）として使用する。 

残留熱除去系は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」

のうち，多様性，位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を

行う。 

残留熱除去系主要機器仕様を第 3.4-2表に，系統概要図を第

3.4-5図及び第 3.4-6図に示す。 

 3.4.1.2.2 残留熱除去系 

残留熱除去系の低圧注水モード及び原子炉停止時冷却モード

は，想定される重大事故等時において，重大事故等対処設備（設

計基準拡張）として使用する。 

残留熱除去系は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」

のうち，多様性，位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を

行う。 

残留熱除去系主要機器仕様を第 3.4-3 表に，系統概要図を第

3.4-7図及び第 3.4-8図に示す。 

 

3.4.1.2.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

残留熱除去系の低圧注水モード及び原子炉停止時冷却モード

は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で

重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用することで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 3.4.1.2.2.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

残留熱除去系の低圧注水モード及び原子炉停止時冷却モード

は，設計基準事故対処設備又は設計基準対象施設として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.4.1.2.1.2 容量等 

基本方針につては，「2.3.2 容量等」に示す。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設計基準事

故時の非常用炉心冷却機能と兼用しており，設計基準事故時に使

用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十

分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 3.4.1.2.2.2 容量等 

基本方針については，「2.3.2容量等」に示す。 

残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故

時の非常用炉心冷却機能と兼用しており，設計基準事故時に使用

する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分

であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 
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3.4.1.2.1.3 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，原子炉建屋

原子炉区域内に設置し，想定される重大事故等時における環境条

件を考慮した設計とする。残留熱除去系の操作は，想定される重

大事故等時において，中央制御室で可能な設計とする。 

 3.4.1.2.2.3 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器及び残留熱除去系注

水弁は，原子炉建物原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。残留熱除去系の操作

は，想定される重大事故等時において，中央制御室で可能な設計

とする。また，中央制御室からの操作により残留熱除去系注水弁

を閉止できない場合において，残留熱除去系注水弁の操作は，想

定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

IS-LOCA 時隔離弁の

相違（以下，⑨の相違） 

3.4.1.2.1.4 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

残留熱除去系は，想定される重大事故等時において，設計基準

事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対

処設備（設計基準拡張）として使用する。残留熱除去系は，中央

制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 3.4.1.2.2.4 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

残留熱除去系は，想定される重大事故等時において，設計基準

事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対

処設備（設計基準拡張）として使用する。残留熱除去系は，中央

制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。また，残

留熱除去系注水弁は，中央制御室から操作できない場合において

も，現場操作が可能となるように手動ハンドルを設け，現場での

人力により確実に操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 

3.4.1.2.1.5 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

残留熱除去系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性

能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，残留熱除

去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，発電用原子炉の停止中

に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

 3.4.1.2.2.5 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

残留熱除去系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性

能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，残留熱除

去ポンプ，残留熱除去系熱交換器及び残留熱除去系注水弁は，発

電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 

  第 3.4-2表 低圧炉心スプレイ系主要機器仕様 

 

(1) ポンプ 

台  数   １ 

容  量   約 1,050m3/h/台 

 

 

 

 

・炉型の違い 

3.4-31



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

第 3.4-2表 残留熱除去系主要機器仕様 

(1) ポンプ 

台 数    3 

容 量    約 950m3/h/台 

 

(2) 熱交換器 

基  数   3 

伝熱面積   約 8.1MW/基(海水温度 30℃において) 

 第 3.4-3表 残留熱除去系主要機器仕様 

(1) ポンプ 

台  数   ３ 

容  量   約 1,200m3/h/台 

 

(2) 熱交換器 

基  数   ３ 

伝熱容量   約９MW/基（海水温度 30℃において） 

・設備の相違 
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第 3.4-6図 低圧炉心スプレイ系系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・炉型の違い 
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第 3.4-5図 残留熱除去系(低圧注水モード)系統概要図 

 

 

第 3.4-7図 残留熱除去系（低圧注水モード）系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

第 3.4-6図 残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)系統概要図 

 

 

第 3.4-8図 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）系統概要           

      図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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まとめ資料比較表 〔48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

①

島根２号炉の耐圧強化ベントラインは，新規制基準施行以前にアクシデントマネジメント対策として設置しており，設置許可基準規則第48条としても必要な容量を有する設備であ
るが，格納容器フィルタベント系を新たに重大事故等対処設備として設置することから，耐圧強化ベントラインは同規則第48条の自主対策設備として位置付け，万一，炉心損傷前
に格納容器フィルタベント系が使用できない場合に耐圧強化ベントラインを使用する運用としている。
なお，格納容器フィルタベント系は，同規則第48条，第50条及び第52条を満足する重大事故等対処設備として，以下に示すとおり，信頼性の高い系統構成としている
・ベント弁（第１弁及び第２弁）の並列２重化及び操作機構の多様化によるベント弁開放の信頼性を確保
・他系統との隔離弁の直列２重化による格納容器フィルタベントラインの隔離機能の信頼性を確保

② 島根２号炉は可搬設備である原子炉補機代替冷却系により対応する設計とするが，東海第二は常設設備である緊急用海水系により対応する設計としている

③ 島根２号炉では使用時に自動で燃料補給が可能な常設代替電源設備を使用する

④ 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備（残留熱除去系のモード）の相違

⑤ 島根２号炉の排出経路に設置される隔離弁は，空気作動弁を設置しない設計のため，遠隔空気駆動弁操作設備の配管はない

⑥ 柏崎6/7が２号炉分を合わせて記載していることによる台数の相違

⑦ 島根２号炉の高圧炉心スプレイ系への冷却水は原子炉補機冷却系（区分Ⅲ）から供給する

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48条】 

【設置許可基準規則】 

(最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備) 

第四十八条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が

有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合

において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心

の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。)を防止する

ため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備を

設けなければならない。 

 

(解釈) 

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めに必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設

備を整備すること。 

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、

多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図

ること。 

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失するこ

とを想定した上で、BWRにおいては、サプレッションプ

ールへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保でき

る一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替

の最終ヒートシンクシステム(UHSS)の繋ぎ込み及び最

終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができること。加え

て、残留熱除去系(RHR)の使用が不可能な場合について

考慮すること。 

  また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び

主蒸気逃がし弁による２次冷却系からの除熱により、

最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができること。 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第

５０条３ｂ）に準ずること。また、その使用に際して

は、敷地境界での線量評価を行うこと。 
 

5.10 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

 

3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48条】 

【設置許可基準規則】 

(最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備) 

第四十八条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が

有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合

において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心

の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。)を防止する

ため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備を

設けなければならない。 

 

(解釈) 

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めに必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設

備を整備すること。 

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、

多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図

ること。 

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失するこ

とを想定した上で、BWRにおいては、サプレッションプ

ールへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保でき

る一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替

の最終ヒートシンクシステム(UHSS)の繋ぎ込み及び最

終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができること。加え

て、残留熱除去系(RHR)の使用が不可能な場合について

考慮すること。 

  また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び

主蒸気逃がし弁による２次冷却系からの除熱により、

最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができること。 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第

５０条３ｂ）に準ずること。また、その使用に際して

は、敷地境界での線量評価を行うこと。 
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3.5.1  適合方針 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送す

る機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限

る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の系統概要図を第

3.5－1 図から第 3.5－3 図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッシ

ョン・チェンバ・プール水冷却モード）並びに原子炉補機冷却系

が使用できる場合は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として

使用する。 

 

5.10.1 概 要 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送す

る機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限

る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必

要な重大事故等対処設備を設置する。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の系統概要図を第

5.10－1図から第 5.10－3図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系（格

納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サプレッション・プ

ール冷却系）並びに残留熱除去系海水系が使用できる場合は重大

事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サプレッション・プール冷

却系）については，「5.4 残留熱除去系」に記載する。残留熱除

去系海水系については「5.6.1.2 残留熱除去系海水系」に記載す

る。 

 

 

 

 

3.5.1 適合方針 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに

限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の系統概要図を

第 3.5-1図から第 3.5-3図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残留熱除去

系（格納容器冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード）並びに原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む。）及び高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレ

イ補機海水系を含む。）が使用できる場合は重大事故等対処設備

（設計基準拡張）として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，残留熱

除去系を 47条および 49

条に，原子炉補機冷却系

を 3.5.1.2に記載する 

3.5.1.1 重大事故等対処設備 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備のうち，設計基準

事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪

失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損を防止するための設備として，格納容器圧力逃がし装置，耐圧

強化ベント系及び代替原子炉補機冷却系を設ける。 

 

 

 

 

 

5.10.2 設計方針 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備のうち，設計基準

事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪

失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損を防止するための設備として，格納容器圧力逃がし装置，耐圧

強化ベント系及び緊急用海水系を設ける。 

 

 

 

 

 

3.5.1.1 重大事故等対処設備 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備のうち，設計基準

事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が

喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を防止するための設備として，格納容器フィルタベント系

及び原子炉補機代替冷却系を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の耐圧強

化ベントラインは，新規

制基準施行以前にアク

シデントマネジメント

対策として設置してお
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り，設置許可基準規則第

48 条としても必要な容

量を有する設備である

が，格納容器フィルタベ

ント系を新たに重大事

故等対処設備として設

置することから，耐圧強

化ベントラインは同規

則第 48 条の自主対策設

備として位置付け，万

一，炉心損傷前に格納容

器フィルタベント系が

使用できない場合に耐

圧強化ベントラインを

使用する運用としてい

る。 

なお，格納容器フィル

タベント系は，同規則第

48条，第 50条及び第 52

条を満足する重大事故

等対処設備として，以下

に示すとおり，信頼性の

高い系統構成としてい

る 

・ベント弁（第１弁及び

第２弁）の並列２重化及

び操作機構の多様化に

よるベント弁開放の信

頼性を確保 

・他系統との隔離弁の直

列２重化による格納容

器フィルタベントライ

ンの隔離機能の信頼性

を確保（以下，①の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は可搬設

備である原子炉補機代

3.5-4



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ． 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱 

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合に，炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止するための重大事故等対処設備と

して，格納容器圧力逃がし装置を使用する。 

格納容器圧力逃がし装置は，フィルタ装置，よう素フィ

ルタ，ラプチャーディスク，配管・弁類，計測制御装置等

で構成し，原子炉格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系等

を経由して，フィルタ装置及びよう素フィルタへ導き，放

射性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口

から放出することで，排気中に含まれる放射性物質の環境

への放出量を抑制しつつ，原子炉格納容器内に蓄積した熱

を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる設計とす

る。 

 

格納容器圧力逃がし装置を使用した場合に放出される放

射性物質の放出量に対して，あらかじめ敷地境界での線量

評価を行うこととする。 

本系統の詳細については，「3.7 原子炉格納容器の過圧

破損を防止するための設備」に記載する。 

 

ｂ．耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱 

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合に，炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止するための重大事故等対処設備と

して，耐圧強化ベント系を使用する。 

耐圧強化ベント系は，配管・弁類，計測制御装置等で構

成し，格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系等を経由して，

主排気筒（内筒）を通して原子炉建屋外に放出することで，

 

 

 

 

 

 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ．格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱 

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合に，炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止するための重大事故等対処設備と

して，格納容器圧力逃がし装置を使用する。 

格納容器圧力逃がし装置は，フィルタ装置（フィルタ容

器，スクラビング水，金属フィルタ，よう素除去部），圧力

開放板，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，原子炉格

納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系等を経由して，フィル

タ装置へ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建屋原

子炉棟屋上に設ける放出口から放出することで，排気中に

含まれる放射性物質の環境への放出量を抑制しつつ，原子

炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場である

大気へ輸送できる設計とする。 

 

格納容器圧力逃がし装置を使用した場合に放出される放

射性物質の放出量に対して，あらかじめ敷地境界での線量

評価を行うこととする。 

本系統の詳細については，「9.7 原子炉格納容器の過圧破

損を防止するための設備」に記載する。 

 

ｂ．耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除 

  熱 

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合に，炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止するための重大事故等対処設備と

して，耐圧強化ベント系を使用する。 

耐圧強化ベント系は，配管・弁類，計測制御装置等で構

成し，格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系等を経由して，

主排気筒に隣接する非常用ガス処理系排気筒を通して原子

 

 

 

 

 

 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減

圧及び除熱 

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合に，炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するための重大事故等対処設

備として，格納容器フィルタベント系を使用する。 

格納容器フィルタベント系は，第１ベントフィルタスク

ラバ容器，第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器，圧力開

放板，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，原子炉格納

容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第１ベ

ントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼ

オライト容器へ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉

建物頂部付近に設ける放出口から放出することで，排気中

に含まれる放射性物質の環境への放出量を抑制しつつ，原

子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場で

ある大気へ輸送できる設計とする。 

格納容器フィルタベント系を使用した場合に放出され

る放射性物質の放出量に対して，あらかじめ敷地境界での

線量評価を行うこととする。 

本系統の詳細については，「3.7 原子炉格納容器の過圧

破損を防止するための設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

替冷却系により対応す

る設計とするが，東海第

二は常設設備である緊

急用海水系により対応

する設計としている（以

下，②の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 
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原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場で

ある大気へ輸送できる設 計とする。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備として使用

する場合の耐圧強化ベント系は，炉心損傷前に使用するた

め，排気中に含まれる放射性物質及び可燃性ガスは微量で

ある。 

耐圧強化ベント系を使用する際に流路となる不活性ガス

系等の配管は，他の発電用原子炉とは共用しない設計とし，

他の系統・機器とは，弁により他の系統・機器と隔離する

ことにより，悪影響を及ぼさない設計とする。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時において，

原子炉格納容器が負圧とならない設計とする。仮に，原子

炉格納容器内にスプレイをする場合においても，原子炉格

納容器内圧力が規定の圧力まで減圧した場合には，原子炉

格納容器内へのスプレイを停止する運用とする。 

耐圧強化ベント系使用時の排出経路に設置される隔離弁

は，遠隔手動弁操作設備によって人力による操作が可能な

設計とする。 

遠隔手動弁操作設備の操作場所は，原子炉建屋内の原子

炉区域外とし，必要に応じて遮蔽材を配置することで，放

射線防護を考慮した設計とする。また，排出経路に設置さ

れる隔離弁のうち空気作動弁については遠隔空気駆動弁操

作用ボンベから遠隔空気駆動弁操作設備の配管を経由し，

高圧窒素ガスを供給することによる操作も可能な設計とす

る。また，排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁につ

いては常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

からの給電による操作も可能な設計とする。これらにより，

隔離弁の操作における駆動源の多様性を有する設計とす

る。 

本系統はサプレッション・チェンバ及びドライウェルと

接続し，いずれからも排気できる設計とする。サプレッシ

ョン・チェンバ側からの排気ではサプレッション・チェン

バの水面からの高さを確保し，ドライウェル側からの排気

では，ダイヤフラムフロア面からの高さを確保するととも

に有効燃料棒頂部よりも高い位置に接続箇所を設けること

で長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計と

する。 

耐圧強化ベント系を使用した場合に放出される放射性物

炉建屋外に放出することで，原子炉格納容器内に蓄積した

熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる設計と

する。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備として使用

する場合の耐圧強化ベント系は，炉心損傷前に使用するた

め，排気中に含まれる放射性物質及び可燃性ガスは微量で

ある。 

耐圧強化ベント系は，使用する際に弁により他の系統・

機器と隔離することにより，悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時において，

原子炉格納容器が負圧とならない設計とする。耐圧強化ベ

ント系の使用に際しては，代替格納容器スプレイ冷却系等

による原子炉格納容器内へのスプレイは停止する運用とし

ており，原子炉格納容器が負圧とならない。仮に，原子炉

格納容器内にスプレイをする場合においても，原子炉格納

容器内圧力が規定の圧力まで減圧した場合には，原子炉格

納容器内へのスプレイを停止する運用とする。 

耐圧強化ベント系使用時の排出経路に設置される隔離弁

は電動弁とし，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流

電源設備からの給電による操作が可能な設計とする。 

このうち，第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側）につ

いては，遠隔人力操作機構によって人力による操作が可能

な設計とし，隔離弁の操作における駆動源の多様性を有す

る設計とする。 

本系統はサプレッション・チェンバ及びドライウェルと

接続し，いずれからも排気できる設計とする。サプレッシ

ョン・チェンバ側からの排気ではサプレッション・チェン

バの水面からの高さを確保し，ドライウェル側からの排気

では，ペデスタル（ドライウェル部）の床面からの高さを

確保するとともに燃料有効長頂部よりも高い位置に接続箇

所を設けることで長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を

受けない設計とする。 

耐圧強化ベント系を使用した場合に放出される放射性物

質の放出量に対して，あらかじめ敷地境界での線量評価を

行うこととする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 
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質の放出量に対して，あらかじめ敷地境界での線量評価を

行うこととする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型直流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

電源設備） 

本系統の流路として，不活性ガス系，耐圧強化ベント系

及び非常用ガス処理系の配管及び弁並びに主排気筒（内筒）

を重大事故等対処設備として使用する。 

また，耐圧強化ベント系使用時の排出経路に設置される

隔離弁のうち空気作動弁に，高圧窒素ガスを供給するため

の流路として，遠隔空気駆動弁操作設備の配管及び弁を重

大 事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大

事故等対処設備として使用する。 

 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

a.  代替原子炉補機冷却系による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱 

原子炉補機冷却系の故障又は全交流動力電源の喪失によ

り，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合

の重大事故等対処設備として，代替原子炉補機冷却系を使

用する。 

 

代替原子炉補機冷却系は，代替原子炉補機冷却水ポンプ

及び熱交換器を搭載した熱交換器ユニット，大容量送水車

（熱交換器ユニット用），配管・ホース・弁類，計測制御装

置等で構成し，サプレッション・チェンバへの熱の蓄積に

より原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に，熱交換

器ユニットを原子炉補機冷却系に接続し，大容量送水車（熱

交換器ユニット用）により熱交換器ユニットに海水を送水

することで，残留熱除去系等の機器で発生した熱を最終的

な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，不活性ガス系，耐圧強化ベント系

及び非常用ガス処理系の配管及び弁並びに非常用ガス処理

系排気筒を重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器（サプ

レッション・チェンバ含む）を重大事故等対処設備として

使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

ａ．緊急用海水系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

 

残留熱除去系海水系の故障又は全交流動力電源の喪失に

より，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場

合の重大事故等対処設備として，緊急用海水系を使用する。 

 

 

緊急用海水系は，緊急用海水ポンプ，緊急用海水系スト

レーナ，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，サプレッ

ション・チェンバへの熱の蓄積により原子炉冷却機能が確

保できる一定の期間内に，緊急用海水ポンプにて残留熱除

去系熱交換器に海水を送水することで，残留熱除去系等の

機器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

ａ．原子炉補機代替冷却系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の故障

又は全交流動力電源の喪失により，最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合の重大事故等対処設備と

して，原子炉補機代替冷却系を使用する。 

 

原子炉補機代替冷却系は，移動式代替熱交換設備淡水ポ

ンプ及び熱交換器を搭載した移動式代替熱交換設備，大型

送水ポンプ車，配管・ホース・弁類，計測制御装置等で構

成し，サプレッション・チェンバへの熱の蓄積により原子

炉冷却機能が確保できる一定の期間内に，屋外の接続口よ

り移動式代替熱交換設備を原子炉補機冷却系に接続し，大

型送水ポンプ車により移動式代替熱交換設備に海水を送

水することで，残留熱除去系等の機器で発生した熱を最終

的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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熱交換器ユニットは，可搬型代替交流電源設備からの給

電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

また，大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，ディー

ゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃料は燃料補

給設備である軽油タンク及びタンクローリ(4kL)により補

給できる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・熱交換器ユニット（6 号及び 7 号炉共用） 

・大容量送水車（熱交換器ユニット用）（6 号及び 7 号

炉共用） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・燃料補給設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急用海水ポンプは，常設代替交流電源設備からの給電

が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ 

 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

 

 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

また，屋外の接続口が使用できない場合には，大型送水

ポンプ車を屋内の接続口より原子炉補機冷却系に接続し，

原子炉補機冷却系に海水を送水することで，残留熱除去系

等の機器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海

へ輸送できる設計とする。 

 

 

 

移動式代替熱交換設備は，常設代替交流電源設備からの

給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

また，大型送水ポンプ車は，ディーゼルエンジンにより

駆動できる設計とする。燃料は燃料補給設備であるガスタ

ービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料

貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃

料貯蔵タンクからタンクローリにより補給できる設計と

する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・移動式代替熱交換設備 

・大型送水ポンプ車 

 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の屋内の

接続口を使用する場合

は，大型送水ポンプ車に

より海水を原子炉補機

冷却系に送水する。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では使用

時に自動で燃料補給が

可能な常設代替電源設

備を使用する（以下，③

の相違） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は東海第

二と同様，電路となる代

替所内電気設備につい

て記載 

 

・他号炉と共用しない 
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本系統の流路として，原子炉補機冷却系の配管，弁及び

サージタンク並びに残留熱除去系の熱交換器，ホースを重

大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である非常用取水設備の

海水貯留堰，スクリーン室及び取水路を重大事故等対処設

備として使用する。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕様

を第 3.5－1表に示す。 

原子炉格納容器については，「3.21 原子炉格納容器」に記載

する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内

電気設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備及び燃

料補給設備については「3.14 電源設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

非常用取水設備については，「3.23 非常用取水設備」に記載

する。 

 

本系統の流路として，残留熱除去系の熱交換器を重大事

故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器については，「9.1 原子炉格納施設」に記

載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替

所内電気設備及び燃料給油設備については，「10.2 代替電

源設備」に記載する。 

残留熱除去系については，「5.4 残留熱除去系」に記載す

る。 

残留熱除去系海水系については，「5.6.1.2 残留熱除去系

海水系」に記載する。 

 

非常用取水設備については，「10.8 非常用取水設備」に

記載する。 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系熱交換器及び残留

熱除去系海水系ポンプは，設計基準事故対処設備であると

ともに，重大事故等時においても使用するため，「1.1.7 重

大事故等対処設備に関する基本方針」に示す設計方針を適

用する。ただし，多様性及び位置的分散を考慮すべき対象

の設計基準事故対処設備はないことから，「1.1.7 重大事故

等対処設備に関する基本方針」のうち多様性及び位置的分

散の設計方針は適用しない。 

本系統の流路として，原子炉補機冷却系の配管，弁及び

サージタンク並びに残留熱除去系の熱交換器並びにホー

スを重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である非常用取水設備の

取水口，取水管及び取水槽を重大事故等対処設備として使

用する。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕

様を第 3.5-1表に示す。 

原子炉格納容器については，「3.21 原子炉格納容器」に記載

する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内

電気設備及び燃料補給設備については「3.14 電源設備」に記

載する。 

 

 

 

 

 

非常用取水設備については，「3.23 非常用取水設備」に記載

する。 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，残留熱

除去系を 47条および 49

条に，原子炉補機冷却系

を 3.5.1.2に記載する 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は重大事

故等対処設備（設計基準

拡張）として使用する残

留熱除去系を 47 条およ

び 49 条に，原子炉補機

冷却系を 3.5.1.2 に記

載する 

3.5.1.1.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却系と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器

を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送できる

設計とすることで，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系に対して，

多様性を有する設計とする。 

5.10.2.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，残留熱除去

系（原子炉停止時冷却系，格納容器スプレイ冷却系及びサプレッ

ション・プール冷却系）及び残留熱除去系海水系と共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せ

ずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送できる設計とす

ることで，残留熱除去系及び残留熱除去系海水系に対して，多様

3.5.1.1.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

格納容器フィルタベント系は，残留熱除去系（格納容器冷却モ

ード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換

器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送で

きる設計とすることで，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原

子炉補機海水系を含む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

機能喪失を想定する
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また，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，排出

経路に設置される隔離弁のうち電動弁を常設代替交流電源設備若

しくは可搬型代替交流電源設備からの給電による遠隔操作を可能

とすること又は遠隔手動弁操作設備を用いた人力による遠隔操作

を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電により駆動

する残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補

機冷却系に対して，多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，排出

経路に設置される隔離弁のうち空気作動弁を遠隔空気駆動弁操作

設備による遠隔操作を可能にすること又は遠隔手動弁操作設備を

用いた人力による遠隔操作を可能とすることで，非常用交流電源

設備からの給電により駆動する残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード）及び原子炉補機冷却系に対して，多様性を有する設

計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置及びよう素フィルタ並

びにラプチャーディスクは，原子炉建屋近傍の屋外に設置し，耐

圧強化ベント系は，原子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ及び熱交

換器並びにタービン建屋内の原子炉補機冷却水ポンプ，海水ポン

プ及び熱交換器と異なる区画に設置することで，共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

 

 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，除熱手段の

多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び原子炉

性を有する設計とする。 

 

 

 

 

また，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，排出

経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しく

は可搬型代替交流電源設備からの給電による遠隔操作を可能とす

ること又は遠隔人力操作機構若しくは操作ハンドルを用いた人力

による遠隔操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの

給電により駆動する残留熱除去系（原子炉停止時冷却系，格納容

器スプレイ冷却系及びサプレッション・プール冷却系）及び残留

熱除去系海水系に対して，多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は原子炉建屋外の格納

容器圧力逃がし装置格納槽に，圧力開放板は原子炉建屋近傍の屋

外に設置し，耐圧強化ベント系は，原子炉建屋原子炉棟内の残留

熱除去系ポンプ，熱交換器及び屋外の残留熱除去系海水系と異な

る区画に設置することで，残留熱除去系及び残留熱除去系海水系

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

った設計とする。 

 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，除熱手段の

多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び残留熱

 

 

 

 

 

また，格納容器フィルタベント系は，排出経路に設置される隔

離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流

電源設備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔

手動弁操作設備を用いた人力による遠隔操作を可能とすること

で，非常用交流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去系

（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容

器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィ

ルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置し，

原子炉建物内の残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，原子

炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子

炉補機海水ポンプと異なる区画に設置することで，共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう位置的分散を図った設計とす

る。 

格納容器フィルタベント系は，除熱手段の多様性及び機器の位

置的分散によって，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉

設計基準事故対処設備

（残留熱除去系のモー

ド）の相違（以下，④の

相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の排出経

路に設置される隔離弁

は，空気作動弁を設置し

ない設計のため，遠隔空

気駆動弁操作設備の配

管はない（以下，⑤の相

違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

① 相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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補機冷却系に対して独立性を有する設計とする。 

 

代替原子炉補機冷却系は，原子炉補機冷却系と共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう，熱交換器ユニットを可搬型代替

交流電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用交流

電源設備からの給電により駆動する原子炉補機冷却系に対して，

多様性及び独立性を有する設計とし，大容量送水車（熱交換器ユ

ニット用）をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機

駆動ポンプにより構成される原子炉補機冷却系に対して多様性を

有する設計とする。 

また，代替原子炉補機冷却系は，格納容器圧力逃がし装置及び

耐圧強化ベント系に対して，除熱手段の多様性を有する設計とす

る。 

 

 

 

 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車

（熱交換器ユニット用）は，タービン建屋，原子炉建屋，主排気

筒及び格納容器圧力逃がし装置から離れた屋外に分散して保管す

ることで，タービン建屋内の原子炉補機冷却水ポンプ，海水ポン

プ及び熱交換器，原子炉建屋内及び屋外に設置される耐圧強化ベ

ント系並びに格納容器圧力逃がし装置と共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

熱交換器ユニットの接続口は，共通要因によって接続できなく

なることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置す

る設計とする。 

代替原子炉補機冷却系は，原子炉補機冷却系と共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう，原子炉補機冷却系の海水系に対

して独立性を有するとともに，熱交換器ユニットから原子炉補機

冷却系配管との合流点までの系統について，原子炉補機冷却系に

対して独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

除去系海水系に対して独立性を有する設計とする。 

 

緊急用海水系は，残留熱除去系海水系と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備からの給電を可

能とすることにより非常用交流電源設備からの給電により駆動す

る残留熱除去系海水系に対して多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

また，緊急用海水系は，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化

ベント系に対して，除熱手段の多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

緊急用海水系は，原子炉建屋に隣接する緊急用海水ポンプピッ

ト内に設置することにより，海水ポンプ室に設置する残留熱除去

系海水系ポンプ，原子炉建屋外の格納容器圧力逃がし装置及び耐

圧強化ベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補機海水系を含む。）に対して独立性を有する設計とする。 

 

原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む。）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

移動式代替熱交換設備を常設代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とすることで，非常用交流電源設備からの給電により駆

動する原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して，

多様性及び独立性を有する設計とし，大型送水ポンプ車をディー

ゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構

成される原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対し

て多様性を有する設計とする。 

また，原子炉補機代替冷却系は，格納容器フィルタベント系に

対して，除熱手段の多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水

ポンプ車は，原子炉建物及び格納容器フィルタベント系から離れ

た屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の原子炉補機冷

却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海

水ポンプ並びに原子炉建物外の格納容器フィルタベント系と共

通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通

要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散

を図った複数箇所に設置する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む。）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

原子炉補機海水系に対して独立性を有するとともに，移動式代替

熱交換設備から屋外の接続口を介した原子炉補機冷却系配管と

の合流点までの系統について，原子炉補機冷却系に対して独立性

を有する設計とする。 

また，大型送水ポンプ車から屋内の接続口を介した原子炉補機

冷却系配管との合流点までの系統について，原子炉補機冷却系に

対して独立性を有する設計とする。 

 

 

①の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の屋内の

接続口を使用する場合

は，大型送水ポンプ車に
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これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，

代替原子炉補機冷却系は，設計基準事故対処設備である原子炉補

機冷却系に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設

計とする。 

電源設備の多様性及び独立性，位置的分散については「3.14 電

源設備」にて記載する。 

 

 

 

緊急用海水系は，電源の多様性及び機器の位置的分散により，

残留熱除去系海水系に対し独立性を有する設計とする。 

 

 

電源設備の多様性，独立性及び位置的分散については，「10.2 代

替電源設備」にて記載する。 

 

 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，

原子炉補機代替冷却系は，設計基準事故対処設備である原子炉補

機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して重大事故等対処

設備としての独立性を有する設計とする。 

電源設備の多様性及び独立性，位置的分散については「3.14 電

源設備」にて記載する。 

 

より海水を原子炉補機

冷却系に送水する。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

3.5.1.1.2  悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，通常時は弁により他の系統・機器と隔離

し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての

系統構成とすることで，他の系統・機器に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

代替原子炉補機冷却系は，通常時は熱交換器ユニットを接続先

の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により

重大事故等対処設備としての系統構成とすることで他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

また，原子炉補機冷却系と代替原子炉補機冷却系を同時に使用

しないことにより，相互の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，

治具や輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，

飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

5.10.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，通常時は弁により他の系統・機器と隔

離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすることで，他の系統・機器に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

緊急用海水系は，通常時は弁により他の系統・機器と隔離し，

重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系

統構成とすることで，他の系統・機器に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

また，残留熱除去系海水系と緊急用海水系を同時に使用しな

いことにより，相互の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.5.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

 

 

 

 

原子炉補機代替冷却系は，通常時は移動式代替熱交換設備及び

大型送水ポンプ車を接続先の系統と分離して保管し，重大事故等

時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成

とすることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と原子

炉補機代替冷却系を同時に使用しないことにより，相互の機能に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，輪留めによる

固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，飛散物となっ

て他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では治具

を使用しない 

3.5.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，原子炉停止後約 16 時間後において原子

炉格納容器内で発生する蒸気を排気し，その熱量分を除熱できる

十分な排出流量を有する設計とする。 

 

代替原子炉補機冷却系は，想定される重大事故等時において，

炉心の著しい損傷を防止するために必要な伝熱容量を有する設計

とする。 

5.10.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，原子炉停止後約 28時間後において原子炉

格納容器内で発生する蒸気を排気し，その熱量分を除熱できる十

分な排出流量を有する設計とする。 

 

緊急用海水系は，残留熱除去系海水系ポンプが有する最終ヒー

トシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合であって，残留熱除

去系ポンプが起動可能な状況において，炉心の著しい損傷及び原

3.5.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

 

 

原子炉補機代替冷却系は，想定される重大事故等時において，

炉心の著しい損傷を防止するために必要な伝熱容量を有する設

計とする。 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車

（熱交換器ユニット用）は，想定される重大事故等時において，

残留熱除去系等の機器で発生した熱を除去するために必要な伝熱

容量及びポンプ流量を有する熱交換器ユニット 1 セット 1 式と

大容量送水車（熱交換器ユニット用）1 セット 1 台を使用する。 

熱交換器ユニットの保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 4 セット

4 式に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップ用として 1 式（6 号及び 7 号炉共用）の合計 5 式を保管す

る。 

 

 

 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）の保有数は，6 号及び 7 号

炉共用で 4 セット 4 台に加えて，故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及び 7 号炉共用）の合

計 5 台を保管する。 

 

また，代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）は，想定される重大事故等時におい

て，残留熱除去系による発電用原子炉又は原子炉格納容器内の除

熱と燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱に同時

に使用するため，各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を

有する設計とする。 

 

子炉格納容器の破損を防止するために必要な海水を供給するポン

プ流量を有する設計とする。 

緊急用海水ポンプは，必要な流量を確保できる容量を有するも

のを 1 台設置するほか，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として 1 台を加え，合計 2 台を設置する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緊急用海水系で使用する残留熱除去系熱交換器は，想定される

重大事故等時において，緊急用海水系での圧力損失を考慮しても

残留熱除去系等の機器で発生した熱を除去するために必要な伝熱

容量及びポンプ流量を有する設計とする。 

 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水

ポンプ車は，想定される重大事故等時において，残留熱除去系等

の機器で発生した熱を除去するために必要な伝熱容量及びポン

プ流量を有する移動式代替熱交換設備 1セット１式と大型送水ポ

ンプ車１セット１台を使用する。 

移動式代替熱交換設備の保有数は，２セット２式に加えて，故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１

式の合計３式を保管する。 

 

 

 

 

大型送水ポンプ車の保有数は，２セット２台に加えて，故障時

及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の

合計３台を保管する。 

 

 

また，原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型

送水ポンプ車は，想定される重大事故等時において，残留熱除去

系による発電用原子炉又は原子炉格納容器内の除熱と燃料プー

ル冷却系による燃料プールの除熱に同時に使用するため，各系統

の必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

・他号炉と共有しない 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 が２号炉分

を合わせて記載してい

ることによる台数の相

違（以下，⑥の相違） 

 

・他号炉と共用しない 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

3.5.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時における環境条

件を考慮した設計とする。 

耐圧強化ベント系の排出経路に設置される隔離弁の操作は，想

定される重大事故等時において，原子炉建屋内の原子炉区域外へ

の遠隔手動弁操作設備の設置に加え必要に応じて遮蔽材を設置す

ることにより，離れた場所から人力で容易かつ確実に手動操作が

可能な設計とする。また，排出経路に設置される隔離弁のうち空

気作動弁については，原子炉建屋内の原子炉区域外への遠隔空気

駆動弁操作用ボンベの設置に加え必要に応じて遮蔽材を設置し，

離れた場所から遠隔空気駆動弁操作設備の配管を経由した高圧窒

5.10.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時における環境条

件を考慮した設計とする。 

耐圧強化ベント系の排出経路に設置される隔離弁のうち第一弁

（Ｓ／Ｃ側）及び第一弁（Ｄ／Ｗ側）の操作は，想定される重大

事故等時において，遠隔人力操作機構により原子炉建屋原子炉棟

外から人力で容易かつ確実に手動操作が可能な設計とする。 

また，排出経路に設置される電動の隔離弁については，中央制

御室から操作が可能な設計とする。 

 

 

3.5.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 
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素ガスを供給することにより，容易かつ確実に操作が可能な設計

とする。また，排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁につい

ては，中央制御室から操作が可能な設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車

（熱交換器ユニット用）は，屋外に保管及び設置し，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

熱交換器ユニットの常設設備との接続及び操作は，想定される

重大事故等時において設置場所で可能な設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，想定さ

れる重大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可能な設

計とする。 

 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）の熱交換器ユニットとの

接続及び操作は，想定される重大事故等時において，設置場所で

可能な設計とする。 

また，熱交換器ユニットの海水通水側及び大容量送水車（熱交

換器ユニット用）は，使用時に海水を通水するため，海水影響を

考慮した設計とし，海から直接取水する際の異物の流入防止を考

慮した設計とする。 

 

 

 

緊急用海水ポンプは，緊急用海水ポンプピット内に設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急用海水ポンプは，想定される重大事故等時において，中央

制御室から操作が可能な設計とする。 

 

 緊急用海水ポンプは，使用時に海水を通水するため耐腐食性材

料を使用する。また，緊急用海水ポンプによる海水を送水する系

統は，異物の流入防止を考慮した設計とする。 

 

 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水

ポンプ車は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。 

 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の常設設備との

接続及び操作は，想定される重大事故等時において設置場所で可

能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，想定さ

れる重大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可能な設

計とする。 

大型送水ポンプ車の移動式代替熱交換設備との接続及び操作

は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計と

する。 

移動式代替熱交換設備の海水通水側及び大型送水ポンプ車は，

使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮した設計とし，海

から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。ま

た，原子炉補機代替冷却系の淡水通水側は淡水だけでなく海水も

使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先して使用す

ることで，設備への影響を考慮する。 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，屋内の

接続口を使用する場合

は，海水を直接注水する 

  

3.5.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時において，通常

時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計と

する。 

耐圧強化ベント系を使用する際の排出経路に設置される隔離弁

には，遠隔手動弁操作設備を設置するとともに，操作場所は原子

炉建屋内の原子炉区域外とし，必要に応じて遮蔽材を設置するこ

とで，容易かつ確実に人力による操作が可能な設計とする。また，

排出経路に設置される隔離弁のうち空気作動弁については，遠隔

空気駆動弁操作用ボンベ及び遠隔空気駆動弁操作設備を設置する

とともに，操作場所を原子炉建屋内の原子炉区域外とし，必要に

応じて遮蔽材を設置することで，容易かつ確実に操作が可能な設

5.10.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時において，通常

時の系統構成から弁操作等により速やかに系統構成できる設計と

する。 

耐圧強化ベント系を使用する際の排出経路に設置される隔離弁

のうち，第一弁（Ｓ／Ｃ側）及び第一弁（Ｄ／Ｗ側）は，遠隔人

力操作機構を設置するとともに，操作場所は原子炉建屋原子炉棟

外とし，容易かつ確実に人力による操作が可能な設計とする。耐

圧強化ベント系一次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁につ

いては，ハンドルを設けることで，設置場所にて容易かつ確実に

人力による操作が可能な設計とする。また，排出経路に設置され

る電動の隔離弁については，中央制御室の操作スイッチにより操

3.5.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 
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計とする。また，排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁につ

いては，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とす

る。 

代替原子炉補機冷却系は，想定される重大事故等時において，

通常時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切り替えら

れる設計とする。 

 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車

（熱交換器ユニット用）は，付属の操作スイッチにより，設置場

所での操作が可能な設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，中央制

御室での操作スイッチによる操作又は設置場所での手動操作が可

能な設計とする。 

 

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，

車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計

とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計

とする。 

熱交換器ユニットを接続する接続口については，フランジ接続

とし，一般的に使用される工具を用いて，ホースを確実に接続す

ることができる設計とする。また，6 号及び 7 号炉が相互に使用

することができるよう，接続口の口径を統一する設計とする。 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）と熱交換器ユニットとの

接続は，簡便な接続とし，結合金具を用いてホースを確実に接続

できる設計とする。また，6 号及び 7 号炉が相互に使用すること

ができるよう，接続口の口径を統一する設計とする。 

作が可能な設計とする。 

 

 

緊急用海水系は，想定される重大事故等時において，通常時の

系統から弁操作等にて速やかに系統構成が可能な設計とする。 

 

 

緊急用海水ポンプは，想定される重大事故等時において，中央

制御室の操作スイッチにより操作ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系海水系は，重大事故等時において，設計基準事故

対処設備として使用する場合と同じ系統構成で使用する設計とす

る 

 

 

 

 

5.10.3 主要設備及び仕様 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕様を

第 5.10－1表に示す。 

 

 

 

 

 

原子炉補機代替冷却系は，想定される重大事故等時において，

通常時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切り替えら

れる設計とする。 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水

ポンプ車は，付属の操作スイッチにより，設置場所での操作が可

能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，中央制

御室での操作スイッチによる操作又は設置場所での手動操作が

可能な設計とする。 

 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，車両として屋

外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとと

もに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車を接続する接続

口については，フランジ接続とし，一般的に使用される工具を用

いて，ホースを確実に接続することができる設計とする。 

 

大型送水ポンプ車と移動式代替熱交換設備との接続は，簡便な

接続及びフランジ接続とし，結合金具及び一般的に使用される工

具を用いてホースを確実に接続できる設計とする。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は重大事

故等対処設備（設計基準

拡張）として使用する原

子炉補機冷却系を 3.5.

1.2に記載する 
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3.5.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

耐圧強化ベント系は，発電用原子炉の停止中に弁の開閉動作及

び漏えいの確認が可能な設計とする。 

 

代替原子炉補機冷却系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に

機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が

可能な設計とする。 

また，代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニットの代替原子炉

補機冷却水ポンプ及び熱交換器は，発電用原子炉の運転中又は停

止中に分解又は取替えが可能な設計とする。代替原子炉補機冷却

系の大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，発電用原子炉の運

転中又は停止中に分解又は取替えが可能な設計とする。 

 

また，熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット

用）は，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計

とする。 

5.10.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

耐圧強化ベント系は，発電用原子炉の停止中に弁の開閉動作及

び漏えいの確認が可能な設計とする。 

 

緊急用海水系は，発電用原子炉の停止中に試験系統により機

能・性能及び漏えいの確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

緊急用海水ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解が可能な設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

 

 

 

原子炉補機代替冷却系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に

機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が

可能な設計とする。 

また，原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備の移動式

代替熱交換設備淡水ポンプ及び熱交換器は，発電用原子炉の運転

中又は停止中に分解又は取替えが可能な設計とする。原子炉補機

代替冷却系の大型送水ポンプ車は，発電用原子炉の運転中又は停

止中に分解又は取替えが可能な設計とする。 

 

また，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，車両と

して運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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第 3.5－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要

機器仕様 

 

(1) 格納容器圧力逃がし装置 

第 3.7－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設

備の主要機器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 耐圧強化ベント系 

兼用する設備は以下のとおり。 

 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備 

系  統  数   1 

系統設計流量   約 15.8kg/s 

 

(3) 代替原子炉補機冷却系 

a. 熱交換器ユニット（6 号及び 7 号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

数    量      4 式（予備 1） 

熱交換器 

組     数    1/式 

伝熱容量     約 23MW/組（海水温度 30℃において） 

 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主

要機器仕様 

 

(1) 格納容器圧力逃がし装置 

ａ．フィルタ装置 

第 9.7－1表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するため

の設備の主要機器仕様に記載する。 

ｂ．第二弁操作室遮蔽 

第 8.3－4表 遮蔽設備（重大事故等時）の設備仕様に記

載する。 

ｃ．第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ） 

第 8.2－3 表 換気空調設備（重大事故等時）（可搬型）

設備仕様に記載する。 

ｄ．第二弁操作室差圧計 

第 8.2－2表 換気空調設備（重大事故等時）の設備仕様

に記載する。 

ｅ．窒素供給装置 

第 9.9－1表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

するための設備の主要機器仕様に記載する。 

 

(2) 耐圧強化ベント系 

系 統 数    1 

系統設計流量     約 48,000kg／h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5-1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要

機器仕様 

 

(1) 格納容器フィルタベント系 

ａ．第１ベントフィルタスクラバ容器 

第 3.7－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するた

めの設備の主要機器仕様に記載する。 

ｂ．第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

第 3.7－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するた

めの設備の主要機器仕様に記載する。 

ｃ．圧力開放板 

第 3.7－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するた

めの設備の主要機器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 原子炉補機代替冷却系 

ａ．移動式代替熱交換設備 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

数量     ２式（予備１） 

熱交換器 

組数    １/式 

伝熱容量  約 23MW/組（海水温度 30℃において） 

 

・設備の相違 
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代替原子炉補機冷却水ポンプ 

台    数        2 

         1 

容    量        約 300m3/h/台 

約 600m3/h/台 

全 揚 程     約 75m 

 

b.  大容量送水車(熱交換器ユニット用)（6 号及び 7 号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

 

台    数      4（予備 1） 

容    量      約 900m3/h/台 

吐出圧力        1.25MPa[gage] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 緊急用海水系 

ａ．緊急用海水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

台   数     1（予備 1） 

容   量     約 844m３／h 

全 揚 程     約 130m 

ｂ．緊急用海水系ストレーナ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

基   数     1 

 

(4) 残留熱除去系熱交換器 

   「5.4 残留熱除去系」に記載する。 

 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ 

台数    ２/式 

 

容量    約 300m3/h/台 

 

全揚程   約 75m 

 

ｂ．大型送水ポンプ車 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

  ・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

   台数     ２（予備１） 

容量     約 1,800m3/h/台 

吐出圧力   1.2MPa[gage] 

 

3.5-18



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

第 3.5-1図(1)  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系

統概要図 

(格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱) (6号炉) 

 

 

第 3.5-1図(2) 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系

統概要図 

(格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱)(7号炉) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウエットウェルベント時の系統状態を示す。 

第 5.10－1図 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統

概要図（1） 

（格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器

内の減圧及び除熱） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5-1図 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統概

要図 

（格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器

内の減圧及び除熱) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.5-2図(1) 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系

統概要図(耐圧強化ベント系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱)(6号炉) 

 

 

 

 

 

 

 

3.5-2図(2) 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統概

要図(耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱)(7号炉) 

 

 

                          ウエットウェルベント時の系統状態を示す。 

第 5.10－2図 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統

概要図（2）（耐圧強化ベント系による原子炉格納

容器内の減圧及び除熱） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.5-3図(1) 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統

概要図(代替原子炉補機冷却系による原子炉格納

容器内の減圧及び除熱)(その 1)(6号炉) 

 

 

第 3.5-3図(2) 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統

概要図(代替原子炉補機冷却系による原子炉格納

容器内の減圧及び除熱)(その 1)(7号炉) 

 

 

 

 

残留熱除去系海水系Ａ系通水時を示す。 

 

第 5.10－3図 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統   

概要図（3）（緊急用海水系による冷却水（海水）  

の確保） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5-2図 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統概

要図（原子炉補機代替冷却系による原子炉格納容器

内の減圧及び除熱） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.5-3図(3) 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系

統概要図(代替原子炉補機冷却系による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱)(その 2)(6号炉) 

 

 

 

第 3.5-3図(4) 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系

統概要図(代替原子炉補機冷却系による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱)(その 2)(7号炉) 

 

 

 

 

 

 

第 3.5-3図 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統概

要図（原子炉補機代替冷却系による原子炉格納容器

内の減圧及び除熱）（屋内の接続口を使用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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3.5.1.2 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

 

 

 

 

3.5.1.2.1 原子炉補機冷却系 

原子炉補機冷却系は，想定される重大事故等時において，重大

事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。原子炉補機冷

却系は，燃料プール冷却浄化系，残留熱除去系，高圧炉心注水系

及び非常用交流電源設備に冷却水を供給する設計とする。 

原子炉補機冷却系は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本

方針」のうち，多様性，位置的分散等を除く設計方針を適用して

設計を行う。 

原子炉補機冷却系主要機器仕様を第 3.5－2 表に，系統概要図

を第 3.5－4 図に示す。 

 

 3.5.1.2 重大事故等対処設備(設計基準拡張) 

 

 

 

 

3.5.1.2.1原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）は，想定され

る重大事故等時において，重大事故等対処設備（設計基準拡張）

として使用する。原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

は，燃料プール冷却系，残留熱除去系，低圧炉心スプレイ系及び

非常用交流電源設備に冷却水を供給する設計とする。 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）は，「2.3 重大

事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散

等を除く設計方針を適用して設計を行う。 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の主要機器仕

様を第 3.5-2表に，系統概要図を第 3.5-4図に示す。 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，残留熱除

去系海水系を 5.6.1.2

に記載している。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の高圧炉

心スプレイ系への冷却

水は原子炉補機冷却系

（区分Ⅲ）から供給する

（以下，⑦の相違）。 

また，ABWR プラント

である柏崎 6/7 には，E

CCS の構成が相違して

いることから，低圧炉心

スプレイ系に対応する

系統は無い 

 

 

3.5.1.2.1.1 悪影響防止 

基本方針については「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

原子炉補機冷却系は，設計基準事故対処設備として使用する場

合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として

使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 3.5.1.2.1.1 悪影響防止 

基本方針については「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）は，設計基準

事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として使用することで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

3.5.1.2.1.2 容量等 

基本方針については「2.3.2 容量等」に示す。 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子

炉補機冷却水系熱交換器は，設計基準事故時の原子炉補機冷却系

と兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大

事故等の収束に必要な容量に対して十分であるため，設計基準事

故対処設備と同仕様で設計する。 

 3.5.1.2.1.2 容量等 

基本方針については「2.3.2 容量等」に示す。 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機海水ポンプ及び原子炉補

機冷却系熱交換器は，設計基準事故時の最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能と兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の

容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分であるた

め，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 
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3.5.1.2.1.3 環境条件等 

基本方針については「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子

炉補機冷却水系熱交換器は，タービン建屋内に設置し，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。原子炉

補機冷却系の操作は，想定される重大事故等時において，中央制

御室で可能な設計とする。 

原子炉補機冷却水系熱交換器の海水通水側及び原子炉補機冷却

海水ポンプは，使用時に常時海水を通水するため，耐腐食性材料

を使用する設計とする。 

 3.5.1.2.1.3 環境条件等 

基本方針については「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉補機冷却水ポンプ及び原子炉補機冷却系熱交換器は，原

子炉建物付属棟内に設置，原子炉補機冷却海水ポンプは屋外に設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の操作

は，想定される重大事故等時において，中央制御室で可能な設計

とする。 

原子炉補機冷却系熱交換器の海水通水側及び原子炉補機海水

ポンプは，使用時に常時海水を通水するため，耐腐食性材料を使

用する設計とする。 

 

 

 

 

3.5.1.2.1.4 操作性の確保 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉補機冷却系は，想定される重大事故等時において，設計

基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備（設計基準拡張）として使用する。原子炉補機冷却系

は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 3.5.1.2.1.4 操作性の確保 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）は，想定され

る重大事故等時において，設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用する。原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）は，

中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

3.5.1.2.1.5 試験検査 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉補機冷却系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，原

子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補

機冷却水系熱交換器は，発電用原子炉の停止中に分解及び外観の

確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.5.1.2.1.5 試験検査 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）は，発電用原

子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が

可能な設計とする。また，原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機

海水ポンプ及び原子炉補機冷却系熱交換器は，発電用原子炉の停

止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 
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第 3.5-2表原子炉補機冷却系主要機器仕様 

 

 区 分 Ⅰ 及 び Ⅱ 区 分 Ⅲ 

原子炉補機冷

却水ポンプ 

台  数 

 

容  量 

 

 

各区分について 2（うち 1 台

は通常運転時予備） 

約 1,300m3／h／台 

 

 

2（うち 1 台は通常運転時予

備） 

6 号炉 約 1,100m3／h／台 

7 号炉 約 800m3／h／台 

原子炉補機冷

却海水ポンプ 

台  数 

 

容  量 

 

 

各区分について 2（うち 1 台

は通常運転時予備） 

約 1,800m3／h／台 

 

 

2（うち 1 台は通常運転時予

備） 

約 1,800m3／h／台 

原子炉補機冷

却水系熱交換

器 

基  数 

 

伝熱容量 

 

 

 

各区分について 2（うち 1 台

は通常運転時予備） 

約 17MW／基 

（海水温度 30℃において） 

 

 

 

2（うち 1 台は通常運転時予

備） 

約 16MW／基 

（海水温度 30℃において） 

 

 

 

 
第 3.5-4図 原子炉補機冷却系系統概要図 

 

第 3.5-2 表 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 主

要機器仕様 

原子炉補機冷却水ポンプ 

 

台数 

 

容量 

 

 

 

各区分について２ 

約 1,700m3／h／台 

原子炉補機海水ポンプ 

 

台数 

 

容量 

 

 

各区分について２ 

約 2,000m3/h/台 

原子炉補機冷却系熱交換器 

 

基数 

 

伝熱容量 

 

 

各区分について３ 

 

約 10MW/基 

（海水温度 30℃において） 

 

 

 

 

 

第 3.5-4図 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 系

統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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  3.5.1.2.2高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機

海水系を含む。） 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を

含む。）は，想定される重大事故等時において，重大事故等対処

設備（設計基準拡張）として使用する。高圧炉心スプレイ補機冷

却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）は，高圧炉心スプ

レイ系及び非常用交流電源設備に冷却水を供給する設計とする。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を

含む。）は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，

多様性，位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を行う。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を

含む。）の主要機器仕様を第 3.5-3表に，系統概要図を第 3.5-5

図に示す。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

 

 

  3.5.1.2.2.1 悪影響防止 

基本方針については「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を

含む。）は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系

統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用するこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

  3.5.1.2.2.2 容量等 

基本方針については「2.3.2 容量等」に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海

水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器は，設計基準

事故時の原子炉補機冷却系区分Ⅲと兼用しており，設計基準事故

時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対

して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計す

る。 

 

 

  3.5.1.2.2.3 環境条件等 

基本方針については「2.3.3 環境条件等」に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補

機冷却系熱交換器は原子炉建物付属棟内に設置，高圧炉心スプレ

イ補機冷却海水ポンプは屋外に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。高圧炉心スプレイ補機

冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）の操作は，想定
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される重大事故等時において，中央制御室で可能な設計とする。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の海水通水側及び高圧

炉心スプレイ補機海水ポンプは，使用時に常時海水を通水するた

め，耐腐食性材料を使用する設計とする。 

 

  3.5.1.2.2.4 操作性の確保 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を

含む。）は，想定される重大事故等時において，設計基準事故対

処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備（設計基準拡張）として使用する。高圧炉心スプレイ補機冷却

系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）は，中央制御室の操

作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.5.1.2.2.5 試験検査 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を

含む。）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び

漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，高圧炉心スプレ

イ補機冷却水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ及び高圧

炉心スプレイ補機冷却系熱交換器は，発電用原子炉の停止中に分

解及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

第 3.5-3 表 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補

機海水系を含む。） 主要機器仕様 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 

台 数 

容 量 

 

１ 

約 240m3／h／台 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

台 数 

容 量 

 

１ 

約 340m3／h／台 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

基 数 

伝熱容量 

 

１ 

約 2.67MW／基 

（海水温度 30℃において） 
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第 3.5-5図 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補

機海水系を含む。） 系統概要図 
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まとめ資料比較表 〔49条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉の原子炉格納容器スプレイは，ドライウェル側へのスプレイの方が効果的なため，有効性評価において，サプレッション・チェンバ内へのスプレイを考慮していない

② 島根２号炉は，系統構成に必要となる電動弁等に対して電源供給すると整理

③ 島根２号炉は，燃料補給設備を57条で記載することとしている

④ 島根２号炉の格納容器代替スプレイ系（可搬型）に用いる可搬型ポンプは１種類

⑤ 島根２号炉は，可搬設備である原子炉補機代替冷却系により対応する設計としているが，東海第二は常設設備である緊急用海水系により対応する設計としている

⑥
柏崎6/7の代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は可搬型ポンプを複数台組み合わせた構成としているが，島根２号炉の格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，可搬型ポンプ１
台で構成し，必要流量を満足できる設計としている

⑦ 島根２号炉は，中央制御室に設置する重大事故操作盤にて弁操作が可能な設計とする

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備【49 条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

第四十九条 発電用原子炉施設には，設計基準事故対処設備が有

する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉

心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下させるために必要な設備を設けなければならな

い。 

２ 発電用原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生した場合

において原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納

容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる

ために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために必要な設備」及び第２項に規定する「原子炉格

納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させ

るために必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）重大事故等対処設備 

ａ）設計基準事故対処設備の格納容器スプレイ注水設備（ポ

ンプ又は水源）が機能喪失しているものとして，格納容

器スプレイ代替注水設備を配備すること。 

ｂ）上記ａ）の格納容器スプレイ代替注水設備は，設計基準

事故対処設備に対して，多様性及び独立性を有し，位置

的分散を図ること。 

（２）兼用 

ａ）第１項の炉心損傷防止目的の設備と第２項の格納容器破

損防止目的の設備は，同一設備であってもよい。 

9.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備【49条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

第四十九条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有

する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉

心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下させるために必要な設備を設けなければならな

い。 

２ 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合に

おいて原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容

器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるた

めに必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために必要な設備」及び第２項に規定する「原子炉格

納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させ

るために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）重大事故等対処設備

ａ）設計基準事故対処設備の格納容器スプレイ注水設備（ポ

ンプ又は水源）が機能喪失しているものとして、格納

容器スプレイ代替注水設備を配備すること。 

ｂ）上記 a)の格納容器スプレイ代替注水設備は、設計基準

事故対処設備に対して、多様性及び独立性を有し、位

置的分散を図ること。 

（２）兼用

ａ）第１項の炉心損傷防止目的の設備と第２項の格納容器

　　破損防止目的の設備は、同一設備であってもよい。 

3.6.1  概要 

設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が

喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉

格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な重大事故等

対処設備を設置及び保管する。炉心の著しい損傷が発生した場合

において原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器

内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

9.6.1 概 要 

設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能

が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため，原

子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な重大

事故等対処設備を設置及び保管する。炉心の著しい損傷が発生

した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，原子

炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下さ

せるために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

3.6.1 適合方針 

設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が

喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉

格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な重大事故等

対処設備を設置及び保管する。炉心の著しい損傷が発生した場合

において原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器

内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 
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原子炉格納容器内の冷却等のための設備の系統概要図を第 3.6

－1図から第 3.6－4図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び残留

熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）が

使用できる場合は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使

用する。 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備の系統概要図を第

9.6－1 図から第 9.6－4 図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処

設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留

熱除去系（サプレッション・プール冷却系）が使用できる場合

は重大事故等対処設備として使用する。 

 

 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系

（サプレッション・プール冷却系）については，「5.4 残留熱除

去系」に記載する。 

 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備の系統概要図を第

3.6-1図から第 3.6-4図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び残留熱除去系

（サプレッション・プール水冷却モード）が使用できる場合は重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，重大事

故等対処設備（設計基準

拡張）として 3.6.1.2

項に記載 

 

3.6.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備のうち，設計基準事故

対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合に

おいて炉心の著しい損傷を防止するために原子炉格納容器内の圧

力及び温度を低下させるため，また，炉心の著しい損傷が発生し

た場合において原子炉格納容器の破損を防止するために原子炉格

納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるた

めの設備として，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替

格納容器スプレイ冷却系（可搬型）を設ける。 

9.6.2 設計方針 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備のうち，設計基準事故

対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合に

おいて炉心の著しい損傷を防止するために原子炉格納容器内の圧

力及び温度を低下させるため，また，炉心の著しい損傷が発生し

た場合において原子炉格納容器の破損を防止するために原子炉格

納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるた

めの設備として，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替

格納容器スプレイ冷却系（可搬型）を設ける。 

3.6.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備のうち，設計基準事故

対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合に

おいて炉心の著しい損傷を防止するために原子炉格納容器内の圧

力及び温度を低下させるため，また，炉心の著しい損傷が発生し

た場合において原子炉格納容器の破損を防止するために原子炉格

納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるた

めの設備として，格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器

代替スプレイ系（可搬型）を設ける。 

 

 

（1）炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器内冷却に

用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

（a） 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納

容器の冷却 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が機能喪

失した場合の重大事故等対処設備として，代替格納容器ス

プレイ冷却系（常設）を使用する。 

 

 

 

 

 

 

(1) 炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器内冷却

に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格

納容器の冷却 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が機能喪失

した場合の重大事故等対処設備として，代替格納容器ス

プレイ冷却系（常設）を使用する。 

 

 

 

 

 

 

(1) 炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器内冷却に

用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器の

冷却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が機能喪失した場

合の重大事故等対処設備として，格納容器代替スプレイ系

（常設）を使用する。 
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代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，復水移送ポン

プ，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，復水移送ポン

プにより，復水貯蔵槽の水を残留熱除去系等を経由して格

納容器スプレイ・ヘッダからドライウェル内及びサプレッ

ション・チェンバ内にスプレイすることで，原子炉格納容

器内の圧力及び温度を低下させることができる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，非常用交流電

源設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・復水移送ポンプ 

・復水貯蔵槽（3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備） 

・常設代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，常設低圧代

替注水系ポンプ，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，

常設低圧代替注水系ポンプにより，代替淡水貯槽の水を

残留熱除去系等を経由して原子炉格納容器内のスプレイ

ヘッダからドライウェル内にスプレイすることで，原子

炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることができる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，代替所内電

気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設低圧代替注水系ポンプ 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

 

 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，低圧原子炉代替注

水ポンプ，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，低圧原

子炉代替注水ポンプにより，低圧原子炉代替注水槽の水を

残留熱除去系等を経由して格納容器スプレイ・ヘッダから

ドライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容器内

の圧力及び温度を低下させることができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，非常用交流電源設

備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な

設計とする。 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・低圧原子炉代替注水ポンプ 

・低圧原子炉代替注水槽（3.13 重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の原子炉

格納容器スプレイは，ド

ライウェル側へのスプ

レイの方が効果的なた

め，有効性評価におい

て，サプレッション・チ

ェンバ内へのスプレイ

を考慮していない（以

下，①の相違） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，系統構

成に必要となる電動弁

等に対して電源供給す

ると整理（以下，②の相

違） 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，電源設

備及び燃料補給設備を

57 条で記載することと

している（以下，③の相

違） 
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本系統の流路として，復水補給水系，高圧炉心注水系及

び残留熱除去系の配管及び弁，格納容器スプレイ・ヘッダ

を重大事故等対処設備として使用する。 

本系統の流路として，残留熱除去系の配管及び弁，スプ

レイヘッダを重大事故等対処設備として使用する。 

本系統の流路として，残留熱除去系の配管及び弁，格納

容器スプレイ・ヘッダを重大事故等対処設備として使用す

る。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大

事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備であ

る非常用交流電源設備を重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器（サプ

レッション・チェンバ含む）を重大事故等対処設備として

使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大

事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備であ

る非常用交流電源設備を重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として使用する。 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

（b） 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格

納容器の冷却 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の機能が

喪失した場合の重大事故等対処設備として，代替格納容器

スプレイ冷却系（可搬型）を使用する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，可搬型代替

注水ポンプ（A-2級），配管・ホース・弁類，計測制御装置

等で構成し，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）により，代

替淡水源の水を残留熱除去系等を経由して格納容器スプ

レイ・ヘッダからドライウェル内及びサプレッション・チ

ェンバ内にスプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力

及び温度を低下させることができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，代替淡水源

が枯渇した場合において，重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備である大容量送水車（海水取水用）により海

を利用できる設計とする。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，非常用交流

電源設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が

可能な設計とする。 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，ディーゼル

エンジンにより駆動できる設計とする。燃料は，燃料補給

設備である軽油タンク及びタンクローリ（4kL）により補

(b) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格

納容器の冷却 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）の機能が喪

失した場合の重大事故等対処設備として，代替格納容器

スプレイ冷却系（可搬型）を使用する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，可搬型代

替注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ，配管・

ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，可搬型代替注

水中型ポンプにより，西側淡水貯水設備の水を，可搬型

代替注水大型ポンプにより，代替淡水貯槽の水を残留熱

除去系等を経由してスプレイヘッダからドライウェル内

にスプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させることができる設計とする。 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，代替淡水

源が枯渇した場合において，重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備である可搬型代替注水中型ポンプ又は

可搬型代替注水大型ポンプにより海を利用できる設計と

する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，代替所内

電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水

大型ポンプは，空冷式のディーゼルエンジンにより駆動

できる設計とする。燃料は，燃料給油設備である可搬型

(b) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器

の冷却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）の機能が喪失した

場合の重大事故等対処設備として，格納容器代替スプレイ

系（可搬型）を使用する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，大量送水車，配

管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，大量送水車

により，代替淡水源の水を残留熱除去系を経由して格納容

器スプレイ・ヘッダからドライウェル内にスプレイするこ

とで，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させること

ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，代替淡水源が枯

渇した場合において，重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備である大量送水車又は大型送水ポンプ車により

海を利用できる設計とする。 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，非常用交流電源

設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能

な設計とする。 

また，大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動で

きる設計とする。燃料は，燃料補給設備であるガスタービ

ン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の格納容

器代替スプレイ系（可搬

型）に用いる可搬型ポン

プは１種類（以下，④の

相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 
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給できる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

 

 

 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6 号及び 7 号炉共

用） 

 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

・燃料補給設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電源設

備） 

本系統の流路として，復水補給水系及び残留熱除去系の

配管及び弁，格納容器スプレイ・ヘッダ並びにホースを重

大事故等対処設備として使用する。 

設備用軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設

計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

 

 

 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

 

・西側淡水貯水設備（9.12 重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備） 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備） 

 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

本系統の流路として，残留熱除去系の配管及び弁，ス

プレイヘッダ並びにホースを重大事故等対処設備として

使用する。 

タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯

蔵タンクからタンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

 

 

 

・大量送水車 

 

 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

 

本系統の流路として，残留熱除去系の配管及び弁，格納

容器スプレイ・ヘッダ並びにホースを重大事故等対処設備

として使用する。 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

・他号炉と共用しない 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，水源を

56条に記載 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大

事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備であ

る非常用交流電源設備を重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器（サプ

レッション・チェンバ含む）を重大事故等対処設備として

使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大

事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備であ

る非常用交流電源設備を重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として使用する。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

（a） 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納

容器の冷却 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対処

設備として使用する代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

は，「（1）a.（a）代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に

よる原子炉格納容器の冷却」と同じである。 

 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格

納容器の冷却 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失

によるサポート系の故障により，残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サプレッション・

プール冷却系）が起動できない場合の重大事故等対処設

備として使用する代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

は，「(1)a.(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）によ

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器の

冷却 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失に

よるサポート系の故障により，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備とし

て使用する格納容器代替スプレイ系（常設）は，「(1)ａ．

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容

器の冷却」と同じである。 
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（b） 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格

納容器の冷却 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対処

設備として使用する代替格納容器スプレイ冷却系（可搬

型）は，「（1）a.（b）代替格納容器スプレイ冷却系（可搬

型）による原子炉格納容器の冷却」と同じである。 

る原子炉格納容器の冷却」と同じである。 

(b) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉

格納容器の冷却 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サプレッション・

プール冷却系）が起動できない場合の重大事故等対処設

備として使用する代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，「(1)a.(b) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）に

よる原子炉格納容器の冷却」と同じである。 

 

 

(b) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器

の冷却 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失に

よるサポート系の故障により，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備とし

て使用する格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，「(1)ａ．

(b) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納

容器の冷却」と同じである。 

（c） 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却モード）の復旧 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対処

設備として，常設代替交流電源設備を使用し，残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）を復旧する。 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，常設

代替交流電源設備からの給電により機能を復旧し，残留熱

除去系ポンプによりサプレッション・チェンバのプール水

をドライウェル内及びサプレッション・チェンバ内にスプ

レイすることで原子炉格納容器を冷却できる設計とする。 

 

本系統に使用する冷却水は原子炉補機冷却系又は代替

原子炉補機冷却系から供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

電源設備） 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却系）の復旧 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却系）が起動できない場合の重大事故等対処

設備として，常設代替交流電源設備を使用し，残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却系）を復旧する。 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）は，常設代

替交流電源設備からの給電により機能を復旧し，残留熱

除去系ポンプによりサプレッション・チェンバのプール

水をドライウェル内及びサプレッション・チェンバ内に

スプレイすることで原子炉格納容器を冷却できる設計と

する。 

本系統に使用する冷却水は残留熱除去系海水系又は緊

急用海水系から供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ 

 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器冷却

モード）の復旧 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失に

よるサポート系の故障により，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備とし

て，常設代替交流電源設備を使用し，残留熱除去系（格納

容器冷却モード）を復旧する。 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，常設代替交流

電源設備からの給電により機能を復旧し，残留熱除去ポン

プによりサプレッション・チェンバのプール水をドライウ

ェル内及びサプレッション・チェンバ内にスプレイするこ

とで原子炉格納容器を冷却できる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は原子炉補機冷却系又は原子

炉補機代替冷却系から供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬設

備である原子炉補機代

替冷却系により対応す

る設計としているが，東

海第二は常設設備であ

る緊急用海水系により

対応する設計としてい

る（以下，⑤の相違） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

・他号炉と共用しない 
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・代替原子炉補機冷却系（6 号及び 7 号炉共用）（3.5 最

終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大

事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備であ

る残留熱除去系及び原子炉補機冷却系を重大事故等対処

設備（設計基準拡張）として使用する。 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

 

 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器（サプ

レッション・チェンバ含む）を重大事故等対処設備として

使用し，設計基準事故対処設備である残留熱除去系及び残

留熱除去系海水系を重大事故等対処設備として使用する。 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉補機代替冷却系（3.5 最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための設備） 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大

事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備であ

る残留熱除去系及び原子炉補機冷却系を重大事故等対処

設備（設計基準拡張）として使用する。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は東海第

二と同様，電路となる代

替所内電気設備につい

て記載 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

③の相違 

・他号炉と共用しない 

 

（d） 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッシ

ョン・チェンバ・プール水冷却モード）の復旧 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（サプレッシ

ョン・チェンバ・プール水冷却モード）が起動できない場

合の重大事故等対処設備として，常設代替交流電源設備を

使用し，残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プー

ル水冷却モード）を復旧する。 

 

残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷

却モード）は，常設代替交流電源設備からの給電により機

能を復旧し，残留熱除去系ポンプ及び熱交換器により，サ

プレッション・チェンバのプール水を冷却することで原子

炉格納容器を冷却できる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は原子炉補機冷却系又は代替

原子炉補機冷却系から供給できる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

 

 

(d) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッ

ション・プール冷却系）の復旧 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（サプレッ

ション・プール冷却系）が起動できない場合の重大事故

等対処設備として，常設代替交流電源設備を使用し，残

留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）を復旧す

る。 

 

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は，

常設代替交流電源設備からの給電により機能を復旧し，

残留熱除去系ポンプ及び熱交換器により，サプレッショ

ン・チェンバのプール水を冷却することで原子炉格納容

器を冷却できる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は

緊急用海水系から供給できる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ 

 

(d) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッショ

ン・プール水冷却モード）の復旧 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失に

よるサポート系の故障により，残留熱除去系（サプレッシ

ョン・プール水冷却モード）が起動できない場合の重大事

故等対処設備として，常設代替交流電源設備を使用し，残

留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）を復

旧する。 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

は，常設代替交流電源設備からの給電により機能を復旧

し，残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器により，

サプレッション・チェンバのプール水を冷却することで原

子炉格納容器を冷却できる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は原子炉補機冷却系又は原子

炉補機代替冷却系から供給できる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 
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・常設代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

・代替原子炉補機冷却系（6 号及び 7 号炉共用）（3.5 最

終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

 

 

 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大

事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備であ

る残留熱除去系及び原子炉補機冷却系を重大事故等対処

設備（設計基準拡張）として使用する。 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器（サプ

レッション・チェンバ含む）を重大事故等対処設備として

使用し，設計基準事故対処設備である残留熱除去系及び残

留熱除去系海水系を重大事故等対処設備として使用する。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

・原子炉補機代替冷却系（3.5 最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための設備） 

 

 

 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大

事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備であ

る残留熱除去系及び原子炉補機冷却系を重大事故等対処

設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

・他号炉と共用しない 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は東海第

二と同様，電路となる代

替所内電気設備につい

て記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

・他号炉と共用しない 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

③の相違 

（2） 原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器内

冷却に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

（a） 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納

容器の冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）が機能喪失した場合の

重大事故等対処設備として，代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）を使用する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，復水移送ポン

プ，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，復水移送ポン

プにより，復水貯蔵槽の水を残留熱除去系等を経由して格

納容器スプレイ・ヘッダからドライウェル内及びサプレッ

ション・チェンバ内にスプレイすることで，原子炉格納容

器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させ

ることができる設計とする。 

(2) 原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器内

冷却に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格

納容器の冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却系）が機能喪失した場合の

重大事故等対処設備として，代替格納容器スプレイ冷却

系（常設）を使用する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，常設低圧代

替注水系ポンプ，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，

常設低圧代替注水系ポンプにより，代替淡水貯槽の水を

残留熱除去系等を経由してスプレイヘッダからドライウ

ェル内にスプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力

及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させることがで

きる設計とする。 

(2) 原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器内冷

却に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器の

冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去

系（格納容器冷却モード）が機能喪失した場合の重大事故

等対処設備として，格納容器代替スプレイ系（常設）を使

用する。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，低圧原子炉代替注

水ポンプ，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，低圧原

子炉代替注水ポンプにより，低圧原子炉代替注水槽の水を

残留熱除去系等を経由して格納容器スプレイ・ヘッダから

ドライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容器内

の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるこ

とができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，非常用交流電

源設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

本系統の詳細については，「（1）a.（a）代替格納容器ス

プレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器の冷却」に記

載する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，代替所内電

気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

本系統の詳細については，「(1)a.(a) 代替格納容器スプ

レイ冷却系（常設）による原子炉格納容器の冷却」に記

載する。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，非常用交流電源設

備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な

設計とする。 

本系統の詳細については，「(1)ａ．(a) 格納容器代替ス

プレイ系（常設）による原子炉格納容器の冷却」に記載す

る。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

（b） 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格

納容器の冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）の機能が喪失した場合

の重大事故等対処設備として，代替格納容器スプレイ冷却

系（可搬型）を使用する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，可搬型代替

注水ポンプ（A-2級），配管・ホース・弁類，計測制御装置

等で構成し，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）により，代

替淡水源の水を残留熱除去系等を経由して格納容器スプ

レイ・ヘッダからドライウェル内及びサプレッション・チ

ェンバ内にスプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力

及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させることがで

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，代替淡水源

が枯渇した場合において，重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備である大容量送水車（海水取水用）により海

を利用できる設計とする。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，非常用交流

電源設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が

可能な設計とする。 

(b) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格

納容器の冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却系）が機能喪失した場合の

重大事故等対処設備として，代替格納容器スプレイ冷却

系（可搬型）を使用する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，可搬型代

替注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ，配管・

ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，可搬型代替注

水中型ポンプにより西側淡水貯水設備の水を，可搬型代

替注水大型ポンプにより代替淡水貯槽の水を残留熱除去

系等を経由してスプレイヘッダからドライウェル内にス

プレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度並

びに放射性物質の濃度を低下させることができる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，代替淡水

源が枯渇した場合において，重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備である可搬型代替注水中型ポンプ又は

可搬型代替注水大型ポンプにより海を利用できる設計と

する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，代替所内

電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

(b) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器

の冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去

系（格納容器冷却モード）の機能が喪失した場合の重大事

故等対処設備として，格納容器代替スプレイ系（可搬型）

を使用する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，大量送水車，配

管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，大量送水車

により，代替淡水源の水を残留熱除去系を経由して格納容

器スプレイ・ヘッダからドライウェル内にスプレイするこ

とで，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質

の濃度を低下させることができる設計とする。 

 

 

また，スプレイした水が原子炉格納容器下部へ流入す

ることで，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下

部にあらかじめ十分な水位を確保するとともに，落下し

た溶融炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，代替淡水源が枯

渇した場合において，重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備である大量送水車又は大型送水ポンプ車により

海を利用できる設計とする。 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，非常用交流電源

設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能

な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

① の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，格納容

器代替スプレイ系（可搬

型）により，原子炉格納

容器下部への注水を行

う 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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また，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，ディーゼル

エンジンにより駆動できる設計とする。燃料は，燃料補給

設備である軽油タンク及びタンクローリ（4kL）により補

給できる設計とする。 

 

本系統の詳細については，「（1）a.（b） 代替格納容器

スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器の冷却」

に記載する。 

また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水

大型ポンプは，空冷式のディーゼルエンジンにより駆動

できる設計とする。燃料は，燃料給油設備である可搬型

設備用軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設

計とする。 

本系統の詳細については，「(1)a.(b) 代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器の冷却」に

記載する。 

 

また，大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動で

きる設計とする。燃料は，燃料補給設備であるガスタービ

ン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯

蔵タンクからタンクローリにより補給できる設計とする。 

本系統の詳細については，「(1)ａ．(b) 格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）による原子炉格納容器の冷却」に記載

する。 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

（a） 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納

容器の冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力

電源喪失により，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード）が起動できない場合の重大事故等対処設備として使

用する代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，「（1）b.

（a）代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉

格納容器の冷却」と同じである。 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格

納容器の冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力

電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポー

ト系の故障により，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

系）及び残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）

が起動できない場合の重大事故等対処設備として使用す

る代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，「(1)a.(a) 代替

格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器の

冷却」と同じである。 

 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器の

冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力

電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート

系の故障により，残留熱除去系（格納容器冷却モード）が

起動できない場合の重大事故等対処設備として使用する

格納容器代替スプレイ系（常設）は，「(1)ｂ．(a) 格納容

器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器の冷却」

と同じである。 

 

（b） 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格

納容器の冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力

電源喪失により，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード）が起動できない場合の重大事故等対処設備として使

用する代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，「（1）

b.（b）代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原

子炉格納容器の冷却」と同じである。 

(b) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格

納容器の冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力電

源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポート系

の故障により，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及

び残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）が起動で

きない場合の重大事故等対処設備として使用する代替格納

容器スプレイ冷却系（可搬型）は，「(1)a.(b) 代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器の冷却」と同

じである。 

 

(b) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器

の冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力

電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート

系の故障により，残留熱除去系（格納容器冷却モード）が

起動できない場合の重大事故等対処設備として使用する

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，「(1)ｂ．(b) 格納

容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器の冷

却」と同じである。 

 

（c） 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却モード）の復旧 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力

電源喪失により，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード）が起動できない場合の重大事故等対処設備は，「（1）

b.（c）常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却系）の復旧 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力

電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポー

ト系の故障により，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

系）が起動できない場合の重大事故等対処設備は，

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器冷却

モード）の復旧 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力

電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート

系の故障により，残留熱除去系（格納容器冷却モード）が

起動できない場合の重大事故等対処設備は，「(1)ｂ．(c) 

 

3.6-11



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

容器スプレイ冷却モード）の復旧」と同じである。 「(1)b.(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格

納容器スプレイ冷却系）の復旧」と同じである。 

 

常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器冷却

モード）の復旧」と同じである。 

（d） 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッシ

ョン・チェンバ・プール水冷却モード）の復旧 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力

電源喪失により，残留熱除去系（サプレッション・チェン

バ・プール水冷却モード）が起動できない場合の重大事故

等対処設備は，「（1）b.（d）常設代替交流電源設備による

残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却

モード）の復旧」と同じである。 

(d) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッ

ション・プール冷却系）の復旧 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動

力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失によるサポ

ート系の故障により，残留熱除去系（サプレッション・

プール冷却系）が起動できない場合の重大事故等対処設

備は，「(1)b.(d) 常設代替交流電源設備による残留熱除去

系（サプレッション・プール冷却系）の復旧」と同じで

ある。 

 

(d) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッショ

ン・プール水冷却モード）の復旧 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力

電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によるサポート

系の故障により，残留熱除去系（サプレッション・プール

水冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備

は，「(1)ｂ．(d) 常設代替交流電源設備による残留熱除去

系（サプレッション・プール水冷却モード）の復旧」と同

じである。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型）は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損を防止するための設備として兼用する設計とする。 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備の主要機器仕様を第

3.6－1 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系については，「3.6.1.2.1 残留熱除去系」に記載

する。 

原子炉補機冷却系及び代替原子炉補機冷却系については，

「3.5最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」に記載す

る。 

 

大容量送水車（海水取水用），復水貯蔵槽及びサプレッショ

ン・チェンバについては，「3.13重大事故等の収束に必要とな

る水の供給設備」に記載する。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型）は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損を防止するための設備として兼用する設計とする。 

 

 

 

 

 

残留熱除去系及び残留熱除去系海水系は，設計基準事故対処

設備であるとともに重大事故等時においても使用するため，

「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」に示す設計方

針を適用する。ただし，多様性及び位置的分散を考慮すべき対

象の設計基準事故対処設備はないことから，「1.1.7 重大事故等

対処設備に関する基本方針」のうち多様性及び位置的分散の設

計方針は適用しない。 

残留熱除去系については，「5.4 残留熱除去系」に記載する。 

 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバ，西側淡水貯水設備及び代替淡水

貯槽については，「9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供

給設備」に記載する。 

 

格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ

系（可搬型）は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損

を防止するための設備として兼用する設計とする。 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備の主要機器仕様を第

3.6-1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系については，「3.6.1.2.1 残留熱除去系」に記載

する。 

原子炉補機冷却系及び原子炉補機代替冷却系については，

「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」に記載す

る。 

 

大型送水ポンプ車，低圧原子炉代替注水槽及びサプレッショ

ン・チェンバについては，「3.13 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給設備」に記載する。 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，9.6.3項

に記載 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，重大事

故等対処設備（設計基準

拡張）の適合性について

3.6.1.2項に記載 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，２段落下

に記載 

 

 

 

 

3.6-12



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器については，「3.21原子炉格納容器」に記載

する。 

非常用交流電源設備については，「3.14電源設備」に記載す

る。 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内

電気設備及び燃料補給設備については，「3.14 電源設備」に記

載する。 

残留熱除去系海水系については，「5.6.1.2 残留熱除去系海水

系」に記載する。 

 

 

 

緊急用海水系については，「5.10 最終ヒートシンクへ熱を輸

送するための設備」に記載する。 

 

原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ含む）について

は，「9.1 原子炉格納施設」に記載する。 

 

 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内

電気設備及び燃料給油設備については，「10.2 代替電源設備」

に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器については，「3.21 原子炉格納容器」に記載

する。 

非常用交流電源設備については，「3.14 電源設備」に記載す

る。 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内

電気設備及び燃料補給設備については，「3.14 電源設備」に記

載する。 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，２段落

上に記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

3.6.1.1.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，残留熱除去系（格納

容器スプレイ冷却モード）と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，復水移送ポンプを代替所内電気設備を経由した常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により

駆動できることで，非常用所内電気設備を経由した非常用交流電

源設備からの給電により駆動する残留熱除去系ポンプを用いた残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）に対して多様性を有

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の電動弁は，ハンドルを

設けて手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの

給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，

9.6.2.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，残留熱除去系（格

納容器スプレイ冷却系）と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，常設低圧代替注水系ポンプを代替所内電気設備を

経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

らの給電により駆動できることで，非常用所内電気設備を経由

した非常用交流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去

系ポンプを用いた残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）に

対して多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の電動弁は，ハンドル

を設けて手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備か

らの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。

3.6.1.1.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，残留熱除去系（格納容器

冷却モード）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代

替交流電源設備からの給電により駆動できることで，非常用所内

電気設備を経由した非常用交流電源設備からの給電により駆動す

る残留熱除去ポンプを用いた残留熱除去系（格納容器冷却モード）

に対して多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器代替スプレイ系（常設）の電動弁は，ハンドルを設け

て手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電

による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，格納

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の可搬型

代替交流電源設備につ

いては柏崎 6/7，と同仕

様のもの(500kVA/台)を

配備しているが，低圧原

子炉代替注水ポンプは

ポンプ電動機容量が大

きいため，可搬型代替交

流電源設備で起動させ

ない 
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代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の電動弁は，代替所内電気

設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成

することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に

対して独立性を有する設計とする。 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，復水貯蔵槽を

水源とすることで，サプレッション・チェンバを水源とする残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）に対して異なる水源を

有する設計とする。 

復水移送ポンプ及び復水貯蔵槽は，廃棄物処理建屋内に設置す

ることで，原子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ及びサプレッショ

ン・チェンバと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位

置的分散を図る設計とする。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，残留熱除去系（格

納容器スプレイ冷却モード）及び代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，可搬型代

替注水ポンプ（A-2 級）をディーゼルエンジンにより駆動するこ

とで，電動機駆動ポンプにより構成される残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却モード）及び代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

に対して多様性を有する設計とする。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の電動弁は，ハンドル

を設けて手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備から

の給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の電動弁は，代替所内電

気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構

成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統

に対して独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，代替淡水源

を水源とすることで，サプレッション・チェンバを水源とする残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び復水貯蔵槽を水

源とする代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に対して異なる水

また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の電動弁は，代替

所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路

で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給

電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，代替淡水貯

槽を水源とすることで，サプレッション・チェンバを水源とす

る残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）に対して異なる水

源を有する設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプ及び代替淡水貯槽は，常設低圧代

替注水系格納槽内に設置することで，原子炉建屋原子炉棟内の

残留熱除去系ポンプ及びサプレッション・チェンバと共通要因

によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計と

する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，残留熱除去系（格

納容器スプレイ冷却系）及び代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，可搬型

代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを空冷式の

ディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプ

により構成される残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及

び代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に対して多様性を有す

る設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の電動弁は，ハンド

ルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備

からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とす

る。また，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の電動弁は，

代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した

電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由し

て給電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中

型ポンプは，西側淡水貯水設備を水源とすることで，サプレッ

ション・チェンバを水源とする残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却系）及び代替淡水貯槽を水源とする代替格納容器スプレ

イ冷却系（常設）に対して異なる水源を有する設計とする。 

 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替

注水大型ポンプは，代替淡水貯槽を水源とすることで，サプレ

ッション・チェンバを水源とする残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却系）に対して異なる水源を有する設計とする。 

容器代替スプレイ系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経

由して給電する系統において，独立した電路で系統構成すること

により，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独

立性を有する設計とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（常設）は，低圧原子炉代替注

水槽を水源とすることで，サプレッション・チェンバを水源とす

る残留熱除去系（格納容器冷却モード）に対して異なる水源を有

する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注水槽は，低圧

原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置することで，原子炉建物内

の残留熱除去ポンプ及びサプレッション・チェンバと共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，残留熱除去系（格納容

器冷却モード）及び格納容器代替スプレイ系（常設）と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，大量送水車をディーゼル

エンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成さ

れる残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び格納容器代替スプ

レイ系（常設）に対して多様性を有する設計とする。 

 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設

けて手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給

電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，格

納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備

を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成する

ことにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対し

て独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，代替淡水源を水

源とすることで，サプレッション・チェンバを水源とする残留熱

除去系（格納容器冷却モード）及び低圧原子炉代替注水槽を水源

とする格納容器代替スプレイ系（常設）に対して異なる水源を有

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 
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源を有する設計とする。 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，原子炉建屋及び廃棄物処

理建屋から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建屋内

の残留熱除去系ポンプ及び廃棄物処理建屋内の復水移送ポンプと

共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の接続口は，共通要因によっ

て接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複

数箇所に設置する設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレ

イ冷却系（可搬型）は，残留熱除去系と共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，水源から残留熱除去系配管との合流点ま

での系統について，残留熱除去系に対して独立性を有する設計と

する。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ

冷却系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却モード）に対して重大事故等対処設備と

しての独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

電源設備の多様性，独立性及び位置的分散については「3.14 電

源設備」に記載する。 

 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，原子炉建屋及び常設低圧代替注水系格納槽から離れた屋外

に分散して保管することで，原子炉建屋内の残留熱除去系ポン

プ及び常設低圧代替注水系格納槽内の常設低圧代替注水系ポン

プと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散

を図る設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの

接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止する

ため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型）は，残留熱除去系と共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，水源から残留熱除去系配管との合

流点までの系統について，残留熱除去系に対して独立性を有す

る設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によっ

て，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）に対して重大事故等対処

設備としての独立性を有する設計とする。 

また，これらの多様性及び位置的分散によって，代替格納容

器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する

設計とする。 

 

 

電源設備の多様性，独立性及び位置的分散については「10.2 

代替電源設備」に記載する。 

 

する設計とする。 

 

 

大量送水車は，原子炉建物及び低圧原子炉代替注水ポンプ格納

槽から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の残

留熱除去ポンプ及び低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の低圧原

子炉代替注水ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなるこ

とを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計

とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ系

（可搬型）は，残留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損

なわないよう，水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統

について，残留熱除去系に対して独立性を有する設計とする。 

 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，

格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ系（可

搬型）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器

冷却モード）に対して重大事故等対処設備としての独立性を有す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

電源設備の多様性，独立性及び位置的分散については「3.14 電

源設備」に記載する。 

東海第二の常設との

比較は前段に記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，設計基

準事故対処設備との独

立性のみ記載 

3.6.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，通常時は弁により他

の系統と隔離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処

設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

9.6.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，通常時は弁により

他の系統と隔離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等

対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

3.6.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，通常時は弁により他の系

統と隔離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 
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代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，通常時は可搬型代

替注水ポンプ（A-2級）を接続先の系統と分離して保管し，重大

事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系

統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，治具や輪留めによる固定

等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，飛散物となって他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，通常時は可搬型

代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを接続先の

系統と分離された状態で保管し，重大事故等時に接続，弁操作

等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，輪留め又は車両転倒防止装置による固定等をすることで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，通常時は大量送水車を

接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等

により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

大量送水車は，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，治具や

車両転倒防止装置を使

用しない 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

3.6.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の復水移送ポンプは，設

計基準対象施設の復水補給水系と兼用しており，設計基準対象施

設としての復水移送ポンプ 2 台におけるポンプ流量が，想定され

る重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を防止するために必要なスプレイ流量に対して十分である

ため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

 

 

 

 

 

 

また，復水移送ポンプは，想定される重大事故等時において，

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び格納容器下部注水系（常

設）として同時に使用するため，各系統の必要な流量を同時に確

保できる容量を有する設計とする。 

 

 

 

9.6.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注水系

ポンプは，想定される重大事故等時において，炉心の著しい損

傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要なスプレイ

流量に対してポンプ 2 台の運転により十分なポンプ容量を有す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

また，常設低圧代替注水系ポンプは，想定される重大事故等

時において，低圧代替注水系（常設），代替格納容器スプレイ冷

却系（常設），格納容器下部注水系（常設）及び代替燃料プール

注水系として同時に使用するため，各系統の必要な流量を同時

に確保できる容量を有する設計とする。 

 

 

3.6.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプ

は，想定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するために必要なスプレイ流量を有す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の格納容

器代替スプレイ系（常

設）は，SA 専用設備と

して設置する 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，ポンプ

１台で必要流量を満足

できる設計としている 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の格納容

器代替スプレイ系（常

設）は，他の機能と同時

使用は行わない 
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代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級）は，想定される重大事故等時において，炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要なスプレ

イ流量を有するものを 1 セット 4 台使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 4 セット 16 台に加えて，故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台

（6 号及び 7 号炉共用）の合計 17 台を保管する。 

 

 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，想定される重大事

故等時において，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）及び低

圧代替注水系（可搬型）として同時に使用するため，各系統の必

要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中

型ポンプは，想定される重大事故等時において，炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要なスプレ

イ流量を有するものを 1 セット 2 台使用する。 

保有数は，2 セットで 4 台に加えて，故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップ用として 1 台の合計 5 台を保管

する。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水大

型ポンプは，想定される重大事故等時において，炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要なスプレ

イ流量を有するものを 1 セット 1 台使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は，2 セットで 2 台に加えて，故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップ用として 1 台の合計 3 台を保管

する。 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，想定される重大事故等時において，複数の注水先（原子炉，

原子炉格納容器，ペデスタル（ドライウェル部），原子炉格納容

器頂部及び使用済燃料プール）への同時注水を想定することか

ら，各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車は，想定され

る重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を防止するために必要なスプレイ流量を有するものを１セ

ット１台使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は，２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を保管する。 

 

 

 

また，大量送水車は，想定される重大事故等時において，格納

容器代替スプレイ系（可搬型）及び低圧原子炉代替注水系（可搬

型）との同時使用を考慮して，各系統の必要な流量を同時に確保

できる容量を有する設計とする。 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の代替格納

容器スプレイ冷却系（可

搬型）は可搬型ポンプを

複数台組み合わせた構

成としているが，島根２

号炉の格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）は，

可搬型ポンプ１台で構

成し，必要流量を満足で

きる設計としている（以

下，⑥の相違） 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，原子

炉格納容器下部，原子炉

ウェル，燃料プールへの

同時注水を行わない 
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予備については，同型設備である可搬型代替注水大型ポンプ

（放水用）の予備 1 台と兼用可能な設計とする。 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の放水用

は，大量送水車とは別に

大型送水ポンプ車を配

備しているため，予備は

兼用していない 

3.6.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の復水移送ポンプは，廃

棄物処理建屋内に設置し，想定される重大事故等時における環境

条件を考慮した設計とする。 

復水移送ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，

中央制御室で可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の系統構成に必要な弁の

操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室若しくは

離れた場所から遠隔で可能な設計又は設置場所で可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，淡水だけでな

く海水も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，

海水通水を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級）は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の常設設備との接続及び操作

は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計と

する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の系統構成に必要な弁

の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室若しく

は離れた場所から遠隔で可能な設計又は設置場所で可能な設計と

する。 

9.6.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注水系

ポンプは，常設低圧代替注水系格納槽内に設置し，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプの操作は，想定される重大事故等

時において，中央制御室で可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の系統構成に必要な弁

の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室又は

設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，淡水だけで

なく海水も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優

先し，海水通水を短期間とすることで，設備への影響を考慮す

る。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中

型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，屋外に保管及び設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの

常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時におい

て，設置場所で可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の系統構成に必要な

弁の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室又

は設置場所で可能な設計とする。 

 

3.6.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプ

は，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプの操作は，想定される重大事故等時

において，中央制御室で可能な設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の系統構成に必要な弁の操作

は，想定される重大事故等時において，中央制御室又は設置場所

で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

また，格納容器代替スプレイ系（常設）は，淡水だけでなく海

水も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海

水通水を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車は，屋外に保

管及び設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

 

大量送水車の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事

故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の系統構成に必要な弁の操

作は，想定される重大事故等時において，中央制御室又は設置場

所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，中央制

御室に設置する重大事

故操作盤にて弁操作が

可能な設計とする（以

下，⑦の相違） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

3.6-18



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，淡水だけで

なく海水も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先

し，海水通水を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，淡水だけ

でなく海水も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を

優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への影響を考慮

する。 

 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，淡水だけでなく

海水も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，

海水通水を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

 

3.6.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，想定される重大事故

等時において，通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切

り替えられる設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の復水移送ポンプは，中

央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とし，系統構成

に必要な弁は，中央制御室若しくは離れた場所での操作スイッチ

による操作又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，想定される重大事

故等時において，通常時の系統構成から接続，弁操作等により速

やかに切り替えられる設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級）は，付属の操作スイッチにより，設置場所での操作

が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室若しくは

離れた場所での操作スイッチによる操作又は設置場所での手動操

作が可能な設計とする。 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，車両として屋外のアクセ

スルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場

所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を接続する接続口については，

簡便な接続とし，接続治具を用いてホースを確実に接続すること

ができる設計とする。 

 

 

また，6 号及び 7 号炉が相互に使用することができるよう，接

続口の口径を統一する設計とする。 

 

 

9.6.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，想定される重大事

故等時において，通常時の系統構成から弁操作等により速やか

に系統構成が可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注水系

ポンプは，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計

とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室又は設置場所での手

動操作が可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，想定される重大

事故等時において，通常時の系統構成から，接続，弁操作等に

より速やかに系統構成が可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中

型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，付属の操作スイッ

チにより，設置場所での操作が可能な設計とし，系統構成に必

要な弁は，中央制御室又は設置場所での手動操作が可能な設計

とする。 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能

な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可

能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを

接続する接続口については，一般的に使用される工具を用いて

接続可能なフランジ接続によりホースを確実に接続することが

できる設計とする。 

 

また，接続口の口径を統一する設計とする。 

3.6.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，想定される重大事故等時

において，通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替

えられる設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプ

は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とし，系

統構成に必要な弁は，中央制御室又は設置場所での手動操作が可

能な設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，想定される重大事故等

時において，通常時の系統構成から接続，弁操作等により速やか

に切り替えられる設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車は，付属の操

作スイッチにより，設置場所での操作が可能な設計とし，系統構

成に必要な弁は，中央制御室又は設置場所での手動操作が可能な

設計とする。 

 

 

 

大量送水車は，車両として屋外のアクセスルートを通行してア

クセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固

定等が可能な設計とする。 

 

大量送水車を接続する接続口については，簡便な接続とし，結

合金具を用いてホースを確実に接続することができる設計とす

る。 

 

 

また，接続口の口径を統一する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

3.6-19



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 9.6.3 主要設備及び仕様 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備の主要機器仕様を第

9.6－1表に示す。 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，

3.6.1.1項に記載 

3.6.1.1.6  試験検査 

基本方針については，「2.3.4  操作性及び試験・検査性」に示

す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，発電用原子炉の運転

中又は停止中に，機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の

開閉動作の確認が可能な設計とする。 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の復水移送ポンプ

は，発電用原子炉の停止中に，分解及び外観の確認が可能な設計

とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，独立して

機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，

分解又は取替えが可能な設計とする。 

 

 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，車両として運転状

態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

9.6.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，発電用原子炉の運

転中又は停止中に，機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに

弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替

注水系ポンプは，発電用原子炉の停止中に，分解及び外観の確

認が可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中

型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，発電用原子炉の運

転中又は停止中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無の確

認が可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計

とする。 

 

また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポ

ンプは，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，発電用原子炉の運転中又

は停止中に，機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉

動作の確認が可能な設計とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（常設）の低圧原子炉代替注水

ポンプは，発電用原子炉の停止中に，分解及び外観の確認が可能

な設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車は，発電用原

子炉の運転中又は停止中に，独立して機能・性能及び漏えいの有

無の確認が可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な

設計とする。 

 

 

また，大量送水車は，車両として運転状態の確認及び外観の確

認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 
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第 3.6－1 表 原子炉格納容器内の冷却等のための設備の主要機器

仕様 

（1） 代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

ａ．復水移送ポンプ 

第 3.4－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備の主要機器仕様に記載す

る。 

（2） 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） 

ａ．可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6 号及び 7 号炉共用） 

第 3.11－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

の主要機器仕様に記載する。 

第 9.6－1表 原子炉格納容器内の冷却等のための設備の主

要機器仕様 

(1) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

 ａ．常設低圧代替注水系ポンプ 

第 5.9－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備の主要機器仕様に記載する。 

 

(2) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） 

 ａ．可搬型代替注水中型ポンプ 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の

主要機器仕様に記載する。 

 ｂ．可搬型代替注水大型ポンプ 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の

主要機器仕様に記載する。 

 

(3) 緊急用海水系 

ａ．緊急用海水ポンプ 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

設備の主要機器仕様に記載する。 

ｂ．緊急用海水系ストレーナ 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

設備の主要機器仕様に記載する。 

 

第 3.6-1表 原子炉格納容器内の冷却等のための設備の主要機器

仕様 

(1) 格納容器代替スプレイ系（常設） 

ａ．低圧原子炉代替注水ポンプ 

第 3.4-1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備の主要機器仕様に記載す

る。 

(2) 格納容器代替スプレイ系（可搬型） 

ａ．大量送水車 

第 3.11-1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機

器仕様に記載する。 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.6－1図(1) 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概

要図 

(代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器の冷

却)(6号炉) 

 

 

第 9.6－1図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要

図(1) 

（代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器の

冷却） 

 

第 3.6-1図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要図 

（格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器の冷却） 
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第 3.6－1図(2) 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概

要図 

(代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器の冷

却)(7号炉) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

第 3.6－2図(1) 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概

要図 

(代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器の

冷却)(6号炉) 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9.6－2図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要

図(2) 

（代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器

の冷却 原子炉建屋東側接続口使用時） 

 

 

第 3.6-2図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要図 

（格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器の冷

却） 
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第 3.6－2図(2) 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概

要図 

(代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器の

冷却)(7号炉) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.6－3図(1) 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概

要図 

(常設代替交流電源設備による残留熱除去系(格納容器スプレイ冷

却モード)の復旧)(6号炉) 

 

第 9.6－3図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要

図(3) 

 （残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子炉格納容

器内の除熱（Ａ系使用時）） 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.6-3図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要図 

（常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器冷却モー

ド）の復旧） 
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第 3.6－3図(2) 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概

要図 

(常設代替交流電源設備による残留熱除去系(格納容器スプレイ冷

却モード)の復旧)(7号炉) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.6－4図(1) 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概

要図 

(常設代替交流電源設備による残留熱除去系(サプレッション・チ

ェンバ・プール水冷却モード)の復旧)(6号炉) 

 

第 9.6－4図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要

図（4） 

 （残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）によるサプレ

ッション・プール水の除熱（Ａ系使用時）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.6-4図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要図 

（常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード）の復旧） 
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第 3.6－4図(2) 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概

要図(常設代替交流電源設備による残留熱除去系(サプレッショ

ン・チェンバ・プール水冷却モード)の復旧)(7号炉) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

3.6.1.2  重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

 

 

 

3.6.1.2.1  残留熱除去系 

残留熱除去系の格納容器スプレイ冷却モード及びサプレッショ

ン・チェンバ・プール水冷却モードは，想定される重大事故等時

において，重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

残留熱除去系は，「2.3  重大事故等対処設備に関する基本方

針」のうち，多様性，位置的分散等を除く設計方針を適用して設

計を行う。 

残留熱除去系主要機器仕様を第 3.6－2 表に，系統概要図を第

3.6－5 図及び第 3.5－6 図に示す。 

 3.6.1.2 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

 

 

 

3.6.1.2.1 残留熱除去系 

残留熱除去系の格納容器冷却モード及びサプレッション・プー

ル水冷却モードは，想定される重大事故等時において，重大事故

等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

残留熱除去系は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」

のうち，多様性，位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を

行う。 

残留熱除去系主要機器仕様を第 3.6-2表に，系統概要図を第

3.6-5図及び第 3.6－6 図に示す。 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は「5.4残留

熱除去系」に記載 

 

 

3.6.1.2.1.1  悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1  多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

残留熱除去系の格納容器スプレイ冷却モード及びサプレッショ

ン・チェンバ・プール水冷却モードは，設計基準事故対処設備と

して使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基

準拡張）として使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 3.6.1.2.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

残留熱除去系の格納容器冷却モード及びサプレッション・プー

ル水冷却モードは，設計基準事故対処設備として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

3.6-25



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.6.1.2.1.2  容量等 

基本方針については，「2.3.2  容量等」に示す。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設計基準事

故時の非常用炉心冷却機能と兼用しており，設計基準事故時に使

用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十

分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 3.6.1.2.1.2 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故

時の非常用炉心冷却機能と兼用しており，設計基準事故時に使用

する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分

であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

 

3.6.1.2.1.3  環境条件等 

基本方針については，「2.3.3  環境条件等」に示す。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，原子炉建屋

原子炉区域内に設置し，想定される重大事故等時における環境条

件を考慮した設計とする。残留熱除去系の操作は，想定される重

大事故等時において，中央制御室で可能な設計とする。 

 3.6.1.2.1.3 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，原子炉建物原

子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を

考慮した設計とする。残留熱除去系の操作は，想定される重大事

故等時において，中央制御室で可能な設計とする。 

 

 

3.6.1.2.1.4  操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4  操作性及び試験・検査性」に示

す。 

残留熱除去系は，想定される重大事故等時において，設計基準

事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対

処設備（設計基準拡張）として使用する設計とする。残留熱除去

系は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 3.6.1.2.1.4 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

残留熱除去系は，想定される重大事故等時において，設計基準

事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対

処設備（設計基準拡張）として使用する設計とする。残留熱除去

系は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

3.6.1.2.1.5  試験検査 

基本方針については，「2.3.4  操作性及び試験・検査性」に示

す。 

残留熱除去系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性

能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，残留熱除

去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，発電用原子炉の停止中

に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

 3.6.1.2.1.5 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

残留熱除去系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性

能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，残留熱除

去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，発電用原子炉の停止中に

分解及び外観の確認が可能な設計とする。 
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第 3.6－2 表 残留熱除去系主要機器仕様 

 

（1） ポンプ 

台 数 3 

容 量 約 950m3／h／台 

 

（2） 熱交換器 

基 数 3 

伝熱容量 約 8.1MW／基（海水温度 30℃において） 

 第 3.6-2表 残留熱除去系主要機器仕様 

 

(1) ポンプ 

台  数    ２ 

容  量    約 1,200m3/h/台 

 

(2) 熱交換器 

基  数    ２ 

伝熱容量    約 9.1MW/基（海水温度 30℃において） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

第 3.6－5図 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）系統

概要図 

  

 

第 3.6-5図 残留熱除去系（格納容器冷却モード）系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.6－6図 残留熱除去系(サプレッション・チェンバ・プ

ール水冷却モード)系統概要図 

  

 

第 3.6-6図 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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まとめ資料比較表 〔50条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

  

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

①
残留熱代替除去系の除熱設備として原子炉補機代替冷却系を使用するが，島根２号炉の原子炉補機代替冷却系は常設代替交流電源設備から電源供給する設計としており，残留熱代
替除去系も常設代替交流電源設備からの電源供給のみとしている。

② 島根２号炉は，被ばく評価上，遮蔽材，正圧化等の対策が不要

③ 島根２号炉の排出経路に設置される隔離弁は，空気作動弁を設置しない設計のため，遠隔空気駆動弁操作用ボンベ等はない

④ 島根２号炉は地下の格納槽に設置

⑤ 島根２号炉の可搬式窒素供給装置は発電機を搭載

⑥ 島根２号炉は，スクラビング水の補給及び排水設備を使用しなくても，フィルタ機能を維持することができる設計としているため，自主対策設備としている

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備［50条］ 

【設置許可基準規則】 

(原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備) 

第五十条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生し

た場合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止する

ため、原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納

容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を設け

なければならない。 

２ 発電用原子炉施設（原子炉格納容器の構造上、炉心の著し

い損傷が発生した場合において短時間のうちに原子炉格納容

器の過圧による破損が発生するおそれがあるものに限る。）

には、前項の設備に加えて、原子炉格納容器内の圧力を大気

中に逃がすために必要な設備を設けなければならない。 

３ 前項の設備は、共通要因によって第一項の設備の過圧破損

防止機能（炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

格納容器の過圧による破損を防止するために必要な機能をい

う。）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適

切な措置を講じたものでなければならない。 

 

(解釈) 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器バウンダリを維持」と

は、限界圧力及び限界温度において評価される原子炉格納容

器の漏えい率を超えることなく、原子炉格納容器内の放射性

物質を閉じ込めておくことをいい、「原子炉格納容器バウン

ダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 ａ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットを

設置すること。 

２ 第２項に規定する「原子炉格納容器の構造上、炉心の著し

い損傷が発生した場合において短時間のうちに原子炉格納容

器の過圧による破損が発生するおそれがあるもの」とは、原

子炉格納容器の容積が小さく炉心損傷後の事象進展が速い発

電用原子炉施設である、BWR及びアイスコンデンサ型格納容器

を有するPWRをいう。 

３ 第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃

がすために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

9.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備【50条】 

【設置許可基準規則】 

(原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備) 

第五十条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生し

た場合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止する

ため、原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納

容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を設け

なければならない。 

２ 発電用原子炉施設（原子炉格納容器の構造上、炉心の著し

い損傷が発生した場合において短時間のうちに原子炉格納容

器の過圧による破損が発生するおそれがあるものに限る。）

には、前項の設備に加えて、原子炉格納容器内の圧力を大気

中に逃がすために必要な設備を設けなければならない。 

３ 前項の設備は、共通要因によって第一項の設備の過圧破損

防止機能（炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

格納容器の過圧による破損を防止するために必要な機能をい

う。）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適

切な措置を講じたものでなければならない。 

 

(解釈) 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器バウンダリを維持」と

は、限界圧力及び限界温度において評価される原子炉格納容

器の漏えい率を超えることなく、原子炉格納容器内の放射性

物質を閉じ込めておくことをいい、「原子炉格納容器バウン

ダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 ａ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットを

設置すること。 

２ 第２項に規定する「原子炉格納容器の構造上、炉心の著し

い損傷が発生した場合において短時間のうちに原子炉格納容

器の過圧による破損が発生するおそれがあるもの」とは、原

子炉格納容器の容積が小さく炉心損傷後の事象進展が速い発

電用原子炉施設である、BWR及びアイスコンデンサ型格納容器

を有するPWRをいう。 

３ 第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃

がすために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 
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 ａ）格納容器圧力逃がし装置を設置すること。 

 ｂ）上記３ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。 

  ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性

物質を低減するものであること。 

  ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等

の対策が講じられていること。 

  ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器(例

えばSGTS)や他号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用

しないこと。ただし、他への悪影響がない場合を除く。 

  ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必

要に応じて、原子炉格納容器の負圧破損を防止する設備

を整備すること。 

  ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易

かつ確実に開閉操作ができること。 

  ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力

で格納容器圧力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよ

う、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策がなされているこ

と。 

  ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を

併置すること。ただし、格納容器圧力逃がし装置の使用

の妨げにならないよう、十分に低い圧力に設定されたラ

プチャーディスク(原子炉格納容器の隔離機能を目的と

したものではなく、例えば、配管の窒素充填を目的とし

たもの)を使用する場合又はラプチャーディスクを強制

的に手動で破壊する装置を設置する場合を除く。 

  ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び

水没の悪影響を受けない場所に接続されていること。 

  ⅸ）使用後に高線量となるフィルタ等からの被ばくを低減

するための遮蔽等の放射線防護対策がなされているこ

と。 

４ 第３項に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、多様

性及び可能な限り独立性を有し、位置的分散を図ることをいう。 
 

 

 ａ）格納容器圧力逃がし装置を設置すること。 

 ｂ）上記３ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。 

  ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性

物質を低減するものであること。 

  ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等

の対策が講じられていること。 

  ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器(例

えばSGTS)や他号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用

しないこと。ただし、他への悪影響がない場合を除く。 

  ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必

要に応じて、原子炉格納容器の負圧破損を防止する設備

を整備すること。 

  ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易

かつ確実に開閉操作ができること。 

  ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力

で格納容器圧力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよ

う、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策がなされているこ

と。 

  ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を

併置すること。ただし、格納容器圧力逃がし装置の使用

の妨げにならないよう、十分に低い圧力に設定されたラ

プチャーディスク(原子炉格納容器の隔離機能を目的と

したものではなく、例えば、配管の窒素充填を目的とし

たもの)を使用する場合又はラプチャーディスクを強制

的に手動で破壊する装置を設置する場合を除く。 

  ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び

水没の悪影響を受けない場所に接続されていること。 

  ⅸ）使用後に高線量となるフィルタ等からの被ばくを低減

するための遮蔽等の放射線防護対策がなされているこ

と。 

４ 第３項に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、多様

性及び可能な限り独立性を有し、位置的分散を図ることをい

う。 
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3.7.1 適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過

圧による破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下させるために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管す

る。原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の系統概要

図を第 3.7-1図から第 3.7-4図に記載する。 

 

9.7.1 概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過

圧による破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下させるために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管す

る。原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の系統概要

図を第9.7－1 図から第9.7－4 図に示す。 

3.7.1 適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過

圧による破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下させるために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管す

る。原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の系統概要

図を第 3.7-1図から第 3.7-3図に記載する。 

 

3.7.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備のうち，原子

炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下させるための設備として，代替循環冷却系を設ける。

また，原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすための設備とし

て，格納容器圧力逃がし装置を設ける。 

(1） 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器の過圧

破損を防止するための重大事故等対処設備として，代替循環

冷却系を使用する。 

代替循環冷却系は，復水移送ポンプ，残留熱除去系熱交換

器，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，復水移送ポンプ

によりサプレッション・チェンバのプール水を残留熱除去系

熱交換器にて冷却し，残留熱除去系等を経由して原子炉圧力

容器又は原子炉格納容器下部へ注水するとともに，原子炉格

納容器内へスプレイすることで，原子炉格納容器バウンダリ

を維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下でき

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉圧力容器に注水された水は，原子炉圧力容器又は原

子炉格納容器内配管の破断口等から流出し，原子炉格納容器

内へスプレイされた水とともに，格納容器ベント管に設けら

れている連通孔を経て，サプレッション・チェンバに戻るこ

とで循環する。 

9.7.2 設計方針 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備のうち，原子

炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下させるための設備として，代替循環冷却系を設ける。

また，原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすための設備とし

て，格納容器圧力逃がし装置を設ける。 

(1) 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器の過圧破

損を防止するための重大事故等対処設備として，代替循環冷却

系を使用する。 

代替循環冷却系は，Ｍａｒｋ－Ⅱ型原子炉格納容器の特徴を

踏まえ多重性を有する設計とする。また，代替循環冷却系は，

代替循環冷却系ポンプ，残留熱除去系熱交換器，配管・弁類，

計測制御装置等で構成し，代替循環冷却系ポンプによりサプレ

ッション・チェンバのプール水を残留熱除去系熱交換器にて冷

却し，残留熱除去系等を経由して原子炉格納容器内へスプレイ

するとともに，原子炉注水及びサプレッション・チェンバのプ

ール水の除熱を行うことで，原子炉格納容器バウンダリを維持

しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器内へスプレイされた水は，格納容器ベント管

を経て，サプレッション・チェンバに戻ることで循環する。 

 

 

3.7.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備のうち，原子

炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下させるための設備として，残留熱代替除去系を設け

る。また，原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすための設備

として，格納容器フィルタベント系を設ける。 

(1) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器の過圧

破損を防止するための重大事故等対処設備として，残留熱代

替除去系を使用する。 

残留熱代替除去系は，残留熱代替除去ポンプ，残留熱除去

系熱交換器，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，残留熱

代替除去ポンプによりサプレッション・チェンバのプール水

を残留熱除去系熱交換器にて冷却し，残留熱除去系等を経由

して，原子炉圧力容器へ注水するとともに，原子炉格納容器

内ヘスプレイすることで，原子炉格納容器バウンダリを維持

しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉圧力容器に注水された水は，原子炉圧力容器又は原

子炉格納容器内配管の破断口等から流出し，原子炉格納容器

内ヘスプレイされた水とともに，ベント管を経て，サプレッ

ション・チェンバに戻ることで循環する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二では，代替循

環冷却を使用しない場

合の格納容器ベント実

施までの時間が短いこ

とから，更なる信頼性向

上のために代替循環冷

却系の多重化を図る。な

お，島根２号炉では，ポ

ンプの予備機を配備す

ることで更なる信頼性

の向上を図る 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・炉型の相違 

【柏崎 6/7】 

原子炉格納容器の型
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代替循環冷却系は，代替所内電気設備を経由した常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能

な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系熱交換器は，代替循環冷却系で使用する代替

原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱

交換器ユニット用）により冷却できる設計とする。 

代替原子炉補機冷却系は，代替原子炉補機冷却水ポンプ及

び熱交換器を搭載した熱交換器ユニット及び大容量送水車

（熱交換器ユニット用），配管・ホース・弁類，計測制御装置

等で構成し，熱交換器ユニットを原子炉補機冷却系に接続し，

大容量送水車（熱交換器ユニット用）により熱交換器ユニッ

トに海水を送水することで，残留熱除去系熱交換器で発生し

た熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替循環冷却系は，代替所内電気設備を経由した常設代替交

流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系熱交換器は，代替循環冷却系で使用する残留熱

除去系海水系又は緊急用海水系により冷却できる設計とする。 

 

緊急用海水系は，緊急用海水ポンプにて非常用取水設備であ

るＳＡ用海水ピット，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット取水塔，

緊急用海水取水管及び緊急用海水ポンプピットを通じて海水を

取水し，緊急用海水ポンプ出口に設置される緊急用海水系スト

レーナにより異物を除去し，残留熱除去系熱交換器に海水を送

水することで，残留熱除去系熱交換器で発生した熱を最終的な

熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱代替除去系は，代替所内電気設備を経由した常設代

替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系熱交換器は，残留熱代替除去系で使用する原

子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポ

ンプ車により冷却できる設計とする。 

原子炉補機代替冷却系は，移動式代替熱交換設備淡水ポン

プ及び熱交換器を搭載した移動式代替熱交換設備及び大型送

水ポンプ車，配管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，

移動式代替熱交換設備を屋外の接続口より原子炉補機冷却系

に接続し，大型送水ポンプ車により移動式代替熱交換設備に

海水を送水することで，残留熱除去系熱交換器で発生した熱

を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。   

また，屋外の接続口が使用できない場合には，大型送水ポ

ンプ車を屋内の接続口より原子炉補機冷却系に接続し，原子

炉補機冷却系に海水を送水することで，残留熱除去系熱交換

器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送でき

る設計とする。 

 

 

 

式の相違 

島根２号炉：BWR 

柏崎 6/7：ABWR 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の残留熱

代替除去系の除熱設備

として使用する原子炉

補機代替冷却系は，常設

代替交流電源設備から

電源供給する設計とし

ており，残留熱代替除去

系も常設代替交流電源

設備からの電源供給の

みとしている 

（以下，①の相違） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は重大事故

等時において常設設備

により最終ヒートシン

クへ熱を輸送する 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の屋内の

接続口を使用する場合

は，大型送水ポンプ車に

より海水を原子炉補機

冷却系に送水する 
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大容量送水車（熱交換器ユニット用）の燃料は，燃料補給

設備である軽油タンク及びタンクローリ（4kL）により補給で

きる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・復水移送ポンプ 

・残留熱除去系熱交換器 

 

・熱交換器ユニット（6号及び 7号炉共用） 

・大容量送水車（熱交換器ユニット用） (6号及び 7号炉

共用） 

 

 

・サプレッション・チェンバ（3.13 重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備） 

 

・常設代替交流電源設備（6号及び 7号炉共用） (3.14 電

源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6号及び 7号炉共用） (3.14 電

源設備） 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

・燃料補給設備（6号及び 7号炉共用）(3.14 電源設備） 

 

代替循環冷却系の流路として，高圧炉心注水系，復水補給

水系の配管及び弁，給水系の配管，弁及びスパージャ，残留

熱除去系の配管，弁，ストレーナ及びポンプ並びに格納容器

スプレイ・ヘッダを重大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

代替原子炉補機冷却系の流路として，原子炉補機冷却系の

配管，弁及びサージタンク並びにホースを重大事故等対処設

備として使用する。 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器を重大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・代替循環冷却系ポンプ 

・残留熱除去系熱交換器 

 

・残留熱除去海水系ポンプ 

・残留熱除去海水系ストレーナ 

・緊急用海水ポンプ 

・緊急用海水系ストレーナ 

 

・サプレッション・チェンバ（9.12 重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備） 

 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

代替循環冷却系の流路として，残留熱除去系の配管，弁，ス

トレーナ及びポンプ並びに格納容器スプレイ・ヘッダを重大事

故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器及び原子炉

格納容器を重大事故等対処設備として使用する。 

大型送水ポンプ車の燃料は，燃料補給設備であるガスター

ビン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンクからタンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・残留熱代替除去ポンプ 

・残留熱除去系熱交換器 

 

・移動式代替熱交換設備 

・大型送水ポンプ車 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ（3.13 重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備） 

 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

 

残留熱代替除去系の流路として，残留熱除去系の配管，弁，

ストレーナ及び低圧原子炉代替注水系の配管及び弁並びに格

納容器スプレイ・ヘッダを重大事故等対処設備として使用す

る。 

 

 

 

原子炉補機代替冷却系の流路として，原子炉補機冷却系の

配管，弁及びサージタンク並びにホースを重大事故等対処設

備として使用する。 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器を重大事故等対処設備として使用する。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

原⑩の相違 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

・設備の相違 

①の相違 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違。な

お，島根２号炉は，残留

熱除去ポンプを流路と

しない 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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その他，設計基準事故対処設備である非常用取水設備の海

水貯留堰，スクリーン室及び取水路を重大事故等対処設備と

して使用する。 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用取水設備の取

水口，取水管及び取水槽を重大事故等対処設備として使用す

る。 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

(2） 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器の過圧破損を防止するための重大事故等対処設備として，

格納容器圧力逃がし装置を使用する。 

格納容器圧力逃がし装置は，フィルタ装置，よう素フィル

タ，ラプチャーディスク，配管・弁類，計測制御装置等で構

成し，原子炉格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系等を経由

して，フィルタ装置及び、よう素フィルタへ導き，放射性物

質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出

することで，排気中に含まれる放射性物質の環境への放出量

を低減しつつ，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下でき

る設計とする。 

 

フィルタ装置は，排気中に含まれる粒子状放射性物質及び

ガス状の無機よう素を除去し，よう素フィルタは，排気中に

含まれる有機よう素を除去できる設計とする。 

 

 

本系統はサプレッション・チェンバ及びドライウェルと接

続し，いずれからも排気できる設計とする。サプレッション・

チェンバ側からの排気ではサプレッション・チェンバの水面

からの高さを確保し，ドライウェル側からの排気では，ダイ

ヤフラム・フロア面からの高さを確保するとともに有効燃料

棒頂部よりも高い位置に接続箇所を設けることで長期的にも

溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計とする。 

 

格納容器圧力逃がし装置は，排気中に含まれる可燃性ガス

による爆発を防ぐため，系統内を不活性ガス（窒素ガス）で

置換した状態で待機させ，使用後においても不活性ガスで置

換できる設計とするとともに，系統内に可燃性ガスが蓄積す

る可能性のある箇所にはバイパスラインを設け，可燃性ガス

を連続して排出できる設計とすることで，系統内で水素濃度

(2) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器

の過圧破損を防止するための重大事故等対処設備として，格納

容器圧力逃がし装置を使用する。 

格納容器圧力逃がし装置は，フィルタ装置（フィルタ容器，

スクラビング水，金属フィルタ，よう素除去部），圧力開放板，

配管・弁類，計測制御装置等で構成し，原子炉格納容器内雰囲

気ガスを不活性ガス系及び耐圧強化ベント系を経由して，フィ

ルタ装置へ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建屋原子

炉棟屋上に設ける放出口から排出することで，排気中に含まれ

る放射性物質の環境への放出量を低減しつつ，原子炉格納容器

内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 

 

フィルタ装置は，排気中に含まれる粒子状放射性物質，ガス

状の無機よう素及び有機よう素を除去できる設計とする。 

 

 

 

本系統はサプレッション・チェンバ及びドライウェルと接続

し，いずれからも排気できる設計とする。サプレッション・チ

ェンバ側からの排気ではサプレッション・チェンバの水面から

の高さを確保し，ドライウェル側からの排気では，ドライウェ

ル床面からの高さを確保する設計とする。 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置は，排気中に含まれる可燃性ガスに

よる爆発を防ぐため，系統内を不活性ガス（窒素）で置換した

状態で待機させ，不活性ガスで置換できる設計とするとともに，

系統内に可燃性ガスが蓄積する可能性のある箇所にはベントラ

インを設け，可燃性ガスを排出できる設計とすることで，系統

内で水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達することを防止でき

(2) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において,原子炉格納容

器の過圧破損を防止するための重大事故等対処設備として，

格納容器フィルタベント系を使用する。 

格納容器フィルタベント系は，第１ベントフィルタスクラ

バ容器，第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器，圧力開放板，

配管・弁類，計測制御装置等で構成し，原子炉格納容器内雰

囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第１ベントフィル

タスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ

導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建物頂部付近に設

ける放出口から排出することで，排気中に含まれる放射性物

質の環境への放出量を低減しつつ，原子炉格納容器内の圧力

及び温度を低下できる設計とする。 

第１ベントフィルタスクラバ容器は４個を並列に設置し，

排気中に含まれる粒子状放射性物質及びガス状の無機よう素

を除去できる設計とする。また，第１ベントフィルタ銀ゼオ

ライト容器は，排気中に含まれる有機よう素を除去できる設

計とする。 

本系統はサプレッション・チェンバ及びドライウェルと接

続し，いずれからも排気できる設計とする。サプレッション・

チェンバ側からの排気ではサプレッション・チェンバの水面

からの高さを確保し，ドライウェル側からの排気では，ドラ

イウェル床面からの高さを確保するとともに燃料棒有効長頂

部よりも高い位置に接続箇所を設けることで長期的にも溶融

炉心及び水没の悪影響を受けない設計とする。 

 

格納容器フィルタベント系は，排気中に含まれる可燃性ガ

スによる爆発を防ぐため，系統内を不活性ガス(窒素ガス)で

置換した状態で待機させ，使用後においても不活性ガスで置

換できる設計とするとともに，系統内に可燃性ガスが蓄積す

る可能性のある箇所にはバイパスラインを設け，可燃性ガス

を連続して排出できる設計とすることで，系統内で水素濃度

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉はスクラ

バ容器を４個並列に設

置する設計 

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉のベント

時のドライウェル水位

はドライウェル床面よ

り高いため，ドライウェ

ルベントラインの高さ

に当該水位を考慮する

必要がある 
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及び酸素濃度が可燃領域に達することを防止できる設計とす

る。 

格納容器圧力逃がし装置は，他の発電用原子炉とは共用し

ない設計とする。また，格納容器圧力逃がし装置と他の系統・

機器を隔離する弁は直列で 2弁設置し，格納容器圧力逃がし

装置と他の系統・機器を確実に隔離することで，悪影響を及

ぼさない設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置の使用後に再度，代替格納容器ス

プレイ冷却系等により原子炉格納容器内にスプレイする場合

は，原子炉格納容器が負圧とならないよう，原子炉格納容器

が規定の圧力に達した場合には，スプレイを停止する運用と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置使用時の排出経路に設置される隔

離弁は，遠隔手動弁操作設備によって人力による操作が可能

な設計とする。 

遠隔手動弁操作設備の操作場所は，原子炉建屋内の原子炉

区域外とし，必要に応じて遮蔽材を配置することで，放射線

防護を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

また，排出経路に設置される隔離弁のうち空気作動弁につ

いては，原子炉建屋内の原子炉区域外への遠隔空気駆動弁操

る設計とする。 

 

格納容器圧力逃がし装置は，他の発電用原子炉施設とは共用

しない設計とする。また，格納容器圧力逃がし装置と他の系統・

機器を隔離する弁は直列で2 個設置し，格納容器圧力逃がし装

置と他の系統・機器を確実に隔離することで，悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては，代替格納容器ス

プレイ冷却系等による原子炉格納容器内へのスプレイは停止す

る運用としており，原子炉格納容器が負圧とならない。仮に，

原子炉格納容器内にスプレイする場合においても，原子炉格納

容器内圧力が規定の圧力まで減圧した場合には，原子炉格納容

器内へのスプレイを停止する運用とする。また，格納容器圧力

逃がし装置使用後においても，可燃性ガスによる爆発及び格納

容器の負圧破損を防止するために，可搬型窒素供給装置である

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車を用いて格納容器内に

不活性ガス（窒素）の供給が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置使用時の排出経路に設置される隔離

弁は，遠隔人力操作機構によって人力による操作が可能な設計

とする。 

遠隔人力操作機構の操作場所は，原子炉建屋原子炉棟外とし，

第二弁及び第二弁バイパス弁の操作を行う第二弁操作室は，必

要な要員を収容可能な遮蔽体に囲まれた空間とし，第二弁操作

室空気ボンベユニット（空気ボンベ）にて正圧化することによ

り外気の流入を一定時間遮断することで，放射線防護を考慮し

た設計とする。 

 

 

 

 

及び酸素濃度が可燃領域に達することを防止できる設計とす

る。 

格納容器フィルタベント系は，他の発電用原子炉とは共用

しない設計とする。また，格納容器フィルタベント系と他の

系統・機器を隔離する弁は直列で２個設置し，格納容器フィ

ルタベント系と他の系統・機器を確実に隔離することで，悪

影響を及ぼさない設計とする。 

格納容器フィルタベント系の使用後に再度，格納容器代替

スプレイ系等により原子炉格納容器内にスプレイする場合

は，原子炉格納容器が負圧とならないよう，原子炉格納容器

が規定の圧力に達した場合には，スプレイを停止する運用と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設置される

隔離弁は，遠隔手動弁操作機構によって人力による操作が可

能な設計とする。 

遠隔手動弁操作機構の操作場所は，原子炉建物付属棟内と

することで，放射線防護を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，柏崎

6/7と同様に，有効性評

価解析結果及びスプレ

イの停止運用により基

準適合する方針として

いるため，負圧破損防止

として使用する窒素ガ

ス代替注入系は，50 条

の SA 設備として位置付

けない 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，被ばく

評価上，遮蔽材，正圧化

等の対策が不要（以下，

②の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

3.7-8



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

作用ボンベの設置に加え必要に応じて遮蔽材を設置し，離れ

た場所から遠隔空気駆動弁操作設備の配管を経由して高圧窒

素ガスを供給することにより，容易かつ確実に操作が可能な

設計とする。 

 

 

 

また，排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁について

は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により，中央制御室から操作が可能な設計とする。 

系統内に設けるラプチャーディスクは，格納容器圧力逃が

し装置の使用の妨げにならないよう，原子炉格納容器からの

排気圧力と比較して十分に低い圧力で破裂する設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置等の周囲には遮蔽

体を設け，格納容器圧力逃がし装置の使用時に本系統内に蓄

積される放射性物質から放出される放射線から作業員を防護

する設計とする。 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・フィルタ装置 

・よう素フィルタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排出経路に設置される隔離弁の電動弁については，常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により，

中央制御室から操作が可能な設計とする。 

系統内に設ける圧力開放板は，格納容器圧力逃がし装置の使

用の妨げにならないよう，原子炉格納容器からの排気圧力と比

較して十分に低い圧力で破裂する設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置は，格納容器圧力逃がし装置格納槽

（地下埋設）内に設置し，フィルタ装置等の周囲には遮蔽体を

設け，格納容器圧力逃がし装置の使用時に本系統内に蓄積され

る放射性物質から放出される放射線から作業員を防護する設計

とする。 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・フィルタ装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第二弁操作室遮蔽 

・第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ） 

・第二弁操作室差圧計 

 

・遠隔人力操作機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，排出経路に設置される隔離弁の電動弁については，常

設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給

電により，中央制御室から操作が可能な設計とする。 

系統内に設ける圧力開放板は，格納容器フィルタベント系

の使用の妨げにならないよう，原子炉格納容器からの排気圧

力と比較して十分に低い圧力で破裂する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ

容器等は第１ベントフィルタ格納槽内に設置し，第１ベント

フィルタスクラバ容器等の周囲には遮蔽体を設け，格納容器

フィルタベント系の使用時に本系統内に蓄積される放射性物

質から放出される放射線から作業員を防護する設計とする。 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・第１ベントフィルタスクラバ容器 

・第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島根２号炉の排出経

路に設置される隔離弁

は，空気作動弁を設置し

ない設計のため，遠隔空

気駆動弁操作用ボンベ

等はない 

（以下，③の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は地下の

格納槽に設置 

（以下，④の相違） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，第１ベ

ントフィルタスクラバ

容器と別容器で有機よ

う素を除去する設計 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，附属設
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・ラプチャーディスク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備（6号及び 7号炉共用） (3.14 電

源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6号及び 7号炉共用） (3.14 電

源設備） 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型直流電源設備（6号及び 7号炉共用） (3.14 電源

設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

本系統の流路として，不活性ガス系，耐圧強化ベント系及

び格納容器圧力逃がし装置の配管及び弁を重大事故等対処設

備として使用する。 

 

また，格納容器圧力逃がし装置使用時の排出経路に設置さ

れる隔離弁のうち空気作動弁に，高圧窒素ガスを供給するた

めの流路として，遠隔空気駆動弁操作設備の配管及び弁を重

大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事

故等対処設備として使用する。 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機

器仕様を第 3.7-1表に示す。 

 

・圧力開放板 

・窒素供給装置（9.9 水素爆発による原子炉格納容器の破

損を防止するための設備） 

 

 

・窒素供給装置用電源車（9.9 水素爆発による原子炉格納

容器の破損を防止するための設備） 

 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

本系統の流路として，不活性ガス系，耐圧強化ベント系及び

格納容器圧力逃がし装置の配管及び弁を重大事故等対処設備と

して使用する。 

 

 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器（サプレッ

ション・チェンバ含む）を重大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

・圧力開放板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型直流電源設備 (3.14 電源設備） 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

本系統の流路として，窒素ガス制御系，非常用ガス処理系

及び格納容器フィルタベント系の配管及び弁を重大事故等対

処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事

故等対処設備として使用する。 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機

器仕様を第 3.7-1表に示す。 

備として整理 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，附属設

備として整理 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の可搬式

窒素供給装置は発電機

を搭載 

（以下，⑤の相違） 

 

・他号炉と共用しない 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 57 条に

記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

3.7-10



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

原子炉圧力容器については，「3.20 原子炉圧力容器」に記

載する。 

サプレッション・チェンバについては，「3.13 重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器については，「3.21 原子炉格納容器」に記

載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代

替直流電源設備，可搬型直流電源設備，代替所内電気設備及

び燃料補給設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 

非常用取水設備については，「3.23 非常用取水設備」に記

載する。 

原子炉圧力容器については，「3.4 原子炉圧力容器」に記載

する。 

サプレッション・チェンバについては，「9.12 重大事故等の

収束に必要となる水の供給設備」に記載する。 

窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車については，「9.9 水

素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備」に

記載する。 

 

 

 

 

原子炉格納容器については，「9.1 原子炉格納施設」に記載

する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代替

直流電源設備，可搬型代替直流電源設備，代替所内電気設備及

び燃料給油設備については，「10.2 代替電源設備」に示す。 

原子炉圧力容器については，「3.20 原子炉圧力容器」に記

載する。 

サプレッション・チェンバについては，「3.13 重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器については，「3.21 原子炉格納容器」に記

載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代

替直流電源設備，可搬型直流電源設備，代替所内電気設備及

び燃料補給設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 

非常用取水設備については，「3.23 非常用取水設備」に記

載する。 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，附属設

備として整理 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

3.7.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

代替循環冷却系及び格納容器圧力逃がし装置は，共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及

び原子炉格納容器内の減圧手段を用いることで多様性を有す

る設計とする。 

代替循環冷却系及び格納容器圧力逃がし装置は，非常用交

流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計

とする。 

 

また，格納容器圧力逃がし装置は，人力により排出経路に

設置される隔離弁を操作できる設計とすることで，代替循環

冷却系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

代替循環冷却系に使用する代替原子炉補機冷却系の熱交換

器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，格

納容器圧力逃がし装置から離れた屋外に分散して保管するこ

9.7.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

代替循環冷却系及び格納容器圧力逃がし装置は，共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び原

子炉格納容器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計

とする。 

代替循環冷却系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有

する常設代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計と

する。また，格納容器圧力逃がし装置は，非常用交流電源設備

に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置は，人力により排出経路に設置され

る隔離弁を操作できる設計とすることで，代替循環冷却系に対

して駆動源の多様性を有する設計とする。 

 

 

 

3.7.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については,「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び原

子炉格納容器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計と

する。 

残留熱代替除去系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有

する常設代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とす

る。また，格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に

対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流

電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備

又は人力により排出経路に設置される隔離弁を操作できる設計と

することで，残留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有する

設計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代

替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器フィルタベント

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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とで，格納容器圧力逃がし装置と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

熱交換器ユニットの接続口は，共通要因によって接続でき

なくなることを防止するため，互いに異なる複数箇所に設置

し，かつ格納容器圧力逃がし装置との離隔を考慮した設計と

する。 

代替循環冷却系の復水移送ポンプは廃棄物処理建屋内に，

残留熱除去系熱交換器及びサプレッション・チェンバは原子

炉建屋内に設置し，格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置

及びよう素フィルタ並びにラプチャーディスクは原子炉建屋

近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を

損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

代替循環冷却系と格納容器圧力逃がし装置は，共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで

独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によっ

て，代替循環冷却系と格納容器圧力逃がし装置は，互いに重

大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計

とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備」

に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替循環冷却系の代替循環冷却系ポンプ，残留熱除去系熱交

換器及びサプレッション・チェンバは原子炉建屋原子炉棟内に

設置し，格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は原子炉建屋

近傍の格納容器圧力逃がし装置格納槽（地下埋設）に，第二弁

操作室遮蔽，第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）

及び第二弁操作室差圧計は原子炉建屋付属棟に，圧力開放板は

原子炉建屋近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

代替循環冷却系と格納容器圧力逃がし装置は，共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立

性を有する設計とする。 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によっ

て，代替循環冷却系と格納容器圧力逃がし装置は，互いに重大

事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とす

る。 

電源設備の多様性，位置的分散については，「10.2 代替電源

設備」に記載する。 

系から離れた屋外に分散して保管することで，格納容器フィルタ

ベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。 

 

 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通

要因によって接続できなくなることを防止するため，互いに異な

る複数箇所に設置し，かつ格納容器フィルタベント系との離隔を

考慮した設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟

内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッション・チェンバは原

子炉建物原子炉棟内に設置し，格納容器フィルタベント系の第１

ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライ

ト容器は第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建

物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損

なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立

性を有する設計とする。 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，互いに重大事

故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 

 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備」に

記載する。 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

3.7.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

代替循環冷却系は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重大

事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成

とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，

サプレッション・チェンバのプール水に含まれる放射性物質の系

外放出を防止するため，代替循環冷却系は閉ループにて構成する

設計とする。 

代替循環冷却系に使用する代替原子炉補機冷却系は，通常時は

9.7.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

代替循環冷却系は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重

大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統

構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

また，サプレッション・チェンバのプール水に含まれる放射性

物質の系外放出を防止するため，代替循環冷却系は閉ループに

て構成する設計とする。 

 

3.7.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については,「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

残留熱代替除去系は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重

大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構

成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。ま

た，サプレッション・チェンバのプール水に含まれる放射性物質

の系外放出を防止するため，残留熱代替除去系は閉ループにて構

成する設計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系は，通常時
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熱交換器ユニットを接続先の系統と分離して保管し，重大事故等

時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成

とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，

原子炉補機冷却系と代替原子炉補機冷却系を同時に使用しないこ

とにより，相互の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，

治具や輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，

飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

格納容器圧力逃がし装置は，通常時は弁により他の系統と隔離

し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての

系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。また，格納容器圧力逃がし装置は，重大事故等時の排出経路

と非常用ガス処理系，原子炉区域・タービン区域換気空調系等の

他系統及び機器との聞に隔離弁を直列に 2弁設置し，格納容器圧

力逃がし装置使用時に確実に隔離することで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置は，通常時は弁により他の系統と隔

離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。また，格納容器圧力逃がし装置は，重大事故等時の

排出経路と換気空調系，原子炉建屋ガス処理系及び耐圧強化ベ

ント系の他系統及び機器との間に隔離弁を直列に2 個設置し，

格納容器圧力逃がし装置使用時に確実に隔離することで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

第二弁操作室遮蔽，第二弁操作室空気ボンベユニット（空気

ボンベ）及び第二弁操作室差圧計は，通常時は使用しない設備

であり，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，

転倒のおそれがないよう固定して保管することで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

は移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車を接続先の系統と

分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故

等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。また，原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）

と原子炉補機代替冷却系を同時に使用しないことにより，相互の

機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，輪留めによる

固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，飛散物となっ

て他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

格納容器フィルタベント系は，通常時は弁により他の系統と隔

離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備として

の系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。また，格納容器フィルタベント系は，重大事故等時の排出

経路と非常用ガス処理系，原子炉棟換気系の他系統及び機器との

間に隔離弁を直列に２個設置し，格納容器フィルタベント系使用

時に確実に隔離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は治具を

使用しない 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

系統構成の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

3.7.1.1.3容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

代替循環冷却系の復水移送ポンプは，設計基準対象施設の復水

補給水系と兼用しており，設計基準対象施設としての復水移送ポ

ンプ 2台におけるポンプ流量が，炉心の著しい損傷が発生した場

合において，原子炉格納容器の破損を防止するために必要な流量

に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

 

 

 

9.7.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

代替循環冷却系は，2 系統設置し，代替循環冷却系による原

子炉格納容器内の減圧及び除熱に使用する。各々の代替循環冷

却系ポンプは，原子炉格納容器の過圧破損防止に必要となる原

子炉圧力容器及び原子炉格納容器に注水可能なポンプ容量を有

する設計とする。 

 

 

 

3.7.1.1.3 容量等 

基本方針については,「2.3.2 容量等」に示す。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは，想定される重大

事故等時において，原子炉格納容器の過圧による破損を防止する

ために必要な原子炉圧力容器への注水流量及び原子炉格納容器へ

のスプレイ流量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は代替循環

冷却系を多重化設置す

る 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の残留熱

代替除去ポンプは SA 専
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代替循環冷却系の残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故対処

設備の残留熱除去系と兼用しており，設計基準事故対処設備とし

ての伝熱容量が，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原

子炉格納容器の破損を防止するために必要な伝熱容量に対して十

分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

 

代替循環冷却系で使用する代替原子炉補機冷却系は，炉心の著

しい損傷が発生した場合において，代替原子炉補機冷却系での圧

力損失を考慮しても原子炉格納容器の破損を防止するために必要

な伝熱容量を有する設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車

（熱交換器ユニット用）は，炉心の著しい損傷が発生した場合に

おいて，残留熱除去系熱交換器で発生した熱を除去するために必

要な伝熱容量及びポンプ流量を有する熱交換器ユニット 1セット

1式と大容量送水車（熱交換器ユニット用）1セット 1台を使用す

る。熱交換器ユニットの保有数は，6号及び 7号炉共用で 4セッ

ト 4式に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバック

アップ用として 1式（6号及び 7号炉共用）の合計 5式を保管す

る。大容量送水車（熱交換器ユニット用）の保有数は，6号及び 7

号炉共用で 4セット 4台に加えて，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として 1台（6号及び 7号炉共用）の

合計 5台を保管する。 

また，代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）は，想定される重大事故等時におい

て，代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱と燃

料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱を同時に使用

するため，各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を有する

設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置及びよう素フィルタ

は，想定される重大事故等時において，原子炉格納容器内を減圧

させるため，原子炉格納容器内で発生する蒸気量に対して，格納

容器圧力逃がし装置での圧力損失を考慮しても十分な排出流量を

有する設計とする。 

 

 

 

 

代替循環冷却系の残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故対

処設備の残留熱除去系と兼用しており，設計基準事故対処設備

としての伝熱容量が，炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て，原子炉格納容器の破損を防止するために必要な伝熱容量に

対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計

する。 

 

また，緊急用海水系からの冷却水の供給により使用する場合

は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，緊急用海水系

での圧力損失を考慮しても原子炉格納容器の破損を防止するた

めに必要な伝熱容量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は，想定される重大

事故等時において，原子炉格納容器内を減圧させるため，原子

炉格納容器内で発生する蒸気量に対して，格納容器圧力逃がし

装置での圧力損失を考慮しても十分な排出流量を有する設計と

する。 

 

 

 

 

残留熱代替除去系の残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故対

処設備の残留熱除去系と兼用しており，設計基準事故対処設備と

しての伝熱容量が，炉心の著しい損傷が発生した場合において，

原子炉格納容器の破損を防止するために必要な伝熱容量に対して

十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系は，炉心の

著しい損傷が発生した場合において，原子炉補機代替冷却系での

圧力損失を考慮しても原子炉格納容器の破損を防止するために必

要な伝熱容量を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポ

ンプ車は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除

去系熱交換器で発生した熱を除去するために屋外の接続口を使用

する場合は，必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する移動式代替

熱交換設備１セット１式と大型送水ポンプ車１セット１台を使用

する。また，屋内の接続口を使用する場合は，大型送水ポンプ車

１セット１台を使用する。移動式代替熱交換設備の保有数は，２

セット２式に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップ用として１式の合計３式を保管する。大型送水ポンプ

車の保有数は，２セット２台に加えて，故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を保管す

る。 

また，原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型

送水ポンプ車は，想定される重大事故等時において，残留熱代替

除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱と燃料プール冷却

系による燃料プールの除熱に使用するため，各系統の必要な流量

を確保できる容量を有する設計とする。 

 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器

及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は，想定される重大事

故等時において，原子炉格納容器内を減圧させるため，原子炉格

納容器内で発生する蒸気量に対して，格納容器フィルタベント系

での圧力損失を考慮しても十分な排出流量を有する設計とする。 

第１ベントフィルタスクラバ容器は４個を並列に設置し，第１

ベントフィルタスクラバ容器１個当たりの排出流量を同等とする

用設備として設置する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

柏崎 6/7 が２号炉分

を合わせて記載してい

ることによる台数の相

違 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号は有効性評

価上，SFP冷却は同時に

実施せず，24 時間後に

実施する 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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フィルタ装置は，想定される重大事故等時において，粒子状放

射性物質に対する除去効率が 99.9%以上確保できる設計とする。

また，スクラバ水の待機時の薬物添加濃度は，想定される重大事

故等時のスクラバ水の pH値の低下を考慮しても，無機よう素に対

する除去効率が 99.9%以上確保できる pH値を維持できる設計とす

る。 

 

フィルタ装置は，サプレッション・チェンバへの排水及び薬液

注入によるスクラバ水の pH値の調整が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルタ装置の金属フィルタは，想定される重大事故等時にお

いて，金属フィルタに流入するエアロゾル量に対して十分な容量

を有する設計とする。 

よう素フィルタの銀ゼオライト吸着層は，想定される排気ガス

の流量に対して，有機よう素に対する除去効率が 98%以上となる

ために必要な排気ガス滞留時間を確保できる吸着層の厚さ及び有

効面積を有する設計とする。 

ラプチャーディスクは，格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げ

にならないよう，原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分

に低い圧力で破裂する設計とする。 

 

 

 

フィルタ装置は，想定される重大事故等時において，粒子状

放射性物質に対する除去効率が99.9％以上確保できる設計とす

る。また，スクラビング水の待機時の薬物添加濃度は，想定さ

れる重大事故等時のスクラビング水のｐＨ値の低下を考慮して

も，無機よう素に対する除去効率が99％以上確保できるｐＨ値

を維持できる設計とする。 

 

フィルタ装置のスクラビング水は，補給による水位の確保及

びサプレッション・チェンバへの移送が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルタ装置の金属フィルタは，想定される重大事故等時に

おいて，金属フィルタに流入するエアロゾル量に対して十分な

容量を有する設計とする。 

フィルタ装置のよう素除去部の銀ゼオライト吸着層は，想定

される排気ガスの流量に対して，有機よう素に対する除去効率

が98％以上となるために必要な排気ガス滞留時間を確保できる

吸着層の厚さ及び有効面積を有する設計とする。 

圧力開放板は，格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げになら

ないよう，原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に低

い圧力で破裂する設計とする。 

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，炉心の

著しい損傷時においても，現場において，人力で第二弁又は第

二弁バイパス弁の操作が可能なよう第二弁操作室を正圧化する

ことにより操作員の放射線防護に必要な容量を有するものを1 

セット19 本使用する。保有数は，1 セット19 本に加えて，故

障時及び保守点検による待機除外時の予備として5 本の合計24 

設計とする。 

 

 

第１ベントフィルタスクラバ容器は，想定される重大事故等時

において，粒子状放射性物質に対する除去効率が 99.9%以上確保

できる設計とする。また，スクラビング水の待機時の薬物添加濃

度は，想定される重大事故等時のスクラビング水のｐＨ値の低下

を考慮しても，無機よう素に対する除去効率が 99%以上確保でき

るｐＨ値を維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ベントフィルタスクラバ容器の金属フィルタは，想定され

る重大事故等時において，金属フィルタに流入するエアロゾル量

に対して十分な容量を有する設計とする。 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器の銀ゼオライト吸着層

は，想定される排気ガスの流量に対して，有機よう素に対する除

去効率が 98%以上となるために必要な排気ガス滞留時間を確保で

きる吸着層の厚さを有する設計とする。 

圧力開放板は，格納容器フィルタベント系の使用の妨げになら

ないよう，原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に低い

圧力で破裂する設計とする。 

 

島根２号炉はスクラ

バ容器を４個並列に設

置する設計 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，スクラ

ビング水の補給及び排

水設備を使用しなくて

も，フィルタ機能を維持

することができる設計

としているため，自主対

策設備としている（以

下，⑥の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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本を保管する。 

第二弁操作室差圧計は，第二弁操作室と周囲の差圧の基準値

を上回る範囲の測定が可能な設計とする。 

 

 

3.7.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3. 3 環境条件等」に示す。 

代替循環冷却系の復水移送ポンプは廃棄物処理建屋内に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計と

する。 

復水移送ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，

中央制御室で可能な設計とする。 

 

 

代替循環冷却系の残留熱除去系熱交換器は原子炉区域内に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計と

する。 

代替循環冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重

大事故等時において，中央制御室若しくは離れた場所から遠隔で

可能な設計又は設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

代替循環冷却系運転後における弁の操作は，配管等の周囲の線

量を考慮して，中央制御室又は離れた場所から遠隔で可能な設計

とする。 

 

代替循環冷却系に使用する代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユ

ニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は屋外に保管及

び設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮、し

た設計とする。 

熱交換器ユニットの常設設備との接続及び操作は，想定される

重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。代替原子

炉補機冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重大事

9.7.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

代替循環冷却系の代替循環冷却系ポンプ及び残留熱除去系熱

交換器は，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される重大事

故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

代替循環冷却系ポンプの操作，代替循環冷却系の系統構成に

必要な弁の操作及び代替循環冷却系運転後における弁の操作

は，想定される重大事故等時において，配管等の周囲の線量を

考慮して，中央制御室で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.1.4 環境条件等 

基本方針については,「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟

内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮し

た設計とする。 

残留熱代替除去ポンプの操作は，想定される重大事故等時にお

いて，中央制御室で可能な設計とする。 

 

 

残留熱代替除去系の残留熱除去系熱交換器は原子炉建物原子炉

棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

残留熱代替除去系の系統構成に必要な弁の操作は，想定される

重大事故等時において，中央制御室から遠隔で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱代替除去系運転後における弁の操作は，配管等の周囲の

線量を考慮して，中央制御室又は離れた場所から遠隔で可能な設

計とする。 

 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代

替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は屋外に保管及び設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の常設設備との接

続及び操作は，想定される重大事故等時において，設置場所で可

能な設計とする。原子炉補機代替冷却系の系統構成に必要な弁の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の残留熱

代替除去系の系統構成

においては，現場での弁

操作は不要とし，中央制

御室で操作可能な設計

とする 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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故等時において，中央制御室若しくは離れた場所から遠隔で可能

な設計又は設置場所で可能な設計とする。大容量送水車（熱交換

器ユニット用）の熱交換器ユニットとの接続及び操作は，想定さ

れる重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

また，熱交換器ユニットの海水通水側及び大容量送水車（熱交

換器ユニット用）は，使用時に海水を通水するため，海水影響を

考慮した設計とし，海から直接取水する際の異物の流入防止を考

慮した設計とする。 

 

 

代替循環冷却系運転後における配管等の周囲の線量低減のた

め，フラッシングが可能な設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置，よう素フィルタ及び

ラプチャーディスクは，屋外に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置の排出経路に設置される隔離弁のうち

原子炉建屋内に設置する弁の操作は，原子炉建屋内の原子炉区域

外への遠隔手動弁操作設備の設置及び必要に応じた遮蔽材の設置

により，想定される重大事故等時において，離れた場所から人力

で容易かつ確実に手動操作が可能な設計とする。 

 

また，排出経路に設置される隔離弁のうち空気作動弁について

は，原子炉建屋内の原子炉区域外への遠隔空気駆動弁操作用ボン

ベの設置に加え必要に応じて遮蔽材を設置し，離れた場所から遠

隔空気駆動弁操作設備の配管を経由して高圧窒素ガスを供給する

ことにより，容易かつ確実に操作が可能な設計とする。 

 

また，排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁については，

中央制御室から操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替循環冷却系運転後における配管等の周囲の線量低減のた

め，フラッシングが可能な設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は，原子炉建屋近傍

の格納容器圧力逃がし装置格納槽（地下埋設）に，遠隔人力操

作機構（操作部を除く）は，原子炉建屋原子炉棟内に，遠隔人

力操作機構（操作部），第二弁操作室遮蔽，第二弁操作室空気

ボンベユニット（空気ボンベ）及び第二弁操作室差圧計は，原

子炉建屋付属棟内に，圧力開放板は，原子炉建屋近傍の屋外に

設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した

設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置の排出経路に設置される隔離弁は，

中央制御室から操作が可能な設計とする。 

 

また，排出経路に設置されるこれらの隔離弁の遠隔人力操作機

構の操作部を原子炉建屋原子炉棟外へ設け，必要に応じた遮蔽

の設置並びに第二弁操作室遮蔽，第二弁操作室空気ボンベユニ

ット（空気ボンベ）及び第二弁操作室差圧計を設置することに

より，想定される重大事故等時において，離れた場所から人力

で容易かつ確実に手動操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室又は設置

場所で可能な設計とする。大型送水ポンプ車と移動式代替熱交換

設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時において，設

置場所で可能な設計とする。 

移動式代替熱交換設備の海水通水側及び大型送水ポンプ車は，

使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮した設計とし，海

から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。ま

た，原子炉補機代替冷却系の淡水通水側は淡水だけでなく海水も

使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先して使用す

ることで，設備への影響を考慮する。 

 

残留熱代替除去系運転後における配管等の周囲の線量低減のた

め，フラッシングが可能な設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容

器，第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィルタ

格納槽内に設置し，圧力開放板は屋外に設置することで，想定さ

れる重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器フィルタベント系の排出経路に設置される隔離弁のう

ち原子炉建物原子炉棟内に設置する弁の操作は，原子炉建物付属

棟内に設置されている遠隔手動弁操作機構により，想定される重

大事故等時において，離れた場所から人力で容易かつ確実に手動

操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

また，排出経路に設置される隔離弁については，中央制御室か

ら操作が可能な設計とする。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，操作ス

イッチによる遠隔操作

は中央制御室にて行う 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，屋内の

接続口を使用する場合

は，海水を直接注水する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，2段落

後に記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②及び③の相違 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 
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フィルタ装置，よう素フィルタの周囲及び必要に応じて配管等

の周囲に遮蔽体を設けることで，屋外に設置する弁の操作，スク

ラバ水の排水，給水操作等のフィルタ装置周辺での操作が可能な

設計とする。 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置は，フィルタ装置の周囲及び必要に

応じて配管等の周囲に遮蔽体を設けることで，格納容器圧力逃

がし装置格納槽内で実施するスクラビング水の補給操作及びサ

プレッション・チェンバへの移送操作が可能な設計とする。 

 

 東海第二は，２段落前

に記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑥の相違 

3.7.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替循環冷却系は，想定される重大事故等時において，通常時

の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とす

る。 

復水移送ポンプは，中央制御室の操作スイッチにより操作が可

能な設計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室若しくは離れ

た場所での操作スイッチにより操作又は設置場所での手動操作が

可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

また，代替循環冷却系の運転中に残留熱除去系ストレーナが閉

塞した場合においては，逆洗操作が可能な設計とする。 

 

代替循環冷却系に使用する代替原子炉補機冷却系は，想定され

る重大事故等時において，通常時の系統構成から接続，弁操作等

により速やかに切り替えられる設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車

（熱交換器ユニット用）は，付属の操作スイッチにより，設置場

所での操作が可能な設計とする。代替原子炉補機冷却系の系統構

成に必要な弁の操作は，中央制御室若しくは離れた場所での操作

スイッチによる操作又は設置場所での手動操作が可能な設計とす

る。 

 

 

9.7.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

代替循環冷却系は，想定される重大事故等時において，通常

時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計

とする。 

代替循環冷却系ポンプ及び系統構成に必要な弁は，中央制御

室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，代替循環冷却系の運転中に残留熱除去系ストレーナが

閉塞した場合においては，逆洗操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

残留熱代替除去系は，想定される重大事故等時において，通常

時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計と

する。 

残留熱代替除去ポンプ及び系統構成に必要な弁は，中央制御室

の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，残留熱代替除去系の運転中に残留熱除去系ストレーナが

閉塞した場合においては，逆洗操作が可能な設計とする。 

 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系は，想定さ

れる重大事故等時において，通常時の系統構成から接続，弁操作

等により速やかに切り替えられる設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポ

ンプ車は，付属の操作スイッチにより，設置場所での操作が可能

な設計とする。原子炉補機代替冷却系の系統構成に必要な弁の操

作は，中央制御室の操作スイッチによる操作又は設置場所での手

動操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の残留熱

代替除去系の系統構成

においては，現場での弁

操作は不要とし，中央制

御室で操作可能な設計

とする 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，操作ス

イッチによる遠隔操作

は中央制御室にて行う 
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熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，

車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計

とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計

とする。 

熱交換器ユニットを接続する接続口については，フランジ接続

とし，一般的に使用される工具を用いて，ホースを確実に接続す

ることができる設計とする。また，6号及び 7号炉が相互に使用

することができるよう，接続口の口径を統一する設計とする。 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）と熱交換器ユニットとの

接続は，簡便な接続とし，結合金具を用いてホースを確実に接続

できる設計とする。 

 

格納容器圧力逃がし装置は，想定される重大事故等時において，

通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設

計とする。 

格納容器圧力逃がし装置使用時の排出経路に設置される隔離弁

には，炉心の著しい損傷が発生した場合において，現場において

人力で弁の操作ができるよう，遠隔手動弁操作設備を設置すると

ともに，操作場所は原子炉建屋内の原子炉区域外とし，必要に応

じて遮蔽材を設置することで，容易かつ確実に人力による操作が

可能な設計とする。 

 

 

 

 

また，排出経路に設置される隔離弁のうち，空気作動弁につい

ては，遠隔空気駆動弁操作用ボンベ及び遠隔空気駆動弁操作設備

を設置するとともに，操作場所を原子炉建屋内の原子炉区域外と

し，必要に応じて遮蔽材を設置することで，容易かつ確実に操作

が可能な設計とする。 

また，排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁については，

中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置は，想定される重大事故等時におい

て，通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えら

れる設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置使用時の排出経路に設置される隔離

弁は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とし，

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において，現場におい

て人力で弁の操作ができるよう，遠隔人力操作機構を設置する。 

遠隔人力操作機構の操作場所は，原子炉建屋原子炉棟外とし，

第二弁及び第二弁バイパス弁の操作を行う第二弁操作室は，必

要な要員を収容可能な遮蔽に囲まれた空間とし，第二弁操作室

空気ボンベユニット（空気ボンベ）にて正圧化することにより

外気の流入を一定時間遮断することで，格納容器圧力逃がし装

置を使用する際のプルームの影響による操作員の被ばくを低減

する設計とすることで，容易かつ確実に人力による操作が可能

な設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，車両として屋

外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするととも

に，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車を接続する接続口

については，フランジ接続とし，一般的に使用される工具を用い

て，ホースを確実に接続することができる設計とする。 

 

大型送水ポンプ車と移動式代替熱交換設備との接続は，簡便な

接続とし，結合金具を用いてホースを確実に接続できる設計とす

る。 

 

格納容器フィルタベント系は，想定される重大事故等時におい

て，通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられ

る設計とする。 

格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設置される隔離

弁には，炉心の著しい損傷が発生した場合において，現場におい

て人力で弁の操作ができるよう，遠隔手動弁操作機構を設置する

とともに，操作場所は原子炉建物付属棟内とすることで，容易か

つ確実に人力による操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，排出経路に設置される隔離弁については，中央制御室の

操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，２段落

後に記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②及び③の相違 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

東海第二は２段落後

に記載 

 9.7.3 主要設備及び仕様 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機器仕

様を第9.7－1 表に示す。 
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3.7.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替循環冷却系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に弁の開

閉動作の確認が可能な設計とする。また，復水移送ポンプ及び残

留熱除去系熱交換器は，発電用原子炉の停止中に分解及び外観の

確認が可能な設計とする。 

代替循環冷却系に使用する代替原子炉補機冷却系は，発電用原

子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並

びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。また，代替原子炉

補機冷却系の熱交換器ユニットの代替原子炉補機冷却水ポンプ及

び熱交換器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に分解又は取替

えが可能な設計とする。代替原子炉補機冷却系の大容量送水車（熱

交換器ユニット用）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に独立

して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとと

もに，分解又は取替えが可能な設計とする。 

また，熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット

用）は，車両としての運転状態の確認及び外観の確認が可能な設

計とする。 

格納容器逃がし装置は，発電用原子炉の停止中に排出経路の隔

離弁の開閉動作及び漏えいの確認が可能な設計とする。 

 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は，発電用原子炉の停

止中に内部構造物の外観の確認が可能な設計とする。また，よう

素フィルタは，発電用原子炉の停止中に内部構造物の外観の確認

及び内部に設置されている銀ゼオライト試験片を用いた性能の確

認が可能な設計とする。 

 

ラプチャーディスクは，発電用原子炉の停止中に取替えが可能

な設計とする。 

 

 

9.7.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

代替循環冷却系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に弁の

開閉動作の確認が可能な設計とする。また，代替循環冷却系ポ

ンプ及び残留熱除去系熱交換器は，発電用原子炉の停止中に分

解及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置は，発電用原子炉の停止中に排出経

路の隔離弁の開閉動作及び漏えいの有無の確認が可能な設計と

する。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は，発電用原子炉の

停止中に内部構造物の外観の確認が可能な設計とする。また，

よう素除去部は，発電用原子炉の停止中に内部に設置されてい

る銀ゼオライト試験片を用いた性能の確認が可能な設計とす

る。 

 

圧力開放板は，発電用原子炉の停止中に取替えが可能な設計

とする。 

 

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）及び第二弁

操作室差圧計は，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確

認が可能な設計とする。また，第二弁操作室空気ボンベユニッ

ト（空気ボンベ）及び第二弁操作室差圧計は，発電用原子炉の

停止中に機能・性能の確認が可能な設計とする。 

3.7.1.1.6 試験検査 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

残留熱代替除去系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に弁の

開閉動作の確認が可能な設計とする。また，残留熱代替除去ポン

プ及び残留熱除去系熱交換器は発電用原子炉の停止中に分解及び

外観の確認が可能な設計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系は，発電用

原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認

並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。また，原子炉補

機代替冷却系の移動式代替熱交換設備の移動式代替熱交換設備淡

水ポンプ及び熱交換器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に分

解又は取替えが可能な設計とする。原子炉補機代替冷却系の大型

送水ポンプ車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に独立して機

能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，

分解又は取替えが可能な設計とする。 

また，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，車両と

しての運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

格納容器フィルタベント系は，発電用原子炉の停止中に排出経

路の隔離弁の開閉動作及び漏えいの確認が可能な設計とする。 

 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器

は，発電用原子炉の停止中に内部構造物の外観の確認が可能な設

計とする。 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は，発電用原子炉の停止

中に内部構造物の外観の確認及び内部に設置されている銀ゼオラ

イト試験片を用いた性能の確認が可能な設計とする。 

圧力開放板は，発電用原子炉の停止中に取替えが可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，第１ベ

ントフィルタスクラバ

容器と別容器で有機よ

う素を除去する設計 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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第 3.7－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

の主要機器仕様 

(1) 代替循環冷却系

ａ．復水移送ポンプ 

第 3.4-1 表原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備の主要機器仕様に記載す

る。 

ｂ．残留熱除去系熱交換器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系

基  数 １ 

伝熱容量 約 8.lMW 

ｃ．熱交換器ユニット（6号及び 7号炉共用） 

第 3.5-1 表最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

の主要機器仕様に記載する。 

ｄ．大容量送水車（熱交換器ユニット用） (6 号及び 7 号炉

共用） 

第 3.5-1 表最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

の主要機器仕様に記載する。 

(2) 格納容器圧力逃がし装置

兼用する設備は以下のとおり。

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

設備 

ａ．フィルタ装置 

個    数  １ 

系統設計流量  約 31.6kg/s 

放射性物質除去効率  99.9％以上（粒子状放射性物

質及び無機よう素に対して） 

材 料 

スクラバ水 水酸化ナトリウム水溶液 

（pH  以上） 

金属フィルタ ステンレス鋼 

第9.7－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の

主要機器仕様 

(1) 代替循環冷却系

ａ．代替循環冷却系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

台 数 2

容 量 約250m３／h

全 揚 程 約120m

ｂ．残留熱除去系熱交換器 

「5.4 残留熱除去系」に記載する。 

ｃ．残留熱除去海水系ポンプ 

「5.4 残留熱除去系」に記載する。 

ｄ．残留熱除去海水系ストレーナ 

「5.4 残留熱除去系」に記載する。 

(2) 格納容器圧力逃がし装置

ａ．フィルタ装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備 

個 数 1 

系統設計流量 約13.4kg／s 

放射性物質除去効率 99.9％以上（粒子状放射性物質に対し

て） 

99％以上（無機よう素に対して） 

98％以上（有機よう素に対して） 

材 料 

スクラビング水 （pH13 以上） 

金属フィルタ ステンレス鋼 

第 3.7-1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の

主要機器仕様 

(1) 残留熱代替除去系

ａ．残留熱代替除去ポンプ 

台数  ：１(予備１) 

容量  ：約 150m3/h/台 

全揚程 ：約 70m 

ｂ．残留熱除去系熱交換器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系

基数  ：１ 

伝熱容量 ：約 9.1MW 

ｃ．移動式代替熱交換設備 

第3.5-1表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設

備の主要仕様に記載する。 

ｄ．大型送水ポンプ車 

第 3.5-1表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

設備の主要仕様に記載する。 

(2) 格納容器フィルタベント系

ａ．第１ベントフィルタスクラバ容器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

設備

個    数  ４ 

系統設計流量  約9.8kg/s 

放射性物質除去効率 99.9%以上（粒子状放射性物質に

対して） 

99%以上（無機よう素に対して） 

材 料 

スクラビング水 及び水酸化

ナトリウム水溶液（ｐＨ  以上） 

金属フィルタ ステンレス鋼

・設備の相違
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ｂ．よう素フィルタ 

個    数     ２ 

系統設計流量     約 15.8kg/s（1 基あたりの

設計流量） 

放射性物質除去効率  98％以上（有機よう素に対

して） 

材    料     銀ゼオライト 

 

 

 

ｃ．ラプチャーディスク 

個    数     １ 

設定破裂圧力     約 100kPa[gage] 

 

ｂ．第二弁操作室遮蔽 

第8.3－4 表 遮蔽設備（重大事故等時）の設備仕様に記載する。 

ｃ．第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ） 

第8.2－3 表 換気空調設備（重大事故等時）（可搬型）設備仕

様に記載する。 

ｄ．第二弁操作室差圧計 

第8.2－2 表 換気空調設備（重大事故等時）の設備仕様に記載

する。 

ｅ．遠隔人力操作機構 

個 数 4 

ｆ．圧力開放板 

個 数 1 

設定破裂圧力 約0.08MPa［gage］ 

 

 

ｇ．窒素供給装置 

第9.9－1 表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する

ための設備の主要機器仕様に記載する。 

ｈ．窒素供給装置用電源車 

第9.9－1 表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する

ための設備の主要機器仕様に記載する。 

ｉ．可搬型代替注水中型ポンプ 

第4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機

器仕様に記載する。 

ｊ．可搬型代替注水大型ポンプ 

第4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機

器仕様に記載する。 

(3) 緊急用海水系 

ａ．緊急用海水ポンプ 

第5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の

主要機器仕様に記載する。 

ｂ．緊急用海水系ストレーナ 

第5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の

主要機器仕様に記載する。 

 

 

 

 

ｂ．第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

設備 

個    数     １ 

系統設計流量     約9.8kg/s 

放射性物質除去効率  98%以上（有機よう素に対して） 

 

材    料     銀ゼオライト 

ｃ．圧力開放板 

兼用する設備は以下のとおり。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

設備 

個    数     １ 

設定破裂圧力     約80kPa[gage] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載の適正化） 
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第 3.7-1図(1) 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設

備系統概要図（代替循環冷却系による原子炉格納

容器の減圧及び除熱（原子炉圧力容器への、注水

及び原子炉格納容器へのスプレイを実施する場

合）) (6号炉） 

 

 

第9.7－3 図 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系

統概要図（代替循環冷却系による原子炉格納容器の減圧及び除熱

（原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイを実

施す場合）） 

 

 

第 3.7-1図(1) 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設

備系統概要図（残留熱代替除去系による原子炉

格納容器の減圧及び除熱（原子炉圧力容器への

注水及び原子炉格納容器へのスプレイを実施す

る場合）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

第 3.7-1 図（2) 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設

備系統概要図（代替循環冷却系による原子炉格

納容器の減圧及び除熱（原子炉圧力容器への注

水及び原子炉格納容器へのスプレイを実施する

場合）) (7号炉） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.7－2図（1) 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設

備系統概要図（代替循環冷却系による原子炉

格納容器の減圧及び除熱（原子炉格納容器下

部への注水及び原子炉格納容器へのスプレイ

を実施する場合）) (6号炉） 

 

 

 

第9.7－1 図 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系

統概要図（代替循環冷却系による原子炉格納容器の減圧及び除熱

（原子炉格納容器へのスプレイを実施する場合）） 

 

第 3.7-1図(2) 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設

備系統概要図（残留熱代替除去系による原子炉

格納容器の減圧及び除熱（原子炉格納容器下部

への注水及び原子炉格納容器へのスプレイを実

施する場合）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違  

 

 

 

第 3.7－2 図(2)) 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための

設備系統概要図（代替循環冷却系による原子炉

格納容器の減圧及び除熱（原子炉格納容器下部

への注水及び原子炉格納容器へのスプレイを

実施する場合）) (7号炉） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 9.7－2 図 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系

統概要図（代替循環冷却系による原子炉格納容器の減圧及び除熱

（サプレッション・プール水の除熱を実施する場合）） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 
第 3.7-3 図(1) 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設

備系統概要図（代替循環冷却系による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱（代替原子炉補機冷却

系））（その 1) 

 

  

 

第 3.7-2図(1) 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設

備系統概要図（残留熱代替除去系による原子炉

格納容器内の減圧及び除熱(原子炉補機代替冷

却系)）(屋外の接続口を使用) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.7-3 図(2) 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設

備系統概要図（代替循環冷却系による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱（代替原子炉補機冷却

系））（その 2) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

第 3.7-2図(2) 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設

備系統概要図（残留熱代替除去系による原子炉

格納容器内の減圧及び除熱(原子炉補機代替冷

却系)）(屋内の接続口を使用) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.7-4 図(1) 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設

備系統概要図 

（格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器

の減圧及び除熱） (6号炉） 

 

 

 

第9.7－4 図 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系

統概要図（格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器の減圧

及び除熱） 

 

 

第 3.7-3図 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系

統概要図（格納容器フィルタベント系による原子炉

格納容器の減圧及び除熱） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

第 3.7-4図（2） 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設

備系統概要図（格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器の減圧及び除熱） (7号炉） 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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まとめ資料比較表 〔51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉はPCVスプレイによりPCV下部へ注水を行う

②
島根２号炉は，原子炉格納容器下部のドレン配管がサンプにつながっているため，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心がドレン配管を通じてサンプへ流出しないようコリウム
シールドを設置している。このため，サンプに直接溶融炉心が流出することはない

③ 島根２号炉のペデスタル代替注水系（可搬型）に用いる可搬型ポンプは１種類

④ 島根２号炉は，代替循環冷却（残留熱代替除去系）による原子炉圧力容器への注水機能を50条設備として位置付けており，50条側に記載している

⑤
柏崎6/7の格納容器下部注水系（可搬型）は可搬型ポンプを複数台組み合わせて構成されるが，島根２号炉のペデスタル代替注水系（可搬型）は，可搬型ポンプ１台で構成し，必
要流量を満足できる設計としている

⑥ 島根２号炉は中央制御室に設置する重大事故操作盤にて弁操作が可能な設計とする

⑦ 島根２号炉は，原子炉格納容器下部への注水及びSA時のSRV健全性確保の観点から，格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるPCVスプレイをSA設備とする

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備【51

条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備） 

第五十一条 発電用原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生

した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，溶

融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するため

に必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第 51 条に規定する「溶融し，原子炉格納容器の下部に落下

した炉心を冷却するために必要な設備」とは，以下に掲げる

措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

設備をいう。なお，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心

の冷却は，溶融炉心・コンクリート相互作用（MCCI）を抑制

すること及び溶融炉心が拡がり原子炉格納容器バウンダリに

接触することを防止するために行われるものである。 

ａ）原子炉格納容器下部注水設備を設置すること。原子炉格

納容器下部注水設備とは，以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ⅰ）原子炉格納容器下部注水設備（ポンプ車及び耐圧ホ

ース等）を整備すること。 

(可搬型の原子炉格納容器下部注水設備の場合は，接

続する建屋内の流路をあらかじめ敷設すること。） 

ⅱ）原子炉格納容器下部注水設備は，多重性又は多様性

及び独立性を有し，位置的分散を図ること。（ただし，

建屋内の構造上の流路及び配管を除く。） 

ｂ）これらの設備は，交流又は直流電源が必要な場合は代替

電源設備からの給電を可能とすること。 
 

9.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備【51条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備） 

第五十一条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生し

た場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、溶融

し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために

必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第51条に規定する「溶融し、原子炉格納容器の下部に落下し

た炉心を冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げる措

置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設

備をいう。なお、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の

冷却は、溶融炉心・コンクリート相互作用（ＭＣＣＩ）を抑

制すること及び溶融炉心が拡がり原子炉格納容器バウンダリ

に接触することを防止するために行われるものである。 

ａ）原子炉格納容器下部注水設備を設置すること。原子炉格

納容器下部注水設備とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備をい

う。 

ⅰ）原子炉格納容器下部注水設備（ポンプ車及び耐圧ホー

ス等）を整備すること。（可搬型の原子炉格納容器下部

注水設備の場合は、接続する建屋内の流路をあらかじ

め敷設すること。） 

ⅱ）原子炉格納容器下部注水設備は、多重性又は多様性及

び独立性を有し、位置的分散を図ること。（ただし、建

屋内の構造上の流路及び配管を除く。） 

ｂ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替

電源設備からの給電を可能とすること。 

  

 

3.8.1 適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下し

た炉心を冷却するために必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する。 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却することで，

溶融炉心・コンクリート相互作用（MCCI）を抑制し，溶融炉心

が原子炉格納容器バウンダリに接触することを防止する。 

 

9.8.1 概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部（以下「ペ

デスタル（ドライウェル部）」という。）に落下した炉心を冷却

するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

ペデスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉心を冷却す

ることで，溶融炉心・コンクリート相互作用（ＭＣＣＩ）を抑

制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接触することを

防止する。 

3.8.1 適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破

損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉

心を冷却するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管す

る。 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却することで，溶

融炉心・コンクリート相互作用（ＭＣＣＩ）を抑制し，溶融炉心

が原子炉格納容器バウンダリに接触することを防止する。 
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原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備の系統

概要図を第 3.8－1図から第 3.8－6 図に示す。 

 

ペデスタル（ドライウェル部）の溶融炉心を冷却するための

設備の系統概要図を第 9.8－1 図から第 9.8－2 図に示す。 

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備の系統概

要図を第 3.8-1図から第 3.8-7図に示す。 

 

3.8.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備のう

ち，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

の破損を防止できるよう，原子炉格納容器下部に落下した溶融

炉心の冷却を行うための設備として，格納容器下部注水系（常

設）及び格納容器下部注水系（可搬型）を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，溶融炉心が原子炉格納容器下部へと落下した場合に，

ドライウェル高電導度廃液サンプ及びドライウェル低電導度廃

液サンプへの溶融炉心の流入を抑制するための設備として，コ

リウムシールドを設ける。 

9.8.2 設計方針 

ペデスタル（ドライウェル部）の溶融炉心を冷却するための

設備のうち，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

格納容器の破損を防止できるよう，ペデスタル（ドライウェル

部）に落下した溶融炉心の冷却を行うための設備として，格納

容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）を

設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，溶融炉心がペデスタル（ドライウェル部）に落下する

までに，ペデスタル（ドライウェル部）にあらかじめ十分な水

位を確保し，落下した溶融炉心の冷却が可能な設計とする。 

なお，格納容器下部注水系（常設）によるペデスタル（ドラ

イウェル部）への注水及び格納容器下部注水系（可搬型）によ

るペデスタル（ドライウェル部）への注水と合わせて，溶融炉

心が原子炉圧力容器からペデスタル（ドライウェル部）へ落下

する場合に，溶融炉心とペデスタル（ドライウェル部）のコン

クリートの相互作用による侵食及び溶融炉心からペデスタル

（ドライウェル部）のコンクリートへの熱影響を抑制するため，

ペデスタル（ドライウェル部）にコリウムシールドを設ける。 

 

3.8.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備のうち，

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損

を防止できるよう，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷

却を行うための設備として，ペデスタル代替注水系（常設），ペデ

スタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬

型）を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，溶融炉心が原子炉格納容器下部へと落下した場合に，ド

ライウェル機器ドレンサンプ及びドライウェル床ドレンサンプへ

の溶融炉心の流入を抑制するための設備として，コリウムシール

ドを設ける。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器下部への注水

及び SA 時の SRV 健全性

確保の観点から，格納容

器代替スプレイ系（可搬

型）による PCVスプレイ

を SA設備とする（以下，

⑦の相違） 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉も同様に，

溶融炉心が原子炉格納

容器下部に落下するま

でに十分な水位を確保

する運用とし，コリウム

シールドと合わせてサ

ンプへの流入を抑制可

能な設計としている 

（1） 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却に用いる

設備 

ａ．格納容器下部注水系（常設）による原子炉格納容器下部へ

の注水 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行うた

めの重大事故等対処設備として，格納容器下部注水系（常設）

を使用する。 

(1) ペデスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉心の冷却に

用いる設備 

ａ．格納容器下部注水系（常設）によるペデスタル（ドライウ

ェル部）への注水 

ペデスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉心の冷却

を行うための重大事故等対処設備として，格納容器下部注水

系（常設）を使用する。 

(1) 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却に用いる設

備 

ａ．ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容器下

部への注水 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行う

ための重大事故等対処設備として，ペデスタル代替注水系

（常設）を使用する。 
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格納容器下部注水系（常設）は，復水移送ポンプ，配管・

弁類，計測制御装置等で構成し，復水移送ポンプにより，復

水貯蔵槽の水を復水補給水系等を経由して原子炉格納容器

下部へ注水し，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下

部にあらかじめ十分な水位を確保するとともに，落下した溶

融炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

格納容器下部注水系（常設）は，代替所内電気設備を経由

した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

らの給電が可能な設計とする。 

また，コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器下

部へと落下した場合において，ドライウェル高電導度廃液サ

ンプ及びドライウェル低電導度廃液サンプへの溶融炉心の

流入を抑制する設計とする。更に格納容器下部注水系（常設）

を使用することにより，ドライウェル高電導度廃液サンプ及

びドライウェル低電導度廃液サンプのコンクリートの侵食

を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接触する

ことを防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・復水移送ポンプ 

・コリウムシールド 

・復水貯蔵槽（3.13 重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備） 

 

格納容器下部注水系（常設）は，常設低圧代替注水系ポン

プ，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，常設低圧代替注

水系ポンプにより，代替淡水貯槽の水を格納容器下部注水系

を経由してペデスタル（ドライウェル部）へ注水し，溶融炉

心が落下するまでにペデスタル（ドライウェル部）にあらか

じめ十分な水位を確保するとともに，落下した溶融炉心を冷

却できる設計とする。 

 

 

 

 

格納容器下部注水系（常設）は，代替所内電気設備を経由

した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電が可能な設計とする。 

また，コリウムシールドは，溶融炉心がペデスタル（ドラ

イウェル部）へと落下した場合において，溶融炉心とペデス

タル（ドライウェル部）のコンクリートの相互作用による侵

食及び溶融炉心からペデスタル（ドライウェル部）のコンク

リートへの熱影響を抑制する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設低圧代替注水系ポンプ 

・コリウムシールド 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備） 

 

ペデスタル代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水

ポンプ，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，低圧原子

炉代替注水ポンプにより，低圧原子炉代替注水槽の水を残

留熱除去系等を経由して格納容器スプレイ・ヘッダからド

ライウェル内にスプレイすることで原子炉格納容器下部

へ流入し，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部

にあらかじめ十分な水位を確保するとともに，落下した溶

融炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

ペデスタル代替注水系（常設）は，代替所内電気設備を

経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源

設備からの給電が可能な設計とする。 

また，コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器

下部へと落下した場合において，ドライウェル機器ドレン

サンプ及びドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の

流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接

触することを防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・低圧原子炉代替注水ポンプ 

・コリウムシールド 

・低圧原子炉代替注水槽（3.13 重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は PCV ス

プレイにより PCV 下部

へ注水を行う（以下，①

の相違） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器下部のドレン

配管がサンプにつなが

っているため，原子炉格

納容器下部に落下した

溶融炉心がドレン配管

を通じてサンプへ流出

しないようコリウムシ

ールドを設置している。

このため，サンプに直接

溶融炉心が流出するこ

とはない（以下，②の相

違） 
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・常設代替交流電源設備（6号及び 7号炉共用）（3.14 電

源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

本系統の流路として，復水補給水系及び高圧炉心注水系の

配管及び弁を重大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事

故等対処設備として使用する。 

 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事

故等対処設備として使用する。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

本系統の流路として，残留熱除去系の配管及び弁，格納

容器スプレイ・ヘッダを重大事故等対処設備として使用す

る。 

 

 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大

事故等対処設備として使用する。 

 

・他号炉と共有しない 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，燃料補

給設備を 57条に記載 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

ｂ．格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部

への注水 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行うた

めの重大事故等対処設備として，格納容器下部注水系（可搬

型）を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル（ドライ

ウェル部）への注水 

ペデスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉心の冷却

を行うための重大事故等対処設備として，格納容器下部注水

系（可搬型）を使用する。 

格納容器下部注水系（可搬型）は，可搬型代替注水中型ポ

ンプ，配管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，可搬

型代替注水中型ポンプにより，西側淡水貯水設備の水を格納

容器下部注水系を経由してペデスタル（ドライウェル部）へ

注水し，溶融炉心が落下するまでにペデスタル（ドライウェ

ル部）にあらかじめ十分な水位を確保するとともに，落下し

た溶融炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

ｂ．ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器

下部への注水 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行う

ための重大事故等対処設備として，ペデスタル代替注水系

（可搬型）を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉のペデス

タル代替注水系（可搬

型）に用いる可搬型ポン

プは１種類（以下，③の

相違） 
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格納容器下部注水系（可搬型）は，可搬型代替注水ポンプ

（A-2級），配管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）により，代替淡水源の水を

復水補給水系を経由して原子炉格納容器下部へ注水し，溶融

炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十

分な水位を確保するとともに，落下した溶融炉心を冷却でき

る設計とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した

場合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

である大容量送水車（海水取水用）により海を利用できる設

計とする。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）は，代替所内電気設備を経

由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

からの給電が可能な設計とする。また，可搬型代替注水ポン

プ（A-2級）は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計

とする。燃料は，燃料補給設備である軽油タンク及びタンク

ローリ（4kL）により補給できる設計とする。 

 

 

また，コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器下

部へと落下した場合において，ドライウェル高電導度廃液サ

ンプ及びドライウェル低電導度廃液サンプへの溶融炉心の

流入を抑制する設計とする。更に格納容器下部注水系（可搬

型）を使用することにより，ドライウェル高電導度廃液サン

プ及びドライウェル低電導度廃液サンプのコンクリートの

侵食を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接触

することを防止できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

 

 

 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6号及び 7号炉共用） 

・コリウムシールド 

 

 

 

また，可搬型代替注水大型ポンプ，配管・ホース・弁類，

計測制御装置等で構成し，可搬型代替注水大型ポンプにより，

代替淡水貯槽の水を格納容器下部注水系を経由してペデスタ

ル（ドライウェル部）へ注水し，溶融炉心が落下するまでに

ペデスタル（ドライウェル部）にあらかじめ十分な水位を確

保するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した

場合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

である可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポ

ンプにより海を利用できる設計とする。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）は，代替所内電気設備を経

由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

らの給電が可能な設計とする。また，可搬型代替注水中型ポ

ンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式のディーゼル

エンジンにより駆動できる設計とする。燃料は，燃料給油設

備である可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリにより補

給できる設計とする。 

 

また，コリウムシールドは，溶融炉心がペデスタル（ドラ

イウェル部）へ落下した場合において，溶融炉心とペデスタ

ル（ドライウェル部）のコンクリートの相互作用による侵食

及び溶融炉心からペデスタル（ドライウェル部）のコンクリ

ートへの熱影響を抑制できる設計とする。 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

 

 

 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・コリウムシールド 

 

 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は，大量送水車，配管・

ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，大量送水車によ

り，代替淡水源の水をペデスタル代替注水系を経由して原

子炉格納容器下部へ注水し，溶融炉心が落下するまでに原

子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保すると

ともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇

した場合において，重大事故等の収束に必要となる水の供

給設備である大量送水車又は大型送水ポンプ車により海

を利用できる設計とする。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は，代替所内電気設備

を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。また，大量送水車

は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃

料は，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タン

ク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクからタンク

ローリにより補給できる設計とする。 

また，コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器

下部へと落下した場合において，ドライウェル機器ドレン

サンプ及びドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の

流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接

触することを防止できる設計とする。 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

 

 

 

・大量送水車 

・コリウムシールド 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉とコリウ

ムシールドの構造が異

なる 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

・他号炉と共用しない 
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・常設代替交流電源設備（6号及び 7号炉共用）（3.14 電

源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

・燃料補給設備（6号及び 7号炉共用）（3.14 電源設備） 

 

本系統の流路として，復水補給水系の配管及び弁並びにホ

ースを重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事

故等対処設備として使用する。 

・西側淡水貯水設備（9.12 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備） 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備） 

 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として

使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器（サプレ

ッション・チェンバ含む）を重大事故等対処設備として使用

する。 

 

 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

 

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備とし

て使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大

事故等対処設備として使用する。 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，水源を

56条に記載 

 

・他号炉と共用しない 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

 

  ｃ．格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への注水 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行う

ための重大事故等対処設備として，格納容器代替スプレイ

系（可搬型）を使用する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，大量送水車，配

管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，大量送水車

により，代替淡水源の水を残留熱除去系を経由して格納容

器スプレイ・ヘッダからドライウェル内にスプレイするこ

とで原子炉格納容器下部へ流入し，溶融炉心が落下するま

でに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保

するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計とす

る。 

本系統の詳細については，「3.6原子炉格納容器内の冷

却等のための設備」に記載する。 

また，コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉格納容器

下部へと落下した場合において，ドライウェル機器ドレン

サンプ及びドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の

流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接

触することを防止できる設計とする。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 
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（2） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止に用

いる設備 

ａ．低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等

対処設備として，低圧代替注水系（常設）を使用する。な

お，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へ

のほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」に記

載する。 

(2) 溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面への落下遅

延・防止に用いる設備 

ａ．低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタ

ル（ドライウェル部）の床面への落下を遅延・防止するた

めの重大事故等対処設備として，低圧代替注水系（常設）

を使用する。なお，この場合は，ほう酸水注入系による原

子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「5.9 原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」に記載

する。 

 

(2) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止に用い

る設備 

ａ．低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器へ

の注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等

対処設備として，低圧原子炉代替注水系（常設）を使用す

る。なお，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力

容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」に記

載する。 

 

ｂ．低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注

水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等

対処設備として，低圧代替注水系（可搬型）を使用する。

なお，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器

へのほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」に記

載する。 

 

ｂ．低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル

（ドライウェル部）の床面への落下を遅延・防止するための

重大事故等対処設備として，低圧代替注水系（可搬型）を使

用する。なお，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧

力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「5.9 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」に記載する。 

ｂ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等

対処設備として，低圧原子炉代替注水系（可搬型）を使用

する。なお，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧

力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」に記

載する。 

 

ｃ．高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等

対処設備として，高圧代替注水系を使用する。なお，この

場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸

水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」に記

載する。 

ｃ．高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル

（ドライウェル部）の床面への落下を遅延・防止するための

重大事故等対処設備として，高圧代替注水系を使用する。な

お，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への

ほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「5.7 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」に記載する。 

ｃ．高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等

対処設備として，高圧原子炉代替注水系を使用する。なお，

この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」に記

載する。 

 

 ｄ．代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル

（ドライウェル部）の床面への落下を遅延・防止するための

重大事故等対処設備として，代替循環冷却系を使用する。な

お，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，代替循

環冷却（残留熱代替除去

系）による原子炉圧力容
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ほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「9.7 原子炉格納容器の過圧破損

を防止するための設備」に記載する。 

 

器への注水機能を 50 条

設備として位置付けて

おり，50 条側に記載し

ている（以下，④の相違） 

ｄ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等

対処設備として，ほう酸水注入系を使用する。なお，この

場合は，低圧代替注水系（常設），低圧代替注水系（可搬

型）及び高圧代替注水系のいずれかによる原子炉圧力容器

への注水と並行して行う。 

本系統の詳細については，「3.1 緊急停止失敗時に発電

用原子炉を未臨界にするための設備」に記載する。 

ｅ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル

（ドライウェル部）の床面への落下を遅延・防止するための

重大事故等対処設備として，ほう酸水注入系を使用する。な

お，この場合は，低圧代替注水系（常設），低圧代替注水系（可

搬型），代替循環冷却系及び高圧代替注水系のいずれかによる

原子炉圧力容器への注水と並行して行う。 

本系統の詳細については，「6.7 緊急停止失敗時に発電用原

子炉を未臨界にするための設備」に記載する。 

ｄ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等

対処設備として，ほう酸水注入系を使用する。なお，この

場合は，低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替

注水系（可搬型）及び高圧原子炉代替注水系のいずれかに

よる原子炉圧力容器への注水と並行して行う。 

本系統の詳細については，「3.1 緊急停止失敗時に発電

用原子炉を未臨界にするための設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

④の相違 

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備の主

要機器仕様を第 3.8－1表に示す。 

 

 

 

大容量送水車（海水取水用），復水貯蔵槽については，「3.13 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」に記載する。 

 

原子炉格納容器については，「3.21 原子炉格納容器」に記

載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内

電気設備及び燃料補給設備については，「3.14 電源設備」に

記載する。 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ，西

側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽については，「9.12 重大事故

等の収束に必要となる水の供給設備」に記載する。 

原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ含む）について

は，「9.1原子炉格納施設」に記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内

電気設備及び燃料給油設備については，「10.2 代替電源設備」

に記載する。 

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備の主要機

器仕様を第 3.8-1表に示す。 

 

 

 

大型送水ポンプ車，低圧原子炉代替注水槽については，「3.13 重

大事故等の収束に必要となる水の供給設備」に記載する。 

 

原子炉格納容器については，「3.21 原子炉格納容器」に記載す

る。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電

気設備及び燃料補給設備については，「3.14 電源設備」に記載す

る。 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は 9.8.3 項

に記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

3.8.1.1.1 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬

型）は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，格納

容器下部注水系（常設）の復水移送ポンプを代替所内電気設備

を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

からの給電による電動機駆動とし，格納容器下部注水系（可搬

型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）をディーゼルエンジン

による駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

 

9.8.2.1 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）

は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，格納容器下

部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプを代替所内電気設

備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

からの給電による電動機駆動とし，格納容器下部注水系（可搬型）

の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを空

冷式のディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有

する設計とする。 

3.8.1.1.1 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水系（常設）の低

圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替

交流電源設備からの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替

注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量

送水車をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を

有する設計とする。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の可搬型

代替交流電源設備につ
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格納容器下部注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて

手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性

を有する設計とする。また，格納容器下部注水系（常設）の電

動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統において，

独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備

を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

また，格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系

（可搬型）の水源は，それぞれ復水貯蔵槽と代替淡水源とする

ことで，異なる水源を有する設計とする。 

 

 

 

 

復水移送ポンプは，廃棄物処理建屋内に設置し，可搬型代替

注水ポンプ（A-2 級）は廃棄物処理建屋から離れた屋外に分散

して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう位置的分散を図る設計とする。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設け

て手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様

性を有する設計とする。また，格納容器下部注水系（可搬型）

の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統におい

て，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気

設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器下部注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手

動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有す

る設計とする。また，格納容器下部注水系（常設）の電動弁は，

代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電

路で系統構成することにより，独立性を有する設計とする。 

 

また，格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポ

ンプは，西側淡水貯水設備を水源とすることで，代替淡水貯槽を

水源とする格納容器下部注水系（常設）に対して，異なる水源を

有する設計とする。 

 

 

 

常設低圧代替注水系ポンプは，常設低圧代替注水系格納槽内に

設置し，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは常設低圧代替注水系格納槽から離れた屋外に分散して保管す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて

手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有

する設計とする。また，格納容器下部注水系（可搬型）の電動弁

は，代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立し

た電路で系統構成することにより，独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペデスタル代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて

手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有

する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（常設）の電動弁

は，代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立し

た電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由し

て給電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注水槽

を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデスタル代替注

水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）に対して，

異なる水源を有する設計とする。 

 

 

 

低圧原子炉代替注水ポンプは，低圧原子炉代替注水ポンプ格納

槽内に設置し，大量送水車は低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽か

ら離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系

（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とする

ことで，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，

ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可

搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統に

おいて，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電

気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計とす

いては柏崎 6/7，東海第

二 と 同 仕 様 の も の

(500kVA/台)を配備して

いるが，低圧原子炉代替

注水ポンプはポンプ電

動機容量が大きいため，

可搬型代替交流電源設

備で起動させない 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

独立性を確保する対

象の電路を明確に記載

している 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

・記載方針の相違 

3.8-10



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の接続口は，共通要因によ

って接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図っ

た複数箇所に設置する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によっ

て，格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可

搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する

設計とする。 

電源設備の多重性又は多様性及び独立性，位置的分散につい

ては「3.14 電源設備」に記載する。 

 

 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの接

続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，

位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，

格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）

は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とす

る。 

電源設備の多重性又は多様性及び独立性，位置的分散について

は「10.2代替電源設備」に記載する。 

る。 

 

 

 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなるこ

とを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計

とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，

ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル代替注水系（可

搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，互いに重大事

故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

電源設備の多重性又は多様性及び独立性，位置的分散について

は「3.14 電源設備」に記載する。 

 

【東海第二】 

独立性を確保する対

象の電路を明確に記載

している 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

 

3.8.1.1.2  悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）は，通常時は弁により他の系統

と隔離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）は，通常時は可搬型代替注水

ポンプ（A-2 級）を接続先の系統と分離して保管し，重大事故

等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統

構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，治具や輪留めによる固

定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，飛散物となって他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

9.8.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）は，通常時は弁により他の系統と

隔離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）は，通常時は可搬型代替注水中

型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを接続先の系統と分離し

て保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処

設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，

治具や輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，

飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

3.8.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

ペデスタル代替注水系（常設）は，通常時は弁により他の系統

と隔離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は，通常時は大量送水車を接

続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等に

より重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

大量送水車は，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，治具を

使用しない 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 
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コリウムシールドは，他の設備と独立して設置することで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，コリウムシ

ールドは，下部にスリットを設けることで，原子炉格納容器下

部に設置されているドライウェル高電導度廃液サンプの原子炉

冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えい検出機能に

対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

コリウムシールドは，他の設備と独立して設置することで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，コリウムシール

ド内に設置する機器ドレンサンプ及び床ドレンサンプの排水経路

は，十分な排水流量を確保することで，原子炉冷却材圧力バウン

ダリからの原子炉冷却材の漏えい検出機能に対して悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

コリウムシールドは，他の設備と独立して設置することで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，コリウムシール

ドは，スリットを設けることで，原子炉格納容器下部に設置され

ているドライウェル床ドレンサンプの原子炉冷却材圧力バウンダ

リからの原子炉冷却材の漏えい検出機能に対して悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉とコリウ

ムシールドの構造が異

なる 

3.8.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）の復水移送ポンプは，設計基準

対象施設の復水補給水系と兼用しており，設計基準対象施設と

してのポンプ流量が，想定される重大事故等時において，原子

炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却するために必要な注

水流量に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で

設計する。 

 

 

 

 

 

 

また，復水移送ポンプは，想定される重大事故等時において，

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び格納容器下部注水系

（常設）として同時に使用するため，各系統の必要な流量を同

時に確保できる容量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，

想定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷が発生した

場合において，原子炉格納容器の破損を防止するために必要な注

水流量に対して，ポンプ 2 台の運転により十分な容量を有する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

常設低圧代替注水系ポンプは，想定される重大事故等時におい

て，低圧代替注水系（常設），代替格納容器スプレイ冷却系（常設），

格納容器下部注水系（常設）及び代替燃料プール注水系としての

同時使用を想定し各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を

有する設計とする。 

 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプは，

想定される重大事故等時において，ペデスタル（ドライウェル部）

に落下した溶融炉心を冷却するために必要な注水流量を有するも

のを 1 セット 2 台使用する。保有数は，2 セットで 4 台に加え

て，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て 1 台の合計 5 台を保管する。 

 

 

 

 

3.8.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，

想定される重大事故等時において，原子炉格納容器下部に落下し

た溶融炉心を冷却するために必要な注水流量を有する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のペデス

タル代替注水系（常設）

は，SA 専用設備として

設置する 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ポンプ

１台で必要流量を満足

できる設計としている 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉のペデス

タル代替注水系（常設）

は，他の機能と同時使用

は行わない 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 
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格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）は，想定される重大事故等時において，原子炉格納容器下

部に落下した溶融炉心を冷却するために必要な注水流量を有す

るものを 1セット 4台使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は，6号及び 7号炉共用で 4セット 16台に加えて，故障

時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台

（6号及び 7号炉共用）の合計 17台を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コリウムシールドは，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉

心が，ドライウェル高電導度廃液サンプ及びドライウェル低電

導度廃液サンプへ流入することを抑制するために必要な厚さ及

び高さを有する設計とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水大型ポンプは，

想定される重大事故等時において，ペデスタル（ドライウェル部）

に落下した溶融炉心を冷却するために必要な注水流量を有するも

のを 1 セット 1 台使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は，2 セットで 2 台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として 1 台の合計 3 台を保管する。 

 

 

 

バックアップについては，同型設備である可搬型代替注水大型ポ

ンプ（放水用）のバックアップ用 1 台と共用する。 

 

 

 

 

 

 

コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉圧力容器からペデスタ

ル（ドライウェル部）へ落下する場合に，溶融炉心とペデスタル

（ドライウェル部）のコンクリートの相互作用による侵食及び溶

融炉心からペデスタル（ドライウェル部）のコンクリートへの熱

影響を抑制するために必要な厚さ及び高さを有する設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車は，想定される

重大事故等時において，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心

を冷却するために必要な注水流量を有するものを１セット１台使

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は，２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コリウムシールドは，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心

が，ドライウェル機器ドレンサンプ及びドライウェル床ドレンサ

ンプへ流入することを抑制するために必要な厚さを有する設計と

する。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の格納容器

下部注水系（可搬型）は

可搬型ポンプを複数台

組み合わせて構成され

るが，島根２号炉のペデ

スタル代替注水系（可搬

型）は，可搬型ポンプ１

台で構成し，必要流量を

満足できる設計として

いる（以下，⑤の相違） 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の放水用

については，大量送水車

とは別に大型送水ポン

プ車を配備しているた

め，予備は兼用していな

い 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉とコリウ

ムシールドの構造が異

なる 
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3.8.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）の復水移送ポンプは，廃棄物処

理建屋内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件

を考慮した設計とする。復水移送ポンプの操作は，想定される

重大事故等時において，中央制御室で可能な設計とする。 

 

格納容器下部注水系（常設）の系統構成に必要な弁の操作は，

想定される重大事故等時において，中央制御室若しくは離れた

場所から遠隔で可能な設計又は設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

また，格納容器下部注水系（常設）は，淡水だけでなく海水

も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海

水通水を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の常設設備との接続及び操作

は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計

とする。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の系統構成に必要な弁の操作

は，想定される重大事故等時において，中央制御室若しくは離

れた場所から遠隔で可能な設計又は設置場所で可能な設計とす

る。また，格納容器下部注水系（可搬型）は，淡水だけでなく

海水も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，

海水通水を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

コリウムシールドは，原子炉格納容器下部に設置し，想定さ

れる重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

9.8.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，

常設低圧代替注水系格納槽内に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。常設低圧代替注水系ポ

ンプの操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室で

可能な設計とする。 

格納容器下部注水系（常設）の系統構成に必要な弁の操作は，

想定される重大事故等時において，中央制御室から遠隔で可能な

設計又は設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

また，格納容器下部注水系（常設）は，淡水だけでなく海水も

使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通

水を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及

び可搬型代替注水大型ポンプは，屋外に保管及び設置し，想定さ

れる重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの常設

設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時において，設

置場所で可能な設計とする。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の系統構成に必要な弁の操作は，

想定される重大事故等時において，中央制御室から遠隔で可能な

設計又は設置場所で可能な設計とする。また，格納容器下部注水

系（可搬型）は，淡水だけでなく海水も使用できる設計とする。

なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，

設備への影響を考慮する。 

コリウムシールドは，ペデスタル（ドライウェル部）に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

 

 

 

3.8.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，想定される重大事

故等時における環境条件を考慮した設計とする。低圧原子炉代替

注水ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中央制

御室で可能な設計とする。 

ペデスタル代替注水系（常設）の系統構成に必要な弁の操作は，

想定される重大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は，淡水だけでなく海水

も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水

通水を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車は，屋外に保管

及び設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮し

た設計とする。 

 

大量送水車の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故

等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の系統構成に必要な弁の操作

は，想定される重大事故等時において，中央制御室又は設置場所

で可能な設計とする。また，ペデスタル代替注水系（可搬型）は，

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする。なお，可能な限り

淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への影響を

考慮する。 

コリウムシールドは，原子炉格納容器下部に設置し，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は中央制

御室に設置する重大事

故操作盤にて弁操作が

可能な設計とする（以

下，⑥の相違） 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 
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3.8.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

格納容器下部注水系（常設）は，想定される重大事故等時に

おいて，通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替

えられる設計とする。格納容器下部注水系（常設）の復水移送

ポンプは，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計

とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室若しくは離れた場所

での操作スイッチによる操作又は設置場所での手動操作が可能

な設計とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）は，想定される重大事故等時

において，通常時の系統構成から接続，弁操作等により速やか

に切り替えられる設計とする。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）は，付属の操作スイッチにより，設置場所での操作が可能

な設計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室若しくは離れ

た場所での操作スイッチによる操作又は設置場所での手動操作

が可能な設計とする。 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，車両として屋外のアク

セスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設

置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を接続する接続口について

は，簡便な接続とし，接続治具を用いてホースを確実に接続す

ることができる設計とする。また，6 号及び 7 号炉が相互に使

用することができるよう，接続口の口径を統一する設計とする。 

9.8.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

格納容器下部注水系（常設）は，想定される重大事故等時にお

いて，通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えら

れる設計とする。格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注

水系ポンプは，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設

計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室での操作スイッチに

よる操作又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）は，想定される重大事故等時に

おいて，通常時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切

り替えられる設計とする。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及

び可搬型代替注水大型ポンプは，付属の操作スイッチにより，設

置場所での操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，中央

制御室での操作スイッチによる操作又は設置場所での手動操作が

可能な設計とする。 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，

車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計

とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計

とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを接

続する接続口については，一般的に使用される工具を用いて接続

可能なフランジ接続によりホースを確実に接続することができる

設計とする。また，接続口の口径を統一する設計とする。 

3.8.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（常設）は，想定される重大事故等時に

おいて，通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替え

られる設計とする。ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉

代替注水ポンプは，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能

な設計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室又は設置場所で

の手動操作が可能な設計とする。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は，想定される重大事故等時

において，通常時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに

切り替えられる設計とする。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車は，付属の操作

スイッチにより，設置場所での操作が可能な設計とし，系統構成

に必要な弁は，中央制御室又は設置場所での手動操作が可能な設

計とする。 

 

 

 

大量送水車は，車両として屋外のアクセスルートを通行してア

クセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固

定等が可能な設計とする。 

 

大量送水車を接続する接続口については，簡便な接続とし，結

合金具を用いてホースを確実に接続することができる設計とす

る。また，接続口の口径を統一する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

・他号炉と共用しない 

 

 9.8.3 主要設備及び仕様 

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備の主要機

器仕様を第 9.8－1 表に示す。 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 3.8.1.

1項に記載 
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3.8.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

格納容器下部注水系（常設）は，発電用原子炉の運転中又は

停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動

作の確認が可能な設計とする。また，格納容器下部注水系（常

設）の復水移送ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解及び外

観の確認が可能な設計とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，独立して機能・

性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，分

解又は取替えが可能な設計とする。また，可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級）は，車両として運転状態の確認及び外観の確認が

可能な設計とする。 

コリウムシールドは，発電用原子炉の停止中に外観の確認が

可能な設計とする。 

9.8.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

格納容器下部注水系（常設）は，発電用原子炉の運転中又は停

止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の

確認が可能な設計とする。また，格納容器下部注水系（常設）の

常設低圧代替注水系ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解及び

外観の確認が可能な設計とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及

び可搬型代替注水大型ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止

中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。また，可

搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，車両

として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

コリウムシールドは，発電用原子炉の停止中に外観の確認が可

能な設計とする。 

3.8.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（常設）は，発電用原子炉の運転中又は

停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁開閉動作の

確認が可能な設計とする。また，ペデスタル代替注水系（常設）

の低圧原子炉代替注水ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解及

び外観の確認が可能な設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車は，発電用原子

炉の運転中又は停止中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無

の確認が可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設

計とする。また，大量送水車は，車両として運転状態の確認及び

外観の確認が可能な設計とする。 

 

コリウムシールドは，発電用原子炉の停止中に外観の確認が可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

第 3.8－1 表 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

設備の主要機器仕様 

（1） 格納容器下部注水系（常設） 

ａ．復水移送ポンプ 

第 3.4－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発

電用原子炉を冷却するための設備の主要機器仕様に記載す

る。 

第 9.8－1 表 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備の主要機器仕様 

(1) 格納容器下部注水系（常設） 

ａ．常設低圧代替注水系ポンプ 

第 5.9－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備の主要機器仕様に記載する。 

 

第 3.8-1 表 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備の主要機器仕様 

(1) ペデスタル代替注水系（常設） 

ａ．低圧原子炉代替注水ポンプ 

第 3.4-1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備の主要機器仕様に記載す

る。 

 

・設備の相違 

 

（2） 格納容器下部注水系（可搬型） 

ａ．可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6号及び 7号炉共用） 

第 3.11－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

の主要機器仕様に記載する。 

(2) 格納容器下部注水系（可搬型） 

ａ．可搬型代替注水中型ポンプ 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主

要機器仕様に記載する。 

ｂ．可搬型代替注水大型ポンプ 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主

要機器仕様に記載する。 

 

(2) ペデスタル代替注水系（可搬型） 

ａ．大量送水車 

第 3.11-1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機

器仕様に記載する。 

 

 

  (3) 格納容器代替スプレイ系（可搬型） 

ａ．大量送水車 

第 3.11-1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機

器仕様に記載する。 
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（3） コリウムシールド 

材  質    ジルコニア 

高  さ    6 号炉 約 0.85m 

7 号炉 約 0.65m 

厚  さ    約 0.13m 

 

(3) コリウムシールド 

材 料  ジルコニア（ＺｒＯ２） 

高 さ  約 1.88m 

 

厚 さ  約 0.15m 

 

(4) コリウムシールド 

材    質       ジルコニア 

 

 

厚    さ       約 0.13m以上 

 

 (4) 高圧代替注水系 

ａ．常設高圧代替注水系ポンプ 

第 5.7－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備の主要機器仕様に記載する。 

 

  

 (5) 代替循環冷却系 

ａ．代替循環冷却系ポンプ 

第 9.7－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための

設備の主要機器仕様に記載する。 

  

 

 

 

 

（4） 低圧代替注水系（常設） 

ａ．復水移送ポンプ 

第 3.4－1 表原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備の主要機器仕様に記載す

る。 

 (5) 低圧原子炉代替注水系（常設） 

ａ．低圧原子炉代替注水ポンプ 

第 3.4-1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備の主要機器仕様に記載す

る。 

 

 

（5） 低圧代替注水系（可搬型） 

ａ．可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6号及び 7号炉共用） 

第 3.11－1 表使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の

主要機器仕様に記載する。 

 (6) 低圧原子炉代替注水系（可搬型） 

ａ．大量送水車 

第 3.11-1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機

器仕様に記載する。 

 

 

（6） 高圧代替注水系 

ａ．高圧代替注水系ポンプ 

第 3.2－1 表原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備の主要機器仕様に記載す

る。 

 (7) 高圧原子炉代替注水系 

ａ．高圧原子炉代替注水系ポンプ 

第 3.2-1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備の主要機器仕様に記載す

る。 
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（7） ほう酸水注入系 

ａ．ほう酸水注入系ポンプ 

第 3.1－1 表緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に

するための設備の主要機器仕様に記載する。 

ｂ．ほう酸水注入系貯蔵タンク 

第 3.1－1 表緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に

するための設備の主要機器仕様に記載する。 

 

(6) ほう酸水注入系 

ａ．ほう酸水注入ポンプ 

第 6.1.2－2 表 ほう酸水注入系の主要仕様に記載する。 

ｂ．ほう酸水貯蔵タンク 

第 6.1.2－2 表 ほう酸水注入系の主要仕様に記載する。 

(8) ほう酸水注入系 

ａ．ほう酸水注入ポンプ 

第 3.1-1表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に

するための設備の主要機器仕様に記載する。 

ｂ．ほう酸水貯蔵タンク 

第 3.1-1 表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に

するための設備の主要機器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.8－1図(1) 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の設備系統概要図 

（格納容器下部注水系（常設）による原子炉格納容器下

部への注水）（6号炉） 

 

 

 

第 9.8－1 図 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備 系統概要図 

（格納容器下部注水系（常設）によるペデスタル（ドライウェル

部）への注水） 

 

 

第 3.8-1図 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

設備系統概要図 

（ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納

容器下部への注水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.8－1(2)  原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

設備系統概要図 

（格納容器下部注水系（常設）による原子炉格納容器下

部への注水）（7号炉） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

第 3.8－2図(1) 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の設備系統概要図 

（格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器

下部への注水）（6号炉） 

 

 

 

 

第 9.8－2 図 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備 系統概要図 

（格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル（ドライウェ

ル部）への注水） 

 

 

 

 

第 3.8-2図 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

設備系統概要図 

（ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への注水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.8－2図(2) 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の設備系統概要図 

（格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器

下部への注水）（7号炉） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

   

 

 

第 3.8-3図 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

設備系統概要図 

（格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉

格納容器下部への注水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.8－3図(1) 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の設備系統概要図 

（低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注

水）（6号炉） 

 

 

 

  

 

 

第 3.8-4図 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

設備系統概要図 

（低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力

容器への注水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 
 

第 3.8－3図(2) 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の設備系統概要図 

（低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注

水）（7号炉） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.8－4図(1) 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の設備系統概要図 

（低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水）（6号炉） 

 

 

 

 

  

 

 

第 3.8-5図 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

設備系統概要図 

（低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧

力容器への注水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

第 3.8－4図(2) 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の設備系統概要図 

（低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水）（7号炉） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.8－5図(1) 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の設備系統概要図 

（高圧注水系による原子炉圧力容器への注水）（6号炉） 

  

 

第 3.8-6図 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

設備系統概要図 

（高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への

注水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

第 3.8－5図(2) 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の設備系統概要図 

（高圧注水系による原子炉圧力容器への注水）（7号炉） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.8－6図(1) 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の設備形容概要図 

（ホウ酸水注入系による進展抑制）（6号炉） 

 

 

  

 

 

第 3.8-7図 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

設備系統概要図 

（ほう酸水注入系による進展抑制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 
第 3.8－6図(2) 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の設備形容概要図 

（ホウ酸水注入系による進展抑制）（7号炉） 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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まとめ資料比較表 〔52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

①
島根２号炉は，放射線分解により発生する水素ガス及び酸素ガスの発生割合（G値）を設計基準事故ベースとした場合，事象発生から７日以内に原子炉格納容器内の酸素濃度が5%
を上回る可能性があることから，原子炉格納容器内を不活性化し酸素濃度の上昇を抑制するため窒素ガス代替注入系をSA設備として使用する

②

島根２号炉の耐圧強化ベントラインは，新規制基準施行以前にアクシデントマネジメント対策として設置しており，設置許可基準規則第48条としても必要な容量を有する設備であ
るが，格納容器フィルタベント系を新たに重大事故等対処設備として設置することから，耐圧強化ベントラインは同規則第48条の自主対策設備として位置付け，万一，炉心損傷前
に格納容器フィルタベント系が使用できない場合に耐圧強化ベントラインを使用する運用としている。
なお，格納容器フィルタベント系は，同規則第48条，第50条及び第52条を満足する重大事故等対処設備として，以下に示すとおり，信頼性の高い系統構成としている
・ベント弁（第１弁及び第２弁）の並列２重化及び操作機構の多様化によるベント弁開放の信頼性を確保
・他系統との隔離弁の直列２重化による格納容器フィルタベントラインの隔離機能の信頼性を確保

③ 島根２号炉の可搬式窒素供給装置は発電機を搭載

④ 柏崎6/7は，設計基準対象施設の格納容器内酸素濃度を重大事故等対処設備として兼用して使用

⑤ 使用する電源設備が異なる

⑥ 島根２号炉は東海第二と同様，電路となる代替所内電気設備について記載

⑦ 東海第二は，設計基準対象施設の格納容器内水素濃度，酸素濃度を重大事故等対処設備として使用していない

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備【52 条】 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備） 

第五十二条 発電用原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生

した場合において原子炉格納容器内における水素による爆発

（以下「水素爆発」という。）による破損を防止する必要があ

る場合には，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止す

るために必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第５２条に規定する「水素爆発による原子炉格納容器の破

損を防止するために必要な設備」とは，以下に掲げる措置又

はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備を

いう。 

＜BWR＞ 

ａ）原子炉格納容器内を不活性化すること。 

＜PWR のうち必要な原子炉＞ 

ｂ）水素濃度制御設備を設置すること。 

＜BWR 及び PWR 共通＞ 

ｃ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出する場合には，排出

経路での水素爆発を防止すること，放射性物質の低減設備，

水素及び放射性物質濃度測定装置を設けること。 

ｄ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある

範囲で測定できる監視設備を設置すること。 

ｅ）これらの設備は，交流又は直流電源が必要な場合は代替

電源設備からの給電を可能とすること。 
 

9.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備 

 

3.9水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

【52条】 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備） 

第五十二条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生

した場合において原子炉格納容器内における水素による爆発

（以下「水素爆発」という。）による破損を防止する必要があ

る場合には、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止す

るために必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第 52条に規定する「水素爆発による原子炉格納容器の破損

を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をい

う。 

＜BWR＞ 

ａ）原子炉格納容器内を不活性化すること。 

＜PWR のうち必要な原子炉＞ 

ｂ）水素濃度制御設備を設置すること。 

＜BWR 及び PWR 共通＞ 

ｃ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出する場合には、排出

経路での水素爆発を防止すること、放射性物質の低減設備、

水素及び放射性物質濃度測定装置を設けること。 

ｄ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある

範囲で測定できる監視設備を設置すること。 

ｅ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替

電源設備からの給電を可能とすること。 
 

 

3.9.1 適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内に

おける水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を

防止する必要がある場合には，水素爆発による原子炉格納容器の

破損を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管

する。 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の

系統概要図を第 3.9－1 図から第 3.9－3 図に示す。 

 

9.9.1 概 要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内に

おける水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を

防止する必要がある場合には，水素爆発による原子炉格納容器の

破損を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管

する。 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の

系統概要図を第 9.9－1図から第 9.9－3図に示す。 

 

3.9.1 適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内に

おける水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を

防止する必要がある場合には，水素爆発による原子炉格納容器の

破損を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管

する。 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の

系統概要図を第 3.9-1図から第 3.9-4図に示す。 
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3.9.1.1 重大事故等対処設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の

うち，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

内における水素爆発による破損を防止できるよう，原子炉格納容

器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大気へ排出するための設

備として，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系を設け

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9.2 設計方針 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

のうち，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納

容器内における水素爆発による破損を防止できるよう，原子炉

格納容器内を不活性化するための設備として，可搬型窒素供給

装置を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の

うち，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

内における水素爆発による破損を防止できるよう，原子炉格納容

器内に滞留する水素及び酸素を大気へ排出するための設備とし

て，格納容器圧力逃がし装置を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1.1 重大事故等対処設備 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の

うち，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

内における水素爆発による破損を防止できるよう，原子炉格納容

器内を不活性化するための設備として，窒素ガス代替注入系を設

ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の

うち，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

内における水素爆発による破損を防止できるよう，原子炉格納容

器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大気へ排出するための設

備として，格納容器フィルタベント系を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，放射線

分解により発生する水

素ガス及び酸素ガスの

発生割合（G値）を設計

基準事故ベースとした

場合，事象発生から７日

以内に原子炉格納容器

内の酸素濃度が 5%を上

回る可能性があること

から，原子炉格納容器内

を不活性化し酸素濃度

の上昇を抑制するため

窒素ガス代替注入系を

SA 設備として使用する

（以下，①の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の耐圧強

化ベントラインは，新規

制基準施行以前にアク

シデントマネジメント

対策として設置してお

り，設置許可基準規則第

48 条としても必要な容

量を有する設備である

が，格納容器フィルタベ

ント系を新たに重大事

故等対処設備として設

3.9-3



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の

うち，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器内の水素濃度を監視する設備として，水素濃度監視設備を設け

る。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容

器内における水素爆発による破損を防止できるよう，発電用原子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の

うち，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器内の水素濃度を監視する設備として，水素濃度監視設備を設け

る。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容

器内における水素爆発による破損を防止できるよう，発電用原子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の

うち，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器内の水素濃度を監視する設備として，水素濃度監視設備を設け

る。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容

器内における水素爆発による破損を防止できるよう，発電用原子

置することから，耐圧強

化ベントラインは同規

則第 48 条の自主対策設

備として位置付け，万

一，炉心損傷前に格納容

器フィルタベント系が

使用できない場合に耐

圧強化ベントラインを

使用する運用としてい

る。 

なお，格納容器フィルタ

ベント系は，同規則第

48条，第 50条及び第 52

条を満足する重大事故

等対処設備として，以下

に示すとおり，信頼性の

高い系統構成としてい

る 

・ベント弁（第１弁及び

第２弁）の並列２重化

及び操作機構の多様

化によるベント弁開

放の信頼性を確保 

・他系統との隔離弁の直

列２重化による格納

容器フィルタベント

ラインの隔離機能の

信頼性を確保 

（以下，②の相違） 
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炉の運転中は，原子炉格納容器内を不活性ガス系により常時不活

性化する設計とする。 

炉の運転中は，原子炉格納容器内を不活性ガス系により常時不活

性化する設計とする。 

炉の運転中は，原子炉格納容器内を窒素ガス制御系により常時不

活性化する設計とする。 

 

(1) 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆発

防止 

(1) 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆

発防止 

(1) 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆

発防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガ

ス及び酸素ガスの排出 

原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大気

へ排出するための重大事故等対処設備として，格納容器圧力

逃がし装置を使用する。 

格納容器圧力逃がし装置は，フィルタ装置，よう素フィル

タ，ラプチャーディスク，配管・弁類，計測制御装置等で構

ａ．可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内の不活性化 

原子炉格納容器内を不活性化するための重大事故等対処

設備として，可搬型窒素供給装置を使用する。 

 

 

可搬型窒素供給装置は，窒素供給装置及び窒素供給装置

用電源車で構成し，原子炉格納容器内に窒素を供給するこ

とで，ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等により

原子炉格納容器内に発生する水素及び酸素の濃度を可燃限

界未満にすることが可能な設計とする。 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・窒素供給装置 

・窒素供給装置用電源車 

 

 

 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，不活性ガス系の配管及び弁を重大

事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事故

等対処設備として使用する。 

 

ｂ．格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素

及び酸素の排出 

原子炉格納容器内に滞留する水素及び酸素を大気へ排出

するための重大事故等対処設備として，格納容器圧力逃が

し装置を使用する。 

格納容器圧力逃がし装置は，フィルタ装置（フィルタ容

器，スクラビング水，金属フィルタ，よう素除去部），圧力

ａ．窒素ガス代替注入系による原子炉格納容器内の不活性化 

原子炉格納容器内を不活性化するための重大事故等対処

設備として，窒素ガス代替注入系を使用する。 

 

 

窒素ガス代替注入系は，原子炉格納容器内に窒素ガスを

供給することで，ジルコニウム－水反応及び水の放射線分

解等により原子炉格納容器内に発生する水素ガス及び酸素

ガスの濃度を可燃限界未満にすることが可能な設計とす

る。 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，ディーゼ

ルエンジンにより駆動できる設計とし，燃料はガスタービ

ン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンクからタンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬式窒素供給装置 

 

 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，窒素ガス代替注入系の配管，弁及

びホースを重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大

事故等対処設備として使用する。 

 

ｂ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水

素ガス及び酸素ガスの排出 

原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大

気へ排出するための重大事故等対処設備として，格納容器

フィルタベント系を使用する。 

格納容器フィルタベント系は,第１ベントフィルタスク

ラバ容器,第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器，圧力開放

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の可搬式

窒素供給装置は発電機

を搭載（以下，③の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 
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成し，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格

納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系等を経由して，フィルタ

装置及びよう素フィルタへ導き，放射性物質を低減させた後

に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出することで，排気

中に含まれる放射性物質の環境への排出を低減しつつ，ジル

コニウム－水反応及び水の放射線分解等により発生する原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを大気に排出できる設

計とする。 

 

格納容器圧力逃がし装置は，排気中に含まれる可燃性ガス

による爆発を防ぐため，系統内を不活性ガス（窒素ガス）で

置換した状態で待機させ，使用後においても不活性ガスで置

換できる設計とし，排出経路に可燃性ガスが蓄積する可能性

のある箇所にはバイパスラインを設け，可燃性ガスを連続し

て排出できる設計とすることで，系統内で水素濃度及び酸素

濃度が可燃領域に達することを防止できる設計とする。 

 

 

排出経路における水素濃度を測定し，監視できるよう，水

素ガスが蓄積する可能性のある排出経路の配管頂部にフィル

タ装置水素濃度を設ける。また，放射線量率を測定し，放射

性物質濃度を推定できるよう，フィルタ装置出口配管にフィ

ルタ装置出口放射線モニタを設ける。フィルタ装置水素濃度

は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。また，フィルタ装置出口放射線モ

ニタは，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備から

給電が可能な設計とする。 

 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・フィルタ装置  

・よう素フィルタ 

 

 

 

 

 

・ラプチャーディスク 

 

開放板，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，炉心の著

しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内雰囲

気ガスを不活性ガス系等を経由して，フィルタ装置へ導き，

放射性物質を低減させた後に原子炉建屋原子炉棟屋上に設

ける放出口から排出することで，排気中に含まれる放射性

物質の環境への排出を低減しつつ，ジルコニウム－水反応

及び水の放射線分解等により発生する原子炉格納容器内の

水素及び酸素を大気に排出できる設計とする。 

 

格納容器圧力逃がし装置は，排気中に含まれる可燃性ガ

スによる爆発を防ぐため，系統内を不活性ガス（窒素）で

置換した状態で待機させ，ベント開始後においても不活性

ガスで置換できる設計とし，排出経路に可燃性ガスが蓄積

する可能性のある箇所にはベントラインを設け，可燃性ガ

スを排出できる設計とすることで，系統内で水素濃度及び

酸素濃度が可燃領域に達することを防止できる設計とす

る。 

 

排出経路における水素濃度を測定し，監視できるよう，

水素が蓄積する可能性のある排出経路の配管頂部にフィル

タ装置入口水素濃度を設ける。また，放射線量率を測定し，

放射性物質濃度を推定できるよう，フィルタ装置出口配管

にフィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

を設ける。フィルタ装置入口水素濃度は，常設代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。また，フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・

低レンジ）は，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流

電源設備から給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・フィルタ装置 

 

 

 

 

 

 

・圧力開放板 

 

板，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，炉心の著しい

損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内雰囲気ガ

スを窒素ガス制御系等を経由して，第１ベントフィルタス

クラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導

き，放射性物質を低減させた後に原子炉建物頂部付近に設

ける放出口から排出することで，排気中に含まれる放射性

物質の環境への排出を低減しつつ，ジルコニウム－水反応

及び水の放射線分解等により発生する原子炉格納容器内の

水素ガス及び酸素ガスを大気に排出できる設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，排気中に含まれる可燃性

ガスによる爆発を防ぐため，系統内を不活性ガス（窒素ガ

ス)で置換した状態で待機させ，使用後においても不活性ガ

スで置換できる設計とし，排出経路に可燃性ガスが蓄積す

る可能性のある箇所にはバイパスラインを設け，可燃性ガ

スを連続して排出できる設計とすることで，系統内で水素

濃度及び酸素濃度が可燃領域に達することを防止できる設

計とする。 

 

排出経路における水素濃度を測定し，監視できるよう，

第１ベントフィルタ出口配管に第１ベントフィルタ出口水

素濃度を設ける。また，放射線量率を測定し,放射性物質濃

度を推定できるよう，第１ベントフィルタ出口配管に第１

ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

を設ける。第１ベントフィルタ出口水素濃度は，常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能

な設計とする。また，第１ベントフィルタ出口放射線モニ

タ（高レンジ・低レンジ）は，常設代替直流電源設備又は

可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・第１ベントフィルタスクラバ容器 

・第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

 

 

 

 

 

・圧力開放板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，第１ベ

ントフィルタスクラバ

容器上流からの窒素ガ

スパージにより下流側

で不活性化を確認する

設計 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，第１ベ

ントフィルタスクラバ

容器と別容器で有機よ

う素を除去する設計 
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・フィルタ装置水素濃度 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

 

・常設代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型直流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電源

設備） 

 

 

 

 

本系統の流路として，不活性ガス系，耐圧強化ベント系及

び格納容器圧力逃がし装置の配管及び弁を重大事故等対処設

備として使用する。 

 

また，格納容器圧力逃がし装置使用時の排出経路に設置さ

れる隔離弁のうち空気作動弁に，高圧窒素ガスを供給するた

めの流路として，遠隔空気駆動弁操作設備の配管及び弁を重

大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事

故等対処設備として使用する。 

 

本系統のうちフィルタ装置水素濃度及びフィルタ装置出口

放射線モニタの詳細については，「3.15 計装設備」に記載し，

その他系統の詳細については，「3.7 原子炉格納容器の過圧破

・窒素供給装置 

・窒素供給装置用電源車 

 

 

・フィルタ装置入口水素濃度 

・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

本系統の流路として，不活性ガス系，耐圧強化ベント系

及び格納容器圧力逃がし装置の配管及び弁を重大事故等対

処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器（サプ

レッション・チェンバ含む）を重大事故等対処設備として

使用する。 

本系統のうちフィルタ装置入口水素濃度及びフィルタ装

置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）の詳細につい

ては，「6.4 計装設備（重大事故等対処設備）」に記載し，

 

 

 

 

・第１ベントフィルタ出口水素濃度 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低

レンジ） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

本系統の流路として，窒素ガス制御系，非常用ガス処理

系及び格納容器フィルタベント系の配管及び弁を重大事故

等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大

事故等対処設備として使用する。 

 

本系統のうち第１ベントフィルタ出口水素濃度及び第１

ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

の詳細については，「3.15 計装設備」に記載し，その他系

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は附属設

備として整理 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 57 条に

記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の排出経

路に設置される隔離弁

は，空気作動弁を設置し

ない設計のため，遠隔空

気駆動弁操作設備の配

管はない 
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損を防止するための設備」に記載する。 

 

 

ｂ．耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び

酸素ガスの排出 

原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大

気へ排出するための重大事故等対処設備として，耐圧強化

ベント系を使用する。 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために

用いる耐圧強化ベント系は，サプレッション・チェンバ，

可搬型窒素供給装置，配管・ホース・弁類，計測制御装置

等で構成し，炉心の著しい損傷が発生した場合であって，

代替循環冷却系を長期使用した際に，ジルコニウム－水反

応及び水の放射線分解等より原子炉格納容器内に発生する

水素ガス及び酸素ガスを不活性ガス系等を経由して，主排

気筒（内筒）を通して大気に排出できる設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納

容器内雰囲気ガスを排出するために使用する際には，排気

中に含まれる水素ガス及び酸素ガスによる水素爆発を防止

するため，系統待機中に原子炉格納容器から耐圧強化ベン

ト弁までの配管については，系統内を不活性ガス（窒素ガ

ス）で置換しておく運用とする。また，排出経路に水素ガ

ス及び酸素ガスが蓄積する可能性のある箇所についてはバ

イパスラインを設け，水素ガス及び酸素ガスを連続して排

出できる設計とする。可搬型窒素供給装置は，外部より排

出経路の配管へ不活性ガス（窒素ガス）を供給できる設計

とする。 

耐圧強化ベント系はサプレッション・チェンバ及びドラ

イウェルのいずれにも接続し，炉心の著しい損傷が発生し

た場合において，原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガ

スを排出するために使用する場合は，サプレッション・チ

ェンバのプール水によるスクラビング効果が期待できるサ

プレッション・チェンバ側からの排出経路のみを使用する。 

排出経路における水素濃度を測定し，監視できるよう，

水素ガスが蓄積する可能性のある排出経路の配管頂部にフ

ィルタ装置水素濃度を設ける。また，放射線量率を測定し，

放射性物質濃度を推定できるよう，排出経路の配管に耐圧

強化ベント系放射線モニタを設ける。フィルタ装置水素濃

その他系統の詳細については，「9.7 原子炉格納容器の過

圧破損を防止するための設備」に記載する。 

 

統の詳細については，「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防

止するための設備」に記載する。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

3.9-8



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

度は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

から給電が可能な設計とする。また，耐圧強化ベント系放

射線モニタは，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源

設備から給電が可能な設計とする。可搬型窒素供給装置は，

ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・サプレッション・チェンバ 

・可搬型窒素供給装置（6 号及び 7 号炉共用） 

・フィルタ装置水素濃度 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

・常設代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 

電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型直流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

本系統の流路として，不活性ガス系，耐圧強化ベント系

及び非常用ガス処理系の配管，弁並びに主排気筒（内筒），

ホースを重大事故等対処設備として使用する。 

また，耐圧強化ベント系使用時の排出経路に設置される

隔離弁のうち空気作動弁に，高圧窒素ガスを供給するため

の流路として，遠隔空気駆動弁操作設備の配管及び弁を重

大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大

事故等対処設備として使用する。 

本系統のうちフィルタ装置水素濃度及び耐圧強化ベント

系放射線モニタの詳細については，「3.15 計装設備」に記

載する。 

(2) 原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視 

ａ．格納容器内水素濃度（SA）による原子炉格納容器内の水素

濃度監視 

 

 

 

 

 

(2) 原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視 

ａ．格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（Ｓ

Ａ）による原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃

度監視 

 

 

 

 

(2) 原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視 

ａ．格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）

による原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度監視 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，設計基準

対象施設の格納容器内

酸素濃度を重大事故等

対処設備として兼用し

て使用（以下，④の相違） 
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原子炉格納容器内の水素濃度監視を行うための重大事故等

対処設備として，格納容器内水素濃度（SA）を使用する。 

格納容器内水素濃度（SA）は，炉心の著しい損傷が発生し

た時に水素濃度が変動する可能性のある範囲の水素濃度を中

央制御室より監視できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器内水素濃度（SA）は，常設代替直流電源設備又は

可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・格納容器内水素濃度（SA） 

 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・可搬型直流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電源

設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視を行

うための重大事故等対処設備として，格納容器内水素濃度

（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）を使用する。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（Ｓ

Ａ）は，炉心の著しい損傷が発生した場合に，サンプリン

グ装置により原子炉格納容器内の雰囲気ガスを原子炉建屋

原子炉棟内へ導き，検出器で測定することで，原子炉格納

容器内の水素濃度及び酸素濃度を中央制御室より監視でき

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（Ｓ

Ａ）は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備から給電が可能な設計とする。 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・格納容器内水素濃度（ＳＡ） 

・格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視を行

うための重大事故等対処設備として，格納容器水素濃度（Ｓ

Ａ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）を使用する。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）

は，炉心の著しい損傷が発生した場合にサンプリング装置

により原子炉格納容器内の雰囲気ガスを原子炉建物原子炉

棟内へ導き，検出器で測定することで，原子炉格納容器内

の水素濃度及び酸素濃度を中央制御室より監視できる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）

は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

ら給電が可能な設計とする。 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・格納容器水素濃度（ＳＡ) 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ) 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備) 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備) 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，格納容器

内に直接設置した水素

濃度を設置するが，島根

２号炉は，サンプリング

式の水素濃度を設置す

る 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

使用する電源設備が

異なる（以下，⑤の相違） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④，⑤の相違 

・他号炉と共用しない 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は東海第

二と同様，電路となる代

替所内電気設備につい

て記載（以下，⑥の相違） 
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ｂ．格納容器内雰囲気計装による原子炉格納容器内の水素濃度

監視及び酸素濃度監視 

原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視を行う

ための重大事故等対処設備として，格納容器内水素濃度及び

格納容器内酸素濃度を使用する。 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は，炉心の著

しい損傷が発生した場合に，サンプリング装置により原子炉

格納容器内の雰囲気ガスを原子炉区域内へ導き，検出器で測

定することで，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を

中央制御室より監視できる設計とする。格納容器内水素濃度

及び格納容器内酸素濃度は，常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。なお，代

替原子炉補機冷却系から冷却水を供給することにより，サン

プリングガスを冷却できる設計とする。 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・格納容器内水素濃度 

・格納容器内酸素濃度 

・常設代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

 

 

 

 

 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備の主要機器仕様を第 3.9－1 表に示す。 

原子炉格納容器については，「3.21 原子炉格納容器」に記

載する。 

常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備，常設代替交

流電源設備及び可搬型代替交流電源設備については，「3.14 

電源設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器及び不活性ガス系については，「9.1 原子炉

格納施設」に記載する。 

常設代替直流電源設備，可搬型代替直流電源設備，常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備及

び燃料給油設備については，「10.2 代替電源設備」に記載する。 

ｂ．格納容器内雰囲気計装による原子炉格納容器内の水素濃

度監視及び酸素濃度監視 

原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視を行

うための重大事故等対処設備として，格納容器水素濃度（Ｂ

系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）を使用する。 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）

は，炉心の著しい損傷が発生した場合に，サンプリング装

置により原子炉格納容器内の雰囲気ガスを原子炉建物原子

炉棟内へ導き，検出器で測定することで，原子炉格納容器

内の水素濃度及び酸素濃度を中央制御室より監視できる設

計とする。格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃

度（Ｂ系）は，常設代替交流電源設備から給電が可能な設

計とする。なお，原子炉補機代替冷却系から冷却水を供給

することにより，サンプリングガスを冷却できる設計とす

る。 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・格納容器水素濃度（Ｂ系） 

・格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備) 

 

 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

設備の主要機器仕様を第 3.9-1表に示す。 

原子炉格納容器については,「3.21 原子炉格納容器」に

記載する。 

常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備，常設代替

交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備については,

「3.14 電源設備」に記載する。 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，設計基準

対象施設の格納容器内

水素濃度，酸素濃度を重

大事故等対処設備とし

て使用していない（以

下，⑦の相違） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

・他号炉と共用しない 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 
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3.9.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，非常用交流

電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備，及び常設代替直流電源設備又は可搬型直流

電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

耐圧強化ベント系は，同一目的の水素爆発による原子炉格納容

器の損傷を防止するための設備である可燃性ガス濃度制御系と異

なる方式にて水素ガス及び酸素ガスの濃度を低減することで多様

性を有する設計とし，共通要因によって同時に機能を損なわない

よう，位置的分散を図る設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置及びよう素フィルタ並

びにラプチャーディスクは原子炉建屋近傍の屋外に設置し，耐圧

強化ベント系のサプレッション・チェンバは原子炉建屋内に設置

することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。 

 

格納容器内水素濃度（SA）は，格納容器内水素濃度と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，異なる計測方式とするこ

とで多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

格納容器内水素濃度（SA）は，格納容器内水素濃度と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，検出器の設置箇所も位置

9.9.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

可搬型窒素供給装置は，屋外の保管場所に分散して保管する

ことで，位置的分散を図る設計とする。 

 

 

格納容器圧力逃がし装置は，非常用交流電源設備に対して多

様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備からの給電により駆動できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）

は，格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度と共通要因に

3.9.1.1.1 多様性,位置的分散 

基本方針については,「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，屋外の保管場所

に分散して保管することで，位置的分散を図る設計とする。 

 

 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多

様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

からの給電により駆動できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，

格納容器水素濃度及び格納容器酸素濃度と共通要因によって同時

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は交流電

源で弁を駆動する設計 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，サンプ

リング式の同一の計測

方式 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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的分散を図る設計とする。 

 

また，格納容器内水素濃度（SA）は，非常用交流電源設備に対し

て多様性を有する常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備

から給電が可能な設計とする。 

 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は，非常用交流電

源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。また，サンプリ

ングガスの冷却に必要な冷却水は，原子炉補機冷却系に対して多

様性を有する代替原子炉補機冷却系から供給が可能な設計とす

る。 

電源設備の多様性，位置的分散については，「3.14 電源設備」

に記載する。代替原子炉補機冷却系の多様性，位置的分散につい

ては，「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」に記載

する。 

 

よって同時に機能を損なわないよう，検出器の設置箇所の位置

的分散を図る設計とする。 

また，格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度

（ＳＡ）は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能

な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

電源設備の多様性，位置的分散については「10.2 代替電源

設備」に記載する。 

 

に機能を損なわないよう，検出器の設置箇所の位置的分散を図る

設計とする。 

また，格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）

は非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）は，

非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設

備から給電が可能な設計とする。また，サンプリングガスの冷却

に必要な冷却水は，原子炉補機冷却系に対して多様性を有する原

子炉補機代替冷却系から供給が可能な設計とする。 

 

電源設備の多様性，位置的分散については,「3.14 電源設備」

に記載する。原子炉補機代替冷却系の多様性，位置的分散につい

ては，「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」に記載

する。 

④の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④，⑤の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

3.9.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐圧強化ベント系は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重

大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構

成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置は，通常時は接続先の

系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重

大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型窒素供給装置は，治具や輪留めによる固定等をすること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型窒素供給装置は，飛散物となって他の設備に悪影響を及

9.9.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

可搬型窒素供給装置は，通常時は接続先の系統と分離して保

管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設

備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

可搬型窒素供給装置は，輪留め又は車両転倒防止装置による

固定をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型窒素供給装置は，飛散物となって他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については,「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，通常時は接続先

の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により

重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，輪留めによる固定等をすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，飛散物となって他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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ぼさない設計とする。 

格納容器内水素濃度（SA），格納容器内水素濃度及び格納容器内

酸素濃度は，他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）

は，他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

 格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容

器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）は，他の設備

と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

 

3.9.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時において，代替

循環冷却系を長期使用した際に，原子炉格納容器内に発生する水

素ガス及び酸素ガスを大気へ排出し，水素爆発による原子炉格納

容器の破損を防止するために十分な排出流量を有する設計とす

る。 

サプレッション・チェンバは，設計基準対象施設と兼用してお

り，設計基準対象施設としての保有水量が，想定される重大事故

等時の原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを排出する際に

9.9.2.3 容 量 等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

可搬型窒素供給装置のうち，窒素供給装置は，想定される重

大事故等時において，格納容器圧力逃がし装置により原子炉格

納容器内における水素及び酸素を排出する前までに，原子炉格

納容器内の水素及び酸素の濃度を可燃限界未満にするために必

要な窒素供給容量を確保するため 1セット 2台使用する。保有

数は，1セット 2台に加えて，故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップ用として 2台の合計 4台を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型窒素供給装置のうち，窒素供給装置用電源車は，窒素

供給装置 1セット 2台への電源供給に必要な容量を有するもの

を 1台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップ用として 1台の合計 2台を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1.1.3 容量等 

基本方針については,「2.3.2 容量等」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は, 想定される重大

事故等時において，格納容器フィルタベント系により原子炉格納

容器内における水素ガス及び酸素ガスを排出する前までに，原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの濃度を可燃限界未満にす

るために必要な窒素供給容量を確保するため１セット１台使用す

る。保有数は，１セット１台に加えて，故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップ用として１台の合計２台を保管す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は可搬型窒

素供給装置を複数台組

み合わせて構成するが，

島根２号炉は可搬式窒

素供給装置１台で構成

し，必要流量を満足でき

る設計としている 

（以下，④の相違） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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おいて，スクラビング効果による放射性物質の低減が可能な水量

に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置は，想定される重大事

故等時に，代替循環冷却系を長期使用した場合であって，耐圧強

化ベント系による原子炉格納容器内における水素ガス及び酸素ガ

スを排出する場合において，水素爆発を防止するため，水素ガス

及び酸素ガスを排出する前までに排出経路の空気を窒素に置換す

るために十分な容量を有するものを１セット１台使用する。保有

数は 6 号及び 7 号炉共用で 2 セット 2 台に加えて，故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及

び 7 号炉共用）の合計 3 台を保管する。 

格納容器内水素濃度（SA）は，想定される重大事故等時に原子

炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲を測定でき

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は，想定される重

大事故等時に原子炉格納容器内の水素爆発を防止するため，その

可燃限界濃度を測定できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）

は，想定される重大事故等時に原子炉格納容器内の水素濃度及

び酸素濃度が変動する可能性のある範囲を測定できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）

は，想定される重大事故等時に原子炉格納容器内の水素爆発を

防止するため，その可燃限界濃度を測定できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容

器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）は，想定され

る重大事故等時に原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度が変

動する可能性のある範囲を測定できる設計とする。 

 

 

 

 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容

器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）は，想定され

る重大事故等時に原子炉格納容器内の水素爆発を防止するため，

その可燃限界濃度を測定できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

 

 

3.9.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

 

 

 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時における環境条

件を考慮した設計とする。 

耐圧強化ベント系の排出経路に設置される隔離弁の操作は，想

定される重大事故等時において，原子炉建屋内の原子炉区域外へ

9.9.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

可搬型窒素供給装置は，屋外に保管及び設置し，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

可搬型窒素供給装置の常設設備との接続及び操作は，想定さ

れる重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

3.9.1.1.4 環境条件等 

基本方針については,「2.3.3 環境条件等」に示す。 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，屋外に保管及び

設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。 

可搬式窒素供給装置の常設設備との接続及び操作は，想定され

る重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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の遠隔手動弁操作設備の設置及び必要に応じた遮蔽材の設置によ

り，離れた場所から人力で容易かつ確実に手動操作が可能な設計

とする。また，排出経路に設置される隔離弁のうち空気作動弁に

ついては，原子炉建屋内の原子炉区域外への遠隔空気駆動弁操作

用ボンベの設置に加え必要に応じて遮蔽材を設置し，離れた場所

から遠隔空気駆動弁操作設備の配管を経由して高圧窒素ガスを供

給することにより，容易かつ確実に操作が可能な設計とする。ま

た，排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁については，中央

制御室から操作が可能な設計とする。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置は，屋外に保管及び設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。 

可搬型窒素供給装置の常設設備との接続及び操作は，想定され

る重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

格納容器内水素濃度（SA）は，原子炉格納容器内に設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は，原子炉区域内

に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した

設計とする。 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度のサンプリング装

置の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室で可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）

は，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）

のサンプリング装置の操作は，想定される重大事故等時において，

中央制御室で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容

器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）は，原子炉建

物原子炉棟内に設置し,想定される重大事故等時における環境条

件を考慮した設計とする。 

 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容

器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）のサンプリン

グ装置の操作は,想定される重大事故等時において，中央制御室で

可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

3.9.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

可搬型窒素供給装置は，付属の操作スイッチにより，設置場

所での操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，設置場

所での手動操作が可能な設計とする。 

可搬型窒素供給装置は，車両として屋外のアクセスルートを

通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪

留め又は車両転倒防止装置により固定等が可能な設計とする。 

可搬型窒素供給装置の窒素供給装置と接続口の接続は，簡便

な接続とし，ホースを確実に接続することができる設計とする。

また，接続口の口径を統一する設計とする。 

3.9.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については,「2.3.4 操作牲及び試験・検査性」に示す。 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，付属の操作スイ

ッチにより，設置場所での操作が可能な設計とし，系統構成に必

要な弁は，設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

可搬式窒素供給装置は，車両として屋外のアクセスルートを通

行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留め

による固定等が可能な設計とする。 

可搬式窒素供給装置を接続する接続口については，簡便な接続

とし,結合金具を用いてホースを確実に接続することができる設

計とする。また，接続口の口径を統一する設計とする。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，車両転

倒防止装置を使用しな

い 
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耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時において，通常

時の系統構成から接続,弁操作等により速やかに切り替えられる

設計とする。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時において，通常

時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切り替えられる

設計とする。耐圧強化ベント系を使用する際の排出経路に設置さ

れる隔離弁は，遠隔手動弁操作設備を設置するとともに，操作場

所は原子炉建屋内の原子炉区域外とし，必要に応じて遮蔽材を設

置することで，容易かつ確実に人力による操作が可能な設計とす

る。また，排出経路に設置される隔離弁のうち，空気作動弁につ

いては，遠隔空気駆動弁操作用ボンベ及び遠隔空気駆動弁操作設

備を設置するとともに，操作場所は原子炉建屋内の原子炉区域外

とし，必要に応じて遮蔽材を設置することで，容易かつ確実に操

作が可能な設計とする。また，排出経路に設置される隔離弁のう

ち，電動弁については，中央制御室の操作スイッチにより操作が

可能な設計とする。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置は，付属の操作スイッ

チにより，設置場所での操作が可能な設計とし，系統構成に必要

な弁は，設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

可搬型窒素供給装置は，車両として屋外のアクセスルートを通

行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留め

による固定等が可能な設計とする。 

可搬型窒素供給装置を接続する接続口については，簡便な接続

とし，ホースを確実に接続することができる設計とする。また，6 

号及び 7 号炉が相互に使用することができるよう，接続口の口径

を統一する設計とする。 

格納容器内水素濃度（SA），格納容器内水素濃度及び格納容器内

酸素濃度は，想定される重大事故等時において，他の系統と切り

替えることなく使用できる設計とする。 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は，想定される重

大事故等時において，中央制御室にて監視及びサンプリング装置

の操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）

は，想定される重大事故等時において，他の系統と切り替える

ことなく使用できる設計とする。 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）

は，想定される重大事故等時において，中央制御室にて監視及

びサンプリング装置の操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容

器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）は，想定され

る重大事故等時において，他の系統と切り替えることなく使用で

きる設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容

器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）は，想定され

る重大事故等時において，中央制御室にて監視及びサンプリング

装置の操作が可能な設計とする。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

 

 

 

 9.9.3 主要設備及び仕様 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

の主要機器仕様を第 9.9－1表に示す。 
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3.9.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

耐圧強化ベント系は，発電用原子炉の停止中に排出経路の隔離

弁の開閉動作及び漏えいの確認が可能な設計とする。 

耐圧強化ベント系の可搬型窒素供給装置は，発電用原子炉の運

転中又は停止中に独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が

可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。 

サプレッション・チェンバは，発電用原子炉の運転中に水位の

監視により異常のないことの確認が可能な設計とする。また，発

電用原子炉の停止中に内部の確認及び気密性能の確認が可能な設

計とする。 

また，可搬型窒素供給装置は，車両として運転状態の確認及び

外観の確認が可能な設計とする。 

格納容器内水素濃度（SA），格納容器内水素濃度及び格納容器内

酸素濃度は，発電用原子炉の停止中に模擬入力による機能・性能

の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度のサンプリング装置

は，発電用原子炉の停止中に運転により機能・性能及び漏えいの

有無の確認が可能な設計とする。 

9.9.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

可搬型窒素供給装置は，発電用原子炉の運転中又は停止中に

独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とす

るとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。 

 

可搬型窒素供給装置は，車両として運転状態の確認及び外観

の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）

は，発電用原子炉の停止中に模擬入力による機能・性能の確認

（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。格納容器内水素

濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）のサンプリング

装置は，発電用原子炉の停止中に運転により機能・性能及び漏

えいの有無の確認が可能な設計とする。 

3.9.1.1.6 試験検査 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，発電用原子炉の

運転中又は停止中に独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認

が可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とす

る。 

可搬式窒素供給装置は，車両として運転状態の確認及び外観の

確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容

器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）は，発電用原

子炉の停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）

及び校正が可能な設計とする。格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容

器酸素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素

濃度（Ｂ系）のサンプリング装置は，発電用原子炉の停止中に運

転により機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

 

第 3.9-1 表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備の主要仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9.9－1 表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する

ための設備の主要機器仕様 

 

(1) 可搬型窒素供給装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

 窒素供給装置 

台   数     2（予備 2） 

容   量     約 200Nm3／h（1台あたり） 

窒素供給装置用電源車 

第3.9-1表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備の主要機器仕様 

 

(1) 窒素ガス代替注入系 

 

 

 

ａ．可搬式窒素供給装置 

  台  数    １（予備１） 

  容  量    約 100m3/h[normal] 

 

・設備の相違 
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(1) 格納容器圧力逃がし装置 

ａ．フィルタ装置 

第 3.7－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための

設備の主要機器仕様に記載する。 

ｂ．よう素フィルタ 

第 3.7－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための

設備の主要機器仕様に記載する。 

ｃ．ラプチャーディスク 

第 3.7－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための

設備の主要機器仕様に記載する。 

ｄ．フィルタ装置水素濃度 

第 3.15－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機

器仕様に記載する。 

ｅ．フィルタ装置出口放射線モニタ 

第 3.15－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機

器仕様に記載する。 

 

(2) 耐圧強化ベント系 

第 3.5－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の

主要機器仕様に記載する。 

ａ．サプレッション・チェンバ 

第 3.13－1 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備の主要機器仕様に記載する。 

ｂ．可搬型窒素供給装置（6 号及び 7 号炉共用） 

台  数    2（予備 1） 

容  量    約 70Nm3/h/台 

ｃ．フィルタ装置水素濃度 

第 3.15－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機

器仕様に記載する。 

ｄ．耐圧強化ベント系放射線モニタ 

第 3.15－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機

器仕様に記載する。 

 

 

台   数     1（予備 1） 

容   量     約 500kVA 

電   圧     440V 

 

(2) 格納容器圧力逃がし装置 

ａ．フィルタ装置 

第 9.7－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するた

めの設備の主要機器仕様に記載する。 

ｂ．圧力開放板 

第 9.7－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するた

めの設備の主要機器仕様に記載する。 

ｃ．窒素供給装置 

第 9.9－1 表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するための設備の主要機器仕様に記載する。 

ｄ．窒素供給装置用電源車 

第 9.9－1 表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するための設備の主要機器仕様に記載する。 

ｅ．フィルタ装置入口水素濃度 

第 6.4－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機

器仕様に記載する。 

ｆ．フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第 8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機

器仕様に記載する。 

ｇ．第二弁操作室遮蔽 

第 8.3－4表 遮蔽設備（重大事故等時）の設備仕様に記

載する。 

ｈ．第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ） 

第 8.2－3 表 換気空調設備（重大事故等時）（可搬型）

設備仕様に記載する。 

ｉ．第二弁操作室差圧計 

第 8.2－2表 換気空調設備（重大事故等時）の設備仕様

に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 格納容器フィルタベント系 

ａ．第１ベントフィルタスクラバ容器 

第 3.7-1表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するため

の設備の主要機器仕様に記載する。 

ｂ．第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

 第 3.7-1表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するため

の設備の主要機器仕様に記載する。 

ｃ．圧力開放板 

 第 3.7-1表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するため

の設備の主要機器仕様に記載する。 

ｄ．第１ベントフィルタ出口水素濃度 

 第 3.15-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機

器仕様に記載する。 

ｅ．第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ） 

 第 3.15-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機

器仕様に記載する。 
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(3) 水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備 

ａ．格納容器内水素濃度（SA） 

第 3.15－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機

器仕様に記載する。 

 

 

 

ｂ．格納容器内水素濃度 

第 3.15－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機

器仕様に記載する。 

ｃ．格納容器内酸素濃度 

第 3.15－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機

器仕様に記載する。 

(3) 水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備 

ａ．格納容器内水素濃度（ＳＡ） 

第 6.4－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機

器仕様に記載する。 

ｂ．格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 

第 6.4－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機

器仕様に記載する。 

(3) 水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備 

ａ．格納容器水素濃度（ＳＡ） 

 第 3.15-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機

器仕様に記載する。 

ｂ．格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

 第 3.15-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機

器仕様に記載する。 

ｃ．格納容器水素濃度（Ｂ系） 

 第 3.15-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機

器仕様に記載する。 

ｄ．格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

 第 3.15-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機

器仕様に記載する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9.9－1図 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する

ための設備 系統概要図（1） 

（可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内の不活性化） 

 

第 3.9-1 図 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備系統概要図（窒素ガス代替注入系による原

子炉格納容器内の不活性化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.9－1 図(1) 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

するための設備系統概要図 

（格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガ

ス及び酸素ガスの排出）（6 号炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9.9－2図 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する

ための設備 系統概要図（2） 

（格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素及

び酸素の排出） 

 

 

第 3.9-2図 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備系統概要図（格納容器フィルタベント系による原

子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.9－1 図(2) 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

するための設備系統概要図 

（格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガ

ス及び酸素ガスの排出）（7 号炉） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.9－2 図(1) 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

するための設備系統概要図 

（耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び

酸素ガスの排出）（6 号炉） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.9－2 図(2) 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

するための設備系統概要図 

（耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び

酸素ガスの排出）（7 号炉） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.9－3 図 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備系統概要図 

（水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備） 
 

 

第 9.9－3図 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する

ための設備 

系統概要図（3）（原子炉格納容器内の水素濃度監視

設備及び酸素濃度監視） 

 

第 3.9-3図 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備系統概要図（水素濃度監視設備及び酸素濃

度監視設備）（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第 3.9-4 図 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備系統概要図（水素濃度監視設備及び酸素濃

度監視設備）（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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まとめ資料比較表 〔53条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

①
島根２号炉は，静的触媒式水素処理装置により水素爆発損傷防止対策が可能であることを確認しているため，
非常用ガス処理系は，水素処理設備としての重大事故等対処設備としない

② 島根２号炉では柏崎6/7と同様，供給元となる電源設備までを記載している

③ 使用する電源設備が異なる

比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備

【53 条】 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 

第五十三条  

発電用原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生した場合に

おいて原子炉建屋その他の原子炉格納容器から漏えいする気体

状の放射性物質を格納するための施設（以下「原子炉建屋等」

という。）の水素爆発による損傷を防止する必要がある場合に

は，水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために

必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

1 第 53条に規定する「水素爆発による当該原子炉建屋等の損

傷を防止するために必要な設備」とは，以下に掲げる措置

又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設

備をいう。 

a） 水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発

のおそれがないことを示すこと。）又は水素排出設備（動的

機器等に水素爆発を防止する機能を付けること。放射性物

質低減機能を付けること。）を設置すること。 

b） 想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範

囲で推定できる監視設備を設置すること。 

c） これらの設備は，交流又は直流電源が必要な場合は代替

電源設備からの給電を可能とすること。 

 

3.10.1 適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋等の

水素爆発による損傷を防止するために必要な重大事故等対処

設備を設置する。 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備

の構造図及び系統概要図を第 3.10－1 図から第 3.10－3 図に

示す。 

 

3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備

【53条】 

基準適合への対応状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

9.10.1 概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋等の水

素爆発による損傷を防止するために必要な重大事故等対処設備

を設置する。 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備の構造

図及び系統概要図を第 9.10－1 図から第 9.10－4 図に示す。 

3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備

【53条】 

【設置許可基準規則】 

（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 

第五十三条 

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合に

おいて原子炉建屋その他の原子炉格納容器から漏えいする気体

状の放射性物質を格納するための施設（以下「原子炉建屋等」

という。）の水素爆発による損傷を防止する必要がある場合に

は、水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために

必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

1 第53条に規定する「水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷

を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をい

う。 

a) 水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発の

おそれがないことを示すこと。）又は水素排出設備（動的

機器等に水素爆発を防止する機能を付けること。放射性物

質低減機能を付けること。）を設置すること。 

b) 想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範

囲で推定できる監視設備を設置すること。 

c) これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電

源設備からの給電を可能とすること。 

 

3.10.1 適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建物等の水素

爆発による損傷を防止するために必要な重大事故等対処設備を設

置する。 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備の構

造図及び系統概要図を第 3.10-1図から第 3.10-3図に示す。 
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3.10.1.1 重大事故等対処設備 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備

のうち，原子炉建屋等の損傷を防止するための水素濃度制御設

備として，静的触媒式水素再結合器及び静的触媒式水素再結合

器動作監視装置を設ける。また，原子炉建屋内の水素濃度が変

動する可能性のある範囲にわたり測定するための設備として，

原子炉建屋水素濃度監視設備を設ける。 

9.10.2 設計方針 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備の

うち，原子炉建屋等の損傷を防止するための水素排出設備とし

て，原子炉建屋ガス処理系を設けるとともに，水素濃度制御設

備として，静的触媒式水素再結合器及び静的触媒式水素再結合

器動作監視装置を設ける。また，原子炉建屋内の水素濃度が変

動する可能性のある範囲にわたり測定するための設備として，

原子炉建屋水素濃度監視設備を設ける。 

3.10.1.1 重大事故等対処設備 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備のう

ち，原子炉建物等の損傷を防止するための水素濃度制御設備とし

て，静的触媒式水素処理装置，静的触媒式水素処理装置入口温度

及び静的触媒式水素処理装置出口温度を設ける。また，原子炉建

物内の水素濃度が変動する可能性のある範囲にわたり測定するた

めの設備として，原子炉建物水素濃度監視設備を設ける。 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，静的触

媒式水素処理装置によ

り水素爆発損傷防止対

策が可能であることを

確認しているため，非常

用ガス処理系は，水素処

理設備としての重大事

故等対処設備としない 

（以下，①の相違） 

(1) 水素濃度制御による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備

(1) 水素濃度制御による原子炉建屋等の損傷を防止するための

設備

ａ．原子炉建屋ガス処理系による水素排出 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設

備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器から原

子炉建屋原子炉棟内に漏えいした水素等を含む気体を排出

することで，水素爆発による原子炉建屋原子炉棟の損傷を

防止するとともに，放射性物質を低減するための重大事故

等対処設備として，水素排出設備である原子炉建屋ガス処

理系の非常用ガス処理系排風機，非常用ガス再循環系排風

機，非常用ガス処理系フィルタトレイン及び非常用ガス再

循環系フィルタトレインを使用する。 

非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機

は，原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に漏えいす

る水素等を含む気体を吸引し，非常用ガス処理系フィルタ

トレイン及び非常用ガス再循環系フィルタトレインにて放

射性物質を低減して主排気筒に隣接する非常用ガス処理系

排気筒から排出することで，原子炉建屋原子炉棟内に水素

が滞留せず，水素爆発による原子炉建屋原子炉棟の損傷の

防止が可能な設計とする。 

原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度が規定値に達した場合

には，非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排

風機を停止し，水素爆発を防止する設計とする。 

非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機

は，非常用交流電源設備に加えて，常設代替交流電源設備

(1) 水素濃度制御による原子炉建物等の損傷を防止するための

設備 

・設備の相違

【東海第二】

①の相違
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からの給電が可能な設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・非常用ガス処理系排風機

・非常用ガス再循環系排風機

・非常用ガス処理系フィルタトレイン

・非常用ガス再循環系フィルタトレイン

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備）

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備）

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備）

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設

備を重大事故等対処設備として使用する。 

a. 静的触媒式水素再結合器による水素濃度の上昇抑制

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設

備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器から原

子炉建屋内に水素ガスが漏えいした場合において，原子炉

建屋内の水素濃度上昇を抑制し，水素濃度を可燃限界未満

に制御する重大事故等対処設備として，水素濃度制御設備

である静的触媒式水素再結合器及び静的触媒式水素再結合

器動作監視装置を使用する。 

ｂ．静的触媒式水素再結合器による水素濃度の上昇抑制 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設

備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器から原

子炉建屋原子炉棟内に水素が漏えいした場合において，原

子炉建屋原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制し，水素濃度を

可燃限界未満に制御するための重大事故等対処設備とし

て，水素濃度制御設備である静的触媒式水素再結合器及び

静的触媒式水素再結合器動作監視装置を使用する。 

ａ．静的触媒式水素処理装置による水素濃度の上昇抑制 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設

備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器から原

子炉建物原子炉棟内に水素ガスが漏えいした場合におい

て，原子炉建物原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制し，水素

濃度を可燃限界未満に制御するための重大事故等対処設備

として，水素濃度制御設備である静的触媒式水素処理装置，

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理

装置出口温度を使用する。 

静的触媒式水素再結合器は，運転員の起動操作を必要と

せずに，原子炉格納容器から原子炉建屋に漏えいした水素

ガスと酸素ガスを触媒反応によって再結合させることで，

原子炉建屋内の水素濃度の上昇を抑制し，原子炉建屋の水

素爆発を防止できる設計とする。 

静的触媒式水素再結合器は，運転員の起動操作を必要と

せずに，原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に漏え

いした水素と酸素を触媒反応によって再結合させること

で，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度の上昇を抑制し，原

子炉建屋原子炉棟の水素爆発を防止できる設計とする。 

静的触媒式水素処理装置は，運転員の起動操作を必要と

せずに，原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟に漏えい

した水素ガスと酸素ガスを触媒反応によって再結合させる

ことで，原子炉建物原子炉棟内の水素濃度の上昇を抑制し，

原子炉建物原子炉棟の水素爆発を防止できる設計とする。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，静的触媒式水

素再結合器の入口側及び出口側の温度により静的触媒式水

素再結合器の作動状態を中央制御室から監視できる設計と

する。静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，常設代替

直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設

計とする。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，静的触媒式水

素再結合器の入口側及び出口側の温度により静的触媒式水

素再結合器の作動状態を中央制御室から監視できる設計と

する。静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，常設代替

直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から給電が可能

な設計とする。 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処

理装置出口温度は，静的触媒式水素処理装置の入口側及び

出口側の温度により静的触媒式水素処理装置の作動状態を

中央制御室から監視できる設計とする。静的触媒式水素処

理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度は，

常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が

可能な設計とする。 
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主要な設備は，以下のとおりとする。 

・静的触媒式水素再結合器

・静的触媒式水素再結合器動作監視装置

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備）

・可搬型直流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電

源設備）

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・静的触媒式水素再結合器

・静的触媒式水素再結合器動作監視装置

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備）

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備）

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・静的触媒式水素処理装置

・静的触媒式水素処理装置入口温度

・静的触媒式水素処理装置出口温度

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備）

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備） ・他号炉と共用しない

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備）

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備）

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，直流電

源の供給に代替所内電

気設備を使用しない設

計 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，燃料補

給設備は 57 条で記載す

る整理としている 

本系統の流路として，原子炉区域を重大事故等対処設備

として使用する。 

本系統の流路として，原子炉建屋原子炉棟を重大事故等

対処設備として使用する。 

本系統の流路として，原子炉建物原子炉棟を重大事故等

対処設備として使用する。 

b. 水素濃度監視

(a) 原子炉建屋水素濃度監視設備による水素濃度測定

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための

設備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器か

ら原子炉建屋内に漏えいした水素ガスの濃度を測定する

ため，炉心の著しい損傷が発生した場合に水素濃度が変

動する可能性のある範囲で測定できる重大事故等対処設

備として，原子炉建屋水素濃度監視設備である原子炉建

屋水素濃度を使用する。 

原子炉建屋水素濃度は，中央制御室において連続監視

できる設計とし，常設代替直流電源設備又は可搬型直流

電源設備からの給電が可能な設計とする。 

ｃ．水素濃度監視 

(a) 原子炉建屋水素濃度監視設備による水素濃度測定

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための

設備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器か

ら原子炉建屋原子炉棟内に漏えいした水素の濃度を測定

するため，炉心の著しい損傷が発生した場合に水素濃度

が変動する可能性のある範囲で測定できる重大事故等対

処設備として，原子炉建屋水素濃度監視設備である原子

炉建屋水素濃度を使用する。 

原子炉建屋水素濃度は，中央制御室において連続監視

できる設計とし，原子炉建屋水素濃度のうち，原子炉建

屋原子炉棟 6 階に設置するものについては，常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から，原子炉建

屋原子炉棟 6 階を除く原子炉建屋原子炉棟に設置するも

のについては，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直

流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

b．水素濃度監視 

(a) 原子炉建物水素濃度監視設備による水素濃度測定

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための

設備のうち，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器か

ら原子炉建物原子炉棟内に漏えいした水素ガスの濃度を

測定するため，炉心の著しい損傷が発生した場合に水素

濃度が変動する可能性のある範囲で測定できる重大事故

等対処設備として，原子炉建物水素濃度監視設備である

原子炉建物水素濃度を使用する。 

原子炉建物水素濃度は，中央制御室において連続監視

できる設計とし，常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

使用する電源設備が

異なる 

（以下，③の相違） 
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主要な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉建屋水素濃度 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

・可搬型直流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉建屋水素濃度 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉建物水素濃度 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

 ・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は東海第

二と同様，電路となる代

替所内電気設備につい

て記載（以下，②の相違） 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備の

主要機器仕様を第 3.10－1 表に示す。 

 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備の主

要機器仕様を第 3.10-1表に示す。 

 

 非常用交流電源設備については，「10.1 非常用電源設備」

に記載する。 

 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

 

常設代替直流電源設備及び可搬型直流電源設備については，

「3.14 電源設備」に記載する。 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代

替直流電源設備，可搬型代替直流電源設備，代替所内電気設

備及び燃料給油設備については，「10.2 代替電源設備」に記

載する。 

 

常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備，常設代替交流電

源設備，可搬型代替交流電源設備及び代替所内電気設備について

は，「3.14 電源設備」に記載する。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，燃料補給

設備は 57 条で記載する

整理としている 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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3.10.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

 

 

 

9.10.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機は，

非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源

設備からの給電が可能な設計とする。 

 

3.10.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

 

 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置と原子炉建屋水素濃

度は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，異なる

計測方式とすることで多様性を有する設計とする。また，静的

触媒式水素再結合器動作監視装置及び原子炉建屋水素濃度は，

非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替直流電

源設備又は可搬型直流電源設備からの給電により作動できる

設計とする。 

 

 

 

 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置と原子炉建屋水素濃度

は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，異なる計

測方式とすることで多様性を有する設計とする。また，静的触

媒式水素再結合器動作監視装置及び原子炉建屋水素濃度は，非

常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設

備，可搬型代替交流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬

型代替直流電源設備からの給電により作動できる設計とする。 

 

 

 

 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置

出口温度と原子炉建物水素濃度は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，異なる計測方式とすることで多様性を有する

設計とする。また，静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触

媒式水素処理装置出口温度は，非常用交流電源設備に対して多様

性を有する常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備からの

給電により作動できる設計とする。原子炉建物水素濃度は，非常

用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備からの給電により作動できる設計とす

る。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違 

 

電源設備の多様性，位置的分散については，「3.14 電源設備」

に記載する。 

電源設備の多様性及び位置的分散については，「10.2 代替電

源設備」に記載する。 

 

 

電源設備の多様性，位置的分散については，「3.14 電源設備」

に記載する。 

 

3.10.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

 

 

 

9.10.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

原子炉建屋ガス処理系は，設計基準事故対処設備として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.10.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

静的触媒式水素再結合器は，原子炉建屋オペレーティングフ

ロア壁面近傍に設置し，他の設備と独立して作動する設計とす

るとともに，重大事故等時の再結合反応による温度上昇が重大

事故等時に使用する他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

静的触媒式水素再結合器は，原子炉建屋原子炉棟 6 階壁面近

傍に設置し，他の設備と独立して作動する設計とするとともに，

重大事故等時の再結合反応による温度上昇が重大事故等時に使

用する他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

静的触媒式水素処理装置は，原子炉建物原子炉棟４階壁面近傍

等に設置し，他の設備と独立して作動する設計とするとともに，

重大事故等時の再結合反応による温度上昇が重大事故等時に使用

する他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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静的触媒式水素再結合器動作監視装置及び原子炉建屋水素

濃度は，他の設備と電気的な分離を行うことで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。また，静的触媒式水素再結合器

動作監視装置は，静的触媒式水素再結合器内の水素ガス流路を

妨げない配置及び寸法とすることで，静的触媒式水素再結合器

の水素処理性能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置及び原子炉建屋水素濃

度は，他の設備と電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。また，静的触媒式水素再結合器動

作監視装置は，静的触媒式水素再結合器内の水素流路を妨げな

い配置及び寸法とすることで，静的触媒式水素再結合器の水素

処理性能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

静的触媒式水素処理装置入口温度，静的触媒式水素処理装置出

口温度及び原子炉建物水素濃度は，他の設備と電気的な分離を行

うことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，静

的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口

温度は，静的触媒式水素処理装置内の水素ガス流路を妨げない配

置及び寸法とすることで，静的触媒式水素処理装置の水素処理性

能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.10.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

9.10.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

原子炉建屋ガス処理系は，原子炉格納容器外に漏えいした可

燃限界濃度未満の水素を含む空気を排出させる機能に対して，

設計基準事故対処設備としての原子炉建屋原子炉棟内の空気の

排出能力を使用することにより，原子炉建屋原子炉棟内の水素

を屋外に排出し水素濃度を可燃限界濃度未満にして水素爆発に

よる原子炉建屋原子炉棟の損傷を防止できるため，設計基準事

故対処設備と同仕様のファン容量及びフィルタ容量を有する設

計とする。 

3.10.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

・設備の相違

【東海第二】 

①の相違

静的触媒式水素再結合器は，想定される重大事故等時におい

て，有効燃料部の被覆管がジルコニウム－水反応により全て反

応したときに発生する水素ガス（約 1,600kg）が，原子炉格納

容器の設計圧力の 2 倍における原子炉格納容器漏えい率に対し

て保守的に設定した漏えい率（10％/日）で漏えいした場合にお

いて，ガス状よう素による性能低下及び水素再結合反応開始の

不確かさを考慮しても，原子炉建屋の水素濃度及び酸素濃度が

可燃領域に達することを防止するために必要な水素処理容量を

有する設計とする。 

また，静的触媒式水素再結合器は，原子炉建屋内の水素ガス

の効率的な除去を考慮して分散させ，適切な位置に配置する。 

静的触媒式水素再結合器は，想定される重大事故等時におい

て，有効燃料部の被覆管がジルコニウム－水反応により全て反

応したときに発生する水素（約 1,400kg）が，原子炉格納容器

の設計圧力の 2 倍における原子炉格納容器漏えい率に対して保

守的に設定した漏えい率（10％／日）で漏えいした場合におい

て，ガス状よう素による性能低下及び水素再結合反応開始の不

確かさを考慮しても，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度及び酸

素濃度が可燃領域に達することを防止するために必要な水素処

理容量を有する設計とする。 

また，静的触媒式水素再結合器は，原子炉建屋原子炉棟内の

水素の効率的な除去を考慮して分散させ，適切な位置に配置す

る。 

静的触媒式水素処理装置は，想定される重大事故等時において，

有効燃料部の被覆管がジルコニウム－水反応により全て反応した

ときに発生する水素ガス（約 1,000kg）が，原子炉格納容器の最

高使用圧力の２倍における原子炉格納容器漏えい率に対して保守

的に設定した漏えい率（10％/日）で漏えいした場合において，ガ

ス状よう素による性能低下及び水素再結合反応開始の不確かさを

考慮しても，原子炉建物原子炉棟の水素濃度及び酸素濃度が可燃

領域に達することを防止するために必要な水素処理容量を有する

設計とする。 

また，静的触媒式水素処理装置は，原子炉建物原子炉棟内の水

素ガスの効率的な除去を考慮して分散させ，適切な位置に配置す

る。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

燃料装荷量の相違に

より，水素発生量が異な

る 
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静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，静的触媒式水素再

結合器作動時に想定される温度範囲を測定できる設計とする。 

原子炉建屋水素濃度は，原子炉建屋オペレーティングフロア

の天井付近及び非常用ガス処理系吸込配管付近に分散させた適

切な位置に配置し，想定される重大事故等時において，原子炉

建屋内の水素濃度を測定できる設計とする。また，原子炉建屋

水素濃度は，原子炉建屋オペレーティングフロア以外の水素ガ

スが漏えいする可能性の高いエリアにも設置し，水素ガスの早

期検知及び滞留状況を把握できる設計とする。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，静的触媒式水素再

結合器作動時に想定される温度範囲を測定できる設計とする。 

原子炉建屋水素濃度は，原子炉建屋原子炉棟 6 階の天井付近

に分散させた適切な位置に配置し，想定される重大事故等時に

おいて，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度を測定できる設計と

する。また，原子炉建屋水素濃度は，原子炉建屋原子炉棟 6 階

以外の水素が漏えいする可能性の高いエリアにも設置し，水素

の早期検知及び滞留状況を把握できる設計とする。 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置

出口温度は，静的触媒式水素処理装置作動時に想定される温度範

囲を測定できる設計とする。 

原子炉建物水素濃度は，原子炉建物原子炉棟４階の壁面及び天

井付近に分散させた適切な位置に配置し，想定される重大事故等

時において，原子炉建物原子炉棟内の水素濃度を測定できる設計

とする。また，原子炉建物水素濃度は，原子炉建物原子炉棟４階

以外の水素ガスが漏えいする可能性の高いエリアに設置するとと

もに非常用ガス処理系吸込配管近傍にも設置し，水素ガスの早期

検知及び滞留状況を把握できる設計とする。 

3.10.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

9.10.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

原子炉建屋ガス処理系は，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

また，中央制御室から操作が可能な設計とする。 

3.10.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

・設備の相違

【東海第二】 

①の相違

静的触媒式水素再結合器，静的触媒式水素再結合器動作監視

装置及び原子炉建屋水素濃度は，原子炉区域内に設置し，想定

される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

静的触媒式水素再結合器，静的触媒式水素再結合器動作監視

装置及び原子炉建屋水素濃度は，原子炉建屋原子炉棟内に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。 

静的触媒式水素処理装置，静的触媒式水素処理装置入口温度，

静的触媒式水素処理装置出口温度及び原子炉建物水素濃度は，原

子炉建物原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における

環境条件を考慮した設計とする。 

3.10.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

9.10.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

水素排出設備として設ける原子炉建屋ガス処理系は，想定さ

れる重大事故等時において，設計基準事故対処設備として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用し弁

操作等により速やかに切り替えられる設計とする。原子炉建屋

ガス処理系は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な

設計とする。 

3.10.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

・設備の相違

【東海第二】

①の相違
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静的触媒式水素再結合器，静的触媒式水素再結合器動作監視

装置及び原子炉建屋水素濃度は，想定される重大事故等時にお

いて，他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

 

静的触媒式水素再結合器は，水素ガスと酸素ガスが流入する

と触媒反応によって受動的に起動する設備とし，操作不要な設

計とする。静的触媒式水素再結合器動作監視装置及び原子炉建

屋水素濃度は，中央制御室で監視が可能な設計とする。 

 

静的触媒式水素再結合器，静的触媒式水素再結合器動作監視

装置及び原子炉建屋水素濃度は，想定される重大事故等時にお

いて，他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

 

静的触媒式水素再結合器は，水素と酸素が流入すると触媒反

応によって受動的に起動する設備とし，操作不要な設計とする。

静的触媒式水素再結合器動作監視装置及び原子炉建屋水素濃度

は，中央制御室で監視が可能な設計とする。 

 

静的触媒式水素処理装置，静的触媒式水素処理装置入口温度，

静的触媒式水素処理装置出口温度及び原子炉建物水素濃度は，想

定される重大事故等時において，他の系統と切り替えることなく

使用できる設計とする。 

静的触媒式水素処理装置は，水素ガスと酸素ガスが流入すると

触媒反応によって受動的に起動する設備とし，操作不要な設計と

する。静的触媒式水素処理装置入口温度，静的触媒式水素処理装

置出口温度及び原子炉建物水素濃度は，中央制御室で監視が可能

な設計とする。 

 

 

 9.10.3 主要設備及び仕様 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備の

主要機器仕様を第 9.10－1 表に示す。 

 

 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.10.

1.1 (1)項にて記載 

3.10.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

 

 

 

 

 

 

9.10.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

原子炉建屋ガス処理系は，発電用原子炉の運転中又は停止中

に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

非常用ガス処理系排風機及び非常用ガス再循環系排風機は，

発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とす

る。 

 

3.10.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

 

静的触媒式水素再結合器は，発電用原子炉の停止中に機能・

性能の確認として触媒カートリッジの水素処理性能の確認及び

外観の確認が可能な設計とする。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，発電用原子炉の停

止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校

正が可能な設計とする。 

原子炉建屋水素濃度は，発電用原子炉の停止中に模擬入力に

よる機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計と

する。 

静的触媒式水素再結合器は，発電用原子炉の停止中に機能・

性能の確認として触媒カートリッジの水素処理性能の確認及び

外観の確認が可能な設計とする。 

静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，発電用原子炉の停

止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校

正が可能な設計とする。 

原子炉建屋水素濃度は，発電用原子炉の停止中に模擬入力に

よる機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

静的触媒式水素処理装置は，発電用原子炉の停止中に機能・性

能の確認として触媒カートリッジの水素処理性能の確認及び外観

の確認が可能な設計とする。 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置

出口温度は，発電用原子炉の停止中に模擬入力による機能・性能

の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

原子炉建物水素濃度は，発電用原子炉の停止中に模擬入力によ

る機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 
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第 3.10－1 表 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた

めの設備の主要機器仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  静的触媒式水素再結合器 

種    類   触媒反応式 

個    数   56 

水素処理容量  約 0.25kg/h/個（水素濃度 4.0vol％，

100℃，大気圧において） 

 

(2) 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

第 3.15－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主

要機器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

(3)  原子炉建屋水素濃度 

第 3.15－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主

要機器仕様に記載する。 

第 9.10－1 表 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた

めの設備の主要機器仕様 

(1) 非常用ガス処理系排風機 

第 9.1－4 表 原子炉建屋ガス処理系主要仕様に記載する。 

 

(2) 非常用ガス再循環系排風機 

第 9.1－4 表 原子炉建屋ガス処理系主要仕様に記載する。 

 

(3) 非常用ガス処理系フィルタトレイン 

第 9.1－4 表 原子炉建屋ガス処理系主要仕様に記載する。 

 

(4) 非常用ガス再循環系フィルタトレイン 

第 9.1－4 表 原子炉建屋ガス処理系主要仕様に記載する。 

 

(5) 静的触媒式水素再結合器 

種    類   触媒反応式 

基    数   24 

水素処理容量   約 0.5kg/h（1基当たり）（水素濃度

4.0vol％，100℃，大気圧において） 

 

(6) 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器

仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

(7) 原子炉建屋水素濃度 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器

仕様に記載する。 

第 3.10-1表 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するため

の設備の主要機器仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 静的触媒式水素処理装置 

種類      触媒反応式 

個数      18 

水素処理容量  約 0.50kg/h/個（水素濃度 4.0vol％，100℃，

大気圧において） 

 

(2) 静的触媒式水素処理装置入口温度 

第 3.15-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕

様に記載する。 

 

 

(3)静的触媒式水素処理装置出口温度 

第 3.15-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕

様に記載する。 

 

(4) 原子炉建物水素濃度 

第 3.15-1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕

様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

ＰＡＲ型式の相違に

より，ＰＡＲ１個当たり

の処理容量が異なる。ま

た，水素発生量の相違に

より，必要個数が異なる 

【東海第二】 

①の相違及びＰＡＲ

型式は島根２号炉と同

じであるが，水素発生量

の相違により必要個数

が異なる 
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第 3.10－1 図 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた

めの設備構造図 

(静的触媒式水素再結合器による水素濃度の上昇抑制） 

 

 
第9.10－1 図 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた

めの設備構造図 

（静的触媒式水素再結合器による水素濃度の上昇抑制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.10-1 図 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するため

の設備構造図 

（静的触媒式水素処理装置による水素濃度の上昇抑制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

第9.10－2 図 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた

めの設備系統概要図 

（原子炉建屋ガス処理系による水素排出） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

触媒カートリッジ 静的触媒式水素処理装置 
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第 3.10－2 図 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた

めの設備系統概要図 

（静的触媒式水素再結合器による水素濃度の上昇抑制） 

第9.10－3 図 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた

めの設備系統概要図 

（静的触媒式水素再結合器による水素濃度の上昇抑制） 

第 3.10-2図 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するため

の設備系統概要図 

（静的触媒式水素処理装置による水素濃度の上昇抑制） 

・設備の相違

第 3.10－3 図 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた

めの設備系統概要図 

（原子炉建屋水素濃度監視設備による水素濃度測定） 

第 9.10－4 図 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた

めの設備系統概要図 

（原子炉建屋水素濃度監視による水素濃度測定） 

第 3.10-3図 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するため

の設備系統概要図 

（原子炉建物水素濃度監視設備による水素濃度測定） 

・設備の相違
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まとめ資料比較表 〔54条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉の燃料プール代替注水では常設ポンプを使用しない。可搬型注水ポンプについても大量送水車１種類である。また，注水とスプレイで同様の設備構成としている

② 島根２号炉では燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水及びスプレイには，系統構成も含め電源を必要としない

③ 島根２号炉の燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の流路に配管はない

④ 島根２号炉の燃料プールスプレイでは常設ポンプを使用しない。可搬型注水ポンプについても大量送水車１種類である。また，注水とスプレイで同様の設備構成としている

⑤ 検出方式及び検出対象の相違（島根２号炉はガイドパルス式（検出対象：水位），柏崎6/7は熱電対（検出対象：水位及び温度））

⑥
検出方式及び検出対象の相違（島根２号炉において燃料プール水位（ＳＡ）はガイドパルス式（検出対象：水位），燃料プール水位・温度（ＳＡ）は熱電対（検出対象：水位及び
温度），東海第二においては使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）はガイドパルス式及び測温抵抗体（検出対象：水位及び温度），使用済燃料プール温度（ＳＡ）は熱電対
（検出対象：温度））

⑦ 設備構成の相違による供給電源の相違

⑧
東海第二は使用済燃料プールを冷却する系統として，既設の燃料プール冷却浄化系と異なる代替燃料プール冷却系を有している。島根２号炉では既設の燃料プール冷却系と最終
ヒートシンクに熱を輸送するための設備である原子炉補機代替冷却を組合せて，重大事故対処設備として使用する

⑨ 島根２号炉は柏崎6/7と同様に電路となる代替所内電気設備を主要な設備として個別に記載していない

⑩ 島根２号炉の燃料プール冷却系をSAとして使用する場合，可搬型代替交流電源設備を使用しない

⑪
柏崎6/7の燃料プール代替注水系は２種類の可搬型ポンプを複数台組み合わせて構成されるが，島根２号炉の燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プールスプレ
イ系（可搬型スプレイノズル）は，可搬型ポンプ１台で構成する設計としている

⑫
東海第二の代替燃料プール注水系（可搬型代替注水中型ポンプ使用）は可搬型ポンプを複数台組み合わせて構成されるが，島根２号炉の燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッ
ダ）及び燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，可搬型ポンプ１台で構成する設計としている

⑬ 設備設計の相違による設備仕様の相違

⑭ 島根２号炉では圧損や敷設時間を考慮し口径の異なるホースを組み合わせている

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備【54条】 

【設置許可基準規則】 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第五十四条 発電用原子炉施設には，使用済燃料貯蔵槽の冷却

機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料貯蔵槽からの水

の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が

低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射線を

遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な設備を設けなけれ

ばならない。 

２ 発電用原子炉施設には，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水

の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が

異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷

の進行を緩和し，及び臨界を防止するために必要な設備を設

けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいそ

の他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した

場合」とは，本規程第３７条３－１(a)及び(b)で定義する

想定事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯

蔵槽の水位の低下をいう。 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射線を

遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な設備」とは，以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置

を行うための設備をいう。 

ａ）代替注水設備として，可搬型代替注水設備（注水ライン及

びポンプ車等）を配備すること。 

ｂ）代替注水設備は，設計基準対象施設の冷却設備及び注水設

備が機能喪失し，又は小規模な漏えいがあった場合でも，

使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できるものであること。 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行

を緩和し，及び臨界を防止するために必要な設備」とは，

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

ａ）スプレイ設備として，可搬型スプレイ設備（スプレイヘッ

ダ，スプレイライン及びポンプ車等）を配備すること。 

ｂ）スプレイ設備は，代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽

の水位が維持できない場合でも，燃料損傷を緩和できるも

3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備【54条】 

【設置許可基準規則】 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第五十四条 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却

機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水

の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が

低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を

遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備を設けなけれ

ばならない。 

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水

の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が

異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷

の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備を設

けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水

機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその

他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場

合」とは、本規程第 37条 3-1(a)及び(b)で定義する想定事故

１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位

の低下をいう。 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を

遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備」とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

ａ）代替注水設備として、可搬型代替注水設備（注水ライン及

びポンプ車等）を配備すること。 

ｂ）代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却設備及び注水設

備が機能喪失し、又は小規模な漏えいがあった場合でも、使

用済燃料貯蔵槽の水位を維持できるものであること。 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行

を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備」とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

ａ）スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（スプレイヘッ

ダ、スプレイライン及びポンプ車等）を配備すること。 

ｂ）スプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽

の水位が維持できない場合でも、燃料損傷を緩和できるもの

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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のであること。 

ｃ）燃料損傷時に，できる限り環境への放射性物質の放出を低

減するための設備を整備すること。 

４ 第１項及び第２項の設備として，使用済燃料貯蔵槽の監視

は，以下によること。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位，水温及び上部の空間線量率につ

いて，燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可能

性のある範囲にわたり測定可能であること。 

ｂ）これらの計測設備は，交流又は直流電源が必要な場合には，

代替電源設備からの給電を可能とすること。 

ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。 
 

であること。 

ｃ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低

減するための設備を整備すること。 

４ 第１項及び第２項の設備として、使用済燃料貯蔵槽の監視

は、以下によること。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率につ

いて、燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可能性

のある範囲にわたり測定可能であること。 

ｂ）これらの計測設備は、交流又は直流電源が必要な場合には、

代替電源設備からの給電を可能とすること。 

ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。 

 

 

 

3.11.1 適合方針 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用

済燃料プールからの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃

料プールの水位が低下した場合において使用済燃料プール内の燃

料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により

使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合において，使用済

燃料プール内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を

防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

使用済燃料プールの冷却等のための設備の系統概要図を第

3.11-1図から第 3.11-5図，第 3.11-7図及び第 3.11-8図に示す。

また，使用済燃料プールの監視等のための設備の系統概要図を第

3.11-6図に示す。 

 

4.3 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

4.3.1 概要 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用

済燃料プールからの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃

料プールの水位が低下した場合において使用済燃料プール内燃料

体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要

な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により

使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合において，使用済

燃料プール内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を

防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の系統概要図を第 4.3

－1 図から第 4.3－7 図に示す。 

 

3.11.1 適合方針 

燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料プール

からの水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が低

下した場合において燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を

遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備を

設置及び保管する。 

燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により燃料プ

ールの水位が異常に低下した場合において，燃料プール内燃料体

等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するために必要

な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

燃料プールの冷却等のための設備の系統概要図を第 3.11-1図

から第 3.11-3図，第 3.11-5図から第 3.11-7図に示す。また，燃

料プールの監視等のための設備の系統概要図を第 3.11-4図に示

す。 

 

 

3.11.1.1 重大事故等対処設備 

使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，使用済燃料プ

ールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料プールか

らの小規模な水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの

水位が低下した場合においても使用済燃料プール内燃料体等を冷

却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止できるよう使用済燃料プ

ールの水位を維持するための設備，並びに使用済燃料プールから

の大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの水位

が異常に低下した場合においても使用済燃料プール内燃料体等の

4.3.2 設計方針 

使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，使用済燃料プ

ールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料プールか

らの小規模な水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの

水位が低下した場合においても使用済燃料プール内燃料体等を冷

却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止できるよう使用済燃料プ

ールの水位を維持するための設備，並びに使用済燃料プールから

の大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの水位

が異常に低下した場合においても使用済燃料プール内燃料体等の

3.11.1.1 重大事故等対処設備 

燃料プールの冷却等のための設備のうち，燃料プールの冷却機

能又は注水機能が喪失し，又は燃料プールからの小規模な水の漏

えいその他の要因により燃料プールの水位が低下した場合におい

ても燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界

を防止できるよう燃料プールの水位を維持するための設備とし

て，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プー

ルスプレイ系（可搬型スプレイノズル）を設ける。 

また，燃料プールの冷却等のための設備のうち，燃料プールか
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著しい損傷を緩和し，及び臨界を防止するための設備として，燃

料プール代替注水系を設ける。 

使用済燃料プールに接続する配管の破損等により，使用済燃料

プールディフューザ配管からサイフォン現象による水の漏えいが

発生した場合に，漏えいの継続を防止するため，ディフューザ配

管上部にサイフォンブレーク孔を設ける。また，現場での手動弁

の隔離操作によっても漏えいを停止できる設計とする。 

使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，使用済燃料プ

ール内燃料体等の著しい損傷に至った場合において大気への放射

性物質の拡散を抑制するための設備として原子炉建屋放水設備を

設ける。 

使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，重大事故等時

において，使用済燃料プールの状態を監視するための設備として，

使用済燃料プールの監視設備を設ける。 

著しい損傷を緩和し，及び臨界を防止するための設備として，代

替燃料プール注水系を設ける。 

使用済燃料プールに接続する配管の破損等により，使用済燃料

プール水戻り配管からサイフォン現象による水の漏えいが発生し

た場合に，漏えいの継続を防止するため，戻り配管上部に静的サ

イフォンブレーカを設ける。

使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，使用済燃料プ

ール内燃料体等の著しい損傷に至った場合において大気への放射

性物質の拡散を抑制するための設備として原子炉建屋放水設備を

設ける。 

使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，重大事故等時

において，使用済燃料プールの状態を監視するための設備として，

使用済燃料プールの監視設備を設ける。 

らの大量の水の漏えいその他の要因により燃料プールの水位が異

常に低下した場合においても燃料プール内燃料体等の著しい損傷

を緩和し，及び臨界を防止するための設備として，燃料プールス

プレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プールスプレイ系（可

搬型スプレイノズル）を設ける。 

燃料プールに接続する配管の破損等により，燃料プール冷却系

戻り配管からサイフォン現象による水の漏えいが発生した場合

に，漏えいの継続を防止するため， 燃料プール冷却系戻り配管の

逆止弁にサイフォンブレイク配管を設ける。 

燃料プールの冷却等のための設備のうち，燃料プール内燃料体

等の著しい損傷に至った場合において大気への放射性物質の拡散

を抑制するための設備として原子炉建物放水設備を設ける。 

燃料プールの冷却等のための設備のうち，重大事故等時におい

て，燃料プールの状態を監視するための設備として，燃料プール

の監視設備を設ける。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，配管に穴

を設けてサイフォンブ

レイクを行う構造であ

るが，島根２号炉は，逆

止弁のボンネットにサ

イフォンブレイク配管

を設置する構造として

いる 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のサイフ

ォンブレイク配管は，手

動弁の隔離操作に期待

することなく，自動的に

放射線の遮蔽に必要な

水位以下にならないよ

うにサイフォン現象を

停止することが可能な

設計としている 
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（1）使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能の喪失時又は 

使用済燃料プール水の小規模な漏えい発生時に用いる設備 

(1) 使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能の喪失時又

は使用済燃料プール水の小規模な漏えい発生時に用いる設備 

(1) 燃料プールの冷却機能若しくは注水機能の喪失時又は燃料

プール水の小規模な漏えい発生時に用いる設備 

ａ．燃料プール代替注水 ａ．代替燃料プール注水 

(a) 常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系

（注水ライン）を使用した使用済燃料プールへの注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）及

び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却

機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プール

への補給機能が喪失し，又は使用済燃料プールに接続する

配管の破断等による使用済燃料プール水の小規模な漏えい

により使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用済

燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨

界を防止するための重大事故等対処設備として，常設低圧

代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライ

ン）を使用する。

常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系

（注水ライン）は，常設低圧代替注水系ポンプ，配管・弁

類，計測制御装置等で構成し，常設低圧代替注水系ポンプ

により，代替淡水貯槽の水を代替燃料プール注水系配管か

ら使用済燃料プールへ注水することで，使用済燃料プール

の水位を維持できる設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系

（注水ライン）は，代替所内電気設備を経由した常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することによ

り臨界を防止できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

ａ．燃料プール代替注水 ・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉の燃料プ

ール代替注水では常設

ポンプを使用しない。可

搬型注水ポンプについ

ても大量送水車１種類

である。また，注水とス

プレイで同様の設備構

成としている（以下，①

の相違） 

・設備の相違

【東海第二】

①の相違
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・常設低圧代替注水系ポンプ 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，配管及び弁を重大事故等対処設備

として使用する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重

大事故等対処設備として使用する。 

 

 (b) 可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン

プによる代替燃料プール注水系（注水ライン）を使用した

使用済燃料プールへの注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）及

び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却

機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プール

への補給機能が喪失し，又は使用済燃料プールに接続する

配管の破断等により使用済燃料プール水の小規模な漏えい

により使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用済

燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨

界を防止するための重大事故等対処設備として，可搬型代

替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代

替燃料プール注水系（注水ライン）を使用する。 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン

プによる代替燃料プール注水系（注水ライン）は，可搬型

代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ，配管・

ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，可搬型代替注水

中型ポンプにより西側淡水貯水設備の水を，可搬型代替注

水大型ポンプにより代替淡水貯槽の水を代替燃料プール注

水系配管から使用済燃料プールへ注水することで，使用済

燃料プールの水位を維持できる設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン

プによる代替燃料プール注水系（注水ライン）は，代替所

内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することによ

 ・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違    
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り臨界を防止できる設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン

プによる代替燃料プール注水系（注水ライン）は，淡水源

が枯渇した場合において，重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備である可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型

代替注水大型ポンプにより海を利用できる設計とする。ま

た，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポ

ンプは，空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設

計とする。燃料は，燃料給油設備である可搬型設備用軽油

タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・西側淡水貯水設備（9.12 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給設備） 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，配管，弁及びホースを重大事故等

対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重

大事故等対処設備として使用する。 

 

 (c) 常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへの

注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）及

び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却

機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プール

への補給機能が喪失し，又は使用済燃料プールに接続する

配管の破断等により使用済燃料プール水の小規模な漏えい

により使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用済

燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨

界を防止するための重大事故等対処設備として，常設低圧

代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

 ・設備の相違 

【東海第二】  

①の相違 
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レイヘッダ）を使用する。 

常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）は，常設低圧代替注水系ポンプ，

常設スプレイヘッダ，配管・弁類，計測制御装置等で構成

し，常設低圧代替注水系ポンプにより，代替淡水貯槽の水

を代替燃料プール注水系配管等を経由して常設スプレイヘ

ッダから使用済燃料プールへ注水することで，使用済燃料

プールの水位を維持できる設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）は，代替所内電気設備を経由した

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの

給電が可能な設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することにより臨

界を防止できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設低圧代替注水系ポンプ 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備） 

・常設スプレイヘッダ 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，配管及び弁を重大事故等対処設備と

して使用する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重大事

故等対処設備として使用する 

 

（a）燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッダを使用し

た使用済燃料プールへの注水 

 

残留熱除去系（燃料プール冷却モード）及び燃料プール

冷却浄化系の有する燃料プールの冷却機能喪失又は残留

熱除去系ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能が

喪失し，又は使用済燃料プールに接続する配管の破損等に

より使用済燃料プール水の小規模な漏えいにより使用済

燃料プールの水位が低下した場合に，使用済燃料プール内

燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止する

 

(d) 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへの

注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）及

び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却

機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プール

への補給機能が喪失し，又は使用済燃料プールに接続する

配管の破断等により使用済燃料プール水の小規模な漏えい

により使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用済

燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨

 

(a) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による

燃料プールへの注水 

 

残留熱除去系（燃料プール冷却）及び燃料プール冷却

系の有する燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除去ポ

ンプによる燃料プールへの補給機能が喪失し，又は燃料

プールに接続する配管の破損等により燃料プール水の小

規模な漏えいにより燃料プールの水位が低下した場合

に，燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，

及び臨界を防止するための重大事故等対処設備として，
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ための重大事故等対処設備として，燃料プール代替注水系

を使用する。 

 

燃料プール代替注水系は，可搬型代替注水ポンプ（A-1

級），可搬型代替注水ポンプ（A-2級），常設スプレイヘッ

ダ，配管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，可搬

型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）又は可搬型代替注水ポンプ（A-2級）により，代替淡

水源の水を燃料プール代替注水系配管等を経由して常設

スプレイヘッダから使用済燃料プールへ注水することで，

使用済燃料プールの水位を維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することによ

り臨界を防止できる設計とする。 

 

常設スプレイヘッダを使用した燃料プール代替注水系

は，代替淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の収

束に必要となる水の供給設備である大容量送水車（海水取

水用）により海を利用できる設計とする。また，可搬型代

替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。

燃料は，燃料補給設備である軽油タンク及びタンクローリ

（4kL）により補給できる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水ポンプ（A-1級）（6号及び 7号炉共用） 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6号及び 7号炉共用） 

 

 

・常設スプレイヘッダ 

界を防止するための重大事故等対処設備として，可搬型代

替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）を使用する。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）は，可搬型代替注水大型ポンプ，

常設スプレイヘッダ，配管・ホース・弁類，計測制御装置

等で構成し，可搬型代替注水大型ポンプにより，代替淡水

貯槽の水を代替燃料プール注水系配管等を経由して常設ス

プレイヘッダから使用済燃料プールへ注水することで，使

用済燃料プールの水位を維持できる設計とする。 

 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）は，代替所内電気設備を経由した

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの

給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することによ

り臨界を防止できる設計とする。 

 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）は，淡水源が枯渇した場合におい

て，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である可

搬型代替注水中型ポンプにより海を利用できる設計とす

る。また，可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式のディー

ゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃料は，燃料

給油設備である可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリ

により補給できる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備） 

・常設スプレイヘッダ 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）を使用す

る。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）は，大

量送水車，常設スプレイヘッダ，配管・ホース・弁類，

計測制御装置等で構成し，大量送水車により，代替淡水

源の水を燃料プールスプレイ系配管等を経由して常設ス

プレイヘッダから燃料プールへ注水することで，燃料プ

ールの水位を維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することに

より臨界を防止できる設計とする。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）は，代

替淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の収束に

必要となる水の供給設備である大量送水車又は大型送水

ポンプ車により海を利用できる設計とする。また，大量

送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計と

する。燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電機

用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タン

ク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大量送水車 

 

 

 

・常設スプレイヘッダ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では燃料

プールスプレイ系（常設

スプレイヘッダ）による

燃料プールへの注水及

びスプレイには，系統構

成も含め電源を必要と

しない（以下，②の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

・他号炉と共用しない 
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・燃料補給設備（6号及び 7号炉共用）（3.14電源設備） 

本系統の流路として，配管，弁及びホースを重大事故等

対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重

大事故等対処設備として使用する。 

 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，配管，弁及びホースを重大事故

等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを

重大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，配管，弁及びホースを重大事故

等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である燃料プールを重大事

故等対処設備として使用する。 

 

・設備の相違 
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 ②の相違 

・設備の相違 
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 ②の相違 

・設備の相違 
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 ②の相違 

・他号炉と共用しない 

 

（b）燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッダを使用

した使用済燃料プールへの注水 

 

残留熱除去系（燃料プール冷却モード）及び燃料プール

冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失又

は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プールへの補給

機能が喪失し，又は使用済燃料プールに接続する配管の破

損等により使用済燃料プール水の小規模な漏えいにより

使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用済燃料プ

ール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防

止するための重大事故等対処設備として，燃料プール代替

注水系を使用する。 

 

燃料プール代替注水系は，可搬型代替注水ポンプ（A-1

級），可搬型代替注水ポンプ（A-2級），可搬型スプレイヘ

ッダ，ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，可搬型代

替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）又は可搬型代替注水ポンプ（A-2級）により代替淡水

源の水をホースを経由して可搬型スプレイヘッダから使

用済燃料プールへ注水することで，使用済燃料プールの水

位を維持できる設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することによ

り臨界を防止できる設計とする。 

(e) 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（可搬型スプレイノズル）を使用した使用済燃料プールへ

の注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）及

び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却

機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プール

への補給機能が喪失し，又は使用済燃料プールに接続する

配管の破損等により使用済燃料プール水の小規模な漏えい

により使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用済

燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨

界を防止するための重大事故等対処設備として，可搬型代

替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型ス

プレイノズル）を使用する。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（可搬型スプレイノズル）は，可搬型代替注水大型ポンプ，

可搬型スプレイノズル，ホース・弁類，計測制御装置等で

構成し，可搬型代替注水大型ポンプにより代替淡水貯槽の

水をホースを経由して可搬型スプレイノズルから使用済燃

料プールへ注水することで，使用済燃料プールの水位を維

持できる設計とする。 

 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することによ

り臨界を防止できる設計とする。 

(b)燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による

燃料プールへの注水 

 

残留熱除去系（燃料プール冷却）及び燃料プール冷却

系の有する燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除去ポ

ンプによる燃料プールへの補給機能が喪失し，又は燃料

プールに接続する配管の破損等により燃料プール水の小

規模な漏えいにより燃料プールの水位が低下した場合

に，燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，

及び臨界を防止するための重大事故等対処設備として，

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）を使用

する。 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，

大量送水車，可搬型スプレイノズル，ホース・弁類，計

測制御装置等で構成し，大量送水車により代替淡水源の

水をホース等を経由して可搬型スプレイノズルから燃料

プールへ注水することで，燃料プールの水位を維持でき

る設計とする。 

 

 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することに

より臨界を防止できる設計とする。 
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また，可搬型スプレイヘッダを使用した燃料プール代替

注水系は，代替淡水源が枯渇した場合において，重大事故

等の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水車

（海水取水用）により海を利用できる設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2級）は，ディーゼルエンジンにより駆動できる

設計とする。燃料は，燃料補給設備である軽油タンク及び

タンクローリ（4kL）により補給できる設計とする。

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水ポンプ（A-1級）（6号及び 7号炉共用） 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6号及び 7号炉共用） 

・可搬型スプレイヘッダ

・燃料補給設備（6号及び 7号炉共用）（3.14電源設備） 

本系統の流路として，配管，弁及びホースを重大事故等

対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重

大事故等対処設備として使用する。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（可搬型スプレイノズル）は，淡水源が枯渇した場合にお

いて，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である

可搬型代替注水中型ポンプにより海を利用できる設計とす

る。 

また，可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式のディーゼ

ルエンジンにより駆動できる設計とする。燃料は，燃料給

油設備である可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリに

より補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水大型ポンプ

・可搬型スプレイノズル

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備）

本系統の流路として，弁及びホースを重大事故等対処設

備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重

大事故等対処設備として使用する。 

また，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）

は，代替淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の

収束に必要となる水の供給設備である大量送水車又は大

型送水ポンプ車により海を利用できる設計とする。 

大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる

設計とする。燃料は，燃料補給設備であるガスタービン

発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯

蔵タンク及びタンクローリにより補給できる設計とす

る。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大量送水車

・可搬型スプレイノズル

・燃料補給設備（3.14 電源設備）

本系統の流路として，弁及びホースを重大事故等対処

設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である燃料プールを重大事

故等対処設備として使用する。 

・他号炉と共用しない

・他号炉と共用しない

・他号炉と共用しない

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の燃料プ

ールスプレイ系（可搬型

スプレイノズル）の流路

に配管はない（以下，③

の相違） 

（2） 使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時に用いる

設備 

ａ.燃料プールスプレイ 

(2) 使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時に用いる設

備

ａ．燃料プールスプレイ

(a) 常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへ

のスプレイ 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用

済燃料プールの水位が異常に低下した場合に，燃料損傷を

緩和するとともに，燃料損傷時には使用済燃料プール内燃

料体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環

境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等対処

設備として，常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プ

ール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用する。 

(2) 燃料プールからの大量の水の漏えい発生時に用いる設備

ａ．燃料プールスプレイ ・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉の燃料プ

ールスプレイでは常設

ポンプを使用しない。可

搬型注水ポンプについ

ても大量送水車１種類

である。また，注水とス

プレイで同様の設備構

成としている（以下，④

の相違）  
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常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）は，常設低圧代替注水系ポンプ，

常設スプレイヘッダ，配管・弁類，計測制御装置等で構成

し，常設低圧代替注水系ポンプにより，代替淡水貯槽の水

を代替燃料プール注水系配管等を経由して常設スプレイヘ

ッダから使用済燃料プール内燃料体等に直接スプレイする

ことで，燃料損傷を緩和するとともに，環境への放射性物

質の放出をできる限り低減できる設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）は，代替所内電気設備を経由した

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの

給電が可能な設計とする。 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配

慮したラック形状によって，臨界を防止することができる

設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設低圧代替注水系ポンプ 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備） 

・常設スプレイヘッダ 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，配管及び弁を重大事故等対処設備

として使用する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重

大事故等対処設備として使用する。 

 

  

（a） 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッダを使用

した使用済燃料プールへのスプレイ 

 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用

済燃料プールの水位が異常に低下した場合に，燃料損傷を

緩和するとともに，燃料損傷時には使用済燃料プール内燃

料体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環

境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等対処

設備として，燃料プール代替注水系を使用する。 

(b) 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへの

スプレイ 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用

済燃料プールの水位が異常に低下した場合に，燃料損傷を

緩和するとともに，燃料損傷時には使用済燃料プール内燃

料体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環

境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等対処

設備として，可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プ

 (a) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による

燃料プールへのスプレイ 

 

燃料プールからの大量の水の漏えい等により燃料プー

ルの水位が異常に低下した場合に，燃料損傷を緩和する

とともに，燃料損傷時には燃料プール内燃料体等の上部

全面にスプレイすることによりできる限り環境への放射

性物質の放出を低減するための重大事故等対処設備とし

て，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）を使

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11-12



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

燃料プール代替注水系は，可搬型代替注水ポンプ（A-1

級），可搬型代替注水ポンプ（A-2級），常設スプレイヘッ

ダ，配管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，可搬

型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）により，代替淡水源の水を燃料プール代替注水系配管

等を経由して常設スプレイヘッダから使用済燃料プール内

燃料体等に直接スプレイすることで，燃料損傷を緩和する

とともに，環境への放射性物質の放出をできる限り低減で

きる設計とする。 

 

 

 

 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配

慮したラック形状によって，臨界を防止することができる

設計とする。 

常設スプレイヘッダを使用した燃料プール代替注水系

は，代替淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の収

束に必要となる水の供給設備である大容量送水車（海水取

水用）により海を利用できる設計とする。また，可搬型代

替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃

料は，燃料補給設備である軽油タンク及びタンクローリ

（4kL）により補給できる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水ポンプ（A-1級）（6号及び 7号炉共用） 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6号及び 7号炉共用） 

 

 

・常設スプレイヘッダ 

 

 

 

 

 

 

ール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用する。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）は，可搬型代替注水大型ポンプ，

常設スプレイヘッダ，配管・ホース・弁類，計測制御装置

等で構成し，可搬型代替注水大型ポンプにより，代替淡水

貯槽の水を代替燃料プール注水系配管等を経由して常設ス

プレイヘッダから使用済燃料プール内燃料体等に直接スプ

レイすることで，燃料損傷を緩和するとともに，環境への

放射性物質の放出をできる限り低減できる設計とする。 

 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）は，代替所内電気設備を経由した

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの

給電が可能な設計とする。 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配

慮したラック形状によって，臨界を防止することができる

設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）は，淡水源が枯渇した場合におい

て，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である可

搬型代替注水中型ポンプにより海を利用できる設計とす

る。また，可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式のディー

ゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃料は，燃料

給油設備である可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリ

により補給できる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備） 

・常設スプレイヘッダ 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

用する。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）は，大

量送水車，常設スプレイヘッダ，配管・ホース・弁類，

計測制御装置等で構成し，大量送水車により，代替淡水

源の水を燃料プールスプレイ系配管等を経由して常設ス

プレイヘッダから燃料プール内燃料体等に直接スプレイ

することで，燃料損傷を緩和するとともに，環境への放

射性物質の放出をできる限り低減できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう

配慮したラック形状によって，臨界を防止することがで

きる設計とする。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）は，代

替淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の収束に

必要となる水の供給設備である大量送水車又は大型送水

ポンプ車により海を利用できる設計とする。また，大量

送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計と

する。燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電機

用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タン

ク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大量送水車 

 

 

 

・常設スプレイヘッダ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 
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・燃料補給設備（6号及び 7号炉共用）（3.14電源設備） 

本系統の流路として，配管，弁及びホースを重大事故等

対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重

大事故等対処設備として使用する。 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，配管，弁及びホースを重大事故等対

処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重大

事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，配管，弁及びホースを重大事故

等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である燃料プールを重大事故

等対処設備として使用する。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

・他号炉と共用しない 

 

（b） 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッダを使用

した使用済燃料プールへのスプレイ 

 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済

燃料プールの水位が異常に低下した場合に，燃料損傷を緩和

するとともに，燃料損傷時には使用済燃料プール内燃料体等

の上部全面にスプレイすることによりできる限り環境への放

射性物質の放出を低減するための重大事故等対処設備とし

て，燃料プール代替注水系を使用する。 

 

燃料プール代替注水系は，可搬型代替注水ポンプ（A-1級），

可搬型代替注水ポンプ（A-2級），可搬型スプレイヘッダ，ホ

ース・弁類，計測制御装置等で構成し，可搬型代替注水ポン

プ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2級）又は可搬型

代替注水ポンプ（A-2級）により，代替淡水源の水をホース

等を経由して可搬型スプレイヘッダから使用済燃料プール内

燃料体等に直接スプレイすることで，燃料損傷を緩和すると

ともに，環境への放射性物質の放出をできる限り低減できる

設計とする。 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配慮

したラック形状によって，臨界を防止することができる設計

とする。 

可搬型スプレイヘッダを使用した燃料プール代替注水系

は，代替淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の収束

に必要となる水の供給設備である大容量送水車（海水取水用）

により海を利用できる設計とする。また，可搬型代替注水ポ

ンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，ディ

ーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃料は，燃料

補給設備である軽油タンク及びタンクローリ（4kL）により補

(c) 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（可搬型スプレイノズル）を使用した使用済燃料プールへ

のスプレイ 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用

済燃料プールの水位が異常に低下した場合に，燃料損傷を

緩和するとともに，燃料損傷時には使用済燃料プール内燃

料体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環

境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等対処

設備として，可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プ

ール注水系（可搬型スプレイノズル）を使用する。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（可搬型スプレイノズル）は，可搬型代替注水大型ポンプ，

可搬型スプレイノズル，ホース・弁類，計測制御装置等で

構成し，可搬型代替注水大型ポンプにより，代替淡水貯槽

の水をホース等を経由して可搬型スプレイノズルから使用

済燃料プール内燃料体等に直接スプレイすることで，燃料

損傷を緩和するとともに，環境への放射性物質の放出をで

きる限り低減できる設計とする。 

 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配

慮したラック形状によって，臨界を防止することができる

設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（可搬型スプレイノズル）は，淡水源が枯渇した場合にお

いて，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である

可搬型代替注水中型ポンプにより海を利用できる設計とす

る。また，可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式のディー

ゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃料は，燃料

給油設備である可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリ

(b) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールへのスプレイ 

 

燃料プールからの大量の水の漏えい等により燃料プー

ルの水位が異常に低下した場合に，燃料損傷を緩和する

とともに，燃料損傷時には燃料プール内燃料体等の上部

全面にスプレイすることによりできる限り環境への放射

性物質の放出を低減するための重大事故等対処設備とし

て，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）を

使用する。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，

大量送水車，可搬型スプレイノズル，ホース・弁類，計

測制御装置等で構成し，大量送水車により，代替淡水源

の水をホース等を経由して可搬型スプレイノズルから燃

料プール内燃料体等に直接スプレイすることで，燃料損

傷を緩和するとともに，環境への放射性物質の放出をで

きる限り低減できる設計とする。 

 

 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう

配慮したラック形状によって，臨界を防止することがで

きる設計とする。 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，

代替淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の収束

に必要となる水の供給設備である大量送水車又は大型送

水ポンプ車により海を利用できる設計とする。また，大

量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計

とする。燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電

機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タン
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給できる設計とする。 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水ポンプ（A-1級）（6号及び 7号炉共用） 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6号及び 7号炉共用） 

 

 

・可搬型スプレイヘッダ 

・燃料補給設備（6号及び 7号炉共用）（3.14電源設備） 

本系統の流路として，配管，弁及びホースを重大事故等対

処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重大

事故等対処設備として使用する。 

により補給できる設計とする。 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

 

・代替淡水貯槽（9.12 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備） 

・可搬型スプレイノズル 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，弁及びホースを重大事故等対処設

備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重

大事故等対処設備として使用する。 

ク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大量送水車 

 

 

 

 

・可搬型スプレイノズル 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，弁及びホースを重大事故等対処

設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である燃料プールを重大事

故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

ｂ.大気への放射性物質の拡散抑制 

（a） 原子炉建屋放水設備による大気への放射性物質の拡散抑制 

 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用

済燃料プールの水位の異常な低下により，使用済燃料プール

内燃料体等の著しい損傷に至った場合において，燃料損傷時

にはできる限り環境への放射性物質の放出を低減するため

の重大事故等対処設備として，原子炉建屋放水設備を使用す

る。 

原子炉建屋放水設備は，大容量送水車（原子炉建屋放水設

備用），放水砲，ホース等で構成し，大容量送水車（原子炉

建屋放水設備用）により海水をホースを経由して放水砲から

原子炉建屋へ放水することで，環境への放射性物質の放出を

可能な限り低減できる設計とする。 

本系統の詳細については，「3.12発電所外への放射性物質

の拡散を抑制するための設備」に記載する。 

ｂ．大気への放射性物質の拡散抑制 

(a) 原子炉建屋放水設備による大気への放射性物質の拡散抑

制 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用

済燃料プールの水位の異常な低下により，使用済燃料プー

ル内燃料体等の著しい損傷に至った場合において，燃料損

傷時にはできる限り環境への放射性物質の放出を低減する

ための重大事故等対処設備として，原子炉建屋放水設備を

使用する。 

原子炉建屋放水設備は，可搬型代替注水大型ポンプ（放

水用），放水砲，ホース等で構成し，可搬型代替注水大型ポ

ンプ（放水用）により海水をホースを経由して放水砲から

原子炉建屋へ放水することで，環境への放射性物質の放出

を可能な限り低減できる設計とする。 

本系統の詳細については，「9.11 発電所外への放射性物

質の拡散を抑制するための設備」に記載する。 

ｂ．大気への放射性物質の拡散抑制 

(a) 原子炉建物放水設備による大気への放射性物質の拡散

抑制 

燃料プールからの大量の水の漏えい等により燃料プ

ールの水位の異常な低下により，燃料プール内燃料体等

の著しい損傷に至った場合において，燃料損傷時にはで

きる限り環境への放射性物質の放出を低減するための

重大事故等対処設備として，原子炉建物放水設備を使用

する。 

原子炉建物放水設備は，大型送水ポンプ車，放水砲，

ホースで構成し，大型送水ポンプ車により海水をホース

を経由して放水砲から原子炉建物へ放水することで，環

境への放射性物質の放出を可能な限り低減できる設計

とする。 

本系統の詳細については，「3.12 発電所外への放射性

物質の拡散を抑制するための設備」に記載する。 
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(3) 重大事故等時の使用済燃料プールの監視に用いる設備 

ａ．使用済燃料プールの監視設備による使用済燃料プールの

状態監視 

使用済燃料プールの監視設備として，使用済燃料貯蔵プ

ール水位・温度（SA），使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 

広域），使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低

レンジ）及び使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（使用済燃

料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置を含む。）を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA），使用済燃料貯蔵

プール水位・温度（SA 広域）及び使用済燃料貯蔵プール放

射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，想定される重大事

故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定可能な

設計とする。 

 

また，使用済燃料貯蔵プール監視カメラは，想定される

(3) 重大事故等時の使用済燃料プールの監視に用いる設備 

ａ．使用済燃料プールの監視設備による使用済燃料プールの

状態監視 

使用済燃料プールの監視設備として，使用済燃料プール

水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（ＳＡ），

使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ）及び使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール

監視カメラ用空冷装置を含む）を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プ

ール温度（ＳＡ）及び使用済燃料プールエリア放射線モニ

タ（高レンジ・低レンジ）は，想定される重大事故等によ

り変動する可能性のある範囲にわたり測定可能な設計とす

る。 

 

また，使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大

(3) 重大事故等時の燃料プールの監視に用いる設備 

ａ．燃料プールの監視設備による燃料プールの状態監視 

 

燃料プールの監視設備として，燃料プール水位（Ｓ

Ａ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア

放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料

プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷

却設備を含む。）を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（Ｓ

Ａ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ）（ＳＡ）は，想定される重大事故等により変動す

る可能性のある範囲にわたり測定可能な設計とする。 

 

 

また，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，想定される

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

検出方式及び検出対

象の相違（島根２号炉は

ガイドパルス式（検出対

象：水位），柏崎 6/7 は

熱電対（検出対象：水位

及び温度））（以下，⑤の

相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

検出方式及び検出対

象の相違（島根２号炉に

おいて燃料プール水位

（ＳＡ）はガイドパルス

式（検出対象：水位），

燃料プール水位・温度

（ＳＡ）は熱電対（検出

対象：水位及び温度），

東海第二においては使

用済燃料プール水位・温

度（ＳＡ広域）はガイド

パルス式及び測温抵抗

体（検出対象：水位及び

温度），使用済燃料プー

ル温度（ＳＡ）は熱電対

（検出対象：温度））（以

下，⑥の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 
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重大事故等時の使用済燃料プールの状態を監視できる設計

とする。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA），使用済燃料貯蔵

プール水位・温度（SA 広域）及び使用済燃料貯蔵プール放

射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，所内蓄電式直流電

源設備及び可搬型直流電源設備から給電が可能であり，使

用済燃料貯蔵プール監視カメラは，常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域） 

 

 

 

 

・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

・使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（使用済燃料貯蔵プール

監視カメラ用空冷装置を含む。） 

・常設代替交流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電源

設備） 

・所内蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

・可搬型直流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電源設

備） 

事故等時の使用済燃料プールの状態を監視できる設計とす

る。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プ

ール温度（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ）及び使用済燃料プール監視カメラは，

常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から給

電が可能な設計とする。 

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な

設計とする。 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

・使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

 

 

 

 

・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低

レンジ） 

・使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視

カメラ用空冷装置を含む） 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

重大事故等時の燃料プールの状態を監視できる設計と

する。 

燃料プール水位（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用

冷却設備は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流

電源設備から，燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プ

ールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，所内常設蓄電式

直流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電

源設備から給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

 

 

 

 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ）（ＳＡ） 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カ

メラ用冷却設備を含む。） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・所内常設蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備） 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備構成の相違によ

る供給電源の相違（以

下，⑦の相違 ） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

・他号炉と共用しない 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 
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⑦の相違

(4) 使用済燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防

止するための設備 

ａ．燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱 

使用済燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防

止するための重大事故等対処設備として，燃料プール冷却

浄化系を使用する。 

燃料プール冷却浄化系は，ポンプ，熱交換器，配管・弁類，

計測制御装置等で構成し，使用済燃料プールの水をポンプに

より熱交換器等を経由して循環させることで，使用済燃料プ

ールを冷却できる設計とする。 

燃料プール冷却浄化系は，非常用交流電源設備及び原子炉

補機冷却系が機能喪失した場合でも，常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備及び代替原子炉補機冷却系を用

いて，使用済燃料プールを除熱できる設計とする。 

(4) 使用済燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止

するための設備 

ａ．代替燃料プール冷却系による使用済燃料プール除熱 

使用済燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防

止するための重大事故等対処設備として，代替燃料プール

冷却系を使用する。 

代替燃料プール冷却系は，代替燃料プール冷却系ポンプ，

代替燃料プール冷却系熱交換器，配管・弁類，計測制御装

置等で構成し，使用済燃料プールの水をポンプにより熱交

換器等を経由して循環させることで，使用済燃料プールを

冷却できる設計とする。 

代替燃料プール冷却系は，非常用交流電源設備及び原子

炉補機冷却系が機能喪失した場合でも，代替所内電気設備

を経由した常設代替交流電源設備及び緊急用海水系を用い

て，使用済燃料プールを除熱できる設計とする。 

(4) 燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するた

めの設備 

ａ．燃料プール冷却系による燃料プールの除熱 

燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止す

るための重大事故等対処設備として，燃料プール冷却系を

使用する。 

燃料プール冷却系は，ポンプ，熱交換器，配管・弁類，

計測制御装置等で構成し，燃料プールの水をポンプにより

熱交換器等を経由して循環させることで，燃料プールを冷

却できる設計とする。 

燃料プール冷却系は，非常用交流電源設備及び原子炉補

機冷却系が機能喪失した場合でも，常設代替交流電源設備

及び原子炉補機代替冷却系を用いて，燃料プールを除熱で

きる設計とする。 

・設備の相違

【東海第二】 

東海第二は使用済燃

料プールを冷却する系

統として，既設の燃料プ

ール冷却浄化系と異な

る代替燃料プール冷却

系を有している。島根２

号炉では既設の燃料プ

ール冷却系と最終ヒー

トシンクに熱を輸送す

るための設備である原

子炉補機代替冷却を組

合せて，重大事故対処設

備として使用する（以

下，⑧の相違） 

・設備の相違

【東海第二】 

⑧の相違

・設備の相違

【東海第二】 

⑧の相違

【東海第二】 

島根２号炉は柏崎

6/7 と同様に電路とな

る代替所内電気設備を

主要な設備として個別

に記載していない（以

下，⑨の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の燃料プ

ール冷却系を SA として
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燃料プール冷却浄化系で使用する代替原子炉補機冷却系

は，代替原子炉補機冷却水ポンプ及び熱交換器を搭載した熱

交換器ユニット，大容量送水車（熱交換器ユニット用），配管・

ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，熱交換器ユニット

を原子炉補機冷却系に接続し，大容量送水車（熱交換器ユニ

ット用）により熱交換器ユニットに海水を送水することで，

燃料プール冷却浄化系の熱交換器等で発生した熱を最終的な

熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

また，大容量送水車（熱交換器ユニット用）の燃料は，燃

料補給設備である軽油タンク及びタンクローリ（4kL）により

補給できる設計とする。 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・燃料プール冷却浄化系ポンプ 

 

 

・燃料プール冷却浄化系熱交換器 

 

 

・熱交換器ユニット（6号及び 7号炉共用） 

 

 

 

・大容量送水車（熱交換器ユニット用）（6号及び 7号炉共用） 

 

 

 

 

 

 

代替燃料プール冷却系は，代替燃料プール冷却系ポンプ，

代替燃料プール冷却系熱交換器，配管・弁類，計測制御装

置等で構成し，緊急用海水ポンプにより代替燃料プール冷

却系熱交換器に海水を送水することで，代替燃料プール冷

却系熱交換器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である

海へ輸送できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・代替燃料プール冷却系ポンプ 

 

 

・代替燃料プール冷却系熱交換器 

 

 

 

 

 

 

・緊急用海水ポンプ 

 

 

 

 

 

 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ及び熱交換器を搭載し

た移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車，配管・ホー

ス・弁類，計測制御装置等で構成し，移動式代替熱交換設

備を屋外の接続口より原子炉補機冷却系に接続し，大型送

水ポンプ車により移動式代替熱交換設備に海水を送水す

ることで，燃料プール冷却系の熱交換器等で発生した熱を

最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

また，屋外の接続口が使用できない場合には，大型送水

ポンプ車を屋内の接続口より原子炉補機冷却系に接続し，

原子炉補機冷却系に海水を送水することで，燃料プール冷

却系の熱交換器等で発生した熱を最終的な熱の逃がし場

である海へ輸送できる設計とする 

 

 

大型送水ポンプ車の燃料は，燃料補給設備であるガスタ

ービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料

貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃

料貯蔵タンク及びタンクローリにより補給できる設計と

する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・燃料プール冷却ポンプ 

 

 

・燃料プール冷却系熱交換器 

 

 

・移動式代替熱交換設備 

 

 

 

・大型送水ポンプ車 

 

 

 

使用する場合，可搬型代

替交流電源設備を使用

しない（以下，⑩の相違） 

・設備の相違 

 ⑧の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の屋内の

接続口を使用する場合

は，大型送水ポンプ車に

より海水を原子炉補機

冷却系に送水する 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，燃料補

給についても記載して

いる 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 
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・常設代替交流電源設備（6号及び 7号炉共用）（3.14電源設

備） 

・可搬型代替交流電源設備（6号及び 7号炉共用）（3.14電源

設備） 

 

 

 

 

 

・燃料補給設備（6号及び 7号炉共用）（3.14電源設備） 

燃料プール冷却浄化系の流路として，配管，弁，スキマサー

ジタンク及びディフューザを重大事故等対処設備として使用す

る。 

代替原子炉補機冷却系の流路として，原子炉補機冷却系の配

管，弁及びサージタンク並びにホースを重大事故等対処設備と

して使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である使用済燃料プール並び

に非常用取水設備の海水貯留堰，スクリーン室及び取水路を重

大事故等対処設備として使用する。 

使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様を第

3.11-1表に示す。 

 

 

 

使用済燃料プールについては，「3.22燃料貯蔵設備」に記載

する。 

 

大容量送水車（海水取水用）については，「3.13重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備」に記載する。 

 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内蓄電式

直流電源設備，可搬型直流電源設備及び燃料補給設備については，

「3.14電源設備」に記載する。 

海水貯留堰，スクリーン室及び取水路については，「3.23非常

・緊急用海水系ストレーナ 

 

 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

代替燃料プール冷却系の流路として，配管，弁，スキマ

サージタンク及びディフューザを重大事故等対処設備とし

て使用する。 

緊急用海水系の流路として，緊急用海水系の配管，弁を

重大事故等対処設備として使用する。 

 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重

大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料プールについては，「4.1 燃料体等の取扱設備

及び貯蔵設備」に記載する。 

 

緊急用海水ポンプについては，「5.10 最終ヒートシンク

へ熱を輸送するための設備」に記載する。 

 

 

常設代替交流電源設備については，「10.2 代替電源設備」に記

載する。 

 

 

 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

燃料プール冷却系の流路として，配管，弁，スキマ・サ

ージ・タンク及びディフューザを重大事故等対処設備とし

て使用する。 

原子炉補機代替冷却系の流路として，原子炉補機冷却系

の配管，弁及びサージタンク並びにホースを重大事故等対

処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である燃料プール並びに設計

基準事故対処設備である非常用取水設備の取水口，取水管

及び取水槽を重大事故等対処設備として使用する。 

燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様を第

3.11-1表に示す。 

 

 

 

燃料プールについては，「3.22 燃料貯蔵設備」に記載す

る。 

 

大型送水ポンプ車については，「3.13 重大事故等の収束

に必要となる水の供給設備」に記載する。 

 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄

電式直流電源設備，可搬型直流電源設備及び燃料補給設備につい

ては，「3.14 電源設備」に記載する。 

取水口，取水管及び取水槽については，「3.23 非常用取水設備」

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

・他号炉と共用しない 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二では

“4.3.2.5 操作性の確

保”に記載 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

・記載方針の相違 
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用取水設備」に記載する。 に記載する。 【東海第二】 

 

3.11.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プール代替注水系は，残留熱除去系及び燃料プール冷却浄

化系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，可搬型代

替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2級）をデ

ィーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプによ

り構成される燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系に対して多

様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

また，燃料プール代替注水系は，代替淡水源を水源とすること

で，使用済燃料プールを水源とする残留熱除去系及び燃料プール

冷却浄化系に対して異なる水源を有する設計とする。 

 

 

 

 

燃料プール代替注水系の可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び

4.3.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

常設低圧代替注水系は，残留熱除去系及び燃料プール冷却浄化

系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交

流電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用交流電

源設備からの給電により駆動する燃料プール冷却浄化系及び残留

熱除去系に対して，多様性を有し位置的分散を図る設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプは，冷却水を不要（自然冷却）とす

ることで，残留熱除去系海水系により冷却する残留熱除去系ポン

プ及び自然冷却により冷却する燃料プール冷却浄化系ポンプに対

して多様性を有する設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプは，屋外の常設低圧代替注水系格納

槽内に設置することで，原子炉建屋原子炉棟内の燃料プール冷却

浄化系ポンプ及び残留熱除去系ポンプと位置的分散を図る設計と

する。 

可搬型代替注水中型ポンプを使用した使用済燃料プール注水

は，残留熱除去系及び燃料プール冷却浄化系と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，可搬型代替注水中型ポンプを空冷

式のディーゼルエンジンにより駆動することで，電動駆動ポンプ

により構成される燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系に対し

て多様性を有する設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプを使用した使用済燃料プール注水及

び使用済燃料プールスプレイは，残留熱除去系及び燃料プール冷

却浄化系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，可搬

型代替注水大型ポンプを空冷式のディーゼルエンジンにより駆動

することで，電動駆動ポンプにより構成される燃料プール冷却浄

化系及び残留熱除去系に対して多様性を有する設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，

代替淡水貯槽を水源とすることで，使用済燃料プールを水源とす

る燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系に対して異なる水源を

有する設計とする。可搬型代替注水中型ポンプは，西側淡水貯水

設備を水源とすることで，使用済燃料プールを水源とする燃料プ

ール冷却浄化系及び残留熱除去系に対して異なる水源を有する設

計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，

3.11.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プール

スプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，残留熱除去系及び燃料

プール冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

大量送水車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機

駆動ポンプにより構成される残留熱除去系及び燃料プール冷却系

に対して多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

また，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料

プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，代替淡水源を水

源とすることで，燃料プールを水源とする残留熱除去系及び燃料

プール冷却系の冷却機能並びにサプレッション・チェンバを水源

とする残留熱除去系の補給機能に対して異なる水源を有する設計

とする。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プール

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違及び④の相

違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違及び④の相

違 
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可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，原子炉建屋から離れた屋外

に分散して保管することで，原子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ

及び燃料プール冷却浄化系ポンプと共通要因によって同時に機能

を喪失しないよう位置的分散を図る設計とする。可搬型代替注水

ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の接続口は，

共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的

分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA），使用済燃料貯蔵プール

水位・温度（SA広域），使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ），使用済燃料貯蔵プール監視カメラ及び使用済

燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置は，使用済燃料貯蔵プール

水位，燃料プール冷却浄化系ポンプ入口温度，使用済燃料貯蔵プ

ール温度，燃料貯蔵プールエリア放射線モニタ，燃料取替エリア

排気放射線モニタ及び原子炉区域換気空調系排気放射線モニタと

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，使用済燃料貯蔵

プール水位・温度（SA），使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA

広域）及び使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ）は，非常用交流電源設備に対して，多様性を有する所内蓄

電式直流電源設備及び可搬型直流電源設備から給電が可能な設計

とし，使用済燃料貯蔵プール監視カメラ及び使用済燃料貯蔵プー

ル監視カメラ用空冷装置は，非常用交流電源設備に対して多様性

を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換

器は，残留熱除去系ポンプ及び熱交換器と異なる区画に設置する

ことで，残留熱除去系ポンプ及び熱交換器と共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

原子炉建屋原子炉棟から離れた屋外に分散して保管することで，

原子炉建屋原子炉棟内の燃料プール冷却浄化系ポンプ，残留熱除

去系ポンプ及び常設低圧代替注水系格納槽内の常設低圧代替注水

系ポンプと共通要因によって同時に機能を喪失しないよう位置的

分散を図る設計とする。可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代

替注水大型ポンプの接続口は，共通要因によって接続できなくな

ることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する

設計とする。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温

度（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低

レンジ），使用済燃料プール監視カメラ及び使用済燃料プール監視

カメラ用空冷装置は，使用済燃料プール水位，燃料プール冷却浄

化系ポンプ入口温度，使用済燃料プール温度，燃料取替フロア燃

料プールエリア放射線モニタ，原子炉建屋換気系燃料取替床排気

ダクト放射線モニタ及び原子炉建屋換気系排気ダクト放射線モニ

タと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，使用済燃料

プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（ＳＡ），

使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）及

び使用済燃料プール監視カメラは，非常用交流電源設備に対して，

多様性を有する常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設

備から給電が可能な設計とし，使用済燃料プール監視カメラ用空

冷装置は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 

代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換

器は，燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱

交換器並びに残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器と異

なる区画に設置することで，燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃

料プール冷却浄化系熱交換器並びに残留熱除去系ポンプ及び残留

熱除去系熱交換器と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

緊急用海水ポンプは，緊急用海水ポンプピットに設置すること

で，屋外の海水ポンプ室に設置する残留熱除去系海水系ポンプに

対して位置的分散を図る設計とする。 

 

スプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車は，原子炉建

物から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の残

留熱除去ポンプ及び燃料プール冷却ポンプと共通要因によって同

時に機能を喪失しないよう位置的分散を図る設計とする。大量送

水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止

するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

 

 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料

プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ），燃料

プール監視カメラ（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設備

は，燃料プール水位，燃料プール冷却ポンプ入口温度，燃料プー

ル温度，燃料取替階エリア放射線モニタ及び燃料取替階放射線モ

ニタと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，燃料プー

ル水位（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設備は非常用交

流電源設備に対して，多様性を有する常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備から，燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃

料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，非常用交流電源設備に対して，

多様性を有する所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源

設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とする。 

 

 

 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，残留

熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器と異なる区画に設置する

ことで，残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。重大事故等対処設備として使用する場合の燃料プール冷却ポ

ンプは常設代替交流電源設備からの給電により駆動することで，

残留熱除去系及び燃料プール冷却系の冷却機能並びに残留熱除去

系の補給機能として使用する場合の，非常用交流電源設備により

駆動する残留熱除去ポンプ及び燃料プール冷却ポンプに対して多

様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違及び④の相

違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

  ⑤の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物原子炉棟の排気放

射線モニタについては，

燃料取替階以外の原子

炉建物原子炉棟の放射

線量の異常を検知する

ための設備であるため，

16 条要求設備の対象外

としている 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 
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燃料プール冷却浄化系で使用する代替原子炉補機冷却系は，原

子炉補機冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，熱交換器ユニットを可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とすることで，非常用交流電源設備からの給電により駆

動する原子炉補機冷却系に対して，多様性を有する設計とし，大

容量送水車（熱交換器ユニット用）をディーゼルエンジンにより

駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される原子炉補機

冷却系に対して多様性を有する設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車

（熱交換器ユニット用）は，タービン建屋から離れた屋外に分散

して保管することで，タービン建屋内の原子炉補機冷却水ポンプ，

原子炉補機冷却水系熱交換器及び原子炉補機冷却海水ポンプと共

通要因によって同時に機能を損わないよう位置的分散を図る設計

とする。 

熱交換器ユニットの接続口は，共通要因によって接続できなく

なることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置す

る設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14電源設備」に

記載する。 

代替燃料プール冷却系及び緊急用海水系は，燃料プール冷却浄

化系及び残留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とするこ

とで，非常用交流電源設備からの給電により駆動する燃料プール

冷却浄化系及び残留熱除去系に対して，多様性を有し位置的分散

を図る設計とする。 

緊急用海水系により代替燃料プール冷却系熱交換器に冷却水を

供給する系統は，燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系の冷却

水系統である残留熱除去系海水系の系統に対して多様性を有する

設計とする。 

代替燃料プール冷却系ポンプは，冷却を不要（自然冷却）とす

ることで，残留熱除去系海水系により冷却する残留熱除去系ポン

プ及び自然冷却の燃料プール冷却浄化系ポンプに対して多様性を

有する設計とする。 

代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換

器を使用する代替燃料プール冷却系の配管は，燃料プール冷却浄

化系配管の分岐点から燃料プール冷却浄化系の配管との合流点ま

でを独立した系統とすることで，燃料プール冷却浄化系ポンプ及

び残留熱除去系ポンプを使用した冷却系統に対して独立性を有す

る設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については，「10.2 代替電源設

備」に記載する。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，原子炉

補機冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，移

動式代替熱交換設備を常設代替交流電源設備からの給電が可能な

設計とすることで，非常用交流電源設備からの給電により駆動す

る原子炉補機冷却系に対して，多様性を有する設計とし，大型送

水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機

駆動ポンプにより構成される原子炉補機冷却系に対して多様性を

有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポ

ンプ車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，

原子炉建物内の原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交

換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通

要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散

を図った複数箇所に設置する設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備」に

記載する。 

・設備の相違

【東海第二】 

⑧の相違

・設備の相違

【東海第二】 

⑧の相違

・設備の相違

【東海第二】 

⑧の相違

・設備の相違

【東海第二】 

⑧の相違

・設備の相違

【東海第二】 

⑧の相違

3.11.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

燃料プール代替注水系は，他の設備と独立して使用することに

4.3.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

代替燃料プール注水系は，他の設備と独立して使用することに

3.11.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プール
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より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料プール代替注水系の可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，治具や輪留めによる固定等

をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）は、飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA），使用済燃料貯蔵プール

水位・温度（SA広域），使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ），使用済燃料貯蔵プール監視カメラ及び使用済

燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置は，他の設備と電気的な分

離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換

器は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

 

燃料プール冷却浄化系で使用する代替原子炉補機冷却系は，通

常時は熱交換器ユニットを接続先の系統と分離して保管し，重大

事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系

統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

また，原子炉補機冷却系と代替原子炉補機冷却系を同時に使用し

ないことにより，相互の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車

（熱交換器ユニット用）は，治具や輪留めによる固定等をするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，

設置場所において輪留め又は車両転倒防止装置により固定するこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，

飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用す

る常設低圧代替注水系ポンプ，代替淡水貯槽及び常設スプレイヘ

ッダは，通常時は隔離弁により他の系統と隔離し，重大事故等時

に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温

度（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低

レンジ），使用済燃料プール監視カメラ及び使用済燃料プール監視

カメラ用空冷装置は，他の設備と電気的な分離を行うことで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

使用済燃料プールの冷却に使用する代替燃料プール冷却系ポン

プ，代替燃料プール冷却系熱交換器及び緊急用海水ポンプは，通

常時は隔離弁により他の系統と隔離し，重大事故等時に弁操作等

により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

スプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，他の設備と独立して使

用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プール

スプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車は，輪留めに

よる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料

プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ），燃料

プール監視カメラ（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設備

は，他の設備と電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 

 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，設計

基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対

処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，通常時

は移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車を接続先の系統と

分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故

等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。また，原子炉補機冷却系と原子炉補機代

替冷却系を同時に使用しないことにより，相互の機能に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポ

ンプ車は，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，飛散物となっ

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉では治具

及び車両転倒防止装置

を使用しない 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違及び④の相

違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

  ⑤の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では治具

を使用しない 
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飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 て他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

3.11.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2容量等」に示す。 

燃料プール代替注水系の可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，想定される重大事故等時に

おいて，使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，

及び臨界を防止するために必要な注水流量を有するものとして，

可搬型スプレイヘッダ又は常設スプレイヘッダを使用する場合

は，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）を 1セット 1台及び可搬型

代替注水ポンプ（A-2級）を 1セット 3台，又は可搬型代替注水

ポンプ（A-2級）を 1セット 4台使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は，6号及び 7号炉共用で可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

の場合に 4セット 16台に加えて，故障時及び保守点検による待機

4.3.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプは，想定される重大事故等時におい

て，使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及

び臨界を防止するために必要な注水流量を有するものとして，1 

セット 2 台の運転により十分なポンプ容量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は，2 セット 4 台と，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として 1 台の合計 5 台を保管する。 

3.11.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プール

スプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車は，想定され

る重大事故等時において，燃料プール内燃料体等を冷却し，放射

線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な注水流量を有する

ものとして，１セット１台使用する。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は，２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を保管する。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の燃料プー

ル代替注水系は２種類

の可搬型ポンプを複数

台組み合わせて構成さ

れるが，島根２号炉の燃

料プールスプレイ系（常

設スプレイヘッダ）及び

燃料プールスプレイ系

（可搬型スプレイノズ

ル）は，可搬型ポンプ１

台で構成する設計とし

ている（以下，⑪の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二の代替燃料

プール注水系（可搬型代

替注水中型ポンプ使用）

は可搬型ポンプを複数

台組み合わせて構成さ

れるが，島根２号炉の燃

料プールスプレイ系（常

設スプレイヘッダ）及び

燃料プールスプレイ系

（可搬型スプレイノズ

ル）は，可搬型ポンプ１

台で構成する設計とし

ている（以下，⑫の相違） 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 
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除外時のバックアップ用として 1台（6号及び 7号炉共用）の合

計 17台，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）の場合に 6号及び 7号

炉共用で 1セット 1台に加えて，故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップ用として 1台（6号及び 7号炉共用）の合

計 2台を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プール代替注水系の可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，想定される重大事故等時に

おいて，使用済燃料プール内燃料体等の損傷を緩和し，及び臨界

を防止するために必要なスプレイ量を有するものとして，可搬型

スプレイヘッダを使用する場合は，可搬型代替注水ポンプ（A-1

級）を 1セット 1台及び可搬型代替注水ポンプ（A-2級）を 1セ

ット 3台又は可搬型代替注水ポンプ（A-2級）を 1セット 4台使

用し，常設スプレイヘッダを使用する場合は，可搬型代替注水ポ

ンプ（A-1級）を 1セット 1台及び可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

を 1セット 3台として使用する。 

保有数は 6号及び 7号炉共用で可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

の場合に 1セット 4台に加えて，故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップ用として 1台（6号及び 7号炉共用）の合

計 5台，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）の場合に 6号及び 7号

炉共用で 1セット 1台に加えて，故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップ用として 1台（6号及び 7号炉共用）の合

計 2台を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水大型ポンプは，想定される重大事故等時におい

て，使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及

び臨界を防止するために必要な注水流量を有するものとして，1 

セット 1 台の運転により十分なポンプ容量を有する設計とする。 

保有数は，2 セット 2 台と，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として 1 台の合計 3 台を保管する。 

予備については，同型設備である可搬型代替注水大型ポンプ（放

水用）のバックアップ 1 台と共用する。 

 

 

常設低圧代替注水系ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，

使用済燃料プール全面にスプレイ又は大量の水を放水することに

より，できる限り環境への放射性物質の放出を低減するために必

要なポンプ流量を有するものとして使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型スプレイノズルは，使用済燃料プール全面にスプレイす

ることで，できる限り環境への放射性物質の放出を低減すること

ができるものを 1 セット 3 個使用する。保有数は，2 セット 6 個，

故障時の予備として 1 個の合計 7 個を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プール

スプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車は，想定され

る重大事故等時において，燃料プール内燃料体等の損傷を緩和し，

及び臨界を防止するために必要なスプレイ量を有するものとし

て，１セット１台使用する。 

 

 

 

 

 

保有数は，２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を保管する。 

 

 

 

 

 

可搬型スプレイノズルは，想定される重大事故等時において，

燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防

止するために必要な注水流量を有するもの及び燃料プール内燃料

体等の損傷を緩和し，及び臨界を防止することができるものとし

て１セット１個使用する。保有数は，２セット２ 個に加えて，故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１個

【柏崎 6/7】 

⑪の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

（島根２号炉の大量送

水車と比較） 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

大量送水車は他の設

備と予備を兼用しない 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑪の相違 

 

  

・他号炉と共用しない 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑪の相違 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

・設備の相違 

【東海第二】 
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使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA）は，想定される重大事

故等時において変動する可能性のある使用済燃料プール上部から

使用済燃料上端近傍までの範囲を測定できる設計とする。 

 

 

 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA広域）は，想定される重

大事故等時において変動する可能性のある使用済燃料プール上部

から底部近傍までの範囲を測定できる設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，

想定される重大事故等時において変動する可能性のある範囲を測

定できる設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラは，想定される重大事故等時

において赤外線機能により使用済燃料プール及びその周辺の状況

が把握できる設計とする。 

 

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換

器は，設計基準対象施設と兼用しており，設計基準対象施設とし

てのポンプ流量及び伝熱容量が，想定される重大事故等時におい

て，使用済燃料プール内に貯蔵する使用済燃料から発生する崩壊

熱を除去するために必要なポンプ流量及び伝熱容量に対して十分

であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

 

 

燃料プール冷却浄化系で使用する代替原子炉補機冷却系の熱交

換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，想定

される重大事故等時において，燃料プール冷却浄化系熱交換器等

で発生した熱を除去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量を

有する熱交換器ユニット 1セット 1式と大容量送水車（熱交換器

 

使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用す

る代替淡水貯槽は，使用済燃料プールへの注水量に対して可搬型

代替注水中型ポンプにより淡水又は海水を補給するまでの間，水

源を確保できる十分な容量を有する設計とする。 

使用済燃料プール注水に使用する西側淡水貯水設備は，使用済

燃料プールへの注水量に対して可搬型代替注水大型ポンプにより

淡水又は海水を補給するまでの間，水源を確保できる十分な容量

を有する設計とする。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）は，想定される重大

事故等時において変動する可能性のある使用済燃料プール上部か

ら底部近傍までの範囲にわたり水位を測定できる設計とする。 

 

 

 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）及び使用済燃料プー

ル温度（ＳＡ）は，想定される重大事故等時において変動する可

能性のある範囲にわたり温度を測定できる設計とする。 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

は，重大事故等時において変動する可能性のある範囲を測定でき

る設計とする。 

使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事故等時にお

いて赤外線機能により使用済燃料プールの状況が把握できる設計

とする。 

 

使用済燃料プールの冷却に使用する代替燃料プール冷却系ポン

プ，代替燃料プール冷却系熱交換器及び緊急用海水ポンプは，想

定される重大事故等時において，使用済燃料プール内に貯蔵する

使用済燃料から発生する崩壊熱を除去できるポンプ流量及び伝熱

容量に対して十分な容量を確保できる容量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

の合計３個を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プール水位（ＳＡ）は，想定される重大事故等時において

変動する可能性のある燃料プール上部から底部近傍までの範囲を

測定できる設計とする。 

 

 

 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，想定される重大事故等時に

おいて変動する可能性のある燃料プール上部から使用済燃料貯蔵

ラック上端近傍までの範囲を測定できる設計とする。 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

は，想定される重大事故等時において変動する可能性のある範囲

を測定できる設計とする。 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，想定される重大事故等時に

おいて赤外線機能により燃料プールの状況が把握できる設計とす

る。 

 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，設計

基準対象施設と兼用しており，設計基準対象施設としてのポンプ

流量及び伝熱容量が，想定される重大事故等時において，燃料プ

ール内に貯蔵する使用済燃料及びＭＯＸ新燃料から発生する崩壊

熱を除去するために必要なポンプ流量及び伝熱容量に対して十分

であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

 

 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代

替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，想定される重大事故等時

において，燃料プール冷却系熱交換器等で発生した熱を除去する

ために屋外の接続口を使用する場合は，必要な伝熱容量及びポン

プ流量を有する移動式代替熱交換設備１セット１式と大型送水ポ

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号の代替淡水

源は，７日間使用量以上

の水量を保有している 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違によ

る設備仕様の相違（以

下，⑬の相違）  

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

  ⑬の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，ウラン

燃料に加え，ＭＯＸ燃料

を使用する 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 
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ユニット用）1セット 1台を使用する。熱交換器ユニットの保有

数は，6号及び 7号炉共用で 4セット 4式に加えて，故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1式（6号及

び 7号炉共用）の合計 5式を保管する。大容量送水車（熱交換器

ユニット用）の保有数は，6号及び 7号炉共用で 4セット 4台に

加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用

として 1台（6号及び 7号炉共用）の合計 5台を保管する。 

 

 

また，熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット

用）は，想定される重大事故等時において，燃料プール冷却浄化

系による使用済燃料プールの除熱と残留熱除去系による発電用原

子炉若しくは原子炉格納容器内の除熱又は代替循環冷却系による

原子炉格納容器内の減圧及び除熱を同時に使用するため，各系統

の必要な除熱量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 

ンプ車１セット１台を使用する。また，屋内の接続口を使用する

場合は，大型送水ポンプ車１セット１台を使用する。移動式代替

熱交換設備の保有数は，２セット２式に加えて，故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用として１式の合計３式を

保管する。大型送水ポンプ車の保有数は，２セット２台に加えて，

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１

台の合計３台を保管する。 

 

 

また，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，想定さ

れる重大事故等時において，燃料プール冷却系による燃料プール

の除熱と残留熱除去系による発電用原子炉若しくは原子炉格納容

器内の除熱又は残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱を同時に使用するため，各系統の必要な除熱量を同時に

確保できる容量を有する設計とする。 

 

 

・他号炉と共用しない 

・他号炉と共用しない 

 

・他号炉と共用しない 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

 

3.11.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 

 

 

 

 

 

燃料プール代替注水系の可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，屋外に保管及び設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時に

おいて，設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用す

る常設低圧代替注水系ポンプは，常設低圧代替注水系格納槽内に

設置し，重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプは，中央制御室から操作が可能な設

計とする。 

使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用す

る可搬型代替注水大型ポンプは，屋外に保管及び設置し，重大事

故等時における屋外の環境条件を考慮した設計とする。 

使用済燃料プール注水に使用する可搬型代替注水中型ポンプ

は，屋外に保管及び設置し，重大事故等時における屋外の環境条

件を考慮した設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの操

作は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計

とする。 

 

常設低圧代替注水系ポンプ，可搬型代替注水中型ポンプ及び可

搬型代替注水大型ポンプは，淡水だけでなく海水も使用可能な設

計とする。なお，可能な限り淡水源を優先し，海水通水を短期間

とすることで，設備への影響を考慮する。また，可搬型代替注水

中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，海から直接取水す

3.11.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

 

 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プール

スプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車は，屋外に保

管及び設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

 

 

大量送水車の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事

故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違及び④の相

違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 
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燃料プール代替注水系の可搬型スプレイヘッダは，原子炉建屋

原子炉区域内に保管及び設置し，想定される重大事故等時におけ

る環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型スプレイヘッダは，現場据付け後の操作は不要な設計と

する。また，設置場所への据付けが困難な作業環境に備え，常設

のスプレイヘッダを設ける。常設スプレイヘッダは，原子炉建屋

原子炉区域内に設置し，想定される重大事故等時における環境条

件を考慮した設計とする。常設スプレイヘッダを使用した代替注

水及びスプレイは，スロッシング又は使用済燃料プールからの大

量の水の漏えい等により使用済燃料プール付近の線量率が上昇し

た場合でも，被ばく低減の観点から原子炉建屋の外で操作可能な

設計とする。 

 

また，燃料プール代替注水系は，淡水だけでなく海水も使用で

きる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短

期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

 

 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA），使用済燃料貯蔵プール

水位・温度（SA広域），使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ）及び使用済燃料貯蔵プール監視カメラは，原

子炉建屋原子炉区域内に設置し，想定される重大事故等時におけ

る環境条件を考慮した設計とする。使用済燃料貯蔵プール監視カ

メラ用空冷装置は，原子炉建屋内の原子炉区域外に設置し，想定

される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。使

用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置の操作は，想定される

重大事故等時において，原子炉建屋内の原子炉区域外で可能な設

計とする。 

 

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換

器は，原子炉建屋原子炉区域内に設置し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

る際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

 

 

代替燃料プール注水系の可搬型スプレイノズルは，原子炉建屋

原子炉棟内に保管及び設置し，想定される重大事故等時における

環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型スプレイノズルは，現場据付け後の操作は不要な設計と

する。また，設置場所への据付けが困難な作業環境に備え，常設

のスプレイヘッダを設ける。常設スプレイヘッダは，原子炉建屋

原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件

を考慮した設計とする。代替燃料プール注水系（注水ライン）を

使用した使用済燃料プール注水及び代替燃料プール注水系（常設

スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールスプレイは，スロ

ッシング又は使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により

使用済燃料プール付近の線量率が上昇した場合でも，被ばく低減

の観点から原子炉建屋原子炉棟の外で操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温

度（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低

レンジ）及び使用済燃料プール監視カメラは，原子炉建屋原子炉

棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，原

子炉建屋付属棟内に設置し，想定される重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。使用済燃料プール監視カメラ用空

冷装置の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室

で可能な設計とする。 

 

 

代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換

器は，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。 

緊急用海水ポンプは，緊急用海水ポンプピット内に設置し，重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の可搬型スプ

レイノズルは，原子炉建物原子炉棟内に保管及び設置し，想定さ

れる重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型スプレイノズルは，現場据付け後の操作は不要な設計と

する。また，設置場所への据付けが困難な作業環境に備え，常設

のスプレイヘッダを設ける。常設スプレイヘッダは，原子炉建物

原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件

を考慮した設計とする。常設スプレイヘッダを使用した代替注水

及びスプレイは，スロッシング又は燃料プールからの大量の水の

漏えい等により燃料プール付近の線量率が上昇した場合でも，被

ばく低減の観点から原子炉建物の外で操作可能な設計とする。 

 

 

また，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料

プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，淡水だけでなく

海水も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，

海水通水を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料

プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃

料プール監視カメラ（ＳＡ）は，原子炉建物原子炉棟内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉建物付属棟内に

設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。燃料プール監視カメラ用冷却設備の操作は，想定され

る重大事故等時において，原子炉建物付属棟内で可能な設計とす

る。 

 

 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，原子

炉建物原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

島根２号炉では海水

使用について，３段落後

に記載 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二では海水使

用について，３段落上に

記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

設備構成の相違によ

る操作場所の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 
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燃料プール冷却浄化系ポンプの操作は，想定される重大事故等

時において，中央制御室で可能な設計とする。 

 

燃料プール冷却浄化系の系統構成に必要な弁の操作は，想定さ

れる重大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可能な設

計とする。 

 

燃料プール冷却浄化系で使用する代替原子炉補機冷却系の熱交

換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，屋外

に保管及び設置し，想定される重大事故等時における環境条件を

考慮した設計とする。 

熱交換器ユニットの常設設備との接続及び操作は，想定される

重大事故等時において設置場所で可能な設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，想定さ

れる重大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可能な設

計とする。 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）の熱交換器ユニットとの

接続及び操作は，想定される重大事故等時において，設置場所で

可能な設計とする。 

 

また，熱交換器ユニットの海水通水側及び大容量送水車（熱交

換器ユニット用）は，使用時に海水を通水するため，海水影響を

考慮した設計とし，海から直接取水する際の異物の流入防止を考

慮した設計とする。 

代替燃料プール冷却系ポンプ及び緊急用海水ポンプの操作は，

想定される重大事故等時において，中央制御室で可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，緊急用海水ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換器は，

使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮した設計とし，海

から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

燃料プール冷却ポンプの操作は，想定される重大事故等時にお

いて，中央制御室で可能な設計とする。 

 

燃料プール冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，想定される

重大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可能な設計と

する。 

 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代

替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，屋外に保管及び設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の常設設備との接

続及び操作は，想定される重大事故等時において設置場所で可能

な設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，想定さ

れる重大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可能な設

計とする。 

大型送水ポンプ車の移動式代替熱交換設備との接続及び操作

は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計と

する。 

移動式代替熱交換設備の海水通水側及び大型送水ポンプ車は，

使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮した設計とし，海

から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。ま

た，原子炉補機代替冷却系の淡水通水側は淡水だけでなく海水も

使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先して使用す

ることで，設備への影響を考慮する。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

  

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，屋内の

接続口を使用する場合

は，海水を直接注水する 

3.11.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

 

 

 

 

 

燃料プール代替注水系は，想定される重大事故等時において，

他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

4.3.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

常設低圧代替注水系による使用済燃料プール注水及び使用済燃

料プールスプレイを行う系統は，重大事故等時において，通常時

の系統から弁の操作にて速やかに系統構成が可能な設計とする。 

常設低圧代替注水系は，中央制御室の操作盤のスイッチにより

操作が可能な設計とする。 

 

 

3.11.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

 

 

 

 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プール

スプレイ系（可搬型スプレイノズル）は，想定される重大事故等

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違及び④の相

違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 
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燃料プール代替注水系の可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，付属の操作スイッチにより，

設置場所での操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，設

置場所での手動操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）は，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可

能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可

能な設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）を接続する接続口については，簡便な接続とし，接続治具を

用いてホースを確実に接続することができる設計とする。 

 

 また，6号及び 7号炉が相互に使用することができるよう，接

続口の口径を統一する設計とする。燃料プール代替注水系の可搬

型スプレイヘッダとホースの接続については，簡便な接続とし，

結合金具を用いてホースを確実に接続することができる設計とす

る。 

 

 

 

可搬型スプレイヘッダは，現場据付け後の操作は不要な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替燃料プール注水系の可搬型代替注水中型ポンプは，付属の

操作スイッチにより，設置場所での操作が可能な設計とし，系統

構成に必要な弁は，設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び西側淡水貯水設備を使用する使

用済燃料プール注水を行う系統は，重大事故等時において，通常

時の隔離又は分離された状態から弁の操作や接続により速やかに

系統構成が可能な設計とする。 

 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプは，車両として屋外のアクセスルー

トを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて

輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

可搬型代替注水中型ポンプを接続する高所東側接続口，高所西

側接続口，原子炉建屋東側接続口及び原子炉建屋西側接続口につ

いては，一般的に使用される工具を用いて接続可能なフランジ接

続により確実に接続することができる設計とする。 

ホースの接続については，接続方式及びホース口径の統一によ

り確実に接続することができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水大型ポンプは，付属の操作スイッチにより設置

場所での操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，設置場

所での手動操作が可能な設計とする。 

時において，他の系統と切り替えることなく使用できる設計とす

る。 

 

 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プール

スプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車は，付属の操

作スイッチにより，設置場所での操作が可能な設計とし，系統構

成に必要な弁は，設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大量送水車は，車両として屋外のアクセスルートを通行してア

クセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固

定等が可能な設計とする。 

 

大量送水車を接続する接続口については，簡便な接続とし，結

合金具を用いてホースを確実に接続することができる設計とす

る。 

また，接続口の口径を統一する設計とする。燃料プールスプレ

イ系（可搬型スプレイノズル）の可搬型スプレイノズルとホース

の接続については，簡便な接続とし，結合金具を用いてホースを

確実に接続することができる設計とする。また，ホースの接続に

ついては，接続方式を統一する設計とする。 

 

 

 

可搬型スプレイノズルは，現場据付け後の操作は不要な設計と

する。 

 

 

 

島根２号炉の燃料プ

ールスプレイ系は他系

統と独立しており，使用

時に切り替えを必要と

しない 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の燃料プ

ールスプレイ系は他系

統と独立しており，使用

時に切り替えを必要と

しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では圧損

や敷設時間を考慮し口

径の異なるホースを組

み合わせている（以下，

⑭の相違） 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA），使用済燃料貯蔵プール

水位・温度（SA広域），使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ），使用済燃料貯蔵プール監視カメラ及び使用済

燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置は，想定される重大事故等

時において他の系統と切り替えることなく使用できる設計とす

る。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA），使用済燃料貯蔵プール

水位・温度（SA広域），使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ）及び使用済燃料貯蔵プール監視カメラは，想

定される重大事故等時において，操作を必要とすることなく中央

制御室から監視が可能な設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置は，想定さ

れる重大事故等時においても，原子炉建屋内の原子炉区域外で弁

及び付属の操作スイッチにより，設置場所での操作が可能な設計

とする。 

 

燃料プール冷却浄化系は，想定される重大事故等時において，

通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設

計とする。 

 

燃料プール冷却浄化系ポンプは，中央制御室の操作スイッチに

より操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室

の操作スイッチによる操作又は設置場所での手動操作が可能な設

可搬型代替注水大型ポンプ及び代替淡水貯槽を使用する使用済

燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイを行う系統は，重

大事故等時において，通常時の隔離又は分離された状態から弁の

操作や接続により速やかに系統構成が可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，車両として屋外のアクセスルー

トを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて

輪留め又は車両転倒防止装置により固定が可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプを接続する高所東側接続口，高所西

側接続口，原子炉建屋東側接続口及び原子炉建屋西側接続口につ

いては，一般的に使用される工具を用いて接続可能なフランジ接

続により確実に接続することができる設計とする。 

 

ホースの接続については，接続方式及びホース口径の統一によ

り確実に接続することができる設計とする。 

 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温

度（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低

レンジ），使用済燃料プール監視カメラ及び使用済燃料プール監視

カメラ用空冷装置は，想定される重大事故等時において他の系統

と切り替えることなく使用できる設計とする。 

 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温

度（ＳＡ），使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低

レンジ）及び使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事

故等時において，操作を必要とすることなく中央制御室から監視

が可能な設計とする。 

また，使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，想定される

重大事故等時においても，中央制御室制御盤の操作スイッチによ

り，操作が可能な設計とする。 

 

 

代替燃料プール冷却系ポンプ及び代替燃料プール冷却系熱交換

器並びに緊急用海水ポンプによる使用済燃料プールの冷却を行う

系統は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成か

ら弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

代替燃料プール冷却系ポンプ及び緊急用海水ポンプは，中央制

御室操作盤の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料

プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ），燃料

プール監視カメラ（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設備

は，想定される重大事故等時において他の系統と切り替えること

なく使用できる設計とする。 

 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料

プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃

料プール監視カメラ（ＳＡ）は，想定される重大事故等時におい

て，操作を必要とすることなく中央制御室から監視が可能な設計

とする。 

また，燃料プール監視カメラ用冷却設備は，想定される重大事

故等時においても，原子炉建物付属棟内で弁及び付属の操作スイ

ッチにより，設置場所での操作が可能な設計とする。 

 

 

燃料プール冷却系は，想定される重大事故等時において，通常

時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計と

する。 

 

燃料プール冷却ポンプは，中央制御室の操作スイッチにより操

作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，中央制御室の操作

スイッチによる操作又は設置場所での手動操作が可能な設計とす

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の燃料プ

ールスプレイ系は他系

統と独立しており，使用

時に切り替えを必要と

しない 

 

 

 

 

  

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑭の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

設備構成の相違によ

る操作内容の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 
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計とする。 

燃料プール冷却浄化系で使用する代替原子炉補機冷却系は，想

定される重大事故等時において，通常時の系統構成から接続，弁

操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車

（熱交換器ユニット用）は，付属の操作スイッチにより，設置場

所での操作が可能な設計とする。代替原子炉補機冷却系の系統構

成に必要な弁の操作は，中央制御室での操作スイッチによる操作

又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，

車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計

とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計

とする。 

熱交換器ユニットを接続する接続口については，フランジ接続

とし，一般的に使用される工具を用いて，ホースを確実に接続す

ることができる設計とする。また，6号及び 7号炉が相互に使用

することができるよう，接続口の口径を統一する設計とする。 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）と熱交換器ユニットとの

接続は，簡便な接続とし，接続治具を用いてホースを確実に接続

できる設計とする。 

る。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，想定さ

れる重大事故等時において，通常時の系統構成から接続，弁操作

等により速やかに切り替えられる設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポ

ンプ車は，付属の操作スイッチにより，設置場所での操作が可能

な設計とする。原子炉補機代替冷却系の系統構成に必要な弁の操

作は，中央制御室での操作スイッチによる操作又は設置場所での

手動操作が可能な設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，車両として屋

外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするととも

に，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車を接続する接続口

については，フランジ接続とし，一般的に使用される工具を用い

て，ホースを確実に接続することができる設計とする。また，接

続口の口径を統一する設計とする。 

大型送水ポンプ車と移動式代替熱交換設備との接続は，簡便な

接続とし，結合金具を用いてホースを確実に接続できる設計とす

る。また，ホースの接続については，接続方式を統一する設計と

する。 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

 4.3.3 主要設備及び仕様 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕様を第

4.3－1 表に示す。 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では

“3.11.1.1 重大事故等

対処設備”に記載 

 

3.11.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プール代替注水系の可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，発電用原子炉の運転中又は

4.3.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用す

る常設低圧代替注水系ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止

中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁開閉操作の確認

が可能な設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解が

可能な設計とする。 

使用済燃料プール注水に使用する可搬型代替注水中型ポンプ

は，発電用原子炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能及び

3.11.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プール

スプレイ系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車は，発電用原

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 
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停止中に独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設

計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。 

 

 

 

 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2級）は，車両として運転状態の確認及び外観の確認が

可能な設計とする。 

燃料プール代替注水系の可搬型スプレイヘッダ及び常設スプレ

イヘッダは，発電用原子炉の運転中又は停止中に独立して機能・

性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，外観

の確認が可能な設計とする。 

 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA）及び使用済燃料貯蔵プ

ール水位・温度（SA広域）は，発電用原子炉の運転中又は停止中

に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可

能な設計とする。 

 

 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，

発電用原子炉の運転中又は停止中に模擬入力による機能・性能の

確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ及び使用済燃料貯蔵プール監

視カメラ用空冷装置は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能の確認が可能な設計とする。 

 

燃料プール冷却浄化系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に

機能・性能及び漏えいの確認並びに弁開閉操作の確認が可能な設

計とする。 

 

また，燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系

熱交換器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に分解及び外観の

確認が可能な設計とする。 

燃料プール冷却浄化系で使用する代替原子炉補機冷却系は，発

電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の

確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。また，代替

原子炉補機冷却系の熱交換器ユニットの代替原子炉補機冷却水ポ

漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，分解又は取替

えが可能な設計とする。 

使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用す

る可搬型代替注水大型ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止

中に他系統と独立した試験系統により機能・性能及び漏えいの有

無の確認が可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，

車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

使用済燃料プール注水及び使用済燃料プールスプレイに使用す

る可搬型スプレイノズル及び常設スプレイヘッダは，発電用原子

炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能及び漏えいの有無の

確認が可能な設計とするとともに，外観の確認が可能な設計とす

る。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）及び使用済燃料プー

ル温度（ＳＡ）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に模擬入力

による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計と

する。 

 

 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

は，発電用原子炉の運転中又は停止中に模擬入力による機能・性

能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

使用済燃料プール監視カメラ及び使用済燃料プール監視カメラ

用空冷装置は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能の

確認が可能な設計とする。 

 

使用済燃料プールの冷却に使用する代替燃料プール冷却系ポン

プ，代替燃料プール冷却系熱交換器及び緊急用海水ポンプは，発

電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの確認並

びに弁開閉操作の確認が可能な設計とする。 

代替燃料プール冷却系ポンプ，代替燃料プール冷却系熱交換器

及び緊急用海水ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に分

解及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

子炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能及び漏えいの有無

の確認が可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設

計とする。 

 

 

 

また，大量送水車は，車両として運転状態の確認及び外観の確

認が可能な設計とする。 

 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の常設スプレイ

ヘッダ及び燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）の可

搬型スプレイノズルは，発電用原子炉の運転中又は停止中に独立

して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとと

もに，外観の確認が可能な設計とする。 

燃料プール水位（ＳＡ）及び燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，

発電用原子炉の運転中又は停止中に模擬入力による機能・性能の

確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

 

 

 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

は，発電用原子炉の運転中又は停止中に模擬入力による機能・性

能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷

却設備は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能の確認

が可能な設計とする。 

 

燃料プール冷却系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁開閉操作の確認が可能

な設計とする。 

 

また，燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，

発電用原子炉の運転中又は停止中に分解及び外観の確認が可能な

設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，発電用

原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認

並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。また，原子炉補

機代替冷却系の移動式代替熱交換設備の移動式代替熱交換設備淡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑧の相違 

3.11-34



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ンプ及び熱交換器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に分解又

は取替えが可能な設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の大容量送水車（熱交換器ユニット用）

は，発電用原子炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能及び

漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，分解又は取替

えが可能な設計とする。また，熱交換器ユニット及び大容量送水

車（熱交換器ユニット用）は，車両として運転状態の確認及び外

観の確認が可能な設計とする。 

 

水ポンプ及び熱交換器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に分

解又は取替えが可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車は，発電用原子炉の

運転中又は停止中に独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認

が可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とす

る。また，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，車両

として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

第 3.11-1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機

器仕様 

（1） 燃料プール代替注水系 

 

 

 

 

ａ．可搬型代替注水ポンプ（A-1級） （6号及び 7号炉共用） 

 

 

 

 

 

 

 

型式   うず巻形 

台数   1（予備 1） 

容量   168m3/h/台以上（吐出圧力 0.85MPa[gage]に

おいて） 

120m3/h/台以上（吐出圧力 1.4MPa[gage]にお

いて） 

吐出圧力 0.85MPa[gage]～1.4MPa[gage]以上 

 

ｂ．可搬型代替注水ポンプ（A-2級） （6号及び 7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧カバウンダリ低圧時に原子炉を冷却する

ための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器

仕様 

(1) 代替燃料プール注水系 

ａ．常設低圧代替注水系ポンプ 

第 5.9－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備の主要機器仕様に記載する。 

 

ｂ．可搬型代替注水中型ポンプ 

兼用する設備は,以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

 

台数    4（予備 1） 

容量    約 210m３／h（1 台当たり） 

 

 

 

全揚程約 100m 

 

ｃ．可搬型代替注水大型ポンプ 

兼用する設備は，以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

第 3.11-1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様 

 

(1) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ），燃料プールス

プレイ系（可搬型スプレイノズル） 

 

 

 

ａ．大量送水車 

 兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧カバウンダリ低圧時に原子炉を冷却する

ための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型式   ディフューザ形 

台数   ２（予備１） 

容量   168m3/h/台以上（吐出圧力 0.85MPa[gage]におい

て） 

120m3/h/台以上（吐出圧力 1.4MPa[gage]におい

て） 

吐出圧力 0.85MPa[gage]～1.4MPa[gage]以上 
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・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型式   うず巻形 

台数   16（予備 1） 

容量   120m3/h/台以上（吐出圧力 0.85MPa[gage]にお

いて） 

84m3/h/台以上（吐出圧力 1.4MPa[gage]におい

て） 

吐出圧力 0.85MPa[gage]～1.4MPa[gage]以上 

 

 

 

 

ｃ．可搬型スプレイヘッダ（6号及び 7号炉共用） 

数量   1（予備 1） 

 

ｄ．常設スプレイヘッダ 

数量   1 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

 

台数    2（予備 1※） 

容量    約 1,320m３／h（1 台当たり） 

 

 

 

全揚程 約 140m 

※「可搬型代替注水大型ポンプ」及び「可搬型代替注水大

型ポンプ（放水用）」は同型設備であり，「可搬型代替注

水 大型ポンプ」の予備 1 台と「可搬型代替注水大型ポ

ンプ（放水用）」の予備 1 台の計 2台は共用する。 

ｄ．可搬型スプレイノズル 

個数 6   （予備 1） 

 

ｅ．常設スプレイヘッダ 

個数 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．可搬型スプレイノズル 

数量   ２（予備１） 

 

ｃ．常設スプレイヘッダ 

数量   １ 

（2） 原子炉建屋放水設備 

ａ．大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6号及び 7号炉共

用） 

第 3.12-1表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めの設備の主要機器仕様に記載する。 

 

ｂ．放水砲（6号及び 7号炉共用） 

第3.12-1表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

の設備の主要機器仕様に記載する。 

(2) 原子炉建屋放水設備 

ａ．可搬型代替注水大型ポンプ 

 

第 9.11－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めの設備の主要機器仕様に記載する。 

 

ｂ．放水砲 

第 9.11－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めの設備の主要機器仕様に記載する。 

 

(2) 原子炉建物放水設備 

ａ．大型送水ポンプ車 

 

第 3.12-1表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めの設備の主要機器仕様に記載する。 

 

ｂ．放水砲 

第 3.12-1表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めの設備の主要機器仕様に記載する。 

 

 

 

(3) 燃料プール監視設備 

ａ．使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数   1（検出点14 箇所） 

 

計測範囲 水位 6 号炉 T.M.S.L.20,180～31,170mm 

7 号炉 T.M.S.L.20,180～31,123mm 

温度 0～150℃ 

(3) 使用済燃料プール監視設備 

ａ．使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

兼用する設備は，以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数 水位   ：1 

温度   ：1（検出点 2 箇所） 

計測範囲 水位：EL.35,077mm～46,577mm 

 

温度：0～120℃ 

(3) 燃料プール監視設備 

ａ．燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個数   １（検出点７箇所） 

 

計測範囲 水位 －1,000～6,710mm※１ （EL34518～

42228） 

温度 0～150℃ 
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ｂ．使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数   1（検出点8 箇所） 

計測範囲 水位 6 号炉 T.M.S.L.23,420～30,420mm 

7 号炉 T.M.S.L.23,373～30,373mm 

温度 0～150℃ 

 

ｃ．使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

高レンジ 

個 数   1 

計測範囲 101～108mSv/h 

低レンジ 

個 数   1 

計測範囲 6 号炉 10-2～105mSv/h 

7 号炉 10-3～104mSv/h 

 

 

 

ｄ．使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（使用済燃料貯蔵プー

ル監視カメラ用空冷装置を含む。） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数   1 

 

 

ｂ．使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

兼用する設備は，以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個 数    1（検出点 8 箇所） 

計測範囲   0～120℃ 

 

 

 

ｃ．使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器

仕様に記載する。 

 

ｄ．使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメ

ラ用空冷装置を含む） 

兼用する設備は，以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個数 1 

 

※１：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端。 

 

ｂ．燃料プール水位（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個数   １ 

計測範囲 －4.30～7.30ｍ※２（EL31218～42818） 

※２：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端。 

 

 

ｃ．燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

高レンジ 

個数   １ 

計測範囲 10１～10８mSv/h 

低レンジ 

個数   １ 

計測範囲 10－３～10４mSv/h 

 

 

 

 

ｄ．燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷

却設備を含む。） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個数   １ 

 

 

（4） 燃料プール冷却浄化系 

ａ．ポンプ 

台数   1（予備 1※1） 

容量   約 250m3/h/台 

全揚程  約 80m 

※1 6号炉は代替循環冷却系と同時に使用する

場合を除く 

ｂ．熱交換器 

(4) 代替燃料プール冷却系 

ａ．代替燃料プール冷却系ポンプ 

台数    1 

容量    約 124m３／h 

全揚程   約 40m 

 

 

ｂ．代替燃料プール冷却系熱交換器 

(4) 燃料プール冷却系 

ａ．ポンプ 

  台数   １（予備１） 

容量   約 200m3/h/台 

全揚程  約 88m 

 

 

ｂ．熱交換器 
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基数   1（予備 1※2） 

伝熱容量 約 1.9MW 

※2 代替循環冷却系と同時に使用する場合を

除く。 

基数    1 

伝熱容量  約 2.31MW 

 

基数   １（予備１） 

伝熱容量 約 1.9MW 

 

 

（5） 代替原子炉補機冷却系 

ａ．熱交換器ユニット（6号及び 7号炉共用） 

第 3.5-1表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

の主要機器仕様に記載する。 

ｂ．大容量送水車（熱交換器ユニット用）（6号及び 7号炉共用） 

第 3.5-1表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

の主要機器仕様に記載する。 

(5) 緊急用海水系 

 

 

 

ａ．緊急用海水ポンプ 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設

備の主要機器仕様に記載する。 

 

ｂ．緊急用海水系ストレーナ 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設

備の主要機器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 原子炉補機代替冷却系 

ａ．移動式代替熱交換設備 

第 3.5-1表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

の主要機器仕様に記載する。 

ｂ．大型送水ポンプ車 

第 3.5-1表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

の主要機器仕様に記載する。 

 

 

 

第 4.3－1 図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の系統概要

図(1)（常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プ

ール注水系（注水ライン）を使用した使用済燃料プ

ール注水） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 4.3－2 図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の系統概要

図(2)（可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注

水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ラ

イン）を使用した使用済燃料プール注水） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

第 4.3－3 図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の系統概要

図(3)（常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プ

ール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用

済燃料プール注水及びスプレイ） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.11－1 図(1) 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統

概要図（燃料プール代替注水系による常設スプ

レイヘッダを使用した使用済燃料プールへの

注水）（6号炉） 

 

 

 

 

第 4.3－4 図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の系統概要

図(4)（可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プ

ール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用

済燃料プール注水及びスプレイ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

第 3.11－1 図(2) 使用済燃料プールの冷却等のための設備系

統概要図（燃料プール代替注水系による常

設スプレイヘッダを使用した使用済燃料プ

ールへの注水）（7号炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.11－2 図(1) 使用済燃料プールの冷却等のための設備系

統概要図（燃料プール代替注水系による可

搬型スプレイヘッダを使用した使用済燃料

プールへの注水）（その 1）（6号炉） 

 

 

 

 

 

 

 

第4.3－5 図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の系統概要

図(5)（可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プ

ール注水系（可搬型スプレイノズル）を使用した使

用済燃料プール注水及びスプレイ） 

 

 

 

 

 

 

第 3.11-1図 燃料プールの冷却等のための設備系統概要図（燃料

プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による

燃料プールへの注水及びスプレイ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

第 3.11－2 図(2) 使用済燃料プールの冷却等のための設備系

統概要図（燃料プール代替注水系による可

搬型スプレイヘッダを使用した使用済燃料

プールへの注水）（その 1）（7号炉） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.11－2 図(3) 使用済燃料プールの冷却等のための設備系

統概要図（燃料プール代替注水系による可

搬型スプレイヘッダを使用した使用済燃料

プールへの注水）（その 2）（6号炉） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

第 3.11－2 図(4) 使用済燃料プールの冷却等のための設備系

統概要図（燃料プール代替注水系による可

搬型スプレイヘッダを使用した使用済燃料

プールへの注水）（その 2）（7号炉） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.11－3 図(1) 使用済燃料プールの冷却等のための設備系

統概要図（燃料プール代替注水系による常

設スプレイヘッダを使用した使用済燃料プ

ールへのスプレイ）（6号炉） 

 

 

 

 

第 3.11-2図 燃料プールの冷却等のための設備系統概要図 

（燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）に

よる燃料プールへの注水及びスプレイ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

第 3.11－3 図(2) 使用済燃料プールの冷却等のための設備系

統概要図（燃料プール代替注水系による常

設スプレイヘッダを使用した使用済燃料プ

ールへのスプレイ）（7号炉） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.11－4 図(1) 使用済燃料プールの冷却等のための設備系

統概要図（燃料プール代替注水系による可

搬型スプレイヘッダを使用した使用済燃料

プールへのスプレイ）（その 1）（6号炉） 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

第 3.11－4 図(2) 使用済燃料プールの冷却等のための設備系

統概要図（燃料プール代替注水系による可

搬型スプレイヘッダを使用した使用済燃料

プールへのスプレイ）（その 1）（7号炉） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.11－4 図(3) 使用済燃料プールの冷却等のための設備系

統概要図（燃料プール代替注水系による可

搬型スプレイヘッダを使用した使用済燃料

プールへのスプレイ）（その 2）（6号炉） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

第 3.11－4 図(4) 使用済燃料プールの冷却等のための設備系

統概要図（燃料プール代替注水系による可

搬型スプレイヘッダを使用した使用済燃料

プールへのスプレイ）（その 2）（7号炉） 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 4.3－6 図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の系統概要

図(6)（代替燃料プール冷却系による使用済燃料プー

ル冷却） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

第 3.11－5 図 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統概要

図 

（原子炉建屋放水設備による大気への放射性物質

の拡散抑制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.11-3図 燃料プールの冷却等のための設備系統概要図 

（原子炉建物放水設備による大気への放射性物質の

拡散抑制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.11－6 図(1) 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統

概要図 

（使用済燃料プールの監視設備による使用済

燃料プールの状態監視）（6号炉） 

 

第 4.3－7 図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の系統概要

図（7）使用済燃料プール監視設備 

 

 

 

 

 

 

第 3.11-4図 燃料プールの冷却等のための設備系統概要図 

（燃料プールの監視設備による燃料プールの状態監

視） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

第 3.11－6 図(2) 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統

概要図 

（使用済燃料プールの監視設備による使用済燃

料プールの状態監視）（7号炉） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

3.11-47



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

第 3.11－7 図(1) 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統

概要図 

（燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プー

ルの除熱（燃料プール冷却浄化系））（6号炉） 

 

 

第 3.11-5図 燃料プールの冷却等のための設備系統概要図 

（燃料プール冷却系による燃料プールの除熱（燃料

プール冷却系）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.11－7 図(2) 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統

概要図 

（燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プー

ルの除熱（燃料プール冷却浄化系））（7号炉） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.11－8 図(1) 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統

概要図 

（燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プー

ルの除熱（代替原子炉補機冷却系））（その 1）（6

号炉） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.11-6図 燃料プールの冷却等のための設備系統概要図 

（燃料プール冷却系による燃料プールの除熱（原子

炉補機代替冷却系）） 
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第 3.11－8 図(2) 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統

概要図 

（燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プー

ルの除熱（代替原子炉補機冷却系））（その 1）（7

号炉） 
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第 3.11－8 図(3) 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統

概要図 

（燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プー

ルの除熱（代替原子炉補機冷却系））（その 2）（6

号炉） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.11-7図 燃料プールの冷却等のための設備系統概要図 

（燃料プール冷却系による燃料プールの除熱（原子

炉補機代替冷却系 屋内の接続口を使用）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11-52



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

第 3.11－8 図(4) 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統

概要図 

（燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プ

ールの除熱（代替原子炉補機冷却系））（その

2）（7号炉） 
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まとめ資料比較表 〔55条 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉は，放水砲による放水開始前に放射性物質吸着材の設置による海洋拡散抑制対策を行うため，放射性物質吸着材は重大事故等対処設備として位置付けている

② 放射性物質吸着材の設置箇所及び設置箇所数の相違

③ 島根２号炉は，輪谷湾へのシルトフェンス設置に小型船舶を使用

④ 島根２号炉は，大型送水ポンプ車にて泡消火薬剤容器から泡消火薬剤を吸引，混合する

⑤
島根２号炉は，泡消火薬剤容器内に泡消火薬剤を保管。
柏崎6/7は，泡原液搬送車のタンクに泡消火薬剤を保管

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備【55 

条】 

【設置許可基準規則】 

（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

第五十五条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至っ

た場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するため

に必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１  第５５条に規定する「工場等外への放射性物質の拡散を抑

制するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）原子炉建屋に放水できる設備を配備すること。 

ｂ）放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航

空機燃料火災に対応できること。 

ｃ）放水設備は、移動等により、複数の方向から原子炉建屋に

向けて放水することが可能なこと。 

ｄ）放水設備は、複数の発電用原子炉施設の同時使用を想定

し、工場等内発電用原子炉施設基数の半数以上を配備するこ

と。 

ｅ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備を整備するこ

と。 

3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備【55

条】 

基準適合への対応状況 

3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備【55

条】 

【設置許可基準規則】 

（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

第五十五条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至っ

た場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するため

に必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第５５条に規定する「工場等外への放射性物質の拡散を抑

制するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）原子炉建屋に放水できる設備を配備すること。 

ｂ）放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航

空機燃料火災に対応できること。 

ｃ）放水設備は、移動等により、複数の方向から原子炉建屋に

向けて放水することが可能なこと。 

ｄ）放水設備は、複数の発電用原子炉施設の同時使用を想定

し、工場等内発電用原子炉施設基数の半数以上を配備するこ

と。 

ｅ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備を整備するこ

と。 
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3.12.1 適合方針 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料

プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，発電

所外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な重大事故等

対処設備を保管する。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の系統

概要図及び配置図を第 3.12－1 図から第 3.12－3 図に示す。 

 

9.11 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

9.11.1 概要 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料

プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，発電

所外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な重大事故等

対処設備を保管する。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の系統

概要図及び配置図を第 9.11－1 図から第 9.11－3 図に示す。 

 

3.12.1 適合方針 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プール

内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，発電所外へ

の放射性物質の拡散を抑制するために必要な重大事故等対処設

備を保管する。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の系統

概要図及び配置図を第 3.12－1 図から第 3.12－3 図に示す。 

 

 

3.12.1.1 重大事故等対処設備 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備のう

ち，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，発

電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備として，原

子炉建屋放水設備及び海洋拡散抑制設備を設ける。 

また，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災に対応できる設備として，原子炉建屋放水設備を設ける。 

(1) 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃

料プール内燃料体等の著しい損傷時に用いる設備 

a. 原子炉建屋放水設備による大気への放射性物質の拡散抑

制 

 

大気への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等

対処設備として，原子炉建屋放水設備を使用する。 

原子炉建屋放水設備は，大容量送水車（原子炉建屋放水

設備用），放水砲，ホース等で構成し，大容量送水車（原

子炉建屋放水設備用）により海水をホースを経由して放水

砲から原子炉建屋へ放水できる設計とする。大容量送水車

（原子炉建屋放水設備用）及び放水砲は，設置場所を任意

に設定し，複数の方向から原子炉建屋に向けて放水できる

設計とする。大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）の燃

料は，燃料補給設備である軽油タンク及びタンクローリ

（4kL）により補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6 号及び 7 

号炉共用） 

・放水砲（6 号及び 7 号炉共用） 

・燃料補給設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電源設

9.11.2 設計方針 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備とし

て，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，発

電所外への放射性物質の拡散を抑制するために，原子炉建屋放

水設備及び海洋拡散抑制設備を設ける。 

また，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災に対応できる設備として，原子炉建屋放水設備を設ける。 

(1) 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃

料プール内燃料体等の著しい損傷時に用いる設備 

ａ．大気への放射性物質の拡散抑制 

(a) 原子炉建屋放水設備による大気への放射性物質の拡散抑

制 

大気への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対

処設備として，原子炉建屋放水設備を使用する。 

原子炉建屋放水設備は，可搬型代替注水大型ポンプ（放水

用），放水砲，ホース等で構成し，可搬型代替注水大型ポン

プ（放水用）により海水をホースを経由して放水砲から原子

炉建屋へ放水できる設計とする。可搬型代替注水大型ポンプ

（放水用）及び放水砲は，設置場所を任意に設定し，複数の

方向から原子炉建屋に向けて放水できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）の燃料は，燃料給油

設備である可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリにより

補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水大型ポンプ（放水用） 

 

・放水砲 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

3.12.1.1 重大事故等対処設備 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備のう

ち，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プー

ル内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，発電所外

への放射性物質の拡散を抑制するための設備として，原子炉建

物放水設備及び海洋拡散抑制設備を設ける。 

また，原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災に対応できる設備として，原子炉建物放水設備を設ける。 

(1) 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プー

ル内燃料体等の著しい損傷時に用いる設備 

a. 大気への放射性物質の拡散抑制 

(a) 原子炉建物放水設備による大気への放射性物質の拡散

抑制 

大気への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故

等対処設備として，原子炉建物放水設備を使用する。 

原子炉建物放水設備は，大型送水ポンプ車，放水砲，

ホース等で構成し，大型送水ポンプ車により海水をホー

スを経由して放水砲から原子炉建物へ放水できる設計と

する。大型送水ポンプ車及び放水砲は，設置場所を任意

に設定し，複数の方向から原子炉建物に向けて放水でき

る設計とする。大型送水ポンプ車の燃料は，燃料補給設

備であるガスタービン発電機用軽油タンク，ディーゼル

燃料貯蔵タンク及びタンクローリにより補給できる設計

とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大型送水ポンプ車 

 

・放水砲 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

・他号炉と共用しない 

・他号炉と共用しない 
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備） 

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備とし

て使用する。 

b. 海洋への放射性物質の拡散抑制

(a) 海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の拡散抑

制 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故

等対処設備として，海洋拡散抑制設備を使用する。 

海洋拡散抑制設備は，放射性物質吸着材，汚濁防止膜

等で構成する。放射性物質吸着材は，雨水排水路等に流

入した汚染水が通過する際に放射性物質を吸着できるよ

う，5 号，6 号及び 7 号炉の雨水排水路集水桝並びに

フラップゲート入口 3 箇所の計 6箇所に設置できる設

計とする。 

汚濁防止膜は，汚染水が発電所から海洋に流出する 4 

箇所（北放水口 1 箇所及び取水口 3 箇所）に設置する

こととし，小型船舶（汚濁防止膜設置用）により設置で

きる設計とする。 

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として

使用する。 

ｂ．海洋への放射性物質の拡散抑制 

(a) 海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の拡散抑制

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対

処設備として，海洋拡散抑制設備を使用する。 

海洋拡散抑制設備は，汚濁防止膜等で構成する。 

汚濁防止膜は，汚染水が発電所から海洋に流出する 12 箇

所（雨水排水路集水桝 9 箇所及び放水路 3 箇所）に設置で

きる設計とする。 

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備と

して使用する。 

b. 海洋への放射性物質の拡散抑制

(a) 海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の拡散抑

制 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故

等対処設備として，海洋拡散抑制設備を使用する。 

海洋拡散抑制設備は，放射性物質吸着材，シルトフェ

ンス等で構成する。放射性物質吸着材は，雨水排水路等

に流入した汚染水が通過する際に放射性物質を吸着でき

るよう，雨水排水路集水桝３箇所に設置できる設計とす

る。 

シルトフェンスは，汚染水が発電所から海洋に流出す

る２箇所（２号炉放水接合槽及び輪谷湾）に設置できる

設計とし，輪谷湾は小型船舶により設置できる設計とす

る。 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，放水

砲による放水開始前に

放射性物質吸着材の設

置による海洋拡散抑制

対策を行うため，放射

性物質吸着材は重大事

故等対処設備として位

置付けている（以下，

①の相違）

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

放射性物質吸着材の

設置箇所及び設置箇所

数の相違（以下，②の

相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

シルトフェンスの設

置箇所及び設置箇所数

の相違 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，輪谷

湾へのシルトフェンス

設置に小型船舶を使用

（以下，③の相違） 
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主要な設備は，以下のとおりとする。 

・放射性物質吸着材（6 号及び 7 号炉共用） 

 

 

 

 

・汚濁防止膜（6 号及び 7 号炉共用） 

・小型船舶（汚濁防止膜設置用）（6 号及び 7 号炉共

用） 

 

 

 

（2) 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災時に用いる設備 

a. 航空機燃料火災への泡消火 

(a) 原子炉建屋放水設備による航空機燃料火災への泡消火 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災に対応するための重大事故等対処設備として，原子

炉建屋放水設備を使用する。 

原子炉建屋放水設備は，大容量送水車（原子炉建屋放

水設備用），放水砲，泡原液混合装置，泡原液搬送車，

ホース等で構成し，大容量送水車（原子炉建屋放水設備

用）により海水を泡消火薬剤と混合しながらホースを経

由して放水砲から原子炉建屋周辺へ放水できる設計とす

る。大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）の燃料は，

燃料補給設備である軽油タンク及びタンクローリ

（4kL）により補給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

・汚濁防止膜 

 

 

 

 

 

(2) 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災

時に用いる設備 

ａ．航空機燃料火災への泡消火 

(a) 原子炉建屋放水設備による航空機燃料火災への泡消火 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災に対応するための重大事故等対処設備として，原子炉建

屋放水設備を使用する。 

原子炉建屋放水設備は，可搬型代替注水大型ポンプ（放

水用），放水砲，泡混合器，泡消火薬剤容器（大型ポンプ

用），ホース等で構成し，可搬型代替注水大型ポンプ（放

水用）により海水を泡消火薬剤と混合しながらホースを経

由して放水砲から原子炉建屋周辺へ放水できる設計とす

る。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）の燃料は，燃料給

油設備である可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリに

より補給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・放射性物質吸着材 

 

 

 

 

・シルトフェンス 

・小型船舶 

 

 

 

 

(2) 原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災

時に用いる設備 

a. 航空機燃料火災への泡消火 

(a) 原子炉建物放水設備による航空機燃料火災への泡消火 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災に対応するための重大事故等対処設備として，原子

炉建物放水設備を使用する。 

原子炉建物放水設備は，大型送水ポンプ車，放水砲，

泡消火薬剤容器，ホース等で構成し，大型送水ポンプ車

により海水を泡消火薬剤と混合しながらホースを経由し

て放水砲から原子炉建物周辺へ放水できる設計とする。

大型送水ポンプ車の燃料は，燃料補給設備であるガスタ

ービン発電機用軽油タンク，ディーゼル燃料貯蔵タンク

及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・他号炉と共用しない 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，大型

送水ポンプ車にて泡消

火薬剤容器から泡消火

薬剤を吸引，混合する

（以下，④の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，泡消

火薬剤容器内に泡消火

薬剤を保管。 

柏崎 6/7は，泡原液

搬送車のタンクに泡消

火薬剤を保管（以下，

⑤の相違） 
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主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6 号及び

7 号炉共用） 

・放水砲（6 号及び 7 号炉共用）

・泡原液混合装置（6 号及び 7 号炉共用）

・泡原液搬送車（6 号及び 7 号炉共用）

・燃料補給設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電源

設備）

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備と

して使用する。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の主要

機器仕様を第 3.12－1 表に示す。 

燃料補給設備については，「3.14 電源設備」にて記載する。 

3.12.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

原子炉建屋放水設備又は海洋拡散抑制設備である大容量送水車

（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡原液混合装置，泡原液搬

送車，放射性物質吸着材，汚濁防止膜及び小型船舶（汚濁防止膜

設置用）は，原子炉建屋，タービン建屋及び廃棄物処理建屋から

離れた屋外に保管する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）

・放水砲

・泡混合器

・泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備）

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として

使用する。 

燃料給油設備については，「10.2 代替電源設備」にて記載す

る。 

9.11.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

原子炉建屋放水設備又は海洋拡散抑制設備である可搬型代替注

水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合器，泡消火薬剤容器

（大型ポンプ用）及び汚濁防止膜は，原子炉建屋，タービン建屋

及び廃棄物処理建屋から離れた屋外に保管する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大型送水ポンプ車

・放水砲

・泡消火薬剤容器

・燃料補給設備（3.14 電源設備）

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備と

して使用する。 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の主要

機器仕様を第 3.12－1 表に示す。 

燃料補給設備については，「3.14 電源設備」にて記載する。 

3.12.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

原子炉建物放水設備又は海洋拡散抑制設備である大型送水ポ

ンプ車，放水砲，泡消火薬剤容器，放射性物質吸着材，シルト

フェンス及び小型船舶は，原子炉建物から離れた屋外に保管す

る。 

・他号炉と共用しない

・他号炉と共用しない

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違

・他号炉と共用しない

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑤の相違

・他号炉と共用しない

・他号炉と共用しない

・資料構成の相違

【東海第二】 

東海第二は，9.11.3

に記載 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑤の相違

・設備の相違

【東海第二】

③の相違
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3.12.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

原子炉建屋放水設備又は海洋拡散抑制設備である大容量送水車

（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡原液混合装置，泡原液搬

送車，放射性物質吸着材，汚濁防止膜及び小型船舶（汚濁防止膜

設置用）は，他の設備から独立して保管及び使用することで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。なお，放射性物質吸着

材は，透過性を考慮した設計とすることで，雨水排水路集水桝等

からの溢水により他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。ま

た，仮に閉塞した場合においても，放射性物質吸着材の吊り上げ

等によって流路を確保することができる設計とする。 

 

 

放水砲は，放水砲の使用を想定する重大事故等時において必要

となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲及び泡原液搬

送車は，治具や輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）は，飛散物となって他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.12.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

原子炉建屋放水設備である大容量送水車（原子炉建屋放水設備

用），放水砲，泡原液混合装置及び泡原液搬送車は，想定される

重大事故等時において，大気への放射性物質の拡散抑制又は航空

機燃料火災への対応に対して，1 台で複数号炉に放水するため，

移動等ができる設計とし，放水砲による直状放射により原子炉建

屋の最高点である屋上に放水又は噴霧放射により広範囲に放水す

るために必要な容量を有するものを 6 号及び 7 号炉共用で 1 セ

ット 1 台使用する。保有数は，6 号及び 7号炉共用で 1 セット

1 台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックア

9.11.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

原子炉建屋放水設備又は海洋拡散抑制設備である可搬型代替注

水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合器，泡消火薬剤容器

（大型ポンプ用）及び汚濁防止膜は，他の設備から独立して保管

及び使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

放水砲は，放水砲の使用を想定する重大事故等時において必要

となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲は，治具や輪

留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）は，飛散物となって他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

9.11.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

原子炉建屋放水設備である可搬型代替注水大型ポンプ（放水

用），放水砲，泡混合器及び泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）

は，想定される重大事故等時において，大気への放射性物質の拡

散抑制又は航空機燃料火災への対応に対して，放水砲による直状

放射により原子炉建屋の最高点である屋上に放水又は噴霧放射に

より広範囲に放水するために必要な容量を有するものを 1セット

1 台使用する。保有数は， 1 セット 1 台に加えて，故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台の合計 2 

台を保管する。 

3.12.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

原子炉建物放水設備又は海洋拡散抑制設備である大型送水ポ

ンプ車，放水砲，泡消火薬剤容器，放射性物質吸着材，シルト

フェンス及び小型船舶は，他の設備から独立して保管及び使用

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。な

お，放射性物質吸着材は，透過性を考慮した設計とすること

で，雨水排水路集水桝等からの溢水により他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。また，仮に閉塞した場合においても，

放射性物質吸着材の吊り上げ等によって流路を確保することが

できる設計とする。 

 

 

放水砲は，放水砲の使用を想定する重大事故等時において必

要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大型送水ポンプ車及び放水砲は，輪留めによる固定等をする

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

大型送水ポンプ車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

3.12.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車及び放水砲は，

想定される重大事故等時において，大気への放射性物質の拡散

抑制又は航空機燃料火災への対応に対して，移動等ができる設

計とし，放水砲による直状放射により原子炉建物の最高点であ

る屋上に放水又は噴霧放射により広範囲に放水するために必要

な容量を有するものを１セット１台使用する。保有数は，１セ

ット１台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップ用として１台の合計２台を保管する。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①，③の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，治具

を使用しない 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

・他号炉と共用しない 
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ップ用として 1 台（6 号及び 7 号炉共用）の合計 2 台を保管す

る。 

 

 

海洋拡散抑制設備である放射性物質吸着材は，想定される重大

事故等時において，海洋への放射性物質の拡散を抑制するため，

6 号及び 7 号炉の雨水排水路集水桝並びに 6 号及び 7 号炉の雨

水排水路から汚染水が溢れた場合の代替排水路となる 5 号炉の

雨水排水路集水桝及びフラップゲート入口 3 箇所の計 6 箇所に

設置する。保有数は，各設置場所に対して 1 式を保管する。 

 

海洋拡散抑制設備である汚濁防止膜は，想定される重大事故等

時において，海洋への放射性物質の拡散を抑制するため，設置場

所に応じた高さ及び幅を有する設計とする。保有数は，各設置場

所の幅に応じて必要な本数を 2 組（6 号及び 7 号炉共用）に加

えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用と

して各設置場所に対して 2 本（6 号及び 7 号炉共用）を保管す

る。 

 

 

海洋拡散抑制設備である小型船舶（汚濁防止膜設置用）は，想

定される重大事故等時において，設置場所に汚濁防止膜を設置す

るために対応できる容量として，6号及び 7 号炉共用で 1 セッ

ト 1 台使用する。保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 1 セット 1 

台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ

プ用として 1 台（6 号及び 7 号炉共用）の合計 2 台を保管す

る。 

 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）のバックアップについて

は，同型設備である可搬型代替注水大型ポンプのバックアップ用

の 1 台と共用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

海洋拡散抑制設備である汚濁防止膜は，想定される重大事故等

時において，海洋への放射性物質の拡散を抑制するため，設置場

所に応じた高さ及び幅を有する設計とする。保有数は，各設置場

所の幅に応じた必要な本数計 24 本に加えて，故障時の待機除外

時のバックアップ用として各設置場所に対して 24 本を保管す

る。 

 

 

 

 

海洋拡散抑制設備である放射性物質吸着材は，想定される重

大事故等時において，海洋への放射性物質の拡散を抑制するた

め，雨水排水路集水桝３箇所に設置する。保有数は，各設置場

所に対して１式を保管する。 

 

 

 

海洋拡散抑制設備であるシルトフェンスは，想定される重大

事故等時において，海洋への放射性物質の拡散を抑制するた

め，設置場所に応じた高さ及び幅を有する設計とする。保有数

は，各設置場所の幅に応じて必要な本数を２組に加えて，故障

時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として各設

置場所に対して２本を保管する。 

 

 

 

海洋拡散抑制設備である小型船舶は，想定される重大事故等

時において，設置場所にシルトフェンスを設置するために対応

できる容量として，１セット１台使用する。保有数は，１セッ

ト１台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップ用として１台の合計２台を保管する。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

シルトフェンス必要

本数及び組数の相違 

・他号炉と共用しない 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

・他号炉と共用しない 

 

3.12.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉建屋放水設備又は海洋拡散抑制設備である大容量送水車

（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡原液混合装置，泡原液搬

送車，放射性物質吸着材，汚濁防止膜及び小型船舶（汚濁防止膜

設置用）は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

9.11.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

原子炉建屋放水設備又は海洋拡散抑制設備である可搬型代替注

水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合器，泡消火薬剤容器

（大型ポンプ用）及び汚濁防止膜は，屋外に保管及び設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

3.12.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉建物放水設備又は海洋拡散抑制設備である大型送水ポ

ンプ車，放水砲，泡消火薬剤容器，放射性物質吸着材，シルト

フェンス及び小型船舶は，屋外に保管及び設置し，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

・設備の相違 
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大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡原液混合

装置及び泡原液搬送車の接続及び操作は，想定される重大事故等

時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

小型船舶（汚濁防止膜設置用）の操作は，想定される重大事故

等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡原液混合

装置及び放射性物質吸着材は，使用時に海水を通水するため，海

水影響を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）は，海水を直接取水す

る際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

汚濁防止膜は海に設置し，小型船舶（汚濁防止膜設置用）は海

で使用するため，耐腐食性材料を使用する設計とする。 

 

 

 

 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合器及び

泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）の接続及び操作は，想定される

重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲及び泡混合器

は，使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮した設計とす

る。 

 

 

 

 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）は，海水を直接取水する

際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

汚濁防止膜は海に設置するため，耐腐食性材料を使用する設計

とする。 

 

 

 

大型送水ポンプ車，放水砲及び泡消火薬剤容器の接続及び操

作は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設

計とする。 

 

 

 

 

小型船舶の操作は，想定される重大事故等時において，設置

場所で可能な設計とする。 

 

 

大型送水ポンプ車，放水砲及び放射性物質吸着材は，使用時

に海水を通水するため，海水影響を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

大型送水ポンプ車は，海水を直接取水する際の異物の流入防

止を考慮した設計とする。 

シルトフェンスは海に設置し，小型船舶は海で使用するた

め，耐腐食性材料を使用する設計とする。 

 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ④の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

3.12.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

原子炉建屋放水設備又は海洋拡散抑制設備である大容量送水車

（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡原液混合装置，泡原液搬

送車，放射性物質吸着材，汚濁防止膜及び小型船舶（汚濁防止膜

設置用）は，想定される重大事故等時において，他の系統と切り

替えることなく使用できる設計とする。 

 

 

 

9.11.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

原子炉建屋放水設備又は海洋拡散抑制設備である可搬型代替注

水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合器，泡消火薬剤容器

（大型ポンプ用）及び汚濁防止膜は，想定される重大事故等時に

おいて，他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

 

 

 

 

3.12.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

原子炉建物放水設備又は海洋拡散抑制設備である大型送水ポ

ンプ車，放水砲，泡消火薬剤容器，放射性物質吸着材，シルト

フェンス及び小型船舶は，想定される重大事故等時において，

他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

・設備の相違 
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大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡原液混合

装置及び泡原液搬送車は，車両として屋外のアクセスルートを通

行してアクセス可能な設計とするとともに，大容量送水車（原子

炉建屋放水設備用），放水砲及び泡原液搬送車は設置場所にて輪

留めにより固定等ができる設計とする。 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡原液混合

装置及び泡原液搬送車の接続は，簡便な接続とし，一般的に使用

される工具を用いて，ホースを確実に接続することができる設計

とする。 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）は，付属の操作スイッ

チにより，設置場所での操作が可能な設計とする。

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡原液混合

装置及び泡原液搬送車は，設置場所を任意に設定し，複数の方向

から放水できる設計とする。 

放射性物質吸着材は，車両により屋外のアクセスルートを通行

してアクセス可能な設計とするとともに，容易に設置できる設計

とする。 

汚濁防止膜は，車両により屋外のアクセスルートを通行してア

クセス可能な設計とするとともに，小型船舶（汚濁防止膜設置

用）を用いて設置できる設計とする。 

小型船舶（汚濁防止膜設置用）は，車両により屋外のアクセス

ルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所

で容易に操縦できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合器及び

泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）は，車両として屋外のアクセス

ルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに，可搬型代

替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲は設置場所にて輪留めに

より固定等ができる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合器及び

泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）の接続は，簡便な接続とし，一

般的に使用される工具を用いて，ホースを確実に接続することが

できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）は，付属の操作スイッチ

により，設置場所での操作が可能な設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混合器及び

泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）は，設置場所を任意に設定し，

複数の方向から放水できる設計とする。 

大型送水ポンプ車，放水砲及び泡消火薬剤容器は，車両とし

て屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とする

とともに，大型送水ポンプ車及び放水砲は設置場所にて輪留め

により固定等ができる設計とする。 

大型送水ポンプ車，放水砲及び泡消火薬剤容器の接続は，簡

便な接続とし，一般的に使用される工具を用いて，ホースを確

実に接続することができる設計とする。 

大型送水ポンプ車は，付属の操作スイッチにより，設置場所

での操作が可能な設計とする。 

大型送水ポンプ車及び放水砲は，設置場所を任意に設定し，

複数の方向から放水できる設計とする。 

放射性物質吸着材は，車両により屋外のアクセスルートを通

行してアクセス可能な設計とするとともに，容易に設置できる

設計とする。 

シルトフェンスは，車両により屋外のアクセスルートを通行

してアクセス可能な設計とするとともに，小型船舶を用いて設

置できる設計とする。 

小型船舶は，車両により屋外のアクセスルートを通行してア

クセス可能な設計とするとともに，使用場所において，操作ス

イッチにより起動し，容易に操縦できる設計とする。

【東海第二】 

③の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑤の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑤の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑤の相違

・設備の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【東海第二】

③の相違
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3.12.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

原子炉建屋放水設備である大容量送水車（原子炉建屋放水設備

用），放水砲及び泡原液混合装置は，発電用原子炉の運転中又は

停止中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な

設計とするとともに，外観の確認が可能な設計とする。 

また，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）は，発電用原子

炉の運転中又は停止中に，分解又は取替えが可能な設計とする。 

原子炉建屋放水設備である泡原液搬送車は，発電用原子炉の運

転中又は停止中に，内容量及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

また，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び泡原液搬送

車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，車両として運転状態

の確認が可能な設計とする。 

 

海洋拡散抑制設備である放射性物質吸着材，汚濁防止膜及び小

型船舶（汚濁防止膜設置用）は，発電用原子炉の運転中又は停止

中に，外観の確認が可能な設計とする。 

 

9.11.3 主要設備及び仕様 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の主要機

器仕様を第 9.11－1 表に示す。 

 

 

9.11.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

原子炉建屋放水設備である可搬型代替注水大型ポンプ（放水

用），放水砲及び泡混合器は，発電用原子炉の運転中又は停止中

に，独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計と

するとともに，外観の確認が可能な設計とする。また，可搬型代

替注水大型ポンプ（放水用）は，発電用原子炉の運転中又は停止

中に，分解又は取替えが可能な設計とする。 

原子炉建屋放水設備である泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）

は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，内容量及び外観の確認

が可能な設計とする。 

 

また，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）は，発電用原子炉

の運転中又は停止中に，車両として運転状態の確認が可能な設計

とする。 

 

海洋拡散抑制設備である汚濁防止膜は，発電用原子炉の運転中

又は停止中に，外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

3.12.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車及び放水砲は，

発電用原子炉の運転中又は停止中に，独立して機能・性能及び

漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，外観の確認

が可能な設計とする。 

また，大型送水ポンプ車は，発電用原子炉の運転中又は停止

中に，分解又は取替えが可能な設計とする。 

原子炉建物放水設備である泡消火薬剤容器は，発電用原子炉

の運転中又は停止中に，内容量及び外観の確認が可能な設計と

する。 

 

また，大型送水ポンプ車は，発電用原子炉の運転中又は停止

中に，車両として運転状態の確認が可能な設計とする。 

 

 

海洋拡散抑制設備である放射性物質吸着材及びシルトフェン

スは，発電用原子炉の運転中又は停止中に，外観の確認が可能

な設計とする。 

小型船舶は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，動作及び

外観の確認が可能な設計とする。 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，

3.12.1.1に記載 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ④の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 
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第 3.12－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための

設備主要機器仕様 

(1) 原子炉建屋放水設備

a. 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6 号及び 7 号

炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備

台 数 1（予備 1） 

容  量 900m3/h 

吐出圧力 1.25MPa 

b. 放水砲（6 号及び 7 号炉共用）

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備

台 数 1（予備 1）

c. 泡原液混合装置（6 号及び 7 号炉共用）

台 数 1（予備 1） 

d. 泡原液搬送車（6 号及び 7 号炉共用）

台 数 1（予備 1） 

容  量 4,000L 

第 9.11－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための

設備の主要機器仕様 

(1) 原子炉建屋放水設備

ａ．可搬型代替注水大型ポンプ（放水用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

台数 1（予備 1＊） 

容量 約 1,380m３／h 

全揚程 約 135m 

＊「可搬型代替注水大型ポン

プ」及び「可搬型代替注水

大型ポンプ（放水用）」は

同型設備であり，「可搬型

代替注水大型ポンプ」の予

備 1 台と「可搬型代替注

水大型ポンプ（放水用）」

の予備 1 台の計 2 台は共

用する。 

ｂ．放水砲 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

台数 1（予備 1） 

ｃ．泡混合器 

個数  1（予備 1） 

ｄ．泡消火薬剤容器（大型ポンプ用） 

個数 5（予備 5） 

容量 約 1m３／個 

第 3.12－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

の設備の主要機器仕様 

(1) 原子炉建物放水設備

a. 大型送水ポンプ車

兼用する設備は以下のとおり。 

・燃料プールの冷却等のための設備

台 数 １（予備１） 

容  量 1,800m3/h 

吐出圧力 1.4MPa[gage] 

b. 放水砲

兼用する設備は以下のとおり。

・燃料プールの冷却等のための設備

台 数 １（予備１） 

c. 泡消火薬剤容器

個 数 ５（予備１） 

容  量  1,000L/個 

・設備の相違
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(2) 海洋拡散抑制設備

a. 放射性物質吸着材（6 号及び 7 号炉共用）

(a) 6 号及び 7 号炉雨水排水路集水桝用

個 数 1 式/箇所 

(b) 5 号雨水排水路集水桝用及びフラップゲート入口用

個 数 1 式/箇所 

b. 汚濁防止膜（6 号及び 7 号炉共用）

(a) 北放水口側

組 数 2※1 

高 さ 6m 

幅 140m/組 

※1 汚濁防止膜（幅 20m）を

7 本で 1 組として，2 

組分 14 本と予備 2 本を

含む。 

(b) 取水口側（3 箇所）

組 数 2※2/箇所 

高 さ 8m 

幅 80m/組 

※2 汚濁防止膜（幅 20m）を

4 本で 1 組として，2 

組分 8 本と予備 2 本を

含む。 

c. 小型船舶（汚濁防止膜設置用）（6 号及び 7 号炉共用）

台  数 1（予備 1）

(2) 海洋拡散抑制設備

ａ．汚濁防止膜 

(a) 雨水排水路集水桝用（高さ約 3m，幅約 3m）

個数 12（予備 12） 

高さ 約 3m／個 

幅 約 3m／個 

(b) 雨水排水路集水桝用（高さ約 2m，幅約 3m）

個数  6（予備 6） 

高さ 約 2m／個 

幅 約 3m／個 

(c) 放水路用（高さ約 4m，幅約 4m）

個数 6（予備 6） 

高さ 約 4m／個 

幅 約 4m／個 

(2) 海洋拡散抑制設備

a. 放射性物質吸着材

(a) 雨水排水路集水桝（No.３排水路）用

個 数 １式/箇所

(b) 雨水排水路集水桝（２号炉放水槽南）用

個 数  １式/箇所

(c) 雨水排水路集水桝（２号炉廃棄物処理建物南）用

個 数 １式/箇所

b. シルトフェンス

(a) ２号炉放水接合槽用

組 数 ２※１ 

高 さ 10m 

幅 10m/組 

※１ シルトフェンス（幅 10m）を１本で

１組として，２組分２本と予備２

本を含む。 

(b) 輪谷湾用

組 数 ２※２ 

高 さ ７～20m 

幅 320m/組 

※２ シルトフェンス（幅 20m）を 16 本

で１組として，２組分 32 本と予備

２本を含む。 

c. 小型船舶

台  数 １（予備１） 
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第 3.12－1 図 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための

設備系統概図 

（原子炉建屋放水設備による大気への放射性物質の拡散抑制） 

第 3.12－2 図 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための

設備配置図 

（海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の拡散抑制） 

第 9.11－1 図 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための

設備系統概要図 

（原子炉建屋放水設備による大気への放射性物質の拡散抑制） 

第 9.11－2 図 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための

設備の配置図 

（海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の拡散抑制） 

第 3.12－1 図 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための

設備系統概図 

（原子炉建物放水設備による大気への放射性物質の拡散抑制） 

第 3.12－2 図 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための

設備配置図 

（海洋拡散抑制設備による海洋への放射性物質の拡散抑制） 

・設備の相違

・設備の相違
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第 3.12－3 図 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための

設備系統概図 

（原子炉建屋放水設備による航空機燃料火災への泡消火） 

 

 

 

 

 

第 9.11－3 図 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための

設備の系統概要図 

（原子炉建屋放水設備による航空機燃料火災への泡消火） 

 

 

 

 

第 3.12－3 図 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための

設備系統概図 

（原子炉建物放水設備による航空機燃料火災への泡消火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.12-15



まとめ資料比較表 〔56条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備【56 条】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

第五十六条 設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大

事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保

することに加えて，発電用原子炉施設には，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必

要となる十分な量の水を供給するために必要な設備を設けな

ければならない。 

 

（解釈） 

１ 第５６条に規定する「設計基準事故の収束に必要な水源と

は別に，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有す

る水源を確保することに加えて，発電用原子炉施設には，設

計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大

事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために

必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）想定される重大事故等の収束までの間，十分な量の水を供

給できること。 

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽，ダム又は貯水池等）が確保さ

れていること。 

ｃ）海を水源として利用できること。 

ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこ

と。 

ｆ）原子炉格納容器を水源とする再循環設備は，代替再循環設

備等により，多重性又は多様性を確保すること。（PWR） 

 

 

9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

 

3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備【56条】 

【設置許可基準規則】 

（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

第五十六条 設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大

事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保

することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必

要となる十分な量の水を供給するために必要な設備を設けな

ければならない。 

 

（解釈） 

１ 第５６条に規定する「設計基準事故の収束に必要な水源と

は別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有す

る水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設

計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大

事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために

必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供

給できること。 

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保さ

れていること。 

ｃ）海を水源として利用できること。 

ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこ

と。 

ｆ）原子炉格納容器を水源とする再循環設備は、代替再循環設

備等により、多重性又は多様性を確保すること。（PWR） 
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3.13.1 適合方針 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収

束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加

えて，発電用原子炉施設には，設計基準事故対処設備及び重大

事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な

量の水を供給するために必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する。 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図を

第3.13－1 図から第3.13－8 図に示す。 

 

3.13.1.1 重大事故等対処設備 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，重大事

故等の収束に必要となる水源として，復水貯蔵槽，サプレッシ

ョン・チェンバ及びほう酸水注入系貯蔵タンクを設ける。これ

ら重大事故等の収束に必要となる水源とは別に，代替淡水源と

して防火水槽及び淡水貯水池を設ける。また，淡水が枯渇した

場合に，海を水源として利用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，設計基

準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して，重大事故等

の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備

として，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を設ける。また，海

を利用するために必要な設備として，大容量送水車（海水取水

用）を設ける。 

 

代替水源からの移送ルートを確保し，移送ホース及びポンプ

については，複数箇所に分散して保管する。 

(1) 重大事故等の収束に必要となる水源 

a. 復水貯蔵槽を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及び原

子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機

能喪失した場合の代替手段である高圧代替注水系，低圧代替

注水系（常設），代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び

9.12.1 概要 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収

束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加

えて，発電用原子炉施設には，設計基準事故対処設備及び重大

事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な

量の水を供給するために必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する。 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図を

第 9.12－1 図から第 9.12－23 図に示す。 

 

9.12.2 設計方針 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，重大事

故等の収束に必要となる水源として，代替淡水貯槽，西側淡水

貯水設備，サプレッション・チェンバ及びほう酸水貯蔵タンク

を設ける。これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別に，

代替淡水源として多目的タンク，原水タンク，ろ過水貯蔵タン

ク及び純水貯蔵タンクを設ける。 

代替淡水貯槽を水源として重大事故等の対応を実施する際に

は，西側淡水貯水設備を代替淡水源とし，西側淡水貯水設備を

水源として重大事故等の対応を実施する際には，代替淡水貯槽

を代替淡水源とする。また，淡水が枯渇した場合に，海を水源

として利用できる設計とする。 

 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，設計基

準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して，重大事故等

の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備

として，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポ

ンプを設ける。また，海を利用するために必要な設備として，

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを設

ける。 

代替水源からの移送ルートを確保し，ホース及びポンプにつ

いては，複数箇所に分散して保管する。 

(1) 重大事故等の収束に必要となる水源 

ａ．代替淡水貯槽を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及び原

子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機

能喪失した場合の代替手段である低圧代替注水系（常設），低

圧代替注水系（可搬型），代替格納容器スプレイ冷却系（常設），

3.13.1 適合方針 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収

束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加

えて，発電用原子炉施設には，設計基準事故対処設備及び重大

事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な

量の水を供給するために必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する。 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図を

第3.13－1 図から第3.13－11 図に示す。 

 

3.13.1.1 重大事故等対処設備 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，重大事

故等の収束に必要となる水源として，低圧原子炉代替注水槽，

サプレッション・チェンバ及びほう酸水貯蔵タンクを設ける。

これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別に，代替淡水

源として輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を設ける。

また，淡水が枯渇した場合に，海を水源として利用できる設計

とする。 

 

 

 

 

 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，設計基

準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して，重大事故等

の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備

として，大量送水車を設ける。また，海を利用するために必要

な設備として，大量送水車及び大型送水ポンプ車を設ける。 

 

 

代替水源からの移送ルートを確保し，ホース及びポンプにつ

いては，複数箇所に分散して保管する。 

(1) 重大事故等の収束に必要となる水源 

ａ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及び

原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備

が機能喪失した場合の代替手段である低圧原子炉代替注水

系（常設），格納容器代替スプレイ系（常設）及びペデス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

水源の位置付けによ

る相違（以下，①の相違） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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格納容器下部注水系（常設）並びに重大事故等対処設備（設

計基準拡張）である原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系

の水源として，復水貯蔵槽を使用する。 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・復水貯蔵槽 

 

 

 

 

 

 

 

各系統の詳細については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，「3.4 原

子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備」，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設

備」及び「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するた

めの設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型），格納容器下部注水系

（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）の水源として，

また，使用済燃料プールの冷却又は注水に使用する設計基準

事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である代替燃料

プール注水系（注水ライン），代替燃料プール注水系（常設ス

プレイヘッダ）及び代替燃料プール注水系（可搬型スプレイ

ノズル）の水源として，代替淡水貯槽を使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・代替淡水貯槽 

 

 

 

 

 

 

 

各系統の詳細については，「4.3 使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための設備」，「5.9 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備」，「9.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための設備」及び「9.8 原子炉格納容器下部の

溶融炉心を冷却するための設備」に記載する。 

 

ｂ．西側淡水貯水設備を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及び原

子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機

能喪失した場合の代替手段である低圧代替注水系（可搬型），

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部注

水系（可搬型）の水源として，また，使用済燃料プールの注

水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代

替手段である代替燃料プール注水系（注水ライン）の水源と

して，西側淡水貯水設備を使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・西側淡水貯水設備 

各系統の詳細については，「4.3 使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための設備」，「5.9 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備」，「9.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための設備」及び「9.8 原子炉格納容器下部の

溶融炉心を冷却するための設備」に記載する。 

タル代替注水系（常設）の水源として，低圧原子炉代替注

水槽を使用する。 

 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・低圧原子炉代替注水槽 

 

 

 

 

 

 

 

各系統の詳細については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，「3.6 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備」及び「3.8 原子

炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」に記載

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡ水源の相違に伴

う注水手段の相違（以

下，②の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ＳＡ水

源を水源とした各注水

手順は常設重大事故等

対処設備を使用する設

計としており，可搬型設

備を用いた手順は代替

淡水源（措置）である，

輪谷貯水槽（西１）及び

（西２）を使用する（以

下，③の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 
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b. サプレッション・チェンバを水源とした場合に用いる設備 

 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及び原

子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機

能喪失した場合の代替手段である代替循環冷却系並びに重大

事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔離時冷却系，

高圧炉心注水系，残留熱除去系（低圧注水モード），残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び残留熱除去系（サ

プレッション・チェンバ・プール水冷却モード）の水源とし

て，サプレッション・チェンバを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．サプレッション・チェンバを水源とした場合に用いる設備 

 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及び原

子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機

能喪失した場合の代替手段である高圧代替注水系，代替循環

冷却系，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系，残留熱

除去系（低圧注水系），低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（格

納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サプレッション・

プール冷却系）の水源として，サプレッション・チェンバを

使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．サプレッション・チェンバを水源とした場合に用いる設

備 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及び

原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備

が機能喪失した場合の代替手段である高圧原子炉代替注水

系及び残留熱代替除去系並びに重大事故等対処設備（設計

基準拡張）である原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ

系，低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード，

格納容器冷却モード及びサプレッション・プール水冷却モ

ード）の水源として，サプレッション・チェンバを使用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の高圧原

子炉代替注水系の水源

は，設計基準事故対処設

備（高圧炉心スプレイ系

および原子炉隔離時冷

却系）の水源である復水

貯蔵タンクに対し，共通

要因により機能を損な

わないサプレッショ

ン・チェンバを SA水源

として使用（原子炉隔離

時冷却系も同様） 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

ABWRプラントである

柏崎 6/7には，ECCSの

構成が相違しているこ

とから，低圧炉心スプレ

イ系に対応する系統は

無い 
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主要な設備は，以下のとおりとする。 

・サプレッション・チェンバ 

各系統の詳細については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，「3.4 原

子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備」，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設

備」及び「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための

設備」に記載する。 

 

c. ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器への注

水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代

替手段であるほう酸水注入系の水源として，ほう酸水注入系

貯蔵タンクを使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ほう酸水注入系貯蔵タンク（3.1 緊急停止失敗時に発電

用原子炉を未臨界にするための設備） 

本系統の詳細については，「3.1 緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするための設備」に記載する。 

d. 代替淡水源を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，復水貯蔵槽へ水を供給

するための水源であるとともに，原子炉圧力容器及び原子炉

格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪

失した場合の代替手段である低圧代替注水系（可搬型），代

替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部注水

系（可搬型）の水源として，また，使用済燃料プールの冷却

又は注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場

合の代替手段である燃料プール代替注水系の水源として，代

替淡水源である防火水槽及び淡水貯水池を使用する。 

 

各系統の詳細については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，「3.6 原

子炉格納容器内の冷却等のための設備」，「3.8 原子炉格納

容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」及び「3.11 使用

済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」に記載する。 

e. 海を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，淡水が枯渇した場合に，

復水貯蔵槽へ水を供給するための水源であるとともに，原子

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・サプレッション・チェンバ 

各系統の詳細については，「5.7 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，「5.9 原子

炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備」及び「9.7原子炉格納容器の過圧破損を防止する

ための設備」に記載する。 

 

 

ｄ．ほう酸水貯蔵タンクを水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器への注

水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代

替手段であるほう酸水注入系の水源として，ほう酸水貯蔵タ

ンクを使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ほう酸水貯蔵タンク（6.7 緊急停止失敗時に発電用原子

炉を未臨界にするための設備） 

本系統の詳細については，「6.7 緊急停止失敗時に発電用原

子炉を未臨界にするための設備」に記載する。 

ｅ．代替淡水源を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，代替淡水貯槽又は西側

淡水貯水設備へ水を供給するための水源であるとともに，格

納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置へのスクラビング水補

給の水源として，代替淡水源である多目的タンク，原水タン

ク，ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タンクを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．海を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，淡水が枯渇した場合に，

代替淡水貯槽又は西側淡水貯水設備へ水を供給するための水

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・サプレッション・チェンバ 

各系統の詳細については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，「3.4 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備」，「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送す

るための設備」，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のため

の設備」及び「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止する

ための設備」に記載する。 

ｃ．ほう酸水貯蔵タンクを水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器への

注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合

の代替手段であるほう酸水注入系の水源として，ほう酸水

貯蔵タンクを使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ほう酸水貯蔵タンク（3.1 緊急停止失敗時に発電用原

子炉を未臨界にするための設備） 

本系統の詳細については，「3.1 緊急停止失敗時に発電

用原子炉を未臨界にするための設備」に記載する。 

ｄ．代替淡水源を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，低圧原子炉代替注水

槽へ水を供給するための水源であるとともに，原子炉圧力

容器及び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故

対処設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧原子炉

代替注水系（可搬型），格納容器代替スプレイ系（可搬型）

及びペデスタル代替注水系（可搬型）の水源として，また，

燃料プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故対処設

備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プールスプレ

イ系の水源として，代替淡水源である輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）を使用する。 

各系統の詳細については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，「3.6 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備」，「3.8 原子炉

格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」及び「3.11 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」に記載する。 

ｅ．海を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，淡水が枯渇した場合

に，低圧原子炉代替注水槽へ水を供給するための水源であ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，代替淡

水源を水源とした各種

注水系への供給設備を

重大事故等対処設備と

し，格納容器フィルタベ

ント系への供給設備を

自主対策設備として整

備 
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炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準

事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧代替

注水系（可搬型），代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

及び格納容器下部注水系（可搬型）の水源として，また，使

用済燃料プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故対処

設備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プール代替注

水系の水源として海を利用するための重大事故等対処設備と

して，大容量送水車（海水取水用）を使用する。 

 

 

 

大容量送水車（海水取水用）は，海水を各系統へ供給でき

る設計とする。 

また，代替原子炉補機冷却系の大容量送水車（熱交換器ユ

ニット用）及び原子炉建屋放水設備の大容量送水車（原子炉

建屋放水設備用）の水源として，海を使用する。 

大容量送水車（海水取水用）の燃料は，燃料補給設備であ

る軽油タンク及びタンクローリ（4kL）により補給できる設計

とする。 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大容量送水車（海水取水用）(6 号及び7 号炉共用) 

 

 

 

・燃料補給設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として

使用する。 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用取水設備の海

水貯留堰，スクリーン室及び取水路を重大事故等対処設備と

して使用する。 

各系統の詳細については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，「3.5 最

終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」，「3.6 原子炉

源であるとともに，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への

注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の

代替手段である低圧代替注水系（可搬型），代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部注水系（可搬型）の

水源として，また，使用済燃料プールの冷却又は注水に使用

する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段で

ある代替燃料プール注水系（注水ライン），代替燃料プール注

水系（常設スプレイヘッダ）及び代替燃料プール注水系（可

搬型スプレイノズル）の水源として海を利用するための重大

事故等対処設備として，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬

型代替注水大型ポンプを使用する。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，海水を各系統へ供給できる設計とする。 

また，放水設備（大気への放射性物質の拡散抑制）の可搬

型代替注水大型ポンプ（放水用）の水源として，海を使用す

る。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

の燃料は，燃料給油設備である可搬型設備用軽油タンク及び

タンクローリにより補給できる設計とする。 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ（放水用） 

 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として

使用する。 

 

 

 

 

各系統の詳細については，「4.3 使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための設備」，「5.9 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備」，「9.6 原子炉格納容器

るとともに，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水

に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代

替手段である低圧原子炉代替注水系（可搬型），格納容器

代替スプレイ系（可搬型）及びペデスタル代替注水系（可

搬型）の水源として，また，燃料プールの冷却又は注水に

使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替

手段である燃料プールスプレイ系の水源として海を利用す

るための重大事故等対処設備として，大量送水車を使用す

る。 

 

 

大量送水車は，海水を各系統へ供給できる設計とする。 

 

また，原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車及び原

子炉建物放水設備の大型送水ポンプ車の水源として，海を

使用する。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車の燃料は，燃料補給設

備であるガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンク及びタンクローリにより補給で

きる設計とする。 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大量送水車 

・大型送水ポンプ車 

 

 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備とし

て使用する。 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用取水設備（取

水口，取水管，取水槽）を重大事故等対処設備として使用

する。 

各系統の詳細については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，「3.5 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」，「3.6 原

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬型

設備である原子炉補機

代替冷却系により対応

する設計とするが，東海

第二は常設設備である

緊急用海水系により対

応する設計 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

・他号炉と共用しない 
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格納容器内の冷却等のための設備」，「3.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するための設備」，「3.11 使用済燃料

貯蔵槽の冷却等のための設備」及び「3.12 発電所外への放射

性物質の拡散を抑制するための設備」に記載する。 

(2) 水源へ水を供給するための設備

a. 復水貯蔵槽へ水を供給するための設備

重大事故等の収束に必要な水源である復水貯蔵槽へ淡水を

供給するための重大事故等対処設備として，可搬型代替注水

ポンプ（A-2 級）を使用する。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，代替淡水源である防

火水槽及び淡水貯水池の淡水を復水補給水系等を経由して復

水貯蔵槽へ供給できる設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合に，重大事故等の収束に必要な

水源である復水貯蔵槽へ海水を供給するための重大事故等対

処設備として，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量

送水車（海水取水用）を使用する。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量送水車（海水

取水用）は，海水を復水補給水系等を経由して復水貯蔵槽へ

供給できる設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量送水車（海水

取水用）の燃料は，燃料補給設備である軽油タンク及びタン

クローリ（4kL）により補給できる設計とする。

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6 号及び7 号炉共用） 

・大容量送水車（海水取水用）(6 号及び7 号炉共用)

・燃料補給設備(6 号及び7 号炉共用)（3.14 電源設備）

内の冷却等のための設備」，「9.8 原子炉格納容器下部の溶融

炉心を冷却するための設備」及び「9.11 発電所外への放射性

物質の拡散を抑制するための設備」に記載する。 

(2) 水源へ水を供給するための設備

ａ．代替淡水貯槽へ水を供給するための設備 

重大事故等の収束に必要な水源である代替淡水貯槽へ淡水

を供給するための重大事故等対処設備として，可搬型代替注

水中型ポンプを使用する。 

可搬型代替注水中型ポンプは，代替淡水源である西側淡水

貯水設備，多目的タンク，原水タンク，ろ過水貯蔵タンク及

び純水貯蔵タンクの淡水を，可搬型代替注水大型ポンプは，

多目的タンク，原水タンク，ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵

タンクの淡水を代替淡水貯槽へ供給できる設計とする。

また，淡水が枯渇した場合に，重大事故等の収束に必要な

水源である代替淡水貯槽へ海水を供給するための重大事故等

対処設備として，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替

注水大型ポンプを使用する。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，海水を代替淡水貯槽へ供給できる設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプの燃料は，燃料給油設備である

可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリにより補給できる

設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水中型ポンプ

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備）

子炉格納容器内の冷却等のための設備」，「3.8 原子炉格

納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」，「3.11 使

用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」及び「3.12 発電所

外への放射性物質の拡散を抑制するための設備」に記載す

る。 

(2) 水源へ水を供給するための設備

ａ．低圧原子炉代替注水槽へ水を供給するための設備 

重大事故等の収束に必要な水源である低圧原子炉代替注

水槽へ淡水を供給するための重大事故等対処設備として，

大量送水車を使用する。 

大量送水車は，代替淡水源である輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）の淡水を低圧原子炉代替注水槽へ供

給できる設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合に，重大事故等の収束に必要

な水源である低圧原子炉代替注水槽へ海水を供給するため

の重大事故等対処設備として，大量送水車及び大型送水ポ

ンプ車を使用する。

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，海水を低圧原子炉

代替注水槽へ供給できる設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車の燃料は，燃料補給設

備であるガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンク及びタンクローリにより補給で

きる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大量送水車

・大型送水ポンプ車

・燃料補給設備（3.14 電源設備）

・設備の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，系統を

経由することなく可搬

型設備による低圧原子

炉代替注水槽への補給

が可能（以下，④の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

④の相違

・他号炉と共用しない

・他号炉と共用しない

・他号炉と共用しない
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本系統の流路として，復水補給水系の配管及び弁並びにホ

ースを重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である非常用取水設備の海

水貯留堰，スクリーン室及び取水路並びに設計基準対象施設

である復水貯蔵槽を重大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機器仕様

を第3.13－1 表に示す。 

ほう酸水注入系については，「3.1 緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするための設備」に記載する。 

燃料補給設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 

非常用取水設備については，「3.23 非常用取水設備」に記載

する。 

 

3.13.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として

使用する。 

 

 

 

 

 

ｂ．西側淡水貯水設備へ水を供給するための設備 

重大事故等の収束に必要な水源である西側淡水貯水設備へ

淡水を供給するための重大事故等対処設備として，可搬型代

替注水大型ポンプを使用する。 

可搬型代替注水大型ポンプは，代替淡水源である代替淡水

貯槽，多目的タンク，原水タンク，ろ過水貯蔵タンク及び純

水貯蔵タンクの淡水を西側淡水貯水設備へ供給できる設計と

する。 

また，淡水が枯渇した場合に，重大事故等の収束に必要な

水源である西側淡水貯水設備へ海水を供給するための重大事

故等対処設備として，可搬型代替注水大型ポンプを使用する。 

可搬型代替注水大型ポンプは，海水を西側淡水貯水設備へ

供給できる設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプの燃料は，燃料給油設備である

可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリにより補給できる

設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として

使用する。 

 

 

ほう酸水注入系については，「6.7 緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするための設備」に記載する。 

燃料給油設備については，「10.2 代替電源設備」に記載す

る。 

 

 

9.12.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備とし

て使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である非常用取水設備（取

水口，取水管，取水槽）を重大事故等対処設備として使用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機器仕様

を第3.13－1 表に示す。 

ほう酸水注入系については，「3.1 緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするための設備」に記載する。 

燃料補給設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 

非常用取水設備については，「3.23 非常用取水設備」に記載

する。 

 

3.13.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 
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防止等」に示す。 

復水貯蔵槽を水源とする高圧代替注水系，低圧代替注水系（常

設），代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び格納容器下部

注水系（常設）の多様性，位置的分散については，「3.2 原子

炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備」，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備」，「3.6 原子炉格納容器内の冷

却等のための設備」及び「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心

を冷却するための設備」に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする代替循環冷却系の多

様性，位置的分散については，「3.7 原子炉格納容器の過圧破

損を防止するための設備」に記載する。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，屋外の複数の異なる場

所に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を

損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の接続口は，共通要因によ

って接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図っ

た複数箇所に設置する設計とする。 

大容量送水車（海水取水用）は，屋外の複数の異なる場所に

分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損な

わないよう位置的分散を図る設計とする。 

防止等」に示す。 

代替淡水貯槽を水源とする低圧代替注水系（常設），低圧代替

注水系（可搬型），代替格納容器スプレイ冷却系（常設），代替

格納容器スプレイ冷却系（可搬型），格納容器下部注水系（常設），

格納容器下部注水系（可搬型），代替燃料プール注水系（注水ラ

イン），代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）及び代替

燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の多様性，位置的

分散については，「4.3 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設

備」，「5.9 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備」，「9.6 原子炉格納容器内の冷却等のた

めの設備」及び「9.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却す

るための設備」に記載する。 

西側淡水貯水設備を水源とする低圧代替注水系（可搬型），代

替格納容器スプレイ冷却系（可搬型），格納容器下部注水系（可

搬型）及び代替燃料プール注水系（注水ライン）の多様性，位

置的分散については，「4.3 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための

設備」，「5.9 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備」，「9.6 原子炉格納容器内の冷却等の

ための設備」及び「9.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却

するための設備」に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧代替注水系，代

替循環冷却系の多様性，位置的分散については，「5.7 原子炉冷

却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備」及び「9.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設

備」に記載する。 

可搬型代替注水中型ポンプは，屋外の複数の異なる場所に分

散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプの接続口は，共通要因によって接

続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数

箇所に設置する設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，屋外の複数の異なる場所に分

散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプの接続口は，共通要因によって接

続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数

箇所に設置する設計とする。 

防止等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系

（常設），格納容器代替スプレイ系（常設）及びペデスタル代

替注水系（常設）の多様性，位置的分散については，「3.4 原

子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備」，「3.6原子炉格納容器内の冷却等のための設備」及

び「3.8原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」

に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧原子炉代替注水

系及び残留熱代替除去系の多様性，位置的分散については，「3.2 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備」及び「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止する

ための設備」に記載する。 

大量送水車は，屋外の複数の異なる場所に分散して保管する

ことで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなる

ことを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する

設計とする。 

大型送水ポンプ車は，屋外の複数の異なる場所に分散して保

管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 

大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できな

くなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，高圧代替

注水系の第一水源をサ

プレッション・チェンバ

ではなく復水貯蔵槽と

して設定 
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3.13.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

復水貯蔵槽及びサプレッション・チェンバは，重大事故等時

に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とする

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量送水車（海水取

水用）は，通常時は接続先の系統と分離して保管し，重大事故

等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統

構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量送水車（海水取

水用）は，治具や輪留めによる固定等をすることで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量送水車（海水取

水用）は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

3.13.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

復水貯蔵槽は，設計基準対象施設と兼用しており，設計基準

対象施設としての容量が，想定される重大事故等時において，

代替淡水源又は海を使用するまでの間に必要な容量を有してい

るため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

サプレッション・チェンバは，設計基準対象施設と兼用して

おり，設計基準対象施設としての保有水量での水頭が，想定さ

れる重大事故等時において，代替循環冷却系で使用する復水移

送ポンプの必要有効吸込水頭の確保に必要な容量に対して十分

であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

 

 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，想定される重大事故等

時において，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水の供

給が可能な容量を有するものを1 セット4 台使用する。保有数

は，6 号及び7 号炉共用で4 セット16 台に加えて，故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップ用として1 台（6 号

及び7 号炉共用）の合計17 台を保管する。 

9.12.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

代替淡水貯槽，西側淡水貯水設備及びサプレッション・チェ

ンバは，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，通常時は接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に

接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成と

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，治具や輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

9.12.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバは，設計基準対象施設と兼用して

おり，設計基準対象施設としての保有水量での水頭が，想定さ

れる重大事故等時において，高圧代替注水系で使用する常設高

圧代替注水系ポンプ及び代替循環冷却系で使用する代替循環冷

却系ポンプの必要有効吸込水頭の確保に必要な容量に対して十

分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプは，想定される重大事故等時にお

いて，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水の供給が可

能な容量を有するものを 1セット 2 台使用する。保有数は，2 セ

ット 4 台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップ用として 1 台の合計 5 台を保管する。 

 

3.13.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽及びサプレッション・チェンバは，重

大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統

構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，通常時は接続先の系統

と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大

事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，輪留めによる固定等を

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，飛散物となって他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.13.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽は，想定される重大事故等時において，

代替淡水源又は海を使用するまでの間に必要な容量を有する設

計とする。 

 

サプレッション・チェンバは，設計基準対象施設と兼用して

おり，設計基準対象施設としての保有水量での水頭が，想定さ

れる重大事故等時において，高圧原子炉代替注水系で使用する

高圧原子炉代替注水ポンプ及び残留熱代替除去系で使用する残

留熱代替除去ポンプの必要有効吸込水頭の確保に必要な容量に

対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

 

 

 

大量送水車は，想定される重大事故等時において，重大事故

等の収束に必要となる十分な量の水の供給が可能な容量を有す

るものを１セット１台使用する。保有数は２セット２台に加え

て，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用と

して１台の合計３台を分散して保管する。 

大量送水車は，想定される重大事故等時において，重大事故

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，治具を

使用しない 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，高圧代替

注水系の第一水源をサ

プレッション・チェンバ

ではなく復水貯蔵槽と

して設定 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

・他号炉と共用しない 

 

3.13-11



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

大容量送水車（海水取水用）は，想定される重大事故等時に

おいて，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水の供給が

可能な容量を有するものを6 号及び7 号炉共用で1 セット1 台

使用する。保有数は，6 号及び7 号炉共用で2 セット2 台に加

えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用

として1 台（6 号及び7 号炉共用）の合計3 台を保管する。 

 

 

代替水源からの移送ホースは，複数ルートを考慮してそれぞ

れのルートに必要なホースの長さを満足する数量の合計に，故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを考慮した

数量を分散して保管する。 

 

3.13.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

復水貯蔵槽は，廃棄物処理建屋内に設置し，想定される重大

事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

サプレッション・チェンバは，原子炉建屋原子炉区域内に設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量送水車（海水取

水用）は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の常設設備との接続及び操

作並びに系統構成に必要な弁操作は，想定される重大事故等時

において，設置場所で可能な設計とする。また，可搬型代替注

水ポンプ（A-2 級）は，淡水だけでなく海水も使用できる設計

とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間と

 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水大型ポンプは，想定される重大事故等時にお

いて，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水の供給が可

能な容量を有するものを 1セット 1 台使用する。保有数は，2 セ

ット 2 台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップ用として 1 台の合計 3 台を保管する。 

 

バックアップについては，同型設備である可搬型代替注水大

型ポンプ（放水用）のバックアップ用 1 台と共用する。 

代替水源からのホースは，複数ルートを考慮してそれぞれの

ルートに必要なホースの長さを満足する数量の合計に，故障時

及び保守点検による待機除外時のバックアップを考慮した数量

を分散して保管する。 

 

9.12.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

代替淡水貯槽は，屋外に設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。 

 

西側淡水貯水設備は，屋外に設置し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。 

サプレッション・チェンバは，原子炉建屋原子炉棟内に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時における

環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの

常設設備との接続及び操作並びに系統構成に必要な弁操作は，

想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計とす

る。また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型

ポンプは，淡水だけでなく海水も使用できる設計とする。なお，

等の収束に必要となる十分な量の水の供給が可能な容量を有す

るものを１セット１台使用する。保有数は２セット２台に加え

て，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用と

して１台の合計３台を分散して保管する。 

大量送水車及び大量送水車のバックアップについては，１台

を兼用する。 

 

大型送水ポンプ車は，想定される重大事故等時において，重

大事故等の収束に必要となる十分な量の水の供給が可能な容量

を有するものを１セット１台使用する。保有数は２セット２台

に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ

プ用として１台の合計３台を分散して保管する。 

 

 

 

代替水源からのホースは，複数ルートを考慮してそれぞれの

ルートに必要なホースの長さを満足する数量の合計に，故障時

及び保守点検による待機除外時のバックアップを考慮した数量

を分散して保管する。 

 

3.13.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽は，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽

内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

 

 

サプレッション・チェンバは，原子炉建物原子炉棟内に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，屋外に保管及び設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

大量送水車の常設設備との接続及び操作は，想定される重大

事故等時において，設置場所で可能な設計とする。また，大量

送水車は，淡水だけでなく海水も使用できる設計とする。なお，

可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，設

備への影響を考慮するとともに，海から直接取水する際の異物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

・他号炉と共用しない 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，可搬型

設備を用いた水の供給
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することで，設備への影響を考慮する。 

 

大容量送水車（海水取水用）の操作等は，想定される重大事

故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

大容量送水車（海水取水用）は，使用時に海水を通水するた

め，海水影響を考慮した設計とし，海から直接取水する際の異

物の流入防止を考慮した設計とする。 

 

 

3.13.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

復水貯蔵槽を水源とする高圧代替注水系，低圧代替注水系（常

設），代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び格納容器下部

注水系（常設）の操作性については，「3.2 原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，「3.4 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備」，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備」

及び「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバを水源とする代替循環冷却系の操

作性については，「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止する

ための設備」に記載する。 

 

 

 

可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，設

備への影響を考慮する。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの

操作等は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能

な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮した設計と

し，海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計と

する。 

 

9.12.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

代替淡水貯槽を水源とする低圧代替注水系（常設），低圧代替

注水系（可搬型），代替格納容器スプレイ冷却系（常設），代替

格納容器スプレイ冷却系（可搬型），格納容器下部注水系（常設），

格納容器下部注水系（可搬型），代替燃料プール注水系（注水ラ

イン），代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）及び代替

燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の操作性について

は，「4.3 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」，「5.9原子

炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備」，「9.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備」及び

「9.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」

に記載する。 

西側淡水貯水設備を水源とする低圧代替注水系（可搬型），代

替格納容器スプレイ冷却系（可搬型），格納容器下部注水系（可

搬型）及び代替燃料プール注水系（注水ライン）の操作性につ

いては，「4.3 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」，「5.9 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備」，「9.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備」

及び「9.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備」に記載する。 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧代替注水系及び

代替循環冷却系の操作性については，「5.7 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」及び

「9.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備」に記

載する。 

 

の流入防止を考慮した設計とする。 

 

大型送水ポンプ車の操作等は，想定される重大事故等時にお

いて，設置場所で可能な設計とする。 

 

大型送水ポンプ車は，使用時に海水を通水するため，海水影

響を考慮した設計とし，海から直接取水する際の異物の流入防

止を考慮した設計とする。 

 

 

3.13.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系

（常設），格納容器代替スプレイ系（常設）及びペデスタル代

替注水系（常設）の操作性については，「3.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，

「3.6原子炉格納容器内の冷却等のための設備」及び「3.8原子

炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバを水源とする高圧原子炉代替注水

系及び残留熱代替除去系の操作性については，「3.2 原子炉冷

却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備」及び「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設

備」に記載する。 

 

手順では系統構成，弁操

作不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，高圧代替

注水系の第一水源をサ

プレッション・チェンバ

ではなく復水貯蔵槽と
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可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を用いて復水貯蔵槽へ淡水

を供給する系統及び可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）と大容量

送水車（海水取水用）を用いて復水貯蔵槽へ海水を供給する系

統は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成か

ら接続，弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量送水車（海水取

水用）は，付属の操作スイッチにより，設置場所での操作が可

能な設計とし，系統構成に必要な弁は，設置場所での手動操作

が可能な設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び大容量送水車（海水取

水用）は，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセ

ス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定

等が可能な設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を接続する接続口について

は，簡便な接続とし，接続治具を用いてホースを確実に接続す

ることができる設計とする。また，6 号及び7 号炉が相互に使

用することができるよう，接続口の口径を統一する設計とする。 

 

大容量送水車（海水取水用）と可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

との接続は，簡便な接続とし，接続治具を用いてホースを確実

に接続できる設計とする。 

大容量送水車（海水取水用）を用いて海水を各系統に供給す

る系統は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構

成から接続，弁操作等により速やかに切り替えられる設計とす

る。 

大容量送水車（海水取水用）は，付属の操作スイッチにより，

設置場所での操作が可能な設計とする。 

 

大容量送水車（海水取水用）は，車両として屋外のアクセス

ルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場

所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

可搬型代替注水中型ポンプを用いて代替淡水貯槽へ淡水を供

給する系統及び可搬型代替注水中型ポンプを用いて代替淡水貯

槽へ海水を供給する系統は，想定される重大事故等時において，

通常時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切り替え

られる設計とする。 

 

可搬型代替注水大型ポンプを用いて西側淡水貯水設備へ淡水

を供給する系統及び可搬型代替注水大型ポンプを用いて西側淡

水貯水設備へ海水を供給する系統は，想定される重大事故等時

において，通常時の系統構成から接続，弁操作等により速やか

に切り替えられる設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，付属の操作スイッチにより，設置場所での操作が可能な設

計とし，系統構成に必要な弁は，設置場所での手動操作が可能

な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能

な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可

能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプを接続する接続口及び可搬型代替

注水大型ポンプを接続する接続口については，一般的に使用さ

れる工具を用いて接続可能なフランジ接続によりホースを確実

に接続することができる設計とする。また，接続口の口径を統

一する設計とする。 

 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを

用いて海水を各系統に供給する系統は，想定される重大事故等

時において，通常時の系統構成から接続，弁操作等により速や

かに切り替えられる設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，付属の操作スイッチにより，設置場所での操作が可能な設

計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能

な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，付属の操作スイッチに

より，設置場所での操作が可能な設計とする。 

 

 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，車両として屋外のアク

セスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設

置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

大量送水車を接続する接続口については，簡便な接続とし，

接続治具を用いてホースを確実に接続することができる設計と

する。また，接続口の口径を統一する設計とする。 

 

 

大型送水ポンプ車と大量送水車との接続は，簡便な接続とし，

接続治具を用いてホースを確実に接続できる設計とする。 

 

大量送水車及び大型送水ポンプ車を用いて海水を各系統に供

給する系統は，想定される重大事故等時において，通常時の系

統構成から接続，弁操作等により速やかに切り替えられる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

して設定 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，可搬型

設備を用いた水の供給

手順では系統構成，弁操

作不要 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，可搬型

設備を用いた水の供給

手順では系統構成，弁操

作不要 

 

 

・他号炉と共用しない 
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大容量送水車（海水取水用）と各系統との接続は，簡便な接

続とし，接続治具を用いてホースを確実に接続できる設計とす

る。 

3.13.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

復水貯蔵槽は，発電用原子炉の運転中に漏えいの有無の確認

が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に漏えいの

有無の確認並びに内部の確認が可能な設計とする。 

サプレッション・チェンバは，発電用原子炉の運転中に漏え

いの有無の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停

止中に内部の確認及び気密性能の確認が可能な設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，発電用原子炉の運転中

又は停止中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が

可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とす

る。 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，車両として運転

状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

大容量送水車（海水取水用）は，発電用原子炉の運転中又は

停止中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能

な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。 

また，大容量送水車（海水取水用）は，車両として運転状態

の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプと

各系統との接続は，簡便な接続とし，接続治具を用いてホース

を確実に接続できる設計とする。 

9.12.3 主要設備及び仕様 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機器仕様

を第 9.12－1表に示す。 

9.12.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

代替淡水貯槽及び西側淡水貯水設備は，発電用原子炉の運転

中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，発電用原

子炉の停止中に漏えいの有無の確認並びに内部の確認が可能な

設計とする。 

サプレッション・チェンバは，発電用原子炉の運転中に漏え

いの有無の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停

止中に内部の確認及び気密性能の確認が可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，独立して機能・性能

及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，分解又

は取替えが可能な設計とする。 

また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポ

ンプは，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設

計とする。 

3.13.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

低圧原子炉代替注水槽は，発電用原子炉の運転中に漏えいの

有無の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中

に水位の確認により漏えいの有無の確認並びに内部の確認が可

能な設計とする。 

サプレッション・チェンバは，発電用原子炉の運転中に漏え

いの有無の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停

止中に内部の確認及び気密性能の確認が可能な設計とする。 

大量送水車及び大型送水ポンプ車は，発電用原子炉の運転中

又は停止中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が

可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とす

る。 

また，大量送水車及び大型送水ポンプ車は，車両として運転

状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

3.13-15



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第3.13－1 表 重大事故等の収束に必要となる 

水の供給設備の主要機器仕様 

 

(1) 復水貯蔵槽 

基   数  1 

容   量  約2,100m3 

主要部材質  ステンレス鋼ライニング 

 

 

 

 

 

(2) サプレッション・チェンバ 

容   積 サプレッション・チェンバ・プール水量 

 約3,600m3 

 

(3) ほう酸水注入系貯蔵タンク 

第3.1-1 表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする

ための設備の主要仕様に記載する。 

 

(4) 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6 号及び7 号炉共用） 

第3.11－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主

要機器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 大容量送水車（海水取水用）（6 号及び7 号炉共用） 

個   数   2（予備1） 

容   量   900m3/h 

第 9.12－1 表 重大事故等の収束に必要となる 

水の供給設備の主要機器仕様 

 

(1) 西側淡水貯水設備 

基   数    1 

容   量    約 5,000m３ 

 

 

(2) 代替淡水貯槽 

基   数    1 

容   量    約 5,000m３ 

 

(3) サプレッション・チェンバ 

第 9.1－1 表 原子炉格納容器主要仕様に記載する。 

 

 

(4) ほう酸水貯蔵タンク 

第 6.1.2－2 表 ほう酸水注入系の主要仕様に記載する。 

 

 

(5) 可搬型代替注水中型ポンプ 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要

機器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 可搬型代替注水大型ポンプ 

第 4.3－1 表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要

機器仕様に記載する。 

第3.13－1 表 重大事故等の収束に必要となる 

水の供給設備の主要機器仕様 

 

(1) 低圧原子炉代替注水槽 

基   数  １ 

容   量  約 1,230 m3 

主要部材質  鉄筋コンクリート 

 

 

 

 

 

(2) サプレッション・チェンバ 

容   積  サプレッション・プール水量   

約 2,800 m3 

 

(3) ほう酸水貯蔵タンク 

第3.1-1 表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にす

るための設備の主要機器仕様に記載する。 

 

(4) 大量送水車 

a. 送水用 

第 3.11－1 表 燃料プールの冷却等のための設備の主要

機器仕様に記載する。 

b.海水取水用 

型式   ディフューザ形 

台数   ２（予備１） 

容量   168m3/h/台以上（吐出圧力 0.85MPa[gage]にお 

     いて） 

     120m3/h/台以上（吐出圧力 1.4MPa[gage]にお 

     いて） 

吐出圧力 0.85MPa[gage]～1.4MPa[gage]以上 

 

(6) 大型送水ポンプ車 

第 3.5-1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めの設備の主要機器仕様に記載する。 

・設備の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  

 

 

 

 

第 9.12－1図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の 

系統概要図（代替淡水貯槽への補給） 

 

 

 ・設備の相違 

  

 

 

 

第9.12－2図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の 

系統概要図（西側淡水貯水設備への補給） 

 

 

 

 

 

 ・設備の相違 

3.13-17



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

第3.13－1 図(1) 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図 

（復水貯蔵槽を水源とした場合に用いる設備）（6 号炉） 

 

 

 

 

第 9.12－3図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の 

系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした原子炉圧力容器への注水）（低圧代替

注水系（常設）による原子炉注水及び残存溶融炉心の冷却） 

 

 

 

 

第3.13－1 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図 

（低圧原子炉代替注水槽を水源とした場合に用いる設備） 

・設備の相違 

 

第3.13－1 図(2) 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図 

（復水貯蔵槽を水源とした場合に用いる設備）（7 号炉） 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

3.13-18



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

第 9.12－4図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の 

系統概要図 

（代替淡水貯槽を水源とした原子炉圧力容器への注水）（低圧代替

注水系（可搬型）による原子炉注水及び残存溶融炉心の冷却） 

 ・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

第3.13－2 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図 

（サプレッション・チェンバを水源とした場合に用いる設備） 

 

 

 

第 9.12－5図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の 

系統概要図 

（サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への 

注水）（高圧代替注水系による原子炉の冷却） 

 

 

 

 

 

 

 

第3.13－2 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図 

（サプレッション・チェンバを水源とした場合に用いる設備） 

・設備の相違 

3.13-19



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

第 9.12－6図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の 

系統概要図（サプレッション・チェンバを水源とした原子炉 

圧力容器への注水）（高圧炉心スプレイ系による原子炉注水） 

 ・設備の相違 

 

 

第 9.12－7図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の 

系統概要図（サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力

容器への注水）（残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉注水） 

 ・設備の相違 

3.13-20



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 9.12－8図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の 

系統概要図（サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力

容器への注水）（低圧炉心スプレイ系による原子炉注水） 

・設備の相違

第 9.12－9図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の 

系統概要図（西側淡水貯水設備を水源とした原子炉圧力容器への

注水）（低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水及び 

残存溶融炉心の冷却） 

・設備の相違

3.13-21



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

第3.13－3 図(1) 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図（ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした場合に 

用いる設備）（6 号炉） 

 

 

 

 

 

 

 

第 9.12－10図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の

系統概要図（ほう酸水注入系による原子炉注水） 

 

第3.13－3 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図（ほう酸水貯蔵タンクを水源とした場合に用いる設備） 

・設備の相違 

 

 

第3.13－3 図(2) 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図（ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした場合に 

用いる設備）（7 号炉） 

 

  

 

 

 

・設備の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

第 9.12－11 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の

系統概要図（代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却）

（代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器スプレイ） 

 

 

 

 

 ・設備の相違 

 

 

第 9.12－12図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の

系統概要図（代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却）

（代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による 

格納容器スプレイ） 

 ・設備の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 9.12－13図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の

系統概要図 

（西側淡水貯水設備を水源とした原子炉格納容器の冷却） 

（代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による 

原子炉格納容器の冷却） 

・設備の相違

第 9.12－14図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の

系統概要図（代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器下部への

注水）（格納容器下部注水系（常設）によるペデスタル 

（ドライウェル部）への注水） 

・設備の相違

3.13-24



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

第 9.12－15図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の

系統概要図（代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器下部への

注水）（格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル 

（ドライウェル部）への注水） 

 

 

 

 ・設備の相違 

  

 

第 9.12－16図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の

系統概要図（西側淡水貯水設備を水源とした格納容器下部注水系

（可搬型）によるペデスタル（ドライウェル部）への注水） 

 ・設備の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

第 9.12－17図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の

系統概要図（代替淡水貯槽を水源とした使用済燃料プールへの注

水）（代替燃料プール注水系（注水ライン）を使用した 

使用済燃料プール注水） 

 

 

 

 

 

 

 ・設備の相違 

 

 

第 9.12－18図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の

系統概要図（西側淡水貯水設備を水源とした代替燃料プール 

注水系（注水ライン）を使用した使用済燃料プール注水） 

 ・設備の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

第 9.12－19図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の

系統概要図（代替淡水貯槽を水源とした使用済燃料プールへの 

スプレイ）（代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ） 

を使用した使用済燃料プールスプレイ） 

 

 

 ・設備の相違 

  

 

第 9.12－20図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の

系統概要図（代替淡水貯槽を水源とした使用済燃料プールへの 

スプレイ）（代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル） 

を使用した使用済燃料プールスプレイ） 

  

・設備の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

第 9.12－21図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の

系統概要図（西側淡水貯水設備を水源とした 

フィルタ装置用スクラビング水の補給） 

 

 

 

 

 ・設備の相違 

 

 

第3.13－4 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図（代替淡水源を水源とした場合に用いる設備 

（各系統の水源として使用）） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

第3.13－4 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図（代替淡水源を水源とした場合に用いる設備 

（各系統の水源として使用）） 

 

・設備の相違 

3.13-28



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

第3.13－5 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図（海を水源とした場合に用いる設備 

（各系統の水源として使用）） 

 

 

  

 

第3.13－5 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図（海を水源とした場合に用いる設備 

（各系統の水源として使用）） 

 

・設備の相違 

 

 

第3.13－6 図(1) 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図（海を水源とした場合に用いる設備 

(最終ヒートシンクへの代替熱輸送)）（その1） 

 

 

  

 
 

第3.13－6 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図（海を水源とした場合に用いる設備 

（最終ヒートシンクへの代替熱輸送））（屋外の接続口を使用） 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，屋外の

接続口及び屋内の接続

口それぞれの概要図を

作成 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第3.13－7 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図（海を水源とした場合に用いる設備 

（最終ヒートシンクへの代替熱輸送））（屋内の接続口を使用） 

第3.13－6 図(2) 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図（海を水源とした場合に用いる設備 

(最終ヒートシンクへの代替熱輸送)）（その2） 

・設備の相違
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

第3.13－7 図(1) 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図（海を水源とした場合に用いる設備 

（大気への拡散抑制）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9.12－22図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の

系統概要図（原子炉建屋原子炉棟への放水（放水設備）） 

 

第3.13－8 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図（海を水源とした場合に用いる設備 

（大気への拡散抑制）） 

 

・設備の相違 

 

第3.13－7 図(2) 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図（海を水源とした場合に用いる設備 

（航空機燃料火災への泡消火）） 

 

 

 

第 9.12－23図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の

系統概要図（可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡混

合器及び泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）による航空機燃料火災

への泡消火） 

 

 

第 3.13－9 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図（海を水源とした場合に用いる設備 

（航空機燃料火災への泡消火）） 

 

・設備の相違 
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第3.13－8 図(1) 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図（復水貯蔵槽へ水を供給するための設備 

（代替淡水源を水源とした場合）） 

第 3.13－10 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図（低圧原子炉代替注水槽へ水を供給するための設備 

（代替淡水源を水源とした場合）） 

・設備の相違

第3.13－8 図(2) 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図（復水貯蔵槽へ水を供給するための設備 

（海を水源とした場合）） 

第3.13－11 図 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統概要図（低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための設備 

（海を水源とした場合）） 

・設備の相違
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